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発刊によせて

 発 刊 に よ せ て

山形大学大学院社会文化システム研究科長

 阿 子 島　 　 功

　このたび2004年度から『山形大学大学院社会文化システム研究科紀要』を発刊することになりました。

人文学部ではすでに2003年度より『山形大学人文学部研究年報』を刊行しており，大学院でも大学院生の

研究成果をまとめた『山形大学人文学部社会文化システム研究科研究論文集』が1998年度に発刊され，今

年度で通巻７号を数えることになりました。ほかに，全学の研究者が投稿できる『山形大学紀要（人文科

学編，社会科学編）』もあります。

　それぞれの使いわけについてはかならずしも明瞭に線を引くことはできませんが，『山形大学人文学部研

究年報』は，人文学部独自の構成とし，個別論文のほかに人文学部全教員の前年度の研究・教育・社会連

携にかかわる成果一覧を載せています。

　この『山形大学大学院社会文化システム研究科紀要』は，平成８年度に発足した「大学院修士課程社会

文化システム研究科」のさらなる発展，将来の博士課程設置を目ざすもので，本編のように，研究科を中

心とする共同研究の成果も積極的に公表していきたいと考えております。

　将来の「社会文化システム研究科博士課程」を特徴づけるであろう重要な観点のひとつは，地域に根ざ

した研究と人材育成であります。　

　地球環境保全のために　“Think globally, act locally”という標語があります。逆に，“Think locally, 

act globally”―――――もし，これが許されるなら，知的好奇心を行動の原動力として大学に住んでき

た者達にとっては，最も幸せなことではあります。　しかし，やはり真摯に， “Think globally, act locally”

　に努めなければなりません。地球温暖化にともなって，短絡的に気候帯をずらしてみると，山形県はあ

るいは，現在よりももっと住みやすくなることも考えられます。もしかすると冬暖かく，夏の農業生産が

上がることもありえましょう＊。と言って，山形県民が化石エネルギー浪費・地球温暖化ガス排出の対策の

手抜きをするわけもありません。

　“地域に根ざし，世界に羽ばたく”は，山形大学の2004年度の標語のひとつであります。Local science

は従来のような卑下した言い方ではなく，これからの人文学部・社会文化システム研究科の重要なつとめ

となりましょう。それは歴史や文化や制度を中央の資料からの視点ではなく地方の資料から見直すことで

あります。　また，regional scienceの観点は，歴史や文化や制度をglobalな観点から相互に比較し，位置

づけることであります。“地域”を，狭くも広くも人文学部・社会文化システム研究科ではこのようにとら

えてみたいと思います。

（＊温暖化は，すなわち変動が激しくなることであり，海水温度も変わる場合，逆に冬の多雪となること

もありますので，望むようにはならないこともあります。）
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１．  目　　　　的

　本稿は，アニメーションのストーリーを説明す

る話しことばの談話と，その会話の参加者が会話

の後に書いたそのストーリーの作文を対象とし，

それぞれのデータにおける助詞「は」の使われ方

の実態をもとに，主題・対比関係という観点から

考察を行う。

２． 「は」の主題性

　助詞「は」は代表的な主題のマーカーであり，

談話において継続性の高い指示対象を示す形式で

あると，多くの先行研究で指摘されている。

　たとえば，メイナード（1987，1997）は，昔

話の文章の分析において，「ステージング（上場

化）」という概念を用いて「は」の機能を特徴づけ

ている。「は」のステージング効果とは，「登場人

物の誰を中心に，また誰の視点から物語が進展し

ていくのかを伝える（メイナード 1997：93）」こ

とであり，「は」によって主題化された登場人物が

物語の展開を進めて行くと述べている。

　また，林（1987，1998） は，「は」の特徴を

「一箇の文を超えて，文章の文脈の中で，題目とか

中心概念とか，執着の対象とか，論者に最も気に

なるものを，まずかかげるための表示記号（林

1998：240）」であると述べている。そして，「は」

については，文脈を展望する存在である「講話助

詞」，「が」については，その役割が一文の中での

主語表示に限定される「構文助詞」という名称を

用いて「は」と「が」の機能の違いを記述してい

る（林 1998：241）。

　一方，Clancy and Downing（1987）は，「は」

が主題である，言い換えれば「は」によってマー

クされた指示対象が談話あるいは文章の広い範囲

と結束性を持つという特徴づけは，書きことばを

分析の対象としていることに起因していると述べ

る。そして，話しことばの語りにおいて，「は」は

基本的には狭い範囲での結束性を示す手段

（local cohesive device）であり，対比関係を表

すのが主要な機能だと主張する（Clancy and 

Downing 1987：46）。

　彼女たちが述べる対比関係には，「おじいさんは

山へ芝刈りに，おばあさんは川へ洗濯に行きまし

た。」のように時間の前後関係と関係のないパラレ

ルなものだけではなく，「太郎が冷たくした。それ

で花子は傷ついた。」のような先行する事態とそれ

に対する反応というような継起的なものなども含

まれる。パラレルな対比関係の場合は，対立する

双方に「は」が現れやすいが，継起的な対比関係

の場合は，先行する対立項が「は」でマークされ

ないという傾向を，彼女たちは指摘している。

　このように，談話における「は」の機能につい

て，書きことばを分析対象とした研究と話しこと

ばを分析対象とした研究とで，異なる特徴づけが

行われている。前者では「は」の主要な機能は主

題であり，後者では対比ということである。これ

らの先行研究では，書きことば・話しことばのど

ちらか一方を取り上げて分析対象としているが，

本稿では書きことば・話しことばの両方を対象と

して「は」の使われ方を比較・分析していくこと

にする。

３．  デ ー タ

　本稿で議論の対象とするデータは，ピングー・

語りの談話における「は」の使われ方について ―― 渡辺

語りの談話における「は」の使われ方について

 渡 辺 文 生

（文化システム専攻言語科学領域担当）



シリーズの「ピングーと凧」という約５分のアニ

メーションビデオを語り手役のインフォーマント

に見せ，その後そのストーリーを聞き手役のイン

フォーマントに話してもらうことによって得られ

た談話データと，語り手・聞き手それぞれによる

作文データである（渡辺2003）。

　インフォーマントは日本語母語話者の大学生15

組30人で，それぞれデータＡ～Ｏと呼ぶことにする。

また，語り手による話しことばの談話データを「語

り」，語り手が書いた作文データを「語り手作文」，

聞き手が書いた作文データを「聞き手作文」と呼ぶ。

　これらのデータにおいて用いられた「は」を分

析していくが，ストーリーの中の登場人物または

登場物が「は」によってマークされているものを

対象とし，たとえば「今度は」や「次は」のよう

な句で使われる「は」は考察の対象としない。ま

た，「語り」のデータについては，語り手がストー

リーを説明している部分で使われている「は」を

分析対象とする。そのため，聞き手の質問・確認

などとのやり取りにおいて生じた「は」は対象か

ら除くことにする。

４．  「は」の出現数

　それぞれのデータにおいて「は」がどれくらい

使われていたかを集計したものが，下の【表１】

である。「会話時間」とは，話し始めから一通りス

トーリーを説明し終わるまでの時間で，その後の

追加説明や，聞き手とのやりとりなどの時間は含

まれていない。「語りの『は』」とは，話しことば

の語りの中で使われた「は」の出現数を指し，「作

文の『は』」とは，語り手・聞き手それぞれの作文

の中で使われた「は」の出現数を指す。

　まず，「は」の語りにおける出現数と作文におけ

る出現数とを比較してみると，語りの方が少ない

ということが分かる。データＪの語り手以外は，

全員語りにおける「は」の出現数よりも作文の方

が多くなっている。

　平均値を出してみると，語りにおいては，要し

た時間は５分35秒で，6.0回「は」が使われてい

た。語り手作文では，ストーリー全体で20.9文を

費やし，「は」は13.2回現れていた。聞き手作文

の場合は，13.7文で「は」は10.3回使われていた。
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【表１】データ別「は」の出現数

ＥＤＣＢＡ
デ ー タ

聞き手語り手聞き手語り手聞き手語り手聞き手語り手聞き手語り手

男　性男　性女　性女　性女　性男　性女　性女　性男　性男　性性 別

6′ 55″5′ 58″3′ 26″5′ 27″6′ 06″会 話 時 間

1083115語りの「は」

1522151881713431514作 文 文 数

814119910123696作文の「は」

JIHGF
デ ー タ

聞き手語り手聞き手語り手聞き手語り手聞き手語り手聞き手語り手

女　性女　性男　性男　性女　性女　性女　性女　性男　性女　性性 別

8′ 00″4′ 57″5′ 16″3′ 54″3′ 52″会 話 時 間

1611674語りの「は」

24291119141911201215作 文 文 数

2211101481712131012作文の「は」

ONMLK
デ ー タ

聞き手語り手聞き手語り手聞き手語り手聞き手語り手聞き手語り手

女　性女　性女　性女　性男　性男　性女　性女　性女　性女　性性 別

4′  54″5′  13″6′  24″6′  25″7′ 02″会 話 時 間

10260語りの「は」

1713161913191320826作 文 文 数

89111410121011510作文の「は」
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　つまり，出現数だけで比べてみると，同じストー

リーに対して作文では話しことばの語りよりも約

２倍「は」が使われていたことになる。しかし，

作文と語りそれぞれにおいて費やされた言語量を

考えてみると，当然話しことばの語りの方が多い

ので，「は」の出現頻度の差は２倍以上と言える。

５．  場面ごとの分析

　この節では，ストーリーを登場人物の空間的な

移動を基準に11の場面に分け，それぞれの場面を

説明する語りや作文において，「は」がどのような

指示対象に対して用いられたのか分析してい

く。�

５.１　  状 況 設 定

　ストーリーの冒頭で，南極のようなところに住

むペンギンの一家の話であること，イグルーに住

んでいること，などストーリーの状況設定を行っ

ている部分について取り上げる。

　この場面の語りや作文で，「は」が使われた指示

対象は【表２－１】の通りである。

 

　ストーリーの登場人物を初めて導入する部分で

あるため，「は」の使用は作文においても少ない。

聞き手作文においては全く使われていなかった。

　ここで「は」が使われたのは，主人公のピングー

とその妹のピンガ�であるが，語りにおいても作文

においても，この２人を対比して記述するような

使われ方をしている。

　具体例の（１～３）は，データＢの語り・語り

手作文・聞き手作文である。この場合，語り手は，話

しことばの語りにおいてもそのあとの作文におい

ても，「兄」「妹」の両方に「は」を用いて対比関

係を表現しているが，聞き手作文において「は」

は使われていない。

【表２－１】「状況設定」での「は」の使用

聞き手作文語り手作文語　　　り

ピングー　　２ピングー　　２

ピンガ　　　１ピンガ　　　１

�　そのペンギン二人が，

お兄ちゃんの方は大きくって

黒いちょっと黒っぽい，感じで，

妹の方はなんかこうちっちゃくて

キューっとして

かわいげがあるのね，  　   （データＢ　語り）

�　ある雪国に，２人の兄弟がたこ掲げをして

遊んでいました。

兄は黒い肌を，

妹は白と灰色の肌をしています。

（データＢ　語り手作文）

�　黒いお兄さんペンギンと，妹のペンギンがい

ました。　　　　　 （データＢ　聞き手作文）

５.２　  凧 揚 げ

　ここでは，ピングーとピンガが凧揚げをしてい

るうちに，凧が家の屋根に落ちて取れなくなって

しまうという場面を取り上げる。この場面で「は」

が使われた指示対象をまとめたものが【表２－２】

である。表の中の「子供たち」とは，ピングーと

ピンガを一組としてまとめた表現に「は」が使わ

れている例を指す。

 

　この表で最も目を引くことは，「凧」に対して語

りでは１例しか「は」が使われる例がないのに，

作文になると増えるということである。語り手作

文での使用例が10例ということは，10倍もの開き

があることになる。

　具体例（４～６）はデータＨからのものである。

ここで凧には，話しことばの語りでは「は」が用

いられていないが，作文になると語り手作文でも

聞き手作文でも「は」が使われている。「ピングー

がひもを引っ張ったが，凧は取れなかった」とい

う関係は，Clancy and Downing（1987）がと

らえる対比関係のうちの継起的な対比関係と言う

【表２－２】「凧揚げ」での「は」の使用

聞き手作文語り手作文語　　　り

子供たち ５最初の凧 10ピンガ ３

最初の凧 ４ピングー ６ピングー ２

ピンガ １子供たち ２子供たち ２

ピングー １ピンガ １最初の凧 １

語りの談話における「は」の使われ方について ―― 渡辺



ことができる。しかし，この対比関係を表すのに，

話しことばの�では「は」が使われず，作文の�，�

の方で「は」が用いられている。

�　で，まず，家の外で，ピングーとピンガがカ

イトで遊んでて，

で，こう，あーて遊んでるうちに

ピングーが，こけて，

家の屋根に，カイトが，引っかかって，

で，そのカイトのひもを引っ張って，

こう下に屋根の下に落とそうとしたんだけど，

ひもだけ切れて，

で，カイトのあー布部分，ていうかが取れな

くなっちゃって，

（データＨ　語り）

�　ピングーとそのきょうだいのピンガが家の外

でカイトをとばして

遊んでいる。

ピングーがコケて

家の屋根にカイトを引っ掛けてしまった。

ひもを引っ張ってとろうとしたが，

カイトはとれずに

ひもだけとれてしまう。

（データＨ　語り手作文）

�　ピングーとピンガがたこあげをしていたところ，

たこが屋根にひっかかってしまった。

糸を引っぱってとろうとするが，

糸だけ切れて，

たこはひっかかったままになった。

（データＨ　聞き手作文）

５.３　ピンガが家の中へ

　ここでは，ピンガが家の中へ入り，両親に助け

を頼むが断られて外に戻ってくるという場面を取

り上げる。この場面で「は」が使われた指示対象

をまとめたものが【表２－３】である。

 

 

　この場面でもっとも中心的な登場人物はピンガ

であると言えるが，母親，父親に対してもピンガ

と同等あるいはそれ以上「は」が使われている。

継続性の高い登場人物に対してよりも局所的な対

比関係を表すために「は」が多く使われているこ

とがうかがえる。

　（７～９）は，データＪの具体例である。�の語

りでは，「弟」も「お母さん」も「お父さん」も格

助詞の「が」のみが用いられているが，�の語り手

作文になると，「弟」は「が」のままで，「母」と

「父」は「は」によって対比させられている。�の

聞き手作文でも，「弟」には「が」が使われている

が，「お母さん」には「は」，「お父さん」には「は」

ではないが取り立て助詞の「も」が使われている。

�　で，まずお母さんが新聞読んでてね，

そこに行って，

弟が説明してんだけど，

聞いてくれないのね，

新聞読んでるから．

　　お母さんが？

お母さんが．

で，もうちょっと奥に行くと，

お父さんがアイロン掛けしてんのね，

で，それも聞いてくれなかったの．

（データＪ　語り）

�　兄弟は相談して，

弟が両親のところへ報告に行くと，

母は新聞を読んでいて

父はアイロンがけ。

どちらも弟のことをきいてやらない。

（データＪ　語り手作文）

�　ピングーと弟はどうしようと困り，

【表２－３】「ピンガが家の中へ」での「は」の
使用

聞き手作文語り手作文語　　　り

母親 ６母親 ７母親 ４

父親 ４父親 ７父親 ３

ピンガ ２ピンガ ６ピンガ ３

子供たち １両親 ３両親 １

子供たち ２
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弟が家の中にいるお父さんとお母さんのとこ

ろへ相談しにいく。

しかしお母さんは新聞を読んでいて

耳を傾けてくれず，

お父さんもアイロンかけをしていて

聞いてくれない。

（データＪ　聞き手作文）

５.４　  雪 玉

　ここでは，凧を取るためにピングーが雪玉を投

げたが，失敗してちょうど家から出てきたピンガ

に当たってしまい，その後，二回目の雪玉が凧に

当たるが凧が壊れてしまうという場面を取り上げ

る。この場面で「は」が使われた指示対象をまと

めたものが【表２－４】である。

 

　「凧揚げ」の場面と同様に，作文で凧に「は」が

使用される例が大幅に多くなっている。一方，無

生物という点では同じである雪玉は，語りでも作

文でも数がほとんど変わらない。

　このストーリーの登場物の中で，凧は最も中心と

なる登場物であり，ストーリーの冒頭部から終わり

まで広範囲で登場する。継続性が高い指示対象であ

れば，無生物であっても「は」による取り立てを受

けやすいということであろう。しかし，話しことば

の語りにおいて，登場物間の継続性の違いは，「は」

の使われ方に影響しないように見える。

　（10～12）は，データＫからの具体例である�。

�の語りにおいては，「凧．やわな凧だど思ったけ

ど，」という主観的な感想を述べる節でのみ凧が名

詞句で現れ，他の節では省略されている。作文で

は，�の語り手作文でも�の聞き手作文でもピン

グーと凧に「は」が使われている。

【表２－４】「雪玉」での「は」の使用

聞き手作文語り手作文語　　　り

最初の凧 14ピングー 12ピングー ４

ピングー ６最初の凧 11２つ目の雪玉 ４

子供たち ４ピンガ ６最初の凧 ２

２つ目の雪玉 ４最初の雪玉 ４最初の雪玉 ２

最初の雪玉 ３子供たち ２ピンガ １

ピンガ ２２つ目の雪玉 ２

�　で，で今度は投げだ時，

当だったのよ，

当だって

ひゅーって落ぢてきたんだげど，

落ちてきて

ぐしゃっていったわけよ．

ふーん，

壊れでしまいました．

壊れでしまったの？

凧．やわな凧だど思ったけど，

（データＫ　語り）

�　ピンガーが外に出ると，

いきなり顔面に雪玉がとんできた。

ピングーは雪玉でたこを落とそうとしていた。

みごと命中したが，

たこは落ちた拍子に

バラバラにこわれてしまった。

（データＫ　語り手作文）

�　ピングーは雪玉を作って

たこに当て，

落とそうとしていました。

すると家の中にいたピンガが急に出て来て

ピングーの流れ玉にあたってしまいました。

結局たこはとれましたが，

屋根から落ちた時

めちゃめちゃにこわれてしまいました。

（データＫ　聞き手作文）

５.５　ピングーが家の中へ

　ここでは，ピングーが家の中の両親に助けを頼

むが断られ，父親に悪態をついて家を出るという

場面を取り上げる。この場面で「は」が使われた

指示対象をまとめたものが【表２－５】である。

 【表２－５】「ピングーが家の中へ」での「は」
の使用

聞き手作文語り手作文語　　　り

子供たち ４ピングー 15ピングー ３

両親 ２父親 ２父親 ３

両親 ２母親 ２

子供たち ２両親 １

母親 １

語りの談話における「は」の使われ方について ―― 渡辺



　この表を見ると，ピングーに対する「は」の使

われ方が，語り，語り手作文，聞き手作文で大き

く異なっていることが分かる。語りにおいては，

使用例が３例と，父親や母親とほぼ変わらない数

である。作文においては，語り手作文では15例と

非常に多く「は」が使われているのに対して，聞

き手作文では一例もない。

　この場面での中心人物はピングーであるから，

語り手作文でピングーに「は」が使われているの

は，メイナード（1997）のステージングのような

効果をもたらすためと考えられる。特に，直前の

「雪玉」の場面の最後では，「凧 が／は 壊れた」と，

ほとんどの場合凧に視点を置く表現が用いられて

いるため，「ピングーは」と書くことによって，視

点の転換そして場面の転換を示すことができる。

　聞き手作文においてピングーに「は」が使われ

る例がなかったのは，子供が両親に助けを頼んで

断られるというパターンが「ピンガが家の中へ」

の場面に続いて２回目であり，あまり記憶に強く

残らなかったためか，この場面に関する記述が簡

単に済まされる傾向があることが一因である。

　（13～15）はデータＤからの具体例である。�の

語りでは「は」は全く使われていないが，�の語り

手作文ではピングーに「は」が用いられている。�

の聞き手作文では，「彼ら」とピングーではなくピ

ングーとピンガの２人が両親に頼んだという表現

になっていて，それに「は」が使われている。

　この�のように聞き手作文では，ピングー対ピン

ガ，母親対父親という対立関係があいまいになって，

語り手の説明ではそれらのペアの一方の行動でも

２人一組による行動として書かれる傾向があった。

�　ピングーが，おうちに入って，

であのーお母さんに，何か新しいのを買って

くれだか，作ってくれだか，とにかく何か言

うの．

でお母さんがだめって言って，

お父さんもだめって言って，

でピングーがけちーって感じで何か言って

ちょっとけんかになって，

もういいよーって言って

出て行って，

（データＤ　語り）

�　ピングーは両親に新しいの買うか作るかを頼

むが拒否され，

おこって

（データＤ　語り手作文）

�　何とかたこあげをしたい彼らは，両親に頼ん

でも無理だったので，

（データＤ　聞き手作文）

５.６　おじいさんの家への移動

　ここでは，ピングーとピンガがソリでおじいさん

の家まで行って，おじいさんに助けを求めるという

場面を取り上げる。この場面で「は」が使われた指

示対象をまとめたものが【表２－６】である。

 

　この場面では，語り手作文でも聞き手作文でも，

子供たちに「は」が使われる例が多くなっている。

語り手の場合15人中13人，聞き手の場合は15人

中11人が，この場面の作文で子供たちに「は」を

使って書いている。

　この場面以前では，ピングーとピンガの２人は

それぞれ独立した行動を取り，対立した関係とし

てストーリーに現れていた。しかしこの場面では，

対立関係が消え，同一行動を取る一組の登場人物

として提示し直すため，子供たちに「は」が使わ

れていると考えられる。

　（16～18）はデータＧからの具体例である。�

の語りでは，「は」は使われていないが，��の作

文では，どちらも「ピングーとピンガは」と「は」

が使われている。

�　なんかソリをでっかいソリを出して

二人で，なんかある場所に行こうとするんだ

よね，

【表２－６】「おじいさんの家への移動」での「は」
の使用

聞き手作文語り手作文語　　　り

子供たち 12子供たち 15子供たち ４

おじいさん ２おじいさん ３おじいさん １

両親 １ピングー １ピングー １
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でー，行った先が，多分だけどおじさんだと

思うんだけど，

おじさんのところに行くんだよ，

なんか町をずーっとすり抜けて．

（データＧ　語り）

�　ピングーとピンガは２人でそりに乗り，

町を通り抜けて

おじさん（仮）のところへ行く。

（データＧ　語り手作文）

�　そこで，ピングーとピンガはそりに乗って，

出て行ってしまいます。

町の中をスルスルと滑って

たどり着いたのは，おじさんの家で，

そこでたこをなおしてもらうことになりました。

（データＧ　聞き手作文）

５.７　  凧 作 り

　ここでは，子供たちがおじいさんの家の作業小

屋で新しい凧を作るという場面を取り上げる。こ

の場面で「は」が使われた指示対象をまとめたも

のが【表２－７】である。

 

　この場面では，語りと作文とでの「は」の使わ

れ方の違いが比較的少ない。とくに，ピングー，

ピンガに「は」が使われるのは，それぞれの動作

を対比するような場合である。「雪玉」の場面で壊

れてしまった最初の凧に「は」が使われるのは，

「最初の凧は白かったが，今度の凧は黄色だ」とい

うような，２つの凧を対比する文脈である。

　（19～21）はデータＬからの具体例である。こ

こでは，�の語りにおいても，�の語り手作文と

同様に，ピングーとピンガそれぞれに「は」が使

【表２－７】「凧作り」での「は」の使用

聞き手作文語り手作文語　　　り

ピンガ ６ピンガ ５ピンガ ４

子供たち ５子供たち ３ピングー ３

ピングー ４おじいさん ３子供たち １

おじいさん ２子供たち＋おじいさん ２おじいさん １

子供たち＋おじいさん １ピングー＋おじいさん ２子供たち＋おじいさん １
ピングー＋おじいさん １ピングー ２最初の凧 １

最初の凧 １作った凧 １作った凧 １

最初の凧 １

われ，パラレルな対比関係が表されている。聞き

手作文の�では，ピングーとピンガを対立した登

場人物ととらえずに，等質の一組として扱い，「は」

が使われている。

�　めがねかけたペンギンのおじさんのところに

行って，

凧作るんだけど，

ピングーは，なんか…かなづちとか持って，

クギで，トントンってやってて，

ピンガは，絵の具だらけになって，

凧の絵を描いてるのね，　 （データＬ　語り）

�　ピングーはかなづちでくぎをうち，

ピンガは絵の具だらけになって，

たこの絵をかく。　 （データＬ　語り手作文）

�　そこで，ピングーたちはたこをつくることに

なった。

（データＬ　聞き手作文）

５.８　  両親が心配に

　ここでは，帰りの遅い子供たちのことが心配に

なった両親が外に出て，子供たちを呼ぶが，どこ

にもいないという場面を取り上げる。この場面で

「は」が使われた指示対象をまとめたものが【表

２－８】である。

　この場面に移るところに，このストーリーの中

で一番大きな場面の展開がある。ここまでは，子

供たちの行動を追っていたのだが，ここからしば

らくは両親が中心的登場人物となってストーリー

が展開していく。語り手作文，聞き手作文で両親

に「は」が多く使われているのは，大きな場面の

展開にともない新たな中心人物を提示するためと

考えられる。

 

　（22～24）は，データＥからの具体例である。

�の語りでは「は」は全く使われていないが，�

【表２－８】「両親が心配に」での「は」の使用

聞き手作文語り手作文語　　　り

両親 11両親 10両親 ２

父親 １子供たち １子供たち １

母親 １母親 １

語りの談話における「は」の使われ方について ―― 渡辺



�の語り手作文，聞き手作文では両親に対して

「は」が使われている。

�　で，親がこうやってかあのー子供の話しし出

して，

帰ってこないなーって言って，

で時計見たら

５時45分だったから，

もう遅いっつって，

心配になりだして，

それからあのー子供を捜しに行くことに決め

たんですね，

（データＥ　語り）

�　しばらくして，お父さんとお母さんは子供達

の帰りが遅いことに気付きました。

その時は，もう５時45分でした。

そして，二人は表に出て

「ピングー」，「ピンガー」と叫びましたが

返事がありません。

（データＥ　語り手作文）

�　一方，父母は２人が５時45分になっても帰っ

てこないので心配しだします。

（データＥ　聞き手作文）

５.９　  子供たちを捜す

　ここでは，両親がエンジン付きのソリに乗って

子供たちを捜しに出かけ，途中，郵便局や魚屋な

どで子供たちの行方を尋ねるがだれも知らないと

いう場面を取り上げる。この場面で「は」が使わ

れた指示対象をまとめたものが【表２－９】であ

る。この表で「隣人」とあるのは，子供たちの行

方を尋ねる相手を「街の人」「途中で出会った人た

ち」などと表現している場合である。

 【表２－９】「子供たちを捜す」での「は」の使
用

聞き手作文語り手作文語　　　り

両親 ６両親 ７両親 ２

隣人 ３隣人 ２イスの人 １

母親 ３母親 １

郵便局員 １郵便局員 １

子供たち １

　中心的登場人物である両親に「は」が用いられ

る例が，作文において６～７例見られるが，これ

は「両親が心配に」の場面ほどの数ではない。「両

親が心配に」の場面からこの「子供たちを捜す」

の場面は，両親の行動を中心にストーリーが展開

していくため，中心人物としての継続性が保たれ

ているような書き方の場合は，この場面でまた繰

り返し中心人物として提示する必要がないからで

あろう。

　（25～27）は，データＮからの具体例である。

�の語りでは，「は」は使われていない。�の語り

手作文では，両親に「は」が使われている。�の

聞き手作文では，両親は前の場面から継続する主

要人物として扱われているため省略されているが，

子どもの行方を尋ねられた「店の人」に「は」が

使われている。

�　車，そりついた車みたいなんか，車みたいの

に，お父さん運転して

お母さんが後ろに乗って，

こう，子供たちが通ったルートを，そのまま，

えとーラッパみたいなマークのついたお店の

とこで止まって，

お店の人に見なかったみたいに聞いて

見ないって言われて，

（データN　語り）

�　２人は父の運転で車に乗り，

子供達と同じルートをたどり，

子供を見なかったかと聞く。

みんな知らないと言い，

めがねペンギンの家の前についた。

（データN　語り手作文）

�　そりの着いた車に乗り，

ラッパのマークのある店で，子供たちのこと

をたずねたが，

店の人は子供たちが通ったときは

まだいなかったので，

わからなかった。

（データN　聞き手作文）
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５.10　 再 会

　ここでは，おじいさんの家の裏庭に揚がってい

る凧を見て，両親がそこまで行くとおじいさんと

子供たちが凧揚げをしていたという場面を取り上

げる。この場面で「は」が使われた指示対象をま

とめたものが【表２－10】である。

 

　この場面も，前の場面から引き続き，両親の行

動を中心にストーリーが展開していく。発見の対

象として凧や子供たちに焦点を当てた表現に後続

して，両親の行動を述べる場合に「は」が用いら

れる傾向がある。

　（28～30）は，データＭからの具体例であるが，

どれも両親に「は」が使われている。�の語りの

場合，最初のうち「見る」や「思う」「入る」の動

作主である両親は省略されているが，「息子たちが

二人いて」と子供たちに視点を置いた表現のあと

で，もう一度両親に視点を戻すときに「は」が現

れている。��の作文でも，凧や一家四人に視点

を置いた表現のあとに，「二人は」「両親は」と

「は」を使って両親の行動を記述している。

�　だけど，その，おじいさんの屋根の上に，新

しい凧がこう，なんか浮かんでるのを見て，

おじいさんの屋根の上に，新しい凧がこう，

なんか浮かんでるの

あーこれは息子たちなんだなぁって気付いた

んだと思うんだけど，

で入っていったら，

息子たち二人がいて，

うん，そして，両親は，そのおじいさんに，

あーありがとうってこう感謝して，

（データＭ　語り）

�　その時，おじいさんの家の上に，真新しいた

【表２－10】「再会」での「は」の使用

聞き手作文語り手作文語　　　り

両親 15両親 13両親 ６

作った凧 ２父親 ３ピンガ １

父親 １一家四人 ２ピングー １

母親 １父親 １

母親 １

こが，

それを見た二人は息子達の存在を確信し，

おじいさんの家へ，

そこで四人は再会する。

両親はおじいさんに感謝し，

帰り仕たくをする。

（データＭ　語り手作文）

�　空を見てみると，

家の上方にタコが上がっていたので

両親は息子と娘が無事であることに気付くこ

とになる。

（データＭ　聞き手作文）

５.11　 帰 宅

　ここでは，ピングー，ピンガと両親がおじいさ

んの家から帰るというストーリーの結末の場面を

取り上げる。この場面で「は」が使われた指示対

象をまとめたものが【表２－11】である。

 

　この場面では，帰宅する際の家族の様子の描写

が中心なので，家族それぞれを対比的に記述する

ときに「は」が用いられている。

　（31～33）は，データＮからの具体例である。

�の語りでは「は」は使われていないが，�の語

り手作文では母親とピングー，�の聞き手作文で

はピングーに「は」が現れている。

�　でそれから，子供たちの乗ってきたそりをお

父さんの車の，にこうくっつけて

お父さんが運転して，

なんか，うしろのところにお母さんが下の子

抱っこして乗って，

で一番後ろにお兄ちゃんみたいな子が，凧揚

げながら，

【表２－11】「帰宅」での「は」の使用

聞き手作文語り手作文語　　　り

ピングー ４ピングー ８ピングー ５

一家四人 ３一家四人 ３両親 ３

両親 ３母親 １子供たち ２

母親 １一家四人 １

子供たち １ピンガ １

語りの談話における「は」の使われ方について ―― 渡辺



乗ってて，

そのメガネのペンギンにバイバイって言って，

こう進んでいくとこで終わったの．

（データN　語り）

�　そして，車に子供達のそりをつけ，

父が運転，

母は下の子をだっこし，

上の子は１番後ろでたこをあげながら，

みんなでめがねペンギンに手を振り，

家に帰って行った。

（データN　語り手作文）

�　お父さんが車を運転し，

その後ろに弟をだっこして

お母さんが乗った。

車の後ろに子供たちがのっていきたそりをつ

なぎ，

お兄ちゃんは，そのそりにのって，

たこを上げながら

帰って行った。

（データN　聞き手作文）

６．指示対象別に見る「は」の出現数

　前節では，ストーリーの場面ごとに，「は」がど

のような指示対象に使われているのかを見てきた

が，それを１つの表にまとめると【表３】のよう

になる。

　この表からまず分かることは，４節でも指摘し

たことだが，話しことばの語りでは作文と比べて

「は」の使用が約半分であることである。語り手作

文と聞き手作文では，語り手作文の方が43例「は」

の使用が多くなっているが，この差は，語り手作

文が平均20.9文，聞き手作文が平均13.7文という，

作文の長さの違いが反映していると見られる。

　語り，語り手作文，聞き手作文それぞれにおけ

る，個々の指示対象の占める割合を見てみると，

語りと語り手作文には類似点が多い。たとえば，

ピングーの割合は語りでは23.3％で，語り手作文

では23.2％，両親の割合は，語りでは16.7％なの

に対し語り手作文では17.7％である。つまり，

「は」の使用全体のうちそれぞれの登場人物に「は」
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【表３】指示対象別「は」の出現数

聞 き 手 作 文語 り 手 作 文語 り

％件　数指 示 対 象％件　数指 示 対 象％件　数指 示 対 象

24.5％38両 親23.2％46ピ ン グ ー23.3％21ピ ン グ ー

21.3％33子 供 た ち17.7％35両 親16.7％15両 親

12.3％19最 初 の 凧13.6％27子 供 た ち15.6％14ピ ン ガ

9.7％15ピ ン グ ー11.1％22最 初 の 凧11.1％10子 供 た ち

7.1％11母 親9.6％19ピ ン ガ7.8％7母 親

7.1％11ピ ン ガ6.1％12父 親7.8％7父 親

3.9％6父 親6.1％12母 親4.4％4２ つ 目 の 雪 玉

2.6％4２ つ 目 の 雪 玉3.0％6お じ い さ ん4.4％4最 初 の 凧

2.6％4お じ い さ ん2.5％5一 家 四 人2.2％2最 初 の 雪 玉

1.9％3隣 人2.0％4最 初 の 雪 玉2.2％2お じ い さ ん

1.9％3一 家 四 人1.0％2隣 人1.1％1作 っ た 凧

1.9％3最 初 の 雪 玉1.0％2２ つ 目 の 雪 玉1.1％1イ ス の 人

1.3％2作 っ た 凧1.0％2ピングー＋おじいさん1.1％1子供たち＋おじいさん

0.6％1子供たち＋おじいさん1.0％2子供たち＋おじいさん1.1％1一 家 四 人

0.6％1ピングー＋おじいさん0.5％1作 っ た 凧

0.6％1郵 便 局 員0.5％1郵 便 局 員

155計198計90計
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が使われる割合は，語りでも語り手作文でもあま

り変わらないと言うことができる。

　聞き手作文では，両親や子供たちという一組に

まとめた表現に「は」が使われる割合が１位と２

位を占めている。これは，５.５節で指摘したよう

に，母親対父親，ピングー対ピンガという対立関

係をあいまいにした表現のし方が聞き手作文の特

徴であったことが反映されている。その点を考慮

すれば，それぞれの登場人物に「は」が使われる

割合はあまり変わらないという傾向は，この聞き

手作文についても当てはまると思われる。

　登場物についてみてみると，最初の凧の割合が

語りと作文とでは2.5～2.8倍もの差がある。ス

トーリーの中の重要な登場物に対して，話しこと

ばの語りではあまり「は」が使われないが，作文

になると主要な人物と変わらないくらいに「は」

が使われている。その他の登場物は，語りでも作

文でも「は」の使用傾向は変わらない。

７．  ま と め

　本稿では，アニメーションのストーリーを説明

する話しことばの語りと，その語り手と聞き手が

書いた作文をデータとし，それぞれのデータにお

ける「は」の使われ方について分析した。その結

果分かったことを列挙すると，以下の４点にまと

められる。

１）語りにおける「は」の使用は，作文の場合

と比べて約半分である。

２）登場人物に「は」が使われる割合は，語り

と語り手作文においてほぼ同程度である。

３）聞き手作文においては，兄妹や両親など対

となる人物による動作の対立関係が明確に表

されない傾向があるため，両親，子供たちと

いった対を表す表現の割合が高くなっている。

４）ストーリー上重要な登場物は，語りでは他

の登場物と変わらない程度しか「は」が使わ

れないが，作文になると主要な登場人物と同

じ程度に「は」が用いられる。

　談話における「は」の機能に関するほとんどの

先行研究では，書きことばの談話のみ，あるいは

話しことばの談話のみを分析対象としているが，

本稿では，同一のストーリーを複数のインフォー

マントに話してもらい，かつ書いてもらって得た

談話データを分析した。そうすることによって，

話しことばと書きことば双方の談話における「は」

の使われ方を比較することができた。

　書きことばを中心とした研究では「は」は主題

を表すとされ，話しことばを中心とした研究では

「は」は対比を表すと主張されていることを，第２

節で概説した。本稿では，個々の「は」について，

それが主題的に使われているのか対比的に使われ

ているのかという分析は行わなかったが，場面ご

との分析を通して言えることは，対比関係のすべ

てが話しことばで「は」によるマークを受けてい

るわけではなく，作文で増加した分の「は」は主

題の「は」だけではないということである。

　話しことばの語りにおいて「は」があまり使わ

れないということの要因について，本稿では考察

することができなかったが，単なる文体の問題と

はとらえずに，話しことばに関わる認知的な要因

の可能性を視野に入れて今後の課題としたい。

※この研究は，科学研究費補助金基盤研究 （C） �「日

本語母語話者と非母語話者の語りの談話における

『話段』についての研究」（課題番号：16520311　研

究代表者：渡辺文生）の成果の一部である。
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註

�　語りの例文における太字＋イタリック の

部分は，聞き手の発話であることを示す。同

じく，語りの例文において，「，」は継続調の

イントネーション，「．」は下降調のイントネー

ションを指す。

�　アニメーションの設定では，ピンガは妹で

あるが，視覚的に性別を区別しにくいために，

「弟」と表現されている例もある。

�　データＫの語りは，山形方言によるもので

ある。
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語りの談話における「は」の使われ方について ―― 渡辺

On use of “wa” in Japanese narrative discourse

WATANABE Fumio
（Associate Professor, Linguistic Sciences, Cultural System Course）

　Building on Maynard’ s (1987, 1997) research on “wa” as a staging device, Hayashi's(1987, 1998) research on 

discourse markers, and Clancy and Downing's (1987) research on “wa” as a local cohesive marker, I  analyze 

differences in use of “wa” in spoken and written Japanese narrative discourse.

　The data for this study were spoken and written narratives elicited using a 5-minute animated film. The spoken 

data were collected from 15 informants who viewed the film and then told the story to a friend in Japanese, and 

the written data from the narrators and hearers of the spoken data who wrote down the story after the telling. In 

contrast to many preceding analyses of the use of “wa” in spoken or written discourse, I analyzed the use of “wa” 

in written and spoken narrative discourse about the same story.

　I demonstrate that 1) informants used “wa” in the written data twice as much as in the spoken data, 2) the 

proportion of the use of “wa” for the protagonist was the same in both the spoken and written data, 3) the 

proportion of the use of “wa” for pairs like “parents” and “children” was high in the written data by the hearers, 

and 4) informants used a similar amount of“wa” for important inanimate referents as for the protagonist in the 

written data.



序

　フッサールが幾何学の研究に取り組んでいたこ

とは，『ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学』 �

第９節の「純粋幾何学」の論述や付録として収め

られている「幾何学の起源」と呼ばれる論考から

推察されることである。また，幾何学的対象は

「理念化 Idealisierung」を通して形成される「理

念的対象性」であるという特徴づけは，『論理学研

究』 や『イデーン第一巻』 �などにも見られるも

のである。たとえば『イデーン第一巻』§74では，

「幾何学的諸概念は“理念”概念（“Ideal”begriffe）

であり，それは，われわれが見ることのできない

あるものを表している。その“根源”およびその

内容は，記述の諸概念の起源とは本質的に異なる

ものである……」とのべられている。また，『危機

書』 では，「理念化」の過程は，次のように描か

れている。「完全にするという実践から出発して，

“繰り返し繰り返し”という形で，考えうる限りの

完全化の地平へと自由に突き進むことによって，

いたるところに極限形態が予示され，決して到達

されることのない不変の極としてのそれへむかっ

て，そのつどの完全化の系列が伸びてゆく」（§９－

a） �と。

  ところで，「理念化」の操作が幾何学の成立にか

かわる根本的操作とみなされていたことは明らか

であるが，これらの書物は幾何学を中心的主題と

していないためもあって，「直観」と「理念化」の

関連や，そのさいの空間のあり方が明確に述べら

れているわけではない。数学から哲学研究に入っ

たフッサールが何らかの幾何学に関する考察の中

でこうした問題に突き当たったにちがいないと推

察されはしても，この「理念」や「理念化」という

概念が，どのような考察の中で，また，どのような

幾何学思想の中で形成されてきたかは，以前には，

明確でなかった。というのも，算術については『算

術の哲学』（1891年公刊）があったものの，『論理

学研究』（1900／1年公刊）より前のフッサールの

幾何学についての研究は公刊されていなかったた

めに，こうした点についての調査は不可能だったの

である。だが，1983年に『 フッサール著作集 第21
フ　ッ　セ　リ　ア　ー　ナ

巻算術と幾何学についての研究，遺稿にもとづく

テキスト1886－1901』 �が出版され，フッサール

がその時期に空間および幾何学について或る程度

まとまった研究をおこなっていたことがわかるよ

うになった。この巻の編集者インゲボルク・シュ

トローマイヤー（Ingeborg Strohmeyer）女史の

序文を参考にすると，この時期のフッサールの空

間研究の状況は以下のとおりである。

　彼は，「1886から1893年の時期には頻繁にそし

て時期によっては専心的に，幾何学，形式的算術，

多様体論の理論を研究しました」と1901年のナト

ルプ宛書簡(S.394）の中で述べている。この発言

は，空間の哲学と幾何学のための試論がその時期

に書かれていることからも確かめられる。また，

彼は1889／90年には，ハレ大学での講義『数学の

哲学から選ばれた諸問題』において，空間と幾何

学の問題（ユークリッド幾何学からリーマンおよ

びヘルムホルツの理論にいたる幾何学の問題）を

扱った�。さらに，1892および1893年頃に彼は非

最初期フッサールにおける空間思想 ―― 小熊

― 17 ―

 最初期フッサールにおける空間思想

― 「理念化」の概念を中心として ―

 小 熊 正 久

（文化システム専攻思想文化領域担当）
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常に集中して幾何学と空間問題に携わり，遅くと

もこの時期に『空間の書 Raumbuch』 を計画し

ていたとのことであり，その「構想」の日付は1893

年10月15日と記され，「空間の書のための日記」

が1893年10月18日に開始されている。だが，こ

の研究が完成して書物となることはなかった。『著

作集第21巻』で公刊されたテクストの大部分はこ

の時期のものである。

　そこで，小論では，1892年から1893年頃の幾

何学および空間研究がどのような構想のもとでお

こなわれたのかを示し，その中で「理念化」とい

う概念の占めていた位置を明確化することを試み

る。この時期の構想は，『物と空間』 という題名

で公刊されている1907年の講義録�をはじめとす

る彼の空間論の出発点をなすものであり，「理念

化」，「多様体」など多くの重要な概念がこの時期

の空間研究に由来すると思われるからである。さら

に，この時期の試論には，カント的空間論などとは

異なる空間理解やリーマンの「多様体論」に関連す

る空間理解も含まれているように思われる。こうし

た観点からみると，その時期の構想は，その後の

フッサールの空間論はもちろん，『論理学研究』に

おける論理学思想，さらには現象学の構想にいたる

重要な過程をなすようにおもわれるのである。

　だが，この時期のフッサールの構想全体を一挙

に叙述することは不可能なので，「多様体」に関連

する部分の検討は他日に期することにして，小論

では「理念化」の概念を中心にこの時期の空間と

幾何学についての思想を概観することをめざす。

　小論で扱うのは，ほぼ上記『著作集第21巻』第

２部（「空間についての哲学的試論1886－1901」）

に収められ，Nr.１からNr.11までの番号を付され

ているテキスト(262－310頁)である。

　これらのテキストは大きく３グループに区分さ

れている。最初にそれらの主題を概観しておこう

（グループおよび試論の題名は編集者による命名

である）。

　第１グループは，「Ⅰ．基本的問題の概略」と名

づけられている。空間についてのフッサールの問

いは「心理学的問い」，「論理学的問い」，「形而上

学的問い」に分かれるが，それらの問いの意味と

相違が述べられている。最初の「心理学的問い」

は，われわれの空間の表象が何からなるかという

問いとその表象の分析であり，２番目の「論理学

的問い」は空間表象に関連する「論理的操作」の

分析であり，３番目の「形而上学的問い」は，空

間表象と「超越的な意味での現実」との対応関係

についての問いである。これらに関連する試論の

題名および成立年は以下の通りである。

Nr.１　 空間の哲学の諸々の問い

 （おそらく1892／93年頃）

Nr.２　 空間表象の心理学的分析（おそらく1893年）

Nr.３　 論理学的問いと形而上学的問いの関連

 （おそらく1893年）

Nr.４　 空間という用語の幾つかの意味

 （おそらく1892／93年頃）

　第２グループは，「Ⅱ．直観の空間と幾何学の空

間」と名づけられていて，それぞれの空間の内容

と関係の問題を扱っている。

Nr.５　 直観的空間（おそらく1892／93年頃）

Nr.６　 幾何学的空間（おそらく1893年）

Nr.７　 幾何学における象徴（1894年）

Nr.８　 純粋幾何学と物理学的幾何学

 （おそらく1893年）

　第３グループは，「Ⅲ．空間表象の起源」という

名でまとめられ，第１グループにおける３つの問

いにそくして，「起源」という観点から空間表象に

ついて問うている。

Nr.９　 空間表象の起源への問い（おそらく1893年）

Nr.10　空間表象の心理学的起源

 （おそらく1893年）

Nr.11　経験の産物としての空間

 （おそらく1893年）

　さて，第１グループは空間についての問いと分析

方法についての論究であり，第２グループは空間の

特徴についての論究であるが，両者は密接に関連し

ている。大略的に言えば，「心理学的問い」に答え
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る「心理学的分析」によって明らかになる空間の特

徴は直観的空間の特徴であり，「論理学的問い」に

おいて問題になる「論理的操作」には「幾何学的空

間」の特徴が対応するのである。のちの言い方を使

えば，心理学的分析と論理学的分析は直観的空間と

幾何学的空間が与えられる際の，作用（ノエシス）

面の分析であるということができよう。そこでフッ

サールの空間研究の全体像の提示と「理念化」概念

の位置づけをめざすわれわれは，最初に第１グルー

プにそくして３種類の問いを概観してから，空間構

造の問題に移ることにしよう。なお，第３グループ

で取りあげられている「起源」の問題は，第１，第

２グループでの根本問題であるので，小論では，話

題に即して適宜扱いたい。

一　空間への問い

（ａ）　「心理学的問い」について，フッサールは

「試論Nr.１」の冒頭で次のように述べている。

「ここで最初に問われなければならないのは，わ

れわれが空間を表象するさい，何が表象の現実的

内在的対象としてわれわれに現前しているかと

いうことであり，さらに，それは常に同じものな

のか様々なものなのかということである」(S262)。

問題提起の形で語られてはいるが，のちにみるよ

うに，空間を表象するさいには「様々なもの」が

現前しているというのが彼の考えである。「現実的

内在的対象」や「様々なもの」がどのようなもの

を指しているかは小論の「二　直観的空間」の節

でみることにして，ここでは，「心理学的分析」の

対象となる表象の分類を見るにとどめよう。フッ

サールは以下のように続けている。

「後者であればさらに，様々な内容が，……内的

組織的諸結合を有しているかどうかが問われな

ければならない。例えばそれらは，場合によって

は関連づけの判断を媒介として理念的全体内容

へと統合されるのかどうか，さらに，そのつど現

前している内容がこれによって先の理念的全体

を「表象する vorstellen」という代表象機能

（reprasentative Funktion）を受けとって……行

使するということがありうるのかどうかが問わ

れなければならない。……後者［代表象］の場合

にはまた，われわれが空間と呼ぶものの直観的な

いし非直観的……代表象の性格をもつかどうか

が問われなければならない」(S262)と。

要するに，表象された「様々なもの」は「内的組

織的に結合」し，場合によっては，「理念的全体的

内容」― これは空間のことを指す ― を「代表象」

する機能［それ自体ではなく他のものを表象する

機能］を担うのであり，代表象は直観的である場

合も非直観的である場合もある，ということであ

る。そこで，以上の観点から「表象」の内容とそ

れが空間を「代表象」する有様を記述・分析する

ことが「心理学的問い」への解答となるのである。

だが，その解答をうるには，幾何学が構成される

有様をみることが必要となる。

（ｂ）　その構成と関連することになる第二番目の

「論理学的問い」は，以下のように特徴づけられて

いる。

「空間に関連する論理学的問いは，空間表象をわ

れわれの認識目的との関連で観察し，それがこれ

らの目的に適うかどうかを問い，もし適わないの

であれば，そのようになるためにそれらがどのよ

うに論理学的に処理（bearbeiten）されなければ

ならないのかと問うのである」。

この箇所では「認識目的」が何を指すかは明示さ

れていないが，「試論Nr.３」に見える「幾何学の

論理学」などという言い方を参考にすると，空間

的関係ないし空間の認識という目的のことを指す

と考えてよいであろう。そうすると，幾何学のよ

うな学問の構築のために，空間表象はどのように

処理され（手を加えられ）なければならないか，

という考察が「論理学的問い」の意味するところ

となるであろう。その処理については次のように

言われている。

「論理的活動は最終的にはあらゆる場合に直観に

依拠する。だが，それは直観に密着したままでい

ることはできない。高次の認識過程はすべて，あ

最初期フッサールにおける空間思想 ―― 小熊
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る種の非直観的表象を通じて遂行される。それは，

正確な意味で論理的諸概念と呼ばれるものであ

り，あるいは，もっと適切には，われわれが論理

的概念とよぶところの特有な構造的組織に代表

者として属するところの非直観的表象である」と。

簡潔に言い直すと，空間的表象に対するなんらか

の「論理的処理」により，「論理的諸概念」という

「非直観的表象」（ないしそれらが組織をなすよう

な「非直観的表象」）が構成され，そうした論理的

諸概念が直観的表象を代理（ないし代表）するよ

うになる，ということである。上で言われている

ように，空間の直観的表象はけっして完全な直観

ではありえないことに注意する必要がある。その

ゆえに，空間を表象するためは，「論理的諸概念」と

いう代表者が必要になってくるのである。

　こうして，「心理学的問い」の項で述べられてい

た「代表象機能」とは，「論理的諸概念」による

「代表象」のことだったのであり，その形成過程つ

まり「論理的処理」を明らかにすることが「論理

学的問い」の課題の意味するところなのである。

　その「論理的諸概念」の形成過程，すなわち「適

切な諸概念と諸判断を獲得する方法的手続き」につ

いては諸説があるということが述べられている。

「ある人々はそれをアプリオリな学問とみなし，

他の人々はアポステリオリな学問とみなす。ある

人々はその諸概念はアプリオリに与えられてい

ると考え，他の人々は経験的に与えられると考え，

ま た ほ か の 人 々 は 経 験 的 概 念 の 理 念 化

（Idealisierung）によって生じた，と考える」。

ここでは諸説の一つとして挙げられてはいるが，

フッサールは「理念化」による諸概念や諸判断の

獲得こそ幾何学的概念形成にほかならないとみて

いるのである。なお，「論理的概念」の形成の問題

と関連して，「空間の学は歴史的に生成してきたわ

けであるが，それはどのようにして論理的に評価

されるべきなのであろうか」という問いが提示さ

れている。この問いについてここで論じられてい

るわけではないが，これはのちの『危機書』や

「幾何学の起源」につながる問題意識であると言え

よう。

（ｃ）　さて，「理念化」の詳細はのちに見ることに

して，第三の「形而上学的問い」についての次の

言葉を検討しておこう。

「空間の形而上学に属する諸問題を表記すれば，

おおよそ以下のようである。われわれの〈表象の

空間〉は形而上学的価値を有しているか。すなわ

ち，それには，何らかの仕方で想定される超越的

意味での現実物が対応しているのかどうか。もし

対応しているとすれば，〈表象の空間〉はその形

而上学的相関者の正確な像なのであろうか。ある

いは，それには，超越者における一定の『妥当的

諸根拠』［表象の空間を存立させる諸根拠］のみ

が対応するのであって，超越者の特質については

われわれは端的に何も知ることはできないので

あろうか」。

つまり，この問いは，われわれの空間的表象を超

越する存在として想定されることのあるような

「空間そのもの」を問題にするのである。そして，

フッサールによれば，このような問題は先にみた

「論理学的問い」と密接に関連しており，論理学的

研究は，以下のような考察を含むゆえに，「形而上

学的探求の不可欠の前段階をなす」。

「空間は直観であるかあるいは概念であるか。幾

何学の手続きは直観的であって指し示すことの

できる構成［作図］によるのであるか，それとも，

非直観的で概念のみによるのか。幾何学的根本諸

概念と諸判断は経験的なものであるかアプリオ

リなものであるか。幾何学は帰納的学であるが演

繹的段階にあるだけなのか，そうではないのか」。

このような問いは「空間表象」の認識論的身分を

問うことにつながるので「形而上学的問い」とも

関連することになる。

　ところで，すぐわかるように，上の問題設定は

カント的な空間論および認識論とかかわりが深い。

ここで，カントの空間論とフッサールの考えを対

比することにより，フッサールの立場を際だたせ

ておくことにしよう。フッサールはカントの見方

を次のようにまとめている。
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「カントにとって数学の哲学は，彼の認識批判の

主要な基礎の一つである。カントによれば空間は

直観であり，アプリオリに心の中に準備されてい

なければならない。それは経験の可能性の条件で

あり，経験的実在性をもつが，同時に超越論的観

念性をもつのである。空間の形而上学的相関者は

無である」。

以上は，よく知られているカントの空間論の特徴

の紹介と言ってよいが，さらにフッサールは，直

観と概念という対比に関連して，カントの立場に

ついて次のように言う。

「幾何学の基礎にある空間表象は，直観であって

概念ではない。幾何学的諸命題はアプリオリな総

合命題である。したがって空間は，経験と知覚に

依存せず，それゆえアプリオリである。幾何学の

手続き：［それは］特徴的な構築［であって］，概

念的な手続きではない。それが幾何学の直観性を

確証する。等々」。

こうして，カントにとって空間表象は直観であり，

空間の学である幾何学も直観的方法で行われるの

であるが，さきに言及したように，フッサールは，

幾何学において使用される論理的諸概念は空間表

象に依存しながらも「論理的処理」によって形成

されるのであり，それらは最初から（アプリオリ

に）心の中にそなわっているのではない，とみて

いる。まさしくこのゆえに，フッサールにとって

は「幾何学の起源」が問題になりうるのである。

　以上，空間についてのフッサールの問題設定を

概観してきた。これらを念頭において，空間の分

析を見ていくことにしょう。なお，「形而上学的問

い」は，カント的空間論と関連するだけではなく，

空間的表象や幾何学のみならず物理学で想定され

るような空間の問題も含むのであるが，問題の性

質上，その点については空間の分析を見たのちに

最後に考察することとする。

二　直観的空間

　さきに，空間の学問としての幾何学は空間につ

いての「論理的諸概念」の形成に依存すると考え

られていることをみたが，それに対応して，フッ

サールは「直観の空間」と「学問的思考の空間」

としての「幾何学的空間」とを区別する。彼は両

者の関係について次のように説明している。

「幾何学的空間は，学問以外の意識の空間表象と論

理的処理による概念的形象である。それについては

もはや，直観的に表象されるとか表象されうるとか

と言うことはできず，ただ思考可能であると言える

だけである。すなわち，その純粋に概念的な表象は

いかなる手段によっても対応する直観に変えるこ

とはことはできない。概念的表象は，現実には遂行

されえない直観を象徴的に（symbolisch）指摘す

るのである」(Nr.４, S271）と。

幾何学的空間が直観的に表象できないということ

については，さしあたって，われわれが幅のない

線や大きさの内点を直観できないこと，われわれ

の知覚野が多少の「歪み」や「ここ」と「そこ」

の区別を含んでいるとすれば，完全な平行線や等

質な空間を直観できないことを思い浮かべればよ

いであろうが，その空間の成立についての説明は

のちにみることとし，本節では「直観的空間」に

ついて考察しょう。

　すでに「直観的空間」という語が使われている

けれども，そもそも空間はどのように「直観」さ

れているのかという問題を導きの糸としよう。彼

は表象を，「個々の質や強度の単純性は内的徴表へ

の関係による記述を排除するがそうしたものにつ

いての表象」と「多様なるものの表象（die 

Vorstellung eines Maninigfaltigen)」に区分し，

「空間の表象」は後者に属するとする(Nr.５)。ま

た，同じ区別は，「これらの表象が内在的内容とし

て自らの内に捉えていることとして本来の意味で

表象しているもの」と「これらの表象が意味して

はいるが本来の意味で表象していないもの」とも

表現されている。

　こうしてみると，われわれが本来の意味で表象

しているものとは「個々の質や強度」と言われて

いるものだけであり，「空間の表象」は元来「多様

最初期フッサールにおける空間思想 ―― 小熊
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なるものの表象」であって，「本来の意味」での表

象ではないことになる。つまり「空間の表象」と

は厳密な狭い意味では「表象」ないし「直観」で

はないのである。

  では，空間はどのように表象されるのであろう

か。まず，次の言葉を手がかりとしよう。

「われわれは，空間および空間的なものの現実的

直観ないしいわゆる直観を外的知覚ないし外的

想像を通して獲得する」。またその際，われわれ

は「物，人，家，樹，机などを表象するが，それ

らは単なる集合的統一においてではなく，そのつ

ど，風景や通りや部屋といった直観的統一におい

て与えられている」。

たしかに上で挙げられた諸事物は，単に無関係に

集合をなしているだけでなく大まかな意味で空間

的にまとまって知覚されており，こうした意味で

の「直観的統一」が「心理学的問い」に関して言

及されていた「内的組織的諸結合」の意味すると

ころであろう。だが，そのような「直観的統一」

と「空間」との関連については，さらに，次のよ

うに説かれている。

「空間と空間的なものは，それ自体だけでは表象

不可能であり，包括的な直観内部の非自立的契機

としてのみ表象可能であり，じっさいそれらはわ

れわれには感覚的質に覆われて出現する」と。

すなわち，感覚的質と空間を切り離して空間だけ

を表象することはできないという意味で，空間は

「非自立的契機」 �なのである。

　一方，外的知覚や想像における「直観的統一」

としては，つぎつぎとより包括的な統一が考えら

れ，最終的には宇宙空間にいたるが，「直観の前進

は 無 限 で あ る」た め に，「全 空 間 の 直 観 性

(Anschaulichkeit des Allraumes)も仮象にすぎ

ない」，とされている。(Nr.５)

　さて，上のように空間全体は無理としても，一

つの事物などは「直観されている」と言ってよい

のではあるまいか。だが，先にも見ておいたよう

に，厳密な意味ではそうではない。

「すでに全空間の限定された諸部分でさえも厳密

な意味での直観を許容しない。それらは，一つの

感知や一つの時点において現実に現前している

ような内容を与えはせず，そのつど，時間的に広

がっている感知の常に関連している内容から結

果する一つの組織的（dispositionell）な統一を

与えるのである」。

この「組織的統一」は身体的運動に伴う所与も含

むのであるが，こうした所与は統一されてはいて

も多様なものを含んでいて，その把握には「個々

の直観の多様性が必要である」(S278)。そうであ

る以上，空間的多様は厳密な意味での「直観」を

越えるというのである。こうして結局フッサール

は，空間は全体としても部分としても，また，感

覚的質から分離された空間そのものとしても，狭

い意味では「直観」されてはいないと考える。

　では，どのようにしてわれわれは空間を「把握

している」，「表象している」，あるいは，「広い意

味で直観している」と言いうるのであろうか。

　全体としては空間は，「そのつどその部分のみが

直観される理念的形象」(Nr.５)であり，「学問的

考察の対象とする場合には，われわれはそれを当

然概念と判断において把握する」(Nr.４，S273)。

こうして，全体としての空間の把握は「概念」や「判

断」に依拠せざるをえないのである。だが，すで

に「直観的空間」においても，空間的対象を把握

する「根源的諸概念」が見られるのであり，「理念

化」とは「われわれが直観の中でみるような諸形

象の根源的諸概念」の「理念化」(Nr.６，S286)に

ほかならないと言われている。

　そこでわれわれは，「直観的空間」における「根

源的諸概念」の形成を追求することを通して，そ

の場合の「直観的」の意味を明らかにするように

試みよう。その形成としては，二つの方式が挙げ

られている。その一つは，「分割の諸関係と関連す

る空間の諸性質」の把握である。

「なんらかの物を取り上げ，空間的延長のみに注

目しそのほかの徴表は捨象するとき，われわれは

一つの物体（K � rper）をもつ」。

これが，「外的知覚」などを通して空間的なものが
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与えられる出発点ということになるが，そこにお

いて与えられる「物体」を分割する際に，その

「境界」として，「面」が考えられ，またその分割

において「線」が，同様にして「点」が考えられ

る。かつてアリストテレスは，もしも場所的な動

きというものがなかったとしたならば，そもそも

場所のことが問題として探求されることはなかっ

たであろう，という趣旨のことを述べていたが�，

たしかに，われわれは一つの物と他の物の区別（分

けられること），一つの物の分割などという操作を

考えることなしには，分節化した空間や場所を考

えることはできないであろう。

　もう一つの方式は，説明は省くが，「空間的諸形

象」や「大きさ」の「比較の諸関係」によるもの

であり，かくして，「分割」や「比較」によってわ

れわれは「直観的に」空間を把握するのである。

以上を念頭におけば，「直観的」空間を説明する次

の言葉も納得できるものとなるであろう。

「われわれが直観的空間という言い方をする場合

には，一定の心の留保（reservatio mentis）が

なされなければならない。より詳しく見るなら，

空間は全体としては直観ではなく，すでに概念的

表象に依存し，直観的に与えられたものの判定を

通して成立する論理的統一である，ということを

われわれはすぐに認めるのである。空間は，ある

がままのものとして直観されうる色の質のよう

に単純な内容ではない」。

つまり，上にみた諸概念に依存することを前提と

した上でなら，「直観的空間」という言い方も許さ

れるのである。また，概念を通して「直観される」

ゆえに，「空間の構成」［すなわち，われわれにとっ

て空間は最初から与えられているものではなく，

構成されるものである］という問題も生じてくる

わけである。

　そこで，前もって述べておいたように，「空間」は

その起源に関しては「経験的」なものだというこ

とになる。「試論Nr.11」はその立場を鮮明に表し

ている。  

「空間は休らっている諸性質の単純な総和ではな

い。それは，和音やもっとも明瞭な視覚の内部の

確固とした空間形態に似ている。それは，あるが

ままのものとして経験の産物である。眼球と全身

体の運動に際しての，遠近調節や（客観的対象の

接近や遠隔化における）収斂に際しての像の諸変

化に関しての，また，両眼の視差（ヘルムホルツ

の奥行きの値）等々に関しての幾千もの経験が，

空間表象が出来上がるためには必要だったので

ある」(Nr.11, SS.308－９)。

この言葉は，空間が「経験の産物」であることを

主張していると同時に，のちの『物と空間』など

での「身体的運動感覚（キネステーゼ）」をも構成

契機とする空間構成の問題を予感させるものと

いってよいであろう。

三　 理 念 化

　フッサールは，幾何学的根本表象や概念はアプ

リオリに与えられているというカントなどの説と

（狭義での）抽象によって獲得されるとする説を斥

けたあと，次のように言う。

「上の諸説は支持しがたい。すでに長い間コントや

ベーネケやユーバーヴェクなどによって提示され

たり受け入れられたりした，外的直観において知

覚された経験的空間形象の理念化(Idealisierung)

の理論が正しいのである。上で挙げた哲学者たち

が理念化の理論を受け入れなかった理由は，完成

した表象として与えられた理念なしに一体どのよ

うにして理念化が考えれうるのかという困難で

あった」(Nr.６，SS.285－６)と。

では，「完成した表象として与えられた理念なし」

の理念化とはいかなる過程であろうか。まず，「理

念的空間的表象（幾何学的諸概念）の成立に関し

て」と題されているパラグラフの内容を見てみよ

う。その叙述は次の言葉から始まっている。

「われわれは空間にも，線，面，さらに方向の変

化，距離といった空間的諸形象にも“内的無限性”

つまり連続性（Stetigkeit）を帰属させる」。

ここでの「空間的諸形象」とは，先にみたように「直

最初期フッサールにおける空間思想 ―― 小熊
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観的空間」において「物体」の分割などを通して

形成されている形象のことであるが，「理念化」の

段階では，そうした形象や空間は「連続的なもの」

として把握されるというのである。

　現代数学の定式化を参照すれば，ここでの「連

続性」や「内的無限性」とは以下のような事態を

意味していると思われる。すなわち，Ｍを平面

（または直線）の部分集合とする。Ｍの中の相異な

る点からなる点列　Ｐ1，Ｐ2，…，Ｐn，…が，ｎ

→∞ のとき１点Ｐに近づくとき，ＰはＭの集積点

とよばれるが，「（平面上の任意の）開集合Ｏが与

えられたとき，Ｏに含まれている点は，すべてＯ

の集積点となっている」。換言すれば，「開集合の

任意の点は，その近くにいくらでもＯの点があっ

て，Ｏの集積点となる」 �。つまり，そのような集

合の任意の点には，それに近づく無限の点の系列

が存在するという事態である。

　このような意味で空間には連続性と無限性が属

していると考えられるが，フッサールは次のよう

に問うている。

「心理学的にはどのようにしてこの産物が生じる

のであろうか。われわれは連続性を直観すると認

めるべきなのだろうか」。「区切られた一区画の面

や線の内部での区別のつかない複数の点の連続

的濃密化ををれわれは直観することはできない。

われわれは面や線上の無限に多くの点を見ない」

と。

　このように連続性や無限を直観することができ

ないが，それにもかかわらず，われわれがそれら

を何らかの仕方で把握できるとすれば，それはど

のようにしてであろうか。フッサールの叙述は以

下の通りである。

「点の間隔すなわち感性的に知覚可能な一対の点

をとりあげよう。その間隔が簡単かつ判明に見て

取られるかぎりにおいて，……われわれは想像の

助けをかりて，常に，少なくとも一つの中間点を

表象しうる。より正確に言えば，間隔はわれわれ

に分割可能なものとして現れ，われわれは，分離

する関心によって部分間隔を取りあげ，また一点

を想像的に挿入することができる。諸点の「間隙

（Zwischenraum）」は完全に限界づけられては

いないが，この間隙から一つの部分が際だつとい

うこと，明確に境界づけられないが，際だって現

れるということ，を心理学的観察は示すのであ

る」（S287）。

フッサールの記述は，通常の数学での叙述のよう

に点は大きさをもたないなどとということを前提

としていない。そのような「直観的空間」に即し

た記述であることに注意すれば，２点間の間隙に

点を挿入して一つの部分を際立たせることができ

るということは，納得できる事柄であろう。

　次に，「分離する注意がその諸部分に向けられる

という意味で，この中間区域は再び分割を許容す

る」と，上の操作を繰り返すことができると言わ

れている。なお，中間区域が非常に小さな場合に

も想像の上で，点や間隙の大きさを変化させて，

その操作を繰り返すことができるとされている。

　そのあとで，こうした操作ないし反復のの「理

念化」が語られることになる。

「理念化：［これは，］間隔がきわめて小さな場合

にも，理念的に鋭い注意を向けて，見るための理

念的な諸条件をつくりだすことができるならば，

つねに間の点を表象できるということ［である］。

それを支えるのは，大きな延長と小さな延長，大

きな間隔と小さな間隔，大きな線や面と小さな線

や面の類似性である。こうして，想像において小

さな間隔に，より大きな間隔が任意に差し込まれ

る……」(SS.287－８)。

このようにして，「理念的に」つねに同じ操作が可

能であるとみなされ，それによって空間には「内

的無限性」，「連続性」が属するとみなされるので

ある。参考として挙げた数学的定式化の中には，

「ｎ→∞のとき」というかたちで無限性が含まれて

いたが，「理念化」はそれに対応すると考えられる。

　さて，空間全体が連続的なものと捉えられると

ともに，空間的形象も理念的に捉えられることに

なる。「点と線の表象」は「ある延長の理念化から

生じる」とされるが，その過程は次のように叙述
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されている。

「われわれは一つの延長を一本の描線（Strich）

によって二つの部分に分ける。描かれた線そのも

のは延長であるが，本来の境界�に似ている。一

般に，一物体ないし一平面が細いか，線のようで

あるか，あるいは点のように小さいかということ

は，直観から明らかである。細いというのは上昇

を許容する術語である。この上昇は境界すなわち

線(Linie)へと到る。細い面と線の類似は前者を後

者の代表者（Repraesentant）として使うように

われわれを導く」。

このように，線や点が境界として捉えられるが，

さらに，その「理念的限界」としての性格や連続

性との関連は以下のように描写されている。

「数学的にいうと，延長の量は境界にとってどう

でもよいかぎりにおいて，それらはまた境界づけ

にも役立つ。点についても同様である。面はその

“大きさ”に従って比較される。一つの延長はゼ

ロに到るまで連続的に縮小する。ゼロは，強度の

ゼロ点と同様に理念的な境界点である。ゼロは，

強度の場合と同様に，決して無ではなく，過程の

理念的限界（ideale Grenze）である。われわれ

は“連続的に”分割不可能なものとしての点に到る。

もちろんこれは一つの実体化（Hypostasierung）

である。われわれは分割不可能なものを分割可能な

延長の限界として措定する。しかし，われわれがこ

の理念概念（Idealbegriff）を使用することができ

るのは非常に好都合である」(SS.289－90)。

つまり，線や点という理念は，そのまま直観され

るのではなく「理念的限界」，『危機書』の言葉を

使えば，「極限形態 Limes-Gestalten」として与

えられるのである。こうして，大きさをもたない

点，幅をもたない点などが与えられるとともに，

長さや角度などの空間的形象の大きさは「連続性」

をもつものと把握され，そうした諸概念によって，

幾何学的空間とその諸形象が形成されるのである。

 

四　公理と幾何学的空間の代表象

　以上では「試論Nr.６」に即して「理念化」につ

いて見てきたが，その試論の末尾には，「諸理念化

の概観」という見出しのついた３頁分ほどの部分

があり，そこには，「理念化」によって形成される

幾何学的「諸概念」，そしてそれらからなる「諸命

題」がまとめられている。「諸概念」の例としては，

たとえば，次のようなものが挙げられている。

「ａ）距離：最初は，感覚的で不正確な大きさ。

理念的な意味での点への移行によって正確

な規定へと還元する可能性。

  ｂ）方向：いずれにせよ最初は不正確な大きさ。

われわれが点の対をそれら相互の方向にお

いて考察すると，正確な大きさとなる」。

　ここから，「距離」や「方向」といった概念が

「理念化」によって形成されるとみなされいたこと

が確認される。また，諸命題としては，以下のも

のがある。

「・あらゆる点Ａから，任意の距離ａｂに等しい

複数の距離が存在する。

  ・任意のあらかじめ与えられた方向に対して，

あらゆる点に関して，等しい方向が存在する。

　　　・距離と方向は独立的に変化しうる。

 ・任意のあらかじめ与えられた点の対に対し

て固定された方向には，あらゆる点から出発

して，等しい方向をもつ一つの距離だけが存

在する。

 ・あらゆる距離を，あらゆる有理数的および無

理数的関係において，等方向の諸距離に区分

し，それを継続することができる。」

これらの「諸命題」はフッサールが他の箇所（た

とえば小論第三節冒頭の引用）で「諸公理」と呼

んでいたものと考えてよいであろう。これらの「諸

公理」によって，幾何学が構成され，そのことに

よって幾何学的空間がわれわれに把握されるとい

うことになる。ここで，その仕方を，「試論Nr.４」

にしたがって，まとめておこう。「幾何学的空間は，

学問以外の意識の空間表象の論理的処理による概

最初期フッサールにおける空間思想 ―― 小熊
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念的形象である」。またそれは，直観的には表象さ

れえない。そこで，そうしたものを表象するとい

うことは「代表象」という形をとらざるをえない

ので「非本来的」表象とも呼ばれる。こうして，

「概念的表象は，現実には遂行されえない直観を象

徴的（symbolisch）に示すのである」。だが，表

象不可能なものを「像によって表象させたり」，「図

式的に素描する」こともできる。幾何学における，

描かれた図形の使用はそのような方式である。し

たがって，代表象ないし象徴的表象には概念的表

象ないし直観的表象（ここでは図のような類似物

による表象をさす）の二種類があることになる（も

ちろん混在することもある） �。

　次に，これらの諸概念や諸命題の内容に目を移

すと，そこでは「多様体」という語やそれに関連

する概念が数多く使われていて，彼が空間を「多

様体」として把握しようとしていたことを示して

いる。一例を挙げれば次のようである。

「円と球。方向の多様体は二重の連続的円環的多

様体である。直線の束。同様に，任意の一点に関

する直線の多様体」。

また，こうした空間の把握は，同時期（1892／93

ころ）に書かれた試論「幾何学の諸前提」（348－

389頁）においてより具体的に考察されている。

その試論の冒頭は「連続的多様体」の定義の試み

から始まっているのである。さらに，1991／92年

頃の「集合と多様体」と名づけられた別の試論に

は次のような叙述が見出される。

「カントールは多様体のもとで，端的に，なんら

かの集められた諸要素の集合（Inbegriff）のこ

とを理解している。……しかしこの概念はリーマ

ンの概念や一般に幾何学理論において使用され

ている概念にはそぐわない。後者の概念に従うと，

多様体はたんに集められただけではなく，なんら

か秩序づけられた諸要素の集合であり，他方，た

んに　集められただけではなく，連続的に関連し

ている諸要素の集合でもある。両者は無関係では

ない。連続体の概念の中には，最広義での秩序の

ようなものが存しているからである」(S95)。

ここからは，フッサールはカントールやリーマン

の多様体の概念を考察していたことが伺えるとと

もに，「理念化」と（幾何学的）「多様体」の概念

は「連続性」という概念を媒介として密接に関連

していることが見てとれるであろう。

五　形而上学的問いと多様体

　さて，先に検討し残しておいた，「形而上学的問

い」に関連する事柄について見ておこう。以上で

みてきたように，フッサールによれば，空間はア

プリオリに与えられているのではなくて，「理念

化」を通してではあるが，経験的に構成される。

そこで，つぎのような発言も可能になる。

「ロッツェや他の人々の，三次元と平坦性には論

理的必然性が成り立っており三次元ではなく曲

がった空間の可能性を排除するという説［があ

る］。しかし，この説は誤りである。三次元等々，こ

れは，経験的事実性である。重力の法則のように

普遍的事実（法則）ではあるけれども。空間がユー

クリッド的でないということには，その可能性を

われわれは開いておかなければならないのだが，

巨大な信じられなさが存するだけである」(Nr.３，

S269)。

すなわち空間の三次元性や空間がユークリッド幾

何学的であるかそうでないかは，経験的事実の問

題であると言われているのである。上の「平坦性」

や「曲がった」空間のの問題は，空間構造として

は非ユークリッド幾何学の「曲率」の問題に帰着

する�。フッサールは1889／90年の講義の中でこ

の問題を主題的に扱っていた�のであるが，試論の

なかでは，つぎのように言っている。

「われわれが今想定しているような知覚空間の正

確な類似物とは異なる宇宙空間を想定する機会を

見出す可能性があるということは正しい。客観的

世界を構築するという試みは，われわれが空間に

曲率の度合いを付与する場合にのみ成功するとい

うことがありうる。われわれの知覚空間が，それ

が実際に絶対に一定（の曲率）であるとして……，
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非常に小なる曲率の度合いをもつのでないかを，

われわれはまったく知らない。したがって，われ

われの理念的概念は直観の現実性に正確に対応

していないのかどうか［，も知らない］」(Nr.11，

S.311)。

ここには，知覚的空間をも客観的空間をも「曲率」

によって特徴づけようとする見方が現れている。

以上の点から考えてみると，「形而上学的問い」と

は表象としての空間を越えた「空間そのもの」に

ついての問いであったが，その空間はまったくわ

れわれの空間的経験と隔絶したものではなくて，

やはり，「曲率」という共通の特徴をもっていると

考えられているのではあるまいか。

　たとえば「試論Nr.１」では，「形而上学的問い」

に関して，次のように言われているのである。

「先の『妥当的根拠』［超越的空間における，表象

空間を存立させる根拠］は，論理的に三次元ユー

クリッド多様体の概念のもとに包摂されるべき

多様体として表されうるのではないだろうか」

(S266)と。

ここには，「三次元ユークリッド多様体」という限

定はあるものの，空間についての「多様体的」あ

るいは「位相的」な理解があるといってよいであ

ろう。この種の「多様体」はフッサールが上記講

義の中で扱っていたリーマンに由来する思想であ

るが，空間を多様体とみなせば，それは連続的な

「多様なるもの」を扱う一般理論に包摂されるので

ある。フッサールは論理的ないし演繹的関係や判

断などをも含む多様体論という広大な構想をもっ

ていたが，空間論や幾何学も以上のような考察を

基盤としてその中に位置づけられるであろう。上

で言及した講義，多様体論に言及しているナトル

プ宛の1897年と1901年の書簡，先に言及した幾

何学の諸公理についての『幾何学の諸前提につい

て』という試論が，同じ『著作集　第21巻』に収

められており，多様体的な空間把握を示している

ように思われるのである。

　だが，「多様体」に関する問題群については，そ

れらの資料の詳細な検討をふまえた上で，改めて

論じることとしたい。「理念化」の概念が「直観的

空間」と「幾何学的空間」を媒介するものであり，

「連続性」という概念を通して「多様体」的な空間

の把握と関連しているということを見たところで

筆をおこう。 

最初期フッサールにおける空間思想 ―― 小熊
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註

�　Husserliana Bd. VI,  Die Krisis der Europ � ischen 

Wissenschaften und Die Transzendentale Ph � nomeno-

logie , Martinus Nijhoff, den Haag, 1976. （邦訳，木田

元訳，中央公論社。）以下では，『危機書』と表記す

る。

�　 H usser l i a n a  Bd. Ⅲ ,    I d e e n zu e i n e r R e i n e n Ph � nomeno- 

logie und Ph � nomenologischen Philosophie Erstes 

Buch , Martinus Nijhoff, den Haag, 1950.（邦訳，渡辺

二郎訳，みすず書房）

�　ibid. 第９節 

�　Husserliana Bd. XXI,  Studien zur Arithmetik und 

Geometrie , Texte aus dem   Nachlass　1886-1901, 

Martinus Nijhoff, den Haag, 1983.　以下『著作集　第

21巻』と表記する。この書からの引用箇所などの

提示は試論の番号（Nr.）― 必要な場合 ― と頁数

（S.）によって行う。

�　これは，「幾何学の発展についての歴史的概観 

Geschichtlicher � berblick � ber die Entwicklung der 

Geometrie（WS 1889／90）」という題名で，『著作集

　第21巻』に収められている。

� Husserliana Band XVI , Ding und Raum  

Vorlesungen 1907 , Martinus Nijhoff, den Haag, 1973.

�　このような対象の契機は，のちの『論理学研究』第

２巻第３研究のなかで論じられている。

�　アリストテレス，『自然学』211a

�　ここでは，志賀浩二『位相への30講』（朝倉書店，

1998年）の叙述（26～33頁）を参考とした。

�　「本来の境界」と言われているのは，面を二色で

塗りわける場合のように，広がりのない境界のこと

である（S.289）。

�　「象徴的表象」については，「草稿Nr.７」で論じ

られている。

�　ユークリッド幾何学と非ユークリッド幾何学の

関係の問題，また，直観的空間と幾何学的空間につ

いての「理念化」以外の問題局面については，筆者

の「メルロ＝ポンティと幾何学」（山形大学紀要

（人文科学），第15巻第４号，2005年２月）を参考

とされたい。

�　この講義では，リーマンなどによる空間の多様体

論的把握の内容は詳細に報告されているものの，そ

の結論は批判的に扱われている。編集者の序文でも

触れられているが，試論が書かれた1893年には，

フッサールの意見は変化しているように思われる。
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Husserhought on Space in his earliest time
― especiallg on the consept of “Idealization” ―

OGUMA Masahisa
（Professor, Philosophy & Culture , Cultural System Course）

　The aim of this paper is to clalify the conception of Husserl’ s studies on Space and Geometry in 

1892-3. His important concepts  ’ Idealization’and  ’ Manifold theory’ , etc.  originate in this period.

Inquiry about his studies at this period has become  possible only through the publication of 

“Husserliana Band XXI” in 1983.

　Important Topics of his stadies were the relation of intuitional Space and geometrical Space, 

continuity of geometrical space and the nature of 'Idealization'.  



１．  は じ め に

　中晩唐にかけて，艶情を主題あるいはモチーフ

とする詩作品が多量に作られるようになるのは周

知の事実である。男女の間の情愛あるいは，情愛

の対象として女性を詩歌に詠ずることは，中国の

詩にあっても古い時代から重要な主題ではあった。

ただ，多くは「棄婦」・「思婦」（棄捐されてなお相

手を思慕する女性），あるいは「發於情，止乎禮

義」（詩序）等の伝統的な枠組みの内で，概して抑

制的に表出されていた。ところが中唐から晩唐の

時期になると，堰がきれたように情愛のテーマが

取り上げられ，詩歌に詠われるようになる。しか

も，愛情を取り扱う詩の表現領域は大きく拡大さ

れて，いささか猥雑露骨とも言える性愛情欲の描

写をも内に取り込んでいくことになる。元 ，白

居易，温庭 ，韓 などがその傾向の先進的な担

い手である。もとよりそのような艶情詩を流行さ

せるにいたる社会的文化的素因等の大きな問題を

とりあげ考察する力量を持たない。いまはただ，

韓 のいわゆる香奩集を中心に，唐末の「艶情」

詩のモチーフについてのいささかの現象を詩の用

語方面から考えてみたい。

２．  韓 と香奩集

　韓 の閲歴について，詳細な事情は必ずしも判然

としないところがあるものの一応の事情は知りう

る。その伝記上の事実の検討について今考察は行わ

ない。とりあえず韓 の生とその詩作を理解するう

えで，特に必要とおもわれる事項のみを『新唐書』

（巻183）の伝等を中心に再確認するにとどめる。

　韓 ，字は致光（致堯とも），京兆萬年の人。父

は韓瞻，字は畏之，李商隠と同年の進士。その李

商隠には歳若い韓 に言及して「十歳裁詩走馬成」

とする句がある。その詩の作成の状況などより類

推して，會昌の始め頃（會昌２～４年，842～４）

の生れとされる。（『韓 詩注』陳繼龍注，学林出

版社2001年，「前言」参照）進士に合格したのは

龍紀元年（889年）頃，四十代のなかば以降のこ

とであり，決して早い合格ではない。自身の作品

「余自刑部員外郎為時權所擠，値盤石出鎮藩屏，朝

選賓佐，以余充職掌記，鬱鬱不樂，因成長句寄所

知」によると，刑部員外郎の官職を授かったが，

ほどなく河中幕府の掌書記に左遷されたようであ

る。その後左拾遺，左諌議大夫などの官を経て，

翰林學士となる。諸家の考証によると，翰林學士

への就任は天復元年（901年）よりは前のことだ

という（陳繼龍，前掲書）。天復三年（903年）朱

全忠の要求により，濮州の司馬に左遷されるのだ

が，それまでは昭宗のそば近くに従い宦官劉季述

の誅殺，昭宗の長安復帰など重要な案件に関与す

る。唐朝終末に近くそれだけに苛烈な権力闘争の

荒事に積極的に関わり，その政治手腕を十分に発

揮している。官も兵部侍郎，翰林學士承旨と累進

する。天復三年朱全忠により濮州の司馬に追われ

るが，『新唐書』によれば，そこから更に榮懿の尉，

駅州の司馬に貶せられたことになっている（岑仲

勉は榮懿の尉，駅州の司馬を否定。「唐集質疑・韓

 南依記」）。韓 の現存する詩からは，長安を離

れてのち，山東，河南から湖北をへて湖南に行き，

さらに江西を通って福建に向かう旅程が確認され

るという。（陳繼龍，前掲書）途中，天佑二年

（905年），翰林學士に復官との詔書を得るが，事

唐末の艶情詩について ―― 芦立
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実上滅亡している唐王朝への復帰に心を動かすこ

となく， の王審知のもとに向い，天佑三年に福

州に着く。韓 の最後の数年は，福州を離れて泉

州の南安で過ごしたもようである。その没年は乾

化４ ・５年（914･５年）頃と推定されている。

（陳繼龍，前掲書）。

『四庫提要』は韓 を評してつぎのように言う。

 爲學士時， 預秘謀，外爭國是， 觸逆臣之

鋒，死生患難，百折不渝，晩節亦管寧之流亞，

實爲唐末完人。其詩雖局於風氣，渾厚不及前人，

而忠憤之氣，時時溢於語外。性情既摯，風骨自

遒慷慨激昂，迥異當時靡靡之響。其在晩唐，亦

可謂文筆之鳴鳳矣。變風變雅，聖人不廢，又何

必定以一格繩之乎（巻151，集部４，『韓 翰別

集一卷』）

 學士爲りし時， 秘謀に預かり，外國是を爭

う， しば逆臣の鋒に觸れ，死生患難，百折不

渝。晩節亦た管寧の流亞か，實唐末の完人たり。

其の詩は風氣に局られ，渾厚前人に及ばずと雖

も，しかれども忠憤の氣，時時に語外に溢れ，

性情既に摯，風骨自ら遒く慷慨激昂して，迥か

に當時靡靡の響とは異なれり。其晩唐に在りて，

亦た文筆之鳴鳳と謂うべきなり。變風變雅，聖

人廢せず，又た何ぞ必ずしも定めて一格を以て

繩とせんや。

　官僚として頽勢の若何ともしがたい唐朝の経営

に全身全霊をささげる，その硬質な精神と明快な

行動原理が中心的なものあるが，一部分ではある

が，「変」として取り出されるところの韓 の本質

とは対立矛盾する，女々しく軟弱な世界（『香奩集』

の評価であろう）への耽溺という，剛柔対立の構

図でとらえられる。そのあたり矛盾の理解と説明

がこの詩人解釈についての大きな問題になるよう

である。《瀛奎律髓》の以下の批評も同樣な観点か

らなされたものと思われる。

致堯筆端甚高，唐之將亡，與呉融詩律皆不全似

晩唐。善用事，極忠憤，惟「香奩」之作詞工格

卑，豈非世事已不可救，故留連荒亡以箘其憂乎？

致堯の筆端甚だ高し，唐の將に亡びんとするや，

呉融と詩律は皆な全く晩唐に似ず。善く事を用

い，忠憤を極む。惟だ「香奩」の作詞工格卑し，

豈に世事已に救うべからず，故に留連荒亡して

以て其の憂を めんとするに非ざるや？

　確かに脂粉の香りに包まれる「香奩集」と韓 

の硬質な生とはいかなる関係にあるのか，和凝の

作とするのは論外ではあるが，たしかに素朴な疑

問と言えば疑問ではある。人の生は一つの原理で

律することも無かろうし，また必ずしも背反矛盾

するものではないようにも思われるが，いまはそ

の人格との関係という問題はあまり考えないこと

にする。とりあえず「香奩集」の表現をこれまで

の批評からは自由にその艶情の特性についていさ

さか検討してみたい。テキストは『全唐詩』巻681

を使用する。まずは韓 の艶情詩についての態度

などからみていくことする。

　四部叢刊の『玉山樵人香奩集』には序文がある。

その真贋，性質についても議論が必要ように思わ

れるが，いまは立ち入らない。その序によれば，

「章句に溺れる」といい，「大夫の爲すことにあら

ざるを知るも，情を忘れるあたわず，云云」と始

める。艶情にかかわる詩歌の作成には，不経の自

覚，道徳的方面からする弁解をいう。庚辰の歳か

ら庚子の歳までの多くの詩歌を作ったが，唐滅亡

時の混乱に紛れ失われたが，後，流寓のさなか折々

に集めなおして百編ほどを得たものだという。若

い時代に作成された遊戯の作とするものの， 信・

『玉臺新詠』に対する優越性の議論を展開してその

あとに，つぎのように述べる。「初めて捧心の態を

得て，幸いに折齒の慙無く，�巷青樓に未だ糠粃

を嘗めず。金   ，始めて風流に預かる」と。

拒絶を経験せざる恋愛を自慢するようである。つ

づいて「五色の靈芝を咀（か）めば，香は九竅に

生じ，三危の瑞露を咽（あじわ）えば，春は七情

に動く。」といい，エロチックな情動，艶情が『香

奩集』の主要なテーマとなるかのように主張して

いるようである。「如し其の不経を責める有らば，

亦た望むらくは以て功の過を掩わんことを。」と結

ぶ。序によれば香奩集の作品は非道徳の確信，軽
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薄の自覚をもって作られたものとなるようではあ

るが，その詩作の行為と意味についての深い反省

あるいは思索のあとは伺えない。

　実際の詩作品の内には特に構えた愛情や情動に

ついての深刻な言説，たとえば「天荒地變心難折，

若比傷春意未多」（李商隠・曲江）のような表現に

伺える愛情の絶対性の主張，韓 の艶情の詩に，

そのような強い思い入れを読み取ることは不可能

である。あるいは，「春心莫共花爭發 一寸相思一

寸灰」（同，無題）の句のごとき強烈な虚無をいう

句も探し難い。情愛を評価するにしても否定する

にしてもそのような大げさで声高な意味づけの議

論はみられない。自己の愛の経験をも含めて愛の

さまざまな相を冷静に対象化し提示する。「香奩」

は化粧箱であるが，その中に収められるものは，

単なる化粧品，装身具等の日常品でありそれ以上

のものでもそれ以下のものでもない。香奩集の作

品全体からは肯定するも否定するにも，艶情詩あ

るいは艶情と関係することについての積極的な意

味づけの意識は読み取りがたい。存在の根底に関

係する深刻な「艶情」とは距離をおき，いささか

冷静に「情愛」を対象化する韓 の態度をまず指

摘しておく。

　いま『全唐詩』の該当部分，巻683には115首

の作品と若干の断片的詩句が残されているが，テ

キストにはそれを用いる。「韓 之詩，皆裾裙脂粉

之語，有香奩集」（『滄浪詩話』，詩體）といわれる

が，確かにそのほとんどが女性および女性と関係

する事態の表現をある。「五更」と題する次の詩，

往年曾約鬱金牀，半夜潛身入洞房。

往年曾て約す鬱金の牀，半夜身を潛めて洞房

に入る

懷裏不知金鈿落，暗中唯覺繍鞋香。

懷裏知らず金鈿の落つるを，暗中唯だ覺ゆ繍

鞋の香

此時欲別魂倶斷，自後相逢眼更狂。

此の時別れんと欲して魂倶に斷ゆ，自後相い

逢う眼は更に狂せん

光景旋消惆悵在，一生贏得是凄涼。

光景旋消し惆悵として在り，一生贏ち得たる

はこれ凄涼

　前半部分，曾ての逢瀬のおりのかおり草鬱金香

のしとねなどを提示して，女性の肌のぬくもりや

移り香など官能的時間の経過を生々しく煽情的に

表現する。さらに「更に狂せん」と情愛の一層の

過熱を予想させつつも，熱情の中に自身を投げだ

す契機をいうことはない。結局は冷たい「凄涼」

に低回する自己を提示する。あるいは「自負」と

題する次の作品，

　人許風流自負才，偸桃三度到瑶臺。

人は許す風流　自からは才を負む，桃を偸み

三度も瑶臺に到る。

至今衣領修脂在，曾被謫仙痛咬來。

今に至るも衣領に修脂在り，曾て謫仙に痛咬

せられ來る。

　詩は恋愛ゲームの手練れであること誇る趣旨を

いう，「謫仙」は恋愛の相敵をいう。「痛咬」され

るなど，濃密な男女間の関係を想起させるものの

詩人の関心は恋愛ゲームそれ自体にあるようで，

関係する自己を冷静に対象化している。「香奩集」

全体にはこのような，愛欲の空間に対するいささ

か覚めた姿勢での対応，詩人は外部にあって離れ

て覗く構図が見られるように思われる。いまひと

つ例をあげるなら，「詠浴」と題する次の作品，

再整魚犀鎗翠簪　解衣先覺冷森森。

再び魚犀を整え翠簪を鎗し，衣を解きて先づ

覺ゆ冷森森なるを

教移蘭燭頻羞影　自試香湯更怕深。

蘭燭を移さしめ頻りに影に羞ず，自ら香湯に

試み更に深きを怕る

初似洗花難抑按　終憂沃雪不勝任。

初めは似る花を洗うの抑按し難きに，終に憂

う沃雪任に勝えざるを

豈知侍女簾帷外　剩取君主幾餅金。

豈に知らん侍女の簾帷の外にて，君主に幾餅

金を剩取すを

　覗きの場面を直接的に取りあげる作品である。

入浴する女性を竊かにうかがいみることを詩にす

唐末の艶情詩について ―― 芦立
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る。恥じらい，いまにも絶え入らんというがごと

き風情を詠むが，類型的であり，特別の感興をこ

とさらに述べたてるというものではない。《瀛奎律

髓》はこの詩について「按《趙后外傳》『昭儀浴，

帝竊觀之，令侍女勿言，投贈以金，一浴賜百餅。』

此詩尚有所諷，謂世之為君者亦惑乎此也。」と評す

るが，その諷するところの解説は「誰にもかかる

劣情があるのか」と素っ気なく一般的である。お

そらくはこの詩に，覗きの根底にある強い動機づ

け，秘密を強いて暴きだそうとする狂おしい欲望，

暗い情念のたぐいを看てはいないようである。

　見ることそれを冷静に提示すること，男女の愛

情を詠ずるものの自身がかかわる生々しい情欲に

つては言及をさける。いささか落ち着いた姿勢，

艶情の冷静な客体化を「香奩集」の艶情詩の表現

の一つの特徴としておくことにする。

３． 艶情のモチーフ

　艶情の表現には無論相当の伝統がある。いまそ

の消長を詳しく追求する力量をもたないが，韓 

の作品を具体的に検討するまえに，簡単にそのい

くつかの典型をみておこう。韓 詩の位相を検討

する上で比較の尺度になるものと考えるからであ

る。艶情といっても様々な内容が考えられようが

今は，覗きの視線と犯しの意識などのモチーフを

中心的にみていくなかで唐詩の艶情の一端を検討

していくことにする。

　＜視線の問題＞

宮体詩以来では， しばしば覗きの視線にさらされ

る女性が登場する。無防備な姿態が外からの視線

にさらされる描写が見られる。次の皇妃の昼寝を

詠む簡文帝の詩，「詠内人晝眠」  

・夢笑開嬌靨，眠鬟壓落花。

夢に笑いて嬌靨開き，眠鬟　落花を壓す

簟文生玉腕。香汗浸紅紗。

簟文玉腕に生じ，香汗　紅紗に浸む

夫壻恆相伴。莫誤是倡家。

夫壻　恆に相い伴う，誤るなかれこれ倡家な

ると

　夢みて笑い，寝みだれる無防備な姿態をさまざ

まに提示する。しかしそこには暴力的な視線はな

い。次の化粧の場，見られて羞恥する女性の反応

の描写する時にもやはり鋭い視線は見られないと

いってよかろう。

・大婦西北樓，中婦南陌頭。

大婦　西北の樓，中婦　南陌の頭

小婦初妝點，回眉對月鉤。

小婦初めて妝い點ず，眉を回らし月鉤に對す

可憐還自覺，人看反更羞。

可憐なる還た自ら覺る，人看れば反って更に

羞ず

　（陳後主，三婦艷） 

　＜犯しと無力＞

　女性を覗く視線は中唐期の白居易・元 らの作

品には，積極的に対象に関係しようとする強い欲

望と意図をもってあらわれるように思われる。対

象は恥らい抗う状態ではなく，無抵抗に視線の前

に投げ出されてある。「無力」と表現される状況は，

宮体の「覗きみる」ものより一歩進んで，犯しの

まなざしといってもかまわないように思われる。

たとえば長恨歌の次の一節，

・春寒賜浴華清池 　 泉水滑洗凝脂

待兒扶起嬌無力 　始是新承恩澤時 

　湯浴みの場面であるが，本来なら秘匿すべき後

宮生活の一齣を，婉曲にかつ刺激的に想像させる

詩句であるが，覗き見するモチーフで進行する。

そして「嬌として力なし」の句に示されるように，

対象は欲望にたいして供えられる犠牲の如きもの

として提示される。あるいは次の句にも「無力」

があるが，それは見る者を挑発煽情し挑みをまち

うける状況のようにも読めよう。「歌臉情有り睇

（ながしめ）を凝すこと久しく， 腰力無く裙を轉

ずること遲し」（白居易「與牛家妓樂雨後合宴」）

「長恨歌」の展開についてみるなら，描写は貴人の

横死と再生願望の冥界遊行へと連続していく。白

居易の典雅な表現により，死のまがまがしさも希

薄化される。とはいえ深層に潛むモチーフである，
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覗きと犯しあるいは死と再生を読み取ることはさ

ほど困難ではない。そして「連理の枝」「比翼の

鳥」の具体的合体のイメージをあげるまでもなく，

根源的なものとして男女性愛のエロチシズムをと

りだすのは容易であろう。

　元 の次の詩句には，情交の次第が記述される

が，「無力」と読まれる対の部分には，男に臂の中

に力無くなげだされ，エクスタシーに身体をうち

ふるわせる状況が表現されている。交情は一種の

犯しとして描かれる。

・鴛鴦交頸舞　翡翠合歡籠。

鴛鴦交頸して舞い，翡翠合歡に籠もる

眉黛羞頻聚　朱脣暖更融。

眉黛羞頻りに聚まり，朱脣暖たく更に融ける

氣清蘭蕊馥　膚潤玉肌豐。

氣清く蘭蕊馥り，膚は潤い玉肌豐かなり

無力慵移腕　多嬌愛斂躬。

力無く腕を移すに慵く，嬌多く躬を斂めるこ

と愛し

汗光珠點點　髮亂�鬆鬆。

汗光り珠點點，髮は亂れ�鬆鬆たり

 （元 　會真詩）

　この部分の描写は，欲望と悦楽それ自体を対象

として取り出し表現することに関心の中心がある

ごとくであり，表面的には必ずしも覗きや犯しと

いう構図を具体的に明示するものではない。もっ

とも詩題が「會真詩」であり，真実の提示という

意であれば広義「覗き」と「暴露」の枠組みを想

定することも可能であろう。この表現に先行して

既に「戯調初微拒，柔情已暗通」とあり，挑発と

拒絶の儀式的やり取りはすでに終了しているよう

である。「夢遊春」にも仙女を描写する類似する表

現がみられるが，「昔 夢遊春，夢遊何所遇。夢入

深洞中，果遂平生趣」とあり，異界である「夢」

の空間の覗き見という構図をとる。

　あるいは「無力」と表現される女性のすべてが，

性的な対象として快楽に供せられるべく用意され

た女性と理解するのは乱暴なのかもしれない。「羅

袖の嬋娟力無きに似る，行きて落花を拾い容色に

比す」（王翰　春女行）女性のしなやかさ等の魅力

をいう一つの表現類型と理解すればおだやかなの

かもしれない。ただ晩唐の詞においては多く濃密

な性的交渉の場面に中にあらわれるようである。

たとえば，歐陽炯の「菩薩蠻」，

　曉來中酒和春睡 曉來中酒春の睡りに和す

四支無力雲鬟墜 四支（肢）無力　雲鬟墜つ

斜臥臉波春 斜めに臥せば臉波の春

玉郎休惱人 玉郎人を惱ますを休めよ

日高猶未起 日高くして猶お未だ起きず

爲戀鴛鴦被 爲に戀いる鴛鴦の被

鸚鵡語金籠 鸚鵡は金籠に語る

道兒還是慵 道兒は還お是れ慵し

　歌詞全体を倦怠感が支配する。宿酔と寝不足，

これなどは，寢乱れた髪のままになげだされてい

る女性，流し目と，男の挑発等々が取り上げられ，

前後の荒淫を十分に想起させるものである。「無

力」は覗かれ犯されることを根底のモチーフとす

る「艶情」をいう「詞」の表現にはしばしば登場

する用語となっている。「半醉凝情臥繍茵 睡容無

力卸羅裙」（毛熙震，浣溪沙），「新睡覺來無力」

（韋莊，謁金門）などの詞句がみえる。

　＜犯しと死のモチーフ＞

　「無力」の表現からは離れるが「長恨歌」につい

て触れたおり，簡単にのべた貴人の殺害のモチー

フについて少し補っておきたい。すでに触れたご

とく，文字通りの暴力による被害の表現である。

表面的には，道徳的批判の言葉とともにあり，政

治的混乱の責任をおわされ道義的にも指弾される

ことになる。ただし背後には多分にモラル超えた

ある情動に係る措辞がみえるように思われる。同

時代では，華清宮もの，楊貴妃を素材にする詩句，

南朝では玉樹後庭花の張貴妃にかかわる表現であ

る。あるいは漢代の王昭君を含めてもいいのかも

しれないが，まずは横死をもって生をおえる二人

の貴妃についてみてみる。

祿山胡旋迷君眼 祿山胡旋して君が眼を迷わ

す

兵過黄河疑未反 兵黄河を過ぐるも疑い未だ

唐末の艶情詩について ―― 芦立
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反せず

貴妃胡旋惑君心 貴妃胡旋して君が心を惑わ

す

死棄馬嵬念更深  馬嵬に死棄せられて念いは

更に深し 

從茲地軸天維轉 茲れより地軸天維轉じ

五十年來制不禁 五十年來　制し禁じえず

胡旋女，莫空舞 胡旋女，空しく舞うなかれ

數唱此歌悟明主 此歌を數唱して明主を悟ら

せよ

（「新楽府」　胡旋女戒近習也）

　白居易の示す枠組みが楊貴妃をとりあげる際の

詩解釈の際の一般的なものである。社会とモラル

の荒廃（荒淫といってもよかろう）の責めを打ち

棄てられる死体により贖うという構図である。イ

メージ的には「馬嵬に死棄せらるる」楊貴妃に関

心の焦点がおかれるものと思われる。「太真血に染

まり馬蹄に盡く， 朱閣 影隨い天際空し」(李益，

過馬嵬二首其一)とするこの詩句は流血のさまま

で添えて更に刺激的である。あるいは「喧呼す馬

嵬の血に，零落す羽林の槍」（杜牧　華清宮三十韻）

など。血塗られまがまがしく提示される女性の死

のイメージが馬嵬あるいは華清宮を主題とする作

品の背後に流れているようである。

　もう一つ「玉樹後庭花」のモチーフも華清宮も

のと同じといっても良かろう。張貴妃についてみ

ると，『陳書』の伝には，妖術を好み，その術で後

主を籠絡，公私両面において悪しき影響を与えた

ことが喧伝され，臺城陥落のおり捉えられ斬られ

たことなどが記述されている。( 「及隋軍陷臺城，

妃與後主倶入于井，隋軍出之，晉王廣命斬貴妃，

 於青溪中橋。」《陳書》卷七，「張麗華傳」 )　この

典拠も「華清宮」ものと大きな枠組み上の違いは

ない。ただ時間の経過のモチーフが導入され，かっ

ての悦楽の場は変化してした荒廃の空間に対置さ

れるという，「変容・喪失」が付加されることにな

る。その臺城ものの典型としては次の作品があげ

られようか，

臺城六代競豪華 臺城六代 豪華を競い

結綺臨春事最奢 結綺臨春　事最も奢なり

萬 千門成野草 萬 千門 野草と成り

只 一曲後庭花 只 るは一曲の後庭花　

（劉禹錫，金陵五題　臺城）

　「玉樹後庭花」のもう一方の当事者である張貴妃

については，「狎客淪亡して麗華死す， 他年江令

獨り來るの時」（王渙，惆悵詩其九）などと直接死

と結びつけた詩句もあるが，その死は典故に底流

するものの，必ずしも明示されるものではない。

晩唐の温庭 は好んでこの典拠を用いる。「 鳴 

曲」「春江花月夜詞」などの作にみえる。

・盤踞勢窮三百年  朱方殺氣成愁煙

盤踞勢は窮る三百年 朱方の殺氣愁煙と成る

彗星拂地浪連海  戰鼓渡江塵漲天

彗星地を拂い浪海に連なり  戰鼓江を渡り塵

天に漲る

 龍畫雉填宮井  野火風驅燒九鼎

 龍畫雉宮井に填まり  野火風に驅け九鼎燒

かる

  （ 鳴 曲）

・玉樹歌闌海雲� 　花庭忽作青蕪國

玉樹歌闌なるに海雲�く 　花庭忽ち青蕪の

國と作る

秦淮有水水無情 　還向金陵漾春色

秦淮水有るも水は無情 　還た向う金陵の漾

春の色に

　　　・・

　　　・・

蠻弦代寫曲如語 　一醉昏昏天下迷

蠻弦代寫し曲語るが如し 　一醉昏昏として

天下迷う

四方傾動煙塵起 　猶在濃香夢魂裏

四方傾動して煙塵起るに 　猶お濃香夢魂の

裏に在り

後主荒宮有曉鶯 　飛來只隔西江水

後主の荒宮に曉鶯 有り　 飛び來りて只だ西

江の水に隔たる

（春江花月夜詞）

 外部に対して目を閉ざし，閨房のごとき濃密な氣
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に満たされる快楽空間へのひきこもり，「朱方の殺

気」「彗星」「戰鼓」に示される外から襲う野蛮に

より「四方傾動して煙塵起り」，その野蛮によって

なすすべもなく犯されるというこの構造は，温庭

 が南朝をテーマにする時しばしばみられる構造

的な下敷きである。また多くの詩人がしばしば取

り上げる形でもある。犠牲に供せられる存在，滅

びという相をとるが，本質は犯される女性と同じ

であろう。温庭 のこれらの詩句は直接的には張

貴妃の死をいわない。表現はいささか抽象化して

いる。詠史詩的な観点からは，逸楽に耽溺したは

ての必然の滅亡と批評すればすむことではある。

しかしことはさほど簡単ではなく，詩人の関心は

詠史詩の枠組みの先にあるもの，「猶お在り濃香の

裏」などという濃密な香気にみたされる艶情の空

間の位相をも同時に提示ものように思われる。愛

欲・性愛が本質的もつ人間の根源的不安の提示と

言ってもよいのかもしれない。中晩唐の艶情詩は，

覗き，犯し，死など暴力的契機をもってその世界

を深化させていく，愛欲のまがまがしい側面にも

その関心を広げていくことになる。

　＜性愛と異界の女性＞

　男女の性的関係については，神女・仙女との交

際として比喩的に語られる伝統が，詩文の世界で

は一般的である。神女との神秘的契りがとりあげ

られる。性愛との関係で取り上げられる女神はさ

ほど多くはなく関係も類型的である。その代表的

な神女は，宋玉「高唐賦」以来，陽臺に眠る楚襄

王の夢に現れる雲雨の女神であろう。詩文にしば

しば現われ，使用頻度は相当に高いものである。

黄昏歌舞促瓊筵 　銀燭臺西見小蓮

黄昏歌舞　瓊筵に促し 　銀燭の臺西に　小

蓮見ゆ

二寸�波回慢水 　一雙纖手語香弦

二寸の�波　慢水に回らし　一雙の纖手　香

弦に語る

桂形淺拂梁家黛 　瓜字初分碧玉年

桂形淺く拂う梁家の黛 　瓜字初めて分つ碧

玉の年

願託襄王雲雨夢 　陽臺今夜降神仙

願わくは襄王雲雨の夢に託して 　陽臺に今

夜　神仙の降りんことを

　　（李羣玉　醉後贈馮 ）

　その場では連理・比翼・交頸・合歓の悦楽が展

開されることになる。次の詩で降臨する神女は智

瓊という名である。『搜神記』によれば，彼女は濟

北の弦超に憑依した女神，嘉平中（249～254）

弦超の夢に現われ，天上の玉女で，東郡の人，姓

は成公，字は智瓊ということである。

智瓊神女　來訪文君

智瓊神女　來りて文君を訪ぬ

蛾眉始約　羅袖初�

蛾眉始めて約し　羅袖初めて�ず

歌齊曲韻　舞亂行分

歌曲韻齊い　舞は亂れ行分る

若向陽臺薦枕　何啻得勝朝雲

若し陽臺に向い枕を薦むれば 何ぞ啻に朝雲

に勝るを得るのみならん（王勃，雑曲）

　男女の会合の場は夢の異空間・異界となり，豪

壮な建物と贅を尽くした調度・景観などの満ちあ

ふれる仙郷として描かれることになる。いわば遊

仙窟である。元 の「夢遊春」には「昔 夢に春

に遊ぶ，夢に遊びて何の遇うところなる。夢に深

き洞中に入り， 果して平生の趣を遂ぐ。 清 淺

漫なる流れ，畫舫蘭 もて渡る。 過ぎ盡くす萬株

の桃 ，盤旋す竹林の路。 長廊小樓を抱き，門 

は相い回互す。 樓下に花叢雜り，叢邊には鴛鷺繞

る。池の光りに霞影漾い， 曉日初めて明煦。」（元

 　夢遊春）とあり，感覚的美しさを以てその桃

源境的空間を詠じあげている。

　ただ，このような艶麗な特殊空間で出会う女性

が，時として死せる幽霊，あるいは異類であるこ

とはよく知られている。神女と幽霊（死霊）との

距離はさほど遠くはない。汪遵の「瑤臺」と題す

る次の詩，

仙夢香魂不久留 仙夢香魂 久しくは留まらず

滿川雲雨滿宮愁 滿川の雲雨　滿宮の愁

直須待得荊王死 直だ須らく待ちて荊王の死

唐末の艶情詩について ―― 芦立
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するを得て

始向瑤臺一處遊 始めて瑤臺に向い一處に遊

ぶべし

　先にふれた襄王の雲雨の故事を引くわけだが，

ここでは物語の夢の邂逅を時間の経過のうちに風

化せしめる。「荊王（襄王）の死後にはじめてとも

に遊びうる」と歌い，陽臺が「あの世」のもので

あり，したがって「香魂」も異界，死の世界に所

属する女性の象徴としているのであろう。「香魂」

は死せるものである。「思い牽かれ今夜腸應に直な

るべし，雨冷たく香魂書客を弔う。秋墳に鬼は唱

う鮑家の詩， 恨血千年土中に碧なり」（李賀，秋

來）とする詩句がある，漢の談生のもとに訪れた

美女の話し（『捜神記』巻16）等にもとづくもの

なのだろう。その話には，女の禁止を無視してそ

の契った相手の姿をのぞきみると，灯火にてらし

だされたのは，おぞましい半ば膚肉が再生してい

る白骨の怪であったことがしるされる。

　また伝説の妓女「蘇小小」を詠う歌詩は，死霊

との交情という枠組みを下敷きによんだものと

いってもよい。「我乘油壁車，郎乘青 馬。何處結

同心，西陵松柏下。」（蘇小小歌，『樂府詩集』卷第

八十五）議論もあろうが西陵を陵墓と解するなら

それは可能であろう。性愛の根底に死と再生のか

かわるカオティクな動機づけが存在しているのを

認めておけばいいだろう。李賀の次の「蘇小小墓」

ではそのような死霊との交情さえ禁止され，エロ

スは蘭におく露のなかに押しとどめられて，自由

に泱出することはないようではある。

幽蘭露 幽蘭の露

如啼眼 啼ける眼の如し

無物結同心 物の同心を結ぶなく

煙花不堪翦 煙花翦るに堪えず　

草如茵 草は茵の如く

松如蓋  松は蓋の如し

風爲裳 風は裳と爲り

水爲佩 水は佩と爲る

油壁車 油壁車

久相待 久しく相い待つ

冷翠燭 翠燭冷たく

勞光彩 光彩勞す

西陵下 西陵の下

風吹雨 風 雨を吹く

　詩には登場しないと思われるが，小説には男性

のパートナーを食い殺す妖怪が変身している美女

も話しも幾つかみえる。（『太平廣記』巻365「王

申の子の嫁」，同卷338の「王垂の相手」などの

話）あるいは，夜な夜な首狩りに出あるく女殺し

屋の聶隠娘（『太平廣記』巻194）とか紅線（同，

巻195）なども，異界に籍をおく女性のまがまが

しさを提示する物語りである。性愛の根底に存在

するある種の不安や暗いカオティクな情念をモ

チーフとして表現展開とする話しの一つとしてよ

かろう。先に見た白居易・元 そして李賀や温庭

 らの艶情的詩歌にも，このような殺し殺される

女性に特有な死のまがまがしさ，それと共存する

ある種エロスへの関心が存在しているように思わ

れる。あるいは中晩唐の艶情詩の注目すべき一面

といってよいように思われる。

４．韓 の艶情詩の表現

　香奩集については，その格調のひよわさが問題

とされたり，また真正の淫詩と批判されたりする

こともある。高秀實又云：「元氏艷詩，麗而有骨，

韓 香奩集麗而無骨。」（「 周詩話」，歴代詩話）

「此真正淫詞，非義山有所寄託者比;就彼法論之，

亦目細微。」（陳繼龍，前掲書引）など。多く女性

の姿態や脂粉の香りが描写され，男女関係がその

主題となる詩歌は多くそのような批評をうける。

艶情を選びとること自体，伝統的道徳の規範から

すれは確かに逸脱と批判されるべきものではある。

先に見た「五更」詩では，「光景旋消し惆悵として

在り，一生贏ち得たるは是れ凄涼のみ」（五更）と

艶情の帰結するところを，一種諦念をもって対象

化する。そこにいたるまでには「自後相逢えば眼

は更に狂せん」と，多少の心的葛藤を予想させつ

つ愛欲に耽溺するこの可能性をのべる。そのとき
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艶情と関わるとき問題となる，「士行」の観点から

批判的思考，劣情に加担する負い目，あるいはそ

のおりの引き裂かれる心に関する認識など，深刻

に性愛の心情の奥底を覗くことはない。

信知尤物必牽情　一顧難酬覺命輕。

信に知る尤物必ず情を牽くを，一顧すれば酬

い難く命の輕きを覺ゆ

曾把禪機銷此病　破除纔盡又重生。

曾て禪機を把りて此の病を銷し，破除して纔

めて盡きるも又た重ねて生ず（病憶）

　色情を病として禪の力によって一時的には消し

さることに成功したものの，またすぐに湧き起こ

る欲情に悩まされることになると，度し難い欲情

についてそれをいささか冗談めいた口吻で詠じて

いる。そこには煩悩を真剣に処置しようとする性

向はうかがえない。時に自らを「狂」とはいうも

のの，最終的には衒いもなくまた気負いもなく，

ある意味で冷静に「愛欲」とその経験を受け止め

観察する詩人の姿が伺えようか。

＜日常のうちの愛欲＞

　すでにいくつかは提示したが，香奩集には多く

濃密な愛欲の場が取り上げられている。

自笑計狂多獨語　誰憐夢好轉相思。

自ら笑う狂を計り獨語多きを，誰か憐れむ好

きを夢みて轉た相い思うを

何時斗帳濃香裏，分付東風與玉兒。

何時か斗帳の濃香の裏にて，東風に分付して

玉兒と與にせん（有憶）

　想像の中のことではあるが，おそらくは娼妓で

あろう玉兒と愛の時を過ごしたいとの願望をいう

もののようである。東風，一本は春風とするが，

春めく心を吹き起す風と理解してかまわないだろ

う。また，情交をいって「曾被謫仙痛咬來」（自

負）とするが，人ならぬ謫仙との営みにかんして，

「きつく咬まれた」などと諧謔の口吻とともにいい

はじめる。謫仙も異界に籍をおく超越的存在では

ない。男女の関係は日常をこえる異常な体験とし

てではなく具体的な日々の時間のうちに繋ぎとめ

られている。

　伝統的に情交は，異界とかかわる日常を超える

体験としてその意味と価値が付与される。むろん

韓 にもそのような表現はある，たとえば「惆悵

たり桃源の路，惟だ夢寐に知らしむのみ。」（欲去）

など，桃源，夢の異空間をとりあげるが香奩集全

体ではその量は多いとはいえない。そして少なく

ともその神話的な意味あい，あるいは物語りの超

越性に多くを負う表現はさらに少ない。「道うなか

れ人生際會難しと，秦樓の鸞鳳神仙有り」（偶見背

面，是夕兼夢），「應に笑うべし楚襄仙分薄く，日

中長えに是れ獨り徘徊するを。」（ 媒）楚の襄王

の話柄では巫山の神女が夢に訪ねて来て契りをむ

すぶことになる。詩文で許される，性愛をいうあ

まり多くない典拠の一つとなるものではあるが，

それを否定的に利用する。

・朝雲暮雨會合  羅襪繍被逢迎。

 朝雲暮雨と會合し，羅襪繍被に逢迎す

華山梧桐相覆  蠻江荳 連生。

華山の梧桐相い覆い，蠻江の荳 連り生ず

（六言三首１）

　男女の重なり合いそのものを云う詩句であるが，

朝雲暮雨は先の襄王の故事「旦為朝雲，暮為行雨」

によるもの。「羅襪」，靴下は韓 がしばしば使用

する語であるが（「香奩集」だけで５例数えられ，

他の詩人に比べかなり多い割合といえる），あるい

はフェチシズム的意味合いを有する対象かも知れ

ない。もとは，曹植と洛神の会合の「陵波微 ，

羅襪生塵」(洛神賦)によるものであろう。覆いか

ぶさる梧桐，連なり生える荳恠（にくづく：含胎

花という，性的含意あり）はもっと直截に男女の

媾合をいうものであろう。神女の本来もつ神秘性，

そのような意味内容を重くは利用することはない

ようである。「謝鯤吟未廢，張碩夢堪思。」（春悶）

の対もことは同じ。ともに男女関係の不首尾をい

う。仙女，杜蘭香が張碩に憑依する話によるもの，

もと巫覡と彼ら超能力にかかわる神秘的な関係を

いう話しであるのだが，それが，謝鯤が鄰家の女

性に挑んで，梭を投げつけられて歯を折りつつも，

「まだ詩が詠める」と強がった世俗の諧謔と対置さ

唐末の艶情詩について ―― 芦立
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れることに注目したい。神話によってもたらされ

るべき縹緲とした性あるいは愛のミステリアスな

一面，その神秘性をことごとく払いおとして，人

間の男と女の具体的な愛の営爲に現実化されるも

ののようである。

＜場の具体性　事実としての男と女＞

　「香奩集」にうたわれる詩の場に注目してみる。

季節あるいは時期を指定する語の使用に特色があ

る。春秋の節日を一般的に表示することはどの詩

人にも多くは見えるところであるが，「寒食」も主

要な素材となるのは普通のことではある。ただ韓

 の場合はその寒食の取り上げ方が多少多いよう

である。８例ほど数えられるが，そのうち半分の

４例が「香奩集」に現われる。「寒食夜」「寒食夜

有寄」「想得」「夕陽」などの作である。温庭 は

全部で三例である。ことさらに具体的に指定する

ものはさほど多くはないだろう。「正是落花寒食

夜 夜深無伴倚南樓」（寒食夜）のように特定の時

点を指定する。香奩集の作品ではないが「辛夷纔

謝小桃發  青過後寒食前」（三月）なども同様な

時点の指定がある。「已涼天氣未寒時」（已涼）「梨

花未發梅花落」（意緒）などの句も已然と未然の論

理和で，特定の時点を指定するレトリックのよう

である。このように韓 にあっては，場を特定す

る方向性をもって詩を詠むことが多いように思わ

れる。特定化の表現としては，「此」等の使用が考

えられるが，それも比較的多いように思われる。

香奩集だけで12例ほど見られる。韓 詩全体では

20例，温庭 の場合は詞作品の３例も含めて30例

が数えられる。いささか曖昧な比較ではあるが，

韓 香奩集の表現には，対象を特定化し詩人の経

験する現実の時空に結び付ける認識の傾向が伺え

ようか。

　一般には愛情をテーマとする詩，たとえば閨怨

や思婦の詩などの題詠的作品は，一つの具体的な

経験を提示するものというよりは，男女離別の悲

哀の一般化，何にでも当てはまるが個別の一つに

は対応しない，抽象的なイメージがある種の典型

として提示されることになる。韓 の作品にも当

然題詠の一般性が認められるものが多く存在する。

たとえば「宮詞」と題される次の詩句，「繍裙斜め

に立ちて正に銷魂，侍女燈を移して殿門を掩す。

燕子來らず花雨に著く，春風應に自ら黄昏を怨む

べし。」愛情の衰えをなげく宮女の心理を詠うもの

でその一般性を超えるものではない。「閨怨」など

の作も同じ傾向が見られる。しかし，韓 の詩に

はそのような典型の一般性をこえて，一つの個別

の具体的体験と解したくなるのがしばしば見られ

る。『香奩集』，五言律の最初に置かれる作品（全

唐詩では最初），逢引の前の期待と不安にこころ引

き裂かれる少女の様子を提示する。少女の可憐な

心の動きが微妙に詠ぜられる。

幽窗

刺繍非無暇 幽窗自鮮歡。

刺繍 暇ま無きには非ず，幽窗 自ら歡び鮮なし。

手香江橘嫩 齒軟越梅酸。

手に香ばしく江橘は嫩（わか）く，齒に軟か

く越梅が酸なり。

密約臨行怯 私書欲報難。

密約するも　行くに臨んでは怯え，私かに書

して 難きを報ぜんと欲す。

無憑諳鵲語 猶得暫心寛。

憑る無くして鵲語を諳（し）れば，猶お暫く

心の寛なるを得る。

　可憐な少女あるいはその女心をとりあげるのは

韓 の大きな特徴である。先にみたように，中唐

以来ときに女は怨みがましく，またまがまがしく

それゆえにエロチックなのだが，韓 の女性描写

にはそのようなカオスの暗さへと向う方向性は見

られない。むしろ反対に通常の常識によっても理

解可能な日常に生きる普通の女性を提示する。そ

こでも類型の一般性から一歩とびだす表現を試み

る。たとえば，女性の魅力の一つの型である，は

にかみ・はじらい「羞」「含羞」の表現である。伝

統的には次のような句，「恃愛如欲進，含羞未肯前」

（梁武帝，「子夜歌」『玉臺』巻10），進むも退くも

ままならなく，無防備に他者の覗きの視線にさら

されなげだされてある対象であることを表現する。
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もとより女性の意図的な媚態ではあるのだが，そ

の作為性にまで踏み込んで言及することは通常は

ないようだが，韓 はそれを事実として提示する。

宮樣衣裳淺畫眉　晩來梳洗更相宜

宮樣の衣裳に淺く眉を畫き， 晩來梳洗更に相

い宜し

水精鸚鵡釵頭顫 舉袂佯羞忍笑時

水精の鸚鵡釵頭顫え，袂を舉げ佯り羞じ忍笑

する時

（忍笑）

　「佯羞」の表現は李白・李商隠にも見られ，必ず

しも韓 独自の表現とは言いがたいが，羞恥の個

別化を計る一つ試みともいえようか。次の詩は恥

じらいから少々すすんでスネる少女である。

 想得

兩重門裏玉堂前，寒食花枝月午天。

兩重の門の裏玉堂の前，寒食花枝月午の天。

想得那人垂手立，嬌羞不肯上鞦韆。

想い得る那の人垂手して立ち，嬌羞して肯ん

ぜず鞦韆に上るを。

　この詩によれば，ブランコ遊びは寒食のおりに

行われる女性の遊戯のようであるが，韓 はしば

しば詩にとりあげる。「偶見」，「效崔國輔體四首１」，

「李波小妹歌」，「閨怨」等に見える。鞦韆の遊戯は

中野美代子によれば象徴的性交とされるが（『奇景

の図像学』紀伊国屋書店1996），詩句からはもと

よりそのような意識の深層は伺えない。単なる女

性の季節的遊戯のようである。ここではブランコ

には乗らないと可愛らしくスネてあるいは甘えて

いる少女の様子が提示されるだけである。男女の

ことを職業とする娼妓との濃厚な交際のありかた

とはちがった，いささか少女趣味的ではあるが可

憐で無邪気な女性を表現する。「鞦韆」と題する作

品（『全唐詩』に「本集不載」と注あり）にはブラ

ンコで目をまわす少女が描写される。「下り來るも

嬌喘未だ調える能わず，斜めに朱闌に倚りて久し

く語無し」と。あるいは「鞦韆に打困して羅裙解

ける，醍醐を指點して一尊を索む。客入り來るを

見て和笑して走ぐ，手に梅子を搓（きり）て中門

に映す」（偶見）客を見て笑いながら逃げかくれる

無邪気な少女の様子が生き生きと具体的に詠まれ

る。かかる方向に韓 「香奩集」の描写の特徴を

認めるべきもののように思われる。「雪の肌は仍ち

是れ玉琅 骨香り腰細く沈檀更る」（韓 ，浣溪沙）

などと詞では韓 も女性の肉体をエロチックな感

覚で表現するが，詩ではせいぜい「 娜なる腰肢

淡薄の妝，六朝の宮様　衣裳窄し」（ 娜）のよう

にしなやかな腰にとどまり抑制的であり，むき出

しの欲情を描くことはない。

　いささか駄弁を弄した，述べんとしたことは多

くはない。中唐の元 白居易以来，艶情の詩はそ

のエロスの表現域を拡大してきた。神話的あるい

は物語的世界に属する素材とモチーフを取り込み，

男女の濃密な交情，艶情のまがまがしい一面，ま

た不首尾におわる恋愛の暗い情念のカオチック一

面を表現するようになる。そのような中，韓 の

詩は恋愛に未熟な少女のためらい，あるいはその

無邪気な行為を多く取り上げる。先の「偶見」詩

を評して，《千首唐人絶句》は「詩活畫打罷鞦韆，

見客走避之少女形象，生動傳神，嬌痴如見。」（前

掲，陳継龍詩注引）という。生き生きとした少女

の動き，「嬌痴」というから常軌を逸するところが

あるのかも知れないが，その新たな魅力の描写を

高く評価するもののようである。情欲に汚される

以前の少女の無邪気さは，恋愛の手練れにとって

もまた艶情詩のテーマにとっても新たな魅力の一

つであったと思われる。
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 　 于 唐 末 的 艶 情 詩　

 芦 立 一 郎

（文化システム専攻アジア文化領域担当）

　表 男女之 “艶情・性 ”的作品，在中晩唐 中，大量出 ， 前也有  “ 声”，“桑間 上”之

音。梁  代 有“宮体 ”那 的 情作品。但是那些作品 道�人 方面被批 斥 “最黒暗的罪 ”

（聞一多「宮体詩的自涜」）。作品的数量也不多。中唐 前男女 情不一定是重要的文学 目。到白居易元 ，

男女相悦的主  成 了文学上重要的 目。比如梦游春，会真 等等作品里，他 表  情的可 ，也追

求放  劣的性 感受。李商隠， 庭 ，韓 等晩唐的 人承 着元白的 情 的表 ，比中唐更大胆更

多 地表 各自不同的艶情・性 世界。本文就韓 『香奩集』， 用字用 方面来 行一些分析。主要是，

就天真 漫的少女  型，艶情・性   的位相等等， 一些考察。
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一

　『後漢書』列女伝・董祀妻伝すなわち蔡 （字は

文姫）の伝に、「悲憤詩」と称される詩二首が収め

られている。蔡 は、後漢を代表する学者蔡 の

娘であるとともに、後漢末の混乱の中で数奇な経

歴を残した女性としてもよく知られている。「悲憤

詩」には，その劇的な人生の一端が詠まれている

が，作者については古来様々な論議があった。

　「悲憤詩」二首以外に蔡 作と伝えられる作品に，

「胡笳十八拍」がある。しかし，「胡笳十八拍」は，

北宋末・郭茂倩の『楽府詩集』に初めて登場する

作品であり，范曄の『後漢書』所収「悲憤詩」と

はテクストの性質を異にしている。したがって両

作品に対する考察方法・手順は，自ずと違ってく

るであろう。テクストとしての「悲憤詩」と「胡

笳十八拍」は，一応切り離して考えておきたい。

「胡笳十八拍」については，作品の真偽をめぐり，

1959年，中国において「胡笳十八拍」論争が大き

く繰り広げられた。その中には，「悲憤詩」に関連

する重要な考察も展開されている。それらも含め，

「悲憤詩」はこれまで少なからず論究されてきたが，

それぞれ論点・解釈・評価・批評方法等にゆれが

ある。

　なおかつ，「悲憤詩」をどう文学史に位置づける

か，『後漢書』列女伝に収載された歴史・思想的意

義，あるいは作品に内在する女性性の問題等�，課

題は多々残されている。　そのような新たな課題

を果たすために，「悲憤詩」に対する従来の多様な

理解をひとまずは通覧しておく必要があろう。以

下，「悲憤詩」の研究史とその問題点について私見

をまじえつつ述べてみたい。

二

　はじめに，『後漢書』董祀妻伝�の全文を掲げて

おきたい。

　陳留董祀妻者，同郡蔡 之女也，名 ，字文 。 

博學有才辯，又妙於音律。適河東衞仲道，夫亡

無子，歸寧于家。

　興平中，天下喪亂，文 爲胡騎所獲，沒於南

匈奴左賢王。在胡中十二年，生二子。曹操素與

 善，痛其無嗣，乃遣使者以金璧贖之，而重嫁

於祀。

　祀爲屯田�尉，犯法當死，文 詣曹操請之。

時公卿名士及遠方使驛坐者滿堂。操謂賓客曰，

「蔡伯 女在外，今爲�君見之。」及文 進，蓬

首徒行，叩頭請罪，音辭�辯，旨甚酸哀。衆皆

爲改容。操曰，「誠實相矜，然文 已去， 何。」

文 曰，「明公廐馬萬匹，虎士成林，何惜疾足一

騎，而不濟垂死之命乎。」操感其言，乃追原祀罪。

時且寒，賜以頭巾履襪。

　操因問曰，「聞夫人家，先多墳籍，猶能憶識之

不。」文 曰，「昔亡父賜書四千許卷，流離塗炭，罔

有存者，今所誦憶，裁四百餘篇耳。」操曰，「今

當使十吏就夫人寫之。」文 曰，「妾聞男女之別，

禮不親授，乞給紙筆，眞草唯命。」於是繕書送之，

文無遺誤。

　後感傷亂離，追懷悲憤，作詩二章，其辭曰，

   漢季失權柄，董卓亂天常，志欲圖簒弑，先害

�賢良。逼迫遷舊邦，擁主以自彊。海内興義師，欲

共討不�。卓衆來東下，金甲耀日光。平土人脆

弱，來兵皆胡羌，獵野圍城邑，所向悉破亡。斬

截無孑遺，尸骸相 拒，馬邊縣男頭，馬後載婦

女。長驅西入關，迴路險且阻．還顧 冥冥，肝

「悲憤詩」小考 ― 研究史とその問題点 ―　福山
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脾爲爛腐。所略有萬計，不得令屯聚．或有骨肉

倶，欲言不敢語。失意機微�，輒言斃降虜，要

當以亭刃，我曹不活汝，豈復惜性命，不堪其詈

罵，或便加 杖，毒痛參并下。旦則號泣行，夜

則悲吟坐, 欲死不能得，欲生無一可。彼蒼者何辜，

乃遭此 禍。

　邊荒與華異，人俗少義理，處所多霜雪，胡風

春夏起，翩翩吹我衣，肅肅入我耳。感時念父母，哀

歎無窮已。有客從外來，聞之常歡喜，迎問其消

息，輒復非 里。邂逅徼時願，骨肉來迎己，己

得自解免，當復棄兒子。天屬綴人心，念別無會

期，存亡永乖隔，不忍與之辭。兒前抱我頸，問

母欲何之。人言母當去，豈復有還時。阿母常仁

惻，今何更不慈。我尚未成人， 何不顧思。見

此崩五内，恍惚生狂癡，號泣手撫摩，當發復回

疑。兼有同時輩，相送告離別，慕我獨得歸，哀

叫聲摧裂，馬爲立踟 ，車爲不轉轍。觀者皆歔

欷，行路亦嗚咽。去去割情戀， 征日遐邁，悠

悠三千里，何時復交會，念我出腹子，匈臆爲摧

敗。

　既至家人盡，又復無中外，城郭爲山林，庭宇

生荊艾。白骨不知誰，從�莫覆蓋。出門無人聲，豺

狼號且吠。煢煢對孤景，怛咤糜肝肺。登高遠眺

望，魂�忽飛逝，奄若壽命盡，旁人相�大，爲

復彊視息，雖生何聊�。託命於新人，竭心自勗

�。流離成鄙賤，常恐復捐廢。人生幾何時，懷

憂終年歳。 

　其二章曰，

　嗟薄 兮遭世患，宗族殄兮門 單，身執略兮

入西關，歴險阻兮之羌蠻。山谷眇兮路曼曼，眷

東顧兮但悲歎。冥當寢兮不能安，飢當食兮不能

餐，常流涕兮眥不乾。薄志節兮念死難，雖苟活

兮無形顏。

　惟彼方兮遠陽�，陰氣凝兮雪夏零，沙漠壅兮

塵冥冥，有草木兮春不榮。人似禽兮食臭腥，言

兜離兮 窈停。歳聿暮兮時邁征，夜悠長兮禁門

 ，不能寐兮起屏營。登胡殿兮臨廣庭。玄雲合

兮翳月星，北風�兮肅  ，胡笳動兮邊馬鳴，

孤雁歸兮聲嚶嚶。樂人興兮彈琴箏，音相和兮悲

且�。心吐思兮匈憤盈，欲舒氣兮恐彼驚，含哀

咽兮涕沾頸。

　家既迎兮當歸寧，臨長路兮捐所生。兒呼母兮

號失聲，我掩耳兮不忍聽。追持我兮走煢煢，頓

復起兮毀顏形。還顧之兮破人情，心怛絶兮死復

生。 

　陳留の董祀の妻は，同郡の蔡 の女なり。名

は ，字は文姫。博學にして才辯有り。又，音

律に妙なり。河東の衞仲道に適くも，夫亡くて

子無し。家に歸寧す。興平中に天下喪亂す。文

姫胡騎の獲うる所と爲り，南匈奴の左賢王に沒

す。胡中に在ること十二年にして，二子を生め

り。曹操素より と善し。其の嗣の無きを痛み，

使者を遣わして金璧を以て之を贖い，重ねて祀

に嫁がしむ。

　祀，屯田の都尉と為り，法を犯して當に死す

べし。文姫曹操に詣りて之を請う。時に公卿名

士及び遠方の使驛，坐する者堂に滿ちたり。操

賓客に謂いて曰く，「蔡伯 の女外に在り。今諸

君の爲に之を見さしむ」と。文姫進むに及びて，

蓬首にて徒行し，叩頭して罪を請う。音辭清辯

なり，旨甚だ酸哀なり。衆皆，爲に容を改む。

操曰く，「誠に實ならば相矜しまん。然れども文

状已に去りぬ， 何」と。文姫曰く，「明公が厩

には馬萬匹あり，虎士林を成せり。何ぞ疾足の

一騎を惜しみて，死に垂なんとする命を濟わざ

らんや」と。操其の言に感じて，乃ち追いて祀

が罪を原す。時に且に寒からんとし，賜うに頭

巾覆襪を以てす。操因りて問いて曰く，「夫人が

家，先に墳籍多しと聞く，猶能く之を憶識する

やいなや」と。文姫曰く，「昔，亡父より書四千

許巻を賜わるも，流離塗炭して存する有る者罔

し。今，誦憶する所は裁かに四百餘篇のみ」と。操

曰く，「今，當に十吏をして夫人に就きて之を寫

さしむべし」と。文姫曰く「妾聞く男女の別，

禮に親授せず。紙筆を給わらんことを乞う。眞

草は唯命のみならん」と。是に於いて繕書して

之を送るに，文遺誤無きなり。

　後に亂離に感傷し，追懷悲憤して詩二章を作
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る。其の辭に曰く，

　漢季權柄を失し，董卓天常を亂す。志は簒弑

を圖らんと欲し，先ず�賢良を害す。逼迫して

舊邦に遷らしめ，主を擁して以て自ら彊む。海

内に義師を興し，共に不祥を討たんと欲す。卓

衆來りて東下し，金甲は日光に耀く。平土の人

脆弱にして，來兵は皆胡羌なり。野に獵するご

とく城邑を圍み，向う所悉く破亡す。斬截して

孑遺無く，尸骸相 拒す。馬邊に男頭を縣け，

馬後に婦女を載す。長驅して西の關に入るに，

迥路は險にして且つ阻なり。還顧すれば 冥冥

として，肝脾爲に爛腐す。略する所萬計有りて，

屯聚せしむるを得ず。或は骨肉の倶にする有り

て，言わんと欲すれど敢えて語らず。意を機微

の�に失えば，輒ち言う「斃降虜， 要  當 に以て
ま さ

刃を亭むべし，我が曹は汝を活かさじ」と。豈

に復た性命を惜まんや，其の詈罵に堪えず。或

は便ち 杖を加へ，毒痛參じえ并び下る。旦に

は則ち號泣して行き，夜には則ち悲吟して坐る。

死なんと欲すれども得る能はず，生きんと欲す

れども一の可なるも無し。彼の蒼たる者何の辜

ありて，乃ち此の 禍に遭いたる。

　邊荒は華と異なり，人俗義理を少く。處る所

霜雪多く，胡風春夏に起る。翩翩として我が衣

を吹き，肅肅として我が耳に入る。時に感じて

父母を念えば，哀歎窮り已むこと無し。客有り

外從り來れば，之を聞きて常に歡喜す。迎へて

其の消息を問うに，輒ち復た�里に非ず。徼時

の願いに邂逅し，骨肉來りて己を迎う。己は自

ら解免するを得るも，當に復た兒子を棄つべし。

天屬人心に綴り，別れて會する期無きを念う。

存亡永く乖隔し，之と辭するに忍びず。兒前み

て我が頸を抱き，問う「母は何くにか之かんと

欲する。人は言う『母は當に去るべし，豈に復

た還る時有らんや』と。阿母は常に仁惻なるに，

今何ぞ更に慈ならざる。我尚未だ人と成らず，

 何ぞ顧思せざるや」と。此を見て五内崩れ，

恍惚として狂癡を生ず。號泣して手を撫摩し，

發するに當りて復た回疑す。兼ねて同時の輩有

り，相送りて離別を告ぐ。我獨り歸るを得たる

を慕い，哀叫して聲摧裂す。馬は爲に立ちて踟

 し，車爲に轍を轉ぜず。觀る者皆歔欷し，行

路亦嗚咽す。去り去りて情戀を割き， やかに

征きて日びに遐かに邁く。悠悠たり三千里，何

れの時か復た交會せん。我が腹より出し子を念

い，匈臆爲に摧敗す。

　既に至れば家人盡き，又復た中外無し。城郭

は山林と爲り，庭宇に荊艾生ず。白骨誰なるか

を知らず，從�覆蓋する莫し。門を出づれば人

聲無く，豺狼號び且つ吠ゆ。煢煢として孤景に

對し，怛咤肝肺を糜らす。高きに登りて遠く眺

望すれば，魂�忽ち飛び逝く。奄として壽命盡

くるが若きも，旁人相�大にす。爲に復た彊い

て視息すれども，生くと雖も何にか聊�せん。

命を新たなる人に託して，心を竭くして自ら勗

め�ます。流離して鄙賤と成り，常に復た捐廢

せられんことを恐る。人生幾何の時ぞ，憂ひを

懷きて年歳を終えん。

　其の二章に曰く，

　嗟薄 にして世患に遭い，宗族殄びて門戸單

つなり。身執略せられて西の關に入り，險阻を

歴て羌蠻に之く。山谷眇として路曼曼たり，眷

として東に顧て但だ悲歎す。冥べにして當に寢

すべくも安らかなること能わず，飢えて當に食

すべくも餐すること能わず。常に涕を流して眥

乾かず，志節を薄んじて難に死せんことを念う。

苟くも活きたりと雖も形顏無し。

　惟れ彼方は陽精に遠ざかり，陰氣凝りて雪夏

に零り，沙漠壅ぎて塵冥冥たり，草木有りても

春榮かず。人は禽に似て臭腥を食らい，言は兜

離して状は窈停たり。歳聿に暮れて時邁き征き，

夜悠長にして門 を禁ず。寐ること能わずして

起ちて屏營し，胡殿に登りて廣庭に臨む。玄雲

合さりて月星を翳くし，北風�しく肅として 

 たり。胡笳動きて邊馬鳴き，孤雁歸りて聲嚶

嚶たり。樂人興じて琴箏を彈き，音相和し悲し

みて且つ清めり。心思いを吐きて匈憤盈ち，氣

を舒べんと欲して彼の驚かんことを恐れ，哀咽

「悲憤詩」小考 ― 研究史とその問題点 ―　福山
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を含みて涕頸を沾す。

　家既に迎えて當に歸寧すべく，長路に臨みて

生める所を捐つ。兒は母を呼び號して聲を失い，

我は耳を掩いて聽くに忍びず。追いて我を持し

走ること  たり，頓き復た起ちて顏形を毀な

う。還りて之を顧れば人の情を破り，心怛絶し

死して復た生けり。

　

　以上に掲げた「悲憤詩」を，真偽論を含めテク

ストとしてどう理解するか。その試みは，宋の蘇

軾が最初であろう。以後，明・清時代にいたるま

で，詩話の類を含め「悲憤詩」に対する言及が散

見されるが，本格的な「悲憤詩」の研究は，1950

年代に入り戴君仁・余冠英の論考が発表されてか

ら以後のことと言える。拙稿は，戴・余氏の論説

から順次検討・私見を加えていくことにする。そ

れ以前の蘇軾等の説はその都度，適宜参照したい。

論文配列は基本的に発表年次に従う。

　

三

　1950年代以後本格化した「悲憤詩」の研究史を

概観するならば，1980年代までは，作品の真偽を

問題とした「悲憤詩」の本事研究が中心であった。

以下，発表年順に論文名を掲げ通し番号を付す。

�　戴君仁「蔡 悲憤詩考証」（『大陸雑誌』４－

12）1952�

　「悲憤詩」二首の偽作説として，蘇軾の説�がま

ず引かれる。蘇軾は，「悲憤詩」が北朝の作とされ

る「木蘭詩」に類するもので，東漢時代にないス

タイルであること。また蔡 の流離は父蔡 の没

後であるはずだが，詩に董卓の乱によって胡中に

捕えられたと言うのは矛盾である。けだし偽作者

の粗略であり，『後漢書』が「悲憤詩」を載せるの

はでたらめだ ― ― という二点を述べている。

　戴君仁は，蔡 は父 没後の興平中に胡騎に捕

えられた記す『後漢書』と，詩本文との矛盾を指

摘する蘇軾の説に対し，宋の蔡寛夫『詩話』 �を引

く。蔡寛夫は，蘇軾の説く「悲憤詩」偽作説と反

対に，董卓の専横と反董卓軍の挙兵により中原に

大乱がもたらされ，士大夫が家族と離散する場合

もあった。蔡 が胡中に没したのは，必ずしも蔡

 が誅せられた後とは言えない。また詩の内容か

ら，蔡 は袁紹軍の山東兵により掠われた ― ― 

と述べ，さらに「感時念父母」と言っているから，蔡

 がまだ生きていたことは明らかだと説く。

　戴君仁は，蘇軾に反駁した蔡寛夫の説に従う一

方，蔡 が山東兵に拉致されたと言うのは史料の

裏付けが無いと述べ，続けて清の沈欽韓の説�を引

く。沈欽韓は，『後漢書』南匈奴伝�に，霊帝が崩

じて天下が大乱し，於扶羅単于の軍が河内を進攻

したという記載を挙げる。さらに続けて『三国志』

魏書�に，初平３年，曹操が於扶羅を撃破したと記

し，初平４年に袁術が陳留郡を攻めた際に，於扶

羅等がそれを補佐したことを記しているのを引き，

蔡 はその際掠われたと説いている。沈欽韓が，

蔡 拉致を『後漢書』に云う興平中ではなく，初

平年間のこととする説を，戴君仁は，大筋で認め

ながら，「悲憤詩」の記述に照らし，蔡 は等卓の

部下に拉致されたのであって，於扶羅の陳留進攻

とは無関係だと述べる。

　戴君仁は，『後漢書』董卓伝�の中平６年の記述

から，董卓に胡羌の兵がいたことをまず確認し，

「悲憤詩」の「卓衆来東下」「平土人脆弱」両句か

ら，蔡 は父と離れて東の平原に位置する陳留の

実家にいたと説く。

　何 「義門読書記」 �は，『後漢書』董卓伝�に ，

李 ・郭�が，卓の命で朱儁を撃破し，ついで陳留・

潁川の諸県を殺掠したとあるが，その際，蔡 が

捕らえられたと記している。戴君仁は，何 の説

を是とし，初平３年，４月に董卓が誅せられ，同

年６月，李 ・郭�が長安を陥落したことを挙げ�，

「悲憤詩」に「長駆西入関」とあるのは，この時の

史実を述べていると説く。

　さらに戴君仁は，興平２年，李 ・郭�は献帝

を脅かして長安を出，南匈奴の左賢王去卑等と交

戦するが，その際に蔡 は南匈奴の部伍中に虜に

された�と考察している。そして，『後漢書』に興
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平中と言うのは，蔡 が南匈奴に捕らえられた時

間であること。『後漢書』献帝紀�の記載により，

董卓が長安に至ったのは初平２年４月で，『後漢

書』朱儁伝�と何 の引く『後漢書』董卓伝の記載

から，蔡 が陳留において拉致されたのは初平年

間�のことと述べる。

　戴君仁は，蔡 が拉致された時点で蔡 はまだ

死没していないから，詩中の「感時念父母」の句

は実情にあっているとし，「悲憤詩」が蔡 の作で

あると結論する。さらに補足して，蔡 が「悲憤

詩」を制作したのは，初平年間の拉致から数えて

建安８年，あるいは，興平中に南匈奴の手に渡っ

たときから数えれば建安12年に帰漢して以後と

考察する。また，蔡 帰漢の頃は，「悲憤詩」に

「漢季」とあるように曹操の勢力がすでに成り，建

安詩人が五言詩を大いに作りはじめる時と符合す

るとも説いている。そして，「悲憤詩」のような長

編の五言詩は「孔雀東南飛」の原形や五言の漢楽

府にその来源を求めることができ，音律に長じて

いた蔡 が知ることのできた楽府歌辞も多かった

と考察する。

　最後に戴君仁は，五言の「悲憤詩」が「新調」

とすれば，楚辞体の第二首は「老調」だと述べ，

蔡 は新旧の様式に長じた詩人であり，文学史上

重要な位置を占めると説く。

　戴君仁の説は，「悲憤詩」の記述が史実に照らし

整合性を持つことを詳論するが，後掲の余冠英説

と重なる所が多い。

　ただ，戴君仁が「感時念父母」の句の読み方を，蔡

 拉致を 没以前のことと考える根拠と結びつけ

ている点は疑問である。かりに戴君仁の説くよう

であれば，この句は，蔡 死後数年を経て，蔡 

が李 ・郭�から南匈奴に移った興平２年以後の

ことを詠んでいるのであろう。また，戴君仁は，

「悲憤詩」が後人の偽作だとすれば，このように

「真切」ではありえないと述べるが，印象批評に過

ぎまい。

�　余冠英「論蔡 悲憤詩」（『漢魏六朝詩論藪』

棠棣出版社，1952）

　前掲�戴は，６月の発行であるが，余冠英の『漢

魏六朝詩論藪』は，同年８月の発刊となっている。

同書所載の「論蔡 悲憤詩」には，執筆日付が付

されてない。論文公表の順次から，�の後に置く。

　余冠英は，まず�戴と同じく，『後漢書』所収の

「悲憤詩」を偽作とみる蘇軾の説�を挙げる。そし

てそれが，五言の「悲憤詩」に向けられた疑念で

あって，後の胡応麟『詩薮』 �や許学夷『詩源弁体』 �

は，ひとり騒体の「悲憤詩」のみ真作とし，五言

体の方を偽作と見ていると述べている。

　余冠英は，鄭振鐸『中国文学史』 �を例に挙げる

が，鄭振鐸は，あらまし，次のような見解を示す。

〈楚辞体の「悲憤詩」は雄渾・質朴であり表現が精

錬されている。蔡 が詩を残したとすれば，楚辞

体の一首のみに違いない。蔡 は，学者の娘で古

典の素養が深いからそのような詩体を用いた可能

性が高い。五言体の方は，表現が増益している上，

父蔡 が董卓の臣であるにもかかわらず，蔡 が

董卓を痛罵するはずがない。〉

　余冠英はこのように，「悲憤詩」二首の真偽論も

一様ではないとした上で，それらを考察するため

に，「悲憤詩」の本事を明らかにすべきであると論

じる。彼は，『後漢書』では明らかにされていない

蔡 拉致の事情を見る上で，�戴と同じように『後

漢書』集解�に引かれる沈欽韓と何 の説を考察材

料に用いる。その結果，�戴と同様，余冠英は，

『後漢書』献帝紀等の記述により，蔡 は，初平３

年正月に董卓軍の胡騎に捕らわれた後，興平２年

11月，南匈奴の手に渡ったと述べる�。

　余冠英は，蔡 が李 ・郭�の軍隊から南匈奴

に再拉致された経緯を，『後漢書』董卓伝�・同南

匈奴伝，『後漢紀』献帝紀から説明する。その際，

李 ・郭�に戦勝したのは，史料によって南匈奴

の左賢王去卑とするものと右賢王去卑とするもの

と両様あるが，その差は問題ではないとも述べる。

　さらに，『後漢書』南匈奴伝の李賢注�により，

左（あるいは右）賢王去卑の居留地を，河東平陽，今

の山西省臨汾付近とし，『後漢書』董祀妻伝に，

「没於南匈奴左賢王，在胡中十二年」と記されるの
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は平陽のことで塞外ではないと説く。余冠英は，

興平２年から12年を経た建安11年は，曹操が并州

の高幹を征した年であること，曹操の行軍先は，

平陽に近いこと，高幹はかつて南匈奴に援軍を求

めて拒否されていること，それらの情況から，曹

操が建安11年に南匈奴から蔡 生存の情報を得，

贖って返還させたのであろうと推測している。そ

して，金璧で贖われた点から推して蔡 は胡王の

妃妾ではなく，部伍の者に嫁したと見なしている。

余冠英は，�戴論文より，蔡 の拉致された場所

と時間についてより具体的な考察を施していると

言えよう。

　以上のような考証を踏まえ，余冠英は，蔡 が

もし「悲憤詩」を自ら制作したとすれば，詩の叙

述と史実が符合する五言体の一首のみであって，

騒体の方は，偽作と断じる。騒体が描く「惟彼方

兮遠陽精，陰気凝兮雪夏零，沙漠壅兮塵冥冥，有

草木兮春不栄」という風景は，河東平陽のもので

はないこと。また騒体の方が「歴険阻兮之羌蛮」

と記すのは事実に合わない，というのがその理由

である。

　余冠英は，ついで，前掲の蘇軾説と，それを踏

襲した閻若 『尚書古文疏証』 �の記載にふれる。

後者の要旨は次の如くである。〈実証と虚会がある

とすれば，蘇軾の説で蔡 の詩は後漢時代に無い

様式だと言うのは虚会であり，一方，蔡 の流離

は父蔡 の没後であり蔡 詩を偽作とするのは実

証である。〉

　余冠英は，自身の以上の考察に照らして蘇・閻

両者の蒙昧を批判し，詩と伝の叙述の違いが見ら

れる時は，他の資料を参照してその所以を見，詩

と伝が互いに補っているかどうかを考えるべきだ

と主張する。

　さらに余冠英は，「蘇氏『虚会』之処」を問題に

し，曹操「薤露行」「蒿里行」・王粲「七哀詩」・

「孔雀東南飛」等を例示し，五言詩は当時一般的に

流行していた詩型であると述べる。また，劉宋以

前のどの時代にも，建安の詩歌より五言の「悲憤

詩」に近い作品は存在しないとも言う。

　余冠英は，最後に『後漢書』の伝では「無嗣」

とされた蔡 の後嗣問題と蔡 が拉致されたのは

陳留なのか否かという点について言及する。『世説

新語』軽詆篇の注に引く「蔡允別伝」 �と『晋書』

羊 伝�の記載から，蔡 に二人の孫が存在した可

能性が考えられる。しかし余冠英は，『晋書』蔡豹

伝�を反証として，その可能性を否定し，「悲憤詩」

に「既至家人尽」とあるのは史実と矛盾しないと

説く。

　拉致された場所と時間について，余冠英は，李

 ・郭�の軍が蔡 のいる陳留を掠殺したのが，

初平３年春であり，蔡 は同年夏４月に殺される。

親子の空間距離は遠く，時間的距離は近いので，

お互いの消息は伝わらなかっただろう，と考察す

る。

　総じて，余冠英は「悲憤詩」の真偽問題を，実

証的な方法で解明しようと試みる。先の戴君仁論

文と併せ，「悲憤詩」の理解に大きな一歩を踏み出

したと言えよう。余冠英説の是非・問題点につい

ては，後掲の論説との対比の中で検討したい。

�　張少康「蔡 “悲憤詩”本事質疑」（『文史

哲』1958－3)1958

　前掲�余論文に対し疑義を呈し，反証を試みた

もの。

　張少康は，『後漢書』董卓伝・『後漢紀』献帝紀

により，興平２年の李 ・郭�と南匈奴去卑の動

向を再検討する。結論を言えば，張少康は，李 ・

郭�の軍による興平２年の戦さにおいて，蔡 が

李 ・  ・郭�の軍から，南匈奴右賢王去卑に渡った

可能性は低いと見なしている。さらに，余冠英が

説くように，初平３年に拉致され興平２年の冬11

月に去卑の軍に落ちたとすると，それにいたるお

よそ４年間，蔡 は李 ・郭�軍とともに長安に

いたはずだが，その間の事情が「悲憤詩」には何

も述べられていないと疑念を呈する。この点は後

掲�譚・�内田が同様の疑念を呈している。

　そこで張少康は，余冠英の説く初平３年の陳留

における蔡 拉致について再検討を試みる。まず，

初平３年春は董卓誅殺の前で，李・郭は董卓の部
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下であり，蔡 が董卓政権の大官，蔡 の娘だと

知れば解放するだろうと推察する。〔これに類する

考察は，後掲�王・�卞等も行うが，それに対す

る説得性の高い別の見方が，後掲�内田等に示さ

れる。〕さらに，蔡 が陳留にとどまっていたのか

どうかという点について，『後漢書』董祀妻伝に記

される通り，最初の夫の没後実家に帰ったが，そ

の実家は陳留ではなく，蔡 の居住する長安で

あったと考察する。

　張少康は，『後漢書』董祀妻伝の興平２年拉致の

記載をもとに，『後漢紀』献帝紀の興平２年の条�

に，李 が郭�を破るため，婦女・財物を与える

ことを交換条件に羌胡数千人を招き入れたとする

記録により，この時蔡 が胡騎の手に落ちたのだ

ろうと推定する。また，その胡騎は南匈奴に属す

る者であったろうとも言う。したがって張少康は，

蔡 拉致は，父の死後と見なせると述べている。

また，「悲憤詩」に「感時念父母」とあるのは，

「偏義復詞」であり母のみを指すと説く。

　以上のような考察の結果，張少康は，「悲憤詩」が

史実に合わないから偽作であると結論づけずに，

五言「悲憤詩」の前半８句は，蔡 自らの事跡で

はなく董卓の乱を一般的に詠んでいる，という説

を展開する。そして「長駆西入関」は，蔡 が父

と共に長安に至った時の記憶であり，そこから，

興平２年に胡騎に掠われた後の自分の体験が述べ

られる，という独特の解釈を提示するのである。

　張少康の論説は，「悲憤詩」の真偽を論ずるより

も，�余への反論を重点にした所に特徴がある。

したがって，たとえば同じ史料にしても�余との

読み方の違いが強調されている。そのためか，史

料の取り扱いにやや性急さが見られるのも否めな

い。たとえば，蔡 を含む蔡 一家が長安に在っ

たとする論拠の一つに，『三国志』王粲伝�が引か

れている。長安において，王粲が蔡 に面会した

時に，蔡 が述べた「吾家書籍文章，尽当与之」

という部分の「我家」に注目するのは，牽強付会

であろう。

�～�『胡笳十八拍討論集』（中華書局，1959）

所収論文。

　1959年に中国の学会で，「胡笳十八拍」の真偽

問題に関する論争が巻き起こったが，それらを収

めた論文集。入矢義高「『胡笳十八拍』論争」 �に，

本書に収められた各論文の概要と，論争の背景が

紹介されている。入矢は，この論争が，「胡笳十八

拍」の真偽論にとどまらず，匈奴の情勢を含む漢

末の歴史，漢魏の楽府文学，関連する文体論・修

辞論・上古音韻論，中国音楽史，文献学的方法論

の検討等，多岐にわたる問題に広がっていったと

述べている。「悲憤詩」に関する研究も，この「胡

笳十八拍」論争が刺激・契機となり推進されていっ

た面がつよい。

　『胡笳十八拍討論集』から，拙稿で以下取り上げ

るのは，「悲憤詩」の理解に関わると思われる郭沫

若・王先進・譚其驤・劉開揚・卞孝萱の各論文

〔�～�〕である。

　�郭沫若「談蔡文姫的《胡笳十八拍》（『胡笳十

八拍討論集』中華書局，1959）

　郭沫若の論文は，『胡笳十八拍討論集』に６篇登

載される。「胡笳十八拍」に論究し，偽作論に対す

る反論を試みたものだが，郭沫若が対象とする偽

作論は，拙稿で逐次取り上げる論説とも重なる。

したがって，ここでは蔡 の本事等，「悲憤詩」に

関わる所説を選び概観してみたい。郭沫若は，「胡

笳十八拍」真作論を唱えているが，五言体の「悲

憤詩」についても真作と見る。だが，騒体の「悲

憤詩」は，作品価値が極めて低いから別人の偽作

だろうと述べている。この発言は，印象批評に過

ぎない。

　蔡 の経歴は，最初の夫死後，陳留に帰った

（初平３年）時胡人に捕らえられた。その後，興平

２年に右賢王去卑が，献帝を侍衛して李 ・郭�

を撃った時に，南匈奴に拉致された，と説いてい

る。しかし郭は，最初の拉致と再拉致の情況につ

いて，史料を挙げて説明しない。一方，�余等の

先行論文に言及することもない。

　郭沫若は，蔡 の事跡に「曹操的偉大」を見出

せると述べる。曹操が蔡 を南匈奴から贖い戻し
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たのは「文化的観点」からで，曹操の文治武功の

なせるわざであると説いている。

　�　同「再談蔡文姫的《胡笳十八拍》」

　蔡 の初婚年を，丁 「蔡伯 女賦」 �の記載か

ら，初平３年春と推定。郭沫若は，前掲�で，同

年，故郷陳留において蔡 が拉致されたと説いて

いるので，結婚後まもなく夫衛仲道は没したと見

なしているのであろう。

　�　同「四談蔡 文姫《胡笳十八拍》」　

　『後漢書』南匈奴伝・『晋書』匈奴伝の記述から

推測して，蔡 が南匈奴において居住したのは，

西河美稷地域である可能性が高いと論じている。

この説に関連するより詳密な論究は，後掲の�譚

にある。

　�　同「五談蔡 文姫《胡笳十八拍》」

　「隋志」所載の「後漢黄門郎丁 集一巻」注に

「後漢董祀妻蔡文姫集一巻」が著録されている。郭

沫若は，「胡笳十八拍」に関しては判断しがたいが，

『後漢書』の本伝は，「隋志」の著録する蔡 の別

集に基づいて，「悲憤詩」二首を収録したのだろう

と推測する。

�　劉開揚「関於蔡文姫及其作品」（初出，『文

学遺産』264，1959）

　��郭の所説に対する反駁として提出され，「胡

笳十八拍」は偽作，「悲憤詩」二首は真作と論じる。

蔡 の本事に関する考察の趣旨は，�戴・�余と

ほぼ同様。初平年間に董卓麾下の部隊に掠われ，

興平年間に，右賢王去卑に再拉致されたとする。

　劉開揚論文で独自の観点を示すのは，五言の「悲

憤詩」はもともと二首からなっており，『後漢書』の

「悲憤詩」は騒体を含め全体で三首に分けるべきで

あると説く点である。すなわち，五言「悲憤詩」

の41・42句目「彼蒼者何辜，乃遭此厄禍」にいた

る，李 ・郭�軍中の羌胡に掠われた経緯を述べ

る部分までが第一首，「辺荒与華異」以下が，南匈

奴に没し最後に漢に帰る所までを詠む第二首であ

ると考察する。

　�　李鼎文「《胡笳十八拍是蔡文姫作的 》」（初

出『文学遺産』265，1959）

　李鼎文は「胡笳十八拍」偽作論を展開し，「悲憤

詩」には論究しないものの参照すべき意見を示す。

その第一点は，『資治通鑑』の記事によれば，蔡 

が南匈奴に在ったであろう興平２年から建安11

年は，南匈奴が曹操に服従していく過程にあった

（したがって「胡笳十八拍」が南匈奴と漢との交戦

を述べているのは史実に反する）こと。第二点は，

『資治通鑑』の興平２年の条に，南単于於扶羅が没

し，弟呼厨泉が立って平陽に居住したと述べ，そ

の胡三省注�に，平陽は河東郡に属すとある。これ

は農耕文化圏に属す（したがって，「胡笳十八拍」で

遊牧生活を描いているのはおかしい）地域である

こと。

　仮に李氏の以上の指摘に従うとしても，「胡笳十

八拍」に指摘される風景と地理との矛盾は，「悲憤

詩」には必ずしも当てはまらないように思う。こ

の問題に関しては，後掲の�譚でも触れられる。

�　王達津「《胡笳十八拍》非蔡 作補証」（初

出『文学遺産』265，1959）

　南匈奴における蔡 の居住地は，郭沫若の主張

する西河美稷ではなく，『後漢書』南匈奴伝，『晋

書』載記�の記述から河東平陽（もしくは太原付近）

であることを説く。

　王達津の論は�李とともに，蔡 の居住地に関

し，結果的に�余説を補足するものとなっている。

とは言うものの，先行研究��に何ら言及されて

いない。このことは，「胡笳十八拍」論争全体に見

られる傾向である。

�　王先進「根拠蔡 歴史論蔡 作品真偽問題」

（初出不明，1959）

　董卓と蔡 ，および董卓と李 ・郭�が主従関

係にあったことから，蔡 が蔡 存命中に李 ・

郭�の部伍に掠われるはずがないとする。これは，

蘇軾以来の説と同様。従って，王先進は，初平年

間に陳留において拉致されたという�劉を否定し，

蔡 は興平中，左賢王去卑の軍に掠われたと主張

する。

　王先進は，去卑の居留地が河東平陽とすれば，

「悲憤詩」の描く塞外の情景と符合しないと述べる
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が，この問題は論拠に多少の違いはあれ，後掲の

他の論文でも取りあげられている。王先進論文で

は，「悲憤詩」は，五言体の真偽は不明，騒体は偽

作と断じている。

�　譚其驤「蔡文姫的生平及其作品」（初出『学

術月刊』1959－８，1959）。

　まず，「悲憤詩」に対してこれまで提出された疑

問を次のように整理。１，『後漢書』董祀妻伝に，

蔡 は南匈奴左賢王に没したとあるのに，五言の

「悲憤詩」では董卓の部伍に捕らえられたと述べる

矛盾。２，蘇軾が提出した，蔡 は董卓の幸臣だ

から，蔡 の流離は父の死没後ではないかという

疑念。３，騒体「悲憤詩」に「歴険阻兮之羌蛮」

とあるのは，南匈奴と矛盾する。また騒体の描く

風景は，河東平陽一帯のそれと適合しない。以上

の３点に付け加えて，五言体の方の「辺荒与華異，

人俗少義理，処所多霜雪，胡風春夏起」等の語は，河

東の地理環境と合わない。また「長駆西入関」「身

執略兮西入関」という行程は，陳留もしくは長安

から河東へという，南から北への方向とずれる。

　譚其驤は，以上の疑問に対し，南匈奴だけでな

く，董卓の部下にも胡人はいた。南匈奴は中平五

年以来分裂し，於夫羅・呼厨泉・去卑の部伍は河

東一帯に移り住んだが，それ以外は後漢初年以来

の居住地である南庭故地，今の内蒙古自治区・河

套に在った。また，董卓の部隊は規律が無く，特

に羌胡の部隊は董卓すら手を焼いていた。だから，

蔡 の拉致は，董卓・蔡 没以前にもありうる。

結果，「悲憤詩」二首は，歴史事実と符合し蔡 の

自作であると述べ，さらに次の３点について考証

を進める。

　①蔡 はいつどこで拉致されたか。→戴君仁・

余冠英と同じように，初平３年春，陳留において

董卓の部下，李 ・郭�の手に落ちたと考察。し

かし，�戴・�余説と異なり，興平２年に南匈奴

右賢王去卑が，李 ・郭�に勝利した際に，南匈

奴に移ったという事実はないと主張する点は，�

張の論旨に近い。譚論文は，さらに「悲憤詩」は

最初の拉致の事情のみ描写し，南匈奴へ再び略取

された時の様子が何も描かれていないとし，結局，

『後漢書』董祀妻伝の興平２年拉致の記載を誤りと

判断する。

　董卓の胡騎から南匈奴へ移る際の蔡 の模様が，

「悲憤詩」から窺いにくいという疑問は，前掲�張・

後掲�内田も提出する。

　②蔡 は，どのように南匈奴左賢王に没したか。

それはどの場所か。→「悲憤詩」の描く風景から

して，蔡 が没したのは，南庭（美稷＝并州北部・

南単于庭）に居留していた南匈奴であり，左賢王

とは南庭の地のそれであると考察。曹操は，建安

七年以後河東の南匈奴を制圧しているので，「以金

璧贖之」する必要はなかったし，南庭の南匈奴と

も連絡しえたのであろうと推察。譚其驤は，蔡 

は，李 等の部伍であった胡騎部隊により初平３

年に掠われた。しかし，李 等の手に渡ることな

く，最終的に南庭の南匈奴まで連れ去られた，と

推断する。「悲憤詩」の「悠悠三千里」という距離

も陳留から南庭までの距離と符合すると述べる。

　③蔡 は，いつ漢に戻ったか。→初平３年に略

取されてから数えて12年，すなわち建安８年

（203）と推定。

　以上，�譚の所論は，「悲憤詩」という詩的世界

を前提に，逆に史書の誤りを正そうとする。結果，

蔡 が河東ではなく南庭の南匈奴に移ったと推測

するが，左賢王とは南庭の地のそれであることを

示す史料はない。また，蔡 が帰漢したとする建

安８年当時の，曹操と南庭の南匈奴との関係を示

唆するものは，史料と見なした場合の「悲憤詩」

以外存在しない�。史実と作品の関係をどうとらえ

るべきか。この問題は，更に後掲論文を概観する

際に考察する必要があろう。

　なお，譚其驤は，興平２年に南匈奴右賢王去卑

が李 ・郭�に勝利した際，蔡 が南匈奴に移っ

たという事実はないと説くが，逆にその史実を示

唆する史料は，�戴・�余がすでに指摘していた。

しかし譚論文では，そのことに対する反証や言及

はなされていない。

�　卞孝萱「談蔡 作品的真偽問題」（初出不明，

「悲憤詩」小考 ― 研究史とその問題点 ―　福山
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1959）

　「悲憤詩」偽作説。蘇軾の説に同じ。蔡 拉致は，

董卓に重用された蔡 没後と判断できるから，董

卓軍が拉致したと詠む「悲憤詩」は偽作と論じる。

卞孝萱はさらに，蔡 の連れ去られた先は，『後漢

書』南匈奴伝の李賢注の記述から河東平陽である

が，詩中の情景はその地方のものと矛盾すると述

べる。詩と史実との矛盾に関して，たとえば，「既

至家人尽，又復無中外」と詠んで，親族（中表）

のいないことを言うが，『晋書』景献羊皇后伝・同

蔡豹伝から蔡 に孫のいたことが解る，とも論じ

る。卞孝萱による「既至家人尽，又復無中外」の

解釈は，詩的言語と日常言語を同一視したもので

ある。�譚説もそうであるが，史実と作品の比較

検討には慎重な配慮が要されるように思われる。

　卞孝萱の偽作論の論拠は従前の説と変わらない

が，一点大胆な見解を示す。すなわち，『蔡 別

伝』 �は，『後漢書』の以前に作られたであろうこと，

『別伝』に引かれる騒体と五言の詩句は，「悲憤詩」

のそれと同じであること。以上から，「悲憤詩」は，

先に『蔡 別伝』に載録され，『後漢書』董祀妻伝

は，それを踏襲したのだろうと推測する。しかし，

この見方は卞孝萱の作業仮説であって，特に根拠

はない。

　最後に，「悲憤詩」が，『文選』『玉台新詠』に選

録されず，『文心彫龍』『詩品』においても言及さ

れないのは，それらが「悲憤詩」を仮託と見てい

た証拠であると述べる。

　卞孝萱が示す「悲憤詩」が六朝の総集類に見え

ないという疑問は，その通りである。「悲憤詩」が

魏晋及び六朝期にほとんど言及されないのは，た

とえ偽作と仮定したとしても理解しにくい。「悲憤

詩」がどう受容されていったかについては，今後

なお詳細な検討が必要であろう。

　「悲憤詩」および蔡 に対する言及は，曹丕・丁 

「蔡伯 女賦」にわずかに見える他，六朝期を通じ

てほとんどない。「隋志」に著録される「蔡文姫

集」も梁代にはすでに佚している。蔡 をめぐる

後世の受容は，拙稿とは別の課題になるが，前代

の文学因襲の上に成立したであろう唐詩の用例

（『全唐詩』に20数例ほど）を見ても，歴史故事と

しての蔡 を詠むものがほとんどで，「悲憤詩」，

もしくは蔡 と「悲憤詩」の創作の関係を窺わせ

る言及は見られない。このように，「悲憤詩」の受

容史・読書史は，歴史の表面にあまり表れていな

いのではないだろうか。この点は他日の考察にゆ

だねるが，作家蔡 の姿が見えにくいということ

も，「悲憤詩」の理解を困難にさせる一因であろう。

�　労幹「蔡 悲憤詩出於偽託考」（『大陸雑誌』

26－５，1963）

　「悲憤詩」と『後漢書』董祀伝の記載が適合しな

い点を列挙する。たとえば，「悲憤詩」で，「長駆

西入関」の後の経緯が詠まれず，胡境の描写が始

まるのは，作者が，董卓麾下の胡騎と南匈奴単于

との区別をしていなかったからである。しがたっ

て，董卓の部伍に拉致された後，転じて南匈奴に

連行された可能性はない ― ― と論じる。労幹は，

蔡 は興平２年に長安において南匈奴に拉致され

たと見なしている。

　最後に，労幹は，後漢には班固・趙壱・ 炎等

の詩人がいるが作品はまだ質朴であることや，秦

嘉夫婦の詩は偽作の可能性もあること，それらと，

「悲憤詩」の作品水準を比較したときに，これを建

安文学の作品に位置づけがたいと結ぶ。しかし，

蔡 の活動期は，建安年間以後とすべきで，労幹

のこの比較は時代が多少ずれている。

　董卓麾下の胡騎から南匈奴に転じた経緯が「悲

憤詩」から読み取れないという労幹の論究は，�

張・�譚・後掲�内田と同様。

�　李日剛「蔡 悲憤詩之考実弁惑与評価」（『師

大学報』12，1967）

　はじめに，「悲憤詩」について，宋の蘇軾・閻若

 ・�労等が偽作とし，清の張玉穀・沈韓欽・何

 ・�戴・�余等が真作としたことを述べる。以

下，李日剛は，「広明戴氏之論証」と言い，戴君仁

の説に大きくよりながら，「悲憤詩」真作説を主張

する。論証の方法は，�戴・�余説にほぼならい，初

平３年正月に董卓配下の胡騎に掠われ，興平２年
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11月に，南匈奴右賢王（献帝紀は左）の手に渡っ

たという説を展開する。

　李日剛は，蔡 拉致の足跡から「悲憤詩」の

「悠悠三千里」とあるのは，陳留から長安までが約

1500里，長安から洛陽を経て，去卑の居留地平陽

までがほぼ1500里だから，事実に合うと述べる。

従前見られなかった指摘と言えよう。このような

具体的な考究や，若干の資料の補足以外は，おお

むね戴・余氏説を用いている。

　ただ問題なのは，李日剛は明らかに�戴の文章

を，引用の断り書きなくそのまま用いることであ

る。たとえば，以下の記述�は，戴君仁のものとほ

とんど同じである。「『感時念父母，哀歎無窮已』

『既至家人尽，又復無中外』等の語は異とするに足

らず，また戦乱の実情と十分適合している。もし

後人の偽作であれば，このように真切ではありえ

ない。まして范曄の『後漢書』は，衆家の書を編

集したものである。蔡 が興平中に南匈奴に没し

たという記録はつとにあったはずで，もし後人の

偽作であれば，ただ興平年間の事を知るのみであ

る。決して董卓遷都の所から述べることはないの

に，「卓衆来東下」等の語があるから，「悲憤詩」

が蔡 の手になるものであることは明らかだ。」

　この部分の�戴の論法自体，やや不適切と思わ

れる。反対に，『後漢書』の編纂以前に佚したであ

ろう，蔡 に関する別の記事が存在した可能性も

ありうるのではないか。だが，李日剛が，�戴説

を無批判に踏襲したことよりも，先行論文を参考・

引用する場合は，そのことを明示すべきであろう。

�戴の文章を，そのまま用いる部分は，他の箇所

でも見られる。李日剛が最初に，「広明戴氏之論証」

と断るのであれば，論文の主旨は，戴君仁の学説

紹介ということになりはしまいか。李日剛自身の

新知見も見られるだけに惜しまれる。

�　岡村貞雄「蔡 の作品の真偽」（『日本中国

学会報』 23，1971。『古楽府の起源と継承』

〔白帝社，2000〕第３章蔡 に転載。）

　蔡 作とされる「悲憤詩」二首・「胡笳十八拍」

の三篇を一括，総合的に論じており，その考察方

法は検討に値しよう。拙稿では，岡村貞雄の所説

を紹介しながら逐次私見を述べたい。

　はじめに，宋の蘇軾以来の多様な蔡 作品真偽

論について，三篇のそれぞれがどう判断されたか，

その一覧を示す。また，三篇それぞれに対する様々

な真偽判断と，作品評価の関係についても必ずし

も一定しないと述べ，蔡 作品のとらえ方がいか

に複雑多岐かという指摘をする。たとえば，胡応

麟『詩藪』・鄭振鐸『中国文学史』は，ともに騒体

を蔡 作とし五言体を偽作とするが，評価は双方

食い違い，胡応麟は五言体は騒体より優れている

が故に後人の偽作であるとし，鄭振鐸は，偽作さ

れた五言体より蔡 原作の騒体の方が作品水準が

高いと見ていることが紹介されている。

　さらに岡村貞雄は，近年の郭沫若論文を発端と

する「胡笳十八拍」論争について言及する。岡村

は，『胡笳十八拍討論集』の中で「胡笳十八拍」偽

作説を唱える研究に対し，逐一反論する余裕はな

いが，「この作品を吟味してゆくと，男が女性の立

場になって偽作したものではなく，どうも女性自

身による作品ではないか，という結論に達したか

ら」，「胡笳十八拍」は真作と認めると，先に結論

づける。この主張に対しては，後程愚見を述べた

いと思う。

　岡村は蔡 に関わる所説中，本格的な論究は，

余冠英と郭沫若二者によるものと断ずる。�余の

要旨は前述したが，岡村貞雄のそれに対する批判

は次のようなものである。〈余冠英は蔡 の補囚さ

れた土地は，『後漢書』南匈奴伝の李賢注から，河

東平陽とするが，『後漢書』董祀妻伝に「左賢王」

とあるのと，南匈奴伝の記載に「右賢王去卑」と

あるのとを同一視した誤りである。〉

　この岡村貞雄の批判に対しては，後掲�鄭の考

察をあらかじめ引いておこう。鄭文は，董祀妻伝

に云う「左賢王」が誰かは，断定しがたいとしな

がら，こう述べる。〈『後漢書』献帝紀は「左賢王

去卑」とし，董卓伝では「右賢王去卑」としてい

て一定しないのは，右・左の字形の近いことに因

る誤りで，南匈奴伝・董卓伝により「右賢王」と
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するのが正しいだろう。右賢王去卑の居住地は，

南匈奴伝中の「河東」に関する李賢注以外に，『資

治通鑑』建安21年秋７月の胡三省注にも，平陽と

ある。〉 鄭文は，他にも，河東平陽に関する考証

を詳密に加え傍証としている。

　岡村貞雄の所説に戻れば，「もし，蔡 の三作を

虚心に読むならば，いずれも塞外における苦しさ

淋しさを歌っていると受けとられる」とし，�余

が蔡 補囚の地を平陽とする結果，塞外風景の描

写が少ない五言体のみを真作としたことを批判す

る。

　しかし，岡村の論法は，はじめに蔡 の作品は

塞外の情景を詠んでいるという前提を打ち立てて

しまい，論理が逆転している。

　岡村貞雄は，たとえば五言体に描かれる「悠悠

三千里」について，蔡 補囚の場所を河東の平陽

と考えると，その隔絶間が実際と合わないと述べ

る。そして，その場所については，資料がなく，

「今日のような地図を持たなかった蔡 には，地理

上どういう地点をさすらいつつあるか，彼女自身

にもはっきり分からなかったのではあるまいか」

と言う。

　さらに，河東の地について，『後漢書』の伝に蔡

 が最初に嫁したのが「河東衛仲道」のもとであ

るとする記載を引き，「胡騎にさらわれ，胡人の妻

となって，流亡の果てに落ち着いた所が再び河東

であったならば，きっと作品の中に，その運命の

皮肉を彼女は歌い込んだに違いない。けれども，

どの作品にもそういう消息は影すら見えず，専ら

塞外での生活が詠じられている」と説く。

　「悠悠三千里」の示す距離感が不自然という疑問

については，�李・後掲�鄭・�黄に説得力のあ

る考察が示されている。

　蔡 初婚時の状況について，�鄭は，「河東衛仲

道」の河東とは，衛仲道の本貫を指し，実際の嫁

ぎ先ではないと推測している。しかし，�鄭のよ

うな推測を無理に行わなくとも，河東の範囲が，

南北250㎞，東西200㎞ほどに及ぶ広範囲�である

ことを考えると岡村の考察・批判は，大雑把過ぎ

るように思う。

　岡村貞雄は，余冠英の，伝記に基づきつつ「悲

憤詩」に歴史的な穿鑿を加えるという方法論をも

批判し，蔡 作と伝えられる三作品を，「総合的な

立場から比較しながら検討を加え」，「蔡 の三作

品を平等に見わたして，相互の特徴を比較」する

というアプローチを説いている。しかし，この

「総合的な立場」という前提を設定する必然性は明

確ではない。�余が示す実証的考察は，作品理解

の一つの方法に過ぎまいが，史実と作品との照合

作業をある程度確実に押さえておくことが「悲憤

詩」のような作品には，必要なのではないだろう

か。なぜならば，後掲の�黄も示すように，「悲憤

詩」は，自伝体の叙事的作品と一応は見なせよう。

（岡村自身，「悲憤詩」について「遭遇する経験を

自伝的に詳述して，長編の叙事詩を作り上げると

いう手法は，従来の人が試みなかった点である」

と論じている。）「悲憤詩」が自伝詩かどうかに論

議があるにせよ〔後掲�川合参照〕，出来事の推移

を叙述する「悲憤詩」の背景にある具体的な史実

を見極める作業が，まず欠かせないのではないか。

作品真偽論に論究する以上，蔡 の事跡と作品創

作との関係を押さえておくべきだが，岡村はそれ

を閑却して，三作品自体の比較考察を進める。

　岡村貞雄はまず，五言体の「悲憤詩」の特徴が，他

の二作よりも帰漢後の叙述が詳しく，匈奴の残酷

さが綿々と綴られているという二点を持つことか

ら，「家に帰ってからの感慨も定着し，匈奴に対す

る怨訴もおおっぴらに述べることができる，そう

いう情況のもとで作られた」と推察している。続

けて，それと対照的に騒体の方は，胡中における

一夜の即興の作だろうと推定するが，それに至る

論証に飛躍があり説得力を欠いているように思う。

　岡村貞雄は，ついで「胡笳十八拍」にも論究す

るが，要は三作品とも叙事詩として「同質の密度

を持って，同じレベルに達している」から，「同一

詩人の技倆によってできた三篇であると考えた方

が，より穏当であろう」と結論づける。岡村貞雄

の作品真偽の判断の基底にあるのは，突出した作
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品をもたらすのは，他に経験できない実体験であ

るという信念のようで，それに類する記述が，論

説中にしばしば見られる。たとえば，三作品に共

通して詠まれる（岡村貞雄は，「胡笳十八拍」を例

示する）我が子への愛情表現について，「作者がほ

んとうに女性であって，真実の経験を語っている」

から「切実深刻なものになってゆく」のだろうと

考察される。

　岡村貞雄は，「悲憤詩」に歴史的な穿鑿を加える

という方法論にこだわらず，三作品を，「総合的な

立場から比較しながら検討を加え」ると先に宣言

しているにも関わらず，作品の価値と作者の実体

験は密接に関連するとあらためて主張するのは，

話の筋が通らない。

　関連してもう一点，岡村貞雄は，論文の冒頭で，

「この作品を吟味してゆくと，男が女性の立場に

なって偽作したものではなく，どうも女性自身に

よる作品ではないか，という結論に達したから」，

「胡笳十八拍」は真作と認めると，先に結論づけて

いた。しかし女性自身の作品と判断する根拠につ

いては，我が子への愛情表現は，「作者がほんとう

に女性であって，真実の経験を語っている」と繰

り返される以外，何も示されていない�。

　史料による考証よりも作品に内在する論理に注

目する岡村貞雄の論法は，他にも五言体で描写さ

れる，胡騎の残虐性をどう見るかという点でも問

題を引き起こす。すでに�・�の論考が提示する

ように，蔡 は，董卓麾下の胡騎に略取された後，

転じて南匈奴の部伍に移ったという説がある。「悲

憤詩」の描く胡人には南匈奴の部族連合体を離れ，

董卓のような漢土の群雄勢力に取り込まれた胡騎

が存在する�という見方に対し，岡村貞雄は検討を

加えようとしない。このように，「悲憤詩」が描く

胡騎を等し並みに見ることが，作品そのものの誤

読をもたらすことにならないだろうか。

　もしも「悲憤詩」が蔡 の「真実の経験」を語っ

ているのだとすれば，逆にそれが，南匈奴史を含

む漢末の歴史を探る史料にすらなるはずであるが，

そのことに対する慎重な配慮が作品分析において

なされるべきではないか。

　総じて，岡村貞雄の所説は，三作品を同列に扱

い，総合的に考察するという壮図にとらわれて，

史料と先行研究を未消化のまま，考察に無理な飛

躍を重ねているように見受けられる。

　なお岡村貞雄は，蔡 作品の真偽論に関連して，

「魏晋の時代の偽作はすべて原作の主題とは無関

係に作られていた」，「魏晋の時代の人が，もし蔡

 に習って偽作を作っていたら，おそらくその詩

も蔡 の履歴とは関係のないことを歌っていたろ

うと思う」と述べている。蔡 詩を晋宋間の偽作

と仮定した場合，晋宋の文学因襲を把握する必要

がある。その際の判断材料として，岡村貞雄の如

上の説は，傾聴に値しよう。

�　内田吟風「いわゆる蔡 悲憤詩について 

― 匈奴史の一資料として ―（『史窓』 37，

1980）

　「悲憤詩」を文学として見たときにまず問題にな

るのは真偽論である。それを解明するために蔡 

の本事を考証するというのが，一般的な研究方法

であった。その方向とは逆に，内田吟風は，「悲憤

詩」を古代北方民族史を探るための史料として取

りあげる。

　冒頭を，初平元年に董卓が洛陽から長安に遷都

した所から詠み始める「悲憤詩」は，全体が史実

に合致していることがまず示される。先行論文に

は言及されていないが，蔡 拉致の経緯は，�戴・

�余と同様に捉えている。内田吟風は，「悲憤詩」

108句の９句目「卓衆来東下」から40句目「乃遭

此 禍」までを初平３年に董卓の校尉李 の率い

る胡兵に拉致された事を描いていると述べる。ま

た，蔡 は娘の拉致を知らないだろうと言い，そ

の理由として，蔡 の遺文中に娘の罹災を知って

いたことを示す文言がないこと，董卓が王允に殺

されたとき， はその死を悼む色を現していたこ

とを挙げる。そして当時の混乱は父娘の連絡を不

可能にしていたか，父の死と娘の拉致がほぼ相前後

する時期に起きたのだろうと推測している。蔡 拉

致は蔡 死後ではないかという蘇軾・�張等が示し
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た疑問に対する，理の通った考察と言えよう。

　内田吟風は，41句目「辺荒与華異」以後を，興

平２年に南匈奴左賢王の部落に移ったことを描い

ていると考える。しかしながら，蔡 が左賢王の

部伍に落ちた経緯が説明されず，唐突であり実際

の経験者の詩としては粗雑で，「悲憤詩」が偽作で

あろうことを想像させる，と説いている。この疑

問は，�張・�譚も呈している。一方，　劉は，

40句目と41句に物語の飛躍がある点を捉え，41

句目からを別に第二首と考えたわけである。

　内田吟風は，まず「悲憤詩」の史料価値を認め，そ

こに客観的で整合性をもつ事実描写を期待してい

る。だがそれが「悲憤詩」という文学世界の読み

方に制限を加えることにもなっているようだ。た

とえ時間軸に沿って叙述される叙事的な詩であっ

ても，出来事を逐一説明しているとは限らない。

作品を読む際には，何が書かれているかを解読す

るのみならず，何が書かれていないか，そこにも

注意を払うべきではないだろうか。それに関して，

後掲�余が参照すべき見解を示しており，後述す

ることとしたい。

　蔡 は，結局南匈奴で12年（興平中の拉致から

数えるとすれば）過ごし，二子を生み育てた。最

後は贖われた結果とはいえ南匈奴から解放された。

そうだとすれば，董卓麾下の胡騎とは異なり，南

匈奴に対する表現に多少の含みがあっても不思議

ではない。仮に内田吟風の言うように，40句目ま

でを李 ・郭�の胡騎による残虐行為の描出とす

ると，その後の南匈奴の方は「人俗少義理」と述

べる以外，南匈奴に対する否定的言辞は特に窺え

ない。「悲憤詩」第二首においても，南匈奴の言

語・身体・文化が漢と異なる事を述べるが，南匈

奴を特に呪詛・批判しているわけではない。

　内田吟風はまた，54・55句目「骨肉来迎己，己

得自解免」を，贖ってくれた恩人曹操に対する謝

意が見られず，蔡 自身が詠んだ句としては非礼・

忘恩的だと説いている。さらに，骨肉の迎えがあっ

たのに，後段で「家人尽」と言っており，「詩的表

現とは云え，実際経験者の詩としては，舌足らず

の観が強く，この詩が の作に非ざることを示唆

する」と考察する。

　しかし，内田吟風自身，87句目以下「既至家人

尽，又復無中外…」に示されるような蔡 帰郷時

の陳留の状況について，建安年間においてもまだ

荒廃が続いていたと論じている。したがって「悲

憤詩」が，親戚の姿も見えないと慨嘆するのは，

故郷陳留の情景描写として考えれば矛盾はないよ

うに思う。�戴〔�李が引用〕は，この点に関し

戦乱の実情と十分適合している云々と説く。一方，

�卞は，「家人」について蔡 の孫の存在を考証し，

詩と史実の矛盾を述べ，逆に�余はその孫の存在

を否定する論証を行ったことは前述した通り。

　内田論文は，「悲憤詩」の叙述に飛躍や言葉足ら

ずのところが見られるというが，そのような作品

へのある種の評価と，作品の真偽とは別個の問題

ではないだろうか。

　内田吟風は蔡 帰漢の年を，曹操が袁氏との戦

いに勝ち，幽并二州を平定し，南単于呼厨泉を完

全に服属させた時期であり，南匈奴に没してから

12年を数えた建安11年頃であろうと推測する。

　最後に内田吟風は，范曄が『後漢書』列女伝に

蔡 の事跡を収録した真意は何かと以下のような

問題提起をする。〈范曄は，漢魏革命の社会動乱を

経験した人間蔡 の数奇な運命を評価したのか。

六朝貴族社会の道徳思想を反映しているのか。夫

のためには主権者に対しても自己主張を行う女子

の気概を認めたのか。中国思想史上，興味のある

課題だ。〉『後漢書』という史料テクストの中の蔡

 と「悲憤詩」を捉える新たな視点として，内田

吟風の問題提起には留意をすべきだろう。

�　周芝成「蔡 被虜年代考弁」（『上海師範学

院学報』社会科学，1983－１，1983）

　蔡 ，初平３年拉致説を否定，『後漢書』の云う

興平２年説を主張。周芝成は論拠の第一点に，『後

漢書』董祀妻伝の，「操因問曰，『聞夫人家，先多

墳籍，猶能憶識之不。』文姫曰，『昔亡父賜書四千

許巻，流離塗炭，罔有存者。今所誦憶，裁四百余

篇耳。』」という記載を挙げる。周芝成は，この記
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述から，蔡 が娘蔡 に「墳籍」を残し伝えたは

ずだと述べる。そして，蔡 が『漢書』の修改を

素志とし，初平３年の董卓誅滅によって下獄した

時も，「継成漢史」の願望を王允に伝えており�，

その作業に必要な「墳籍」は，身に携えていたは

ずで，蔡 が死を覚悟した時に，娘に「墳籍」を

託したのだろう。したがって，そのことは，蔡 

がその時まだ羌胡に掠われていなかったことの証

明になる ― ― と説く。

　つまり，周芝成は，李 ・郭祀等が陳留を掠殺

したのは初平３年１月，蔡 が下獄したのが初平

３年４月の事で，蔡 が四千余巻の書籍を父から

受け継いだのはその後のことになるから，蔡 が

初平３年１月に拉致されるということはあり得な

い，というわけである。

　しかし，蔡 の素志は「継成漢史」であったか

ら，「亡父賜書四千余巻」が長安に存在したと考え

るのは，飛躍がある。董卓の乱前後の混乱を考え

れば，蔡 が多量の書籍を携えず，それらを陳留

等の長安以外の地に残していた可能性も十分考え

られよう。周芝成はまた，『三国志』王粲伝に，蔡

 が年少の王粲に異才を見いだし，所有する書籍

をすべて王粲に将来譲ろうと述べた記載を取りあ

げる。そして，その願望が果たせずに，代わりに

娘に書籍を伝えたと言うが，この史料の取りあげ

方は牽強付会であろう。

　周芝成は，蔡 の初婚年齢に関して，蔡 が光

和元年に出した上表文�に，「臣年四十有六，孤特

一身」とあることから，蔡 の生年は，光和元年

以後であること，さらに，丁 の「蔡伯 女賦」

に「在華年之二八」とある記述から，蔡 が衛仲

道に嫁いだのは16才で，初平４年以後のことであ

るから，それ以前の拉致というのはあり得ないと

述べる。この点については，後掲�鄭が，「孤特一

身」の後に「前無立男，得以尽節王室」とあるか

ら，この部分は息子のいないことを言っているの

であって，娘がいないとは述べていないと据える

のが妥当な見解であろう。

　周芝成は，「悲憤詩」冒頭の記述（董卓麾下の胡

騎による拉致）よりも，『後漢書』董祀妻伝に興平

２年拉致とある記載を信ずべきで，「悲憤詩」を蔡

 の真作とするには問題が残ると結ぶ。

�　鄭文「蔡文姫没于胡中論略」（『蘭州大学学

報』社会科学版，1983－１，1983）

　鄭文は，李 ・郭祀等によって，初平３年春，

陳留において拉致され，興平２年の11・12月に南

匈奴右賢王の部伍中に没し，河東平陽に住したと

説くのは，�戴・�余と同様である。鄭文は五言

の「悲憤詩」を蔡 の真作ととり，騒体について

は触れない。

　『後漢書』董祀妻伝に，最初の夫・衛仲道の死後，

家に「帰寧」したと記されることについて，鄭文

は，蔡 が帰ったのは，父のいる長安や洛陽では

なく，故郷陳留であると説く。中平末年から初平

はじめの洛陽・長安の荒廃を考えれば，蔡 はあ

えて家族を同行させなかったであろうというのが

その論拠である。

　『後漢書』董祀妻伝に，興平中に「為胡騎所獲，

没于左賢王」とある記載と，「悲憤詩」に董卓の部

下に掠われたと述べる矛盾に対する，鄭文の考証

は，戴・余説とほぼ同じ史料による。興平２年に

南匈奴に移された場所というのは，河東の平陽で

あるという説も，�余と同じである。しかし鄭文

は，先行する�・�に関して何ら言及していない。

　ただ，蔡 の居住地について，鄭文は，�余よ

り更に多くの史料を挙げて，客観性の高い考察を

進めている。また，後漢末に鮮卑が南匈奴を圧迫

していた情勢にも触れる。

　�卞は，蔡 の連行された先は河東平陽である

が，詩中の情景はその地方のものと矛盾するとい

う疑問を提示した。これついては，鄭文は，河東

平陽は黄河以北にあり，蔡 が生まれ育ったのは

黄河以南でその間の距離は二千里ほどある。異境

に身を置いた蔡 には，平陽の地が霜雪が多く北

風も強いと感じられたのだろうと述べる。

　鄭文は，文芸作品は歴史記述と異なり，修辞や

誇張を免れないと言い，「悲憤詩」に史実との符合

を見る際にも，配慮が必要であると指摘している
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が，傾聴に値しよう。鄭文の考究は，南匈奴の動向・

居留地に関する実証的考察等，史料が豊富で説得

力がある。

�　陳祖美「蔡 生年考証補苴 ― 兼述其作品

的真偽及評価中的問題」（『中華文史論叢』

1983－２，1983）

　はじめに蔡 の生年について考証。関連して，

蔡 が光和元年に出した上表文に，「臣年四十有六，

孤特一身」の解釈を，蔡 に，娘ではなく息子が

いなかったことを示していると説くのは，前述�

鄭と同様である。

　文章の後半の趣旨は，後掲�陳とほぼ同じ。

　陳祖美は，最後に真偽の問題は作品自体の価値

とは無関係であると述べ，作品を史料から切り離

して評価すべきと主張する。これは，従来見られ

ない観点で注目してよいと思う。しかし，そのよ

うな問題提起に対し，陳祖美の論考で用いられる

「現実主義」「浪漫主義」「叙事詩」「叙情詩」といっ

た旧来の枠組みで答えることには，限界があるよ

うに思う。

　蔡 の生年考証・晩年の事跡については，熊任

望「蔡文姫的生年」（『河北大学学報』〈哲学社会科

学〉 1980－３，1980)・陳仲奇「蔡 晩年事迹献

疑」（『文学遺産』1984－４，1984）・劉開揚「関

于蔡 的生年」（『中華文史論叢』1984－４，1984）

等がある。ただし，「悲憤詩」を理解する上で参照

すべき言及は特にない。

�　陳祖美「漢末女詩人蔡 」（『文史知識』 

1983－４，1983）

　見出しに「人物春秋」とあるように，蔡 の事

跡を紹介した啓蒙的文章と思われ，論証自体は少

ない。陳祖美は，蔡 の拉致を興平年間のことと

し，左賢王の妻となったと記している。左賢王に

嫁したという見方は，�余が，左賢王の部下と結

婚したと見なすのと異なる。『蔡 別伝』に示され

る左賢王の部下に嫁したという記載や，『後漢書』

董祀妻に言う「没於南匈奴左賢王」の解釈につい

ての論究は従前ほとんどない。郭沫若はじめ，左

賢王に嫁したという見方は，暗黙の了解であろう

か。この点は，「蔡 」の受容のあり方とも関連す

るように思う。蔡 ＝南匈奴の王妃という読み取

りの方が，蔡 伝承としては物語性が高まる�。だ

とすれば，現代の読者も「悲憤詩」の誤読に，無

意識に加担するおそれはないだろうか。

　陳祖美は，蔡 帰漢の年は，建安12・13年の両

方の可能性があるが，曹操が，丞相となった建安

13年の可能性が大きいとも説いている。曹操が統

治者の地位を確立して後，文治を進める政策の中

で，有名な文人蔡 の娘を贖い戻したのであろう

という推察である。

　「悲憤詩」の真偽について，現今の「文学史界」は，

五言体の方を真とし，騒体を晋代の偽作としてい

ると述べる。しかしながら，騒体を偽作と見る根

拠もしくは考察は，他にそれほど多く見られない。

�余が，騒体「悲憤詩」の描く塞外の情景が，

史実と合わないと説き，�郭が，作品水準の低さ

から別人の偽作だろうと推測する以上の論究は従

来なされていない。とくに後者は，印象批評に過

ぎまい。祖美陳の言う「文学史界」は曖昧な言い

方だが，それが何を根拠として，騒体偽作論をとっ

ているのか不明である�。

　陳祖美は，一般的に，晋人の偽作と見なされる

騒体の「悲憤詩」に対する芸術性の評価は否定的

だが，そのような見方は正しいと断ずる。そして，

五言の「悲憤詩」は，蔡 自身の制作による現実

主義的叙事作品で，建安の諸作家を凌駕する傑作

であると評価する。

　ただし，作品の具体的分析は十分になされてい

ない。

�　蔡義江「史載蔡 《悲憤詩》是晋宋人的偽

作」（『北方論叢』1983－６，1983）

　蔡義江は，現時，「胡笳十八拍」と騒体の「悲憤

詩」はおおむね偽作とし，五言の「悲憤詩」を真

作と見るのが大多数を占めると総括。しかしなが

ら，唯一真作と一般的に見なされる五言「悲憤詩」

について，これを晋宋間の佚名文人の偽作ととる

立場を展開する。

　蔡義江は，基本的に，蘇軾による偽作説に依拠
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する。蔡 の本事に関し，『後漢書』の本伝では興

平２年と言っているのと「悲憤詩」の描写との矛

盾についても，蘇軾の論法をそのまま踏襲する。

ただ，蔡義江は，新たな観点からも偽作説の論拠

を提出している。

　まず蔡義江は，「悲憤詩」の冒頭，「漢季失権柄，董

卓乱天常」の「漢季」とは漢末のことで，漢朝崩

壊以前に，このような言い方はできないと主張す

る。そして，たとえもし，「悲憤詩」が郭沫若の説

くように曹魏時代の作だと仮定しても，それは次

のような理由から成立しないと述べる。〈もし蔡 

が，魏朝樹立後に「悲憤詩」を制作したとしても，曹

丕即位後すぐに情勢に追随して，漢末がどうこう

とは言えない。「悲憤詩」の冒頭は，漢魏の王朝交

代後かなり時間がたってからの語り口であろう。

だとすれば，蔡 がかなり年齢を重ねた後の制作

であるはずだが，「悲憤詩」では「託命於新人，竭

心自  」となっていて表現が不自然だ。〉

　しかし蔡義江のこのような推論は，論拠が不十

分であり説得力を欠いている。では，後漢末の作

品だと考えた時に，蔡義江の主張する「漢季」と

いう語と矛盾するのかどうか。それに対して私見

を言えば，陳琳「武軍賦」に，「漢季世之不辟，青

龍紀乎大荒」 �という用例を反証としてあげること

ができる。陳琳は建安中に没しているから，その

作品は漢代のものであることが明らかである。し

たがって「漢季」という言葉によって，「悲憤詩」を，

漢魏禅譲後の制作と判断することはできない。�

戴は，蔡義江とは逆に「悲憤詩」に「漢季」とあ

るのは，曹操の勢力がすでに確立していたことを

示していると論じている。「悲憤詩」の制作時期を

仮に蔡 帰漢後の建安年間と考えても，実質的に

漢朝が崩壊しつつあった時期であるから，「漢季」

という言葉の使用は可能であったと考えられる。

　蔡義江は，「悲憤詩」を「其筆勢乃效建安七子者，

非東漢詩也」と評した蘇軾の説を引き，具体例を

あげる。たとえば曹操の「薤露行」「蒿里行」と

「悲憤詩」を比較し，「賊臣持国柄，殺主滅宇京」

が，「漢季失権柄，董卓乱天常」に，「関東有義士，

挙兵討群凶」が，「海内興義士，欲共討不祥」とい

う具合に，「悲憤詩」が曹操作品を模擬していると

説く。蔡義江は，他にも「悲憤詩」に，曹植詩を

踏まえかつ，より精錬された類似句があると例示

する。

　しかしながら，「悲憤詩」は，建安の詩句と類似

の句があるから，蘇軾が述べるように，建安詩を

まねたのだと考えるのは，速断にすぎ客観性を欠

く。蘇軾の「悲憤詩」偽作説は，要は，「悲憤詩」

の建安文学における突出性に疑問を投げかけたも

のに他ならない。しかし「悲憤詩」に限らず，同

時代から卓越した文学作品の存在が，往々にして

見られることもまた事実であろう。

　「悲憤詩」の文学史的位置づけに関して，「悲憤

詩」とその周辺の詩句との影響関係を少し探り，

私見を加えたい。『文選』の李善注には，「蔡 女

 詩」「蔡 詩」として，「悲憤詩」の詩句が15例

引用される�。李善は，作品に用いられている言語

表現の典拠・用例を，必ず先行作品から引用して

いる。今，李善が「悲憤詩」をどの時代のものと

見ていたか，具体的に探ってみよう。たとえば，

『文選』巻20所収の，曹植「応詔詩」「弭節長 ，

指日 征」の部分の李善注は，「蔡 詩曰， 征日

遐邁」 �となっている。「 征」という語は，『文選』

巻二十，潘岳「間中詩」でも「命彼上谷，指日 

征」と用いられ，その李善注は，「曹植応詔詩曰，

指日 征」 �と引いている。さらに『文選』巻五十

九，沈約「斉故安陸昭王碑文」に「於是駆馬原隰，

巻甲 征」とあるが，その李善注は「曹植詩曰，

指日 征」 �と述べている。したがって，あくまで

も李善の判断であるが，「 征」という詩語から，

蔡 →曹植→潘岳・沈約という継承関係が窺える。

李善は，「悲憤詩」を「蔡 詩」と称しており，そ

の注釈姿勢を考え合わせると，蔡 を曹植に先行

する詩人と位置づけていると言えよう。このよう

な李善の認識・判断は，必ずしも絶対とは言えな

いが，「悲憤詩」の真偽・文学史的位置を考える上

で参照する価値があろう。

　蔡義江は，「悲憤詩」を，晋宋間に盛んになった
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偽作の風気がもたらしたものと結論づけている。

そして『詩品』『文心彫龍』に蔡 の名が見えず，

『文選』『玉台新詠』に彼女の作品が選録されない

ことに論究する。蔡義江は，李陵・蘇武や班 �

等の詩があえて偽作と否定されていないのと異な

り，時代の近い晋宋の偽作であれば，言語の格調

等から容易にそれと判断されたのだと推測する。

蔡義江のこうした推論は一つの考え方にすぎない

が，確かに「悲憤詩」および蔡 は，六朝時代に

おいてあまり注目された形跡がない。�卞が示し

たのと同様の疑問である。

�　丁夫「有関蔡文姫生平的幾箇問題 ― 兼談

曹操贖回蔡文姫的原因」（『内蒙古大学学報』

哲学社会科学版，1984－４，1984）

　�郭は，蔡 は興平２年に拉致され，左賢王の

王妃となったが，曹操は，文化的な観点から彼女

を贖い戻したと説いている。それに対する否定論。

　丁夫は蔡 拉致の時期・場所に関する従前の論

議を踏まえていないと見え，新しい観点は特に示

していない。丁夫の独自な考察も見られるが，い

ずれも論拠が希薄である。丁夫は，蔡 は，初平

３年に董卓の将兵である羌人に拉致されて後，興

平２年に人身売買によって羌人から南匈奴の手に

渡ったと説くが，興平２年の史実との関わりが説

明されていない。また，曹操が南匈奴から蔡 を

贖い戻した理由を，蔡 の知名度を利用し，自己

宣伝のためその娘を帰漢させたという，政治的意

図から説明する。丁夫は，そのような推論の前提

に「曹操是以残暴和譎詐著称的」と述べるが，客

観性が求められる論文としては不適切であろう。

四

　前掲�陳は，作品を史料や真偽の問題から切り

離して評価すべき点に触れていたが，「悲憤詩」を

作品テクストとしてどう分析するかという具体的

模索は，1990年代以後ようやく始まったと言って

よい。

�　黄嫣梨『漢代婦女文学五家研究』第６章

「蔡 」（河南大学出版社，1993）

　はじめに，従前の研究を紹介しながら蔡 の経

歴を述べるが，特に筆者の新しい知見は示されて

いない。しかし，先行研究は，前掲の諸論考に比

べ丁寧に踏まえられている。

　「悲憤詩」に関して，黄嫣梨は，蔡 作とされる

三首は自伝体の作品といえる。特に，第一首は，

中国詩史上，文人が創作した初めての自伝体によ

る五言長編詩である ―― と説いている。筆者の

言うように自伝体であれば，史実とのある程度の

整合性が要求されるし，そこから「悲憤詩」の真

偽問題も探求できるように思う。

　黄嫣梨は，蔡 の配偶について，南匈奴左賢王

の妻となったことを記す。�陳と同様である。�

余との蔡 の事跡に関する見方の若干の相違は，

「悲憤詩」の理解に懸隔を生じさせることになろう。

　また，五言体の方は帰国後の状況を描写し，騒

体より内容が増益しているから，漢地帰国後の作

だとする推測は，�岡村と似ているが，あまり説

得力がない。

　蘇軾・�卞等々従来の学説が，「感時念父母」の

一句にとらわれて，蔡 の死後このような慨嘆を

もらすのは矛盾だと主張したことに対し，黄嫣梨

は，こう述べる。〈蔡 は時に感じて，父母を追念

しているのであって，何かの時に触れて，故人を

追憶することはよくある。『史記』屈原列伝�に

「天は人の始め，父母は人の本。困苦が極まれば天

に呼びかけ，痛み極まれば父母に呼びかけるのが

常だ。」と言うのは，人情である。まさか，父母が

死んだら，もう恋しがったり，声をあげて呼びか

けたりできないというのでもあるまい。いわんや，

文芸創作は歴史実録とは異なる。五言体の悲憤詩

は，叙事詩だが詰まるところ文芸作品だ。言葉の

配列上，「母親を念う」「家人を念う」より「父母

を念う」の方がよい。〉

  以上，黄嫣梨の意見は正鵠を射ているように思

う。このような立場から，黄は，「悠悠三千里」の

解釈についても，従前の研究者が，地理的な距離

と合うのかどうか穿鑿してきたことに対して，必
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ずしも実際の距離を示すのではなく，「三千里」は

距離の大きさを表す文学言語であると，例を挙げ

て考察している。

　黄嫣梨は，「悲憤詩」は，叙事と抒情の緊密な結

合が見られる。とりわけ五言詩は文人抒情詩の作

法を消化し，また楽府の叙事詩にならっている。

中国詩歌史上，「悲憤詩」と「焦仲卿妻」は叙事詩

の双璧である ― ― と述べる。また「悲憤詩」が二

首とも，愛子と棄子の矛盾を描く点にも注目する。

「感時念父母」という句を含めて，「悲憤詩」に通

底する骨肉の情が，中国文学史上どのように表現

されてきたか。それも「悲憤詩」をめぐる一つの

新たな課題になろう。

�　余志海「蔡 五言《悲憤詩》的情感透視」

（『陝西師大学報』24－１，1995）

　余志海は，五言の「悲憤詩」を蔡 の作と見な

す前提の上に，作品論を展開。「悲憤詩」における

感情と創作の関係を分析する。

　余志海は，詩人は，言い尽くしがたい痛苦の感

情をもつ場合，作品中にそれを表現しないことが

あると述べている。そしてたとえば，蔡 が左賢

王に嫁ぐ際の状況は説明されず，「人俗少義理」と

いう一句を述べるのみであると指摘している。参

考にすべき意見だろう。ただし余志海も，蔡 が

南匈奴において再嫁したのは左賢王と述べている。

既述したように，『蔡 別伝』の言う左賢王の部下

に嫁した可能性が，検討されるままに誤読を重ね

ていると言えまいか。

�　冨谷至『ゴビに生きた男たち ― 李陵と蘇

武』（白帝社，1994）

　「悲憤詩」についての論著ではないが，注意を引

く言及が，同書の「黄昏そして西域慕情」という

章にある。

　冨谷至は，『文選』巻41，李少卿の「答蘇武書」 �

を南朝宋の偽作とする論究の中で，「西域胡地を題

材にした叙情詩，及び詩語が，東晋から宋にかけ

ての間に結実していったと考えたい」とし，その

際，「悲憤詩」も史料として用いられたと述べる。

冨谷至は，蘇軾以来の「悲憤詩」偽作説に左袒す

ると言い，范曄『後漢書』は，南朝にできあがっ

ていた偽作の「悲憤詩」を蔡 の列伝に配置した

のではないかと推測している。ただし，「悲憤詩」を

偽作とする根拠について，蘇軾の説に触れる以外

何も示していない。

　しかしながら，仮に「悲憤詩」を後人の偽作と

考えた場合，�岡村でも触れたが，それを生み出

す晋宋前後の文学因襲・文学環境を考察すべきだ

と思う。その意味では，冨谷至が，「悲憤詩」の形

成を，西域胡地をめぐる詩的世界の発展と広く関

連させて論じるのは，示唆的であると考える。

　�　川合康三『中国の自伝文学』（創文社，1996）

　中国の自伝文学を，西欧との対比を含め幅広い

射程から論じた同書中「Ⅴ 詩の中の自伝」に，

「悲憤詩」が取り上げられる。川合康三は，「悲憤

詩」二首の真偽に，今日も定説がないとし，作者

が誰かという問題よりも，作品そのものがどのよ

うな性格を有するのかという点から「悲憤詩」の

見直しを試みる。このような観点は，�黄・�余

が，一応「悲憤詩」を蔡 作と見なした上で作品

論に及ぶ立場とも異なっている。

　川合康三は，詩が「古典文学ではすぐれて様式

化されていたもの」であることを確認する。その

ことを踏まえた上で，「悲憤詩」が「自伝」と見な

しうるのかという問題提起をしている。さらに，

この作品は，蔡 の悲劇的人生を劇的・物語的に

語っているが，それは女性が自立しえない時代に

被る様々な不幸というものを，蔡 という具体的

な女性の典型的人生によって語ったものだと指摘。

そして，「悲憤詩」は自伝性よりも物語性が濃厚で

あり，「語り手の感情はあまりにも類型化していて，

個としての性格が乏しい」と述べる。

　川合康三の一つの結論は，「悲憤詩」は作者の問

題と切り離して，「蔡 という実在の女性，その悲

劇的人生を素材として組み立てられた物語詩，そ

う捉えるのが最も自然で無理がない」というもの

である。このように，川合康三の論究は，真偽論

を前提とした旧来の「悲憤詩」研究の常套を乗り

越える画期性をもっている。「自伝」という新たな
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枠組みによりつつ，中国文学の大きな因襲の流れ

の中に作品を把捉する川合康三の試みは啓発的と

言えよう。

　川合康三は，同書の末尾で「典型への志向が強

い中国では，差異化より類型化が有力に働き，自

分という人間も類型の枠の中で認識しようとす

る」と述べている。個性にまして典型化・類型化

の著しい建安詩や楽府詩の因襲の中で「悲憤詩」

を見たとき，蔡 の人生とそれを描く詩的世界と

の間にはある一定の距離を置くべきであろう。

　しかしながら，たとえ女性が経験するあまたの

不幸の典型として蔡 の人生が描かれているとし

ても，後漢末の政治社会状況や南匈奴の動向を具

体的に把握すること，それによって，「悲憤詩」の

理解をはかってきた従来の研究はなお意義をもっ

ている。史伝と作品の関係をどう見るかは基本的

課題であるが，「悲憤詩」の描く人生の曲折に満ち

た世界は，後漢末時代の具体的史実の中に浮き彫

りにされることもまた事実であろう。

五

　冒頭で述べたように，「悲憤詩」の理解には定論

がなく，真偽論と作品自体の捉え方の関係も複雑

に絡み合っている。浅識を顧みず，従来の論考に

逐一検討を試みた所以である。1950年代以後本格

化した，真偽論を含む「悲憤詩」の論究は，必ず

しも先行研究の批判的継承の上に発展してきたと

は言い難い。そのように跛行的な研究の状況は，

1990年代に入り，旧来の考察の見直しや，テクス

トに内在する文学性等の探求へと進展を見せ始め

た。新たな研究の展望は今後に待つとして，「悲憤

詩」の基本的理解について従来の論究をふまえ，

最後にあえて私見を述べたい。

　「悲憤詩」の真偽論は，偽作とするものの根拠は

総じて薄い。真作と論じる中では，�戴・�余・

�劉・�李・�鄭等の論証が妥当性をもつように

思われる。特に�余と，それを踏まえたと考えら

れる�鄭は，「悲憤詩」を理解する基本資料�と言

うべきであろう。その理由および他の論考との比

較は，間々既述した通りである。偽作と結論した

�内田も，論証自体は堅実で，むしろ「悲憤詩」

に後漢末・南匈奴史を窺う史料としての価値を認

めている。同時代もしくは近接する時代の受容者・

読者であれば容易に了解するであろう，後漢末の

政治社会状況の中でもたらされた事件や悲劇的な

体験が，「悲憤詩」に詠み込まれているとすれば，

そこに作者の別と関わりなく歴史の真実が浮かび

上がってこよう。真作論に立ちかつ論証が妥当と

思われる上記の論考も，曲折のある後漢末の歴史

背景を詳細に把握していると言える。

　大要まとめれば，蔡 は初平３年に陳留におい

て，「東下」した董卓麾下の李 ・郭�の軍により

拉致され，「西の関に入り」長安に向かった。転じ

て興平２年に南匈奴左（あるいは右）賢王の部伍

の手に渡り，「華と異なる」異境の地，南匈奴の河

東平陽に入った。その後，部伍中の者と婚姻し二

子をもうける。興平２年から12年を経た建安11・

12年頃，曹操により贖い戻され漢地に戻り，更に

「命を新人に託」して再婚した。その翻弄される境

遇を作品に結晶させたのが五言体の「悲憤詩」で

あろう。騒体はその体験の中から南匈奴での生活

と子との別れをテーマに詠じている。

　�余が示すような（実際の地理と詩的空間に齟

齬を見る）騒体偽作論�について言えば，文学史の

通説となっているが，そのことの検証は十分にさ

れていない。�鄭・�黄が明快に指摘しているよ

うに，「悲憤詩」は歴史記述と異なる文学言語であ

り，修辞や誇張を免れないこと，特に，叙事的な

五言体と異なり騒体の「悲憤詩」は抒情性が濃い

様式であることに注意すべきであろう。

　ただし，「悲憤詩」を蔡 の作と認めるならば，

創作者としての女性の位置づけを含め，それを後

漢末・建安時代の文学史に組み込み直す作業が必

要である�。また偽作論を主張する場合は，前述し

たように，そのような偽作をもたらす晋宋の文学

因襲まで見渡すべきであろう。

　さらに「悲憤詩」及び「蔡 」がどう受容され
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たかを究明していくことも今後の課題である。他

日の考察に期したい。「胡笳十八拍」はその中で理

解しうるものと考えている。

　拙稿は，不学ゆえの遺漏や参照の及ばなかった

論究もあると思う。ご批正を仰ぎたい。

註

�　創作者としての「女性」の文学史的位置づけや，

「悲憤詩」における女性性の問題は，拙稿①「後漢

末・建安文学の形成と『女性』」（『山形大学紀要<人

文科学>』15－４，2005）・②「建安の『寡婦賦』に

ついて ― 無名婦人の創作と詩壇 ― 」（『山形大学

人文学部研究年報』２，2005）でふれた。

�　『後漢書』（中華書局，1965）列女伝，2800～2803

頁。注３以下の出典は，紙幅の都合上所在のみ示し，

同一資料の重出は避ける。

�　論文の検索は，『東洋学文献類目』（人文科学研究

協会，～2004）・『三国志研究要覧』（新人物往来社，

1996）・『日本中国学会報』彙報（～2004）を参照。

�　宋，胡仔『 渓漁隠叢話』（『四庫全書』〈上海古

籍出版社，1987〉集部，詩文評所収）前集巻１，

1480－49頁。

�　『 渓漁隠叢話』（『四庫全書』集部，詩文評所収）

前集巻１，1480－49・50頁。

�　『後漢書集解』（中華書局，1981）巻84所引。14

葉右。

�　『後漢書』南匈奴伝，2965頁。

�　『三国志』魏書，武帝紀，９頁。

�　『後漢書』董卓伝，2322頁。

�　『四庫全書』子部，雑家類所収，860－324頁

�　『後漢書』董卓伝，2332頁。

�　『後漢書』董卓伝，2333頁。

�　『後漢書』献帝紀，の記載によったと思われる。

378頁。

�　『後漢書』献帝紀，371頁。

�　『後漢書』朱儁伝，2312頁。

�　『資治通鑑』（中華書局，1956）によれば，陳留

県が李 ・郭�によって殺掠されたのは初平３年正

月。1931頁。

�　余冠英が用いたテクストは「仇池筆記」（『四庫全

書』子部，雑家類所収）偽作，863－７頁。

�　胡応麟『詩薮』（中華書局，1959）外篇巻１，

129頁。

�　未見。�余冠英，78頁所引。

�　鄭振鐸『挿図本中国文学史』（人民文学出版社，

1957）111・112頁。

�　『後漢書集解』（中華書局，1981）巻84，14葉

右・左。

�　ただし，『後漢書』南匈奴伝は，建安元年，『後漢

紀』（中華書局，）献帝紀は，興平２年12月のこと

とする。543・544頁。

�　『後漢書』董卓伝，2340頁。

�　『後漢書』南匈奴伝，2966頁。

�　『尚書古文疏証』（『四庫全書』経部，書類所収）

卷５下，66－270頁 。余冠英は巻50下とするが誤り。

�　『世説新語校箋』（中華書局，1984）444頁。

�　『晋書』（中華書局，1974）羊 伝，1013頁。

�　『晋書』蔡豹伝，2111頁。

�　『後漢紀』（中華書局，2002）献帝紀，536～539

頁。

�　『三国志』魏書，王粲伝，597頁。

�　『中国文学報』13，1960。

�　『藝文類聚』（中文出版社，1980）巻30，人部14

「怨」，542頁。

�　『資治通鑑』1978頁。

�　『晋書』載記，劉元海伝，2644・2645頁。

�　内田吟風「魏晋時代の五部匈奴」（『北アジア史研

究 匈奴篇』〈同朋舎, 1975〉所収）は，建安17年頃

より曹魏政権が，南匈奴全体に影響力を及ぼしつつ

あったことを，曹操が陳琳に欠かせた檄文「檄呉将

校部曲文」（『文選』巻44）や，『三国志』魏書，梁

習伝の記載から推測している。

�　『楽府詩集』（中華書局，1979）巻59，「胡笳十八

拍」解題所引，860頁。
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�　�戴君仁論文，２頁。

�　『中国歴史地図集』（地図出版社，1982）第２冊，

42・43頁。

�　作品や文学史の考察をする場合，男女の性差（＝

作家が男性か女性か）に関わりなく「女性性」とい

うものが存在することにも注意すべきことを，注１，

拙稿①でふれた。

�　注35前掲書，271頁参照。

�　『後漢書』蔡 伝，2006頁。

�　『後漢書』蔡 伝，2002頁。

�　郭沫若の戯曲「蔡文姫」（『郭沫若選集』〈人民文

学出版社，1982〉第８巻所収）・顧銘新『蔡文姫全

伝』（長春出版社，1977）では，蔡 を左賢王の王

妃としている。

�　文学史書の中では，管雄『魏晋南北朝文学史論』

（南京大学出版社，1998）・中国社会科学院文学研

究所，徐公持編著『魏晋文学史』（人民文学出版社，

1999）が，「悲憤詩」の真偽論とそのあらましまで

言及し，安易な「通説」に終わっていない。

�　『藝文類聚』巻59，武部「戦伐」，1070頁。

�　富永一登『文選李善注引書索引』（研文出版，

1996）参照。そのうち五言体の句が７割，騒体の

方が３割ほどを占め，「胡笳十八拍」の句は引用さ

れていない。『文選』李善注を見る限りの推測であ

るが，「胡笳十八拍」は六朝期のものからはかけ離

れた文学言語であったか。そもそも李善は「胡笳十

八拍」を偽作と見なしていたか，あるいは李善注成

立時に「胡笳十八拍」は存在していなかったか。い

ずれかの可能性が考えられる。

�　７葉左。『文選』巻43，趙至「与 茂斉書」にあ

る，「朝露啓暉，則身疲於 征」という句にも，同

じ「蔡 詩」の引用がなされる。15葉右。

�　10葉右。

�　23葉右。

�　『史紀』（中華書局，1959）屈原伝，248頁。

�　１葉左～７葉右。

�　両者の「悲憤詩」の解釈は，以下の注釈書に反映

されている。余冠英『漢魏六朝詩選』（三聯書店，

1993） 20～24頁。鄭文『漢詩選箋』（上海古籍出

版社，1986）145～153頁。

�　�鄭はふれないが，注52の注釈書では偽作と

疑っている。

�　注１拙稿②で，建安文学における丁 の妻という

無名婦人の創作についてふれた。 
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  《 悲  》 小 考 

― 研究史和争 点 ―

 福 山 泰 男

（文化システム専攻アジア文化領域担当）

　《后  》列女 ・董 妻 即蔡 （字文 ） ，被 做《悲  》的 二首被收 。蔡 是后 代表学

者蔡 的女儿，在后 末的 乱中 作 一名留下坎   的女性而被人 熟知。在《悲  》中，   

性人生的一部分被咏 ，但 于作者自古 来有多 争 。

　除《悲  》二  外，相  蔡 的作品有《胡茄十八拍》。但是，《胡茄十八拍》是在北宋末年郭茂 

的《 府 集》中 初次出 的作品，和范 的《后  》 收 《悲  》 本的性 相 ，   于 

 件作品的研究方法，程序自然不同。我想姑且 作  本的《悲  》和《胡茄十八拍》分 来 行思考。

 于《胡茄十八拍》，  作品的真   ，1959年在中国 《胡茄十八拍》 行 很大的争 。其中， 

《悲  》相 的重要研究也被 展。 些也包括《悲  》 来 多的被广泛   的，但各个  ， 点，

 价，批 方法等尚有 得商 之 的研究。

　 且，把《悲  》 于怎 的文学史的地位，《后  》列女 被收 了的 史，思想的意 ，或者作品

内在的女性  等  ，很多被 留下来。

　 了完成此 新  ， 且有必要 《悲  》 前的各 理  行  。 稿  前  表的30篇左右

有 《悲  》的 文 行了探究，就此争 点 明一下个人  。

　1950年 后 《悲  》的研究 得正  了，但包括真  在内的广泛  ，未必能 在 先前研究批

  承的基 上得到了 展。如此失 的研究状 ，在 入1990年 后，   前的研究重   和 本内

在文学性等探究得到了 展。

　把《悲  》作 基  怎 理 ？ 且  的研究如何展望？ 稿在最后  明若干个人  。
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「悲憤詩」小考 ― 研究史とその問題点 ―　福山



　16世紀前半にアントウェルペンで活躍した画

家クエンティン・マセイスは奇妙な画家である。

ヘラルト・ダフィトのようなまことに甘美な聖母

子を描くかと思えば，レオナルド・ダ・ヴィンチ

ばりの達者なカリカチュアもものにする。本稿で

考察の対象とする1514年作のいわゆる《両替商と

その妻》（ルーヴル美術館）（図１）は，その両方

の側面を有する，彼の作品群の中でも特異な作品

である�。

　よく見てみよう。手前にカウンターがあり，向

かって左側に男が左手で

天秤をもち，金貨の重さ

を真剣に量っている。右

手は一枚のコインを親指

と人差し指でつまんでい

る。カウンターにはたく

さんの金貨が山のように

置かれており，他に蓋付

きの分銅入れ，左手前に

は黒い布地の上の真珠の

粒，ガラスの蓋付き杯，

筒にはめられている指輪

などが載っている（図２）。

右側では女が左手で本の

ページをめくっている。

本は，多分祈 書なのだ

ろう。一頁全体に聖母子

の挿絵が描かれている

（図３）。ところが女の視線は，書物へではなく，

男の天秤の方へ向けられている。いかにも世俗的

な金貨と聖なる書物の対比と，天秤へ向けられた

視線は，どのように解釈されるべきなのだろう。

　さらに，後ろの棚に視線を移そう。上の棚左か

らガラスのフラスコ，巻紙，銅鏡，果物，手紙あ

るいは書類，帳簿のようなもの，本，下の棚には

箱，ビーズ，天秤，筆ケース，ローソクなどが，

いかにも静物画のように精密に描写されている。

婦人の頭巾にはピン留めが付いているが，これも

またきわめて精密な写実

となっている。この女の

頭飾りを留めるピンの描

写は，ロベール・カンパ

ンの《夫婦の肖像》（ロ

ンドン，ナショナル・ギャ

ラリー）（図４）などに

見られるように，15世紀

ネーデルラント絵画に特

有の細密描写である。

　15世紀ネーデルラント

絵画に特有のモティーフ

「正しい天秤，正しい重り」―― 元木
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 「正しい天秤，正しい重り」

― クエンティン・マセイス《両替商とその妻》の意味と機能 ―

 元 木 幸 一

（文化システム専攻欧米文化領域担当）

図１　クエンティン・マセイス 
《両替商とその妻》
パリ，ルーヴル美術館

図２　図１部分

図３　図１部分

図４　ロベール・カンパン
《夫婦の肖像》右パネル，

ロンドン，ナショナル・ギャラリー
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がもう一つ目

立ったところに

描かれている。

手前の凸面鏡，

あの有名なヤ

ン・ファン・エ

イクの《アルノ

ルフィーニ夫妻像》などに描かれている独特のイ

メージである。ところがこの絵での鏡（図５）と

《アルノルフィーニ夫妻像》の鏡（図６）とでは，

まるで異なる。後者では，鏡は一番奥の壁に掛けら

れ，絵画に描かれた部

屋や人物を絵とは逆方

向で映し，さらにそれ

に見えない人物やモ

ティーフを付け加えて

一つの部屋，一つの絵

画世界を完璧に再現す

るような描き方をして

いるのに対し，ここで

は，鏡が手前に置かれ

たために，絵画世界と

異なる別の世界を映し出しているのである。鏡に

映っている世界は，まったく絵画空間には描かれ

ていない。とすると何が映っているのだろう。大

きく窓が映り，窓の手前に赤いターバンを被った

あごひげの人物の頭部が見える。さらに窓の向こ

うには建物が視界に入る。さて，この人物は誰で，

何をしている人なのだろうか。そしてその意味

は？

　ここまで見てきただけでも，この絵は謎に満ち

ているが，よく見るとさらにまた奇妙なものが描

かれている。画面右奥，女の左肩の上に戸口が開

いており，そこから二人の男が口を開けてお喋り

している光景が覗かれる（図７）。漫画のように滑

稽に描かれているが，それはこの画家クエンティ

ン・マセイスが得意なカリカチュア的描法である。

つまり手前の二人と，後ろの二人はまったく異

なった描法で描かれているのである。しかし，こ

の極端に異なっ

た描法の使い分

けもまた，この

画家の達者さを

示す，際立った

特徴なのである。

　それにしても

この漫画のような二人も謎である。いったい絵画

の中でどのような役割を担っているのだろう。

　このように，この絵は，一見すると両替商を描

いた単なる風俗画のようだが，よく吟味すると不

明なことがたくさんあることに気づく。そこでこ

の絵が何のために描かれた，どのような絵なのか

ということを一番大きな謎と措定して，一つの仮

説を築き上げていきたい。

　そのために二つの道をとろうと思う。

　まず，これが両替商の絵であるということを前

提として，中世からルネサンスの商いの様相や商

人の生態を探っていこう。中世にあっては商人は

どのように考えられていたのだろうか。どのよう

な活動をし，どのように考えて生活をしていたの

だろうか。

　さらにもう一つは，この絵にきわめてよく似た

半世紀ほど前の作品ペトルス・クリストゥスの《金

銀細工師（聖エリギウス？）》との比較を通して，

この絵の類似モティーフの意味を探り，二つの絵

の類似性と相違に焦点を当て，二つの絵が描かれ

た状況を探求したいと思う。

１　中世ヨーロッパの商人像

　ヨーロッパ中世からルネサンスにかけての商人

がどのような人たちだったのかを，第一に中世の

人々のもっとも重要な規範だった聖書など宗教的

見地から，次に実際の商人の姿をある一人の商人

を通して見て行こうと思う。それは，現在手紙や

帳簿などの文献資料が大量に残っているイタリア，

プラートの商人フランチェスコ・ディ・マルコ・

ダティーニという人物である�。
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図５　図１部分

図６　ヤン・ファン・エイク
《アルノルフィーニ夫婦像》部分
ロンドン，ナショナル・ギャラリー

図７　図１部分



　�　聖書の中の商人

　聖書では金持ちや商人は，基本的にあまり好意

的には記されていない。以下を参照しよう�。

〈黄金を愛する者は正しい者にはなれず，金銭を

追い求める者は金銭で道を踏み外す。黄金がも

とで多くの者が身を滅ぼした。彼らは滅亡と顔

を突き合わせていたのだ。〉（『シラ書（集会の

書）』31：５－６）

　これは旧約の続編でカトリックでは第二正典と

されている書だが，新約の福音書では，次のよう

に記される。

　〈イエスは弟子たちを見回して言われた。「財産

のある者が神の国に入るのは，なんと難しいこ

とか。」弟子たちはこの言葉を聞いて驚いた。イ

エスは更に言葉を続けられた。「子たちよ，神の

国に入るのは，なんと難しいことか。金持ちが

神の国に入るよりも，らくだが針の穴を通る方

がまだ易しい。」〉（『マルコによる福音書』10：23

－24）

　ではなぜ金銭を求める者は正しい者にはなれな

いのだろうか。なぜ金持ちは神の国に入れないの

だろうか。その根拠は次にある。

　〈だれも，二人の主人に仕えることはできない。

一方を憎んで他方を愛するか，一方に親しんで

他方を軽んずるか，どちらかである。あなたが

たは，神と富とに仕えることはできない。〉（『マ

タイによる福音書』６：24）

　この「神と富とに仕えることはできない」とい

う言い方は『ルカによる福音書』（16：13）でも

繰り返されている。キリスト教は，元来，金銭と

神を相反するものと考えてきたのである。

　それゆえ金銭に執着するのは７つの大罪の中の

筆頭「貪欲（avaritia）」なのである。その貪欲の

代表は高利貸しであり，特に強く禁じられた。聖

書では５か所にわたって高利貸しを禁ずる言葉が

記されている。

　〈もし，あなたがわたしの民，あなたと共にいる

貧しい者に金を貸す場合は，彼に対して高利貸

しのようになってはならない。彼から利子を

取ってはならない。〉（『出エジプト記』22：24）

〈もし同胞が貧しく，自分で生計を立てることが

できないときは，寄留者ないし滞在者を助ける

ようにその人を助け，共に生活できるようにし

なさい。あなたはその人から利子も利息もとっ

てはならない。あなたの神を畏れ，同胞があな

たとともに生きられるようにしなさい。〉（『レビ

記』25：33）

〈同胞には利子を付けて貸してはならない。銀の

利子も，食物の利子も，その他利子が付くいかな

るものの利子も付けてはならない。外国人には利

子を付けて貸しても良いが同胞には利子を付け

て貸してはならない。〉（『申命記』23：20－21）

〈主よ，どのような人が，あなたの幕屋に宿り　

聖なる山に住むことができるのでしょうか。

……金を貸しても利息を取らず　賄賂を受けて

無実の人を陥れたりしない人。〉（『詩篇』15 ：

１－５）

〈返してもらうことをあてにして貸したところ

で，どんな恵みがあろうか。罪人さえ，同じも

のを返してもらおうとして，罪人に貸すのであ

る。しかし，あなたがたは敵を愛しなさい。人

に善いことをし，何も当てにしないで貸しなさ

い。〉（『ルカによる福音書』６：34－35）

　このような聖書に基づいて，中世の神学者たち

は，利子を「ウスラ（Usura)」（過剰）と呼び，

非難する。聖アンブロシウスは「ウスラとは与え

る以上に受け取ることである」と言い，聖ヒエロ

ニムスは「何であれ与えた以上に受け取れば，ウ

スラ，過剰と呼ばれる」という。さらにグラティ

アヌス『教令集』では，「元金を超えて要求される

ものはすべてウスラである」とされる�。

　注目すべきは，同胞への高利貸しはいけないが，

外国人へのそれは認められているということであ

る。これは，中世にあって，ユダヤ人高利貸しの

隆盛を招く論理となった。当初は嫌われる商売と

しての高利貸しは主にユダヤ人に委ねられたので

ある。

「正しい天秤，正しい重り」―― 元木
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　なぜ高利貸しは良くないのか。５世紀の聖ヨア

ンネス・クリュソストモスの筆とされるテクスト

では，こう理由が述べられている。

〈あらゆる商人のうちで最も呪われているのは

高利貸しである。彼は人手によって得られた物

ではなく神がお与え下さった物を売り，ウスラ

をとって，他人の財と共にそれを取り戻すとい

う，商人にあるまじきことをするからである。

反論もあろう ―― 田畑を貸して小作料を取り，

家を貸して家賃を貰う人は，金を貸して利息を

取る人と同類ではないのかと。まさに同類では

ないのである。第一に，金の唯一の機能は買い

物の代価の支払いであり，第二に，農夫は大地

に収穫をもたらさしめ，借家人は家屋を享受す

るからである。この二つの場合には，所有者は

自己の所有物の利用を提供して金を受け取り，

いわば利益に換えるに利益をもってしていると

思われるのに，貸し付けられた金自体には何ら

利用の途はないのである。最後に，利用は徐々

に田畑の地力を奪い家屋を損耗せしめるのに，

貸金には滅衰も老化もないからである。�〉

　金は，買物のためだけに機能すべく作られた物

であるのに，そこから利益を生み出すことはけし

からぬ，というわけである。つまり金自体に価値

はなく，単なる物物交換のための道具に過ぎない

というわけである。中世の大哲学者トマス・アクィ

ナスはこう述べる。

〈貨幣は……主に交換を目的として発明された

ものである。したがって，貨幣本来の第一の用

途は交換において支出消費されることである。

よって，貸金の利用に代価を受け取ることは，

それ自体として不正である。そこにウスラ＝高

利が在るのだ。�〉

　金が，それ以上の金を生むのは不正だというの

である。ゆえに高利貸しは盗人とされる。

　チョバムのトマスは端的にこう言う。

〈高利貸しは窃盗，あるいは高利，あるいは略奪の

罪を犯す。なぜならば，彼は「持ち主」つまり神

の意に反して，他人の財を受け取るからである�〉。

　高利貸しは神の物を利用して，利益を得る。神の

物とは何か。それは時間である。つまり，高利貸し

は時間を売って利益を得ているのである。それゆえ

自分の物でない，神の物を売っているが故に窃盗な

のである。たとえば，14世紀初頭のフランチェスコ

派修道会の一神学教授はこう言ったという。

〈質問　商人は同一の取引において，即座に精算

できる者よりも多くの金を，即座に精算で

きぬ者から取り立てうるや？　それを論

じた答え　　否。何故ならば，そうするこ

とにより，彼は時間を売ることになり，そ

して，自分の持ち物ではないものを売るこ

とによって，高利貸しの罪を犯すことにな

るであろうから�〉。

　かくして高利貸しは文学や美術の中では，地獄

で苦しむ人として登場する。そのもっとも代表的

なダンテの『神曲　地獄篇』を見よう。

　〈だがわたしの目にとまったのは

彼らがみな銘々に

色と印の異なる巾着を頸から吊り下げ

それを目で嘗めるようにいとおしむその風情。�〉

　「色と印の異なる巾着」とは，高利貸したちの家

の紋章入りの財布のことである。この時代，もう

すでに高利貸しはユダヤ人のみではなかった。ダ

ンテは『地獄篇』に何人かの名前を挙げている。

ジャンフィリアッツィ家，ウブリアーキ家，パド

ヴァのスクロヴェーニ家などである。彼らは地獄

の住人として登場するのである。

　ジャック・ド・ヴィトリーの話はもっと生々し

い。

〈聞いた話しだが，ある高利貸しは断末魔の苦し

みの中でも，どうしても自分の金を手放す気に

なれず，妻と子供たちを呼んで遺志を果たすこ

とを誓わせた。彼は妻と子供たちに宣誓させた

上，遺産の金を三分することを命じた。三分の

一は妻の再婚資金，三分の一は息子たちと娘た

ちへの遺贈にあてる。そして残る三分の一は小

さな袋に入れて彼の首に懸け，遺骸と共に埋葬
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せよというのである。大金とともに高利貸しが

埋葬されると，遺族は夜陰に乗じて金を回収し

ようと企て，墓を暴いた。彼らがそこに見たの

は，燃え盛る炭火と化した貨幣を高利貸しの口

の中に詰め込んでいる悪魔どもの姿であった。

彼らは恐怖に襲われて逃げた�〉。

　死んでまでもお金に執着する高利貸しの妄執と

墓場で悪魔にいたぶられている姿がしつこく描写

されている。なぜなら高利貸しは神が作ったので

はなく，悪魔が作った人間なのであるから。ジャッ

ク・ド・ヴィトリーはこういう。

〈神は三種類の人間 ― ― 人の暮らしを支える

ための農民とその他の労働者，彼らを護るため

の騎士，彼らを治めるための聖職者 ― ― をお

定めになったが，四番目の人間，高利貸しは悪

魔が設けた。彼らは人間の労働には参加しない。

したがって人間とともに罰せられることはなく，

悪魔とともに懲戒されるであろう。�〉

　だから，悪魔とともに地獄にいるのである。し

かも地獄で悪魔に苦しめれられているのである。

　とはいえ，中世末期には，「時間を売ることはで

きぬ」とした伝統的な意見が現実の世界で受け容

れられない理論であることを，教会ですら理解す

るようになった。それゆえ，13世紀以来告解の慣

行などを初めとして，商人活動の正当化は推進さ

れていくのである�。

　�　「プラートの商人」

　こうした聖書や神学，文学の記述は，中世の商

人の実態とどのような関係にあるのだろうか。書

簡や書類が大量に残っている14世紀末から15世

紀初めにかけてのフィレンツェの衛星都市プラー

トの商人フランチェスコ・ディ・マルコ・ダティー

ニを対象にして，その生活，人生観，商業観など

を探求したい。彼に関連する現存する資料は，

1870年に発見されたのだが，500冊の帳簿，会計

簿，300通ほどの共同経営の契約書，保険証券，

船荷証券，為替手形，小切手，約14万通の通信

（内１万1000通は私信），他に503冊の様々なファ

イルなどからなる。これ

によって，例を見ないほ

ど多面的に，一人の商人

の姿が浮き彫りにされた

のである。

　彼は最盛期にはアヴィ

ニョン，プラート，フィ

レンツェ，ピサ，ジェノ

ヴァ，スペイン，マヨル

カに商館を置く大商人で，

しかも一人でここまでの

し上がった立志伝中の人物だった。今でもプラー

ト市庁舎の壁の下には彼の銅像が立っているとい

う。また，いくつかの美術作品に彼の肖像が描か

れており，最も有名なのは，フィリッポ・リッピ

の《チェッポの聖母》の寄進者像である（図８）。

　彼の商売は，今日的に言えば総合商社といって

もよいほど多種多様な品物を取り引きしている。

例えば，ロマニアと呼ばれるビザンツ帝国領域か

らは鉛とミョウバンと巡礼服，黒海からは奴隷と

香辛料，ロンドンなどからはイングランド産の羊

毛，マヨルカとスペインからはアフリカやスペイ

ン産の羊毛，ヴェネツィアからは絹，コルドバや

チュニスからは皮革，サルディニアとシチリアか

らは小麦，カタルーニャからはオレンジとナツメ

ヤシの実とワインなどを輸入した。もちろん銀行

業務も両替もやった。

　先の聖書の中の記述と比較すると，この銀行，

両替業務に対する態度が興味深い。ダティーニの

銀行業務に対して，友人ドメニコは次のような手

紙を送っている。

〈何人もの人がこう言うのを聞きました。両替商

になったために，フランチェスコ・ディ・マル

コはフィレンツェの大商人という評判を落とす

だろう。というのも，高利の契約をしない両替

商などはいないのだからと。わたしはあなたを

弁護して，あなたが今でも前と変わらぬ商人で

あろうとしていて，銀行をやるにしても高利で

貸したりはしないのだと言いました。………で

「正しい天秤，正しい重り」―― 元木
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図８　フィリッポ・リッピ
《チェッポの聖母》

プラート，パラッツォ・プレトリオ
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も別の人はこう言うのです。「あの人は二度と再

び今までのようなりっぱな商人にはなれないし，

よい評判も持てないよ。君はこの件について

ちゃんと忠告して貰わなかったかね」と。�〉

　要するに，当時の人々にとり，両替と高利貸し

の区別はきわめて曖昧で，権力者はむしろその曖

昧さを利用しようとしたのである。だからドメニ

コはダティーニに次のように忠告するのである。

〈「フランチェスコは考えていないんだ。都市政府

が金が入り用になったとき，政府のために両替業

を行うことを強要されて，彼がそれに従わざるを

得ないだろう，なんてことは。なにしろフラン

チェスコは，他の多くの市民のように，政府から

手を引くことのできるほどの力は，ここではもっ

ていないんだよ」と言われましたよ。�〉

　当時「高利貸し」は都市法により禁じられてい

たが，実はかなり曖昧で，例えば借金の返済が遅

れたために債権者が損害を被ったことを証明でき

れば，債務者がその弁償をすることは合法だとい

うが，一方で教会は貸付金から取るあらゆる利息

に対して「高利貸し」と述べているのである。そ

して高利貸しは「秘蹟にもあずかれず，教会の墓

地に埋葬することもできない」という。だから，

両替商は，普通の人々の誤解を受けやすかったし，

都市政府はそれにつけ込んで，税金を取ろうと脅

迫したのである。庶民にとっては，フランチェス

コのような国際的商人にしても銀行家と高利貸し

の区別をきちんとできず，商品ではなく，金の取

引はいかなるものも一種の高利貸しにちがいない

という疑念を抱いていたらしい。

　友人ドメニコ・ディ・カンビオはこう書いている。

〈お願いです。……飛んでいる鳥を全部つかまえ

ようとするのはやめて下さい。……神がお貸し

くださったもので満足して下さい。〉

〈フランチェスコ，人は金をもうけることを考え

なければなりませんが，友達と楽しむことも考

えるべきです。�〉

　別の友人ラーポ・マッツィも言う。

〈あなたがこういう商売に……あまりにも貪欲

に，あまりにも心を擦り減らしているのを見る

と心が痛みますよ。これはいけないことです。

賢い男なら，自分の欲望の手綱を締めることを

学んで，節度を護らなければ……。奥さんが女

中に支配されているような家は楽しくないもの

です。理性がわがままに支配されている魂だっ

て神のみ心には適いませんよ。�〉

　ラーポはまた，節度と神を結びつける。

〈節度こそ神のみ旨です。過度のものは，絶対に

その永遠の正義に適いません。�〉

　こうして同じ商人だった友人たちからさえ，「貪

欲」といわれたダティーニだが，友人たちの助言

もあり，徐々に信仰の方に重点が傾いていく。親

友セル・ラーポはこう助言するのである。

〈金儲けはどんな悪党でもできます。けれども，

苦労して稼ぐこと，稼いだものを手放すことを

知っている者はめったにありません。〉

〈フランチェスコ，あなたの状態を百度も考えて

みました。……一人きりの時，散歩しながら，

寝床で，書斎で。愛の心があなたに真実を言え

と迫ります。それは友達の間ではいちばん大切

なことだと思うのです。

　……そして今あなたは60歳に近づき，子ども

の心配もなくなりました。それなのにあなたは，

死の床で死の扉のかんぬきが外されるのを聞く

まで，心を改めようとはしないのですか？

　要するにあなた自身が片づいたと言われる事

業をたたむことを認め，これ以上の建築はすぐ

にもやめて，あなたの富の収入から自分の手で

施しをしてほしいのです。�〉

　実際彼は今や，暇があれば，説教を聞きに行っ

たり，宗教書を読んだりしていた。彼が読んだ本

として知られているのは，聖ヒエロニムス，聖グ

レゴリウスなどの書物，聖フランチェスコの『小

さな花』であり，最も魂の支えとしたのは聖ブリ

ギッタの『啓示』であった。そして彼はこう言う

のである。

〈でもわたしは神に通ずる三つの窓をみつけま

した。第一は敵を許すこと，第二は謙遜，第三
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はすべての人を隣人として愛することです。�〉

　妻マルゲリータの手紙にもこう言われている。

〈あなたには二つのことだけが大事なのです。一

つは，神様の心にかなうことをすること，もう

一つは，あなたの人生に残された少しの時間を

使って，神様がお慈悲であなたに貸して下さっ

たものを神様に返すことです。�〉

　このようなダティーニの変化の一番大きな原因

は何かを端的に示すのが，スペインの共同経営者

に宛てた彼自身の手紙である。

〈お前は時間のことを考えていない。お前は死な

なければならないことを忘れている。……わた

しはお前とは正反対だ。この世でのことよりも，

死んだ後で自分がどうなるかということの方を，

ずっとよく考えている。�〉

　14世紀の民間の諺に曰く，

　〈より多く持つ者は，より多く残し，

より大きな苦しみを負うて逝く。

残すは負うてゆけぬもの［つまり富］，

負うは残してゆけぬもの［つまり罪］。�〉

　セル・ラーポはこの諺にコメントを付けて言う。

　〈われわれのこの人生は，死への競走に過ぎない。 � 〉

　彼の主たる張簿の巻頭には「神と利益のために」

という言葉が挙げられているが，まさに彼の人生

はそのようなものであった。つまり彼の人生はた

だ二つのものに捧げられた。信仰と商売である。

　彼は1410年８月16日亡くなったが，10万フィ

オリーノにのぼる遺産は，ほとんど全部，彼自身

がプラートに設立した財団「フランチェスコ・

ディ・マルコの貧民救済基金の家」に寄せられる

ことになった。この遺言執行人は，妻のマルゲリー

タ，共同経営者，婿，幹部社員の４人だったが，

財団は，後には，その各々の子孫と都市政府が任

命した４人の理事（プオノーミニ）によって運営

されることになった。妻にはささやかな残りの人

生を送ることができるほど，１年に100フィオ

リーノ，娘には1000フィオリーノが与えられた。

妻と娘に対する遺産が少

なすぎないだろうか。現

代のわれわれのセンスか

らすれば，そのように感

じられる。しかし，地獄

や最後の審判を信じてい

た時代の商人とすれば，

このような慈善こそ，自

分の死後の生を保証する

ものだったのである。

　ちなみにその財団の依頼でフィリッポ・リッピ

が描いた《チェッポの聖母》にダティーニととも

に描かれている４人は，おそらくその当時の４人

の理事ではないかと思われる�。

 

２　マセイス作品とペトルス・クリストゥ

ス《金銀細工師（聖エリギウス？）》

　さて問題の絵に戻ろう。カウンターが画面手前

ぎりぎりに置かれ，それに向かって座している男

が左手で天秤をもち何かを量っているという点で，

マセイスの作品は，半世紀以上も前1449年のペト

ルス・クリストゥス作品《金銀細工師》（いわゆる

《聖エリギウス》）（メトロポリタン美術館）（図９）

によく似ている。棚の位置は異なるが，棚やカウ

ンターに置かれている品々にも共通の物がいくつ

か見られる。黒い布の上に置かれた真珠，筒に入っ

た指輪，ビーズ，ガラスの杯，もちろん天秤，コ

イン，分銅入れ，そして何といっても目立つ凸面

鏡である（図10，11）。またマセイス作品の手前

の二人のファッションは明らかに当代風ではなく，

「正しい天秤，正しい重り」―― 元木
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図９　ペトルス・クリストゥス
《金銀細工師（聖エリギウス？）》

ニューヨーク，メトロポリタン美術館

図10　図９の部分 図11　図９の部分
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15世紀風である（図１）。そのようなことを考える

時，ペトルス・クリストゥスやファン・エイク周辺

の類似画題の作品がマセイス作品の影響源だった

と想定することは，そう的外れでもないだろう�。

　実は，マセイス作品よりも，このクリストゥス作

品の方がはるかに研究論文が多い。そこで，まずは

この絵の研究を追いかけることで，マセイス作品解

釈のヒントが得られるのではないかと思う�。

　�　クリストゥス《金銀細工師》の解釈

　クリストゥス作品の主要な問題点は，手前の人

物と後ろの人物たちの正体と彼らの関係，そして

鏡の意味である。まず後ろの二人は男が女の肩を

抱くなどいかにも親しげにみえる。しかも二人と

も豪華な衣装を身につけ，貴族のような雰囲気を

漂わせている。手前の赤い服を着た人物が秤で

量っているのは，マセイス作品とは違って指輪で

ある。解釈のための重要な要素として，次の二つ

が挙げられる。第１にカウンターに投げ出された

赤褐色のベルトが婚約のベルトと見なされること，

次に後ろの男が胸に付けているペンダントにヘル

デル公の紋章が付いていることである。

　ヘルデル公家の歴史を振り返ると，この年記と

なっている1449年にヘルデル公の娘マリアがス

コットランド王ジェームズ２世と結婚したことが

知られる。とはいっても若い男がジェームズ２世

ではありえない。なぜなら彼が花嫁の家のヘルデ

ル公家の紋章ペンダントを付けることは奇妙だし，

王冠も戴いていないその姿は到底王には見えない

からである。とすると，この絵が直接の結婚記念

画あるいは婚約記念画とは考えにくい。何よりも，

この絵の主役は後ろの二人よりも，ずっと目立つ

手前の人物なのではなかろうか。

　右手の鏡（図11）は，やはりカウンターの手前

の通りを映し，そこには二人の男が居り，その一

人は手に鷹を留まらせている。通常，結婚と関連

する絵における鏡は純潔を意味することが多いが，

この場合は映っている鷹から疑問が沸く。鷹は，

例えば，ボッス《七つの大罪》の「嫉妬」（図12）

で通りを行く男の手に止まっているように，あま

り好ましい意味で使われてはいない。さらに決定

的なのは，鏡にひびが入り，さらに水の一滴のよ

うな汚れがあることである。純潔を象徴する場合

の典拠は以下の旧約外典の中の「曇りのない鏡」

という言葉にあるわけだから，汚れや傷のついた

この場合はふさわしくないだろう�。

〈知恵は永遠の光の反映，神の働きを映す曇りの

ない鏡，神の善の姿である。〉（『知恵の書』７，

26）

　さて主役と思われる，手前の人物の正体は誰で

あろう。普通は金銀細工師などの守護聖人だった

聖エリギウスと考えられている。聖エリギウスは

６－７世紀のフランスの聖人で，金工術を学び，

フランク王国メロヴィング家のクロタール２世な

どに仕え，金銀細工師，貨幣鋳造師として活躍し

た。その後司祭となり，ゲルマン人への布教で貢

献した。10年ほど前まで，この人物像の頭には金

色の光輪がついていた。とすると，この人物が聖

エリギウスであることは問題がない。ところが，

1993年にその光輪が後補であることが分かり，削

除されたのである。ただし，15世紀フランドル絵

画では聖人に光輪がない場合が時々あり，それゆ

え聖エリギウスという判断は変更されなかった。

とはいえ聖エリギウスの図像例を探索しても，こ

の絵に相当するような場面は見当たらないのであ

る�。そこで，数年前にヒューホ・ファン・デル・

フェルデンは，そのモデルを聖人ではなく，特定
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図12　ヒエロニムス・ボッス《七つの大罪》部分
「嫉妬」，マドリード，プラド美術館



の職人とする仮説を提出した�。

　ファン・デル・フェルデンの仮説とはこうであ

る。まず，ペンダント紋章からこの絵がヘルデル

公と関連するのは間違いがない。そして女性がい

かにも貴族的であり，ベルトや指輪から結婚とも

関係があると推測される。とすると，1449年とい

う年記からしてヘルデルのマリアの結婚を暗示し

ているというのは，いかにもありそうなことであ

る。

　このマリアは幼い頃から大叔父のフィリップ善

良公の宮廷，つまりブルゴーニュ宮廷に暮らし，

宮廷風の教育を受けていた。彼女を育てたのは

フィリップ善良公の妃イサベラである。したがっ

てこのヘルデルのマリアは，ブルゴーニュ公に

とっても娘のような存在だった。とするとスコッ

トランド王との結婚は，もちろんブルゴーニュ宮

廷にとっても政治的意味のある結婚だったわけで

ある。婚約は1449年１月１日にブリュッセルで行

われたが，この結婚に関連してブルゴーニュ宮廷

では大量の装飾品などの金銀細工品が購入され，

彼女に贈られた。宮廷の勘定書によれば，金銀細

工の購入元は，ブリュージュの金細工師ウィレム・

ファン・フルーテン，ジャン・プータン，トゥー

ルネの商人ユアール・デュ・ヴィヴィエルの３人

だった。その中で，圧倒的に多額の支払いを受け

た金銀細工師ウィレム・ファン・フルーテンが，

この手前の人物のモデルとしてもっとも有力な候

補ではないかというのである。もう一人の金細工

師ジャン・プータンがそれ以前から宮廷の大きな

注文を受けて活躍していた「大物」職人だったの

に対し，このウィレム・ファン・フルーテンは宮

廷の仕事をし始めたばかりであり，まさにこの

1449年の仕事は宮廷内での地位を確固たるもの

にする記念すべきものだったというのである。つ

まり1449年はウィレムの人生で転換点ともいう

べき大きな意味を持つ年だったのである。1454年

には彼はフィリップ善良公の「金銀細工師にして

侍従」に任命され，宮廷専属の職人として名声を

築くことになる。

　そしてその仮説によれば，この絵はウィレム・

ファン・フルーテンの職業的成功を宣伝するもの

として，彼のブリュージュの工房や店，あるいは

ギルドハウスなどに展示されたというのである。

つまり「あの結婚の宝石を担当した，あの金銀細

工師」という宣伝がこの絵の伝えるべきイメージ

ということになる。とすると右手の棚の品々は金

銀細工師の陳列棚ということになろう。指輪，ブ

ローチ，バックル，銀器，ガラス杯，やしの実杯

などは彼の商品展示だろうし，真珠，水晶，斑岩，

「蛇の舌」と呼ばれる化石化したフカの歯，さんご

などは高価な原料の誇示なのである。画中に陳列

棚，いってみればショーウィンドーを示すことで，

この絵自体がショーウィンドー，あるいは看板の

ような役割を果たしたのではないだろうか。さら

にいえば，後ろの男のペンダントとなっている紋

章ですらも，金銀細工師の商品としての意味を

担っていると考えられるのである。

　ちなみに中世の金銀細工師は，３つの作業をす

ることが課題で，その３つとは「鍛金」，「線刻」，

「宝石や真珠の石留め」であり，これが徒弟から親

方になるときの「親方仕事（マスター・ピース）」

だったという�。1568年にヨースト・アマンが挿

絵を付けた詩『諸身分の書』では金細工師は次の

ように唄われている。

　〈私は金細工師，貴重なものを作る

金の印章や印章指輪

高価なペンダントに混じり気なしの宝物は

宝石によって飾られている

金の首飾りに腕輪

いろいろな杯に酒器

それに銀の皿やボウル

そんなものに人は気前よく支払ってくれる�〉。

　鍛金で作る杯，「宝石や真珠の石留め」による製

品，そしてこの詩で唄われている指輪，ペンダン

ト，宝物，酒器などは，まさにここにクリストゥ

スが描いたものではないか。つまり，ここは典型

的な金銀細工師の工房なのであり，むしろ，その

ことを誇示している場所なのである。

「正しい天秤，正しい重り」―― 元木
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�　マセイス《両替商とその妻》とクリストゥ

ス《金銀細工師》の比較考察

　では，マセイスの絵とクリストゥスの絵は，ど

の点で相違するのだろうか。共通点は先に挙げた。

共通点は影響関係を示唆するが，相違点は何を明

らかにするのだろうか。

　まずもっとも異なるのが天秤で量っている対象

である。クリストゥスが指輪なのに対して，マセ

イスは金貨である。そこから前者が金銀細工師で

あるのに対し，後者は両替商とされるのである。

ヨーロッパ中世では，フィレンツェのフィオリー

ナやライン下流のライングルデンなどいくつかの

国際通貨があり，それらは金の含有量が異なり，

またいずれの通貨も精密さに欠け，偽金や削られ

ている場合もあるので，国際取引においては，き

ちんと重さを量る両替の必要があった。ここで金

貨は，そのような意味合いで計量されているので

ある。

　ちなみにこの絵に登場している金貨は，その図

柄からして，フィオリーナではなく，ネーデルラ

ントで発行された金貨ではないかと推測される�。

クリストゥス《金銀細工師》に登場するのは，1433

年にフィリップ善良公により発行されたヘント製

「フランドルの騎手」（図13）あるいはブリュッセ

ル製「ブラバントの騎手」，マセイス《両替商とそ

の妻》に見られるのはフィリップ美公が作らせた

ドルドレヒト1487年製の１レアール金貨（図14）

であろうか。

　絵に登場する人物は，

クリストゥスでは貴族

と職人であるのに対し，

マセイスでは市民であ

る。マセイスの絵の人

物は，この絵が描かれ

た16世 紀 初 頭 の

ファッションというよ

りは，15世紀風のオー

ルド・ファッションで

ある。特に男の衣装や頭巾は，ヤン・ファン・エ

イクの《アルノルフィーニの肖像》（ベルリン，国

立絵画館）（図15）に良く似ている。アルノル

フィーニは，イタリアのルッカ出身の商人であっ

た。つまり第２章で述べたダティーニのような

ヨーロッパを股にかけた商人だったのである。棚

の上の書物や書類なども，いかにも商人らしい品

物といえる。ダティーニの資料は，帳簿や書簡，

さまざまな契約書類，それら書類のファイルなど

からなっている。棚の書物や紙の類いは，それら

の書類とみなすことができるのではないだろうか。

クリストゥスの作品にはこれら書類はまったく見

られないのである。

　これらの相違は，二つの作品が生まれた都市や

時代の違いをも，端的に示しているのかもしれな

い。つまりクリストゥス作品は中世末期にブ

リュージュで誕生した。それに対し，マセイス作

品はルネサンス期にアントウェルペンで制作され

た。ブリュージュもアントウェルペンも国際的な

大商業都市として知られるが，内実は相当に異な

る。ブリュージュは，基本的には，イギリスの羊

毛を毛織物に加工して輸出する，現代風に言えば

加工貿易の「工業都市」だった。それに対し，ア

ントウェルペンは貿易の中継地として機能した。

バルト海やイングランドと地中海をつなぐ貿易港

だったのである。それゆえ，ブリュージュは基本

的には職人の町であるのに対し，アントウェルペ

ンは商人の町と言って良いのである�。ほとんど同
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図13　フィリップ善良公発行金貨
「フランドルの騎手」1433年

図14　フィリップ美公発行
１レアール金貨，1487年

図15　ヤン・ファン・エイク
《アルノルフィーニの肖像》

ベルリン，国立絵画舘



じモティーフで構成しながら，かたや金銀細工師，

そしてかたや両替商を描いているところに，この

二つの都市の違いが端的に現れているように思え

るのである。

３　マセイス《両替商とその妻》の再考察

― ― 同時代作品との比較から

　さて，このような半世紀以上を隔てた二つの類

似作品の比較に次いで，同時代の類似作品との比

較をする必要があろう。マセイスよりやや後の同

じアントウェルペンに，一見ひじょうに良く似た

一群の作品を生み出した画家がいる。マリヌス・

ファン・レイメルスヴァーレ（1490／95頃～1567

年以降）である�。プラド美術館所蔵の《両替商と

その妻》（1539年）（図16）を見てみよう。画面

手前にカウンターが広がり，その前左方に男の両

替商が天秤で貨幣を量っており，右方では婦人が

本をめくりながら天秤の方を見ている。背後には

書類，書物，ローソク立てなどが載った棚が描か

れている。女の後方には戸口があり，扉が少し開

いている。女の角型の髪型も良く似ている。以上

の点で，この作品はマセイス作品のパターンをほ

とんど踏襲しているといえる。似たような作品を

ファン・レイメルスヴァーレは，両替商以外に，

収税吏，年金商，法律家などをテーマとして描い

ている。

　キース・モクシーは，これらの作品に，両替商

などの職業への風刺，その強欲さへの風刺を読み

とる。エラスムスやセバスティアン・ブラントな

どに見られる同時代の文学，思想，そして殊に風

刺劇などを証拠として解読していくのである。例

えば，セバスティアン・ブラントは『阿呆船』で，

高利貸しをこう揶揄する。

　〈貧乏人が食べられず

妻子とともに餓死しても

罪も恐れず，恥もなく

国中の酒や穀物を，

買い占めようとする奴は

首っ玉をひっとらえ，

食いついただにをむしりとり，

手足の皮をむいてやれ。

そのため物価は高くなり，

しかも品質悪くなる

……

帳簿のつけはごまかすし，

金貨は銀貨にすり替える。

ユダヤの高利はまだよいが，

それでも町には留まれぬ。

自分の暴利は棚に上げ，

高利を追い出す暴利貸し。

法を尻目に，悪質な

商売する者また多く，

口にするのもけがらわしい。�〉

　『阿呆船』は，1500，1504，1548，1584年に

ネーデルラント版が出版されており，アントウェ

ルペンでも読むことができたのである。

　また同じ頃アントウェルペンに住んでいたエラ

スムスも『痴愚神礼讃』（1511年）で以下のよう

に商人を風刺している。

〈世にも瘋癲で，この上もなく下司な輩は商人と

いう手合いですが，なぜなら，えらく賤しい仕

事を，きわめて不正直な方法でやっているから

なのです。この連中は，嘘つき競争をやります

し，偽証は平気の平左，物はくすねるし，ちょ

ろまかしますし，他人は欺きますが，それでも，

その指にはまっている黄金の指輪のおかげで，

「正しい天秤，正しい重り」―― 元木
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図16　マリヌス・ファン・レイメルスヴァーレ
《両替商とその妻》マドリード，プラド美術館
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人々の尊厳を受けられるつもりでおります。そ

のうえに，ごますり坊主どもからは，えらいお

方よと感心されまして，皆のいる前で，「殿様」な

どとも呼ばれますが，もちろんこれは，商人か

ら不正な手段で儲けたお金を分けて貰うためな

のですね。�〉

　なるほどファン・レイメルスヴァーレの諸作品

は，いかにもカリカチュアらしい描き方である。

特に男の顔立ちの表現は，いかにも意図的に醜悪，

邪悪に描かれ，ブラントのいう「口にするのもけ

がらわしい」「悪質な商売する者」であり，エラス

ムスのいう「下司な輩」であるように見える。

　この点でマセイス作品は大きく異なる。つまり，

カリカチュアの描法を心得ていたマセイスが，こ

こでは，主役たちをきわめて生真面目に描いてい

るのである。背景の戸口から見えるおしゃべりす

る二人を除いて，この絵は，明らかに15世紀フラ

ンドル絵画風の謹厳な描法をとっている。主役二

人の人物も，静物も，意図的に古風＝初期フラン

ドル風に描写されているのである。とすると，制

作の目的もカリカチュアとは別のところにあるの

ではなかろうか。

　ここで，マセイス作品をもう一度見直すと，さ

らに目立つのはいくつかの対立である。つまり，

男女，金銭と聖なる書物，前景と後景の二人ずつ

と鏡に映った人物などである。これらをラリー・

シルヴァーは「視覚的な対位法」と呼んでいる�。

シルヴァーが，特に重要的な「対位法」とするの

が，男女と鏡の世界の「対立」である。彼は，金

銭という現世的欲望に捕らわれた男と，祈 書を

開きながらも天秤の方に目をやってやはり現世的

欲望に重点を置いているように見える女をともに

俗なる世界とし，預言者風の老人が聖書と思われ

る本を読んでいる姿が映っている鏡の世界を聖な

る世界とする�。

　だが，そうすると，後ろの隅に微かに見える二

人の人物はどう解釈されるのだろう。一方は大き

く口を開いて何かをしゃべっている。おしゃべり

をしている二人なのである。際立つのは，ここだ

けがカリカチュア的に描かれている点である。ス

タイル自体が世俗的なのである。これこそ世俗的

世界を表すようには見えないだろうか。

　それゆえ，鏡の世界と，背後の扉の向こうの世

界こそが対立すると考えたい。そうすると中心的

な二人は，どうなるのだろう。ここで，第１章第

２節で扱ったイタリア，プラートの商人ダティー

ニの人生を思い浮かべよう。彼の人生は商売と信

仰の二つから成り立っていた。どちらか一方では

ない。両方が彼の人生なのである。ここで表現さ

れたのは，まさに商売と信仰なのではあるまいか。

つまり，ここではもっとも典型的な，しかし現実

的な商人の生き方が表されているといえないであ

ろうか。聖俗どちらかの二者択一ではなく，とも

に人生の目標たるのが商人の姿だったのだから。

それこそが教会すらも容認せざるを得なかった現

実なのである。

　さらに17世紀のファン・フォルネンベルフによ

る注目すべき記録がある。それによれば，逸失し

たオリジナルの額縁に「不正な物差し，秤，升を

用いてはならない。正しい天秤，正しい重り，正

しい升，正しい容器を用いなさい」という『レビ

記』 19章35－36節の言葉が引用され記されてい

たというのである�。
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図17　アダム・クラフト
《ニュルンベンク市立計量所看板》
ニュルンベンク，ゲルマン民族博物館



　この記銘の内容と天秤の組み合わせは，ほぼ同

時代の1497年，ニュルンベルクでアダム・クラフ

トにより作られた石彫を思い出させる。それは，

ニュルンベルク市立計量所兼税務署の看板

（Hauszeichen)（図17）である。幅180センチの

砂岩製の浮彫りで，大きな天秤の下中央に計量親

方が上方の揺れる針を見ており，左にその徒弟が

重りを載せ，右に商人がいて財布に手を入れ税金

を払おうとしている。その親方の頭の後ろに銘帯

があり，そこに「われは，汝に対しても，他の誰

に対しても，同様に，正確に量る」と記されてい

る。正確な計量という内容は，マセイス作品にき

わめてよく似ているのである。計量所は，商業を

重視する都市としては，裁判所と並んで正義を体

現する機関であった�。

　しかし，クリストゥスやマセイスの他に，一流

の画家が看板を描くことが，この時代にあったの

だろうか。それについては，アンブロシウス・ホ

ルバインとハンス・ホルバイン（子）の兄弟が描

いた塾の看板（バーゼル美術館，1516年）（図18）

を例に出そう�。一枚の表裏にそれぞれ教師の宣伝

が言葉と絵で表されているのだが，表の兄アンブ

ロシウス作を見てみよう。上６割ほどに10行にわ

たって宣伝文句が書かれ，その下に教室の絵が描

かれている。左側に机があり，そこでは男性教師

が男の子に字を教えている。中央の台では，左の

男子が腰をかけて本を読み，右の男子はもっと小

さな椅子に座り，この台を机にしてやはり書を読

んでいる。右手の机では，女性教師が女子に字の

書き方を教えている。女性教師は優しげで，それ

に対し，男性教師は右手に鞭をもって厳しそうで

ある。広い教室に，窓も大きくとられ，つまり快

適な勉学環境と，厳しく，また優しい指導の有様

が訴えられているのである。これもまた，金銀細

工師工房の製品や原料の展示と同様のセールスポ

イントの表現といえるのではなかろうか。

　アントウェルペンもニュルンベルクと同様，

ヨーロッパ有数の商業都市であった。つまり，マ

セイス作品の秤はやはり正義を体現するものと考

えて良いのではないだろうか。ただ，それは計量

所の正義ではなく，両替商の正義だったのだろう。

ゆえに，女の天秤への視線は，正しさを監視して

いるものと解されよう。

　とすれば，これもまた計量所看板と同様に，正

義を人々に知らしめる役割を果たすべく描かれた

といえるのだろう。両替所あるいは両替商組合の

ギルドハウスに掛けられて，両替商の正義と信仰

を訴えるべく制作されたと考えられるのである。

　なぜそのような必要があったのだろうか。その

理由としては，ダティーニ伝でもみたような両替

商の悪評が考えられるだろう。両替商は得てして

高利貸しと同類と見なされ，不名誉な職業とみな

されたからである。であるからこそ，両替商組合

は，その正義を，そしてその有益性を絵画によっ

てでも強く主張する必要があったのではなかろう

か。この絵は，したがって中世末期からルネサン

スにかけての両替商の位置づけが，複雑な構造の

中で示されているものと解されるのである。

 

「正しい天秤，正しい重り」―― 元木
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図18　アンブロシウス・ホルバイン《学校看板》
バーゼル美術館
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註

�　本稿は，平成16年度に山形大学附属博物館で開

催された公開講座『商いの博物学 ― 古銭からマ

ネーゲームまで ―』における講演「金勘定をする人 

─ヨーロッパ中世の商人たち ―」の原稿をもとに

して論文の形に整えたものである。なお本研究に必

要な文献の収集に協力して下さったアムステルダ

ム大学大学院の青野純子氏，東北大学大学院院生の

森谷菜穂子氏に深く感謝する。

�　ヨーロッパ中世の商人像については，まず以下の３

書がひじょうに参考になった。金貸しとキリスト教の

関係については，ジャック・ル・ゴフ『中世の高利貸

し ─ 金も命も ─ 』渡辺香根夫訳　法政大学出版局　

1989年。「金持ち（dives, riche）」という言葉の使用

例を聖人伝などの豊富な文献から追跡し，中世盛期の

「貨幣の時代」と「金持ち」の誕生について論じてい

る宮松浩憲『金持ちの誕生』刀水書房2004年。そし

て第２節「プラートの商人」のほとんどを負っている

イリス・オリーゴ『プラートの商人　中世イタリアの

日常生活』篠田綾子訳　白水社1997年。

　　他に以下も参照した。清水廣一郎『中世イタリア

商人の世界　ルネサンス前夜の年代記』平凡社　

1982年；同『中世イタリアの都市と商人』洋泉社

1989年；中澤勝三『アントウェルペン国際商業の

世界』同文舘　1993年；ジョナサン・ウィリアム

ズ編『お金の歴史全書』湯浅赳男訳　東洋書林　

1998年；シモーヌ・ルー『中世パリの生活史』吉

田春美訳　原書房　2004年；アロン・Ｊ・グレヴィッ

チ「第７章　商人」『中世の人間　ヨーロッパ人の精

神構造と創造力』（ジャック・ル・ゴフ編）鎌田博夫

訳　法政大学出版局　1999年　283－330頁；堀越宏

一「ジャック・クールの時代　15世紀フランスの商

人と国家」『学問の旅　ヨーロッパ中世』（木村尚三

郎編）山川出版社　2000年　97－116頁；アルベル

ト・テネンティ「VI　商人と金融業者」『ルネサンス

人』（エウジェーニオ・ガレン編）近藤恒一・高階秀

爾他訳　岩波書店　1990年　275－318頁。

�　聖書は原則として新共同訳を用いた。『聖書　新

共同訳』日本聖書協会　1994年。

�　ジャック・ル・ゴフ『中世の高利貸し』24頁。

�　同書，28頁。

�　同書，29頁。

�　同書，43-44頁。

�　ジャック・ル・ゴフ「教会の時間と商人の時間」『思

想』1979年第９号，42頁。

�　ダンテ『神曲　地獄篇』第17歌，54－57。（ジャッ

ク・ル・ゴフ，『中世の高利貸し』，37－38頁。）

�　ジャック・ル・ゴフ，同書，36－37頁。

�　同書，68頁。

�　ジャック・ル・ゴフは，註�の論文で，中世の支

配的時間が教会の時間から商人の時間へと移りゆ

くことを通して，高利貸し批判の論理が，現実的な

要請で変化していくことを論じている。ジャック・

ル・ゴフ「教会の時間と商人の時間」　40－60頁，

殊に51頁。

�　イリス・オリーゴ『プラートの商人』187頁。

�　同書，188頁。

�　同書，194頁。

�　同書，195頁。

�　同書，196頁。

�　同書，281-283頁。

�　同書，281頁。

�　同書，432頁。

�　同書，433頁。

�　同書，442頁。

�　同書，442頁。

�　J. Ruda, Fra Filippo Lippi, Life and Work with a 

Complete Catalogue, London, 1993, pp. 192-194, 

436-437.

�　ヤン作品の中で，現存しないがイタリアで記録に

残された次の作品は，このマセイス作品によく似て

いる。その記録によると，マルカントニオ・ミキエ

ルが，ミラノのランパニャーノ家で「代理人ととも

に金勘定をするパトロンを表した半身像の小さな

絵」を見た。持ち主は作者をファン・エイクとして

いるが，どうもメムリンクらしいというのである。

ただ1441年という年代が入っていることからすれ

ば，メムリンクではありそうにない。そして「金勘
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定をする」人というその記録から判断すると，この

絵はクリストゥス作品以上にマセイス作品に近いよ

うに思われる。Cf. W. H. J. Weale & M.W.Brockwell, 

The Van Eycks and Their Art, London, 1912, pp. 200-

201.

　　クエンティン・マセイス作品については，以下の

文 献 を 参 照。L. Silver, The Paintings of Quinten 

Massys with Catalogue Raisonn � , Totowa, New 

Jersey, 1984; M. J. Friedl � nder, Early Netherlandish 

Painting, Vol. VII Quentin Massys, Leyden & 

Brussels, 1971; E. Panofsky, Early Netherlandish 

Painting, New York, San Francisco, London, 1953, p. 

354; H. Belting und Ch. Kruse, Die Erfindung des Gem

 � ldes. Das erste Jahrhundert der niederl � ndischen 

Malerei, M � nchen, 1994, pp. 78, 156-157.　廣川暁生

「クェンティン・マサイス《両替商とその妻》―15,16

世紀フランドル絵画における凸面鏡のモティーフと

16世紀アントワープにおける世俗的主題の登場」『日

仏美術学会会報』第23号，2003年，３－22頁。他に，

17世紀の天秤モティーフを中心に分析した以下も参

考にした。阿部純子「17世紀オランダ絵画《金貨を秤

る人》─ 題材の社会的背景をめぐる一考察 ─ 」『国際

文化研究』第6号，1999年，107－122頁。また以下の

２書でもこの作品について論じられている。M. シェル

『芸術と貨幣』小澤博訳　みすず書房　2004年　152－

164頁；C. グレシンジャー『女を描く ― ヨーロッパ中

世末期からルネサンスの美術に見る女のイメージ』元

木幸一・青野純子訳　三元社　2004年　126－127頁。

�　ペトルス・クリストゥス《金銀細工師》について

は，以下の２論文がきわめて重要である。P. H. 

Schabacker, “Petrus Christus’  Saint Eloy: Problems 

of Provenance, Sources and Meaning,” Art Quarterly, 

XXXV, 1972, pp. 103-120; H. van der Velden, 

“Defrocking St Eloy: Petrus Christus’ s Vocational 

Portrait of a Goldsmith,” Simiolus. Netherlands 

quarterly for the history of art, vol. 26, 1998, pp.242-

276.　他に以下を参照のこと。P. H.　Schabacker, 

Petrus Christus, Utrecht, 1974, pp. 25-26, 86-91; U. 

Panhans-B � hler, Eklektizismus und Originalit � t im 

Werk des Petrus Christus, Wien, 1978, pp. 91-108; J. 

M. Upton, Petrus Christus. His Place in Fifteenth 

Century Flemish Painting , University Park and 

London, 1990, pp. 32-34; M. W. Ainsworth, Petrus 

Christus. Renaissance Master of Bruges, New York, 

1994, pp. 96-101; D. C. Sperling, From Van Eyck to 

Bruegel. Early Netherlandish Painting in The 

Metropolitan Museum of Art, ed. M. W. Ainsworth 

and K. Christiansen, New York, 1998, pp. 150-153; H. 

Belting und Ch. Kruse, op. cit., p.156. 

�　シャバッカーは，この鏡を人間世界の罪深き状態

を指すものと解している。P. H. Schabacker, “Petrus 

Christus’  Saint Eloy ,” pp. 110－113.

�　聖エリギウスの図像に関しては以下を参照した

が，クリストゥス作品に相当する場面が描かれた前

例は見出せなかった。G. Kaftal, Iconography of the 

Saints in Tuscan Painting, Firenze, 1986, pp. 332-336; 

idem., Iconography of the Saints in Central and South 

Italian Schools of Painting, Firenze, 1986, pp. 375－

380.

�　H. van der Velden, op. cit.

�　ヨハン・ミヒャエル・フリッツ「中世の金細工と

展覧会出品作品について」（田辺幹之助訳）『聖杯 ― 

中世の金工美術 ─ 』展カタログ，国立西洋美術館，

2004年，52－61頁，殊に54－55頁。

�　同書，56頁。この論文でもクリストゥス作品が

例図として掲載されている。

�　フィレンツェの硬貨については，『フィレンツェ 

― 芸術都市の誕生』展カタログ，東京都立美術館，

2004年，80－85頁，ブルゴーニュの貨幣ついては以

下を参照した。A.Arnould  and  J. M. Massing,Splendours 

of Flanders, Cambridge, 1993, pp. 223 － 230; W. 

Prevenier and W. Blockmans, The Burgundian 

Netherlands, Cambridge, 1986, pp. 117－123.

�　アントウェルペンの国際貿易都市としての性格

については，中澤勝三『アントウェルペン国際商業

の世界』を参照されたい。また，「職人たちが支配

的な都市環境」として手工芸・工業都市を挙げるの

は，ピーター・バークである。ピーター・バーク

「正しい天秤，正しい重り」―― 元木
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『イタリア・ルネサンスの文化と社会』森田義之・

柴野均訳，岩波書店，1992年，414頁。

�　マセイス作品とファン・レイメルスヴァーレ作品

を，ともに当時の文学や演劇の文脈から貪欲のカリ

カチュアと解釈する次の論文を参照。K. P. F. 

Moxey, “The Criticism of Avarice in Sixteenth-

Century Netherlandish Painting,” Netherlandish 

Mannerism, ed. G. Cavalli-Bj � rkman, Stockholm, 

1985, pp.21-34. ファン・レイメルスヴァーレに関し

てはM. J. Friedl � n  der, Early Netherlandish Painting, 

Vol.� Jan van Scorel and Pieter Coeck van Aelst, 

Leyden & Brussels, 1975, pp. 40-43.

�　セバスティアン・ブラント『阿呆船』下（79歌）

尾崎盛景訳　現代思潮社　1968年　148－149頁。

�　デシデリウス・エラスムス『痴愚神礼讃（世界の

名著17）』渡辺一夫・二宮敬訳　中央公論社　1969

年　128頁。

�　L.Silver, op. cit., p.136.

�　ちなみにファン・レイメルスヴァーレには，この

ような「対位法」が見られない。例えば，女は祈 

書ではなく，帳簿のような書類をめくっている。さ

らに鏡も描かれていない。この絵がカリカチュア以

上に出ない所以である。

�　L.Silver, op. cit. , p. 212.

�　アダム・クラフト《ニュルンベルク市立計量所看

板》については，以下を参照した。W. Schwemmer, 

Adam Kraft, N � rnberg, 1958, p.26; E. Steingr � ber, 

Adam Kraft. Die N � rnberger Stadtwaage, Stuttgart, 

1966.

�　D. M. Klinger und A. H � ttler, Die Malerbr � der 

Ambrosius und Hans d.J. Holbein , N � rnberg, 1998, 

pp. 81, 246－247. また以下も参照されたい。C. グレ

シンジャー前掲書　91－92頁。
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“Let the balance be just and the weighs equal.” : a 
New Interpretation of the

Meaning and Function of Moneychanger and his Wife 
by Quentin Massys

MOTOKI  Koichi
（Professor, European & American Cultures, Cultural System Course）

 

      This paper researchs on the meaning and function of Quentin Massys’  Moneychanger and his 

Wife by comparing it with Petrus Christus' Goldsmith (St. Eloy) . They both share many motifs, for 

example, weighing man, somethings on the counter, and convex mirror etc.. Recently it was 

supposed by Hugo van der Velden that the Goldsmith would have been painted as vocational 

portrait, which has represented the professional success.

      In the 17th-century, van Fornenbergh reported a lost inscription on the flame of the 

Moneychanger and his Wife , which tallies “Let the balance be just and the weigh equal.” (Lev. 

19,35.) It resembles the inscription of the Hauszeichen von der Stadtwaage in Nuremberg by Adam 

Kraft, which tells “Dir als einem anderen.” The relief of A. Kraft represents just weighing. Thus it 

is interpleted that the Moneychanger is exhibited in a shop of moneychanger or its guildhouse, and 

advocates the justice of weighing of moneychanger.



　昨2004年５月，山形県出身の大正期の彫刻家，

川崎繁夫（1892－1924）の作品が山形大学附属博

物館に収蔵された。夭折したこの作家の，数少な

い現存作品である。本稿は，この再発見された作

品を紹介するとともに，作風の特質を手がかりに，

大正彫刻史における位置づけを試みるものである。

Ⅰ　《閃光》再発見

　1949 （昭和24）年，文理，教育，工学，農学

の４学部からなる新制大学として発足した山形大

学の前身のひとつとして，旧制山形高等学校があ

る。文理学部（67年，人文学部と理学部に分離）

の母体である山形高校は，1920（大正９）年の創

設で，山形師範学校とともにこの地の高等教育を

担っていた。この山形高校以来，現在の人文学部，

理学部にいたる卒業生のための同窓会組織として，

「ふすま同窓会」が設立されている。同会は平成12

年に，創立80周年を記念して写真誌『ひかり北地

に』を刊行した�。その35頁に，大正13年に竣工

なった校舎内で撮影されたという写真が掲載され

ている（図１）。来賓たちが談笑する卓の背後に１

体の塑像が写っており，等身大を超える力作であ

ることが分かる。これが，本稿で取り上げる作品，

《閃光》に他ならない。

　写真によって創立当初の山形高校が旧蔵してい

たことが分かるこの像は，2002年秋の時点で，山

形大学小白川キャンパス近くの同会会館に保管さ

れていた�。それ以前の収蔵場所について確たるこ

とは分からないが，山形大学教養部（平成８年廃

止）に長く保管されていたこと，そして同窓会館

に移されたのは，さほど以前ではないことが，関

係者の話からうかがえる。また，像の台座（背面

側）には２枚の物品登録票が貼られていたが，う

ち１枚はかなり古く，他方は山形大学教養部のも

のであった。したがってこの作品が山形大学の所

蔵品であったことが知られるが，所蔵するに至っ

た経緯 ─ ─ すなわち購入によるのか，寄贈によ

るのかといった事情 ─ ─ については，残念なが

らこれまでのところ資料が見当たらない。また，

関係者の間では，この像の作者，タイトル等はか

なり以前から知られていなかったようである。上

記の同窓会刊行物においても，本作は作者不明と

されている。

川崎繁夫作《閃光》（山形大学附属博物館所蔵）―― 阿部
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川崎繁夫作《閃光》（山形大学附属博物館所蔵）

― その作風と大正期のロダニスム� ―

 阿 部 成 樹

（文化システム専攻欧米文化領域担当）

図１　「落成祝賀会 大正13年５月17日」

『ひかり北地に』35頁より 図２　《閃光》台座（署名部分）
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　像は，石膏で作られ，暗緑色で彩色されていた。

像高は約201cmである。膝など数カ所に，近年の

ものと見られる破損箇所があったが，当初の姿を

失わせるようなものではなかった�。変色や汚損の

跡もほとんど見られず，全体的な保存状態は，お

おむね良好であったといえる。作品自体には，作

品名や制作年代をうかがわせるものは何もない。

ただ，台座には「Sigeo」との記銘があり，後年

に彫り込まれたと思われる特徴は見当たらないの

で，作者自署と考えられる（図２）。これ以外に，

作品には作者を直接に同定する手がかりはない。

　作者と作品を知るにあたって，決定的な手がか

りとなるのは，帝展出品作の写真資料である�。す

なわち1920（大正９）年の第２回帝展出品作の中

に，まさにこの像と同一の作品が含まれているの

である（図３）。すなわちそれが，川崎繁夫作の

《閃光》である。ふすま同窓会館に保管されていた

像は，大きさ，経年状態，材

質や彩色などから，この帝展

出品作そのものと見てよいで

あろう。

　作者である川崎繁夫は，白

岩（現在の寒河江市）に鐵之

助の次男として生まれ，上京

して渡辺長男（1874－1952），

その実弟の朝倉文夫（1883－

1964）に師事した大正期の彫

刻家である�。公的にデビュー

したのは，1914（大正３）年

の第８回文部省美術展覧会（文展）においてであ

る。以後，ほぼ毎年，文展と，その後身である帝

国美術院展（帝展）に出品し続けており，新進気

鋭の彫刻家として一定の評価を受けていたと思わ

れる。1924 （大正13）年の第５回帝展には無鑑

査で出品するに至るが，残念ながらその経歴は，

同年冬（12月３日）の病死により途絶することと

なる�。弟子の早世（および，繁夫を追った妻・富

子の自死）を悼んだ朝倉は，元浅草の了源寺境内

に比翼塚を建立した（図４）。この寺には，繁夫を

含む川崎家の墓もある（図５）。なお，これら官展

に出品した諸作で他に現存が確認されているもの

は，おそらくないと思われる�。

　本作が1920年の完成と見られること，旧制山形

高校の創立が同年であること，そして作者の繁夫

が山形県の出身であることを考えあわせると，こ

の像が同校創立の記念として寄贈されたのではな

いかとの推測も成り立つが，詳細はなお不明であ

る。ちなみに，1916（大正５）年，山形新聞社主

催の美術展覧会に「望郷会」メンバーが出品した

際，繁夫も《水滴》なる作品を出品したとのこと

であり，作家と故郷のつながりをうかがわせる�。

Ⅱ　作風に見るロダニスム

　以上の同定をふまえて，あらためて作品を眺め

てみよう（図６）。主題は，成熟した青年の裸体像

である。特に下半身はかなり強調されたコントラ

ポストの姿勢を取るが，西洋彫刻の基本であるこ

のポーズとは裏腹に，像のプロポーションは西洋

的とはいえない。上半身と下半身のバランスを見

ると，むしろ意図的に東洋人の特質を持たされて

いるように見える。その結果，像は特異な重量感

を感じさせる。

　そうした印象は，濃緑色の彩色とその鈍い光沢

によっても強められている。だがそれ以上に，像

のシルエットが示す波打つような輪郭線によって，

この作品に特徴的な鉛のような重さ，濃密さと

いった特質が鮮明になっている。実際，この像は
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図３　《閃光》

（第２回帝展出展作）

図５　川崎家墓碑

（2003年著者撮影）

図４　川崎繁夫・富子比翼塚

（2003年著者撮影）



必ずしも筋肉を誇張

して表現しているわ

けではないが，像の

正面に立って身体左

右の輪郭線に注目す

ると，その蛇行する

さまに驚かされる。

プロポーションの写

実的な性格にもかか

わらず，この像には

他方に反自然主義的

な側面が見られるの

である。

　近づいて表面の描

写を観察すると，先

にも言及したように，

筋肉の描写は意外に

平坦であり，特に胸

郭のあたりにその印

象が強い。一方で，

特に強調されて見えるのは，その胸の前で組まれ

た腕と，左だけが見えている手の部分である。こ

れらの部分は，像全体の中でとりわけヴォリュー

ム感と陰影を持たされた部分であり，どちらかと

いえば滑らかな面の推移が全身を包む中で，強い

アクセントとなっている。

　その腕組みによって特徴づけられる上半身の

ポーズは，先に見た強いコントラポストを示す腰

の傾斜に対してバランスを取るように，逆の角度

に大きく傾いている。

結果として，組まれた

腕と両肩をたどること

によって描かれる横長

の四辺形が像の上部に

嵌め込まれることにな

る。姿勢からこのよう

な図式を取り出すと，

再度この作品のマニエ

リスティックな性格が

浮き彫りとなる。このような人工的で不自然とも

いえる姿勢の頂点に頭部が載せられるわけだが，

この頭部は像全体にあって唯一，垂直軸上に位置

しているがゆえに，かえって，身体各部のいささ

か破調ともいえる揺れやねじれを逆説的に強調す

ることになる。特に近過ぎる左肩との関係で，頭

部は，見る角度によってはきわめて不安定な位置

づけに見える（図７）。

　最後に，この像の象徴主義的な性格についても

見逃すわけにはいかない。この像は完全な裸体像

であって，何らかの説明的な細部， 附属物 のたぐ
アクセサリ

いは一切ない。そのポーズもまた，何か具体的な

行為を表現しているわけではない。同様にこの像

に与えられた題名も，特定の行動や文脈，裸体像

の性格づけを示すわけではない。その意味で，題

名と像の結びつきは象徴的なものに他ならない。

したがって，作品を観る者は，何をしているとも

いえず，誰とも分からない裸体像と，「閃光」とい

う言葉のイメージをふたつながらにふくらませ，

含蓄を汲み取る必要がある。総じてこの作品は，

力感にあふれたシルエット，人工的で無理のある，

したがって緊張感を強いる姿勢，鋭角的に折れ曲

がる関節，そして象徴的なタイトルといった諸要

素があいまって，強く内向的な感情性，文学性を

感じさせるのである。作品のこのような文学性は，

大まかに見て大正期の美術の趨勢を反映したもの

と考えられるであろう。そうした性格は，繁夫の

他の作品，例えば《道程》《此の人を見よ》《相尅》

にも共有されていたのではないだろうか。

　さて，《閃光》に見るこうした作風は，のちに東

京美術学校教授となって日本近代彫刻のアカデミ

ズムを基礎づける朝倉文夫に学び，自らも官展を

中心に活動した川崎繁夫の経歴にもかかわらず，

アカデミックな様式に収まるものではないと感じ

させる。この点に注目し，《閃光》を大正彫刻史に

位置づけるために，ロダニスムとの関連という視

点から検討してみたい。新古典主義的な人体の理

想化を拒んで表面を波打たせ，それを通して像に

川崎繁夫作《閃光》（山形大学附属博物館所蔵）―― 阿部
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図６　川崎繁夫 《閃光》 1920年
山形大学附属博物館

図７　《閃光》（部分）
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独特な生命感を付与するロダンの作風は，当時，

アカデミックな様式に対する最大のアンチテーゼ

であったと考えられる。《閃光》は，ロダンが示す

ような溶解した表面を見せはしないものの，カノ

ンを顧みないプロポーションや蛇行する輪郭線が

もたらす誇張された量感，マニエリスティックな

姿勢といった点で，かの巨匠が開拓した様式を学

んでいるようにも見えるのである。さらに，作品

の象徴的な性格も両者を近づける要素のひとつで

あるように思われる。

　周知のように，明治末年以来，ロダンの彫刻は

（そしてある場合には，ロダンという人格が）大正

の美術家たちに少なからぬ影響を与えた。大正か

ら昭和にかけて健筆を揮った美術批評家の森口多

里は，すでに昭和16年に，明治大正期のロダニス

ムの高揚を自己の体験も交えて回顧している�。彼

はロダンの紹介や作品の将来といった事実関係を

縦軸にしながら，日本の美術家たちによるロダン

芸術の受けとめ方を生き生きと描いているが，そ

の叙述の中心をなすのは，いうまでもなく荻原守

衛，中原悌二郎という，日本におけるロダニスム

を代表する彫刻家たちである。そして森口のいう

ように，荻原や中原の早世によって，「ロダンの鼓

吹したところのものは遂にわが國の土壌には根を

下ろさないでしまった」のであり，「外面的に誇張

した嫌味ばかりがわが國の彫刻界に殘留してい

る」のかもしれない�。だが，ここではひとまずロ

ダニスムを，今少し広い視野で捉えることにしよ

う。ロダンの影響は，荻原や中原，あるいは『白

樺』同人のように，ロダニスムに深く没入した者

たちにのみ及んだのではない。部分的に，あるい

は批判をまじえてであれ，多くの彫刻家たちがロ

ダニスムを自らの流儀で消化吸収していたという

ことも十分に考えられるからである。

　日本におけるロダニスムの始まりは，島村抱月

による紹介（『早稲田文学』 1907－明治40年）が

なされた頃から本格化したと見ることができる�。

この頃，荻原守衛はすでにロダンに会って指導を

受けていたが，その荻原が帰国するのが1908（明

治41）年である。中原はその荻原に会って彫刻に

目を開かれ，さらに翌1909 （明治42）年には高

村光太郎が帰国する。こうしていわば「ロダン派」

の彫刻家たちが揃い（ただし荻原は1910年には没

してしまうのだが），彫刻界ではロダンの影響が身

近に感じられるようになる。この頃から，中原が没

する1920 （大正９）年頃までを，ひとまず森口に

ならってロダニスムの最盛期としてもよいだろう。

　この時期は，まさに川崎繁夫の経歴に重なる時

期である。しかし一般的な見方によれば，ロダン

の影響を受けたのは荻原や中原，そして高村光太

郎など革新的な若い作家たちであり，例えば新海

竹太郎などアカデミスムに拠るとされる当時の大

家たちは，そうした傾向とは対比されるのが通常

である�。そして同じくアカデミックな傾向の作家

とされる朝倉文夫の系譜に連なる繁夫もまた，通

常の見取り図からいえばロダニスムに結びつけに

くい作家となるかもしれない。

　だが，実は朝倉自身，ロダンの崇拝者ではなかっ

たものの�，明治末年の作品にはロダン風の断片化

や波打つ平面の探求を見ることができる�。さらに

彼は，同年（1908－明治41年）に文展にデビュー

した荻原をおそらく意識していたので，ロダニス

ムの間接的な摂取を考えることもできる。その朝

倉の若い弟子である繁夫もまた，ロダンに関心を

持つのは自然であろ

う。そうした契機は，

繁夫の活動期間には

豊富にあった。よく

知られているのは高

村光太郎による紹介

であり，例えば彼の

手になる翻訳『ロダ

ンの言葉』は，1916

（大正５）年に刊行さ

れるや，美術学生た

ちの聖書となったと

もいわれる�。だが，

ここでは実作を通し
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図８　ロダン 《小さき影》 ブロンズ 像高31.5cm
「白樺美術館」（大原美術館寄託）



た関連の可能性を探っ

てみよう。

　荻原らの個人的な受

容以上に，美術界に広

くロダニスムを広めた

のは，雑誌『白樺』に

よる紹介である。周知

のように1910 （明治

43）年には『白樺　ロ

ダン號』が巨匠の誕生

日を祝うかたちで刊行

され，多くの作品を図

版入りで掲載している。

その翌年にロダンから

同人に贈られた作品３

点が1912 （明治45）

年に公開されることに

よって，ついに巨匠の

実作が多くの日本人の

目に触れるのである。

　このとき公開された将来作品の１点，《小さき

影》を観察しよう（図８）。作品は高さ31.5cmの

小像であるが，そのポーズは，広めに足を開き，

腕を組んでいる点で，

《閃光》と比較しえると

ころが興味深い。また，

ロダンの作品が常に示

す特質である，波打つ

輪郭線と，それがもた

らす重い液体のような

独自の量感も，この小

品は併せ持っている。

さらに今ひとつ，この

作品もまた，他の多く

のロダンの作品と同様

に，タイトルも含めて

暗示的・象徴的である

点も重要である。

　この比較を考える際，

興味深い事例がある。それは，北村四海(1871－

1927)によるロダン受容の例である。四海が1914

（大正３）年の大正博覧会に出品した《嫌われた女》

は，一見してロダンの《イヴ》(1881)を参照して

いることが分かる（図９，10）。1900（明治33）

年のパリ万博に出品された《イヴ》を，北村は現

地で実見する機会があった�。２作品の関連は明

らかだが，北村がこれほど明瞭に模倣したロダン

作品が，コントラポストで立ちながら，腕を身体

に強く押し付けるようにして，堅く内側にこもる

ような姿勢を取っていることに注目したい。

　腕を組むロダン作品への関心に注目すると，今

ひとつの例が浮かび上がる。それは，直接にロダ

ンの薫陶を受けた彫刻家，荻原守衛の文展出品作，

《文覚》(1908)である（図11）。この作品は，恋慕

の末に殺人を犯すという文学的な逸話を持つ中世

初期の僧を表したものだが，そのポーズには，堅

く組まれ，胴体に密着した太く強調された腕，そ

こに食い込む節くれ立った指を持つ無骨な手，と

いった，《閃光》との類似が感じられる。そして，

ロダンの影響を否定する荻原の言にもかかわらず，

この場合も形態上の源泉としてロダンの作品が考

えられるのである�。

　それは，名高い《バルザック》像の習作の1点

である。作品を依頼したフランス文芸家協会から

受け取りを拒否された，いわゆる「バルザック事

件」で知られる《バルザック》像（1898）は，

ムードンのアトリエにあったために，かえってそ

こを訪ねた日本人美術家の目に触れていた。また

「バルザック事件」の経緯とあわせて作品そのもの

も興味をひき，1908 （明治41）年頃から雑誌の

図版で知られるようになった�。こうして早くから

周知の作品となったバルザック像の習作の中には，

裸体の上半身を表したものがあり，そのポーズは

胸の前で組まれたヴォリューム感に富む腕によっ

て特徴づけられるのである（図12）。この作品は

1925（大正14）年に「第４回佛蘭西現代美術展」

で将来されているが，荻原の作品を見ると，彼が

フランス滞在時にすでに目にしていた可能性は十
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図９　北村四海 《嫌われた女》
1914（大正３）

『ロダンと日本』210頁より

図10　ロダン 《イヴ》 1881大理石像

76.8cm　岐阜県美術館
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分考えられるであろう。

　こうしてみると，《閃光》の裸体表現のもっとも

特徴的な部分，すなわち上半身のポーズには，当

時将来もしくは紹介されていたロダンの作品，お

よび北村や荻原のロダニスムの作品の示唆を見る

ことができるのではないだろうか（図13）。

　もしこうした位置づけが正しいとすれば，川崎

の目を開いたのはやはり師の朝倉文夫ではなかっ

ただろうか。先に言及したように朝倉は，1908年

の文展で荻原と同時にデビューしたのであり，そ

の時の荻原の出品作が，《文覚》である。すなわち

《文覚》はライバルのデビュー作であり，朝倉に

とっても特別な印象を残したであろう。一方，そ

の時の朝倉の出品作《闇》は，荻原がパリのアカ

デミー・ジュリアンで制作した習作に想を得てい

る可能性がある点でわれわれの興味をひくし�，そ

の自作を後に作家本人が破棄していることも意味

ありげである。さらに朝倉の作品のタイトル《闇》

は，繁夫の作品と同様に象徴的であるとともに，

「閃光」と対比が可能な語でもある。実際，繁夫が

1916（大正５）年の文展に出品した胸像は，《あ

き盲》という「闇」を連想させるタイトルを持つ

男性像であり，その表現は，写真で見る限りはっ

きりとロダン流の荒れた表面を示しているのであ

る（図14）。

　《閃光》が帝展に出品された1920年頃，ロダン

がふたたび強い関心を呼ぶ状況もあった。ロダン

はすでに1917（大正６）年に没していたが，《閃

光》制作の前年，1919（大正８）年に，銀行家の

中沢彦吉が《考える人》（中型像）を初めて将来し

て話題となり�，翌1920（大正９）年には再興第

７回院展に際して開かれた「佛國近代繪画及彫塑」

特別陳列で公開されているからである。おそらく

繁夫は，この時に初めて《考える人》を見た中村

彝のように「極度に興奮」したり「狂喜」して

「一睡も出来なかった」ということはなかったかも

しれない�。どちらかといえば朝倉のように，ロダ

ンを持ち出して他の彫刻家を批判する心酔者を

苦々しく思い，「（…）すでに発足点が確実になっ

ている，自分といふ，先導も，道連れもない，ど

ん底の土台に足を踏みしめた以上，どんな風でも，

どんな嵐でも，これを転覆させることは出来ない

のである。これが，かへってロダンのそれにも，

希臘のそれにも相通ふものではなかろうか」�と

いった，距離を取った立場に共感を持ったかもし

れない。朝倉から「是れ迄の作品の中で最も出色

のもの」であり，「内面的にも外面的にも斯くまで

真面目に見てあるところは賞讃に値する」�と激

賞された《閃光》は，４年前の《あき盲》ほど分

かりやすいロダンの影響はもはや示しておらず，
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図11　荻原守衛 《文覚》 1908

ブロンズ　像高91.0cm

東京国立近代美術館

図12　ロダン 《バルザックの顔》

（第14回佛蘭西現代美術展絵葉書）1925
（大正14）年頒布『ロダンと日本』222頁より

図13　川崎繁夫《閃光》

（部分）



むしろそれは繁夫なりに消化されているからであ

る。そうした意味で，《閃光》は大正彫刻における

ロダニスム受容の一面を示していると思われる。

本稿では主として，様式的・形態的比較に基づい

てこれを分析した。当時の言説をも視野に入れた

より広範囲の検討は，他日を期して試みてみたい。

 

註

�　本論の原型は，2004年５月17日，《閃光》の展示

開始の折りに行なった記念講演である。

�　ふすま同窓会八十年記念祭実行委員会出版部編

『ひかり北地に　ふすま同窓会八十年記念写真誌』

ふすま同窓会，2000年。

�　以下は， 2002年10月30日，同会館にて像の調査

を行った際の知見である。調査を快諾して下さった

ふすま同窓会，同行してくださった元木幸一（山形

大学人文学部教授，附属博物館長），岡部信幸（山

形美術館学芸課長）両氏にお礼申し上げる。

�　その後，藤原徹氏（東北芸術工科大学教授）によっ

てこれらの破損箇所が修復された上で，像は同窓会

より山形大学へ寄贈され，附属博物館に収蔵された

（2004年５月17日）。

�　『日展史　６　 帝展編１』社団法人日展，1982年，

265頁。この資料の存在，および川崎繁夫の経歴に

ついては，山形美術館長の加藤千秋氏，および岡部

信幸氏に教えられた。本作品の作者同定はこのお二

人の知見により可能であったことをここに明記し，

謝意を表したい。

�　以下の文献に略歴がある。山形県芸術文化会議編

『山形県芸術文化史』 1973年，「第二章　美術編」

355－６頁。

�　官展出品歴は以下の通り。第８回文展(1914)に

《みなそこ》；第10回文展（1916）に《あき盲》；第

11回文展（1917）に《どん底》；第12回文展（1918）

に《道程》；第１回帝展（1919）に《くもり》；第

２回帝展（1920）に《閃光》；第３回帝展（1921）

に《或る壮者》；第４回帝展（1922）に《此の人を

見よ》（特選）；第５回帝展（1924）に《相尅》（無

鑑査）。

�　岡部信幸氏のご教示による。なお，山形美術館で

は小品《牛》を遺族から寄託されていた時期がある

とのことである。

�　前掲『山形県芸術文化史』345頁。

�　森口多里「ロダンと明治大正時代」『知性』1931

（昭和16）年６，７，８月号。これは次の文献に再
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図14　川崎繁夫《あき盲》第十回文展出品

（1916－大正５）『日展史４　文展編四』

社団法人日展，昭和56年より
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録されており，そちらを参照した。同『美的文化』

東京堂出版，1931年，３－51頁。

�　同書，51頁。

�　次の展覧会カタログに，実作，批評，収集の各分

野におけるロダニスムの歴史的概観があり，参考に

した。『ロダンと日本』静岡県立美術館ほか，2001

年。

�　例えば，東珠樹『近代彫刻　生命の造形』美術公

論社，1985年を参照。

�　ロダンの作風に疑問を呈することもあった。堀正

三『朝倉文夫の青春』国文社，1976年，119頁。

また，『白樺』ロダン特集号（明治43年）に寄せた

一文「寫眞銅版でお目に掛った巨匠ロダン」（113－

４頁）参照。

�　この点については，次の指摘を参照。千田敬一

「日本の近代彫刻とロダン」『ロダンと日本』，209頁。

また同書244頁の作家解説も参照。

�　東前掲書，134－135頁参照。ところで，高村の名

高い詩集『道程』（1914－大正３年刊行）と，その4

年後に繁夫が文展に出品した《道程》なる作品との

関連を想定するのも興味深いのではないだろうか。

�　『ロダンと日本』214頁の作品解説を参照。

�　同書224，232頁の作品解説に指摘がある。

�　同書222頁の作品解説を参照。

�　千田前掲論文，209頁。

�　下山肇「大正期日本のロダン蒐集家群像：1912－

1927」同書，168頁。森口多里は，この像を中沢

邸で見たという。森口前掲書，20－21頁。

�　洲崎義郎宛書簡（大正９年９月２日）。中村彝『芸

術の無限感』中央公論美術出版，1964年，347－８

頁。

�　朝倉文夫「彫塑界に就て」『早稲田文学』 1914

（大正３）年。堀前掲書，194頁の引用による。

�　前掲『日展史　６』644頁。
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A New Acquisition of the University Museum: The Flash by 

KAWASAKI Shigeo
ABE Shigeki

（Associate Professor, European & American Cultural System Course）

　In 2004, The Museum of Yamagata University enriched the collection by a statue recently 

attributed to KAWASAKI Shigeo(1892-1924). Born in Sagae, near Yamagata, Kawasaki studied the 

sculpture under WATANABE Osao(1874-1952) and his brother ASAKURA Fumio(1883-1964) in 

Tokyo. Since 1914, Kawasaki had constantly sent his works to the public exhibitions sponsored by 

the government, until his early death suddenly interrupted his career in 1924.

　The statue (figure 6) was publicly exhibited in 1920 with the title 'The Flash'. Its symbolism and 

the counter-realism, shown clearly by the elements such as the sinuous outline and the mannerist 

posture, invite us to see the influence of the French master of the modern sculpture, Auguste Rodin.

　The art of Rodin had attracted many Japanese artists and critics in the beginning of the twentieth 

century. In 1912, the first public exhibition of the works by the master was held in Tokyo(figure 8). 

Some Japanese sculptors did not hesitate to assimilate his famous works; a statue by KITAMURA 

Shikai(figure 9), for example, is obviously inspired by the Eve of Rodin(figure 10). 

　Kawasaki, like his master Asakura, has certainly kept a sound distance from the art of Rodin. 

Nevertheless, The Flash shows a moderate rodanism, and its posture(figure 13) is effectively 

comparable with a bust by OGIWARA Morie, a Japanese pupil of the French master(figure 11), and 

with its model, a study of Balzac by Rodin(figure 12). The Flash is an interesting example of the 

artistic trend, which was relatively ephemeral, during the Taisho era.



 はじめに

　今日，多くの都市において中心市街地を活性化さ

せることの重要性や必要性が強く指摘されている。

しかし，これまでの研究においては，中心市街地の

活性化とは何かについて，すなわち中心市街地活性

化の定義について十分な考察が行われてこなかっ

た。従来の分析では，活性化していることを「活気

を帯びている」，「賑わいをみせている」など，感覚

的，主観的に捉えることが多かった。このような曖

昧な定義づけになる理由の一つとして，中心市街地

の機能や役割についての理論的な考察が不十分で

あったことが挙げられる。本論の第一の目的は，中

心市街地の機能や役割について，先行研究を検討し

ながら考察を行うことである。考察の結果，中心市

街地が他の商業集積との差別化を実現するために

必要な要素として，中心市街地が地域に固有の独自

性や特徴を有すること，そして，中心市街地には非

日常性が存在することを提示する。

　中心市街地における独自性や特徴は，地域や中

心市街地が保有する資源の形態の相違によって生

じると考えられる。したがって，中心市街地の活

性化は，インプットとしての資源をどのように活

用し，アウトプットとしてどのような成果を生み

出しているかという，投入と成果の両面から考え

なければならない。本論の第二の目的は，このよ

うな視点から中心市街地の活性化を定義し，さら

に，多様な資源の類型化を試みることである。

　本論は以下のように構成されている。１節では，

中心市街地の商業集積としての機能について，他

の商業集積の機能と比較しながら検討する。２節

では，中心市街地の多面的な機能について，先行

研究を概説し，問題点等を分析する。この分析結

果を踏まえて，３節において，中心市街地が他の

商業集積と差別化された機能としてどのようなも

のを有するかについて考察を行う。ここでは，中

心市街地が地域の個性を反映すること，そして，

非日常性を有することを提示する。非日常性は，

街を楽しむ行為であると解釈することができる。

そこで，４節では，街を楽しむ行為について歴史

的な視点から考察した初田(2004)の研究成果を

概説し，検討を加える。５節では，中心市街地の

活性化について，保有資源の活用という視点から

定義を与える。この定義にもとづき，６節におい

て，資源の類型化を試み，多面的な資源の活用と

活性化の関係について考察を行う。最後に，７節

において，まとめを行う。

１．商業集積としての中心市街地

　中心市街地は商業施設の他に，文化，娯楽，観

光，行政，医療，福祉など多様な機能を果たす施

設を内包しており，中心市街地活性化の問題は必

ずしも中心商店街の活性化の問題と同列に捉える

べきではなく，中心市街地の多面的な機能を考慮

しながら多様な経済主体の視点から取り組むこと

が要請される。しかし，中心市街地における小売

店の構成比率は極めて高く，また，中心市街地活

性化の問題は，郊外型商業集積の発展とともに議

論されるようになった。商業集積にはこの他にも，

中心市街地の機能と活性化 ―― 是川

― 95 ―

 中心市街地の機能と活性化＊

― 保有資源の類型化と活用の視点から ―

 是 川 晴 彦

（社会システム専攻公共政策領域担当）



山形大学大学院社会文化システム研究科紀要　創刊号　2005.３

駅を中心とする商業集積や，住宅街に隣接した小

規模の商業集積が存在し，中心市街地は，様々な

商業集積と競合関係にあるといえよう。中心市街

地の機能や役割を分析するためには，その準備的

分析として，中心市街地の商業集積としての機能

や役割について，その他の形態の商業集積と比較

しながら考察を行うことが必要である。このよう

な視点からの研究に，伊藤，松島(1989)がある。

以下では，伊藤，松島の分析を整理したうえで，

考察を加える。

　伊藤，松島の研究では，人口の都市集中とモー

タリゼーションの進展の視点から商業集積の変化

を説明している。歴史的に捉えると，商業集積は，

旧街道や住宅街を中心とする商業集積，鉄道の駅

を中心とする商業集積，そして郊外の大型店舗を

中心とする商業集積の順に発展してきたのである。

交通体系が未整備な段階では，人間の生活圏は狭

く，住宅街に隣接して最寄り品を扱う商業集積が，

また，街道沿いには買い回り品を扱う商業集積が

形成された。地方都市において，現在の中心市街

地と称される地域は，旧街道沿いに形成された商

業集積がそのまま発展していったケースが少なく

ない。鉄道の駅を中心とする商業集積は，いうま

でもなく鉄道網の発達とともに形成されたのであ

るが，蒸気機関車の煤煙などの理由によって，鉄

道の駅は旧来の都市中心部とは離れた場所に設置

されることが多かった。駅は通勤通学者，ビジネ

ス客，そして観光客など人間の移動の結節点にな

るのであるから，この地域に旧市街地の商業集積

とは別にあらたな商業集積が発達したのである。

郊外における商業集積は，郊外の宅地開発やモー

タリゼーションの進展，郊外の道路整備によって

急速に形成された。郊外の商業集積は，より広域

の顧客を相手にする規模の大きな店舗を核として

いることに特徴があるが，このような商業集積が

形成されたことの要因として，旧市街地には，狭

隘な道路などの都市構造上の問題や個々の店の敷

地面積が狭く駐車場を設置できないことの問題な

ど，自動車によるアクセスが困難であるいう問題

の存在することが挙げられる。

　伊藤，松島は，上記の商業集積のそれぞれが異

なった機能をもちながら併存していることを日本

の特徴として指摘している。郊外の商業集積にお

ける各店舗は，自家用車の普及や道路網の発達に

よって商圏が拡大したことに対して規模の利益を

活用し，価格や品揃えにおいて従来の商業集積と

の差別化を実現しているのである。具体的には，

店の規模を拡大して総合的なワンストップ・

ショッピング型店舗とするか，または，ある特定

の範疇の商品にしぼって販売する専門店型店舗と

するかの２通りの方法が存在するが，いずれも規

模の経済性を利用している。

　上記の考え方を用いて，現実の商業集積の実態

を説明することができる。実際，典型的な郊外型

の商業集積は，スーパーマーケットなどの総合型

の大型店を核にして，その周囲に家電品などの量

販店や，薬品，日曜大工用品，カジュアル衣料な

どを取り扱う専門店がロードサイド型店舗として

設置されている。これらの店舗は多くの品揃えを

可能としている点に特徴があり，ほとんどは

チェーン店化されており規模の経済を活用してい

る。また，核となる総合型店舗のなかに専門店が

テナントとして入っている場合も多く見受けられ

る。一方，駅周辺の商業集積の実態は，地域によっ

て異なっている。地方都市では自動車による通勤

の比率が高いために，鉄道駅は通学者や観光客の

利用比率が高い。したがって，駅ビルを中心とし

た商業集積においては，高校生などの若い世代の

顧客を対象とした商品を扱う店舗，観光客向けに

地域特産品や土産物を扱う店舗，そして，列車の

時間を待つなどの一時的な時間を過ごすための喫

茶店やファーストフードの店舗が主要な構成要素

となる。社会人を主な購買層とする買い回り品や

ブランド品を扱う店舗やデパートは駅から離れた

旧市街地の商業集積に存在することが多い。近年，

地方都市において駅前のデパートや総合型スー

パーが撤退する事例がしばしば存在するが，この

ことは，通勤手段が自家用車中心に変化した都市
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において，駅のもつ通勤上の結節点としての機能

が低下している点を反映しているといえよう。一

方，大都市圏では鉄道が主たる通勤手段であり，

また企業や官公庁も駅周辺に位置する。よって，

買い回り品やブランド品を扱う店舗やデパートは，

駅周辺の商業集積に存在する傾向がある。また，

大都市圏郊外の住宅街に隣接した駅前の商業集積

は，通勤の経路になっていることから最寄り品を

扱う店舗も多い。

　今日，商業集積としての中心市街地にはどのよ

うな機能が求められるのであろうか。郊外型商業

集積が規模の経済を生かして低価格大量販売とい

う戦略をとっているのであるから，中心市街地の

主たる構成要素である規模の小さな小売店の場合

には，品揃えや販売方法などにおいて郊外型商業

集積と差別化をはかる必要に迫られている。郊外

型商業集積の場合，大量に仕入れて販売する方法

を基本としているために，総合型大型店では取り

扱う商品の種類は売れ筋商品を中心に限定されて

おり，また，専門店では品揃えは多いものの特定

の範疇にしぼられた商品構成になっている。大量

生産に適さないブランド品や高級品は，一部のブ

ランドを除き，郊外型商業集積では扱われてない

ので，このような商品を中心市街地で販売するこ

とが差別化をはかるうえで求められる。流通や流

通業者の果たす経済学的な機能には，①生産者と

消費者の間に存在する時間的な隔たりや空間的な

隔たりを縮小させる，②生産者と消費者の間に存

在する情報的な隔たりを縮小させる，③付加的な

サービスを提供する，などが考えられる�。中心市

街地の小売店が郊外型商業集積との差別化を実現

するためには，特に，上記の②と③の経済学的な

機能を果たすような営業上の取り組みが要請され

る。付加的なサービスには，商品の説明，顧客に

あった商品の提示，アフターサービスなどが存在

するが，これらは，買い周り品やブランド品を購

入する場合に重要なサービスであるから，中心市

街地の小売店が買い回り品やブランド品を扱う場

合に補完的に求められるものである。

　日本の県庁所在地クラスの都市の場合，郊外型

商業集積の発展による売上額減少などの問題が顕

著になっているものの，一部の都市を除き，中心

市街地が商業集積として他の商業集積と差別化さ

れた機能を果たしている。その要因として，第一

に，民間企業の本支店，行政機関，医療機関など

の職場が中心市街地およびその近傍に集積してい

ることが挙げられる。これらは施設に勤務する人

たちだけでなく業務や施設利用のための多くの人

を集める集客性の高い施設でもある。また，施設

の利用者が補完的な消費行動をとることもあるで

あろう。たとえば，中心市街地の近傍に病院が存

在すれば，入院患者を見舞いに来る人たちが花や

果物を購入するであろう。盛岡市で行った聞き取

り調査においても，中心市街地の活性化において

行政機関や病院が中心市街地に隣接していること

の重要性が強調された�。さらに，職場が集積して

いることは中心市街地の居住者を増加させること

になる。このことは中心市街地に最寄り性をも高

めることになろう。中心市街地が差別化された機

能を果たしている第二の要因として，買い回り品

やブランド品を生産するメーカーが，郊外型商業

集積ではなく中心市街地の小売店やデパートにお

いて自社製品を販売する戦略を選択している点が

挙げられる。近年は買い手の嗜好が多様化し，ブ

ランド志向も高まっている。洋服や装身具などの

メーカーの既製品を販売する純粋な小売店の場合，

メーカーが小売店に対して商品の取り扱いを認め

るかどうかが小売店自体の存在意義を決定づける

ことになる。買い回り品やブランド品を生産する

メーカーが前述のような戦略を選択していること

は，３節で詳述するように中心市街地に非日常性

という要素をもたらすことになり，この要素は郊

外型商業集積と差別化を実現する上で極めて重要

な意味をもつのである。

　最後に，商業集積としての中心市街地における

構成上の特色について説明しておこう。商業集積

としての中心市街地は，個々の小売店の集合体と

して構成されている。したがって，営業上の意志

中心市街地の機能と活性化 ―― 是川
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決定は各店舗が私的所有にもとづいて独立して行

うことに特徴がある。このことは，中心市街地に

おける店舗間に水平的な外部効果を発生させると

考えられる�。たとえば，消費者の嗜好の変化にあ

わせて商品の仕入を工夫すること，店舗を美しく

清潔にすること，親身になって接客することなど

の営業努力は，中心市街地の雰囲気やイメージを

向上させることになり来街者を増加させることに

つながる。その結果，中心市街地の他の小売店の

利潤の増加をもたらすことになろう。反対に，老

朽化した店舗を十分に改修しないまま販売を続け

ること，消費者の嗜好を研究せずに商品の仕入れ

を決めること，商品に対する知識を十分にもたず

に販売することなどは中心市街地の雰囲気やイ

メージを悪化させるのであるから，他の店舗に対

して外部不経済を発生させていることになる。こ

のような営業努力や営業「不」努力を取引する市

場が存在せず，また，個々の店舗が独立した意志

決定が可能になっていることは，外部効果を内部

化することが困難であることを意味する。個店の

行動にともなう外部性や，営業努力をするインセ

ンティブなどについて経済理論にもとづく研究を

行い，商業集積としての中心市街地に発生する外

部性を内部化できるメカニズムを構築することが

今後の課題であろう。

２．中心市街地の多面的な機能

　商業集積としての中心市街地には，他の形態の

商業集積と差別化された機能を果たす可能性が存

在するが，すでに述べたように，中心市街地には

文化，娯楽施設の他，行政機関や病院など，多様

な目的を実現する諸施設が存在している場合が多

い。この節では，中心市街地の有する多面的な機

能とはどのようなものであるかについて，先行研

究を概説したうえで検討する。

 

２.１．法律による中心市街地の機能と定 

義……中心市街地活性化法

　法律において中心市街地の機能や役割はどのよ

うに定義されているであろうか。中心市街地活性

化法において，中心市街地とは，都市の中心の市

街地であり，かつ，①小売商業者や都市機能が集

積していること，②機能的な都市活動や経済活力

の維持を実現できること，③当該市街地の活性化

が，その市街地が存在する市町村や周辺地域の有

効かつ適切であること，の要件を満たすものと解

釈できる(第一章第二条)。中心市街地活性化法に

おいて，中心市街地のもつ機能や役割は抽象的な

表現になっている。しかし，都市機能や都市活動

という用語が用いられていることからも明らかな

ように，中心市街地活性化法は，中心市街地に対

して，商業集積としての機能だけではなく，文化，

経済，行政などに関係した多様な活動を実現する

ための機能が要求されることを主張するものであ

ると考えられる。

２.２．蓑原らによる分析

　蓑原，河合，今枝(2000)では，居住の密度や交

流の密度に注目して，「町」と「街」を区別してい

る。町は，人間の居住の密度が高い空間であり，

農村と対比される概念である。町における生活行

動は，住む，働く，遊ぶによって代表されるが，

町の中でこれらの行動が高い密度で実現される一

部の空間が街であるとされる。また，街はあらゆ

る世代の人々を広域から呼び込み，高い密度で交

流が実現される「開かれた重層的空間」であるこ

とも特徴として挙げている。街は文化を蓄積，継

承する場所としての役割を今後も持ち続けると考

えられ，その意味で，蓑原らは「街は要る」と結

論づけるのである。さらに，成熟した経済社会の

中では自己発見・自己実現・自己表現が生活の主

要な目的となり，街はそれらを実現する場として

重要な役割を果たすと考えるのである。
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　近年，郊外型のショッピングセンターには娯楽

施設や文化施設を併設したものも存在するが，そ

れらは「街の紛い物(フェーク)」であると，蓑原

らは主張する。その第一の理由は，単に一企業や

一開発業者にゆだねられたこれらの街は，長期的

に存在し続けることが困難である可能性が高いと

いうものである。蓑原らによれば，外部から参入

する資本は，地域の文化や歴史，そして地域の人々

の手による創造とは無関係であるので，経営が悪

化すれば即座に撤退してしまうと考えるのである。

このような継続的に存在できない街は，「歴史的に

住み続け，守り続けられた街の代替物」にはなり

得ないと蓑原らは考えるのである。第二の理由は，

これらの郊外型施設が自家用車の利用を前提とし

ているため，自家用車を運転できない人たちに対

して一種の文化的差別を生じさせてしまうという

ものである。街の重要な機能が高い密度の交流で

あると考えるのであるから，一部の人たちしか交

流に参加することができない郊外型商業集積は街

にはなり得ないと主張するのである。

　１節でも述べたように，郊外の商業集積は規模

の経済を利用しているので，新規参入が継続すれ

ば，居住人口の増加や商圏の拡大がない限り，郊

外型商業集積どうしの競争を通じて規模の経済が

活用できなくなって経営が悪化する業者が出現す

ることは考えられる。格となる店舗が撤退すれば，

街としての郊外型商業集積が継続的に存在できな

くなる可能性は存在する。しかし，最近では中心

市街地においても，集客力のある百貨店や大型

スーパーの撤退による地域経済への影響が問題と

なっている。このことは，中心市街地もまた，集

客力のある外部資本の店舗(もちろん地元系の百

貨店の場合も存在する)による外部効果に依存す

る傾向が高くなっていることを表している。中心

市街地の百貨店やスーパーの場合，商店街組合や

地元経済界などからの支援が得られる可能性はあ

るが，長期的に経営状況が改善されなければ，撤

退という選択肢がとられるであろう。外部の資本

の撤退によって街が存続できなくなる可能性は，

中心市街地においても皆無なことではないと考え

られる。

２.３．福島による分析

　福島(2003)では，人口減少のもとで地方を再生

するためにはコンパクト・シティを実現すること

が必要であるという立場から中心市街地の機能や

役割について分析を行っている。コンパクト・シ

ティを実現するためには，「中心市街地」，「郊外」，

「田園」のそれぞれが，地域に固有の資源を活用し

ながら，あるべきモデルを実現する必要があるこ

とを主張している。それでは，中心市街地にはど

のような機能や役割が期待されるのであろうか。

とりわけ地方都市の中心市街地の機能や役割とし

て，福島は，①都市圏の中核の役割を果たすこと，

②都市のアイデンティティや地域の誇りを生み出

せること，③歩行者中心の複合的生活空間である

こと，④成熟社会に対応した自己発見や自己実現

の場であること，などを挙げている。①における

都市圏の中核的な役割とは，商業のみでなく，民

間の業務，行政，そして生活サービス機能などを

複合的に有するというものである。この意味にお

いて，中心市街地活性化の問題は，中心商店街活

性化の問題として矮小的に捉えるべきではなく，

「多様な主体が総合的にアプローチすべき」問題と

して考えなければならないことを指摘している。

②における都市のアイデンティティや地域の誇り

とは，中心市街地が地域固有の独自性や特徴を有

するものであると解釈できよう。その独自性や特

徴は，都市の自然環境や歴史・文化環境の相違に

よって形成されるのである。このような環境を生

かしながら都市生活が実現される空間が中心市街

地に求められるのである。③における複合型生活

空間は，商業・業務・住宅の機能を内包するもの

であり，その空間は高齢者や身障者にも利便性の

高いものでなければならないので，歩行者中心で

あることが要請される。歩行者中心であることは，

豊かなストリート・ライフを実現させ，その結果

中心市街地の機能と活性化 ―― 是川
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として，中心市街地の居住人口の増加を可能にす

ると考えられるのである。④における自己発見や

自己実現の場という考え方は，蓑原らの考え方と

同一である。

２.４．黒川による分析

　黒川(2004)では，商店街，とりわけ中心市街地

における商店街の存在意義が検討されている。黒

川によれば，商店街は地域社会に対して社会的責

任をもつものであると考えられる。その社会的責

任とは，商店街が，①地域の拠点，②地域の環境

拠点，③地域の福祉拠点，④地域の交通結節点，

⑤地域の情報拠点の５つの拠点としての機能を有

するというものである。①の地域の拠点とは，商

店街空間が地域の顔として，「そのまちの佇まいや

まちの印象，まちのポリーシーを如実に表してい

る」ことを意味する。この点は，福島の分析にお

いて中心市街地が都市のアイデンティティや地域

の誇りを生み出すと指摘している点に一致してい

る。②の環境拠点は，環境に配慮した商業的営み

が地域住民のライフスタイルに影響を与えるとい

う考え方にもとづいている。商店街が環境情報の

発信拠点として地域社会の人々に政策的な働きか

けをすることを社会的責任として要求するもので

ある。また，自動車を排除し歩くことを中心とす

る商業空間は，環境に配慮するという点において

郊外型商業集積との政策上の差別化を実現できる

としている。③の福祉拠点とは，高齢者にとって

重要な情報空間として商業空間が機能するという

ものである。高齢者と高齢者以外の世代の人たち

が共存できる空間を実現することが重要であり，

高齢者と高齢者以外の人たちの利用時間帯を適切

に配分するなど幅広い空間利用の工夫が求められ

ると黒川は主張している。④の地域の交通結節点

では，駅の近傍に規模の大きな商店街がある都市

を想定して分析を行っている。このような都市の

場合，駅とその近傍の商業集積にはさまれた空間

を魅力的にすることが商店街の活性化に必要であ

ることを指摘している。ただし，１節でも述べた

ように，地方都市では駅と中心市街地が離れてい

ることも多く，この場合は駅近傍の商業集積と中

心市街地が異なる機能をもつ商業集積として共存

することになろう。このような都市では中心市街

地が旧街道に位置し，行政や金融，医療の機関な

どもこの地区に存在するため，バス路線のほとん

どが中心市街地を経由するように設定されている。

その意味で中心市街地は交通の結節点としての機

能は有しているであろう。しかし，駅が通勤者を

含めて地域住民の日常生活上の交通結節点として

十分な機能を果たしていないため，郊外の住宅地

と中心市街地とを駅を経由せずに直接的に結ぶバ

ス路線も多く存在する。したがって，駅の利用者

を中心市街地に呼び込む公共的な交通手段をどの

ように充実させるかが重要になる。近年は，各都

市で，駅と中心市街地とを回遊的に循環する100

円バスが設定されているが，前述の問題への一つ

の対応であろう。⑤の情報拠点では，地域に固有

でかつ地域にとって有用な情報が，商店街から提

供されることの重要性を指摘している。このよう

な情報が継続的に提供されることが，結果として

街の再来者を増加させるのである。具体的には，

農産物のような地域の生産物を提供する場である

ことに加えて，地域住民の文化的活動の提供の場，

文化的交流の場という形で情報提供の空間として

の機能を有すると考えられるのである。人々の交

流の密度を高めるという点では，蓑原らの考え方

と共通点がある。とりわけ中心市街地の商店街に

は，住民のライフスタイルを誘導する役割がある

と黒川は指摘しており，「地産地商」を実現する中

心が中心市街地の商店街であるとしている。「地産

地商」は中心市街地が郊外型商業集積と差別化を

はかることができる重要な要素であると考えるの

である。

３．中心市街地の差別化された機能

　今日，郊外型商業集積の存在意義を否定して，

― 100 ―



中心市街地活性化の問題を検討することはできな

い。中心市街地において重視すべき機能や役割は，

現在および将来において郊外型商業集積でも代替

可能なのかどうかという視点で考察する必要があ

る。２節では，中心市街地の機能や役割について

先行研究にもとづいて検討したが，そこで提示さ

れた中心市街地の諸機能のなかには，郊外型商業

集積でも実現可能と考えられる機能も存在する。

また，郊外型商業集積が規模の経済性や大企業と

しての資本力を生かすことによって，むしろ利用

者にとって望ましいサービスを提供できる場合も

存在する。今後も中心市街地が存在すべきである

かどうか，あるいは，中心市街地に人的，物的資

源を投入して「活性化」政策を実施すべきである

かどうかについて検討するためには，まず，中心

市街地が郊外型商業集積では代替が困難な「差別

化された」機能や役割としてどのようなものを

もっているのか，あるいはもつべきなのかについ

て考察することが要請される。このような機能や

特徴として，とくに以下の２つが重要であると考

えられる。それは，第一に中心市街地は地域の独

自性を表していることであり，第二に，中心市街

地には非日常性が存在するということである。以

下では，この２つの機能や特徴について詳述する

ことにする。

　中心市街地が地域に固有の独自性を表すという

第一の特徴は，２節で提示した先行研究において

も指摘されているものである。コンパクト・シティ

の重要性を主張する海道(2001)においても，中心

市街地よりやや広域な概念として都市のセンター

ゾーンに注目し，都市のセンターゾーンは，都市

の独自性が表れ，都市の個性が集約的に表れる空

間として位置づけている。郊外型やロードサイド

の商業集積は規模の利益を得るためにチェーン店

化されていることが多く，店舗構成や品揃えなど

が画一的であり，地域差はほとんど存在ない。ま

た，郊外に建設された道路などの社会資本もほと

んどが農地を開発している点において共通であり，

外見上きわだった地域差は存在しない。では，中

心市街地における地域の独自性や特徴は何によっ

て生じるのであろうか。それは，地域，および地

域の中心市街地が保有する資源の相違によって生

じると考えられる。資源としては，道路などの都

市構造，歴史的建造物，整備された歩道や街路灯

などの物的資源，歴史上の人物や伝説，小説の舞

台，祭りなどの非物的資源，そして地形や気候な

どの自然環境などを挙げることができる。２節で

提示した先行研究のうち，たとえば，福島の分析

における「アイデンティティや地域の誇り」や

「固有の自然環境や歴史・文化環境をその基層にも

つ」，黒川の分析における「地域の顔となる拠点」と

いう諸表現も，地域の中心市街地に存在する固有

の資源の特性にもとづくものとして捉えることが

できよう。また，蓑原らの分析において，「中心部

には街を生み出す文化的基盤が存在する」と述べ

られているが，この主張も，中心市街地が固有の

資源を保有していることを意味するといえる。歴

史的建造物や都市構造は移設することが不可能で

ある。また，祭りなどの非物的資源も地域に固定

された移設不可能な歴史的な資源に結びついてい

るものが多い。このように中心市街地を特徴づけ

る資源は，中心市街地と一体化しており，加えて，

福島の分析で指摘されているように，再生するこ

とが困難であり希少性をもつものである。このよ

うな特徴を有する中心市街地の諸資源は，郊外型

の商業集積では代替することはできないのである。

　中心市街地の資源が街を特徴づけるものと考え

れば，その特徴を生かすように資源を活用するこ

とが活性化政策において重要である。この場合，

ある街の資源が何らかの特徴や独自性を有してい

ることは，異なる２つの目的の実現に対してト

レードオフの関係を成立させる可能性が存在する

ことに注意しなければならない。地域の資源は，

ある目的において地域住民や街の利用者に対して

正の便益を与えるように活用した場合，別の目的

の実現においては負の便益を与えることもあり得

るのである。たとえば，城下町によく見られるよ

うな狭隘で複雑に入り組んだ道路構造は，歴史的

中心市街地の機能と活性化 ―― 是川
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資源として街の個性や独自性を表現するものであ

る。一方で，自動車による中心市街地へのアクセ

スという視点で捉えれば，負の資源とみなすこと

ができよう。しかし，このような道路構造と現存

する歴史的建造物とを組み合わせて歴史的な雰囲

気をもつ街並みを構築することができれば，郊外

型商業集積では代替できない街の個性を生み出す

ことが可能になろう。

　次に，中心市街地が有する第二の特徴としての

非日常性の存在について考察しよう。市民たちと

の懇談会において，中心市街地あるいは街とは何

かという質問をすると，非日常性が存在する場と

いう回答が多く寄せられる。１節で述べたように，

中心市街地には買い回り品やブランド品を扱う小

売店が多く存在する点において郊外型の商業集積

とは差別化されており，このことは非日常性の一

要素である。さらに，非日常性の重要な要素とし

て，街を楽しむことや回遊性が存在することが挙

げられる。買い回り品やブランド品の購入などの

ショッピングとレストランや喫茶店での飲食，そ

して観劇や音楽鑑賞，美術鑑賞などの芸術文化行

動を組み合わせた楽しみ方は回遊的な消費行動を

ベースにしたものであるが，華やかな店先の雰囲

気を味わうこと，ウィンドウショッピング，そし

て商店街主催の祭りやイベントを楽しむことなど，

必ずしも財の購入に直結しない行動も，街を楽し

むことに含まれる。街を楽しむことは，街の利用

者すなわち来街者が効用の増加や利便性の向上な

どの便益を得ることを意味しており，この意味に

おいて，中心市街地は「財」としての性質を有す

るのである。２節で示した先行研究が共通して中

心市街地における歩行者空間の存在を重視してい

るが，歩行者空間は，回遊性が存在するという点

において街を楽しむ行為の実現に求められる重要

な要素であると考えられる。郊外型商業集積の場

合，自動車利用を前提とした構造になっているた

め，店舗間や施設間の回遊性は低いであろう。も

ちろん，総合型大型店の店舗内においては，テナ

ント間の回遊性が存在しないわけではない。しか

し，すでに述べたように，郊外型商業集積の場合，

日常品を中心に画一化された品揃えになっており，

買い手は，その時点において必要なものを必要な

だけできるだけ安く購入するという「目的実現型」

で店舗を訪れることが多い。必ずしも購入する財

を決めずに，様々な商品を見ながら偶然的に購入

を決め，同時に，飲食や文化活動を楽しむといっ

た街を楽しむ行為の実現，すなわち非日常性の存

在という要素は郊外型商業集積には多くを期待で

きない。このように，非日常性という要素を中心

市街地が持続的に維持できれば，日常品や限られ

たブランド品を中心に価格と品揃えで優位に立つ

郊外型商業集積との差別化を実現することができ，

地域住民も，財の購入目的などに応じて，中心市

街地と郊外型商業集積を使い分けることが可能に

なるであろう。

　街は「財」としての性質を有すると述べたが，

先に例示したように，華やかな店先の雰囲気を味

わうこと，ウィンドウショッピング，祭りやイベ

ントを楽しむことなどは小売店において商品の購

入をしない経済主体も実現可能であるから，来街

者は対価を支払うことなく街を楽しむことができ

ると考えられる。したがって，中心市街地は非排

除性と非競合性を有しており，公共財としての性

質をもつといえる。ただし，通常の公共財とは以

下の二点において異なる性質をもつことに注意を

要する。第一点は，１節においても提示したが，

意志決定上の特徴である。一般に，社会資本のよ

うな純粋公共財は，その運営や管理が自治体など

の一所有者による一括した意志決定にゆだねられ

ている。しかし，中心市街地は個々の店舗や施設

の集合体として構成されているために，商品仕入，

価格決定，店舗や施設の管理などは店舗や施設ご

とに個別の意志決定に依存している。この特徴が

中心市街地の店舗や施設間に外部性を発生させる

ことはすでに述べたとおりである。第二点は，公

共財としての性質を有することから生じる，費用

負担の問題である。財としての中心市街地を「供

給」するための費用の一部は，物販や施設の利用
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料などで回収できるが，街を利用する経済主体に

はフリーライダーとしての性質があるので，街の

供給に必要な費用が十分に回収できない可能性が

存在する。純粋な公共財であれば，租税による費

用負担が一般的であるが，その根拠として，社会

資本の場合には，便益が直接，間接的に不特定多

数の経済主体に波及するため，費用の負担者と便

益の享受者が大きく乖離していないことが挙げら

れる。一方，中心市街地の場合，街の利用者や店

舗，施設の所有者以外の経済主体に間接的な便益

が広範に生じるという性質は存在しない。この点

が，租税によって広範な経済主体に費用負担を求

めることの問題点である。したがって，中心市街

地における費用負担の問題は非常に複雑なものに

なる。街の利用者を含めて，便益に応じた費用の

負担メカニズムをどのように構築するべきかが考

慮すべき重要な検討課題である。

４．街を楽しむ行為 ― ― 勘工場と街衢鑑賞

の発生

　３節では，中心市街地の重要な特徴の一つとし

て，「街を楽しむこと」を提示したが，街を楽しむ

という行為について建築史を中心とした歴史的視

点からアプローチした研究に初田(2004)がある。

この節では，初田の分析を概説し，検討を加える。

　明治後期に，商品の販売方法が座売り方式から

陳列販売方式に変化したが，このことが街歩きを

楽しむという行為を生み出したのであると初田は

主張している。座売り方式では，商店は特定の得

意客を相手に販売を行い，店主は客の求めに応じ

て，店の奥から商品を取り出すことが基本であっ

た。したがって，購入目的をもたない客が店舗に

入ることは不可能であった。これに対して陳列販

売方式では，客が購入目的をもたずに店に入るこ

とが可能になり，客自身が商品を手にとって見定

めたうえで，購入するかどうかを決定できるよう

になったのである。このような販売方式を実現す

るためには下足で店に入れるようにすること，商

品をショウウィンドウに陳列しておくことなどが

要請された。陳列販売方式の定着は，都市生活の

中に「街をぶらつく楽しみ」を人々に発見させる

ことになり，必ずしも商品購入をしなくても商品

を見て楽しみながら回遊する行為，すなわち「街

衢鑑賞」という行為が定着することになったので

ある。

　なお，初田によれば，商品を見て楽しむという

行為自体は，明治10年代の勘工場において存在し

ていたという。勘工場は，同じ建物の中に異なる

経営主体の売店が多数存在し，食料品を除くほと

んどの生活用品を取り扱う店舗であった。勘工場

の特色は，座売り方式と異なる陳列販売方式がと

られていたこと，下足のまま店舗に入ることが可

能なこと，品名や価格を記した札を商品につけて

値引き交渉に煩うことがないことなど，近代の販

売方式を実現していたことである。また，店舗内

の回遊性を高めるために，入口と出口を異なる位

置に設置するといった工夫もこらされていた。勘

工場は，人々が気軽に訪れることを可能にしたの

である。

　初期の勘工場は施設内に庭園があり，そこに茶

店や休憩所が設置されていたという。商品の販売

だけではなく，遊園的，快楽園的要素をもたせて

客を多く呼び込もうとしたのであるが，これは，

ロンドンのバザーやニューヨークのフェアーを模

範としていた。しかし，勘工場が東京において全

盛となる明治20年代後半から明治末期にかけて

は，庭園をもたない，したがって，茶店や休憩所

を設置しない勘工場が主流となる。その理由とし

て，初田は，この時期において人々が購入を目的

としないで気軽に勘工場を訪れ，陳列された商品

を見て歩くことや，賑わいにまぎれることに対し

て楽しみを感じるようになったことを挙げている。

茶店や休憩所などの付随施設をもたないで商品販

売に専念する勘工場が遊覧の場として認識される

ようになったのである。商品を見て歩くことや賑

わいにまぎれることを楽しむ行為は，のちに，先

に述べた街衢鑑賞に引き継がれていくが，このこ

中心市街地の機能と活性化 ―― 是川
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とは現代における「街を楽しむ」行為の原点になっ

ているといえよう。

　初田は，近世から近代において都市のあり方が，

時間都市から空間都市へ変化していったことを指

摘している。江戸時代には，人々の生活の場と働

く場は一体となっており，同じ場所が，働く，寝

る，遊ぶなど時間の経過とともに異なる機能や役

割をもつのであった。近代になると，人々が土地

から離れて生活を営むことが可能となった。これ

によって，特定の場所や地域が常時，一定の機能

や役割を有する空間として存在するようになり，

異なる機能をはたす空間を人々が移動する形態が

定着し始めたのである。繁華街や中心市街地は，

常設的に人々が楽しむ場として位置づけられるよ

うになったのである。初田は一例として，縁日と

夜店の存在を挙げ，それらによって近代における

時間的都市から空間的都市への変化を読み取るこ

とができるとしている。縁日や夜店は都市におい

て非日常性，祭りなど「ハレ」の場としての性質

を有する。しかし，縁日は，特定の干支の日や特

定の数字のつく日などに開催され常設的なもので

はない。都市の一定の空間が縁日にはハレの場と

して，縁日のない日は日常的なケの場として機能

し，時間的な経過によって空間の果たす役割が変

化したのである。これに対して夜店は当初こそ縁

日と同時に設置される傾向があったが，大正から

昭和初期にかけて，縁日とは独立して常設的に設

置されるようになったという。ここに，都市にお

ける一定の空間が常設的にハレの場として位置づ

けられ，他の場所と機能や役割の上で差別化が実

現されたのである。　

　商品を見て歩くことや賑わいにまぎれることな

どの「街をぶらつく楽しみ」および「街衢鑑賞」

は，３節で示した対価を支払わずに街を楽しむ行

為に他ならない。また，勘工場も入場が無料であっ

たので，非排除性と非競合性をもった施設であっ

たといえる。初田の分析において，勘工場は非常

に多くの人で混雑していたこと，訪れた人は賑わ

いにまぎれて商品を見て回るなどによって勘工場

を十分楽しんでいたこと，そして実際に陳列され

た商品を買う人は少なかったことなどが資料にも

とづいて記されている。勘工場が衰退した理由に

ついて初田は詳細には触れていないが，勘工場が

多くの人にフリーライドされてしまい，勘工場と

いう「人々が楽しむ財」を供給するための費用が

回収できなくなったことも理由として挙げること

ができよう。陳列販売の進展や勘工場の登場は街

を楽しむ行為という近代におけるあらたな行動様

式を人々に提供することになったが，今日，中心

市街地に存在するフリーライダーの問題をも同時

に発生させることになったのである。

５．地域資源の活用と活性化

　３節において，中心市街地の重要な機能や特徴

の一つとして，中心市街地が地域に固有の独自性

や特徴を表すものであることを提示した。そのよ

うな独自性や特徴は，地域が保有する資源の形態

や水準の相違によって生じるのである。経済学に

おいて，資源は，それをインプットとして利用(投

入)することによって，効用や利潤の増加などの成

果をアウトプットとして生み出すものであると解

釈される。資源が効率的に配分されているかどう

かの判断基準はパレート効率性の概念を用いるの

が一般的であるが，資源の活用と成果という視点

から考えれば，資源が効率的に利用されていると

は，与えられた資源量のもとで最大の成果が生み

出されていること，あるいは，現実の成果水準が

最小の資源量で実現されていることを意味する。

このような経済学の考え方を中心市街地の活性化

の定義づけに応用することができる。地域が保有

する資源は外生的に与えられている場合も多いの

で，中心市街地の活性化は，街が保有する資源を

活用することによって，来街者や地域住民の効用

の増加，小売店や施設の保有者の利潤の増加など

の成果をどれだけ生み出しているかという視点で

捉えることが適切である。与えられた保有資源の

もとで成果の水準を増加させることを，活性化す
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る，あるいは活性化の程度が高まったと捉えるこ

とができる。街が保有する資源の形態や水準は地

域ごとに異なっているので，それらの形態や水準

に応じて多様な活用の方法が存在する。よって，

活性化は一面的に捉えることはできず，多面的に

活性化について考察することが必要である。また，

保有する資源の水準が大きければ，活用の結果得

られる成果の水準も大きくなるのであるから，活

性化を評価する場合には，資源と成果の水準を独

立に数値表現するだけでなく，投入(資源)の大き

さに対する成果の大きさという両者の関係を考慮

することにも注意しなければならない。なお，資

源を活用するという考え方を応用した分析例とし

て，とっとり政策総合研究センターが地域の活性

化を「その地域に存在する全ての資源(ポテンシャ

ル)が有機的に結びつき，個々が持てる力を最大限

発揮した状態」と定義したことが挙げられる。こ

の定義に基づいて，とっとり政策総合研究セン

ターは地域活性化指標の作成を試みている�。

　中心市街地の保有する資源は多面性を有するこ

とに加えて，以下に述べる２つの特色が存在する。

第一の特色は，資源は存在そのものが経済主体に

直接的な便益を与える一方で，その資源を活用す

ることによって間接的な便益を経済主体に与える

というものである。たとえば街が資源として歴史

的な建造物を保有していたとしよう。この建造物

は来街者に景観から得る効用の増加という便益を

直接的にもたらすであろう。一方で，この建造物

の特色やイメージにあわせて，周囲の小売店が品

揃えやサービスを工夫することや，街でイベント

やコンサートを実施することによって，小売店な

どの利潤は増加し，また来街者の便益も増加する。

これらの成果は資源の活用によって得られる間接

的な便益である。中心市街地の活性化は，資源の

活用による間接的な便益をより多く生み出すこと

であると解釈できる。

　資源の第二の特色は，多重性をもつということ

である。これは資源の活用があらたな資源を生み

出すことを意味する。歴史的建造物を活用するこ

とによって中心市街地が歴史的な雰囲気をもつ空

間になり，中心市街地やその近傍に住むことを魅

力的に感じる経済主体が増加し，結果として中心

市街地の居住人口が増加したとしよう。居住人口

の増加は，中心市街地における商業売り上げの増

加などの便益を外部効果として発生させる。すな

わち，居住人口は活性化の資源として機能してい

るのである。資源の多重性の性質を活用すること

によって，より大きな成果を得るような活性化政

策を講じることが求められるのである。

 

６．地域資源の類型化

　５節では，中心市街地の活性化を，地域が保有

する資源を活用してどのような成果を生み出して

いるかという，インプットとアウトプットの関係

で解釈すべきであることを提示した。しかし，す

でに述べたように，資源は多面性を有しており，

かつ，地域ごとに資源の保有形態や水準も異なっ

ている。したがって，商業売上高の増加，観光客

の増加など，単一的な視点から活性化を捉えるこ

とは適切ではない。資源が多面性を有することは，

資源の活用方法や活用によって得られる成果もま

た多面性を有することと解釈できる。そこで，保

有資源をどのように活用し，どのような成果を生

み出すことが可能であるかという視点から資源を

いくつかのカテゴリーに分類することを考える。

このようなカテゴリーに資源を分類することが可

能であれば，それぞれのカテゴリーに属する資源

の保有形態の相違によって，中心市街地の地域差

を類型化して表現することができる。同時に，資

源の保有形態に応じた活性化の方法や資源の活用

によって得られる成果についても類型化すること

ができよう。さらに，資源の保有形態が類似した

中心市街地どうしを比較する分析も可能になろう。

中心市街地に生じている問題について検討する場

合，その問題が当該地域に固有の要因によって生

じているのか，それとも中心市街地に共通する本

質的な要因によって生じているかを考慮すること
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が求められるが，このような考察を行う場合に，

保有資源のカテゴリーごとの分類は有益な分析手

法となる。本論では，２節と３節で行った中心市

街地の機能や役割に関する考察にもとづき，資源を

次の６つのカテゴリーに分類することにする�。

①　商業の活性化を生み出す資源　

②　観光に役立つ資源　

③　福祉の充実を実現する資源

④　コミュニティービジネスに関連する資源

⑤　住みやすさ，暮らしやすさを実現する資源

⑥　文化的生活を実現する資源

　以下では，上記の６つの資源が活性化に与える

意義や課題について考察する。

①　商業の活性化を生み出す資源

　１節でも述べたように，中心市街地における小

売店の構成比率は非常に高く，また，中心市街地

には買い回り品やブランド品を扱う小売店も多く

存在し，郊外型商業集積との差別化を可能にして

いる。商業集積としての中心市街地の機能は依然

として重要であり，非日常性の存在すなわち街を

楽しむ行為の実現のためにも，小売店の存在は不

可欠である。非日常性の実現において，イベント

や祭りなども重要な要素であるが，これらは財を

購入しない来街者にフリーライドされてしまう。

イベントや祭りなどの費用は中心市街地の小売店

や商店街組合が負担することになる。「財」として

の中心市街地を供給するために必要な費用を回収

するという意味において，商業の活性化は中心市

街地活性化に求められる主要な要素と考えられる。

このように，商業売上げの増加，購入客の増加な

どの商業的の活性化を生み出す資源は中心市街地

における重要な資源である。

②　観光に役立つ資源

　３節において，地域や地域の中心市街地が保有

する資源は，地域の独自性や特徴を生み出すもの

であると述べたが，地域の独自性や特徴を生み出

すものとして，蔵づくりや武家づくりの建物など

の歴史的建造物，個性的な都市構造や地形などが

挙げられる。５節で指摘したように，これらの資

源は存在そのものが観光客を広域的に呼び込む観

光資源としての性質をもつ一方で，歴史的建造物

の特性やイメージに合わせて街並みを整備したり

小売店の品揃えやサービスを工夫したりすること

によって来街者はより高い効用を享受し，また，

商業売上額も増加するであろう。これらは，観光

資源の活用の一例である。広域的に人を呼び込む

ことを可能にする意味では，蓑原らが主張する交

流の密度を高めるという中心市街地の重要な役割

を果たす資源として捉えることもできる。

　観光に役立つ資源のなかには，歴史的建造物，

個性的な都市構造や地形など歴史的に引き継がれ

た資源も多く存在し，これらは街に外生的に与え

られた資源として捉えることができる。同時にそ

れらは，３節で述べたように，移設不可能でかつ

再生不可能な性質を強くもつ資源でもある。した

がって，観光に役立つ資源の活用による活性化の

事例には，その地域であるがゆえに可能であった

ケースが多く，地域固有の要因に注意を向ける必

要がある。

　中心市街地が駅から離れた位置に存在する都市

の場合，観光などで他地域から駅を訪れた人々に

とって，中心市街地がどこにあるのか，また，ど

のようにアクセスしたらよいのかわかりにくい

ケースが存在する。バスを利用しようとしても，

中心市街地の地名がわからなければ，どの路線を

使えばよいのかすら判断できないであろう。中心

市街地が地域の独自性や特徴を表現できるように

資源を活用すれば中心市街地の空間自体が観光資

源になる。しかし，観光客などの他地域の人々を

容易に中心市街地にアクセスさせる交通手段が確

立されていなければ，資源活用の成果が十分に生

み出されないことになってしまう。２節で述べた

ように，駅と中心市街地を回遊する低料金の循環

バスの設置は，観光に役立つ資源の活用という性

質も有するであろう。とりわけ，山形市のように

「中心街100円循環バス」と明記している場合には，
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他地域からの来街者にわかりやすい情報提供を実

現しており，資源の有益な活用の一例であろう。

　③　福祉の充実を実現する資源

　２節で取り上げた先行研究はいずれも，中心市

街地が高齢者や身障者に配慮した空間でなければ

ならないことを主張している。バリアフリー対応

の歩道や店舗など高齢者や身障者の移動に配慮し

た設備，高齢者や身障者に対応した福祉施設，交

流センターなどが福祉の充実を実現する資源とし

て考えられる。

　④　コミュニティ・ビジネスに関する資源

　加藤(2004)は，コミュニティ・ビジネスと地域

との関わりについて分析を展開している。ここで

は，加藤の分析にもとづいてコミュニティ・ビジ

ネスの特色と意義について整理し，中心市街地活

性化の資源としてどのような意味をもつかについ

て検討することにする。

　加藤によれば，コミュニティ・ビジネスは「コ

ミュニティを軸にした活動で，実際にはコミュニ

ティにおける雇用の拡大を促したり，活動の利益

がコミュニティに還元される，といった意味での

「社会性」を明確に有しているビジネス」であり，

「地域の生活のなかで気づかなかった「硬直化」の

突破口を提案する組織」として評価できるとして

いる。一例として，需要者と供給者が互いの情報

を十分に知ることが困難な場合，あるいは需要者

と供給者では入手しうる情報量に差がある場合(

すなわち情報の非対称性が存在する場合)に，需要

者と供給者の間に入って適切な情報提供をするこ

とにより情報的な格差を縮小させ，需要者が望む

財やサービスの入手を実現させるビジネスが挙げ

られる。このような機能は１節で述べた流通の機

能にも相当するが，とりわけコミュニティ・ビジ

ネスの場合，人々の価値観の多様化に対してきめ

細やかに対応できること，地域社会や地域住民の

ニーズを取り入れることができること，地域の雇

用の確保が実現できることなどが重要な要素にな

るのである。地域社会で求められていることを，

地域住民が主体となって，できる限り多様なニー

ズに対応できるように実現し，その利益は地域に

還元する，というのがコミュニティ・ビジネスの

基本的な考え方であろう。２節で提示した先行研

究における，人々の交流を高めること，自己発見・

自己実現・自己表現を実現すること，そして，地

域の情報拠点として機能すること，などはコミュ

ニティ・ビジネスと密接な関連性を有するといえ

よう。その意味で，コミュニティ・ビジネスは中

心市街地の活性化の資源として今後，大きな存在

意義をもつものと考えられる。

　コミュニティ・ビジネスは近年，地域振興政策

としても注目されてきている。コミュニティ・ビ

ジネスの実態，成果などについては継続的な調査

を行い，コミュニティ・ビジネスに関する資源と

その活用の方法ついて体系化した分析を進めるこ

とが求められる。山形大学まちづくり研究所では，

コミュニティ・ビジネスに取り組む主体から聞き

取り調査を行い，中心市街地の活性化とコミュニ

ティ・ビジネスとの関係について分析を展開する

予定である。

　⑤　住みやすさ，暮らしやすさを実現する資源

　中心市街地の重要な機能として非日常性の存在

を提示したが，近年，中心市街地の居住人口を増

加させるための政策を実施する自治体が多く見受

けられる。この場合，中心市街地には非日常性に

加えて，日常的な居住環境としての機能も重視さ

れることになる。住みやすさや暮らしやすさを実

現する資源の活用が居住者の効用を増加させ，居

住人口が増加すれば，その外部経済として，商業

売上額の増加，交流密度の増加といった成果を生

み出すことも可能になる。このカテゴリーに属す

る資源は，来街者が非日常性を実現する場合に補

完的に必要とされる資源としても位置づけること

ができる。たとえば，中心市街地へアクセスしや

すいこと，一時的な育児施設が存在すること，異

なる店舗で購入した商品を一括して宅配するサー
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ビスが充実していることなどは，気軽に街を訪れ

る環境を構築し，街を楽しむことから得る効用を

増加させることになろう。その結果，来街者が増

加し，先に述べたような外部経済としての成果が

生み出されるのである。

　⑥　文化的生活を実現する資源

　文化的な生活を実現することは，非日常性を実

現するための重要な要素である。何を文化的な生

活と捉えるかは個人の嗜好に依存するが，たとえ

ば，演劇や芸術作品を鑑賞する行為や，自ら芸術

文化活動に参加する創造的な行為などが存在する

であろう。また，自らが制作した作品を中心市街

地で展示し，様々な人に鑑賞してもらうという鑑

賞と創造の２つの行為を結びつける活動も重要で

ある。これらの行為の実現を可能にする資源が文

化的生活を実現する資源である。同時に，このカ

テゴリーの資源は，蓑原らが主張している人々の

交流，自己発見・自己実現・自己表現を実現する

重要な資源として位置づけることができる。文化

的生活を実現する資源は，観光に役立つ資源と組

み合わせることによって，より高いレベルの成果

を生み出すこともできる。たとえば，歴史的建造

物が保存されている場合に，この建造物において

その歴史的背景やイメージにあったコンサートや

美術作品の展示を行うことができれば，文化的な

生活を求める人々と観光に訪れる人々の効用をよ

り高めることができよう。

７． 結　　び

　本論では，中心市街地の機能や役割について先

行研究を検討しながら考察を行い，中心市街地の

活性化について保有資源の活用の視点から定義づ

けを行った。中心市街地の機能や役割については，

それらが郊外型商業集積では代替することが困難

な差別化されたものであるかどうかという視点か

ら考察することが重要である。このような機能や

役割として，本論では，中心市街地が地域の独自

性や特徴を有するものであること，そして，中心

市街地には非日常性が存在することを提示した。

　活性化の定義づけについては，インプットとし

て地域が保有する資源を活用し，どのようなアウ

トプットとしての成果を得るかという視点から考

察を行い，地域や地域の中心市街地が保有する資

源を６つのカテゴリーに分類することを試みた。

資源をこのように分類することによって，中心市

街地の地域差の類型化が可能となる。また，資源

の保有形態が類似した地域どうしを資源の活用程

度の視点から比較する分析も可能になる。山形大

学まちづくり研究所では，本論で提示された６つ

のカテゴリーに属する資源としてどのようなもの

が存在するかについて，山形市の中心市街地を対

象に山形大学生の視点から調査を行った。また，

水戸，青森，秋田，宇都宮の各自治体に対して，

６つのカテゴリーに属する資源の保有形態，およ

び，それらの資源を活用する具体的な方法につい

て聞き取り調査を行った。これらの調査結果や検

討結果については稿を改めて提示することにす

る。 
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The Economic Properties and Functions of Center Urban Area

―  Classification of Regional Resources and the　　　　　　

　　　　Way to Make the Most of Regional Resources ―

KOREKAWA Haruhiko

（Associate Professor, Public Policies, Social System Course）

      In this article, we consider the economic properties and functions of center urban area. And we 

also consider the definitions of "activities" in center urban area. 

     We proposed two important properties of center urban area. Firstly, identities and characteristics 

of the regions are represented in center urban area. Secondly, we can lead the non-daily life in 

center urban area.

    “Activities” in center urban area are to make the most of regional resources. We classified 

regional resources into six categories. We consider the properties of these resources and the way to 

make the most of these resources, in their respective categories. 



１．INTRODUCTION

　This paper aims to develop a new model for 

explaining interregional telephone services by 

ordinary, public, PHS and cellular phones. We have 

presented some earlier papers on our research project 

in the Institute for Posts and Telecommunications 

Policy (IPTP) in the Government of Japan (Takita, 

Miyata and Takaya (1997) 1) (1999)2)). 

　In telephone services of Japan, the subscriber's 

number of mobile phones has been increasing 

because of more flexibility and less communication 

costs compared to fixed types of telephones such as 

household and public phones. Under these 

circumstances, when empirical research on phone 

demand is made, it is also necessary to consider 

cellular and PHS phones. However, a model for 

explaining interregional phone services including 

mobile phones has not yet been systematized. The 

introduction of the concept of travel demand to this 

new type of telecommunication model enables a new 

model which can consider the different natures 

between telecommunication and transportation.

　Both telecommunication for information 

transmission and transportation for personal trips and 

commodity shipping are essentially similar spatial 

flows (Okano and Nanbu (1987)3), Takita (1997a)4)). 

In the field of transportation research, an estimation 

of travel demand is very important to present urban 

public policy on traffic jams.
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Does Mobile Phone Substitute for Ordinary and Public Phones?
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The purpose of our research project is to develop a new integrated model for explaining interregional 

telecommunication demand not only by traditional phones such as ordinary and public phones but also 

by mobile phones such as personal handy and cellular phones. In the empirical  research, the first traffic 

data on ordinary, public and mobile telephone services is used. This paper attempts to explain the 

demand on interregional phone services based on the same framework of travel demand analysis, unlike 
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　A fundamental concept is to make future 

transportation planning to satisfy traffic allocation to 

each link between the nodes in transportation 

networks according to the future total traffic demand. 

This travel demand analysis model is complicated, 

and is generally used (JSCE (1981)5) Takeuchi, 

Honda and Aoshima (1986)6). On the other hand, in 

the field of telecommunication, from the viewpoint 

of price policy includes economic studies to estimate 

the demand and supply curves (Oniki, Kawamura 

and Noguchi (1993)7), Kuriyama, Hatta, Nakazora, 

Ohta, Ohmura and Noguchi (1993)8), Mitomo 

(1995)9), etc.). Geographical studies to clarify the 

spatial pattern of demand on interregional telephone 

services based on gravity model or statistical 

methods (Morikawa (1961)10) (1978)11), Tanabe 

(1982)12), Hasegawa, Nakamura el. (1983a)13) 

(1983b)14) (1985)15) (1990)16), National Land Agency 

(1987)17), IPTP (1992)18), Higuchi and Shimane 

(1998)19), etc.). Other research has integrated 

transportation and telecommunication (IATSS 

(1984)20). Moore and Jovanis (1988)21), Takita, 

Yuzawa and Suda (1991)22)(1993)23)(1995)24), Hidano, 

Sasaki, Inaba and Adachi (1994)25), Takita (1997b)26), 

Okumura and Tsukai (1998)27)). Though these studies 

had specific characteristics, they did not consider 

mobile or public phone services.

　This paper concentrates on telephone services, and 

constructs a new demand analysis model to explain 

the volumes of telephonic communication generation 

and attraction in each region as well as information 

flows between regions by ordinary, public, cellular 

and PHS phones. This model considers the 

differences  between  transportation  and  tele-

communication and proposes some units of 

information flows. 

 

2．STATISTICAL DATA ON TRAN-

PORTATION AND T E L EC O M M U N I - 

CATION T R A F F I C S .

　The traffic means the flow of both transportation 

and telecommunication basically. However, in 

transportation studies, traffic is the flow of 

transportation. And, in telecommunication studies, 

traffic is the flow of telecommunication. This paper 

redefines traffic as consisting of transportation traffic 

and telecommunication traffic. Furthermore, tele-

phone traffic is a part of telecommunication traffic. 

First, statistical data on telecommunication traffic is 

explained.  Next,  we  discuss  how   future 

telecommunication traffic data should be collected.

　Fundamental surveys about travel demand analysis 

have been performed. The Ministry of Land 

Infrastructure and Transport (MLIT) of Japan, and 

others have performed Personal Trip Survey (PT 

Survey) to survey personal travel behaviors within 

each regional central city and the surrounding cities 

in Japan. In addition to this, the MILT has regularly 

performed Survey on the Net-flow of passengers to grasp 

interregional flow of passengers.

　And in the field of telecommunication research, 

the Ministry of Post and Telecommunication (MPT) 

of Japan started Information Census (MPT(1997)28)) to 

measure sent, supplied, selectable, consumed and 

stocked information volumes in each prefecture of 

Japan. Annual telecommunication traffic data on 

telephone services between prefectures has been 

updated by the Ministry of Internal Affairs and 

Communications (MIC). And another annual traffic 

data has been opened by the Nippon Telegraph and 

Telephone (NTT).

　Report on telecommunication traffic for telephone 

services, which is one of fundamental statistics on 

telecommunication, has been published by the MPT 

and the MIC. And also, traffic data for telephone 

services has been collected and analyzed every year. 
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Furthermore, some trial information statistics are 

made from original questionnaires or various traffic 

data. The National Land Agency (1987)17), The 

power of regional information, and the then Institute for 

Posts and Telecommunication Policy (IPTP) of 

the MPT,  Research report on interregional 

information   flows   (IPTP(1991)29)),   presented 

interregional information flows. However, survey on 

personal use of telecommunication, which is similar 

to personal trip survey in transportation research, 

does not exist. 

　The MILT and the other related organizations have 

 systematically performed transportation research 

for  city  and urban planning. However, 

the MIC has not systematically performed 

telecommunication research. The reason is that 

telecommunication has been private investments by 

the NTT and others, while transportation projects, 

such as airports, the Shinkansen railroads and 

highways, has been public investments from budgets 

of the MLIT.

　For the 21st century, telecommunication, 

especially the Internet, will have been one of the 

most important infrastructures for national and 

regional policies. For the future, various types of 

information demand analysis will be needed using 

the national and regional surveys on information flow.

3．FRAMEWORK ON  

　 TELECOMMUNICATION DEMAND 

　 ANALYSIS MODEL　TO MAESURE  

　 INFORMATION

　Takita (1997)4) has developed a framework to 

analyze information demand in the information 

society, as shown in Figure 1. It presents a novel  

m o d e l i n t e g r a t i n g t r a n s p o r t a t i o n a n d t e l e c o m m u n i cation 
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to measure information. The model consists of the 

following four-stage sub-models:

　1)  Information generation and attraction model,

　2)  Information flow distribution model,

3) Communication  media  interchange  model 

including transportation  and  telecommunication,

4) Transportation and telecommunication traffic 

route assignment models to assign information 

flows on transportation and telecommunication 

networks

　Many transportation researchers and government 

officers have proposed transportation policy using 

the four sub-models of transportation. However, in 

the information society, it is important to analyze 

information demand by travel and communication.　 

Takita (1997)4) extends the previous research in the 

field of transportation and telecommunication.

　In addition, a framework on telecommunication 

demand analysis model including mobile and public 

phones is explained below. We focus on 

telecommunication demand analysis including 

mobile and public phones. Our project in the 

Institute for Posts and Telecommunications collects 

the earliest traffic data including mobile phones from 

some telecommunication companies. The model 

considers the tradeoff between these phones in the 

near future: fixed-type phones (ordinary and public 

phones) vs. mobile-type phones (cellular and PHS 

phones).

　Here, the telecommunication demand analysis 

model consists of four sub-models as shown in 

Figure 2：

1) Telecommunication generation and attraction 

model (Telecommunication sent and received 

model),

2)    Telecommunication distribution model 

　(Interregional telecommunication flow model),

　3)    Telecommunication media interchange model,

4)  Telecommunication traffic route assignment 

model.

　These four sub-models are related to the trip 

generation and attraction model, the trip distribution 
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model, the trip modal spirit model and the trip route 

assignment model in transportation research. This 

model  considers  the  differences  between 

transportation and telecommunication. In this paper, 

telephones in Table 1, - ordinary, public, cellular and 

PHS phones, are examined.

 

(1)　Unit  of information and scale of  zone

　The units of information are defined as words, 

time consumed, packets, bits and bytes in Table 2.

 

　'Words' are the smallest units of language used for 

making phrases and sentences that usually represent 

objects, ideas and actions etc. This unit enables us to 

measure how many contents are transmitted. 'Time 

consumed' is something that is measured in 

'minutes', 'hours', 'years' etc. This unit can be used to 

measure the amounts of time that is needed to 

understand, or that is needed to consume. In the case 

of the telephone, this is the amount of time that is 

needed to talk. 'Packets', or 'calls', can be used to 

measure how many communications are done. Here, 

we need to note that the ability of communication 

media to transmit information, or information 

volume per bucket differs depending on the situation.

　Furthermore, in Information Engineering, 'bits' and 

 
 

 
 

 
 

Table 1 : Types of phones

  
  

 
 
 

 
  

   
 

  

Table 2 : Units of information

'bytes' are used to measure information and its flows. 

In Transportation Studies, 'trips' are used to express 

personal flows between regions. And 'tons' or 

'pounds' (U.S. or U.K. unit of weight) is used to 

express weights of commodities and commodity 

flows.

　In this subsection, we discuss better units of 

information for telephonic communication. In order 

to grasp the total volume of telephonic 

communication, the total time for telephonic 

communication is better than the number of 

telephonic communication. And the consuming time 

of information is equal to this telephonic 

communication time. 

　The total time, for telephonic communication 

enables us to analyze how we allocate total time for 

telephonic communication into indoor phone 

(ordinary phone) and the other outdoor phones 

(public, cellular and PHS phones). As a result, the 

unit, the total time for telephonic communication, 

helps the model to analyze interregional information 

flow quantitatively.

　On the other hand, the total number of telephonic 

communication can not necessarily explain the 

volume of information flows between regions. For 

example, telephonic communication by ordinary 

phone is generally longer than that by cellular phone 

and PHS. It is important to select most appropriate 

unit of information according to the analytical model.

　One of the other important units for measuring 

information is 'words'. The unit of information, 

'words', can be transferred from the other unit, 'time 

consumed,' using the transferred coefficient, words 

per minute. This 'time consumed' corresponds to 

telephonic communication time. This unit of 

information is useful to measure volumes of contents 

of information. Otherwise, bits and byes are the most 

important units of information in the fields of 

information engineering.
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(2)　Concept of  telecommunication  demand 

analysis

　This subsection presents a framework on 

telecommunication  demand  analysis  model 

(information demand analysis model for telephone 

services.) This model consists of telecommunication 

generation and attraction models (telecommunication 

sent and received models), telecommunication 

distribution model (interregional telecommunication 

flow model), and telecommunication traffic route 

assignment models. Compared to the travel demand 

analysis model, this telecommunication demand 

analysis model is discussed below. 

(a)　Telecommunication generation and attraction 

models (telecommunication sent and received 

model)

　The telecommunication generation and attraction 

model (telecommunication sent and received model)  

is explained by socioeconomic valuables in regions 

(population, employees, income, total production and 

so on）and the degree of diffusion of each type of 

telephone（for example, the number of subscribers 

for each phone service). This model corresponds to 

the travel generation and attraction model in 

transportation studies. And it aims to explain and 

forecast the total amount of telecommunication sent 

from each region (summation of all columns in 

telecommunication OD table) and the total amount 

of telecommunication received from each region

（summation of all rows in telecommunication OD 

table). Here, OD means Origin and Destination in 

the field of Transportation Studies. Like the travel 

demand model, standard unit method and regression 

model method can be used as the method to estimate 

the total amount of telecommunication sent and 

received. The standard unit method has a 

fundamental concept that the amount of telephonic 

communication  per  index  of  a  regional 

socioeconomic condition, such as population, is 

constant. In the regression model method, some 

socioeconomic variables explain the amount of 

telecommunication generation and attraction.

　There are characteristic differences between 

telecommunication generation and attraction and trip 

generation and attraction. The trip generation and the 

trip attraction are generally the same volumes. T ravel 

is generally a round trip, and consists of two trips 

between two regions. But the telecommunication 

generation and the telecommunication attraction are 

not generally the same volumes. The information-

sent volume from each region is more than or less 

than the information-received volume to the region. 

Generally, prefectures including important central 

cities of the country are that the information-sent 

volume is more than the information-received 

volume.

(b)　Telecommunication distribution model 

　The telecommunication distribution model 

(interregional telecommunication flow model) is 

related to the trip distribution model. This model is 

to explain and forecast interregional telephonic 

communication from the amounts of   tele-

communication generation (summation of columns 

of telecommunication OD table) and that of 

telecommunication attraction (summation of rows of 

telecommunication OD table) and from patterns of 

interregional telecommunication flow. In order to 

decide telecommunication distribution, current 

pattern  method,  opportunity  model,  spatial 

interaction model (unconstrained gravity model, 

origin constrained gravity model, destination 

constrained gravity model, and doubly constrained 

gravity model) can be used.

　We discuss the fundamental differences between 

telecommunication distribution and trip distribution. 

As we understand generally, travel is one pair of two 

trips, or round trip. When we travel, we go from a 
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point to another point and return to the starting point 

finally. However, telecommunication exists only one 

way from a point to another point, and the total 

volume is aggregated. Because of these different 

characteristics, the number of trip from region A to 

B is similar to that from region B to A, but  the 

number of telephone calls is not similar. These lead 

to a deference between the nature of travel OD table 

and that of telecommunication OD table.

　In travel OD table, each cell has approximately 

symmetry with respect to the diagonal line (cells of 

intra-travel).  And  in  the   t e l e c o m m u n i c a t i o n  OD  table, 

each cell has not.  Takita(1998)30） presented a model 

for explaining information flows between head office 

and branch office and between their offices and the 

other firms. And the paper explained ch a r a c t e r i s t i c s  o f 

 t h e  t r a v e l  O D  t a b l e,  t h e telecommunication OD table 

and information flow table.

(c)　Telecommunication media interchange model 

　The telecommunication media interchange model 

is related to the trip modal split model in 

Transportation Research. This model is to explain 

and forecast interregional information flow by each 

telephone, using the given amount of interregional 

telephonic communications and the rate of 

telephonic communication by ordinary, public, 

cellular and PHS phones.  The estimation of this 

model is made by the rate curve of media 

interchange, the table-type function or the 

disaggregate model. The rate of media interchanges 

is described by one variable such as telephonic 

distance or communication cost. This disaggregate 

behavior model is used to explain the individual 

probability of each person choosing phones from the 

values of the characteristics of each phone type. This 

model is also called the individual choice model or 

discrete choice model. Especially, the disaggregate 

logit model is used in a general sense. Otherwise, the 

probit model exists.

　In this paper, the table-type function is used. The 

reason is explained in Section 4 (3).

(d)　Telecommunication traffic route assignment 

model

　The telecommunication traffic route assignment 

model is related to the trip route assignment model. 

This model is to explain and forecast how 

interregional information flows by each telephone on 

telecommunication network. In the case of 

telecommunication, it needs to be divided this 

process into two-step process that consists of choice 

of a telecommunication company and that of a route 

from origin to destination on the telecommunication 

network. 

　In the first step, users' choice behavior of 

telecommunication company is explained by 

Jitsuzumi, Ota and Ohishi (1997)31), members of 

IPTP, using questionnaire data from households. For 

the second step, the route assignment of 

telecommunication traffic to telecommunication 

equipments and networks inside each tele-

communication company needs to be explained. In 

this second step, traffic route assignment on 

telecommunication   network   inside   telephone 

companies is managed by their own companies in 

technologies such as dynamic routing. Because of 

this, we think this part is generally not important. 

However, the better telecommunication traffic 

assignment will reflect on lower unit price of 

telecommunication. At the same time, in the future, 

efficiency of telecommunication network to satisfy 

steady increase of information flow is needed. 

Consequently, it is important for social scientists to 

discuss  whether  we  examine  traffic  route allocation.

In travel demand analysis, this telecommunication 

traffic route assignment is the final stage of a four-

step estimation, and is recognized as the most 

important stage. That is because construction and 

improvement of roads in urban and regional planning 
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is one of the most important infrastructure projects.

4．ESTIMATION    OF    TELECOMMUNI- 
C A T I O N  D E M A N D  A N A L Y S I S  M O D E L

　This telecommunication demand analysis model is 

estimated using the 1995 telephonic communication 

traffic data (ordinary phone, public phone, cellular 

phone and PHS) from telecommunication companies.

　We have a reason that we use this data. In 1995, 

most telephones including mobile phones became 

available first. The zone to analyze these telephonic 

communication traffic data is set as a prefecture. 

That is because traffic data of ordinary phone and 

public phone are aggregated in the MA (Message 

Area), and that of cellular phone and PHS are 

aggregated in prefecture. Telephonic communication 

within these MAs uses the lowest unit price area in 

most cases. However, the area code does not always 

correspond to the MA.

(1)　Telecommunication generation and attraction 

model

　This paper proposes an analytical model to explain 

the effects of the spread of mobile phones on 

telecommunication  traffic.  The  amounts of 

telecommunication generation and attraction per 

person of each prefecture are written as:

 ＝ α o＋ β oOrdinaryi+ γ o Publici＋ δ oCellulari＋ ε o＋PHSi (1)

and

  ＝ α D＋ β DOrdinaryj+ γ D Publicj＋ δ DCellularj＋ ε D＋PHSj  (2)

Oi and Dj are the amount of information generation 

and attraction in the region i and j. Pi and Pj are 

populations in the region i and j. Ordinaryi and 

Ordinaryj are the subscriber's numbers of ordinary 

phones per person in the region  i and j. Publici and 

Publicj are the numbers of public phones per person 

in the region  i and j. Cellulari and Cellularj  are the 

subscriber's numbers of cellular phones per person in 

Oi

Pi

Dj

Pj

the region i and j. PHSi and PHSj are the subscriber's 

number of PHS phones per person in the region i 

and j. α o,β o,γ o,ε o,α D,β D,γ D and ε D are parameters.

　When it becomes possible to use time series data 

on the number of phones after this year, we can 

estimate the time-series analysis model for 

explaining changes of subscriber's number of cellular 

phone and PHS every year. Here, demand on each 

telephone in the future will be forecasted. At the 

same time, the amounts of telecommunication 

generation and attraction (the amounts of 

telecommunication sent and received) can be 

explained.

　Furthermore, trends on change of the number of 

cellular phone and PHS per person, which means the 

degrees of diffusion of these mobile phones. And 

they are explained by the cost indices of cellular 

phone  and  PHS (subscriber's charge, tele-

communication fee and so on) or the others (the 

covering rate of service area and so on)4, an 

additional demand analysis model to link with 

telecommunication demand analysis model can be 

estimated.
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4 These functions are written as follows:
 Cellulari ＝ f  （PCellular, SLCellular）and ,
 PHSi＝g (PPHS, SLPHSi),
 where PCellular and PPHS are the cost indices of cellular 

and PHS phones such as subscriber charge and 
communication cost.

　　And SLCellulari and SLPHSi are degrees of the service 
level of cellular and PHS phones. The rate of living 
area to the total area of prefecture excludes 
mountains and forests. The total amount of 
telecommunication traffic including cellular and 
PHS phones is surveyed in 1995 for the first time. 
The successive empirical research on tele-
communication traffic including cellular phone and 
PHS is needed to explain the wider diffusion of 
cellular and PHS phones.



　In Tables   3   and   4, the telecommunication 

generation and attraction models were estimated 

using socioeconomic indices and the total amount of 

telecommunication generation and attraction from/to 

each prefecture by all phones (ordinary phone, 

public phone, cellular phone and PHS) in 1995. It 

can be shown by these models presented that there 

was no correlation between the total amounts of 

telecommunication generation and attraction and the 

number of public phone. The increase or decrease of 

public phone does not influence these amounts 

because it is easy to find public phone in any places 

of Japan in 1995.

　Furthermore, the order of effects of increase in 

each phone on the amounts of telecommunication 

generation and attraction is PHS > cellular phone > 

ordinary phone, as shown in Figure 3.

(2)　Telecommunication distribution model

　Next, the telecommunication distribution model is 

presented.  Here,  the  doubly  c o n s t r a i n e d  gravity  model 

(origin and destination constrained gravity model)5 is 

adapted. The amounts of telecommunication 

generation and attraction are given.

　　

　　 　　　   (3)

　Tij is the total time of telephonic communication 

Tij ＝ Ai Bj Oi Dj

　　　　da 
ij
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Table 3 :　Estimation of telecommunication generation model

Table 4 : Estimation of telecommunication attraction model

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5 In this following model type, telecommunication cost 

d2ij between region i, j  is examined, but this model 

type could not satisfy the condition of sign b, or b >０. 

　 

This is because the differences of telecommunication 

unit prices among regions are smaller.

　When this cost distance d2ij　needs to be considered, 

the odds　method considers the modified coefficient 

of distance　k  using the　following liner function.

　In = c1＋c2 In ＋c3  In  

From three coefficients, c1 (＝2a in k), c2 (＝a)  and

    c3 (＝b), including k, a  and b can be calculated.

Tij ＝ Ai Bj Oi Dj

　　　a a 
1ij  b b 

2ij

Tij Tji

Tii Tjj

�
�
�

�
�
�

l1ii l1jj

d1ij d1ji

�
�
�

�
�
�

d2ii d2jj

d2ij d2ji

�
�
�

�
�
�
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from the region i to j (thousand hours), Ai and Bj  are 

balancing factors6 in the region i and j. dij is distance7 

between the region i and j. a is a parameter of 

distance.

　And the total amounts of telecommunication 

generation and attraction need to satisfy the 

following equations.

　 Tij＝Oi　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4)

　 Tij＝Dj　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(5)

  　

Σ
n

j=1

Σ
n

i=1

　The doubly-constrained model consists of 

Equations (3) - (5). In order to estimate Equation (3), 

the balancing factors andneed to be calculated.

　From Equations (3) - (5), andare written8 as

　 (6)　and　 (7).

Given initial values to these balancing factors andin 

these Equations (6) and (7), these balancing factors 

are calculated with iteration process.

　Furthermore,  the  intra-regional  distance9    is 

discussed. Generally, in spatial interaction model, a 

way to decide intra-distance should be considered.

 ＝　　
1

　　  Bj  Dj 

                 

Ai

Σ
n

i=1 d a 
ij

 ＝　　
1

　　  Aj  Oj 

                 

Bj

Σ
n

i=1 d a 
ij

― 120 ―

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

6 The spatial patterns of balancing factors Ai and Bi 

mean the inaccessibility of each sent region to each 

received region and that of each received region to 

each sent regions. Ai Oi and Bj Dj mean  the relative 

degree of telecommunication generation from each 

region（degree of importance of each region as to the 

sent region）and  the relative degree of tele-

communication attraction to each region（degree of 

importance of each region as the received region）.(See 

Thomas (1977)32） for commuter data , Griffith  and 

Jones (1980)33) and Ishikawa (1988)34) p.80）
 
7  "distance between prefectures" is distance between 

MA (Message Area) including the prefectural capital.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

8 If unit price of telephonic communication  between 

region  is  considered,  balancing  factors  are  written  as

　　　　　　　　and

 　　    

 

9 There are several ways  to decide  intra-regional 

distance (Takeuchi, Honda and  Aoshima (1988)６)). 

The personal trip survey in Great Hiroshima considers 

the radius of each zone as the radius of the circle 

equivalent to the housing area.

 ＝　　
1

　　  Bj  Dj 

              

Ai

Σ
n

i=1 d a 
1ijd b 

2ij

 ＝　　
1

　　  Ai  Oi 

              

Bj

Σ
n

i=1 d a 
1ijd b 

2ij

Figure 3 : The effects of increase in phone usage on information generation and attraction

Note：These values are derived from the model estimation of parameters of the telecommunication generation and 
attraction model in Tables 3 and 4. In the case of ordinary phone, the number of subscriber is not always the 
same as the number of phones.



　In this study, a new method to specify intra-

regional distance is developed. This intra-regional 

distance is decided, according to patterns of intra- 

and inter-regional telecommunication traffic.

　First of all, assumed that shape of each region is 

circle, the regional radius lii (initial intra-regional 

distance) is calculated by the area of each region. 

And then, a modified coefficient is introduced to 

calculate the intra-regional distance.

　The intra-regional distance is written as
 

　dii ＝ k ・ lii = k・ 　　　　　　　　　　(8),
 

where is the modified coefficient of intra-regional 

distance. lii is radius of circle equal to the area of 

region i.  Si is the area of region i.

　Furthermore, the calibration process of the model 

is explained. Here, Sen and Scott (1981)35）has a merit 

that, in calculation of balancing factors, not 

considering the term of distance, a simplified liner 

function is estimated by intra- and inter- regional 

distances and telecommunication flow data, and a 

distance parameter. This is called the odds method, 

where   the  terms of Ai Oi and Bj  Dj  are reduced.  （See 

Ishikawa (1988)34） p.54). In this paper, considering 

the modified coefficient k, logarithm of the ratio of 

odds 

 （ ）is written as

　In   = c1＋c2 In    (9),

where c1 ＝ 2a In k and c2 ＝ a. After estimating 

Equation (9), the distance parameter and the 

modified coefficient the modified coefficient of intra-

regional distance can k be get. This is the odds 

method considering the modified intra-regional 

distance.

　Finally, from inter-regional telecommunication 

traffic data and the initial intra-regional distance (the 

regional radius calculated by the area of each 

Tij Tji

Tii Tjj

Tij Tji

Tii Tjj

�
�
�

�
�
�

lii ljj

dij dji

�
�
�

�
�
�

region), Equation (9) is estimated. And then, from 

coefficients c1  （＝2a In k）and

c2  （＝ a） , which are estimated by In   and

In in Equation(9), k and a are calculated. The

result of coefficients estimation is shown in Table 5. 

Finally  and are determined.

a＝1.1684　and k＝0.03912 are determined.

　As a result, the telecommunication distribution 

model is written as

　　

　　 　　　 (10).

　The balancing factors Ai and Bj are displayed in 

Table 6. The spatial patterns of these balancing 

factors are shown in Figure 4. 

　First of all, the accessibility of each sent region to 

received regions (for instance, small value of 

balancing factor Ai) results as follows. In Japan, 

Kanagawa（rank 3）, Saitama (rank 4）and Chiba 

(rank 6) surrounding Metropolitan area Tokyo (1st) , 

Aichi (rank5) , the central prefecture of Chukyo 

District, and Osaka (rank 2), the central prefecture of 

Kansai District  are large10. On the other hand, Iwate 

(rank 44) and Akita (rank 43) in Tohoku district, 

Tottori (rank 46) and Shimane (rank 47) in Sanin 

district, Miyazaki and Kochi (rank 45) are low level 

prefectures11of accessibility to received regions. 

　Next, the accessibility of each received region to 

sent regions, low level of balancing factor Bj, is 

explained. Tokyo (rank 1), Kanagawa (rank 3), 

Saitama (rank 4) and Chiba (rank 6) in the 

metropolitan area of Japan, Osaka (rank 2) in Kansai 

district, Aichi (rank 5) in Chubu district, are the 

higher  prefectures12  of  accessibility of  each 

prefecture to the sent regions.

Tij Tji

Tii Tjj

�
�
�

�
�
�

lii ljj

dij dji

�
�
�

�
�
�

Tij ＝ Ai Bj Oi Dj

　　　　d 1.1684 
ij
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10 Less than 0.003

11 More than 0.007

12 Less than 0.003
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Table 5 : Result of coefficients estimation

Table 6 : The values of Ai and Bj  
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Figure 4 : Spatial distribution of Ai and Bj (47 prefectures in Japan)
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　On the other hand, Iwate (rank 47), Akita (rank 

45), Akita (rank 45), Yamagata(rank 43) in Tohoku 

district, Shimane (rank 46) in Sanin district, Kochi 

(rank 44) and Miyazaki (rank 42) in Shikoku and 

Kyusyu districts  are the lower prefectures13on the 

accessibility of each prefecture to the sent regions.

　Moreover, the real intra-regional distance is

　dii ＝0.03912・ lii = 0.03912・ .

　The real intra-regional distance is about 4 percent14 

of initial intra-regional distance. This means that the 

average distance of telecommunications within 

prefectures is much shorter. It is because we call 

persons near us in most cases.

　Furthermore, because distance parameter is near 1, 

the amounts of telephonic communication between 

regions are an inverse proportion to the distance 

between regions.

(3)　Telecommunication Media Interchange Model

　In this subsection, telecommunication media 

interchange model using table-type function method 

is presented, as show in Figure 5. The merit of this 

method is to be able to check the movements of 

telecommunication media interchange in direct.

　First, the table-type function method is explained. 

The table-type function is to indicate relationships 

between the rates of telecommunication media 

interchange15 and the factors to decide them such as 

the rate of diffusion of mobile phone and distance. 

Using this method, the amounts of interregional 

telecommunication traffic by phones (ordinary 

phone, public phone, cellular phone and PHS) can be 

presented.

　The process of telecommunication media 

interchange consists of three steps: media 

interchange 1 (indoors-type vs. outdoors-type), 

media interchange 2 (fixed-type vs. mobile-type) and 

media interchange 3 (cellular phone vs. PHS). The 

table-type function in Tables 7- 9 and Figures 5-7 is 

explained as follows.

(a)　Media interchange 1 (indoors-type vs. outdoors-

type）

　When we want to make telephonic com-

munication, we need to select indoor-type phone 

such as ordinary phone or outdoor-type phone such 

as public phone, cellular phone and PHS.

The way to use table-type function such as Table 7 is 

explained thus. As more business activities and 

leisure activities are activated, we spend more time 

outdoors. At the same time, when more settings of 

public phone are fully provided and when more 

purchases of cellular phone or PHS becomes wider, 
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13 More than 0.007
14 This  model has the same modified coefficient  in  all 
prefectures. Actually, the modified intra-distance of 
each prefecture depends on the concentration of intra-
telecommunication  inside  each prefecture. In 
particular, prefectures, which include large areas of 
daily life activity, will tend to have large coefficients, 
and some correction for this becomes necessary. This 
model has the same modified coefficient of intra-
regional distance in all prefectures. Actually, the 
modified intra-distance of each prefecture depends on 
the scale of the intra-telecommunication traffic inside 
each prefecture.  This modified intra-regional distance 
is larger in specific prefectures with a wider range of 
activities. This problem needs to be addressed further.
24

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

15 The rate of telecommunication media interchange 
needs to be tested for fitness in the cross table between 
distance and the rate of subscriber's number of each 
phone (the number of public phone). The merit of 
using this cross table, or using table-type function 
method, is to be able to understand the trends of the 
rate of telecommunication media interchange directly. 
Finally, after estimating the logistic curve in the rate of 
telecommunication media interchange to distance and 
each rate of subscriber's number of each phone, we 
can obtain the logistic curves of each phone. It is 
necessary to check the fitness of these curves. 
However, there were no clear changes in the curve to 
explain the rate of modal split in the field of 
transportation research.



the rate of subscriber's number of ordinary phone to 

all phones becomes lower. (See values in Table 7 

from bottom to top）This rate depends on each 

region. According to telecommunication distance and 

the rate of subscriber's number of ordinary phone in 

each region, the interchange rate of indoor-type 

media (ordinary phone) and outdoor-type media 

(public phone, cellular phone, PHS）changes. (See 

values in Table7 from left to right.).  In this way, 

using this table-type function, the rate of ordinary 

phone interchange depending on telecommunication 

distance and the rate of subscriber's number of 

ordinary phone in each region can be determined.

　The characteristics of this telecommunication 

traffic data are explained in Table 7 and  Figure 6.

　The probability of ordinary phone interchange is 

over 90 percent. And for local and long distance 

calls, as decrease in the rate of subscriber's number 

of subscriber phone, the rate of total communication 

time by outdoors-type phone increase, or that by 

subscriber phone decrease. In middle distance call, 

there are no clear between these. And if distance is 

longer, the rate of use of ordinary phone is higher 

generally. Though the general tendency can be 

observed in Table 7 (1), the table-type function 

brought about results exactly the opposite of what 

we had expected.

　This tendency means the changes of feelings about 

indoors-type (ordinary phone) and outdoors-type 

(public phone, cellular phone and PHS) 

(b)　Media interchange 2 （fixed-type vs. mobile-

type）

　When we want to make telephonic communication 

in the outdoors, we need to select a fixed-type phone 

such as public phone or a mobile-type phone such as 

cellular phone and PHS. The table-type function in 

Table 8 and Figure 7 is explained thus 

　When we have telecommunications with anyone 

outdoors, it is easier to use a mobile-type phone such 

as cellular phone and PHS than fixed-type phone 

such as public phone. As a result, if the number of 

purchases of mobile-type phone such as cellular 

phone and PHS are more than that of settings of 

public phone, the rate of the number of public phone 

to the number of outdoor-type phones will become 

lower.  (See values in Table 8 from bottom to 

top)This rate of number of public phone depends on 

regions. According to telecommunication distance 

and the rate of number of public phone in each 

region, the interchange rate of fixed-type media 
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Figure 5：Telecommunication media interchange 
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(public phone) and mobile-type media (cellular 

phone and PHS) changes. (Check values in Table 8 

from left to right.). In this way, using the table-type 

function, the interchange rate of public phone can be 

got. We can call anyone outdoors by cellular phone 

or PHS easily without looking for public phone, if 

we have cellular phone or PHS. And also we can use 

these phones as private phone. Because of this, the 

increase of mobile-type phone leads to the decrease 

of public phone.

　Next, the interchange rate of public phone is 

shown in Table 8. When we go out, the rate of use 

of public phone is approximately between 0.6 and 

0.7. But in some regions, where the rate of number 

of public phone is higher, the rate of telephonic 

communication by public phone inside each 

prefecture is around 0.75. 

　There are not clear differences between public 

phone and mobile-type phone depending on 

telecommunication distance. Telecommunication 

price of mobile-type phone is generally higher than 

that of public phone. And regardless of this reason, 

users of mobile-type phones do not like frequent use 

of public phones.

(c)　Media   Interchange  3 (cellular phone vs. 

PHS) 

　Finally, when we use mobile-type phone, we need 

to select cellular or PHS phone. The table-type 

function in Table 9 and Figure 8 is used to explain 

this choice behavior as follows.

　Judging from accessibility, cellular phone is better 

than PHS. But telecommunication price of cellular 
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Table 7 : Telecommunication media interchange model (Table-type function 1) 

Figure 6 : The rate of total communication time by indoor-type phones (ordinary phone) to that of 
all -phone types　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   



phone is higher than that of PHS. If the difference of 

telecommunication price between these phones 

becomes lower, cellular phones will show a rapid 

increase in the share of cellular phone. The rate of 

subscriber's number of cellular phone to mobile-type 

phone will become higher. (See values in Table 9 

from top to bottom)

　This rate of subscriber's number of cellular phone 

to mobile-type phone depends on regional 

characteristics. The interchange rate of cellular 

phone is decided by this rate of subscriber's number 

of cellular phone and telecommunication distance. 

(See values in Table 9 from left to right.) In this 

way, the table-type function gives us the media 

interchange rate.

　Next, characteristics of this table-type function are 

explained thus. As is shown in Table 9, the rate of 

media interchange between cellular and PHS phones 

does not change depending on telecommunication 

distance. This is because most persons do not use 

both a cellular phone and a PHS phone. The user of 

cellular phone generally tends to have longer 

communication times than that of PHS users.

5. CONCLUSION

　In this paper, a model for explaining 

telecommunication   demand   was   constructed, 

applying 4-step estimation process of travel demand 

analysis model to telecommunication. As a case 

study, demand on telephonic communication was 

estimated. Finally, we can come to the following 
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Figure 7 : The rate of total communication time by fixed-type phone (public phone) to that by 
outdoor-type phones (public phone, cellular phone and PHS)                   

Table 8 : Telecommunication media interchange model (Table-type function 2)
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conclusions:

(1)　The amounts of telecommunication generation 

from each prefecture and attraction to each 

prefecture were explained by the degree of 

diffusion of phones and population in each 

prefecture. Especially the diffusion of mobile 

phone gives great influence to these amounts of 

telecommunication generation from each pre-

fecture and attraction to each prefecture.

(2)　Considering the modified coefficient of intra-

distance, the new calibration process for 

estimating parameters of doubly constrained 

gravity model was developed.

(3)　After the estimation of telecommunication 

demand analysis model, it was presented that the 

telecommunication time was in inverse proportion 

to the telecommunication distance.

(4) Telecommunication media interchange was 

explained by the rate of subscriber's number of 

each phone (in the case of public phone, the rate 

of number of public phone) and tele-

communication distance.
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Table 9 : Telecommunication media interchange model (Table-type function 2)

Figure 8 : The rate of total communication time by cellular phone to that by mobile-type phones     
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加入電話，移動型電話，公衆電話による通信需要分析モデル

― 移動型電話は，加入電話と公衆電話の代替手段であるのか？ ―

田北　俊昭1・宮田　拓司2・高谷　　徹3

　この論文の目的は，これまでの加入電話や公衆電話だけでなく，PHSや携帯電話といった移動型電話に

よる地域間の通信需要を説明するための新しい統合モデルを開発することである。ケーススタディでは，

日本における通信需要のトラフィックデータが使用される。この論文の特色は，従来の交通需要分析と同

じフレームワークに基づいて地域間の通話需要を説明することにある。この分析では，空間な要素である

「情報流動」の起終点を考慮することなく需要または供給曲線を推定する従来の通信経済モデルとは異なっ

たやり方を用いている。

　Keywords：情報，通信， 移動型電話， 公衆電話，需要分析
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は　じ　め　に

　本稿は，1980年代以降フランスにおいて活発に

行なわれている「共和国理念」や「共和国モデル」

をめぐる諸研究を手がかりに，特にフランスにお

ける「共和国理念」及び「共和国モデル」をめぐ

る若干の論点を整理し，フランス共和主義の特質

を把握するための準備作業を行なおうとするもの

である。

　言うまでもなく，共和国または共和主義はres 

publica「公的なもの」を語源とし，一般的には世

襲君主制に対立する政治体制を指している。我が

国では，「古典古代の共和国，とりわけ，古代共和

政ローマの政治に憧れ，君主政とは違った政治を

標榜した議論�」を政治学史上の共和主義とする福

田有広の定義が一般的に用いられているが，中谷

猛が言うように，共和主義が「一つの理念として，

あるいはモデルとして考えられてきた内容は取り

上げた論者や思想家によっても，また時代によっ

ても相違していて，こうした言説を検討すればす

るほど，共和主義の多面性や曖昧さが明らかにな

る�」のが現実である。

　近現代フランス共和主義も，古典古代の共和国

への憧れに還元されない多面性を持っているが，

本稿では，すでに古典的研究となった，クロード・

ニコレ（Claude Nicolet）の著書『フランスにお

ける共和国理念。批判的歴史試論（1789－1924）』

（1982年）と『フランスにおける共和国。現状確

認書』（1992年）を中心に，フランスにおける

「共和国理念」に焦点を絞って検討する。ニコレは，

1930年生まれ，パリ第一大学の教授（現名誉教授）

であり，ローマ共和政とローマ帝国に関する多数

の著作がある。政治的には，かつて急進党に属し，

マンデス・フランスのアドバイザーでもあり，マ

ンデス・フランス政権時代には内閣に出向したこ

ともある。また，ミッテラン政権期に，シュベー

ヌマン文部大臣の要請を受け，「公民教育の再生の

ために」という報告書（1984年），シュベーヌマ

ン国防大臣への報告書「軍隊における公民形成」

（1989年），シラク政権時代にはフィロン高等教育

研究大臣への報告書「共和主義的公民教育のため

に」を執筆するなどしているが，政治的には中道

左派に近いと見てよいであろう�。

　ここで，ニコレの著作を出発点にすることにつ

いて，次の点に注意しておきたい。

　第一に，フランスにおける「共和国理念」や

「共和国モデル」を考える時，レジス・ドブレの議

論を出発点にすべきではないかと思われるかもし

れない。ドブレは，1989年秋のイスラムのスカー

フ事件の際に， 非  宗  教  性 擁護の立場から，学校に
ラ イ シ テ

おけるスカーフ着用容認を厳しく批判し，さらに

「あなたは民主派か共和派か」を書き，アメリカ的

なデモクラシーと対比される共和国の論理を鮮明

に描いたことはよく知られている�。シュベーヌマ

ンと共に「最後のジャコバン�」とされるドブレの

共和主義論は，「共和国理念」の基本的特質を考え

るうえで不可欠であろう。

　だが，それにもかかわらず，本稿が，C.ニコレ

の著作を出発点にするのは，ドブレの著作に先行

するからというだけではない。ニコレの著作は，

「私が「共和主義的伝統」と呼ぶものがその最も完

全な表現を見出したのは，第三共和政のもとにお
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いてである�」と述べ，レオン・ガンベッタやリト

レ，ジュール・フェリーなど，反ジャコバン的で，ジ

ロンド派に近く，またリベラリズムに親和的な，

コント的実証主義の系譜の政治家の役割を重視し

ている点に特徴がある。もちろん，フランス共和

主義を構成しているのは，この潮流だけではない。

ニコレによれば，「フランスの共和主義ドクトリ

ン」を構成する三つの要素がある。第一に，B.コ

ンスタンが言う「近代人の自由」の基礎となる自

然権思想，第二に，古代都市国家をモデルとした

ルソーの『社会契約論』，第三に，「古代モデルの

絶えざる修正」を試みる「啓蒙」の立場である。

ニコレのルソー評価は概して高いけれども，彼が

重視するのは，この「啓蒙」の伝統であって，第

三共和政期における先のような潮流なのである�。

シュベーヌマンとの関係を見ても，また，フラン

ソワ・フュレの修正主義的解釈に対する批判的態

度�を見ても，ニコレの立場はドブレに近いように

思われるが，彼の著書は，「ジャコバン的という執

拗な嫌疑」に対して，フランス共和主義は「古代

モデルの絶えざる修正」によって確立してきたと

いう視点に立っているように思われる。ニコレの

著作は，フランス共和主義はジャコバン主義的共

和主義や古代モデルの修正によって成り立ってき

たととらえる点に特徴があるのであって，自由主

義や民主主義，さらに近代なるものとの関係など，

より広い文脈においてフランス「共和国理念」や

「共和国モデル」を検討する契機を含んでいる。

　第二に，以上の点は，1980年代の英米における

共和主義復興とも異なった視点から，フランス「共

和国理念」をとらえることにも通じる。

　リベラリズムを基本原理とするアメリカでは，

古典的リベラリズムの革新を企図して福祉国家的

リベラリズムを基礎づけようとしたJ.ロールズの

『正義論』（1971年）が惹起したリベラル対コミュ

ニタリアンの論争の中から，コミュニタリアンと

近接した立場から共和主義の再興を主張する潮流

が登場してきた。共和主義再興の嚆矢となったの

が，J.G.A.ポーコックの『マキアヴェリアン・モー

メント』であった。共和主義の思想系譜がイギリ

スからアメリカ独立革命にかけて脈々と受け継が

れてきたことを明らかにしたのは，疑いもなく

ポーコックの著作の功績である�。しかし，その反

面で，ポーコックの著作は，リベラリズム批判の文

脈において「公民的徳」の復権を掲げることにより，

共和主義をナショナリズムの方向に回収する方向

に転回する契機を秘めていると思う。日本において，

この傾向を代表するのは，「 公民的共和主義 右派�」
シヴィック・リパブリカニズム

とも目される佐伯啓思である�が，日本において，

共和国という思想原理を換骨奪胎して，「公民的

徳」の復権を掲げることは，欧米に比べてより大

きい問題を孕むであろう。

　英米における共和主義復興は，リベラリズム批

判という文脈では，「ジャコバン原理主義」とも目

されるドブレの共和主義擁護と近接性を持つと言

えるが，これら共和主義復興がもつ問題を考える

うえでも，ニコレの研究は出発点に置かれるべき

であろう。

　以上を前置きにして，ニコレの議論の紹介に入

ろう。

　

１　フランス「共和国理念」とは何か? 

クロード・ニコレの共和主義論

　C.ニコレの『フランスにおける「共和国理念」。

批判的歴史の試論（1789－1924）』は，序論，「共

和国理念」の「歴史と形成」を扱った第一部，「共

和主義的理性の批判」と題する第二部から構成さ

れている。ここで，「批判」とは，共和主義の思想

家と政治家の言説にはイデオロギー的要素が含ま

れることは避けがたいから，イデオロギー的要素

を識別して共和主義ドクトリンの「真の価値」に

ついて自問することを意味する。

１)　フランス「共和国理念」の歴史と形成

　先に言及したように，ニコレは，共和政が確立

した第三共和政における思想家・政治家における

共和主義を一つの到達点としてとらえ，それに先

行するルネサンス以来の思想家・政治家は，この
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到達点との関わりで論じられている。序論におい

て，ニコレは，「私が共和主義的伝統と呼ぶものが

その最も完全な表現を見出したのは，第三共和政

のもとにおいてである�」と述べるが，それは，制

度と憲法のレベルで，共和主義体制の原理と実践

を説明する見解が体系的に形成されたからであり，

また，第三共和政こそ，知的自由を最も保障した

最初の体制だからである。そして，革命期におい

てはコンドルセの，第三共和政期においては実証

主義が果たした役割を重視していて，これが，ニ

コレの共和主義論の重要な特徴となっている。

　さて，ニコレによれば，ローマ帝国の崩壊以来

身を潜めていた共和国なる語が頻出するようにな

るのは，ルネッサンス以後のことである。当時，

イギリスでは共和国の訳語としてコモンウェルス

という語が使われていたが，フランス語には適訳

がなかったためにそのまま共和国なる語が使われ

ることになった。

　当 初， J・ボ ダ ン の Les  six  livres  de  la R ́  epublique,

1576.におけるように，共和国は国家や国制と同

義であって，必ずしも反君主制を意味していな

かった。

　共和国が，「公民的徳」のモデルである古代の都

市国家を参照し，非君主制的政治体制という意味

に特殊化され，モンテスキューやルソーの語法に

近い意味を持つのは，18世紀の啓蒙の時代である。

モンテスキューは「共和政体は人民全体またはそ

の一部が主権的力をもつ政体である�」と述べ，ル

ソーは共和国をアリストテレスのポリテイアと同

じ意味で用いている。

　モンテスキューやルソーが，古代の都市国家を

参照しながらも，反君主制という要素を組み込ん

だことに示されるように，共和国という語には，

近代以前のそれとは異なった要素が付加されてい

くのである。もちろん，この時点での共和主義は，

ポーコックがいう「シヴィック・ヒューマニズム」

を重要な構成要素とするが，フランス共和主義は

それにとどまらない。

　第一部「歴史と形成」において，ニコレは次の

ように言う。ルネサンス期以来，フランスでは，

共和国という語には都市国家アテネのデモクラ

シーが結び付けられていたけれども，そこに宗教

改革の影響が付け加わる。宗教改革とリベラリズ

ムとの系譜関係は明確で，他方宗教改革と共和主

義とのそれは不明確であるけれども，1880年代の

反教権主義と 非  宗  教  性 に結実する要素は宗教改革
ラ イ シ テ

の中にある。さらに，デカルトの名を挙げる共和

主義者は多くないけれども，17世紀のデカルト主

義すなわち「方法的懐疑と科学的理性の支配，自

由検討」もフランス共和主義の淵源の一つにある。

「デカルトは共和主義者ではないが，デカルトなし

では共和主義者ではありえないのである�」。つま

り，リベラリズムとデカルト的合理主義の要素が

フランス共和主義には流入している。

　もちろん，共和主義精神の真の起源は「啓蒙」

時代にある。フランス革命後モンテスキューは保

守の側に位置づけられていたが，モンテスキュー

における権力の分離と均衡の理論は，第三共和政

において再評価の対象となる。ヴォルテールにお

ける「思想の自由」は，第三共和政期に，実証主

義と「科学思想」の進歩および反教権主義闘争に

おいて，思想的武器とされる。ガンベッタやジュー

ル・フェリー等のオポルチュニスト共和主義者は，

ヴォルテリアンなのである。もちろん，ルソーは，

19世紀を通じて，共和主義者によって最も参照さ

れた思想家であり，19世紀末には，急進派によっ

て人民主権と直接民主政の思想が継承される。そ

して，革命期に共和国を選択したコンドルセも，

第三共和政期にいたって，その進歩の哲学と教育

思想が，ジュール・フェリーや急進派によって参

照される。

　共和国の訳語としてフランス語には適訳がな

かったためにそのまま共和国なる語が使われると

いう事情からして，近代共和主義は古代的意味に

収まりきれない要素をもつことになるが，フラン

ス共和主義は，宗教改革に含まれるリベラリズム，

デカルト的合理主義，権力分立，思想の自由，人

民主権，進歩の観念等，先の諸要素の複合として

フランス「共和国理念」と「共和国モデル」に関する覚え書き ―― 北川
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形成され，フランス革命期，二月革命と第二共和

政期，第三共和政期にいたって，新たな諸要素を

付け加えつつ発展してきたと，ニコレは言う。

　まず，フランス革命期，1791年にコンドルセが

共和派を作り，1792年に第一共和政が宣言される

ころから，共和国には「大革命　La R ́  evolution」

が結びつく。フランス革命は，先行する諸革命と

はことなる「大革命」と意識される。「ほとんど起

源から，大革命は，新しい創造としてあるがゆえ

に，まさに共和主義者にとって，永続的創造にな

る�」。そして，古代から甦らされた「共和国」の

語には，「徳のローマ的テーマ」が結びつくととも

に，「共和国」は，キリスト教的イメージに即して，

「19世 紀 フ ラ ン ス を 通 じ て，真 の 受 肉 

incarnation の役割を果たす�」ことになる。それ

は，1789年のモデルの実現を目指し，精神の進歩

と公教育の観念に結びつく。さらに，革命の成果

として，国民主権の観念が生まれ，そこから国民

的統一の観念（単一不可分の共和国）が派生する。

　しかし，宇野重規が的確に述べているように�，

ニコレが強調するのは，フランス共和主義理念の

発展において，コンドルセや，デスチュット・ド・

トラシーたちイデオローグが果たした役割である。

彼らは，18世紀の啓蒙主義と百科全書を継承して，

「諸観念の科学」，「道徳・政治」まで含む「諸科学

の科学」を作ろうとしたのであるが，彼らは，革

命の逸脱（テロル，新しいドグマ，最高存在のド

グマ）を否認したジロンダンであり，ナポレオン

体制下での「自由の停止」に反対した思想家であ

る。彼らにとって，共和国は「公教育ともちろん

自由な出版による知識の普及に負う，世論の一定

の状態によってのみ到達される目的�」である。ニ

コレによれば，彼らは，「ジュール・フェリーの共

和国」を先取りしていた。

　さて，1799年から1870年までは共和主義者の

「国内逃亡 exil int ́  erieur」の時期である。復古王

政と七月王政の時期は，共和主義者を名乗る人物

は少数になるが，彼らは革命よりも合法的で平和

的な道を選択するようになる。そして，第二共和

政期には，イギリス型議会体制を志向する自由主

義者に対して，共和主義者は，一院制議会と直接

民主主義（第二共和政憲法では大統領公選制に具

体化される）を主張する。もちろん直接民主主義

の具体化としての大統領公選制は，ルイ・ナポレ

オンのクーデタと第二帝政に帰着したのであって，

このため帝政下の共和主義者は政治的自由と知的

自由の重要性を学習する。さらに，「社会問題」へ

の対応への不成功が，克服すべき課題とされるよ

うになる。

　こうして，第二帝政末期には，ニコレによれば，

共和主義の四つの潮流が形成される。第一に，ル

ドリュ・ロラン，ルイ・ブラン，キネたちのルソー

主義者。第二に，ヴァシュロ，ジュール・シモン

たちの「自由の折衷派 ́  eclectiques de la libert ́  e」。

これには，新カント派のルヌーヴィエやジュール・

バルニも属する。第三に，リトレ，ガンベッタ，

ジュール・フェリーたち実証主義の潮流であり，

第四に，「革命派」のジャコバン的潮流である。

そして，第三共和政にいたって，共和国が具体的

な政治体制と結びつくことになるのであるが，共

和主義の確立にあたって，最も大きい影響力を

持ったのが，先に挙げたリトレ，ガンベッタ，

ジュール・フェリーたち，リベラリズムにも親和

的な実証主義派なのである。

　さて，1875年の憲法は，ティエールとガンベッ

タとの妥協，つまりオルレアニスト的伝統と共和

主義的伝統との妥協によって生まれたものであり，

二院制，共和国大統領への執行権力付与，司法権

力の規定の欠如によって特徴づけられ，「立憲君主

制」に結びついた議会体制と言える。しかし，実

質的な権力は下院と内閣にあり，①大統領による

議会解散権の不行使，②大部分の上院議員を，普

通選挙によって選出された下院議員，県議会議員，

アロンディスマン議会議員，市町村議会選出の代

表者によって選出する制度，③内閣による執行権

行使と議会への責任等により，この憲法は，共和

主義の精神によって運用される�。

　第三共和政においては，共和派内部のオポル
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チュニストと急進派との対立は基本的なものであ

るが，第三共和政の確立期，1880年から1884年

にかけて，反教権主義政策，憲法改正，地方の自

由，アソシアシォンの自由，出版の自由等の組織

化を行ったのは，オポルチュニストなのであり，

その呼称にもかかわらず，また，革命の哲学にお

ける理想主義的アプリオリズムとの矛盾にもかか

わらず，「彼らの意見と政治行動の全体的で，凝集

的な，そして，彼らの眼からすると論駁できない

概念�」を持っていたのである。

　こうして，ニコレは，共和国の確立において，

実証主義と，ガンベッタ，リトレ，特にジュール・

フェリーの役割を強調する。オポルチュニストの

「リベラルでデモクラティックな政治的プログラ

ム」なくして，出版の自由，集会の自由，地方議

会によるメール（首長）の選挙，無償で非宗教的

な初等義務教育，兵役の平等等は実現しなかった

のである�。

　もちろん，ニコレは，クレマンソーたち，ルソー

主義＝急進主義の系譜が果たした役割を無視する

わけではない。彼らの協力なしに共和国は成立し

ないからである。だから，第三共和政期の共和主

義は，オポルチュニストと急進派との，また経験

主義と急進主義的理想主義の対立を含んだ複合体

としてある。

　こうして，ニコレは，第三共和政が共和主義伝

統に付加した要素として，次のものを挙げる。第

一に，普通選挙に基づく議会優位制という制度的

次元，第二に，非宗教的・反教権的共和国，第三

に，ナショナリズム（これは多くの共和主義者に

おいて平和的なものであったが，予言的・メシア

ニックなフランスの賞揚に帰着することによって，

帝国的・植民地主義的になったとニコレは言う），

第四に，社会主義との遭遇と接近を通じたプロレ

タリアートの共和主義への統合である。もとより，

第三共和政は，諸政治勢力の妥協の産物として成

立したものである。それゆえに，共和主義者にお

いては，この制度の次元と，決して実現されない

が常に生成途上にある「精神」＝理念との乖離が

意識されることにもなるのである。

　こうして，第三共和政期に確立した共和国は，

公民的徳の古代的観念，非君主主義的政治体制，

「啓蒙」，普遍主義的人権，国民主権，議会優位制，非

宗教性，ナショナリズム，社会主義といった，し

ばしば矛盾する諸要素の全体なのである。いずれ

にしても，フランス共和主義はこれら諸要素の複

合なのであって，古典古代への憧れや，古典古代

の都市国家における公民精神だけを，共和主義の

エッセンスとして取り出すことには慎重でなけれ

ばならないだろう。

２)　フランス「共和国理念」の特質

　さて，第二部「共和主義的理性の批判」におい

て，ニコレは，第三共和政において確立を見た

「共和主義的伝統」の特徴を次のようにとらえてい

る。

　第一に，コンドルセを初めとする革命期の思想

家は，ドグマティックな宗教と形而上学に抗して，

共和国は自由と理性に基づかなければならないと

考えたのと同様，フェリーたちにおいても，共和

国は「科学」に基づくと考えられた。19世紀にお

ける「科学」の発達は，人間世界と政治にも適用

されなければならないのであって，そこから，「歴

史の科学」，「法の科学」が生まれる。そして，共

和主義者は政治を科学の対象と見るとともに，政

治に科学的合理性を導入しようとする。そして，

「共和国とは，科学を促進するだけでなくそれに依

存する政治組織だ�」，すなわち「科学的共和国」

だという感情に支えられている。もちろん，科学

と政治との間，観察と規範との間には矛盾または

緊張が伴うのであるが，科学と政治を統一しよう

としたのが，「共和国による共和国のための，科学

の公認の構築の唯一の試み�」としてのデュルケム

の実証主義的社会学なのである。それゆえ，実証

主義者の多くは共和主義者でもある。第三共和政

はジャコバン的な「徳の共和国」よりも「知の共

和国」を目指したといわれる所以である。

フランス「共和国理念」と「共和国モデル」に関する覚え書き ―― 北川
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　第二に，共和国における人間間の「社会的紐帯」

について。

　ニコレによれば，19世紀において，ordre civil

は神の秩序や政治秩序を排除したものと考えられ

ている。それは，権利関係を諸個人間の関係とし

て考え，主権や統治の問題から独立したものと考

える。それは，「私的　priv ́  e」を意味し，public

や criminel に対立している。しかし，他方では，

civil は「公民に関すること」というローマ的価値

を付与されている。そこから，人間は社会的存在

として権利を持つならば，人間が公民でもあるか

らだとされる。フランス共和主義は，後者の観念

によって特徴づけられる。社会と公民性civicとは

原理的に混じりあい，civil は，社会的と政治的の

双方の意味を持つことになる。共和主義にとって，

市民社会は政治社会から完全な独立性をもつもの

ではなく，政治依存的なのである。そこからどの

ような特徴が生まれるか？ 

�　共和主義者は，人権宣言に規定された，社会

に先行する自然権のドクトリンから出発する。

しかし，そこには曖昧さがあって，革命期から

19世紀にかけて，自然権論から離れ，その存在

の否定にいたる共和主義者の傾向が生まれる。

これは，社会に先行し，市民社会の存在理由と

される自然権の理論という，ジョン・ロック以

来のイギリス的理解とは基本的に異なる。フラ

ンス共和主義にとって自然権は自明のものでは

ない。人権宣言において，自然権の規定が置か

れても，権利においては，自由，安全，所有よ

りも，平等が先に置かれる。

　　さらに，19世紀には，18世紀的な「絶対的個

人的権利」への批判が展開され，共和主義者に

おいては，社会が個人に先行するから，絶対的

個人権はありえず，権利は社会的なものである

とされる。ここから，第三共和政期の共和主義

者においては，絶対的個人権に対して，社会，

道徳，義務や連帯を優位におく傾向が生まれる。

�　以上のことに結びついて，「立法者の全能」と

違憲立法審査の弱さが生まれる。第三共和政期

の共和主義者は，憲法制定過程において，公権

力の組織化の問題に専念し，「立法府の優位」を

確立することに専念した。1875年憲法は，共和

主義者が人権宣言に対して認めていた価値につ

いては沈黙して，ただ実定法の承認だけに向か

い，しかも法の合憲性の統制の観念を排除する。

共和主義者は，権利の保障の問題については，

国民主権の主張及び普通選挙制度による保障と

いった政治的メカニズムのなかで考える。

　　そして，法律が国民主権の表現であるとされ

た時点から，「法律の主権のドグマ」を逃れるこ

とは困難であり，共和主義者の政治は，アング

ロサクソンやリベロにおけるような権力制限の

政治ではなくて，代表を媒介にした権力への参

加の政治という特徴を持つことになる。それは，

立法者の主権を要求し，司法権力を前にして，

立法者の主権を放棄することは拒否される。

　　しかし，ニコレによれば，共和主義者は，人

権宣言に法律とは異なる地位を承認している。

共和主義者は，人権を憲法的テキストにするこ

とは拒否するが，「聖なる価値」を承認するので

ある。それは宗教のように，法律を越える性格

を持つのである。だから，共和国においては，

人権宣言が旧体制における宗教的ドグマに，主

権者である国民が国王に，学校が教会に代替し

ているという点で，旧体制の精神構造の裏返し

の表現を見ることができるのであるが，ニコレ

は，第三共和政は，違憲審査制は取り入れない

けれども，議会の全能や違憲審査制の拒否は「共

和国理念」において必然的なものではなかった

と考えている。この点は，「共和国モデル」の特

質の理解にかかわってくるので，節を改めて見

ることにしたい。

�　さて，自然権理論と同様に，社会契約の観念

も，「アングロサクソン世界は，新社会を創設す

る『契約』の具体的存在を現実に信じていた�」の

に対して，共和主義者は，リベロと同様，ルソー

の「全面譲渡」による主権の絶対性の主張が恐

怖政治を招いたと解釈する。しかし，社会契約
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の論理によって生まれる兵役義務と平等の維持

のための累進課税には同意するのであり，ル

ソー的社会契約論はやはり受け継がれている。

そして，ルヌーヴィエのように個人的自由の哲

学は，法への服従と個人の権利との調停を試み

る。しかし，社会契約は公民的契約であり，公

民の特性は人間性の本質的な変容を伴い，主権

への参加は社会の存在と分離できない。そして，

主権は不可分であるから，不可分の国民集合体

に統合されたエスニック集団の自律性や連邦制

の要求は「分離主義」という嫌疑を常にかけら

れることになる。

　　しかし，「共和国理念」は，急進派の影響のも

とでルソー的共和主義を構成要素としていても，

反リベラルというわけではない。共和国によっ

てのみ諸自由は保障されてきたことを，ニコレ

は強調している。そして，ルソー的社会契約論

を継承する共和主義的思考を修正する試みとし

て，レオン・ブルジョワの連帯主義を取り上げ

ている。それは，社会的紐帯を「アソシアシオ

ンの契約」に解消し，国家を，すべての諸契約

の保障者に「改良」しようとした。共和主義的

な「法律の主権」のドクトリンは残存し続ける

のであるけれども，連帯主義は，個人的でも社

会的でもある自然権の承認と歴史的現実とを和

解させる試みとして，フランス改良主義に深く

影響を与えたのである。

　第三に，「政治的紐帯」について。

　フランス共和主義は，旧体制期における三つの

国家像を前提にしている。第一は，ローマ法を継

受したボダンの主権論である。それは国家を主権

的権力と考え，国家理性の観念によって，政治の

世俗化を促進する。第二は，封建制から継受され

た，市民社会と権力を媒介するものを土地所有と

して，王を国家の第一の官吏であるとともに領主

と考える家産国家観である。第三に，古代都市国

家をモデルにした，ルソーの社会契約論的国家観

である。

　もちろん最も影響をもったのは，第三のルソー

の社会契約論的国家観であり，市民社会と政治社

会との連続性を強調する点で，リベラリズムと対

比したフランス共和主義の基礎を構成している。

そして，国家と統治の共和主義的観念は，1789年

から1792年のフランス革命の過程で，君主制国家

を継承しながら，もともと結合関係になかった国

家，国民という観念と結びつくようになった。

1792年９月25日の「共和国は単一不可分である」

という宣言が，1971年憲法の「王国は単一不可分

である」という規定を引き継いでいるように，「共

和国は，既存の諸観念にほぼ完璧に統合されるよ

うになった�」のである。だから「共和主義ドクト

リンは，遠い過去に由来する諸概念の仕上げとし

て示される�」のであり，「国民，国家，共和国は

決して完全ではないが一つの意味を担う変化によっ

て次第に組織化された言葉と概念なのである�」。

　ニコレは，共和国と結びついた国民と国家の観

念を分析する。

�　フランス近代史を特徴づけるのは，共和国と

いう語以前に国民という語がある。1791年憲法

は，「単一不可分で，時効にかからず，譲渡不可

能な」主権を，国民に付与した。共和国は，こ

の遺産相続者に他ならない。「歴史的にも論理的

にも，共和国は国民主権のドクトリンに必然的

に結びついていなかった�」けれども，共和国を

国民主権と結びつけたのは，共和国が世襲君主

制を排除したことによってであり，国民が「共

和国に構成され」たことによる。

　　これは統治の諸形態を選択することを意味す

る。「人民主権」の覆いのもとでの専制と不平等

選挙とを忌避して，普通選挙制度に基づく代表

制を選択するのである。そして，権力分立のモ

デルも採用されるが，「裁判官の権力」すなわち

裁判所による法律の統制と，執行府の勅令によ

る行動は忌避される。権力の分立の語は，均衡

や自律における分離を意味しない。これらの諸

機能は対等ではなく，主権者の意志に従属する

ものとされる。そこから，唯一の権力は立法府
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であり，執行権力もこれに従属するものとされ

る。そして，議会も二院制ではなく一院制が志

向される。権力の分立は，諸権力の「均衡」で

はなく「位階制」を意味するのである。

　　1875年憲法も，イギリス型のリベラルな代表

政府観ではなく，このような精神によって解釈

される。大統領の議会解散権の形骸化，下院の

優位，執政府の立法府への従属。しかし，ここ

でも，ガンベッタやジュール・フェリーは，議

会の全能ではなく，イギリス式議院内閣制をモ

デルにした解散権の必要を主張していたのだが，

結局，フランス式議会優位性が確立され，そこ

において本質的なものは，普通選挙と啓蒙され

た世論であり，市民的自由というよりも政治的

自由を保障する「自由な討論」と，良心，表現，

出版の自由による自由検討だとされる。

�　国家は「ナシォンの政治的統一を代表するも

の」であると同時に，公的「諸権力」を意味す

る。フランス革命期の言語では，国家という語

は王に結びつけられていたから，共和主義者に

おいては，国家という言語よりも共和国という

語が用いられていたが，実定法の組織者である

国家は，共和主義システムにしたがって組織さ

れなければならないと考えられるようになる。

　　共和主義者にとって，国家の第一の属性はそ

の「統一性」または「単一性」である。それは，

まず，プロヴァンスのエスニックな歴史的差違

を越えた地理的統一性と法的統一性，さらに，

精神的統一性を要求する。この精神的統一性の

要求は， 非  宗  教  性 ，つまり国家と既存宗教との
ラ イ シ テ

組織的紐帯の破壊に基づく統一性を要求する。

国家と既存宗教との組織的浸透は「教権主義」

として批判され，これに対して 非  宗  教  性 は，共
ラ イ シ テ

和国に必要な精神的統一の新たな保証であると

されるのである。

　　さらに，国家は，自由主義者が考えるような

個人的自由の単なる保護者であってはならない

と考えられる。それは，公的「諸権力」として

「公役務」を遂行する，「進歩の特権的エージェ

ント」として考えられる。それは不平等を除去

するために，社会・経済的領域に介入する。

　　結局のところ，共和主義者にとって，一方で，

国家は共和主義という語に近く「公共的なもの」

であり，他方で，国全体に関わる事柄を規正し

管理する「公的諸権力の全体」であるが，この

法治国家は，「単一で」，集権化されなければな

らないと考えられている。共和主義国家は，共

和主義的法律以上に断片化されてはならない。

そこから，中間集団による社会的断片化や地方

の自律性には警戒的だし，コミュンにも行政的

な権力しか認めない。さらに，法律は全員にとっ

て同じで，主権的でなければならないから，単

一の言語で表現されなければならないという観

念が導かれる。こうして，言語的統一が要請さ

れ，単一言語主義が生まれる。

　　この，中央集権的構造を持つ統制者としての

国家を誰が統制し，制限するのか？第三共和政

期には，デュルケムのように古典的リベラリズ

ムを新しい土台の上に基礎づける試みも登場す

るが，それは，アランにおけるような個人的良

心と孤独の裡に対話する共和国市民なのである。

　第四に，「イデオロギー的特徴」。共和主義は，

リベラルの側からは，集合体やナシオンへの個人

の統合を強調し，政治を優先させると批判されて

きた。しかし，共和主義的伝統は，少なくとも第

三共和政以後，現実には常にリベラルで「開放的」

であろうとしてきたし，良心と所有権という敷居

の前では立ち止まらなければならないと考えてき

た。共和国は社会主義特にマルクス主義からはブ

ルジョワ的性格や形式的デモクラシーと批判され

てきた。しかし，フランス社会主義は共和国に統

合されてきた。共和主義者にとって，共和国は

「空虚な枠組み」ではないし，政治体制にとどまる

ものでもないのである。それは単なる政治を超え

た理念であり，その個人主義的アプリオリズムか

ら生まれる諸問題を改善してきた。

　まず，アングロサクソン的リベラリズムが，古
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代的伝統との断絶をはかり，権力への参加という

古代人の自由を拒否するのに対して，フランス共

和主義は近代性（個人的自由の極大化）を統合す

るときでも，古代モデル（人民主権，ジャコバン

主義，直接統治等）に結びつけられ，アングロサ

クソン的な「古代との断絶」を拒否してきた。ガ

ンベッタとフェリーの共和国も，リベラルな伝統

の中で展開されているが，自由放任的功利主義は

拒否する。共和国は，個人の権利と国家の権利を

和解させ，市民社会と政治社会のアンチノミーを

除去しようとするのである。フランスとアングロ

サクソンの間で，このような相違が生じてきたの

は，第一に，アングロサクソン的世界では貴族的

特権が残存してきたのに，フランスでは絶対君主

制のもとで平等化が進んだことである。第二に，

カトリック教会の重要性である。共和国は，ドグ

マに対する自由特に良心の自由の報復なのであり，

フランス的自由は，カトリック教会の支配に抗し

て，共和国を必要としたということによるのであ

る。そこにアングロサクソン的自由とフランス的

自由の差異がある。そして，諸個人の集合を人民

にするのは共和国であり，それが個人を個人たら

しめるのである。それは自然権に反するように見

えるが，共和主義者たちの考える個人は「理性 La 

Raison」の獲得によってのみ存在するのであり，

「理性」は，科学や教育の形で，複数者の協同によっ

てのみ発展するのである。そして「理性」と政治

は相互関係をもつことになる。

　こうして， 非  宗  教  性 は，フランス共和主義の最
ラ イ シ テ

もオリジナルな特徴を示す。共和国は超越的なも

のの拒否に依拠するからである。それゆえ， 非  宗 
ラ イ

 教  性 は「教権主義」に対する戦闘的性格を持つか
シ テ

ら，フランス式 非  宗  教  性 ＝政教分離は，アングロ
ラ イ シ テ

サクソンにおけるように「世俗と霊的なものとの

友好的な分離，宗教的自由の制度化�」といったも

のを持つことがない。

　だが，「超越的なもの」の拒否は，個人の自然権

というアプリオリズムと抵触している。そこで，

デュルケムやA.フイエたち第三共和政期の共和

主義者は，このアプリオリズムを克服して，人権

や自由や平等の観念の社会的・歴史的性格を強調

し，社会学的に基礎づけようとする。人権は，社

会的・政治的過程の産物であり，それと同時に，

社会の「理想」でもある。そこから，フランス共

和主義は，モラルと政治との合致を志向する（ア

ポステリオリな理想主義）のであるが，もちろん，

ここではもうジャコバン的な道徳と政治の合致が

志向されるのではない。イデオローグからフェ

リーにいたるまで，道徳の基礎は科学の運動に求

められるのであり，「知」への信頼に支えられてい

るのである。そして，この「知」は，良心の自由，

出版の自由，科学的研究，アソシアシオンの精神

や連帯の意志，すなわち「政治」に支えられてい

る。そして政治が科学と道徳を和解させ，知の敵

であるドグマやエゴイズムと戦うために，教育に

重要性を置くことになる。こうして，フランスの

「共和国理念」は，人民の「灯台」であるという自

信を隠すことなく，「ナシォンの将来の全体的な

ヴィジョン」のなかで発展するのである。そして，

議会共和国こそが，その制度的不完全が明らかで

あっても，良心の自由と表現の自由等諸自由を保

障するという実践的徳を持ってきたのだと，ニコ

レは言う。

　だから，ニコレに従えば，「共和国理念」は，ル

ソーの社会契約論に由来する要素を持つから，英

米型リベラリズムとは異なるけれども，決して反

リベラルではなく，リベラルな伝統を継承してい

るわけである。

３)　「共和国理念」の普遍的次元

　以上，ニコレの『フランスにおける共和国理念』

の内容を紹介してきたが，フランスにおける共和

国が，古代モデルを受け継ぎながら，絶対主義国

家とカトリック教会の強さという歴史的特殊性と，

デカルト主義，実証主義など，多くの要素の付加

のうえに成り立っていることがわかる。

　けれども，繰り返すが，ニコレの共和主義論の

特徴は，この第三共和政の時期に確立した共和主

フランス「共和国理念」と「共和国モデル」に関する覚え書き ―― 北川
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義が，古代モデルを継承しながら，「近代」の要素

を加えて成立していることに目を向けた点にある

と言ってもよい。そして，『フランスにおける共和

国。現状確認書』（1992年）は，『フランスにおけ

る共和国理念』の第二部を踏襲しながら，「共和国

理念」のより普遍的次元を強調し，フランス的市

民権とローマ的市民権の相違を強調している。こ

の点を見ておこう。

　同書の「６　 普遍への移行」と題する章では，

「共和国」は国民国家という政治的社会的組織の特

定の発展段階に適合的なものであるけれども，フ

ランス「共和国理念」の特質は，国民国家を超え

る「一般的普遍主義的目標」を持つ点にこそある

という。もちろん，この普遍主義が植民地帝国と

結びつくことがあったという問題はある。しかし，

共和国はナシオンと実質的に結びついているけれ

ども，それは，ルナンにおけるように「総体とし

て生きる意志」に支えられた契約的ナシオンに結

びついているのであり，本当に共和国的ナシオン

は，賢明にナショナルな共和国でもあったと，ニ

コレは言う。共和国的ナシオンは概して平和的で，

政治社会における良き市民のように行動すべきも

のとして行動する。そして，共和国が依拠する，

自由，平等，友愛という公準は，普遍への必然的

移行においてわれわれの選択の導きとなるもので

あるというのである。

　ところで，ロベスピエールやサンジュストたち

は，スパルタ，アテネ，ローマにしばしば言及し

たけれども，現実にフランス革命期の「市民権

citoyennet ́  e」に関わる諸規定を丹念に見れば，

ローマ時代の市民権への言及はほとんどないと，

ニコレは言う。

　この点を詳細に辿ることはしないが，市民権の

規定が問題になるのは，国民主権の概念の登場と

ともに，国籍を定義する必要が生まれたという文

脈においてである。シトワイアンは，フランス国

籍保持者であるが，そこには二重の意味があった。

つまり，主権者成員として政治的権利を有する者

と，一般的にシヴィルの権利を有する者である。

国籍は当初出生と居住を基準に構成されていたが，

革命過程において，外国人とその子弟に対しては，

居住の義務化が強化され，さらに意思主義が加え

られて閉鎖性を濃化していく。しかし，革命後は，

出生地主義と血統主義の均衡をはかり，その後血

統主義を弱めて，ルナンに見られるような契約的

ナシオンの概念が優位する。「全体として19世紀

のフランスは，特に共和国のもとでは，外国人の

受け入れにおいても，国籍取得においても，リベ

ラルであった�」。この宗教や人種に無関心でリベ

ラルな合意的・契約的ナシオン観念は，一見する

とローマ的なキヴィタスに似ているが，そうでは

ないと，ニコレは言う。

　シトワイアンの権利は，旧体制にはなかった政

治的権利とシヴィルの権利を含むものであり，政

治的権利付与の範囲をめぐって紛争があったけれ

ども，革命後の19世紀フランスにおいては，市民

権は基本的に合意に基づいて付与される，全フラ

ンス人に潜在的に適用可能な抽象的法的属性で

あって，なんら「社会的地位」を規定するもので

はない。

　ところで，先にも言及したように，革命期の市

民権規定作業において，古代ローマへの言及は希

にしか見られないのであり，むしろ，ローマ時代

の市民権は，拒絶されているのである。公民宣誓

や徴兵制に関する議論では古代ローマに言及され

ても，市民権に関する議論では，アメリカ，スイ

ス，オランダに言及されるケースが多いのである。

ニコレによれば，当初都市国家ローマの市民権は，

閉鎖的であったけれども，市民間での平等な市民

権が実現されていた。しかし，市民は都市国家の

居住者の少数者にすぎないし，奴隷，解放奴隷，

居留外国人はもちろん市民になれない。相対的に

統一的で平等的な市民権のもつ意味は限定されて

おり，ローマのキヴィタスは，身分制度に基づい

ていた。ところで，ローマの拡大と帝国化にした

がって，市民権は閉鎖的でなくなり，帝国におい

ては，請求があれば市民権の供与が行われた。し

かし，ローマが世界帝国になった時，これは都市
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国家ローマが政府自体になったことを意味するの

であり，すべての市民が統治に参加することを意

味するわけではない。ローマ市民権は政治的権利

ではなくなったのである。政治的権利とシヴィル

の権利は分離され，特権者と平民の法的区別が導

入される。ローマ的市民権は統一的で，平等的で

はなくなるのである。

　だから，ローマ的市民権とフランス的市民権と

の間では，類似よりも相違の方が大きい。ローマ

に対するシンパシーは，ジャコバンとモンタ

ニャールによって1793年から1794年の時期に表

明されたにすぎず，フランスの憲法制定に携わっ

た人々は自然権の真実性と理性の王国の観念のし

み込んだ啓蒙主義者であって，「ローマの拒否」が

基本態度であったと，言うのである。

　いずれにしても，ニコレにしたがえば，フラン

ス共和主義者は確かに古代のローマ共和政をモデ

ルとして言及するけれども，その実際的影響は大

きくないということになるだろう。

２　「共和国理念」をめぐる諸論点

　ここでは，以上に見たニコレのフランス共和主

義論を手がかりにして，フランス「共和国理念」

や「共和国モデル」の特質に関わる論点を見てお

こう。

１)　「徳の共和国」か「知の共和国」か

　カーン大学哲学雑誌の『リベラリスムと共和主

義』特集号の「リベラリスムと共和主義？フラン

ス的例外は存在するのか？」と題する論文の中で，

ボルドー第三大学のC.ラレールは，「フランス的例

外」とは何かを問いながら，「共和国理念」や「共

和国モデル」に関連する問題を扱っている。

　�　「フランス的例外」と「知の共和国」

　ラレールによれば，共和国のオリジナリティは，

その普遍主義的志向性と平等的次元にあり，「フラ

ンス的例外」は大革命と共和国との結びつきの中

に宿ったと考えられている。だから，この「フラ

ンス的例外」の評価は，フランス革命解釈にも関

わっている。正統派革命史学を受け継ぐM.ヴォベ

ルは，1789年の諸原理は革命の理念と分離できな

いと考え，修正主義を代表するF.フュレは，1789

年の遺産は，民主的観念と革命の観念を分離する

ことによって達成されると考える。そこで問題に

なっているのは「共和国モデル」と民主主義及び

リベラリズムの関係であるが，ヴォベルが，民主

主義の達成は革命のさらなる続行によって達成さ

れると考えるのに対して，フュレは，「1789年の

原理がリベラルな諸制度の中で飼い慣らされる�」

ことを望んでいる。一方は，「フランス的例外」は

社会主義に導かれるべきだと考えるのに，他方は，

「フランス的例外」はリベラリズムの中で沈静化さ

れるべきだとする。

　では，「フランス的例外」とは何か？ヴォベルも

フュレも，普遍主義的次元，平等主義，革命的断

絶の基底的役割という三つの特徴には同意するが，

中心は普遍性の次元である。そして，「平等な自由」

の普遍性の観念は，フランス・モデルの普遍性と

いう主張を含意する。

　しかし，この「フランス的例外」は，「古代モデ

ル」とは関係があまりない。しばしば，フランス

革命は，共和国を創設するときに古代をモデルに

したと言われるが，フランスの歴史家の多くはこ

の見方を支持しない。「フランス的例外はリベラリ

ズムに還元できないとしても，ポーコックやスキ

ナーが研究した共和主義的伝統の現在の遺産で，

フィリップ・ペチが republicanism と名づけてい

るものと直接的な関係なしに，考えられているの

である�」。

　「フランス的例外」は古代モデルとは関係がない

し，むしろ，それはまた，諸観念の領域における

革新，つまり古代との断絶を含意する。「デモクラ

シーの次元は，古典的共和主義の伝統の中ではほ

とんど知られていなかった近代自然法の個人主義

的平等主義の次元である�」。

　古代におけるデモクラシーは，「より多数者に権

力を与える�」ものであって，全員に権力を与える

フランス「共和国理念」と「共和国モデル」に関する覚え書き ―― 北川
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ものではない。そこでは女性や奴隷は排除されて

いるのに対して，人権宣言は平等な自由を提起す

ることによって，デモクラシーを，法的個人主義

という全く別の土台のうえに置くのである。国民

主権はその「社会的公正によって規定された人民

の権力を聖化するのではなくて，各人の自由を保

障する法への全員の平等な服従を言うのである�」。

だから，フランス「共和国モデル」は，マキアヴェ

リよりもホッブズに多く負っている。

　しかし，ロベスピエールやサン・ジュストのよ

うな革命家は，徳の観念を借用することにより，

古典的共和主義の延長にいるのではないかと言わ

れている。そして，ポーコックは，共和主義的伝

統を徳の理論に求め，これを公民的ヒューマニズ

ムと定義する。

　しかし，ニコレが言うように，ジャコバンとモ

ンタニャール期における徳とテロルの結合から，

共和主義学派は学習するのであり，共和主義モデ

ルは啓蒙のテーゼを継承して，知の発展が自由に

は必要であることを学ぶのである。

　「確かに最終的に安定した（第三）共和国は，市

民の道徳的陶冶，彼らの徳を無視していない。共

和主義的学校は，非宗教的道徳と愛国的義務が存

在することを示すために用いられるであろう。し

かし，それにもかかわらず，フランス的「共和国

モデル」の大いなるオリジナリティは，古典的共

和主義の伝統に対して，徳の共和国に知の共和国

を置き換えたことことにある。これが，共和国に

近代性を付与しているものである。（モンテス

キューが描いたように）古代共和国と異なって，

近代的共和国の運命は，もはや習俗の保持にでは

なく，知の発展に結びついている�」。

　「徳の共和国」から「知の共和国」への置き換え

が，第三共和政以後の共和政を特徴づけるのであ

る。そして，個別的諸利害に対して科学の独立性

を保障するのが国家なのである。

　�　「フランス的例外」と「反自由主義」

　さらに，ラレールは，フランス革命は過去から

の断絶に専念したといっても，それは一時期のこ

とであって，共和主義学派は，共和国の安定条件

は，国民的歴史の連続性にあることを学んだと言

う。そして，君主制の遺産という国民的過去との

妥協が，フランス共和国を古典的共和主義から分

かつものとしている。もちろん，ここでラレール

が依拠するのはトクヴィルの『旧体制と革命』で

ある。すなわち，フランス革命は絶対王政の元で

促進された中央集権化の事業を完成したという

テーゼである。もちろんこの中央集権化は，自由

の主張の基盤である地方的個別性を破壊すること

によって達成されたし，国民主権は君主主権を受

け継いで，個人的諸自由が依存する法律の全能と

いう「法律中心主義 l ́  egicentrisme」へと導く。

　そして，ラレールはここに，フランス的共和主義

の「反自由主義的性格」の理由を求める。「君主的絶

対主義の相続人であるフランス的共和主義は反自由

主義的でしかありえない�」。アメリカでは，個人を

基礎単位として，コミュンから州と連邦政府へ下

から上へと展開し，自己統治autogouvernment

の原理に支えられている。逆にフランスでは，上

から下へ，中心から周辺へと権力が移譲される。

ラレールは，これを「主権モデル」と呼んでいる。そ

して，フランスの「主権モデル」を特徴づける公

と私の厳格な区別，国民主権，法の一般性の概念

が由来する源泉は，ジャン・ボダンの主権論なの

である。

　だから，ラレールによれば，「フランス的例外」は，

古典的共和主義を模倣したのではなくて，絶対王

政との親密な関係を有しており，そこに「反自由

主義的性格」も胚胎している。ラレールは，立法

府の全能の観念という「フランス的例外」の由縁

を，「革命的痙攣」のなかで安定的な執行府を確立

できなかったことに求めている。これの紹介は省

略するけれども，立法府の全能によって特徴付け

られるこの構造は，フランス革命を超えて維持さ

れるのであり，この「フランス的例外」の「法律

中心主義」は，第三共和政期において，オディユ・

リュデルが「絶対的共和国」と名付けたオポルチュ

ニストの共和国にも継承されたというのである。
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この「絶対的共和国」についてはすぐ後で言及す

るが，ともかく，ここで，ラレールが依拠してい

るのは，トクヴィルのテーゼであり，共和国は絶

対王政を引き継いで，中間的諸集団を破壊すると

ともに，立法府の全能の観念を創出し，それが，

「反自由主義的性格」をもたらしたというのである。

　以上のように，ラレールにしたがえば，「フラン

ス的例外」やフランス「共和国理念」の特質を，

古代的な「徳の共和国」モデルに引きつけて理解

することは一面的であって，むしろ，ニコレが言

うように，普遍主義と「知の共和国」が「共和国

理念」の特質であるということになろう。フュレ

も，フェリーの教育改革に関して，「共和国に不可

欠の有徳の市民という旧い観念が合理的市民の観

念に席を譲ったということが真実であれば，学校

はこの訓練の本質的装置になる�」と述べている。

　しかし，ラレールは，普遍主義と「知の共和国」

は絶対王政を引き継いだ「反自由主義的性格」を

もつとする。この場合，反自由主義は反アメリカ

的自由主義を意味していて，国家・政府権力によ

る個人的自由の制約を無限定に許容するという意

味ではない。とはいえ，共和国は様々な点でアメ

リカ的自由主義と異なっていて，ラレールはフラ

ンスにおける共和主義的自由主義の限界を強調し

ていると言ってよい。

　しかし，「知の共和国」が知的自由と基本的な諸

自由を保障するものであれば，それを「反自由主

義」としてよいものかどうか。ニコレの場合は，

「共和国理念」が「知の共和国」を志向するととも

に，根本的に反自由主義ではないと考えているし，

アングロサクソン的自由主義とは異なるけれども，

反自由主義的性格を帯びるのは必然的ではなかっ

たと考えている。ここで「共和国モデル」の特質

の問題に関わることになるが，ニコレは，フラン

ス第三共和政における自由主義の限界を論じたオ

ディユ・リュデルの『絶対的共和国』に批判的に

言及している。項を改めて見よう。

２)　「絶対的共和国」なのか，「修正され

たジャコバン主義」なのか　　

�　「絶対的共和国」

　リュデルは，第三共和政初期に確立した共和国

を「絶対的共和国」と呼んでいる。リュデルは，

1870年から1889年まで，議会共和政の確立まで

の，ガンベッタやジュール・フェリーたちオポル

チュニストたちの政治闘争の過程を詳細に辿る。

彼らは，オルレアニストたち自由主義派と同盟し

ながら，一方では，ボナパルティスト，王党派な

ど反共和主義者や非共和主義者に対する政治闘争

を行い，他方では，共和派左翼，ブーランジスム，労

働運動の高揚に対する政治闘争を遂行しながら，

議会絶対主義とも言われる議会体制を作り上げる。

この闘争は，「共和国を普通選挙に優位させる 

R ́  epublique au-dessus du suffrage universel
�」，つまり共和国を議論の余地なき体制として確

立するという精神において行われたけれども，実

際にはこれに失敗する。つまり，全員によって承

認された体制内部で，急進派と保守派との政権交

代を行なうことを不可能にしたのである。そして，

共和主義者の多くは革命の「神話」の無意識的犠

牲者であったから，共和主義者の「急進化」によっ

て，フランスの政治的病態が生まれる。彼らが作

り出したのは，「議会における投票の意のままにな

る」共和国であり，1881年の選挙以来，有権者が

「中道の支配」，「沈静化の願望」を持っていても，

これは議会には伝わらない。議会では，「正統性」を

めぐって妥協を排した激しい論争と分裂が繰り広

げられる。ここから，選挙民大衆から伝えられる

諸要求を統治の公式に表現する無能力が生まれる。

そして，フランス革命以来の，フランス一国では

なく全人類のために立法を行うという「不滅のフ

ランス普遍主義」は「正統」として確立される結

果，意見と表現の自由，普通選挙，公教育，政教

分離，国民又は議会主権の防衛等の議会の論争領

域において，基本的論争は共和政のオーソドキ

シーの確立を目的としたものになり，妥協の拒否

によって特徴づけられることになる。
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　こうして，リュデルは，議会共和政の「非自由

主義的性格」を問題にする。

　「自由の名において行使された，この聖なる職務

は，体制の自由主義，その哲学的正当化であった

この自由主義の問題を提起することになろう。特

に，「正統」の機能と，正当なものとして受け入れ

られた政治諸勢力の定期的政権交代とどのように

和解させるか？この政権交代を禁じる共和国の中

に，自由主義の実践よりは，旧体制の相続人であ

る「絶対的」共和国を見てはならないだろうか？

　王政と同様に単一不可分の共和国は，一にして

主権者であったし，絶対的共和国は人民が死活問

題を決するように呼びかけられることを拒否する

ために，間接政府の砦の中に封じ込められた共和

国である�。」

　リュデルの描く「絶対的共和国」は，「共和国モ

デル」の原点に置かれている。「共和国モデル」に

ついて，S.ベルステンとリュデルは，「フランスに

おける共和国は，リベラル・デモクラシーの変種

である制度的レジームだけでなく，絶対王政，シー

ザリズムまたは社会主義と同じ資格で真の政治モ

デルを構成しており，このモデルは純粋かつ単純

にリベラリズムと混同されない�」と述べ，「20世

紀において，共和国は二度このモデルを実現する

ことに成功した。一度は今世紀の三分の一におい

て，他は，ポスト・ドゴールの第五共和政におい

てである�」としている。

　「共和国モデル」とは，リベラリズムとは異なる

「政治モデル」であり，ドレフュス事件以後の第三

共和政において，ドゴール退陣以後今日までの第

五共和政において確立したものである。もちろん，

第三共和政時代に確立された「共和国モデル」が，

再版第三共和政としての第四共和政の行き詰まり

から生まれた第五共和政時代に確立したものと同

じであるわけではない。ベルステンは，第三共和

政期に確立した「共和国モデル」の特質を「議会

の全能」とし，第五共和政の「共和国モデル」を

「執政的デモクラシー」としている�。

　ところで，第三共和政期に確立した「共和国モ

デル」の黄金時代は1900年から1939年とされて

いるが，これがリュデルの言う「絶対的共和国」

を継承していることは言うまでもない。ベルステ

ンとリュデルによれば，「それは，19世紀の最後

の25年間に結晶化し�」，ドレフュス事件によって

洗礼を施されたものなのである。

　また，第三共和政期の政治システムを最も包括

的に分析した書である『主権的共和国』の中で，

ルネ・レモンは，「もし絶対的共和国という呼称が，

O・リュデルによって用いられなかったなら，私

がそれを用いたであろう。しかし，「主権的」とい

う語が，それには近いし，よく適合している�」と

述べ，「この体制は1880年から1940年まで機能し

た�」と述べているから，第三共和政期に確立した

「共和国モデル」の基礎に「絶対的共和国」を置い

ていることには共通理解があるように思われる。

　�　ニコレの立場

　ところで，ニコレは，『フランスにおける共和国

理念』の中の「絶対的共和国なのか？」と題する

一節において，ガンベッタやジュール・フェリー

たちオポルチュニストたちが確立した議会共和国

を「絶対的共和国」と呼ぶことには基本的に同意

する。ニコレによれば，リュデルが言うように

「宗教的または神秘的と呼ばれ，フランスの共和主

義的諸党派の多数派を特徴づける，この政治の閉

鎖的概念は，それにもかかわらず共和主義の基礎

にあり続けるリベラルなイデオロギーと矛盾して

いる�」。

　そして，オポルチュニストたちが「啓蒙と人権

宣言」に基づく信仰箇条を保持していたのに，こ

の「共和主義的伝統の「神話」による排他性」の

結果，共和主義者の多くは，オポルチュニストた

ちの穏健な議会主義を放棄する。そして，右翼は，

1890年代には，共和主義体制に「加担」すること

になるが，それによって，「本当の共和主義者」に

対して，彼らが忌避することができないリベラル
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なイデオロギーを使用して攻撃するようになる。

　しかし，ニコレは，この種の逆転現象を確認す

るだけでは十分ではないという。「矛盾」は，当時

の政治家に意識されていたし，彼らはそれらを，

右翼とは異なった仕方で解決しようとしたからで

ある。そして，ニコレは，リュデルの「絶対的共

和国」論は，J.-P.マシュロンの『共和国。諸自由

に反する』 に依拠しているけれども，マシュロン

説は疑わしいと言う。

　マシュロンの著書は，M.ビュルドーやM.ロベー

ルによって第三共和政が「公的自由の黄金時代」

とされてきたのに対して，真っ向から反駁を行

なったものである。マシュロンによれば，1875年

憲法では，人権宣言の地位は曖昧であるし，公的

自由に関する規定もない。そして，一般意志の表

現としての法律の主権性の観念の支配のもとで違

憲審査制は採用されなかったし，議会主権のもと

で司法権力は不在のように扱われてきた。そこか

ら，マシュロンは，1901年の結社法における修道

院の例外的扱いや，「極悪人処罰法」によるアナキ

ストの抑圧等を「自由に反する」事例として分析

するのであるが，この「一般意志の表現としての

法律」観念等によって特徴付けられる第三共和政

の特質の起源をルソー政治思想の影響に求めてい

る。そして，第三共和政は，古代的な「自由- 特

権」を賞揚したのであり，その自由主義は「アテ

ネ的自由主義」だとするものである。つまり，少

数者を排除した特権者の参加の自由が，第三共和

政における自由の特質なのである�。

　しかし，ニコレによれば，「共和国」が「非自由

主義的性格」を帯びたのは，「共和国理念」に内在

する理由によるのではない。人権宣言に憲法的価

値を認めることが拒まれたのは，それが法律の合

憲性審査の要求に結びついていて，その提案が，

特に，1901年の結社法以来，教会と国家との分離

が基本問題を構成していた時期に，第三共和政に

反対する右翼からなされたものであったからであ

る。そして，それは，左翼ブロックの宗教政策と

議会体制への攻撃を意味していた。しかし，その

代わりに，共和派は，学校における人権宣言の掲

示を通じて，人権の普及に努めた。そして，地方

分権に権利保障の鍵を求めた。こうして，共和主

義者は，人権保障の問題を軽視したのではなく，

それを教育的・政治的問題としてとらえる。その

結果として，法の主権のドグマを免れることが難

しくなったと言うのである�。

　ニコレ自身は，人権宣言は「共和国理念」が内

包するリベラリズムの基礎にあるものと考えてい

るし，「共和国理念」は，違憲審査制を絶対に排除

するものではなかったと考えている。さらに，執

政府による議会解散権も排除するものではなかっ

たと考えている。

　だから，第四共和政憲法では，人権宣言に憲法

的価値が認められ，第五共和政憲法において，違

憲審査制が導入されるが，ニコレにおいては，ご

く当然のことなのである。ニコレは，『フランスに

おける共和国。現状確認書』の「3　統治」にお

いて，第五共和政憲法下での統治を論じているが，

議会権限の抜本的縮小や官僚制権力には批判的で

あるけれども，直接選挙による大統領権力や議会

解散権，レファレンダムの導入，憲法院の創設と

違憲審査制の導入に関しては「我が国の憲法ブ

ロックの根本規範」と評価している。「司法権力の

場合も議会の場合も，本当の共和主義精神は，論

争の諸要素の永続的な改善，情報の包括性と透明

性，より情緒的でなく，より真剣で法的であると

いう方向における世論の持続的作用の中にあるの

ではないか？今日の制度は，共和主義的であると

いう点では，過去の憲法以上のものでも以下のも

のでもない。それは，仲裁者から憲法院まで，積

極的諸要素を含んでいる�」。

　だから，ニコレにしたがえば，共和国は，アメ

リカ型リベラリズムと対立するけれども，リベラ

リズムと相容れないものではない。このフランス

「共和国モデル」の特徴を考えるとき，ニコレとは

異なり，フュレに近い「市民社会論」の立場から

フランス政治モデルを緻密に検討しているP.ロザ

ンバロンの議論が興味深い。彼は，「共和国モデル」
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を，「絶対的共和国」ではなく，「修正されたジャ

コバン主義」と呼んでいる。

　�　「修正されたジャコバン主義」

　ロザンバロンは，『フランスにおける国家』の中

で，トクヴィル流の国家の連続的発展説を批判し

て，市民社会の運動を基底にした国家- 社会関係

の変動の視座から，フランス国家の発展を記述し

ていた�が， 同様の視角から，フランス的デモク

ラシー観念の特殊性の歴史的分析を行った『未完

のデモクラシー』の中の「不可能な絶対的共和国」

と題する一章の中で，この「絶対的共和国」を論

じている。ロザンバロンは，ガンベッタやリトレ，

ジュール・フェリーたち共和主義者は，一方での

シーザリスムと他方でのパリ・コミュンという二

つの光景に苛まれ，「代表政府のかなり制限された

哲学」に固執して，「絶対的共和国」の建設を目指

した。それは，国民と人民を区別し，国民主権と

代表政府を結びつけることによって，人民主権に

制限を加え，「新しい選挙貴族」を作り出した。け

れども，この「絶対的共和国」も「一時的存在」

でしかない。19世紀末から20世紀にかけての政治

的社会的変動は，概して小選挙区制をとった選挙

制度のもとで，議員は選挙区の圧力や利益集団，

労働組合運動の圧力，政党幹部の権力増大にさら

されて，独立性を失い，議会はそれに外的な社会

的諸力の葛藤の場になるからである。そして，習

俗や実践の諸変化は，1920年代には，「中庸のデ

モクラシー d ́  emocratie moyenne」とロザンバロ

ンが名づけるものが生まれる。人民主権とルソー

を賞揚し，議会エリートに対する市民の不信と市

民による議会エリートのコントロールを説くアラ

ンの哲学に示されるように，命令的委任の要素な

ど直接民主制の要素を組み込んだ諸実践が行われ

るように進化していく。「中庸のデモクラシーはも

う絶対的共和国ではなくなる�」のである。

　さらに，『フランス政治モデル』においては，ロ

ザンバロンによれば，フランス近代は，集団生活

の組織化において絶対王政から受け継いだ中央集

権的な公権力に優位を与え，かつジャコバン主義

的集権主義が加わった歴史として描かれるが，こ

の「ジャコバン主義」に抵抗する力が働いた歴史

でもある。彼は，この後者の，ル・シャプリエ法

以降「知的には忌避されてきた中間集団」に注目

して，「市民社会論」の立場からフランス共和主義

と政治文化の問題を検討している。そして，ロザ

ンバロンは，通常フランスの政治文化の特徴とさ

れる「ジャコバン主義」を「一般性の政治文化」

（そこから，単一不可分の共和国と一般意志の表明

としての法律の観念も生まれる）と言い換え，そ

れを「個人と『偉大なる全体』の二極」的な社会

のヴィジョンと，媒介団体の拒否によって特徴づ

けている。それは，「非自由主義的なデモクラシー」

でもあるが，しかし，革命後のフランスは，「統治

能力 gouvernabilit ́  e」，「社会化」，「自由」の三つ

の要請に直面し，中間団体を再正当化する必要に

迫られるのであり，第三共和政期にいたって，こ

の三つの要請を満たす「修正されたジャコバン主

義」が確立する。そこでは，アソシアシォンが社

会の後見人としての国家の到来に対する選択肢と

して登場するのであり，1884年法による労働組合

の合法性の確立，1901年法による結社の自由の確

立が「否定しがたい大異変」として強調されてい

る。「ジャコバン的レトリックのもとで，市民社会

がその固有の濃密性をもって構築された�」という

のである。そして，1880年代以後，主要な修正を

引き起こすのは，自由主義者ではなくて共和主義

者なのであると言う。

　そして，フランス「共和国モデル」は，「厳格な

政治的モニスムと19世紀末以来の一定の社会的

多元主義と折り合いをつけた�」ものだと言う。

　「社会的なものと政治的なものとの分離は，

1880年から1914年に実施されるような，改革さ

れた共和国モデルの中心にある。このモデルは，

革命的政治文化の遺産への政治的忠誠を，経済的

社会的規制において中間的諸集団に一定の地位を

与えることになる諸要因の全体を考慮に入れるこ

ととを結び付けることを特徴とする�。」
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　こうして，「共和国」は，「非自由主義的デモク

ラシー」から，「分極的なデモクラシー」あるいは

「複合的なデモクラシー」へと展開を遂げたと，ロ

ザンバロンは言うのである。だから，20世紀の初

頭において（特に1901年の結社法によって），諸

個人と集権的国家の二極からなるフランスという

表象（「トクヴィル的カリカチュア」）は，アソシ

アシォンの族生という現実から乖離している。と

はいえ，ジャコバン主義の表象は，頭の中にとど

まったままになってきたというのである。

 結 び に 代 え て

　ニコレに従えば，第三共和政期に確立したフラ

ンス「共和国理念」は，「徳の共和国」ではなく

「知の共和国」を志向するものであるし，「共和国

モデル」はアメリカ的リベラリズムとは異なる「政

治モデル」を構成するが，「反自由主義」ではなく，

自由主義を包摂する。それは，一般性と普遍性，

単一性を優先させるけれども，自由主義や多元主

義を包摂するものであり，リュデルが言う「絶対

的共和国」よりは，ロザンバロンが言う「修正さ

れたジャコバン主義」ととらえたほうがふさわし

いものであろう。わが国では，樋口陽一が，諸個

人と集権的国家が向かい合う二極構造からなるル

ソー＝ジャコバン型国家像と，結社の存在の積極

性を承認するトクヴィル＝アメリカ型国家像を鮮

明に対比させ，1980年代のフランスにおけるル

ソー＝ジャコバン型国家像の変容に光を当てた�

が，もともと，「共和国モデル」は，二つの要素を

統合していたということになろう。もちろん，そ

こではジャコバン主義も変容しているし，結社を

基礎としたデモクラシーもアメリカ型とは異なっ

ているであろうけれども。

　このフランス「共和国理念」と「共和国モデル」

については，「知の共和国」と植民地主義の関係を

始めとして，いまだ考察すべき点が多いが，これ

については，今後の検討課題とすることにしたい�。
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�　N.Bancel, P.Blanchard, F.Verges, La  R `  e publique 

coloniale,Albin Michel,2003.はフランス共和主義と植

民地帝国との緊密な関係を論じているが，フランス

共和主義の盲点については別の機会に検討するこ

とにしたい。 
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La Note sur l’ id ́  ee r ́  epublicaine en

 France et sur le mod `  ele r ́  epublicain  

KITAGAWA Tadaaki
(Professeur des Relations internationales a ` la discipline de Syste ` me Social)

　Ce pre ́ sent article propose d’ e ́ claircir quelques traits originaux de  l’ ide ́ e re ́ publicaine en France 

et du mode ́ le re ́ publicain fran   ais.Dans ce but,nous tentons d’ examiner les deux livres de Claude 

Nicolet, de ́ j `  a  devenus classiques, c’ est- `  a-dire, L’ id ́  ee r ́  epublicaine en France 1789-1924,et La 

r ́  epublique en France: ́  Etat des lieux.

　On a fait face  `  a la renaissance du re ́ publicanisme en Angleterre et aux E ́ tat-unis depuis  des 

anne ́ es soixante-dix,surtout,depuis la publication de The Machiavellian Moment de J.G.A.Pocock. 

Cette renaissance du re ́ publicanisme ou  de “Civic Humanism” comporte  la critique du libe ́ ralisme 

et l’ e ́ loge de la vertu civique,.

　Mais, d’ apre ` s C.Nicolet,qui a vue l’ expression la plus comple ` te de la tradition re ́ publicaine dans 

la Ⅲ e Re ́ publique et a souligne ́ e la contribution des opprtunistes comme Le ́ on Gambetta et Jule 

Ferry  `  a la formation de l’ ide ́ e re ́ publicaine en France, les re ́ publicains fran   ais apre ` s la 

Re ́ volution critiquent les fautes du jacovinisme et la re ́ publique de la vertu. La Re ́ publique 

fran   aise n’ est pas la re ́ publique de la vertu. Elle est plut � t la re ́ publique de savoir ou la re ́ publique 

scientifique. Parce que les Opportunistes sont les he ́ ritiers des Girondins et les positivistes libe ́ raux, 

qui ont refuse ́  le jacovinisme de Robespierre.

　Alors, est-ce que la re ́ publique des Opportunistes est “ la re ́ publique absolue” ou la re ́ publique 

illibe ́ ral comme l’ a dit Odille Rudelle? D’ apre ` s  C. Nicolet , le re ́ publicanisme fran   ais n’ est jamais 

illib � ral.C’ est beaucoup plus libe ́ ral qu’ on ne le pense. Et d’ apre ` s Pierre Rosanvallon, la 

R � publique fran   ais n’ est pas la re ́ publique absolue. C’ est le re ́ gime de la d � mocratie moyenne ou le 

jacobinisme amende ́ e qui a reconnu l’ importance des groupes interme ́ diaires et la ne ́ cessite ́  des 

associations volontaires.

　En examinant les disucussions autour de l’ ide ́ e re ́ publicaine en France et du mode ` le 

re ́ publicain fran   ais,on peut e ́ claircir l’ originalite ́  de la re ́ publique《  ｀ a   la fran   aise》.

― 153 ―

フランス「共和国理念」と「共和国モデル」に関する覚え書き ―― 北川



社会文化システム研究科　彙報

社会文化システム研究科　彙報

2003年度開講科目一覧（特別研究Ⅰ，Ⅱは除く）

　　　　　文化システム専攻  

　　授　業　科　目　名　　　　　　　 　担 当 教 員  開 講 期

日本語意味論特論Ⅱ 渡　辺　文　生 前　　　期

人間情報科学特論Ⅱ 本　多　　　薫 前　　　期

中国思想文化論特論Ⅱ 上　田　弘　毅 前　　　期

中国思想文化論特別演習 上　田　弘　毅 後　　　期

日本中世宗教文化史特論Ⅱ 松　尾　剛　次 前　　　期

日本中世宗教文化史特別演習 松　尾　剛　次 後期・集中

日本近世史特論Ⅱ 岩　田　浩太郎 前　　　期

日本近世史特別演習 岩　田　浩太郎 後　　　期

東アジア古代史特論Ⅱ 小　嶋　茂　稔 前　　　期

東アジア近世史特論Ⅱ 新　宮　　　学 前　　　期

東アジア近世史特別演習 新　宮　　　学 前　　　期

ドイツ史特論Ⅱ 山　�　　　彰 前　　　期

ドイツ史特別演習 山　�　　　彰 後　　　期

文化人類学特論Ⅱ 坂　井　正　人 前　　　期

文化人類学特別演習 坂　井　正　人 後　　　期

表象文化論（現代批評）特論Ⅱ 中　村　三　春 前　　　期

日本古代中世文化論特論Ⅱ 菊　地　　　仁 前　　　期

日本古代中世文化論特別演習 菊　地　　　仁 後　　　期

表象文化（美学・芸術学）特論Ⅱ 元　木　幸　一 前　　　期

表象文化（美学・芸術学）特別演習 元　木　幸　一 後　　　期

美学・芸術史特論Ⅱ 阿　部　成　樹 前　　　期

美学・芸術史特別演習 阿　部　成　樹 後　　　期

比較文化論特論Ⅱ 市　川　修　二 前　　　期

比較文化論特別演習 市　川　修　二 後　　　期

英米近世文化論特論Ⅱ 大河内　　　昌 前　　　期

英米近世文化論特別演習 大河内　　　昌 後　　　期

英米近代文化論特論Ⅱ 佐　藤　清　人 前　　　期

英米近代文化論特別演習 佐　藤　清　人 後　　　期

英米現代文化論特論Ⅱ 藤　澤　秀　光 前　　　期

英米現代文化論特別演習 藤　澤　秀　光 後　　　期

ドイツ近代文化論特別演習 奥　村　　　淳 後　　　期

フランス現代文化論特論Ⅱ 阿　部　宏　慈 前　　　期

ロシア文化論特別演習 相　沢　直　樹 後　　　期
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ロシア東欧文学特論Ⅱ 中　村　唯　史 前　　　期

ロシア東欧文学特別演習 中　村　唯　史 後　　　期

イギリス近現代文化論特論Ⅱ 中　村　　　隆 前　　　期

イギリス近現代文化論特別演習 中　村　　　隆 後　　　期

  

　　　　　社会システム専攻  

　　授　業　科　目　名　　　　　　　 　担 当 教 員  開 講 期

地域経済論特論Ⅱ 大　川　健　嗣 前　　　期

地域経済論特別演習 大　川　健　嗣 後　　　期

地域産業連関論特論Ⅱ 柴　田　洋　雄 前　　　期

地域産業連関論特別演習 柴　田　洋　雄 後　　　期

地方財政論特論Ⅱ 木　村　武　司 前　　　期

地方財政論特別演習 木　村　武　司 後　　　期

公共経済学特論Ⅱ 是　川　晴　彦 前　　　期

公共経済学特別演習 是　川　晴　彦 後　　　期

財政学特論Ⅱ 大　槻　芳　孝 前　　　期

財政学特別演習 大　槻　芳　孝 後　　　期

地域社会計画特論Ⅱ 横　山　　　敏 前　　　期

地域社会計画特別演習 横　山　　　敏 後　　　期

環境地理学特論Ⅱ 阿子島　　　功 前　　　期

環境地理学特別演習 阿子島　　　功 後　　　期

経済地理学特論Ⅱ 山　田　浩　久 前　　　期

経済地理学特別演習 山　田　浩　久 後　　　期

企業経営論特論Ⅱ 伊　藤　宣　生 前　　　期

企業経営論特別演習 伊　藤　宣　生 後　　　期

比較会計学特論Ⅱ 洪　　　慈　乙 前　　　期

比較会計学特別演習 洪　　　慈　乙 後　　　期

経営情報特論Ⅱ 山　田　孝　子

 　（非 常 勤）　　　 前期・集中

日本産業構造分析特論Ⅱ 立　松　　　潔 前　　　期

日本産業構造分析特別演習 立　松　　　潔 後　　　期

国際関係論特論Ⅱ 高　橋　　　和 前　　　期

国際関係論特別演習 高　橋　　　和 後　　　期

フランス政治思想特別演習 北　川　忠　明 後　　　期

国際取引法特論Ⅱ 富　澤　敏　勝 前　　　期

 



社会文化システム研究科　彙報

　　　　　共　通　科　目

　　授　業　科　目　名　　　　　　　 　担 当 教 員  開 講 期

情報処理実習 古　藤　　　浩

 　（非 常 勤）　　　 前　　　期

現代外国語（英語）Ⅰ 冨　田　かおる 前　　　期

現代外国語（英語）Ⅱ 山　口　常　夫 通　　　年

現代外国語（ドイツ語） 奥　村　　　淳 前　　　期

現代外国語（ロシア語） 相　沢　直　樹 前　　　期
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2003年度　修士学位論文題目一覧

文化システム専攻

　（題　　目）  （分　野）  （領　域）  （氏　名）

春秋戦国時代における「盟誓」と社会変動 思想歴史論 歴 史 文 化 大塚　恭一

ジョセフ・コーネルの 《シャボン玉セット》 連作の研究 国際文化論 欧 米 文 化 軽部　早苗

＜エス＞の水脈　― 吉屋信子『花物語』と＜百合＞小説の系譜 ―

 国際文化論 アジア文化 久道　　理

映画＜距離＞論 国際文化論 アジア文化 佐々木　愛

ストーリーを語る談話における日本語母語話者と非母語話者の「調整」のストラテジーについて　　　

 人 間 科 学 言 語 科 学 澤　　恩嬉

２次元顔画像からの立体情報の復元に関する研究 人 間 科 学 心 理 情 報 丸山　和良

日本語と中国語の語りの談話における聞き手の言語行動 人 間 科 学 言 語 科 学 楊　　いん

社会システム専攻

　（題　　目）  （分　野）  （領　域）  （氏　名）

地方分権進行下における市町村の存立条件

― 山形県高畠町の「地域・地区づくり」から考える地方の自治 ―

 公共システム 公 共 政 策 一関　　港

金融破綻と金融再生　― 不良債権と公的資金投入 ― 企業システム 企 業 経 営 韓　　　冰 

日中企業協力のあり方に関する研究　― 山形県内企業を中心に ―

 公共システム 公 共 政 策 康　　伝金

バルト海地域における地域協力　― 放射能汚染対策におけるCBSSの取り組みから ―　

 国際システム 国 際 関 係 小助川　洋

中心商店街の再活性化に関する経済地理学的研究 ― 山形県酒田市を事例にして ―

 公共システム 地 域 政 策 鈴木　友和

A Study of the Joint Venture Company between DI  Albania and Japan  

 国際システム 国際経済法務 BAROLLI 

BLEN

山形県の産業構造分析（昭和40年～平成７年）  ～山形県接続産業連関表を作成して～

 公共システム 公 共 政 策 佐藤　義朗

日本における公的年金制度の形成と展開　― 中国の年金制度の比較論的考察 ―

 公共システム 公 共 政 策 陳　　彩玉 



投　　稿　　規　　程

「山形大学大学院社会文化システム研究科紀要」投稿規程

１．名称及び発行

　本編を「山形大学大学院社会文化システム研究科紀要」(Bulletin of Graduate School of Social & 

Cultural Systems at Yamagata University ）と称する。

２．投 稿 資 格

　本編に投稿できる者は，原則として，社会文化システム研究科ないし人文学部教職員とする。ただし，次

のいずれかに該当する場合には投稿を認めることがある。

�　本研究科ないし人文学部に相当年数勤務し，退官した元専任教員

�　本研究科ないし人文学部の客員研究員

�　本研究科ないし人文学部教職員が相当の役割を担っている場合の共同執筆者

�　「特集」などの編集企画により編集委員会が依頼した者

�　本研究科を修了した者

�　その他，編集委員会が適当と認めた者

３．投 稿 内 容

　人文・社会科学に関する未発表のものとし，その種類は次の通りとする。

�　原著論文

�　編集企画により編集委員会が依頼した原稿

�　本研究科の研究教育内容にかかわる研究の成果

�　本研究科および人文学部によって助成された研究の成果報告など

�　そのほか，編集委員会が適当と認めたもの

４．原稿の分量および様式

�　分量は，原則として，日本語原稿の場合は400字詰め原稿用紙で100枚（40字×40行のワープロ用

紙では25枚分）以内とする。欧文原稿の場合はＡ４判の片面に周囲３㎝の空白を残して２段送りタイ

プすることにし，50枚以内とする。その他の言語の場合の分量は上に準ずる。

�　編集委員会が適当と認めた場合，連載の方式をとることができる。

�　日本語による執筆の場合は外国語の，外国語による執筆の場合は日本語の要旨をつけることとし，

要旨は原則として刷り上がり１頁とする。

�　前項の制限を超える原稿は相応の理由があるものに限り，編集委員会の承認を得て受理されること

がある。ただし，この場合の超過分の印刷経費は執筆者が負担するものとする。

�　特殊な印刷を要するもの（カラー印刷など）は，原則として執筆者が負担するものとする。

５．版　　組

　刷り上がりの大きさはＡ４判とする。原則として横組みの場合も縦組みの場合も２段組とする。

― 159 ―



山形大学大学院社会文化システム研究科紀要　創刊号　2005.３

― 160 ―

６．原稿の提出

�　原稿は原則としてワープロで作成し，フロッピーディスクを添えて提出する。

�　プリントアウトしたものを３部本編編集委員まで提出し，そのうち１部を執筆者が保管する。

�　提出時に編集委員から，原稿題名・受付日・時間を明記した受領書を受け取る。

７．原稿の締め切り

�　創刊号の原稿締め切りは2005年1月31日とする。

�　第２号以降の原稿締め切りは，5月31日（休日の場合は休日明けの日）とする。

８．論文等の審査及び掲載の可否

�　編集委員会は原稿の審査を査読者に依頼する。

�　編集委員会は，審査の結果，必要ならば原稿の修正を求めることができる。

�　編集委員会は，審査の結果等に基づいて掲載の可否を決定する。

９．校　正

�　校正は執筆者の責任において行い，原則として再校までとする。

�　校正は誤字，脱字，誤植等の訂正に限るものとし，本文の大幅な変更（削除，挿入等）は原則とし

て認めない。

�　前項の規定にもかかわらず，大幅な訂正を必要とする場合は編集委員会の許可を得るものとし，そ

の印刷に伴う経費は執筆者が負担する。

10．掲載及び別刷りの経費

�　掲載に要する経費は，制限内のページ数であれば，原則として無料とする。

�　別刷りの経費については著者負担とする。

11．出版権利用の許諾

　論文を投稿するものは，山形大学本研究科に対し，当該論文に関する出版権の利用につき許諾するも

のとする。

12．論文等の電子化及びコンピュータ・ネットワーク上での公開

�　掲載された論文等は，原則として電子化し，人文学部ホームページ等を通じてコンピュータ・ネッ

トワーク上に公開する。

�　ただし，執筆者が前項に規定する電子化・公開を希望しない特別の理由を有する場合は，当該論文

の電子化・公開を拒否することができる。その場合は原稿提出時に申し出る。

　　　附　　則

　この投稿規程は2005（平成17）年１月１日から施行する。
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の
と
し
て
形
成
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
メ
ン
バ
ー
は
、
自
己
の
研
究
領
域
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
出
羽
国
府
、
出

羽
三
山
信
仰
、
炭
焼
長
者
伝
説
、
紅
花
商
業
な
ど
を
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
た
。

そ
れ
ぞ
れ
古
代
〜
近
世
の
出
羽
の
歴
史
文
化
を
考
え
る
際
に
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
テ
ー

マ
で
あ
り
、
交
易
・
交
流
の
影
響
を
ふ
ま
え
た
全
国
的
視
野
か
ら
出
羽
の
地
域
特
性

を
考
察
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。

　

三
上
論
文
は
、
出
土
文
字
資
料
を
も
と
に
「
北
の
果
て
の
国
」
と
い
う
自
己
認
識

の
存
在
や
出
羽
国
府
の
内
陸
移
転
が
従
来
説
よ
り
も
早
い
可
能
性
な
ど
を
指
摘
し
、

古
代
出
羽
国
と
国
府
の
諸
段
階
や
地
域
的
特
質
の
形
成
に
つ
い
て
東
山
道
・
北
陸
道

な
ど
交
通
や
交
流
の
展
開
を
ふ
ま
え
な
が
ら
考
察
を
深
め
て
い
る
。

　

松
尾
論
文
は
、
新
発
見
史
料
を
も
と
に
未
解
明
で
あ
っ
た
中
世
羽
黒
修
験
の
霞
場

や
霞
支
配
の
構
造
を
実
証
し
、
鎌
倉
後
期
か
ら
南
北
朝
期
を
羽
黒
修
験
の
東
北
地
域

へ
の
展
開
期
と
と
ら
え
江
戸
期
を
羽
黒
修
験
の
勢
力
圏
が
制
約
さ
れ
て
い
く
時
期
と

把
握
す
る
な
ど
、
羽
黒
山
史
の
と
ら
え
直
し
を
提
言
し
て
い
る
。

　

菊
地
論
文
は
、
か
つ
て
柳
田
国
男
が
依
拠
し
た
が
所
在
不
明
で
あ
っ
た
原
本
「
炭

焼
藤
太
由
来
」
の
発
見
を
も
と
に
、
そ
の
内
容
を
〈
炭
焼
藤
太
〉
伝
説
の
系
譜
や
義

経
伝
説
・
あ
こ
や
姫
伝
説
な
ど
と
の
影
響
関
係
か
ら
考
察
し
、
奥
羽
に
ま
た
が
る

〈
炭
焼
藤
太
〉
伝
説
の
交
流
・
伝
播
の
世
界
を
読
み
解
い
て
い
る
。

　

岩
田
論
文
は
、
山
形
の
巨
大
商
人
長
谷
川
吉
郎
治
家
に
関
す
る
新
史
料
を
も
と
に
、

同
家
の
奥
羽
・
関
東
に
ひ
ろ
が
る
集
出
荷
網
に
よ
る
紅
花
取
引
の
実
態
に
つ
い
て
実

証
研
究
を
お
こ
な
い
、
広
域
的
な
商
業
活
動
を
展
開
し
た
山
形
城
下
町
お
よ
び
山
形

商
人
の
特
徴
と
発
展
条
件
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
。

　

い
ず
れ
も
あ
ら
た
な
史
資
料
の
発
見
を
手
が
か
り
に
、
出
羽
の
歴
史
文
化
に
関
す

る
通
説
を
変
更
し
た
り
実
証
的
に
深
め
よ
う
と
し
て
い
る
点
が
共
通
し
て
い
る
。
忌

憚
の
な
い
ご
批
判
を
お
願
い
し
た
い
。

　

採
択
後
、
メ
ン
バ
ー
は
地
域
調
査
を
実
施
し
、
四
回
の
共
同
研
究
会
を
開
催
し
そ

れ
ぞ
れ
の
成
果
を
報
告
し
あ
っ
た
。
多
忙
の
な
か
短
期
間
に
成
果
を
ま
と
め
て
く
れ

た
メ
ン
バ
ー
各
位
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
本
大
学
院
紀
要
創
刊
号
に
特
集
と
し
て

掲
載
す
る
こ
と
を
許
可
く
だ
さ
っ
た
編
集
委
員
会
に
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

（
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
代
表
者　

岩
田
浩
太
郎
）

　
　
　
　
　
　
　
　

特
集
に
あ
た
っ
て

　
　
　
　
　
　

交
易
・
交
流
か
ら
み
た
出
羽
の
歴
史
文
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　

― 
山
形
の
地
域
特
性
の
歴
史
的
形
成
に
関
す
る
フ
ィ
ー
ル
ド
研
究 
―
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特集にあたって

Special Issue

The history and culture of Dewa from the perspective
 of trade and interaction

－ Field research in the historical formation of Yamagata regional characteristics －

   This special collection features the results of research conducted with assistance funding by 
researchers whose work was accepted through application for the Project Support System 
established by the Faculty of Literature and Social Sciences in 2004.  The project participants are 
Kotaro Iwata (specialty: pre-modern history of Japan), Hitoshi Kikuchi (specialty: Japanese 
literature), Kenji Matsuo (specialty: religious history of Japan) and Yoshitaka Mikami (specialty: 
ancient history of Japan), all of whom are faculty members of the Graduate School of Social and 
Cultural Systems.
    The project research takes up the issue of the historical formation of regional characteristics in 
Yamagata with the focus on the formation and effects of trade and interaction in the pre-modern 
period.  The land of Dewa (Dewa was the name of the area along the Japan Sea coast in the 
northeastern part of Japan in the pre-modern era including present-day Yamagata Prefecture) 
prospered in pre-modern Japan due to commercial trade and interaction with northern Asia and 
areas throughout Japan based on marine transport on the Japan Sea and a variety of influences, 
including Ainu and kamigata (Kyoto-Osaka area) culture, are thought to have played a role in the 
formation of regional characteristics.  It is thus important to promote basic research in 
transportation-related areas and their effects.  Please read the English abstracts for the content of 
the papers.  In the current project research, the project participants each provide a greater 
clarification of the actual circumstances surrounding the wide-ranging trade and interaction that 
existed in Ouu, the area spanning the lands of Mutsu and Dewa (the present-day Tohoku area) 
made possible by the discovery of new historical materials (old documents, historical sites, relics, 
etc.)

(Kotaro Iwata, Professor, Project Research Representative)
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本
論
文
は
、
和
辻
哲
郎
（
一
八
八
九
〜
一
九
六
〇
）
の
思
想
構
造
の
展
開
を
、
初

期
（
一
八
八
九
〜
一
九
二
七
）、
体
系
期
（
一
九
二
七
〜
一
九
四
五
）、
戦
後
期
（
一

九
四
五
〜
一
九
六
〇
）
に
区
分
し
て
論
述
す
る
論
文
の
う
ち
の
、
初
期
の
和
辻
に
お

け
る
内
在
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
初
期
の
和
辻
に
お
け
る
超
越
を
対
象
と
す

る
論
文
、
体
系
期
を
対
象
と
す
る
論
文
、
戦
後
期
を
対
象
と
す
る
論
文
を
別
に
予
定

し
て
い
る
。
い
ず
れ
の
論
文
に
お
い
て
も
、
和
辻
の
思
想
を
通
底
す
る
構
造
と
し
て
、

内
在
と
超
越
と
に
お
け
る
把
捉
、
離
反
の
構
造
を
見
出
そ
う
と
す
る
。
始
め
に
、
内

在
、
超
越
、
及
び
両
者
に
お
け
る
把
捉
、
離
反
と
い
う
用
語
を
予
備
的
に
考
察
、
説

明
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
ら
の
用
語
は
、
具
体
的
な
思
想
に
適
用
さ
れ
る
以

前
に
そ
の
意
味
が
確
定
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
具
体
的
な
思
想
に
適
用
さ
れ
る

こ
と
に
お
い
て
そ
の
意
味
を
分
化
さ
せ
、
明
確
化
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
が
、
本
論

文
の
本
論
に
お
け
る
考
察
、
検
討
に
お
け
る
そ
の
意
味
の
分
化
、
明
確
化
を
可
能
に

す
る
基
礎
的
意
味
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
考
察
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
の
で
あ
る
。

　

『
和
辻
哲
郎
全
集
』〔
岩
波
書
店
、
第
一
巻
〜
第
一
九
巻
（
一
九
七
六
年
一
一
月
〜

一
九
七
八
年
五
月
）、
第
二
〇
巻
〜
第
二
五
巻
・
別
巻
一
〜
別
巻
二
（
一
九
九
一
年
一

月
〜
一
九
九
二
年
八
月
）〕
所
収
の
和
辻
の
文
章
の
典
拠
は
、
例
え
ば
、「
埋
れ
た
る

芸
術
品
」　

年
、『
全　

』
七
頁
（
一
九
一
八
年
発
表
の
和
辻
の
文
章
、「
埋
れ
た
る

18

22

芸
術
品
」、『
和
辻
哲
郎
全
集
』
第
二
二
巻
の
七
頁
）
の
よ
う
に
省
略
表
示
す
る
。 

第
１
節　

内
在
・
超
越
、
把
捉
・
離
反
の
予
備
的
考
察

　

内
在
と
超
越
と
は
人
間
の
存
在
の
あ
り
か
た
で
あ
り
、
内
在
と
は
人
間
が
世
界
の

う
ち
に
あ
り
、
そ
の
世
界
を
対
象
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
な
い
あ
り
か
た
で
あ
り
、

超
越
と
は
人
間
が
世
界
の
う
ち
か
ら
脱
却
し
、
そ
の
世
界
を
対
象
と
し
て
と
ら
え
て

い
る
あ
り
か
た
で
あ
る
。
内
在
に
お
い
て
人
間
は
そ
の
世
界
の
う
ち
に
埋
没
し
て
お

り
、
そ
の
世
界
を
認
識
し
、
表
現
す
る
こ
と
は
な
い
。
超
越
に
お
い
て
人
間
は
そ
の

世
界
の
う
ち
に
埋
没
し
て
は
お
ら
ず
、
そ
の
世
界
を
認
識
し
、
表
現
す
る
。
内
在
に

お
い
て
人
間
は
そ
の
世
界
を
保
持
し
、
超
越
に
お
い
て
人
間
は
そ
の
世
界
を
変
革
す

る
。
超
越
は
、
内
在
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
世
界
か
ら
の
脱
却
で
あ
り
、
そ
の
世
界
を

対
象
化
し
う
る
位
置
の
獲
得
で
あ
る
。
現
実
か
ら
の
超
越
と
い
う
場
合
、
そ
の
現
実

と
は
内
在
で
あ
り
、
現
実
か
ら
の
超
越
と
は
、
そ
の
現
実
か
ら
脱
却
し
て
、
そ
の
現

実
を
対
象
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
現
実
へ
の
超
越
と
い
う
場
合
、
そ
の
現
実
と
は
、

内
在
し
て
い
る
世
界
を
対
象
化
し
う
る
位
置
を
獲
得
し
て
い
る
現
実
で
あ
り
、
現
実

へ
の
超
越
と
は
、
そ
の
現
実
へ
の
到
達
で
あ
る
。
内
在
・
超
越
は
人
間
の
存
在
の
具

体
的
な
あ
り
か
た
の
根
底
に
お
け
る
構
造
で
あ
り
、
人
間
の
存
在
の
一
切
の
あ
り
か

た
の
う
ち
に
通
底
し
て
い
る
構
造
で
あ
る
。

　

次
に
、
内
在
と
超
越
の
対
概
念
に
照
応
す
る
対
概
念
を
提
示
す
る
。
以
下
提
示
す

る
対
概
念
の
う
ち
に
内
在
と
超
越
と
が
通
底
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
人
間
の
存
在
の
あ
り
か
た
の
根
底
で
あ
る
対
概
念
を
提
示
す
る
。
内
在

初
期
和
辻
哲
郎
に
お
け
る
内
在

 
板

垣

哲

夫

（
文
化
シ
ス
テ
ム
専
攻
歴
史
文
化
領
域
担
当
）
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初期和辻哲郎における内在 ―― 板垣

対
超
越
に
対
し
即
自
対
脱
自
、
自
然
対
作
為
、
観
照
対
行
為
、
無
意
識
対
意
識
、
演

繹
対
帰
納
、
消
費
対
生
産
が
照
応
し
て
い
る
（
内
在
、
即
自
、
自
然
、
観
照
、
無
意

識
、
演
繹
、
消
費
の
系
列
に
、
超
越
、
脱
自
、
作
為
、
行
為
、
意
識
、
帰
納
、
生
産

の
系
列
が
対
応
し
て
い
る
）。

　

第
二
に
、
人
間
の
存
在
の
あ
り
か
た
の
根
底
を
構
成
す
る
言
語
行
為
に
お
け
る
対

概
念
を
提
示
す
る
。
内
在
対
超
越
に
対
し
、
シ
ニ
フ
ィ
エ
対
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
、
ラ
ン

グ
対
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
、
パ
ロ
ー
ル
対
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
が
照
応
し
て
い
る
（
内
在
、

シ
ニ
フ
ィ
エ
、
ラ
ン
グ
、
パ
ロ
ー
ル
の
系
列
に
超
越
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
、
デ
ィ
ス
ク
ー

ル
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
系
列
が
対
応
し
て
い
る
）。

　

第
三
に
、
人
間
の
存
在
の
あ
り
か
た
の
根
底
を
構
成
す
る
時
間
意
識
に
お
け
る
対

概
念
を
提
示
す
る
。
内
在
対
超
越
に
対
し
、
記
憶
対
予
期
、
既
定
対
未
定
、
過
去
対

未
来
、
伝
統
対
革
新
、
共
時
対
通
時
、
空
間
対
時
間
が
照
応
し
て
い
る
（
内
在
、
記

憶
、
既
定
、
過
去
、
伝
統
、
共
時
、
空
間
の
系
列
に
、
超
越
、
予
期
、
未
定
、
未
来
、

革
新
、
通
時
、
時
間
の
系
列
が
対
応
し
て
い
る
）。

　

第
四
に
、
人
間
の
存
在
の
あ
り
か
た
に
照
応
す
る
世
界
の
あ
り
か
た
に
お
け
る
対

概
念
を
提
示
す
る
。
内
在
対
超
越
に
対
し
、
実
体
対
観
念
、
同
一
対
差
異
、
多
元
性

対
一
元
性
が
照
応
し
て
い
る
（
内
在
、
実
体
、
同
一
、
多
元
性
の
系
列
に
、
超
越
、

観
念
、
差
異
、
一
元
性
の
系
列
が
対
応
し
て
い
る
）。

　

第
五
に
、
人
間
の
存
在
の
あ
り
か
た
が
形
成
す
る
人
間
相
互
の
関
係
と
し
て
の
世

界
の
あ
り
か
た
に
お
け
る
対
概
念
を
提
示
す
る
。
内
在
対
超
越
に
対
し
、
存
在
対
当

為
、
他
力
対
自
力
、
特
殊
対
普
遍
・
個
別
（
特
殊
に
対
し
、
普
遍
・
個
別
を
対
置
）、

ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
対
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
が
照
応
し
て
い
る
（
内
在
、
存
在
、
他
力
、

特
殊
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
系
列
に
、
超
越
、
当
為
、
自
力
、
普
遍
・
個
別
、
ゲ

ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
系
列
が
対
応
し
て
い
る
）。

　

次
に
、
内
在
と
超
越
と
に
お
け
る
把
捉
、
離
反
に
つ
い
て
考
慮
す
る
。
先
に
離
反

に
つ
い
て
考
察
す
る
。
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
と
は
、
世
界
か
ら
脱
却
し
、

世
界
を
対
象
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
な
く
、
世
界
の
う
ち
に
埋
没
し
て
い
る
あ
り

か
た
で
あ
り
、
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
と
は
、
世
界
の
う
ち
に
内
在
す
る
こ

と
な
く
、
世
界
を
自
己
か
ら
隔
絶
し
た
対
象
と
し
て
と
ら
え
る
あ
り
か
た
で
あ
る
。

以
下
に
は
、
内
在
と
超
越
と
の
離
反
が
そ
の
基
底
を
構
成
し
て
い
る
、
人
間
の
存
在

の
あ
り
か
た
を
提
示
す
る
。

　

一
切
を
懐
疑
す
る
懐
疑
主
義
に
お
い
て
、
超
越
が
懐
疑
さ
れ
て
い
る
場
合
（
超
越

か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
）
と
内
在
が
懐
疑
さ
れ
て
い
る
場
合
（
内
在
か
ら
離
反
し

て
い
る
超
越
）
と
が
あ
る
。

　

人
間
を
含
め
た
全
て
の
存
在
者
は
世
界
の
う
ち
に
お
い
て
意
味
連
関
を
も
た
ず
、

機
械
連
関
を
も
つ
の
み
で
あ
る
と
す
る
機
械
論
は
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
で

あ
る
。
全
て
の
存
在
者
を
包
摂
す
る
世
界
は
一
定
の
目
的
を
達
成
す
べ
く
展
開
し
て

い
る
と
す
る
目
的
論
は
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
で
あ
る
。

　

権
威
主
義
、
公
式
主
義
は
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
で
あ
り
、
機
会
主
義
は

内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
で
あ
る
。
必
然
は
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
で

あ
り
、
偶
然
は
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
で
あ
る
。

　

ア
ニ
ミ
ズ
ム
等
の
呪
術
、
自
然
宗
教
、
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
等
の

氏
族
的
、
部
族
的
宗
教
、
及
び
そ
れ
ら
に
由
来
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
は
、

世
界
の
う
ち
に
人
間
を
含
め
た
全
て
の
存
在
者
は
内
在
し
、
人
間
は
世
界
か
ら
超
越

す
る
こ
と
が
な
い
（
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
）。
そ
れ
に
対
し
、
キ
リ
ス
ト
教
を

典
型
と
す
る
唯
一
神
＝
絶
対
者
信
仰
に
お
い
て
は
、
自
己
は
唯
一
神
＝
絶
対
者
と
結

合
す
る
こ
と
に
お
い
て
世
界
か
ら
脱
却
す
る（
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
）。
唯

一
神
＝
絶
対
者
信
仰
に
お
い
て
確
立
さ
れ
た
自
己
が
経
験
、
資
料
を
対
象
化
し
、
観
念
、

仮
説
、
実
験
を
設
定
す
る
近
代
科
学
、
実
証
主
義
に
お
い
て
、
人
間
は
あ
ら
ゆ
る
前

提
を
破
壊
し
、
世
界
を
と
ら
え
な
お
し
て
い
く
（
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
）。

　

強
迫
現
象
（
不
安
状
態
が
あ
り
、
意
識
の
内
部
に
感
情
、
観
念
、
傾
向
が
患
者
の

意
志
に
反
し
て
、
患
者
の
人
格
に
不
調
和
な
も
の
と
し
て
存
在
し
、
こ
れ
を
追
い
払

お
う
と
し
て
も
追
い
払
う
こ
と
が
で
き
な
い
）
は
、
世
界
に
対
し
距
離
を
と
り
、
世

界
を
対
象
化
す
る
こ
と
（
超
越
）
が
で
き
な
く
な
り
、
感
情
、
観
念
、
傾
向
（
超
越
）
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を
制
御
で
き
な
く
な
り
、そ
れ
ら
が
人
格
に
不
調
和
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
状
態（
超

越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
）
で
あ
る
。
不
潔
恐
怖
の
強
迫
現
象
に
お
け
る
、
手
を

洗
う
し
か
た
を
定
式
化
す
る
儀
式
化
は
呪
術
の
あ
り
か
た
そ
の
も
の
で
あ
り
、
両
者

は
世
界
か
ら
の
超
越
を
回
避
し
、
世
界
の
う
ち
に
自
閉
す
る
の
で
あ
る
（
超
越
か
ら

離
反
し
て
い
る
内
在
）。
日
本
人
に
お
い
て
一
般
的
で
あ
る
甘
え
の
原
象（
土
居
健
郎

『「
甘
え
」
の
構
造
』
弘
文
堂
、
一
九
七
一
年
が
解
明
）
も
、
甘
え
る
こ
と
が
で
き
る

世
界
の
う
ち
に
内
在
し
、
そ
の
世
界
か
ら
脱
却
し
、
そ
の
世
界
を
対
象
化
す
る
こ
と

（
超
越
）
が
で
き
な
い
状
態
（
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
）
で
あ
る
。
性
的
行
為
、

サ
デ
ィ
ズ
ム
、
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
に
お
け
る
エ
ク
ス
タ
シ
ー
に
お
い
て
も
、
世
界
の
う
ち

に
自
閉
し
、
深
く
埋
没
し
て
い
く
こ
と
に
よ
る
自
我
の
意
識
の
消
滅
が
め
ざ
さ
れ
て

い
る
（
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
鬱
病
に
お
け
る
抑
鬱
状

態
（
気
が
滅
入
る
。
気
が
沈
む
。
う
っ
と
う
し
い
。
空
虚
に
感
じ
る
。
つ
ら
い
こ
と

が
あ
っ
て
も
悲
し
め
な
い
し
、
泣
け
な
い
。
感
情
を
と
も
な
わ
な
い
淋
し
さ
）
は
、

世
界
の
う
ち
に
内
在
す
る
こ
と
の
不
能
（
内
在
か
ら
の
離
反
）
が
強
化
さ
れ
た
、
内

在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
で
あ
り
、
躁
病
に
お
け
る
高
揚
し
た
気
分
、
欲
動
の
高

ま
り
、
観
念
奔
逸
、
誇
大
的
な
空
想
は
、
世
界
の
う
ち
か
ら
の
脱
却
、
そ
の
世
界
を

対
象
と
し
て
様
々
の
想
像
、
解
釈
を
遂
行
す
る
超
越
が
強
化
さ
れ
た
、
内
在
か
ら
離

反
し
て
い
る
超
越
で
あ
る
。

　

次
に
把
捉
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
と
は
、
世
界
か
ら

脱
却
し
、
世
界
を
対
象
と
し
て
と
ら
え
る
超
越
の
あ
り
か
た
を
、
世
界
の
う
ち
に
内

在
す
る
あ
り
か
た
の
う
ち
に
と
ら
え
て
い
る
あ
り
か
た
で
あ
り
、
内
在
を
把
捉
し
て

い
る
超
越
と
は
、
世
界
の
う
ち
に
内
在
す
る
あ
り
か
た
を
、
世
界
か
ら
脱
却
し
、
世

界
を
対
象
と
し
て
と
ら
え
る
超
越
の
あ
り
か
た
の
う
ち
に
と
ら
え
て
い
る
あ
り
か
た

で
あ
る
。
以
下
に
は
、
内
在
と
超
越
と
の
把
捉
が
そ
の
基
底
を
構
成
し
て
い
る
、
人

間
の
存
在
の
あ
り
か
た
を
提
示
す
る
。

　

自
己
に
対
す
る
意
識
、
自
己
に
対
す
る
言
及
の
基
底
は
、
自
己
を
対
象
化
す
る
超

越
を
把
捉
し
て
い
る
自
己
へ
の
内
在
と
、
自
己
へ
の
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
、
自
己

を
対
象
化
す
る
超
越
と
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
自
己
へ
の
還
帰
で
あ
り
、

後
者
は
自
己
に
対
す
る
否
定
で
あ
る
。

　

欲
求
は
、
基
底
に
お
い
て
世
界
に
内
在
し
つ
つ
、
そ
の
世
界
か
ら
超
越
す
る
こ
と

を
志
向
、
予
感
す
る
こ
と
で
あ
り
、
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
表
現
は
、
自
己
が
内
在
し
て
い
る
世
界
を
観
念
、
象
徴
と
し
て
と
ら
え
て
い
く

こ
と
で
あ
り
、
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
で
あ
る
。

　

義
務
は
、
自
己
が
内
在
し
て
い
る
世
界
を
超
越
し
て
い
く
規
範
を
、
自
己
が
内
在

し
て
い
る
世
界
の
秩
序
と
し
て
受
容
す
る
こ
と
で
あ
り
、
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内

在
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
権
利
は
、
自
己
が
内
在
し
て
い
る
世
界
の
秩
序
を
、
自
己

が
内
在
し
て
い
る
世
界
を
超
越
し
て
い
く
規
範
と
し
て
つ
く
り
な
お
し
て
い
く
こ
と

で
あ
り
、
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
で
あ
る
。

　

自
然
法
に
依
拠
す
る
こ
と
（
内
在
）
に
よ
っ
て
現
実
世
界
を
変
革
す
る
こ
と
（
超

越
）
は
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
で
あ
り
、
現
実
世
界
の
変
革
の
経
験
（
超
越
）

の
う
ち
に
お
い
て
自
然
法
が
変
容
し
て
い
く
こ
と
（
内
在
）
は
超
越
を
把
捉
し
て
い

る
内
在
で
あ
る
。

　

人
間
が
自
然
界
を
、
自
然
法
則
に
依
拠
し
つ
つ
（
内
在
）、
実
験
を
行
い
な
が
ら
操

作
的
に
改
造
し
て
い
く
こ
と
（
超
越
）
は
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
で
あ
り
、
そ

の
よ
う
な
自
然
界
の
改
造
の
経
験
（
超
越
）
の
う
ち
に
お
い
て
自
然
法
則
の
体
系
が

変
容
し
て
い
く
こ
と
（
内
在
）
は
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
で
あ
る
。

　

Ｓ
・
フ
ロ
イ
ド
の
精
神
分
析
に
お
い
て
エ
ス
と
超
自
我
は
内
在
で
あ
り
、
現
実
状

況
へ
の
直
面
は
超
越
で
あ
り
、
現
実
原
則
に
従
っ
て
い
る
場
合
（
現
実
状
況
を
考
慮

し
つ
つ
、
迂
回
路
を
と
っ
て
満
足
を
追
求
す
る
）
は
、
現
実
状
況
へ
の
直
面
を
し
て

エ
ス
・
超
自
我
を
把
捉
さ
せ
（
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
）、
エ
ス
・
超
自
我
を
し

て
現
実
状
況
へ
の
直
面
を
把
捉
さ
せ
る
（
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）
役
割
を
自

我
が
果
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
快
楽
原
則
に
従
っ
て
い
る
場
合
（
現
実
状
況
は
考

慮
さ
れ
ず
、
最
短
距
離
を
と
っ
て
満
足
が
追
求
さ
れ
る
）
は
、
自
我
が
機
能
し
て
い

な
い
（
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
）
と
考
え
ら
れ
る
。
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以
上
の
よ
う
な
離
反
、
把
捉
に
お
い
て
は
、
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
に
続

い
て
、
そ
の
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
、
さ
ら
に
続
い
て
そ
の
内
在
か
ら
離
反

し
て
い
る
超
越
と
い
う
様
な
離
反
の
連
続
的
展
開
、
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
に

続
い
て
、
そ
の
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
、
さ
ら
に
続
い
て
そ
の
内
在
を
把
捉
し

て
い
る
超
越
と
い
う
様
な
把
捉
の
連
続
的
展
開
、
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
に

続
い
て
、
そ
の
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
、
さ
ら
に
続
い
て
そ
の
内
在
か
ら
離
反

し
て
い
る
超
越
と
い
う
よ
う
な
離
反
、
把
捉
の
連
続
的
展
開
が
展
開
さ
れ
る
。

第
２
節　

超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在

　

初
期
の
和
辻
に
お
い
て
、
課
題
と
さ
れ
る
べ
き
ア
ポ
リ
ア
を
回
避
す
る
姿
勢
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
。

「
我
々
は
永
遠
の
生
な
く
し
て
は
こ
の
生
が
あ
ま
り
に
空
虚
で
あ
る
こ
と
を
感

ず
る
。
し
か
も
何
ゆ
え
に
我
々
は
こ
の
問
題
を
逃
避
す
る
か
。
あ
た
か
も
死
と

い
う
も
の
が
我
々
の
上
に
か
か
っ
て
は
い
な
い
か
の
よ
う
に
、
現
前
の
生
活
が

永
久
に
続
き
得
る
か
の
よ
う
に
、
の
ん
き
な
心
持
ち
で
自
分
を
欺
い
て
い
る
の

で
あ
る
。
愛
す
る
者
の
死
に
会
っ
た
時
で
さ
え
も
、
我
々
は
そ
の
悲
嘆
を
中
途

で
ご
ま
か
し
て
い
る
。
何
ゆ
え
に
我
々
は
突
き
つ
め
ら
れ
る
だ
け
こ
の
問
題
を

突
き
つ
め
て
い
か
な
い
か
。
愛
す
る
者
と
永
久
に
別
れ
た
く
な
い
願
望
を
、
何

ゆ
え
に
曖
昧
な
望
み
と
し
て
ほ
っ
て
お
く
か
。
…
…

…
…

　

我
々
は
こ
の
世
に
生
き
る
た
め
に
、
た
だ
わ
ず
か
な
食
物
と
粗
末
な
衣
と
小

さ
い
家
と
が
あ
れ
ば
い
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
自
分
に
必
要
以
上

の
も
の
は
、
も
っ
と
貧
し
い
者
に
分
か
ち
与
え
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
も
知
っ

て
い
る
。
し
か
も
何
ゆ
え
に
我
々
は
感
覚
を
喜
ば
せ
る
さ
ま
ざ
ま
の
贅
沢
品
を

欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
か
。
何
ゆ
え
に
柔
ら
か
な
衣
と
美
し
い
室
と
明
る
い
燈

火
と
を
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
か
。
そ
う
し
て
何
ゆ
え
に
貧
し
い
者
の
生
活
か

ら
目
を
そ
む
け
る
か
。

　

我
々
は
正
し
く
な
い
こ
と
を
こ
の
世
か
ら
駆
逐
し
た
い
と
思
う
。
し
か
し
贅

沢
な
生
活
を
求
め
る
民
衆
の
欲
望
が
ひ
き
起
こ
し
た
大
仕
掛
け
な
人
間
殺
戮
が

目
の
前
で
行
な
わ
れ
て
い
て
も
、
日
々
の
新
聞
に
よ
っ
て
そ
の
報
告
を
読
み
、
畳

の
上
に
寝
そ
べ
っ
て
心
に
憤
り
を
感
じ
て
い
る
き
り
で
あ
る
。
何
ゆ
え
に
我
々

は
道
の
た
め
に
身
を
も
っ
て
働
き
か
け
て
行
か
な
い
か
。
幾
百
万
の
人
間
の
血

が
正
し
く
な
い
こ
と
の
た
め
に
流
さ
れ
る
の
を
何
ゆ
え
に
傍
観
し
て
い
る
か
。

　

要
す
る
に
私
は
正
し
い
と
感
ず
る
生
活
に
真
裸
に
な
っ
て
躍
り
込
む
こ
と
が

で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
卑
怯
に
相
違
な
い
。
私
は
そ
れ
を
恥
じ
る
。
し

か
し
恥
じ
る
だ
け
で
は
何
の
解
決
に
も
な
ら
な
い
。
真
の
勇
気
が
私
を
ふ
る
い

立
た
せ
る
ま
で
は
私
は
苦
し
ま
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
う
し
て
そ
の
苦
し
み
を

の
が
れ
る
た
め
に
、
私
は
心
に
隙
あ
る
ご
と
に
妥
協
点
を
見
い
だ
そ
う
と
つ
と

め
る
だ
ろ
う
。
幾
千
年
来
無
数
の
人
間
が
そ
れ
を
や
っ
た
よ
う
に
。
そ
う
し
て

ま
た
こ
の
卑
怯
な
逃
避
の
ゆ
え
に
さ
ら
に
新
し
く
苦
し
ま
な
く
て
は
な
る
ま

い
」（『
偶
像
再
興
』　

年
、『
全　

』
一
五
三
〜
一
五
四
頁
）
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「
死
」
と
「
永
遠
の
生
」
と
の
衝
突
の
問
題
、
社
会
、
政
治
、
経
済
に
お
け
る
正
義

の
問
題
を
和
辻
は
回
避
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
の
問
題
を
「
突
き
つ
め
て
」
い
く
こ

と
（
超
越
）
が
な
く
、「
曖
昧
」
に
し
、「
中
途
で
ご
ま
か
し
」、「
傍
観
し
」、「
妥
協

点
を
見
い
だ
そ
う
」
と
し
て
い
る
（
内
在
）（
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
）。

　

危
険
で
あ
る
と
言
わ
れ
た
天
竜
川
下
り
に
友
人
と
出
か
け
、
心
の
内
で
自
分
の
死

に
つ
い
て
気
に
な
り
続
け
、
結
局
無
事
に
終
了
し
た
後
の
心
境
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
記
し
て
い
る
。「
旅
行
に
出
る
前
の
あ
の
気
分
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
い
う
気
持
ち
は

確
か
に
自
分
に
あ
っ
た
。
当
然
考
え
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
死
の
こ
と
を
考
え
る

の
は
、
自
分
に
は
や
は
り
重
荷
だ
っ
た
の
で
あ
る
。「
死
」
と
い
う
も
の
を
も
っ
と
自

分
か
ら
遠
ざ
け
て
お
く
こ
と
の
で
き
る
の
が
、
自
分
に
は
や
は
り
解
放
の
喜
び
な
の

で
あ
る
。
常
住
坐
臥
、
死
に
面
し
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
の
能
力
を
超
え

る
。
死
を
忘
れ
て
生
だ
け
を
楽
ん
で
い
た
い
と
い
う
気
持
ち
も
、
弱
い
人
間
に
は
許
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さ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
」（「
天
竜
川
を
下
る
」　

年
、『
全　

』
四
一
八
頁
）。

22

17

死
へ
の
超
越
か
ら
離
友
し
て
、
生
の
う
ち
に
内
在
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

宗
教
に
対
し
て
も
、
接
近
し
よ
う
と
す
る
意
志
を
も
ち
な
が
ら
も
、
宗
教
を
回
避
し

よ
う
と
す
る
両
義
的
な
あ
り
か
た
を
と
っ
て
い
る
。
無
所
有
の
共
同
生
活
と
社
会
奉
仕

を
説
く
宗
教
団
体
「
一
燈
園
」
の
指
導
者
、
西
田
天
香
に
対
す
る
自
分
の
態
度
に
つ
い

て
、「
私
自
身
は
自
分
の
方
か
ら
天
香
氏
に
接
し
て
行
か
う
と
い
ふ
欲
望
を
起
し
ま
せ
ん

で
し
た
。
そ
こ
に
「
救
ひ
」
が
あ
る
こ
と
を
知
つ
て
ゐ
な
が
ら
、「
救
ひ
」
を
求
め
て
ゐ

る
自
分
が
そ
れ
を
避
け
る
、
―
― 
明
か
な
矛
盾
で
す
。
が
自
分
に
と
つ
て
は
ど
う
す
る

こ
と
も
出
来
な
い
（
と
感
ぜ
ら
れ
る
）
矛
盾
な
の
で
す
。
私
は
他
に
も
道
が
あ
る

�

�

�

�

�

�

�

と
い

ふ
こ
と
を
考
へ
ま
す
。
そ
の
く
せ
こ
の
道
こ
そ

�

�

�

�

�

本
道
だ
と
い
ふ
感
じ
を
脱
れ
る
こ
と
が

出
来
ま
せ
ん
。
従
つ
て
「
自
分
を
こ
の
ま
ゝ
押
し
進
め
て
行
つ
て
い
ゝ
」
と
い
ふ
考
と
、

「
自
分
を
ど
う
に
か
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
ふ
感
じ
と
が
、
絶
え
ず
自
分
の
内
に

対
立
し
て
ゐ
る
の
で
す
。
こ
の
「
あ
れ
か
こ
れ
か
」
の
迷
ひ
を
自
分
の
内
に
片
づ
け
て
、

た
ゞ
ひ
た
す
ら
に
聖
者
の
道
に
向
ふ
心
持
に
な
れ
た
と
き
、
私
は
初
め
て
天
香
氏
に
つ

く
こ
と
が
出
来
る
と
考
へ
て
ゐ
ま
し
た
」、
と
し
て
い
る
（「「
こ
れ
人
を
見
る
な
り
」」

　

年
、『
全
別
２
』
四
六
九
頁
）。
両
義
的
な
あ
り
か
た
で
は
あ
る
が
、
基
底
に
お
い
て

21宗
教
（
超
越
）
を
回
避
し
て
、
内
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
結
婚
（
一
九
一
二
年
）
頃
か
ら
開
始
さ
れ
る
生
活
秩
序
の
再
建
、
学
究

生
活
へ
の
意
識
的
な
志
向
は
、
結
婚
前
の
放
蕩
生
活
に
お
け
る
さ
ら
に
堕
落
し
て
い

く
こ
と
へ
の
恐
怖
、
不
安
か
ら
脱
出
し
よ
う
と
す
る
人
格
向
上
、
生
活
向
上
へ
の
作

為
的
志
向
で
あ
り
、
内
在
す
べ
き
世
界
を
見
失
っ
た
、
無
方
向
な
向
上
へ
の
超
越
で

あ
る
（
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
。
拙
稿
「
初
期
和
辻
哲
郎
に
お
け
る
超
越
」

（『
山
形
大
学
人
文
学
部
研
究
年
報
』
第
２
号
）
に
お
い
て
考
察
）
と
同
時
に
、
現
実

の
社
会
、
政
治
の
状
況
か
ら
隠
遁
し
、
内
面
の
閉
域
に
自
閉
し
よ
う
と
す
る
志
向
で

も
あ
っ
た
（
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
）
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
自
閉
の
志
向

か
ら
、
以
後
生
涯
に
わ
た
る
、
社
会
、
政
治
等
の
諸
問
題
か
ら
の
自
己
隔
離
が
帰
結

し
て
き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
、
正
義
、
死
、
宗
教
、
現
実
状
況
と
い
っ
た
ア
ポ
リ
ア
を
回
避
し
（
超
越
か

ら
の
離
反
）、自
ら
が
安
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
内
面
の
秩
序
の
う
ち
に
内
在
し
よ
う

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
）。

　

以
下
に
は
、
初
期
の
和
辻
に
お
け
る
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
に
お
け
る
、

自
ら
が
そ
の
う
ち
に
内
在
し
て
い
る
、
自
ら
が
安
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
内
面
の
秩

序
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

　

ま
ず
現
在
の
自
己
が
そ
の
う
ち
に
最
も
深
く
内
在
し
、
依
拠
し
て
い
る
と
こ
ろ
の

根
源
的
過
去
、
根
源
的
深
層
へ
の
還
帰
が
志
向
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
還
帰
す
べ
き
根

源
と
し
て
幼
年
期
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
晩
年
に
幼
年
期
の
子
供
部
屋
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
こ
の
三
畳
の
間
は
、
右
に
言
っ
た
漢
方
医
時
代
の
薬
局
で
、
南
側
に
窓
が
あ
り
、

東
側
か
ら
北
側
へ
か
け
て
も
と
漢
方
薬
を
い
れ
た
抽
き
出
し
や
小
さ
い
棚
が
一

面
に
作
り
つ
け
て
あ
っ
た
。
わ
た
く
し
の
子
供
の
こ
ろ
に
は
、
こ
こ
は
お
も
ち
ゃ

や
本
の
入
れ
場
所
に
な
っ
て
い
て
、
無
限
に
豊
か
な
宝
庫
の
よ
う
な
感
じ
を
与
え

て
い
た
。
南
側
の
窓
は
、
た
し
か
一
間
の
肱
掛
け
窓
に
な
っ
て
い
て
、
わ
り
に
背

の
低
い
四
枚
の
障
子
が
は
ま
っ
て
い
た
。
た
ぶ
ん
、
こ
の
家
の
立
居
が
低
い
た
め

に
、
軒
が
ず
っ
と
低
く
な
っ
て
い
た
の
だ
と
思
う
。
そ
の
障
子
の
桟
が
非
常
に
細

か
っ
た
こ
と
も
、
強
く
記
憶
に
残
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
寸
の
つ
ま
っ
た
、
繊
細

な
釣
り
合
い
は
、
茶
室
で
で
も
な
い
と
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
、
特
殊
の
も
の
で

あ
っ
た
。
…
…
そ
の
寸
の
つ
ま
っ
た
、
ミ
ニ
ア
チ
ュ
ア
の
よ
う
な
感
じ
が
、
お
も

ち
ゃ
や
お
伽
噺
と
親
し
ん
で
い
る
子
供
の
心
に
、
ぴ
っ
た
り
と
合
っ
た
の
で
あ
る

か
も
知
れ
な
い
。
と
に
か
く
幼
い
こ
ろ
の
わ
た
く
し
は
、
こ
の
小
さ
い
室
が
非
常

に
好
き
で
あ
っ
た
。
肱
掛
け
窓
の
障
子
を
あ
け
て
、そ
こ
に
よ
り
か
か
り
な
が
ら
、

庭
を
う
っ
と
り
と
な
が
め
て
い
た
こ
と
が
、
た
び
た
び
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
」（『
自
叙
伝
の
試
み
』　

年
、『
全　

』
五
二
頁
）

61
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幼
年
期
の
和
辻
が
、
自
分
が
そ
の
う
ち
に
内
在
し
て
い
る
「
無
限
に
豊
か
な
宝
庫
」

と
し
て
こ
の
小
さ
な
子
供
部
屋
を
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
ら
え
か
た
は
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幼
年
期
以
降
成
年
期
に
な
っ
て
も
存
続
し
、
さ
ら
に
幼
年
期
自
体
を
還
帰
す
べ
き
根

源
的
過
去
、「
無
限
に
豊
か
な
宝
庫
」
と
し
て
と
ら
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。

　

根
源
的
過
去
と
さ
れ
た
幼
年
期
は
さ
ら
に
、
歴
史
に
お
け
る
幼
年
期
と
し
て
の
古

代
日
本
を
呼
び
起
こ
し
、
重
な
り
合
う
。

「
ひ
る
か
ら
新
薬
師
寺
へ
行
っ
た
。道
が
だ
ん
だ
ん
郊
外
の
淋
し
い
所
へ
は
い
っ

て
行
く
と
、
石
の
多
い
で
こ
ぼ
こ
道
の
左
右
に
、
破
れ
か
か
っ
た 
築  
泥 
が
続
い

つ
い 

じ

て
い
る
。
そ
の
上
か
ら
盛
ん
な
若
葉
が
の
ぞ
い
て
い
る
の
な
ど
を
見
る
と
、
一

層
廃
都
ら
し
い
こ
こ
ろ
も
ち
が
す
る
。
幼
い
こ
ろ
こ
う
い
う
築
泥
を
見
な
れ
て

い
た
自
分
に
は
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
追
懐
か
ら
来
る
淡
い
哀
愁
が
加
わ
っ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
壁
を
多
く
使
っ
た
切
妻
風
の
建
て
方
も
、
同
じ
情
趣
を

呼
び
起
こ
す
。
こ
の
辺
の
切
妻
は
、
平
の
勾
配
が
微
妙
で
、
よ
ほ
ど
古
風
な
い

い
味
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
三
月
堂
の
屋
根
の
感
じ
が
、
お
ぼ
ろ

げ
な
が
ら
、
な
お
こ
の
辺
の
民
家
の
屋
根
に
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
古
代
の

い
い
建
築
は
、
そ
の
ま
わ
り
に
、
何
か
し
ら
雰
囲
気
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
を

持
ち
つ
づ
け
て
行
く
と
み
え
る
」（『
古
寺
巡
礼
』　

年
、『
全
２
』
二
九
頁
）

19

　

「
廃
都
」
か
ら
の
古
代
日
本
へ
の
遡
行
に
、
幼
年
期
へ
の
「
追
懐
」
が
、「
淡
い
哀

愁
」、「
何
か
し
ら
」
の
「
雰
囲
気
」
の
う
ち
に
お
い
て
重
な
り
合
う
。

「
こ
の
景
色
（
大
和
か
ら
山
城
に
出
た
あ
た
り 
― 
引
用
者
）
は
、
三
笠
山
や
そ

の
南
の
大
和
の
山
々
と
は
よ
ほ
ど
感
じ
が
違
う
。
し
か
し
そ
の
乾
い
た
、
砂
山

め
い
た
、
は
げ
山
の
気
分
は
、
わ
た
く
し
に
は
親
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う

い
う
所
で
は
子
供
で
も
峰
伝
い
に
自
由
に
遊
び
回
れ
る
。
ち
ょ
う
ど
今
ご
ろ
は

柏
餅
に
使
う
柏
の
若
葉
を
、
そ
れ
が
足
り
な
い
時
に
は 
焼  
餅  
薔  
薇 
の
す
べ
す
べ

や
き 
も
ち 

ば 

ら

し
た
円
い
葉
を
、
集
め
て
歩
く
季
節
で
あ
る
。
つ
つ
じ
の
花
の
桃
色
や
薄
紫
も
、

に
ぎ
や
か
な
お
祭
り
ら
し
い
心
持
ち
に
子
供
の
心
を
浮
き
立
た
せ
る
で
あ
ろ
う
。

谷
川
へ
下
り
て
水
い
た
ず
ら
を
し
て
も
も
う
寒
く
は
な
い
。
ジ
イ
ジ
イ 

の
声

が
何
と
な
き
心
細
さ
を
さ
そ
う
ま
で
、
子
供
た
ち
は
山
に
融
け
入
っ
た
よ
う
に

な
っ
て
遊
ぶ
。
二
十
年
前
に
は
自
分
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
思
い
出
し
な

が
ら
わ
た
く
し
は
、
故
郷
に
帰
っ
た
よ
う
な
心
持
ち
で
、
飽
き
ず
に
こ
の
景
色

を
な
が
め
た
。
こ
の
途
中
の
感
じ
が
浄
瑠
璃
寺
へ
つ
い
て
か
ら
も
わ
た
く
し
の

心
に
妙
に
は
た
ら
い
て
い
た
」（
同
三
二
〜
三
三
頁
）

　

こ
こ
で
も
古
代
を
背
景
に
持
つ
畿
内
の
地
に
お
い
て
、
古
代
日
本
と
「
故
郷
」
に

お
け
る
自
分
の
「
子
供
」
時
代
と
が
重
な
り
合
っ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
全
体
が
自

然
の
う
ち
に
包
み
こ
ま
れ
、「
子
供
」
で
あ
る
和
辻
は
そ
の
う
ち
に
、「
自
由
に
遊
び

回
れ
る
」
者
と
し
て
内
在
し
て
い
る
。

「
さ
て
こ
の
山
村
の
麦
畑
の
間
に
立
っ
て
、
寺
（
浄
瑠
璃
寺 
― 
引
用
者
）
の
小

さ
い
門
や
白
い
壁
や
そ
の
上
か
ら
の
ぞ
い
て
い
る
松
の
木
な
ど
の
野
趣
に
充
ち

た
風
情
を
な
が
め
た
時
に
、
わ
た
く
し
は
そ
れ
を
前
に
も
見
た
と
い
う
よ
う
な

気
持
ち
に
襲
わ
れ
た
。
門
を
は
い
っ
て
最
初
に
目
に
つ
い
た
の
は
、
本
堂
と
塔

と
の
間
に
あ
る
寂
し
い
池
の
、
水
の
色
と
葦
の
若
芽
の
色
と
で
あ
っ
た
が
、
そ

の
奇
妙
に
澄
ん
だ
、
濃
い
、
冷
た
い
色
の
調
子
も
、（
そ
れ
が
今
初
め
て
気
づ
い

た
珍
し
い
も
の
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
）
初
め
て
だ
と
い
う
気
は
し
な

か
っ
た
。
背
後
に
山
を
負
う
て
い
か
に
も
し
っ
く
り
と
こ
の
庭
に
ハ
マ
っ
て
い

る
優
美
な
形
の
本
堂
も
、
―
― 
ま
た
庭
の
隅
の
小
高
い
と
こ
ろ
に
朽
ち
か
か
っ

た
よ
う
な
色
を
し
て
立
っ
て
い
る
小
さ
い
三
重
の
塔
も
、
わ
た
く
し
に
は
初
め

て
で
は
な
か
っ
た
。
わ
た
く
し
は
堂
の
前
の
白
い
砂
の
上
を
歩
き
な
が
ら
、
こ

の
漠
然
た
る
心
持
ち
か
ら
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
心
持
ち
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。
浅
い
山
で
は
あ
る
が
、
と
に
か
く
山

の
上
に
、
下
界
と
切
り
離
さ
れ
た
よ
う
に
な
っ
て
、
一
つ
の
長
閑
な
村
が
あ
る
。

そ
こ
に
自
然
と
抱
き
合
っ
て
、
優
し
い
小
さ
な
塔
と
お
堂
と
が
あ
る
。
心
を
潤

す
よ
う
な
愛
ら
し
さ
が
、
す
べ
て
の
物
の
上
に
一
面
に
漂
っ
て
い
る
。
そ
れ
は

近
代
人
の
心
に
は
あ
ま
り
に
淡
き
に
過
ぎ
平
凡
に
過
ぎ
る
光
景
で
は
あ
る
が
、

し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
心
が
和
ら
ぎ
と
休
息
と
を
求
め
て
い
る
時
に
は
、
秘
め
や

か
な
魅
力
を
も
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
心
の
底
の
あ
る
者
を
動
か
す
の
で
あ
る
。
古
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人
の
抱
い
た
桃
源
の
夢
想 
―
― 
そ
れ
が
浄
土
の
幻
想
と
結
び
つ
い
て
、
こ
の
山

上
の
地
を
択
ば
せ
、
こ
の
池
の
ほ
と
り
の
お
堂
を
建
て
さ
せ
た
の
か
も
知
れ
な

い
と
思
わ
れ
る
が
、
―
― 
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
は
自
分
た
ち
と
全
然
縁
の
な
い
昔

の
逸
民
の
空
想
だ
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
る
に
そ
の
夢
想
を
表
現
し
た
山
村
の

寺
に
面
接
し
て
見
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
な
お
そ
の
夢
想
に
共
鳴
す
る
あ
る
者
を

持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
わ
た
く
し
に
は
驚
き
で
あ
っ
た
。
し
か
し
考

え
て
み
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
み
な
か
つ
て
は
桃
源
に
住
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
は
か
つ
て
子
供
で
あ
っ
た
！　

こ
れ
が
あ
の
心
持
ち
の
秘

密
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」（
同
三
四
〜
三
五
頁
）

　

こ
こ
で
は
、
浄
瑠
璃
寺
の
こ
の
風
景
を
初
め
て
見
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
以
前
に

見
た
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
と
い
う
既
視
体
験
が
述
べ
ら
れ
、
古
代
日
本
人
と
和
辻
と

が
「
桃
源
」（
黄
金
時
代
と
し
て
の
「
子
供
」
時
代
）
へ
の
希
求
を
共
有
し
て
い
る
こ

と
に
お
い
て
こ
の
既
視
体
験
が
実
現
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
古
代
日

本
と
「
子
供
」
時
代
と
は
重
な
り
合
い
、
さ
ら
に
「
自
然
」
と
「
抱
き
合
っ
て
」
お

り
、
和
辻
は
そ
の
う
ち
に
還
帰
し
、
内
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
幼
年
期
、
古
代
日

本
は
自
然
の
う
ち
に
お
い
て
、
還
帰
す
べ
き
根
源
的
過
去
＝
深
層
と
し
て
と
ら
え
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

和
辻
は
晩
年
、
一
八
九
五
年
五
月
に
歌
舞
伎
を
見
て
強
い
印
象
を
受
け
た
こ
と
を

述
べ
て
い
る
。「
小
学
校
へ
通
い
始
め
て
か
ら
ま
も
な
く
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
母
に

つ
れ
ら
れ
て
神
戸
の
親
戚
の
家
へ
泊
ま
り
に
行
き
、
東
京
か
ら
来
た
歌
舞
伎
芝
居
を

見
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
出
し
物
の
中
に
『 
恋
女
房
染
分
手
綱 
』
が
含
ま
れ
て

こ
い
に
よ
う
ぼ
う
そ
め
わ
け
た
づ
な

い
た
と
見
え
、
お 
乳 
の 
人 
重
の
井

�

�

�

と 
馬  
子 
の
三
吉

�

�

の
姿
が
、
は
っ
き
り
と
記
憶
に

ち 

ひ
と 

ま 

ご

残
っ
て
い
る
。
特
に
三
吉
の
方
は
、
た
ぶ
ん
お
姫
様
の
道
中
双
六
の
相
手
に
連
れ
出

さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
、「
十
ば
か
り
の
剃
下
げ
の
ち
っ
ぽ
け
な
馬
方
」
の
姿
で
、

片
肌
を
ぬ
い
で
、
縁
先
に
あ
げ 
足 
し
て
、
馬
方
詞
を
使
っ
て
啖
呵
を
切
る
と
こ
ろ
、

あ
し

特
に
名
を
聞
か
れ
て
「
じ
ね
ん
じ
ょ
の
三
吉
」
と
名
の
る
と
こ
ろ
が
、
強
く
印
象
に

残
っ
て
い
る
。
双
六
を
済
ま
せ
た
あ
と
で
、
金
襖
の
間
を
珍
し
げ
に
見
回
り
、
畳
が

す
べ
っ
て
歩
か
れ
ぬ
と
い
う
と
こ
ろ
も
、
忘
ら
れ
な
い
。
重
の
井
の
方
は
、
褒
美
の

菓
子
を
文
匣
に
の
せ
て
片
手
に
持
ち
、
三
吉
を
見
お
ろ
し
て
立
っ
て
い
る
姿
が
、
特

に
鮮
や
か
に
残
っ
て
い
る
。
こ
の
あ
と
、
重
の
井
と
三
吉
と
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
会

話
は
、
詳
し
く
は
記
憶
に
残
ら
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
胸
を
打
た
れ
る
思
い
を
し
た

こ
と
は
覚
え
て
い
る
（
重
の
井
は
三
吉
の
実
母
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
を
は
っ
き
り

教
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た 
― 
引
用
者
）。
そ
う
し
て
最
後
に
、
三
吉
が
泣
き
な

が
ら
歌
っ
た
歌
の
、「
坂
は
て
る
て
る
、
鈴
鹿
は
く
も
る
、
あ
い
の
土
山
雨
が
降
る
」

と
い
う
文
句
は
、
そ
の
時
以
来
心
に
浸
み
込
ん
だ
の
で
あ
る
」（『
歌
舞
伎
と
操
り
浄

瑠
璃
』　

年
、『
全　

』
四
〜
五
頁
）。
さ
ら
に
一
九
〇
六
年
東
京
で
見
た
歌
舞
伎

55

16

「
本
朝
二
十
四
孝
」
に
つ
い
て
も
、「
武
田
勝
頼
と
か
上
杉
謙
信
と
か
は
自
分
の
歴
史

的
知
識
の
中
に
あ
っ
た
が
、
し
か
し
そ
う
い
う
名
を
持
っ
た
人
物
の
動
い
て
い
る
こ

の
舞
台
上
の
世
界
は
、
そ
ん
な
歴
史
と
は
関
係
の
な
い
、
不
思
議
な
世
界

�

�

�

�

�

�

な
の
で
あ

る
。
し
か
も
そ
の
不
思
議

�

�

�

さ�

が
、
そ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
美
し
さ

�

�

�

と
、
密
接
な
関

係
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
…
…
夢
幻
劇
と
い
う
言
葉
を
時
々
見
か
け
る

が
、
こ
れ
が
そ
の
夢
幻
劇
で
あ
る
の
か
。
そ
う
い
う
疑
問
が
強
く
起
こ
っ
て
く
る
と

と
も
に
、
わ
た
く
し
は
思
わ
ず
も
十
余
年
前
に
見
た
重
の
井
子
別
れ
の
場
面
を
思
い

起
こ
し
た
の
で
あ
っ
た
」、
と
し
て
い
る
（
同
五
〜
七
頁
）。
晩
年
の
和
辻
は
、
こ
の

は
る
か
以
前
の
歌
舞
伎
体
験
に
由
来
す
る
疑
問
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
総
括
し
て
い

る
。「
現
在
、
歌
舞
伎
の
舞
台
に
上
演
せ
ら
れ
る
諸
種
の
戯
曲
の
な
か
で
、
特
に
大
物

と
し
て
重
ん
ぜ
ら
れ
て
い
る
一
類
が
あ
る
。『
菅
原
伝
授
手
習
鑑
』、『
義
経
千
本
桜
』、

『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』、『
妹
背
山
婦
女
庭
訓
』、『
伊
賀
越
道
中
双
六
』、『
一
谷
嫩
軍

記
』、『
鬼
一
法
眼
三
略
巻
』
な
ど
の
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
浄
瑠
璃
劇

�

�

�

�

で
あ
る
。
と
こ

ろ
で
、
こ
れ
ら
の
演
劇
に
お
い
て
舞
台
上
に
作
り
出
さ
れ
て
来
る
世
界
、
す
な
わ
ち

想
像
力
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

世�

界�

に
は
、
一
種
独
特
な
、
不
思
議

�

�

�

な
印
象

�

�

�

が

あ
る
。
そ
れ
は
た
だ
現
実
の
世
界
を
芸
術
的
に
再
現
し
た
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、

何
か
現
実
と
異
な
っ
た
も
の

�

�

�

�

�

�

�

�

�

、
と
い
っ
て
単
に
非
現
実
的
あ
る
い
は
夢
幻
的
で
あ
る

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
現
実
よ
り
も
強
い
存
在
を
持
っ
た
も
の

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

を
作
り
だ
し
て
い
る
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よ
う
に
見
え
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
エ
キ
ゾ
ー
テ
ィ
ッ
ク

�

�

�

�

�

�

�

�

な
（
外
か
ら
き
た
も
の
ら

し
い
）
珍
し
さ

�

�

�

や
、
超
地
上
的
な
輝
か
し
さ

�

�

�

�

が
、
そ
こ
に
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
不
思
議
な
印
象
は
一
体
ど
こ
か
ら
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
」（
同
三
頁
）。

そ
し
て
、
歌
舞
伎
が
元
来
、
人
形
芝
居
で
あ
る
操
り
浄
瑠
璃
に
由
来
し
、
さ
ら
に
操

り
浄
瑠
璃
が
室
町
時
代
の
英
雄
伝
説
（
義
経
記
、
曾
我
物
語
、
幸
若
舞
曲
等
）、
宗
教

伝
説
（
本
地
物
、
縁
起
物
語
、
長
老
伝
説
等
）
の
「
正
統
的
な
相
続
者
」
で
あ
り
、

歌
舞
伎
に
お
け
る
「
現
実
よ
り
も
強
い
存
在
を
持
っ
た
も
の

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

」、「
超
地
上
的
な
輝
か

�

�

し
さ

�

�

」
が
こ
の
室
町
時
代
の
伝
説
の
世
界
に
淵
源
し
て
い
る
と
し
て
い
る
（
同
七
八

〜
七
九
頁
）。

　

こ
の
六
歳
の
歌
舞
伎
体
験
に
ま
で
遡
求
し
う
る
、
現
世
か
ら
他
界
へ
の
還
帰
、
と

り
わ
け
「
重
の
井
」
に
象
徴
さ
れ
る
母
子
一
体
的
な
前
文
化
的
な
異
界
＝
自
然
へ
の

還
帰
も
、
根
源
的
過
去
＝
深
層
へ
の
還
帰
、
内
在
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き 
る 
。

（
１
）

　

「
も
の
の
あ
は
れ
」
に
対
し
て
和
辻
は
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。「「
美
し
き
も

の
」、「
悲
し
き
も
の
」
な
ど
の
用
法
に
お
い
て
は
、「
も
の
」
は
物
象
で
あ
る
と
心
的

状
態
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
常
に
「
或
る
も
の
」
で
あ
る
。
美
し
き
も
の
と
は
こ
の

一
般
的
な
「
も
の
」
が
美
し
き
と
い
う
限
定
を
受
け
て
い
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か

く
の
ご
と
く
「
も
の
」
は
意
味

�

�

と
物�

と
の
す
べ
て
を
含
ん
だ
一
般
的
な
、
限
定
せ
ら

れ
ざ
る
「
も
の
」
で
あ
る
。
限
定
せ
ら
れ
た
何
も
の
で
も
な
い

�

�

と
と
も
に
、
ま
た
限

定
せ
ら
れ
た
も
の
の
す
べ
て

�

�

�

で
あ
る
。
…
…
「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
は
、
か
く
の
ご

と
き
「
も
の
」
が
持
つ
と
こ
ろ
の
「
あ
は
れ
」
―
―「
も
の
」
が
限
定
さ
れ
た
個
々
の

も
の
に
現
わ
る
る
と
と
も
に
そ
の
本
来
の
限
定
せ
ら
れ
ざ
る
「
も
の
」（
根
源
と
し
て

の
「
も
の
」
― 
引
用
者
）
に
帰
り
行
か
ん
と
す
る
休
む
と
こ
ろ
な
き
動
き 
―
― 
に

ほ
か
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
…
…「
も
の
」と
い
う
語
に
現
わ
さ
れ
た
一
つ
の
根
源
が
あ

る
。
そ
う
し
て
そ
の
根
源
は
、
個
々
の
も
の
の
う
ち
に
働
き
つ
つ
、
個
々
の
も
の
を

そ
の
根
源
に
引
く
。
…
…「
も
の
の
あ
は
れ
」と
は
畢
竟
こ
の
永
遠
の
根
源
へ
の
思
慕

で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
…
…（「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
は
、
― 
引
用
者
）
我
々
の
う
ち

に
あ
っ
て
我
々
を
根
源
に
帰
ら
せ
よ
う
と
す
る
根
源
自
身
の
働
き
の
一
つ
で
あ
る
」

（「『
も
の
の
あ
は
れ
』
に
つ
い
て
」　

年
、『
全
４
』
一
五
〇
〜
一
五
一
頁
）。「
限
定

22

さ
れ
た
個
々
の
も
の
」
と
い
う
表
層
の
物
、
心
的
状
態
か
ら
脱
却
し
、
根
源
と
し
て

の
「
も
の
」
に
還
帰
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。「
限
定
さ
れ
た
個
々
の
も
の
」
と
い

う
具
体
的
な
現
実
へ
の
超
越
か
ら
離
反
し
、
根
源
へ
内
在
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
根
源
的
過
去
、
根
源
的
深
層
へ
の
還
帰
、
と
り
わ
け
幼
年
期
へ
の
還
帰
と

多
分
に
重
な
り
合
っ
て
い
る
古
代
日
本
へ
の
還
帰
、
内
在
に
つ
い
て
改
め
て
考
察
し

て
み
る
。
著
書
『
日
本
古
代
文
化
』（
初
版
は
一
九
二
〇
年
刊
）
の
「
昭
和
十
四
年
改

稿
版
序
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
大
正
八
年
に
は
津
田
左
右
吉
氏
の
『
古
事
記
及
び
日
本
書
紀
の
新
研
究
』
が
出

た
。
こ
の
詳
細
な
本
文
批
評
は
自
分
に
と
っ
て
非
常
に
あ
り
が
た
い
も
の
で

あ
っ
た
。
古
事
記
や
日
本
書
紀
の
史
料
と
し
て
の
価
値
が
あ
の
よ
う
に
薄
め
ら

れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
に
と
っ
て
は
か
え
っ
て
強
く
記
紀
の
大
き
い
価
値

を
見
い
だ
さ
し
め
る
機
縁
と
な
っ
た
。
我
々
は
こ
れ
ら
の
書
に
お
い
て
上
代
人

の
構
想
力
の
働
き
を
ま
ざ
ま
ざ
と
看
取
し
得
る
の
で
あ
る
。
他
方
に
は
考
古
学

が
我
々
自
身
の
目
で
も
っ
て
見
る
こ
と
の
で
き
る
遺
品
を
提
供
し
て
い
る
。
そ

れ
ら
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
察
す
れ
ば
、
そ
こ
に
表
現
せ
ら
れ
て
い
る
生
き
た

上
代
人
に
我
々
は
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
見
地
か
ら
し
て

自
分
は
、
古
事
記
を
一
つ
の
文
芸
的
作
品
と
し
て
理
解
す
る
と
か
、
記
紀
に
插

入
さ
れ
て
い
る
歌
謡
を
純
粋
に
歌
謡
と
し
て
鑑
賞
す
る
と
か
、
考
古
学
的
遺
品

に
お
け
る
形
象
創
造
力
の
特
性
に
注
意
す
る
と
か
、
と
い
う
ご
と
き
仕
方
で
上

代
人
に
迫
っ
て
行
く
こ
と
を
試
み
た
。
そ
う
し
て
こ
れ
ら
の
芸
術
品
を
作
っ
た

上
代
人
が
、
一
度
新
し
い
造
形
の
技
術
を
学
び
取
れ
ば
、
飛
鳥
、
奈
良
時
代
の

あ
の
彫
刻
や
建
築
を
作
る
に
至
る
の
は
毫
も
不
思
議
で
な
い
と
い
う
答
案
を
得

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
自
分
は
大
正
九
年
に
こ
の
書
と
し
て
書
い
た
」（「『
日
本

古
代
文
化
』
昭
和
十
四
年
改
稿
版
序
」　

年
、『
全
３
』
七
頁
）
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津
田
左
右
吉
に
よ
っ
て
「
薄
め
ら
れ
」
た
「
古
事
記
や
日
本
書
紀
の
史
料
と
し
て

の
価
値
」
と
は
、
個
々
の
史
実
を
実
証
す
る
史
料
と
し
て
の
価
値
で
あ
る
。
古
事
記
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や
日
本
書
紀
は
「
上
代
人
の
構
想
力
」
に
よ
っ
て
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
た
物
語
的
歴
史

で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
直
接
に
史
実
を
引
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
の
う

ち
に
物
語
的
歴
史
を
つ
く
り
あ
げ
た
構
想
力
を
「
ま
ざ
ま
ざ
と
看
取
し
得
る
」
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
も
和
辻
の
姿
勢
は
、
古
代
日
本
人
の
物
語
的
歴
史
の
構
想
力
、
文
芸
、

造
形
芸
術
の
創
造
力
を
対
象
化
し
て
と
ら
え
る
（
構
想
力
、
創
造
力
へ
の
超
越
）
の

で
は
な
く
、
構
想
力
、
創
造
力
の
う
ち
に
内
在
し
よ
う
と
す
る
。
ま
た
古
代
日
本
の

社
会
、
政
治
の
個
々
の
史
実
を
対
象
化
し
て
と
ら
え
る
こ
と
（
個
々
の
史
実
へ
の
超

越
）
か
ら
は
離
反
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

全
体
と
し
て
和
辻
は
古
代
日
本
人
の
あ
り
か
た
を
対
象
化
し
よ
う
と
す
る（
超
越
）

よ
り
は
、
そ
の
う
ち
に
内
在
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
和
辻
に
よ
っ
て

と
ら
え
ら
れ
て
い
る
古
代
日
本
人
の
あ
り
か
た
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
ま

た
と
ら
え
て
い
る
和
辻
の
あ
り
か
た
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
（
内
在
で
あ
る

か
、
超
越
で
あ
る
か
）、
以
下
考
察
し
て
い
く
。

「
そ
う
し
て
み
れ
ば
、日
本
人
は
太
古
か
ら
魚
貝
と
植
物
と
を
食
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
従
っ
て
稲
の
耕
作
を
学
び
取
っ
た
後
に
も
、
食
糧
の
上
に
質
的
変
化
は

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
日
本
人
は
本
来
菜
魚
食
人
種
と
し
て
の
温
和
な
性
情
を

持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
西
暦
紀
元
前
後

�

�

三
四
百
年
の
時
代
に
、
日

本
が
急
激
に
発
達
を
始
め
た
時
に
も
、
彼
ら
は
こ
の
優
美
な
自
然
に
似
つ
か
わ

し
い
温
良
な
民
族
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
こ
の
特
色
は
、
暴
王
の
烈
し
い
征
服

欲
や
酒
池
肉
林
の
あ
く
ど
い
享
楽
欲
を
も
っ
て
特
性
づ
け
ら
れ
て
い
る
古
代
シ

ナ
人
、
あ
る
い
は
荒
涼
た
る
大
陸
の
原
野
を
馳
駆
す
る
の
が
そ
の
快
楽
で
あ
る

ら
し
い
凶
暴
な
外
蛮
諸
族
と
著
し
い
対
照
を
な
す
の
で
あ
る
。
我
々
の
祖
先
に

は
熱
砂
か
ら
生
ま
れ
る
ら
し
い
強
烈
な
幻
想
や
、
広
漠
た
る
大
陸
に
訓
練
せ
ら

れ
る
ら
し
い
意
力
の
ね
ば
り
強
さ
な
ど
は
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
、
さ
さ
や
か

な
小
山
の
愛
ら
し
い
円
さ
が
い
か
に
喜
ば
し
く
美
し
い
か
、
蒼
空
に
抱
か
る
る

優
美
な
金
剛
山
の
姿
が
い
か
に
偉
大
荘
厳
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
ま
た
細
か
な

珠
玉
の
可
憐
な
触
感
が
い
か
に
微
妙
で
あ
り
、
浅
茅
原
の
踏
み
心
地
が
い
か
に

快
い
か
を
、
鋭
敏
に
感
受
し
得
る
心
は
あ
っ
た
。
も
し
こ
の
徴
証
を
具
体
的
な

形
に
求
め
る
な
ら
ば
、
大
陸
人
の
好
愛
す
る
正
確
な
幾
何
学
的
の
線
と
、
我
々

の
祖
先
が
好
ん
だ
軽
い
、
柔
ら
か
な
、
優
し
い
幾
何
学
的
な
線
と
を
、
対
照
さ

せ
る
が
よ
い
。
あ
る
い
は
石
器
時
代
末
期
に
属
す
る
ら
し
い
精
巧
な
石
棒
石
剣

そ
の
他
の
石
器
類
の
柔
ら
か
い
輪
郭
を
、
大
陸
人
の
武
器
の
物
す
ご
い
鋭
さ
と

対
照
さ
せ
る
が
よ
い
」（『
日
本
古
代
文
化
』　

年
、『
全
３
』
二
四
〜
二
五
頁
）
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大
陸
の
「
古
代
シ
ナ
人
」、「
外
蛮
諸
族
」
の
凶
暴
、
激
烈
に
、
古
代
日
本
人
の
温

和
、
繊
細
が
対
比
さ
れ
、
類
型
化
さ
れ
、
図
式
化
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
和
辻
は
こ

の
類
型
化
、
図
式
化
を
古
代
日
本
人
に
対
す
る
感
性
的
な
と
ら
え
か
た
か
ら
抽
出
し
、

ま
た
、
類
型
化
、
図
式
化
を
感
性
的
な
と
ら
え
か
た
に
よ
っ
て
補
強
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
和
辻
は
感
性
的
な
類
型
化
、
図
式
化
の
う
ち
に
内
在
し
、
古
代
日
本
人
に
対

す
る
距
離
を
置
い
た
対
象
化
（
古
代
日
本
人
へ
の
超
越
）
を
遂
行
し
て
は
い
な
い
の

で
あ
る
（
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
）。

h
u
m
a
n
e

　

「
古
事
記
に
お
け
る
「
深
刻
さ
の
欠
乏
」
は
こ
の 
 
 
 
 
 

な
人
生
の
見
方
に
よ
っ

て
償
わ
れ
る
。
古
事
記
全
体
に
漂
う
て
い
る
田
園
的
な
美
し
さ
は
、
こ
の 
湿 
え
る
心

う
る
お

情
の
流
露
で
あ
る
。
深
刻
さ
を
欠
く
こ
と
が
一
つ
の
弱
点
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の

湿
え
る
心
情
を
欠
く
ほ
ど
に
大
き
い
弱
点
で
は
な
い
。
シ
ナ
の
古
い
神
話
伝
説
を
録

し
た
史
書
は
、
そ
の
大
き
さ
と
深
刻
さ
と
に
お
い
て
古
事
記
に
優
っ
て
い
る
か
も
知

れ
な
い
。
し
か
し
芸
術
的
作
品
と
し
て
は
古
事
記
に
及
ば
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な

ら
そ
こ
に
は
感
情
が
足
り
な
い
。
特
に
右
の
ご
と
き
湿
え
る
心
情
が
足
り
な
い
。
古

事
記
は
、「
子
供
」
の
表
現
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
美
し
さ
に
お
い
て
は
、
必
ず
し

も
「
大
人
」
の
表
現
に
劣
る
も
の
で
は
な
い
」（
同
二
〇
二
頁
）。
こ
こ
で
は
和
辻
は

古
事
記
に
お
け
る
「
湿
え
る
心
情
」
に
同
一
化
し
、「
湿
え
る
心
情
」
を
対
象
化
す
る

こ
と
（「
湿
え
る
心
情
」
へ
の
超
越
）
は
せ
ず
、
そ
の
う
ち
に
内
在
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
古
事
記
は
、
対
立
す
る
私
的
な
も
の
を
統
合
す
る
公
的
な
も
の
を
表
現
す

る
能
力
は
乏
し
い
（
超
越
か
ら
の
離
反
）
が
、
私
的
な
も
の
と
り
わ
け
私
的
な
感
情

へ
の
没
入
の
豊
か
な
表
現
に
は
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
（
内
在
）
と
し
て
い
る
。
と
り

― (99) 178 ―



初期和辻哲郎における内在 ―― 板垣

わ
け
恋
愛
の
描
写
に
お
い
て
鋭
く
、
豊
か
な
直
観
的
表
現
が
み
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
「
湿
え
る
心
情
」、
私
的
な
感
情
に
没
入
し
て
い
る
古
代
日
本
人
を
「
自
然

児
」
と
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
「
自
然
児
」
に
お
い
て
は
、
主
体
（
主
観
）
と
対
象

（
客
観
）、
精
神
（「
霊
」）
と
身
体
（「
肉
」）、
善
と
悪
、「
主
我
的
」
態
度
と
「
没
我

的
」
態
度
等
の
分
裂
、
対
立
（
超
越
）
が
な
い
と
し
て
い
る
。

　

「
万
葉
の
歌
人
は
自
己
の
感
情
を
自
己
に
集
注
し
て
自
己
の
内
に

�

�

凝
視
し
（
超
越

を
把
捉
し
て
い
る
内
在 
― 
引
用
者
）、
あ
る
い
は
自
己
か
ら
離
し
て
、
客
観
せ
ら
れ

た
自
然
の
美
と
し
て
、
自
己
に
対
立
す
る
自
然
に
お
い
て
味
わ
う
（
内
在
を
把
捉
し

て
い
る
超
越 
― 
引
用
者
）
の
で
あ
る
が
、
上
代
の
作
者
に
お
い
て
は
、
自
己
の
感

情
は
な
お
単
一
な
体
験
と
し
て
、
主
観
的
客
観
的
の
分
裂
に
煩
わ
さ
れ
て
い
な
い
の

で
あ
る
（
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在 
― 
引
用
者
）」、
と
し
て
い
る
（
同
二
〇

六
頁
）。
本
来
的
な
純
粋
な
古
代
日
本
人
で
あ
る
「
上
代
の
作
者
」
の
歌
の
あ
り
か
た

（
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
）
を
、
そ
こ
か
ら
逸
脱
し
て
き
て
い
る
「
万
葉
の
歌

人
」
の
そ
れ
（
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
、
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
）
か
ら

区
別
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
者
に
お
い
て
主
体
（
主
観
）
と
対
象
（
客
観
）
の
分

裂
が
な
い
の
で
あ
る
。

　

「
彼
ら
（
古
代
日
本
人 
― 
引
用
者
）
は
そ
の
恋
を
官
能
的
に
歌
う
。
し
か
し
霊
と

肉
と
の
区
別
を
知
ら
な
い
彼
ら
が
、
官
能
的
な
喜
び
の
な
い
恋
を
ど
う
し
て
想
像
し

得
る
だ
ろ
う
。
彼
ら
の
心
理
は
極
度
に
直
観
的
で
あ
る
。
彼
ら
は
主
観
と
客
観
と
の

別
を
さ
え
も
十
分
に
意
識
し
な
い
。
内
な
る
も
の
と
外
な
る
も
の
と
は
一
つ
で
あ
る
。

そ
の
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
官
能
に
よ
っ
て
知
ら
れ
た
も
の
は
、
直
ち
に
心
で
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
た
ま
し
い
は
官
能
の
端
々
に
も
躍
っ
て
い
る
。
従
っ
て
た
ま
し
い
の

な
い
単
な
る
官
能
は
彼
ら
に
は
存
し
な
い
。
か
く
て
彼
ら
の
恋
は
全
人
格
的
で
あ
っ

た
。
彼
ら
は
恋
に
お
い
て
人
生
の
意
義
を
感
じ
た
」、
と
し
て
い
る
（
同
二
四
二
〜
二

四
三
頁
）。「
霊
」
と
「
肉
」、「
心
」
と
「
官
能
」
の
分
裂
、
対
立
（
超
越
）
は
存
在

せ
ず
、
古
代
日
本
人
は
そ
の
恋
愛
に
お
い
て
「
直
観
」、「
全
人
格
」
の
う
ち
に
内
在

す
る
。
し
か
も
和
辻
は
こ
の
よ
う
な
古
代
日
本
人
の
恋
愛
の
あ
り
か
た
に
対
し
、
近

代
の
恋
愛
に
お
け
る
分
裂
と
の
対
比
に
お
い
て
憧
憬
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
和
辻
自

身
も
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
を
志
向
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

「
神
話
に
は
善
神
と
悪
神
の
対
立
が
な
い
。
こ
の
こ
と
は
直
ち
に
、
行
為
の
道
徳
的

評
価
に
お
い
て
、
善
と
悪
と
の
対
立
の
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
上
代
人

は
「
善
悪
の
彼
岸
」
に
い
た
の
で
あ
る
」、
と
し
て
い
る
（
同
二
八
〇
頁
）。「
善
」
と

「
悪
」
を
対
象
化
す
る
超
越
が
成
立
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

「
彼
ら
（
古
代
日
本
人 
― 
引
用
者
）
は
愛
の
ゆ
え
に
我
欲
を
捨
て
る
の
で
は
な
い
。

彼
ら
は
露
骨
に
我
が
ま
ま
で
あ
る
。
が
、
ま
た
彼
ら
は
、
我
欲
に
縛
ら
れ
て
も
い
な

い
。
彼
ら
は
完
全
に
相
手
と
合
一
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
恋
人
の
苦
し
み
は
彼
ら
に

と
っ
て
直
ち
に

�

�

�

自
ら
の
苦
し
み
で
あ
る
。
こ
の
間
に
彼
我
の
差
別
は
な
い
。
こ
こ
に

お
い
て
彼
ら
は
「
自
己
の
た
め
」
に
す
る
と
同
じ
き
情
熱

�

�

�

�

�

を
も
っ
て
「
恋
人
の
た
め
」

に
す
る
。
こ
れ
は
献
身
的
な
愛
、
没
我
的
な
愛
と
異
な
る
所
が
な
い
。
す
な
わ
ち
彼

ら
の
愛
は
極
端
に
主
我
的
で
あ
る
と
同
時
に
極
端
に
没
我
的
で
あ
る
」、と
し
て
い
る

（
同
二
七
三
頁
）。「
主
我
的
」
態
度
と
「
没
我
的
」
態
度
を
対
象
化
す
る
超
越
が
成
立

し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

分
裂
、
対
立
を
知
ら
な
い
古
代
日
本
人
に
お
い
て
機
能
し
て
い
る
当
為
と
し
て
、

「
自
然
性
の
無
条
件
的
肯
定
」
と
「
全
体
性
の
権
威
へ
の
服
属
」
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

前
者
に
つ
い
て
、「
上
代
人
は
、
そ
の
単
純
な
生
活
の
ゆ
え
に
、
き
わ
め
て
容
易
に
衝

動
や
欲
望
に
そ
の
全
人
格
を
集
中
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
彼
の
人

格
は
、
一
つ
の
衝
動
一
つ
の
欲
望
に
化
し
切
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
彼
ら
の
行
為
は
、

本
来
非
と
す
べ
き
で
な
い
自
然
性
そ
の
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
。
ど
の
行
為
も
同
じ

よ
う
に
無
邪
気
な
の
で
あ
る
」、
と
し
て
い
る
（
同
二
八
〇
頁
）。「
衝
動
」、「
欲
望
」

を
対
象
化
す
る
こ
と
な
く
（
超
越
か
ら
の
離
反
）、
そ
の
う
ち
に
内
在
す
る
の
で
あ
る
。

　

「
自
然
性
の
無
条
件
的
肯
定
」
を
前
提
し
た
上
で
、
さ
ら
に
奨
励
さ
れ
る
べ
き
「
よ�

き�

行
為
」
と
は
、「
好
き

�

�

、
美
し
き

�

�

�

、
吉
き

�

�

、
貴
き

�

�

行
為
」
を
意
味
し
う
る
の
で
あ
っ

て
、
必
ず
し
も
道
徳
上
の
「
善
き

�

�

行
為
」
と
は
限
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の 
美 
し

う
つ
く

い
行
為
、 
貴 
い
行
為
の
具
体
的
内
容
と
し
て
、「
勇
気
」、「
寛
容
」、「
怒
る
べ
き
時
に

と
お
と
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怒
る
こ
と
」、「
衆
議
に
従
う
こ
と
」
を
あ
げ
、
古
代
日
本
人
は
こ
れ
ら
を
道
徳
上
の

善
い
行
為
と
し
て
と
ら
え
て
は
い
な
い
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
わ
が
上
代
人
は
強

き
者
、
驕
傲
な
る
者
を
嘆
美
し
た
。
彼
ら
は
こ
の
種
の
人
格
的
性
質
に
大
い
な
る
価

値
を
認
め
、
そ
れ
に
対
し
て
驚
嘆
の
感
情
を
持
つ
の
で
あ
る
」、
と
し
て
い
る
（
同
二

八
七
〜
二
八
九
頁
、
二
九
一
頁
）。
古
代
日
本
人
は
超
越
す
る
こ
と
な
く
、
美
し
い
行

為
、
貴
い
行
為
、
強
い
人
格
、
驕
傲
な
人
格
の
う
ち
に
内
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

後
者
の
「
全
体
性
の
権
威
へ
の
服
属
」
を
「
人
倫
の
最
も
深
い
原
理
」
と
し
、
記

紀
神
話
の
天
照
大
御
神
以
降
の
神
代
史
に
お
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。

そ
の
表
現
の
う
ち
に
古
代
日
本
人
の
「
皇
室
尊
崇
の
観
念
」
が
現
わ
れ
て
い
る
と
し

て
い
る
（
同
二
七
五
〜
二
七
七
頁
）。
こ
こ
で
も
古
代
日
本
人
は
超
越
す
る
こ
と
な
く
、

「
全
体
性
の
権
威
」
の
う
ち
に
内
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

古
代
日
本
人
の
神
話
の
表
現
に
つ
い
て
、「
上
代
人
の
想
像
力
は
統
一
の
作
用
に
お

い
て
弱
く
、
従
っ
て
大
き
い
複
雑
な
世
界
を
力
強
く
浮
き
彫
り
に
す
る
と
い
う
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
直
観
的
な
豊
か
さ
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
。
古
事
記
の
描
写
は
「
豊
富
な
直
観
を
弱
い
統
一
力
に
よ
っ
て
ま
と
め
た
」

と
い
う
印
象
を
与
え
る
。
想
像
力
が
「
形
象
を
も
っ
て
す
る
思
惟
」
で
あ
る
と
言
い

得
ら
れ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
働
く
想
像
力
は
、
横
溢
せ
る
形
象
を
も
っ
て
す
る
力
弱

い
思
惟
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
よ
う
。
そ
の
描
写
は
確
か
に
大
い
さ
に
お
い
て
欠
け
て

い
る
。
し
か
し
そ
の
直
観
的
な
新
鮮
さ
に
お
い
て
は
実
に
捨
て
難
い
美
し
さ
が
あ

る
」、
と
し
て
い
る
（
同
一
九
三
頁
）。
さ
ら
に
、「
彼
ら
（
古
代
日
本
人 
― 
引
用
者
）

に
お
い
て
感
覚
的
に
知
覚
せ
ら
れ
る
も
の
は
同
時
に
心
の
現
わ
れ
を
意
味
し
た
。

従
っ
て
彼
ら
は
心
を
描
く
た
め
に
感
覚
を
描
い
た
。
そ
の
際
彼
ら
は
、
最
も
多
く
心

情
の
わ
な
な
き
を
含
ん
だ
感
覚
を
択
び
出
す
ゆ
え
に
、
簡
単
な
描
写
を
も
っ
て
長
い

内
容
を
暗
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
」、
と
し
て
い
る
（
同
一
九
六
頁
）。
古
代
日
本
人

は
そ
の
表
現
に
お
い
て
、「
大
き
い
複
雑
な
世
界
」
の
「
統
一
」
へ
超
越
す
る
こ
と
な

く
、「
形
象
」
に
対
す
る
「
直
観
」、「
感
覚
」
に
現
わ
れ
る
「
心
情
」
の
う
ち
に
内
在

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
和
辻
が
と
ら
え
て
い
る
古
代
日
本
人
の
あ
り
か
た
を
述
べ
て
き
た
が
、
和

辻
は
そ
の
古
代
日
本
人
の
あ
り
か
た
を
対
象
化
し
て
と
ら
え
る
（
超
越
）
の
で
は
な

く
、
そ
の
あ
り
か
た
を
憧
憬
し
、
そ
の
あ
り
か
た
の
う
ち
に
内
在
し
よ
う
と
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
、
こ
の
和
辻
の
姿
勢
に
つ
い
て
述
べ
る
。
既
述
の
、『
日
本

古
代
文
化
』
に
お
け
る
和
辻
の
姿
勢
は
、
基
本
的
に
は
、
と
ら
え
ら
れ
た
古
代
日
本

人
の
あ
り
か
た
の
う
ち
に
内
在
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
な
お
対
象
化
し
よ

う
と
す
る
姿
勢
も
う
か
が
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
『
古
寺
巡
礼
』
に
お
け

る
姿
勢
は
内
在
の
姿
勢
が
よ
り
強
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
三
月
堂
前
の
石
段
を
上
り
き
る
と
、
樹
間
の
幽
暗
に
慣
れ
て
い
た
目
が
、
ま
た

月
光
に
驚
か
さ
れ
た
。
三
月
堂
は
今
あ
か
る
く
月
明
に
輝
い
て
い
る
。
何
と
い

う
鮮
や
か
さ
だ
ろ
う
。
清
朗
で
軽
妙
な
あ
の
屋
根
は
ほ
の
か
な
銀
色
に
光
っ
て

い
た
。
そ
の
銀
色
の
面
を
区
ぎ
る
軒
の
線
の
美
し
さ
。
左
半
分
が
天
平
時
代
の

線
で
、
右
半
分
が
鎌
倉
時
代
の
線
で
あ
る
が
、
そ
の
相
違
も
今
は
調
和
の
あ
る

変
化
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
線
を
う
け
る
軒
端
に
は
古
色
の
な
つ
か
し
い
灰
ば

ん
だ
朱
が
、
ほ
の
白
く
か
す
れ
て
、
夢
の
よ
う
に
淡
か
っ
た
。
そ
の
間
に
壁
の

白
色
が
、
澄
み
切
っ
た
明
ら
か
さ
で
、
寂
然
と
、
沈
黙
の
響
き
を
響
か
せ
て
い

た
。
こ
れ
こ
そ
芸
術
で
あ
る
。
魂
を
清
め
る
芸
術
で
あ
る
」（『
古
寺
巡
礼
』　

19

年
、『
全
２
』
一
六
三
頁
）

　

東
大
寺
三
月
堂
は
距
離
を
置
い
て
対
象
化
さ
れ
る
の
で
は
な
く
（
超
越
か
ら
の
離

反
）、
三
月
堂
に
対
す
る
和
辻
の
感
受
性
に
お
い
て
古
代
と
現
代
と
を
貫
通
す
る
芸

術
空
間
が
開
示
さ
れ
、
和
辻
は
そ
の
う
ち
に
没
入
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
内
在
）。

「
こ
れ
ら
の
最
初
の
文
化
現
象
（
古
代
日
本
文
化 
― 
引
用
者
）
を
生
み
出
す
に

至
っ
た
母
胎
は
、
我
が
国
の
や
さ
し
い
自
然
で
あ
ろ
う
。
愛
ら
し
い
、
親
し
み

や
す
い
、
優
雅
な
、
そ
の
く
せ
い
ず
こ
の
自
然
と
も
同
じ
く
底
知
れ
ぬ
神
秘
を

持
っ
た
わ
が
島
国
の
自
然
は
、
人
体
の
姿
に
現
わ
せ
ば
あ
の
観
音
（
中
宮
寺
菩

薩
半
跏
像 
― 
引
用
者
）
と
な
る
ほ
か
は
な
い
。
自
然
に
酔
う
甘
美
な
こ
こ
ろ

も
ち
は
日
本
文
化
を
貫
通
し
て
流
れ
る
著
し
い
特
徴
で
あ
る
が
、
そ
の
根
は
あ
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の
観
音
と
共
通
に
、
こ
の
国
土
の
自
然
自
身
か
ら
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
葉
末

の
露
の
美
し
さ
を
も
鋭
く
感
受
す
る
繊
細
な
自
然
の
愛
や
、
一
笠
一
杖
に
身
を

託
し
て
自
然
に
融
け
入
っ
て
行
く
し
め
や
か
な
自
然
と
の
抱
擁
や
、
そ
の
分
化

し
た
官
能
の
陶
酔
、
飄
逸
な
こ
こ
ろ
の
法
悦
は
、
一
見
こ
の
観
音
と
は
は
な
は

だ
し
く
異
な
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
そ
の
異
な
る
の
は
た
だ
注
意
の
向
か

う
方
向
の
相
違
で
あ
る
。
捕
え
ら
れ
る
対
象
こ
そ
差
別
が
あ
れ
、
捕
え
に
か
か

る
心
情
に
は
き
わ
め
て
近
く
相
似
る
も
の
が
あ
る
。
母
で
あ
る
こ
の
大
地
の
特

殊
な
美
し
さ
は
、
そ
の
胎
よ
り
出
た
子
孫
に
同
じ
き
美
し
さ
を
賦
与
し
た
。
わ

が
国
の
文
化
の
考
察
は
結
局
わ
が
国
の
自
然
の
考
察
に
帰
っ
て
い
か
な
く
て
は

な
ら
ぬ
」（
同
一
九
一
頁
）

　

中
宮
寺
菩
薩
半
跏
像
、
古
代
日
本
の
文
化
、
日
本
文
化
全
体
、
日
本
の
自
然
を
通

底
す
る
心
情
、
美
意
識
の
う
ち
に
和
辻
は
内
在
し
て
い
る
。

「
イ
ン
ド
の
壁
画
が
日
本
に
来
て
こ
の
よ
う
に
気
韻
を
変
化
さ
せ
た（
法
隆
寺
金

堂
壁
画
に
つ
い
て
の
記
述 
― 
引
用
者
）
と
い
う
こ
と
は
、
ギ
リ
シ
ア
か
ら
東

の
方
に
あ
っ
て
、
ペ
ル
シ
ア
も
イ
ン
ド
も
西
域
も
シ
ナ
も
、
日
本
ほ
ど
ギ
リ
シ

ア
に
似
て
い
な
い
と
い
う
事
実
と
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
。
気
候
や
風
土
や
人
情

に
お
い
て
、
あ
の
広
漠
た
る
大
陸
と
地
中
海
の
半
島
は
ま
る
で
異
な
っ
て
い
る

が
、
日
本
と
ギ
リ
シ
ア
と
は
か
な
り
近
接
し
て
い
る
。
大
陸
を
移
遷
す
る
間
に

ど
こ
で
も
理
解
せ
ら
れ
な
か
っ
た
心
持
ち
（
ギ
リ
シ
ア
人
の
美
意
識 
― 
引
用

者
）
が
、
日
本
に
来
た
っ
て
初
め
て
心
か
ら
な
同
感
を
見
い
だ
し
た
と
い
う
よ

う
な
こ
と
も
、
な
い
と
は
限
ら
な
い
。
…
…
も
し
日
本
の
土
地
が
、
甘
美
な
、

哀
愁
に
満
ち
た
抒
情
詩
的
気
分
を
特
徴
と
す
る
な
ら
ば
、
同
時
に
ま
た
そ
れ
を

日
本
人
の
気
稟
の
特
質
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
古
事
記
の
伝
え
る
神
話
の

優
し
さ
も
、
中
宮
寺
観
音
（
菩
薩
半
跏
像 
― 
引
用
者
）
に
現
わ
れ
た
慈
愛
や

悲
哀
も
、
恐
ら
く
こ
の
特
質
の
表
現
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
常
に
し
め
や
か
さ

が
あ
り
涙
が
あ
る
。
そ
の
涙
が
あ
ら
ゆ
る
歓
楽
に
た
ま
し
い
の
陰
影
を
与
え
ず

に
は
い
な
い
。
だ
か
ら
イ
ン
ド
の
肉
感
的
な
画
も
、
こ
の
涙
に
濾
過
せ
ら
れ
る

時
に
は
、
透
明
な
美
し
さ
に
変
化
す
る
。
そ
う
し
て
そ
こ
に
ギ
リ
シ
ア
人
の
美

意
識
が
は
る
か
な
る
兄
弟
を
見
い
だ
す
の
で
あ
る
」（
同
一
七
七
〜
一
七
八
頁
）

　

こ
こ
で
は
、
法
隆
寺
金
堂
壁
画
に
触
発
さ
れ
た
和
辻
の
想
像
力
は
、
日
本
と
ギ
リ

シ
ア
と
を
結
び
つ
け
、
ペ
ル
シ
ア
、
イ
ン
ド
、
西
域
、
シ
ナ
か
ら
区
別
す
る
。
し
か

し
こ
の
想
像
力
は
対
象
化
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
感
性
に
依
拠
し
た
類
比
、
連
想

を
思
う
存
分
働
か
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
対
象
へ
と
超
越
す
る
の
で
は
な
く
、
類
比
、

連
想
の
う
ち
に
没
入
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
内
在
）。

　

次
に
、
集
団
、
社
会
、
国
家
へ
の
内
在
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
ま
ず
家
族
へ
の
内

在
に
つ
い
て
み
て
み
る
。
和
辻
は
父
、
母
を
始
め
と
す
る
家
族
の
一
人
一
人
に
対
し

て
親
密
で
あ
り
、
家
族
に
対
す
る
帰
属
感
は
強
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
六
歳
年
長

の
兄
に
対
し
て
も
従
順
で
あ
り
、
依
存
的
で
あ
っ
た
。
兄
が
重
病
に
お
ち
い
っ
た
時
、

和
辻
は
大
き
な
不
安
に
襲
わ
れ
て
い
る
（『
自
叙
伝
の
試
み
』　

年
、『
全　

』
二
三

61

18

〇
〜
二
三
一
頁
）。
そ
の
他
、
晩
年
の
回
想
で
あ
る
『
自
叙
伝
の
試
み
』
に
は
父
、
母

を
始
め
、
家
族
に
対
す
る
親
愛
感
に
満
ち
た
内
容
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。
家
族
に
対
す

る
親
愛
感
、
帰
属
感
は
幼
年
期
、
少
年
期
よ
り
以
降
も
表
層
に
お
い
て
は
変
容
し
な

が
ら
も
、
そ
の
中
核
に
お
い
て
は
保
持
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
和
辻
は
、
家

族
に
対
し
て
、
距
離
を
置
い
た
対
象
化
と
い
う
態
度
を
と
る
（
超
越
）
の
で
は
な
く
、

基
底
に
お
い
て
家
族
の
う
ち
に
内
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
自
ら
の

妻
子
に
対
す
る
強
い
愛
情
、
一
体
化
志
向
も
出
て
き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

自
分
の
生
家
が
あ
り
、
自
分
が
育
っ
た
農
村
に
つ
い
て
、
一
年
を
通
し
て
の
「
農

耕
労
働
の
リ
ズ
ム
」
が
村
の
生
活
を
秩
序
づ
け
て
い
た
と
し
て
い
る
。
村
の
生
活
を

実
際
に
組
織
し
て
い
た
の
は
、
明
治
新
政
府
が
制
定
し
た
新
暦
や
地
方
自
治
制
度
上

の
抽
象
的
な
村
で
は
な
く
、
江
戸
時
代
以
来
の
旧
暦
や
村
落
（
こ
れ
を
い
く
つ
か
合

併
し
て
地
方
自
治
制
度
上
の
村
が
つ
く
ら
れ
た
）で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る（
同

四
三
〜
四
四
頁
、
一
八
八
〜
一
九
〇
頁
、
一
九
四
頁
）。
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
農
村

に
対
す
る
和
辻
の
態
度
を
示
し
て
い
る
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
和
辻
の
祖
父
の

葬
式
で
の
体
験
を
も
と
に
し
た
記
述
で
あ
る
。
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「
や
が
て
式
が
す
ん
で
、会
葬
者
が
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
帰
っ
て
行
き
ま
す
。
狭
い
田
舎

道
で
す
か
ら
会
葬
者
の
足
が
す
ぐ
眼
の
前
（
土
下
座
し
た
和
辻
と
和
辻
の
父
の

眼
の
前 
― 
引
用
者
）
を
通
っ
て
い
く
の
で
す
。
靴
を
は
い
た
足
や
長
い
裾
と
足

袋
で
隠
さ
れ
た
足
な
ど
は
き
わ
め
て
少
数
で
、
多
く
は
銅
色
に
や
け
た
農
業
労

働
者
の
足
で
し
た
。
彼
（
和
辻 
― 
引
用
者
）
は
う
な
だ
れ
た
ま
ま
そ
の
足
に
会

釈
し
ま
し
た
。
せ
い
ぜ
い
見
る
の
は
腰
か
ら
下
で
す
が
、そ
れ
だ
け
見
て
い
て
も

そ
の
足
の
持
ち
主
が
ど
ん
な
顔
を
し
て
ど
ん
な
お
辞
儀
を
し
て
彼
の
前
を
通
っ

て
行
く
か
が
わ
か
る
の
で
す
。
あ
る
人
は
い
か
に
も
恐
縮
し
た
よ
う
な
そ
ぶ
り

を
し
ま
し
た
。
あ
る
人
は
涙
ぐ
む
よ
う
に
見
え
ま
し
た
。
彼
は
こ
の
瞬
間
に
じ

じ
い
の
霊
を
中
に
置
い
て
こ
れ
ら
の
人
々
の
心
と
思
い
が
け
ぬ
密
接
な
交
通
を

し
て
い
る
の
を
感
じ
ま
し
た
。
実
際
彼
も
涙
す
る
心
持
ち
で
、
じ
じ
い
を
葬
っ

て
く
れ
た
人
々
に
、
― 
― 
と
い
う
よ
り
は
そ
の
人
々
の
足
に
、
心
か
ら
感
謝
の

意
を
表
わ
し
て
い
ま
し
た
。
そ
う
し
て
こ
の
人
々
の
前
に
土
下
座
し
て
い
る
こ

と
が
、
い
か
に
も
当
然
な
、
似
つ
か
わ
し
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
彼
に
と
っ
て
実
に
思
い
が
け
ぬ
こ
と
で
し
た
。
彼
は
こ
れ
ら
の
人
々

の
前
に
謙
遜
に
な
ろ
う
な
ど
と
考
え
た
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
た
だ
漫
然

と
風
習
に
従
っ
て
土
下
座
し
た
に
過
ぎ
ぬ
の
で
す
。
し
か
る
に
自
分
の
身
を
こ

う
い
う
形
に
置
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
自
分
に
も
思
い
が
け
ぬ
よ
う
な
謙
遜
な

気
持
ち
に
な
れ
た
の
で
す
。
彼
は
こ
の
時
、
銅
色
の
足
と
自
分
と
の
関
係
が
、

や
っ
と
正
し
い
位
置
に
戻
さ
れ
た
と
い
う
気
が
し
ま
し
た
。
そ
う
し
て
正
当
な

心
の
交
通
が
、
や
っ
と
こ
こ
で
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
気
が
し
ま
し
た
。
そ
れ

と
と
も
に
現
在
の
社
会
組
織
や
教
育
な
ど
と
い
う
も
の
が
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の

間
に
ど
れ
だ
け
人
と
人
と
の
間
を
距
て
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
も
気
づ
き
ま

し
た
。
心
情
さ
え
謙
遜
に
な
っ
て
い
れ
ば
、
形
は
必
ず
し
も
問
う
に
及
ば
ぬ
と

考
え
て
い
た
彼
は
、
こ
こ
で
形
の
意
味
を
し
み
じ
み
と
感
じ
ま
し
た
。

…
…

　

彼
は
翌
日
ま
た
父
親
と
と
も
に
、
自
分
の
村
だ
け
は
家
ご
と
に
礼
に
回
り
ま

し
た
。
彼
は
銅
色
の
足
に
礼
を
し
た
と
同
じ
心
持
ち
で
、
黒
く
す
す
け
た
農
家

の
土
間
や
農
事
の
手
伝
い
で
日
に
や
け
た
善
良
な
農
家
の
主
婦
た
ち
に
礼
を
し

ま
し
た
。
彼
が
親
し
み
を
感
ず
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
こ
う
い
う
村

で
も
す
で
に
見
い
だ
す
こ
と
の
で
き
る
曖
昧
宿
で
、
夜
の
仕
事
の
た
め
に
昼
寝

を
し
て
い
る
二
三
の
だ
ら
し
な
い
女
か
ら
、
都
会
の
文
明
の
片
鱗
を
見
せ
た
よ

う
な
無
感
動
な
眼
を
向
け
ら
れ
た
時
だ
け
で
し
た
。
が
、
こ
の
一
二
の
例
外
が
、

彼
に
は
妙
に
ひ
ど
く
こ
た
え
ま
し
た
。
彼
は
そ
の
時
、
昨
日
か
ら
続
い
た
自
分

の
心
持
ち
に
、
少
し
ひ
び
の
は
い
っ
た
こ
と
を
感
じ
た
の
で
す
。
せ
っ
か
く
の

ぼ
っ
た
高
み
か
ら
、
ま
た
引
き
お
ろ
さ
れ
た
よ
う
な
気
持
ち
が
し
た
の
で
す
。

　

彼
が
も
し
こ
の
土
下
座
の
経
験
を
彼
の
生
活
全
体
に
押
し
ひ
ろ
め
る
事
が
で

き
た
ら
、
彼
は
新
し
い
生
活
に
進
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
彼
は
そ
の

問
題
を
絶
え
ず
心
で
暖
め
て
い
ま
す
。
あ
る
い
は
い
つ
か
孵
る
時
が
あ
る
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
あ
の
時
は
い
っ
た
ひ
び
は
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
偶
然
に
は
い
っ
た
ひ
び
で
は
な
く
、
や
は
り
彼
自
身
の
心
に
あ
る
必
然

の
ひ
び
で
し
た
。
こ
の
ひ
び
の
繕
え
る
時
が
来
な
く
て
は
、
恐
ら
く
彼
の
卵
は

孵
ら
な
い
で
し
ょ
う
」（「
土
下
座
」　

年
、『
全　

』
四
〇
三
〜
四
〇
六
頁
）

20

17

　

伝
統
的
な
農
村
へ
の
帰
還
は
和
辻
に
お
い
て
両
義
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
に
お
い
て
、「
曖
昧
宿
」
の
「
だ
ら
し
な
い
女
」
と
と
も
に
「
都
会
の
文
明
」
の

う
ち
に
お
り
、「
現
在
の
社
会
組
織
や
教
育
な
ど
」
に
よ
っ
て
孤
立
し
、
疎
外
さ
れ
て

い
る
和
辻
（
内
在
）
に
と
っ
て
、
こ
の
帰
還
は
「
形
」
に
よ
る
自
己
規
律
（
超
越
）

に
よ
り
到
達
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
自
己
規
律
は
「
ひ
び
」
の
は
い
り

や
す
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
。
拙
稿
「
初
期
和

辻
哲
郎
に
お
け
る
超
越
」
に
お
い
て
考
察
）。
他
方
に
お
い
て
、「
土
下
座
」
と
い
う

「
形
」
に
よ
っ
て
呼
び
さ
ま
さ
れ
た
、「
自
分
に
も
思
い
が
け
ぬ
」「
謙
遜
な
気
持
ち
」、

「
正
当
な
心
の
交
通
」
は
和
辻
の
う
ち
に
潜
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
和
辻
は
そ
の
う

ち
に
内
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
内
在
は
超
越
か
ら
離
反
し
て
お
り
、
前
述
の

内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
か
ら
は
乖
離
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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次
に
天
皇
、
皇
室
、
国
家
へ
の
内
在
に
つ
い
て
み
て
み
る
。
和
辻
は
、
道
徳
の
根

底
と
は
、
帰
属
し
て
い
る
集
団
の
「
全
体
性
へ
の
帰
属
」
で
あ
り
、
集
団
か
ら
乖
離

し
た
普
遍
的
道
徳
命
題
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
日
本
に
お
い
て
は
古
代
以

来
、
国
家
の
全
体
性
の
担
い
手
を
皇
祖
神
、
天
皇
、
皇
室
と
し
て
き
て
い
る
の
で
あ

り
、
日
本
に
お
け
る
道
徳
の
根
底
は
天
皇
へ
の
「
順
従
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
本

居
宣
長
の
主
張
と
し
て
、「
皇
国
の
「
道
」
は
、
人
間
の
行
為
の
道
徳
的
意
義
を
「
天

皇
へ
の
順
従
」
と
い
う
根
源
に
帰
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
天
皇
の
権
威
は
無
限
に
深

い
全
体
性
の
権
威
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
全
体
性
へ
の
帰
属
が
道

の
大
本
な
の
で
あ
っ
て
、
逆
に
道
に
か
な
う
が
ゆ
え
に
天
皇
に
順
従
す
る
の
で
は
な

い
」
と
述
べ
、
こ
れ
を
和
辻
自
身
の
主
張
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
古
代
日
本

人
に
お
い
て
は
、
全
体
性
へ
順
従
す
る
心
は
、「
何
ら
の
後
ろ
め
た
い
気
持
ち
に
も
煩

わ
さ
れ
ぬ
明
朗
な
心
境
」、「
清
く
明
る
い
心
」
で
あ
り
、
全
体
性
に
背
反
す
る
心
は
、

「
主
我
的
な
衝
動
に
よ
っ
て
全
体
か
ら
背
き
、
後
ろ
め
た
い
気
持
ち
に
よ
っ
て
ひ
そ

か
に
心
を
悩
ま
す
よ
う
な
心
境
」、「
穢
い
闇
い
心
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
両

者
の
峻
別
こ
そ
が
古
代
日
本
人
に
お
け
る
根
底
的
態
度
で
あ
り
、
和
辻
自
身
も
同
一

化
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
和
辻
は
天
皇
と
い
う
全
体
性
を
対
象
化
せ

ず
、
そ
の
う
ち
に
内
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
（
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
）

（『
日
本
古
代
文
化
』　

年
、『
全
３
』
二
八
四
〜
二
八
五
頁
、
二
九
二
〜
二
九
三
頁
）。

20

　

さ
ら
に
和
辻
は
普
遍
的
な
道
徳
か
ら
「
皇
室
尊
崇
の
念
」
を
峻
別
し
て
い
る
。
前

者
を
確
立
す
る
こ
と
は
だ
れ
に
と
っ
て
も
容
易
で
は
な
い
が
、
後
者
は
日
本
人
に
お

い
て
ほ
と
ん
ど
「
生
ま
れ
な
が
ら
」
の
「
本
能
」
と
し
て
あ
り
、
こ
の
「
本
能
」
に

立
脚
す
る
「
国
体
」
は
「
永
遠
に
安
固
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
和
辻
は
「
皇
室
尊

崇
の
念
」
を
対
象
化
せ
ず
、
そ
の
「
本
能
」
の
う
ち
に
内
在
し
て
い
る
の
で
あ
る

（
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
）（「
危
険
思
想
を
排
す
」　

年
、『
全　

』
一
四
三

19

22

〜
一
四
四
頁
、
一
五
〇
頁
）。

　

和
辻
は
一
九
二
七
年
二
月
に
『
原
始
仏
教
の
実
践
哲
学
』
を
刊
行
し
て
い
る
。
ま

た
一
九
二
五
年
、
一
九
二
六
年
の
京
都
大
学
に
お
け
る
講
義
の
草
稿
が
未
刊
行
の
ま

ま
遺
稿
（「
仏
教
倫
理
思
想
史
」
と
題
さ
れ
て
い
る
）
と
し
て
残
さ
れ
、
全
集
第　

巻
19

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
日
本
文
化
の
研
究
を
進
め
る
に
は
仏
教
を
そ
の
源
流
、
根
底

か
ら
研
究
し
、
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
痛
感
し
、
イ
ン
ド
仏
教
に
ま
で

遡
っ
て
研
究
し
た
の
で
あ
る
。
仏
教
の
五
蘊
（
色
蘊
（
物
質
と
身
体
）、
受
蘊
（
外
界

が
触
れ
た
こ
と
を
感
受
す
る
こ
と
）、
想
蘊
（
感
受
し
た
も
の
の
像
を
思
い
う
か
べ
る

こ
と
）、
行
蘊
（
能
動
的
な
意
志
、
衝
動
的
欲
求
）、
識
蘊
（
識
別
す
る
こ
と
））
に
論

及
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「「
花
を
喜
ば
し
く
感
受
す
る
こ
と
」
は
、
感
受
と
関
係
な
き
い
ろ
か
た
ち

�

�

�

�

�

に
対

し
喜
び
と
い
う
主
観
的
態
度
を
も
っ
て
向
か
う
こ
と
で
は
な
く
、
楽
受
に
お
い

�

�

�

�

�

て�

あ
る
花
の
楽
受
そ
の
も
の

�

�

�

�

�

�

を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。花
に
即
し
て
言
え
ば「
花�

が�

美
し
い
」
の
で
あ
り
、
受
に
即
し
て
言
え
ば
「
花
が
美
し
く
感
ぜ
ら
れ
る

�

�

�

�

�

」

の
で
あ
る
が
、
か
く
客
観
的
と
主
観
的
と
に
分
別
さ
れ
た
言
い
現
わ
し
方
は
実

は
同
一
事

�

�

�

を
さ
す
に
過
ぎ
ぬ
。
こ
の
同
一
事
に
お
い
て
感
覚
的
で
あ
る
こ
と

�

�

�

�

の

方
面
が
色
と
呼
ば
れ
、
感
受
せ
ら
れ
て
あ
る
こ
と

�

�

�

�

の
方
面
が
受
と
呼
ば
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
の
場
合
他
方
で
同
じ
花
が

�

�

�

�

悲
し
い
と
感
ぜ
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
同
一

の
花
が
楽
受

�

�

に
お
い
て
も
苦
受

�

�

に
お
い
て
も
存
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し

か
か
る
意
味
で
感
じ
方
の
相
違
を
超
越
せ
る
同
一
の
花

�

�

�

�

は
こ
こ
で
は
問
題
に
さ

れ
な
い
。
い
ず
れ
か
の
受
に
お
い
て

�

�

�

�

�

で
な
け
れ
ば
こ
の
花
は
存
在
し
得
ず
、
そ
の

受
を
異
に
す
れ
ば
そ
れ
は
同
一
の
花
で
は
な
い

�

�

�

�

�

�

�

�

の
で
あ
る
。
か
く
の
ご
と
く
主

観
的
な
感
じ
方
の
相
違
を
超
越
せ
る
客
観
界
も
、
こ
の
客
観
界
を
色
づ
け
る
も

の
と
し
て
の
主
観
の
状
態
も
、
と
も
に
撥
無
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
受
を
心
理

学
的
な
感
情
と
解
す
る
の
は
当
た
ら
な
い
。
心
理
的
に
存
在
す
る
も
の

�

�

�

�

�

�

と
し
て

の
感
情
は
、
た
と
え
ば
客
観
的
に
存
在
す
る
花
を
美
し
く
感
ず
る
体
験
と
し
て

考
え
ら
れ
る
が
、
し
か
し
そ
の
花
は
美
し
く
も
醜
く
も
な
い
花
な
の
で
は
な
く

し
て
す
で
に
美
し
い
花
な
の
で
あ
る
。
美
し
く
な
い

�

�

花
を
美
し
く
感
ず
る
と
い

う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
具
体
的
に
は
、
美
し
い
と
い
う
花
の
存
在
の
仕
方

�

�

�

�

�

と
そ

の
花
を
美
し
く
感
ず
る
体
験

�

�

と
は
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
を
抽
象
的
に
引
き
は
な
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し
て
客
観
的
と
主
観
的
と
に
分
か
っ
た
と
き
初
め
て
心
理
的
存
在
物
と
し
て
の

感
情
が
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
受
は
か
か
る
存
在
物
よ
り
さ
ら
に
根
本
的
な
も

の
と
し
て
、
総
じ
て
存
在
す
る
も
の
の
「
法
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…

　
 

…
…

　

…
…
か
く
て
一
般
に
「
何
物
か
が
我
れ
に

�

�

�

感
受
さ
れ
て
あ
る
」
乃
至
「
何
物

か
が
我
れ
に

�

�

�

識
別
さ
れ
て
あ
る
」
と
い
う
表
出
か
ら
「
我
れ
に
」
を
抜
き
取
り
、

た
だ
「
何
物
か
が
感
受
乃
至
識
別
さ
れ
て
あ
る

�

�

」
を
の
み
残
す
な
ら
ば
、
こ
こ

B
e
w
u
sstse

in

に
意
識
（ 
 
 
 
     
  

）
の
意
義
に
つ
い
て
の
重
大
な
変
更
が
行
な
わ
れ
て

い
る
こ
と
に
な
る
。
元
来
意
識
と
は
「
何
物
か
が
我
れ
に

�

�

�

意
識
さ
れ
て
あ
る
」

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
意
識
の
問
題
は
主
観
性

�

�

�

の
問
題
で
あ
り
、

そ
う
し
て
そ
れ
が
心
理
学

�

�

�

の
問
題
と
さ
れ
る
。
し
か
る
に
我
れ
を
抜
き
去
れ
ば
、

そ
れ
は
も
は
や
主
観
性
の
問
題
で
も
心
理
学
の
問
題
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ

こ
で
は
意
識
と
は
「
何
物
か
が

�

�

�

�

意
識
さ
れ
て
あ
る

�

�

こ
と

�

�

」
で
あ
る
。
そ
れ
は
何

物
か
が
あ
る

�

�

た
め
に
必
ず
よ
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
あ
り
方

�

�

�

で
あ
っ
て
、
言
わ

ば
「
何
物
か
が
あ
る
」
こ
と
の
「
法
」
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
五
蘊
説

は
こ
の
法
を
単
に
意
識
の
名
の
み
に
よ
っ
て
呼
ば
ず
、
受
想
行
識
に
分
別
し
て

考
え
る
。「
何
者
か
が
あ
る

�

�

」
と
は
、
感
受
さ
れ
乃
至
識
別
さ
れ
て
あ
る

�

�

の
で
あ

る
。
か
く
の
ご
と
く
無
我
の
立
場
は
、
主
観
性
の
撥
無
に
よ
っ
て
（
従
っ
て
客

観
性
と
の
対
立
の
撥
無
に
よ
っ
て
）、
意
識
を
存
在
の
仕
方
と
い
う
ご
と
き
意

味
に
解
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
は
一
切
の
対
象
界
を
意
識
に
内
在
的
な

�

�

�

�

る
も
の

�

�

�

と
す
る
と
い
う
立
場
と
は
ち
ょ
う
ど
正
反
対
の
方
向
に
お
い
て
結
局
同

じ
よ
う
な
結
果
に
到
着
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
内
在
化
す
る
こ

と
の
で
き
な
い
超
越
的
な
対
象
は
、
こ
こ
で
も
ま
た
問
題
に
さ
れ
な
い
。
色
は

感
覚
的
な
る
も
の
を
指
示
す
る
が
、
そ
れ
は
意
識
を
超
越
し
て
存
在
す
る
も
の

で
は
な
く
、
見
ら
れ
た
も
の
乃
至
触
覚
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
み
存
在
す
る
の

で
あ
る
。
も
と
よ
り
こ
こ
で
は
内
在
的
と
い
う
言
葉
は
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
内
在
化
が
徹
底
し
て
一
切
の
超
越
的
な
る
も
の
を
残
さ

な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
色
受
想
行
識
が
「
一
切
の
存
在

�

�

�

�

�

」
の
法
で
あ
る

と
言
わ
れ
る
」（『
原
始
仏
教
の
実
践
哲
学
』　

年
、『
全
５
』
一
二
三
〜
一
二
四

27

頁
、
一
三
二
頁
）

　

近
代
科
学
に
お
け
る
、
主
観
と
客
観
と
を
分
離
し
、
抽
出
す
る
あ
り
か
た
（
超
越
）

を
仏
教
の
五
蘊
の
立
場
か
ら
批
判
、
解
体
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
主
観
と
客
観
の
対

置
と
い
う
あ
り
か
た
よ
り
も
根
底
的
な
存
在
の
あ
り
か
た
と
し
て
の
「
法
」
に
お
け

る
区
別
と
し
て
の
五
蘊
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
近
代
科
学
の
う
ち
の
、
心

理
学
を
始
め
と
す
る
人
文
科
学
、
社
会
科
学
に
お
い
て
は
主
観
が
対
象
化
さ
れ
（
超

越
）、
自
然
科
学
に
お
い
て
は
客
観
が
対
象
化
さ
れ
る
（
超
越
）。
五
蘊
の
う
ち
の

「
色
」
は
客
観
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
客
観
で
は
な
く
、「
受
」、「
想
」、「
行
」、「
識
」

は
主
観
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
主
観
で
は
な
い
。
五
蘊
を
「
無
我
」
の
立
場
と
し
て

い
る
の
は
、「
我
れ
」
の
対
象
化
、「
我
れ
」
へ
の
執
着
（
超
越
）
か
ら
の
脱
却
で
あ

る
。
い
ず
れ
も
超
越
で
は
な
い
の
で
あ
る
。「
こ
こ
で
は
内
在
的
と
い
う
言
葉
は
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
し
て
い
る
が
、
超
越
を
前
提
し
、
超
越
と
対
置
さ
れ
て

い
る
内
在
と
し
て
と
ら
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
超

越
を
「
徹
底
し
て
」
排
除
し
た
内
在
と
し
て
五
蘊
の
「
法
」
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で

き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

法
華
経
に
お
け
る
表
現
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
こ
の
作
品
（
法
華

経 
― 
引
用
者
）
に
お
い
て
は
主
題
は
外
へ
展
開
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
…
…

こ
こ
で
は
、
展
開
は
い
わ
ば
内
へ
渦
を
巻
い
て
行
く
。
あ
ら
ゆ
る
具
体
的
な
描
写
や
、

W
o
rtm

u
sik

言
葉
を
も
っ
て
す
る
音
楽
（ 
 
   
 
   

）、
言
葉
に
よ
っ
て
色
を
塗
る
絵
画

W
o
rtm

a
le
re

i
（ 
 
   
 
  
  
 

）
が
こ
と
ご
と
く
こ
の
単
純
明
白
な
主
題
の
中
に
流
れ
込
ん
で
行
く

の
で
あ
る
。
…
…
こ
の
説
法
に
よ
っ
て
無
数
の
天
人
菩
薩
が
解
脱
す
る
場
面
や
、
ま

た
こ
の
説
法
が
全
宇
宙
的
に
讃
嘆
さ
れ
る
場
面
な
ど
の
詳
細
な
描
写
は
、
こ
の
説
法

に
お
い
て
説
か
れ
る
真
理
を
も
っ
て
論
理
的
に
読
者
を
説
得
し
よ
う
と
の
努
力
を
全

然
示
さ
ず
、
た
だ
こ
の
華
や
か
で
壮
大
な
出
来
事
の
ゆ
え
に
、
核
心
と
な
れ
る
思
想

を
神
秘
的
な
不
思
議
な
深
さ
の
も
の
と
し
て
直
感
せ
し
め
よ
う
と
ね
ら
っ
て
い
る
の
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で
あ
る
。
…
…
こ
れ
ら
の
描
写
は
わ
れ
わ
れ
の
内
に
無
数
の
感
覚
的
な
姿
が
固
定
さ

れ
な
い
で
互
い
に
響
き
合
っ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
作
り
出
す
。
す
な
わ
ち
わ
れ
わ

れ
の
想
像
力
が
ま
と
ま
っ
た
姿
を
作
り
上
げ
る
前
に
次
へ
次
へ
と
引
き
回
さ
れ
、
想

像
力
が
不
断
の
流
動
の
中
に
置
か
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
合
理
的
な
形
象
の
代
わ

り
に
極
度
に
幻
想
的
な
気
分
の
世
界
が
作
り
出
さ
れ
る
。
…
…
こ
の
作
品
は
、
非
感

覚
的
な
る
も
の
お
よ
び
超
感
覚
的
な
る
も
の
を
直
接
に
感
覚
的
な
る
も
の
に
よ
っ
て

表
現
す
る
と
い
う
独
得
な
象
徴
主
義
に
成
功
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
様
式
は
お
そ
ら

く
文
学
の
う
ち
で
最
も
音
楽
に
近
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
…
…
こ
の
種
の
作
品
は
、
お

よ
そ
文
学
的
作
品
の
う
ち
で
最
も
厳
密
に
「
考
え
る
こ
と
」
を
拒
絶
す
る
作
品
で
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
れ
が
「
一
つ
の
思
想
」
を
核
と
す
る
作
品
な
の
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
は
法
華
経
を
こ
の
両
極
端
の
統
一
と
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」（「
仏
教
倫
理
思
想
史
」　

〜　

年
、『
全　

』
二
五
七
頁
、
二
五
九
頁
、
二
六
一

25

26

19

頁
）。
思
想
と
は
「
考
え
る
こ
と
」
で
あ
り
、
超
越
で
あ
る
。
思
想
を
「
外
へ
展
開
」

す
る
こ
と
、「
論
理
的
」
に
「
説
得
」
す
る
こ
と
は
超
越
で
あ
る
。
法
華
経
は
思
想
を

主
題
と
し
、
核
心
と
し
て
い
な
が
ら
、
思
想
を
「
考
え
る
こ
と
」
を
「
拒
絶
」
し
、

思
想
へ
の
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
あ
ら
ゆ
る
具
体
的
な
描
写
」、「
言

葉
を
も
っ
て
す
る
音
楽
」、「
言
葉
に
よ
っ
て
色
を
塗
る
絵
画
」
に
よ
っ
て
読
者
は
、

「
思
想
」
を
「
神
秘
的
な
不
思
議
な
深
さ
の
も
の
」
と
し
て
「
直
感
」
し
、
そ
の
う
ち

に
内
在
す
る
。
法
華
経
の
「
象
徴
主
義
」、「
音
楽
」
的
手
法
に
よ
っ
て
、
読
者
の

「
想
像
力
」
は
「
不
断
の
流
動
の
中
」
に
置
か
れ
、
読
者
は
「
極
度
に
幻
想
的
な
気
分

の
世
界
」
の
う
ち
に
内
在
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
法
華
経
は
超
越
（
思
想
）
か
ら
の

離
反
と
内
在
と
の
「
統
一
」
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
維
摩
経
、
般
若
経
、
十
地
経
の

表
現
の
う
ち
に
も
同
様
に
、
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
を
見
出
し
て
い
る
（
同

二
七
一
〜
二
七
三
頁
、
二
八
六
〜
二
八
八
頁
）。

　

以
上
の
、
五
蘊
の
「
法
」、
法
華
経
等
の
表
現
に
お
け
る
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る

内
在
は
和
辻
の
思
想
の
う
ち
に
受
容
さ
れ
、
和
辻
の
思
想
の
う
ち
に
内
蔵
さ
れ
て

い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
３
節　

超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在

　

個
人
の
生
に
対
す
る
和
辻
の
と
ら
え
か
た
に
お
け
る
、
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内

在
を
み
て
み
よ
う
。

　

和
辻
は
「
知
的
認
識
」、「
知
識
」
に
「
内
生
」
を
対
置
し
、
前
者
が
「
論
理
的
」

認
識
、「
分
析
、
選
択
、
概
括
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
「
純
粋
に
生
き
て

�

�

�

ゐ
る

境
地
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
内
生
」
に
お
い
て
は
、「
知
る

�

�

の
で
は
な
く

し
て
生
く
る

�

�

�

」
の
で
あ
り
、「
形
は
定
ま
ら
な
い
け
れ
ど
も
渦
巻
の
様
な
感
じ

�

�

」
が
あ

り
、「
生
活
全
体
が
感
じ

�

�

」
で
あ
り
、「
無
限
の
複
雑
が
渾
然
と
し
て
感
じ
ら
れ
」、

「
感
じ
て
ゐ
る
」
こ
と
が
「
活
動
」
そ
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
直

覚
と
は
、
こ
れ
（
内
生 
― 
引
用
者
）
が
突
如
と
し
て
明
ら
か
な
形
を
得
る
こ
と
に

外
な
ら
な
い
。
即
ち
直
覚
は
内
生
が
突
如
と
し
て
把
握
せ
ら
る
ゝ
こ
と

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

を
意
味
す
る
。

こ
れ
凡
て
の
表
現
の
原
形

�

�

�

�

�

で
あ
る
。
…
…
知
能
が
分
析
す
れ
ば
非
常
に
複
雑
な
要
素

に
分
れ
る
こ
と
も
、
直
覚
に
於
て
は
瞬
間
的
に
把
握
せ
ら
れ
る
。
渦
巻
の
様
に
流
動

し
つ
ゝ
沸
き
上
る
感
じ
が
、
―
― 
意
識
に
上
つ
た
と
は
云
は
れ
ぬ
程
な
感
じ
が
、
瞬

間
的
に
は
つ
き
り
と
意
識
に
現
は
れ
る
。
云
ひ
換
へ
れ
ば
、
形
の
定
ま
ら
な
い
、
活

動
そ
の
者
で
あ
る
奥
底
の
意
識
が
、
は
つ
き
り
し
た
意
識
に
な
つ
て
来
る
の
で
あ
る
。

こ
の
直
覚
が
そ
こ
に
留
ま
ら
な
い
で
、
内
よ
り
の
欲
望
に
よ
り
、
思
惟
の
作
用
を
使

役
し
つ
ゝ
更
に
明
瞭
な
形
を
獲
得
す
る
所
に
哲
学
が
あ
る
。
そ
れ
故
哲
学
は
内
生
の

�

�

�

認
識
に
努
む
る

�

�

�

�

�

�

も
の
で
は
な
く
し
て
、
内
生
の
表
現

�

�

な
の
で
あ
る
。
或
者
を
捕
へ
や

う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
捕
へ
ら
れ
た
る
或
者
を
表
現
す
る
の
で
あ
る
」、
と
し
て
い

る
（「
哲
学
及
び
芸
術
の
根
本
問
題
と
し
て
の
自
我
」
大
正
初
期
、『
全
別
２
』
二
八

一
〜
二
八
二
頁
）。「
知
的
認
識
」、「
知
識
」
が
超
越
で
あ
る
の
に
対
し
、「
内
生
」
は

内
在
で
あ
る
。「
内
生
」
と
は
、
外
界
と
交
渉
し
な
い
、
自
閉
し
た
内
面
生
活
で
は
な

く
、
外
界
に
働
き
か
け
る
が
、
自
己
、
外
界
を
対
象
化
す
る
こ
と
（
超
越
）
が
な
い

「
活
動
」
で
あ
る
。
こ
の
「
内
生
」
の
「
表
現
」
が
「
直
覚
」
で
あ
り
、「
哲
学
」
で
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あ
る
と
し
て
い
る
。「
直
覚
」、「
哲
学
」
は
「
内
生
」
を
対
象
化
し
、
認
識
す
る
の
で

は
な
く
、
そ
れ
自
身
「
内
生
」
で
あ
り
つ
つ
、「
内
生
」
を
「
表
現
」
し
よ
う
と
す
る

の
で
あ
る
（
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）。

　

「
内
生
」
と
ほ
ぼ
同
様
な
内
容
を
も
ち
つ
つ
、
よ
り
積
極
的
に
外
界
に
働
き
か
け
、

さ
ら
に
自
己
、
外
界
を
対
象
化
し
、
表
現
し
て
い
く
あ
り
か
た
を
「
人
格
」
と
し
て

い
る
（
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）。

「
本
来
の
生
活 
―
― 
そ
れ
は
凡
て
が
人
格
よ
り
涌
き
出
づ
る
赤
裸
々
の
生
活
で

あ
る
。
そ
こ
に
於
て
は
人
は
あ
ら
ゆ
る
外
来
の
法
則
を
斥
け
、
唯
内
よ
り
必
然

に
出
づ
る
命
令
に
の
み
従
ふ
。
人
は
法
則
に
屈
服
す
る
の
で
は
な
く
、
法
則
を

意
欲

�

�

か
ら
造
り
出
す
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
於
て
は
人
は
自
己
の
価
値

�

�

�

�

�

に
生
き
て

ゐ
る
。
世
俗
的
な
る
価
値 
―
― 
名
や
金
や
道
徳
な
ど
に
自
己
を
傷
け
ら
れ
る
と

云
ふ
事
は
な
い
。
そ
こ
に
於
て
は
ま
た
人
は
、
最
も
深
秘
な
る
人
格
の
慧 

�

�

�

�
 

智 � 
―
― 
本
能

�

�

に
よ
つ
て
活
動
の
方
向
を
定
め
る
。
さ
う
し
て
適
確
に
自
己
の
最

高
可
能
と
最
高
価
値
と
を
実
現
す
る
。
自
己
を
高
め
強
む
る
努
力
に
於
て
も
、

ま
た
自
己
を
表
現
す
る
活
動
に
於
て
も
、
人
は
唯
本
能
に
の
み
従
ひ
決
し
て
知

識
の
容
嘴
を
許
さ
な
い
。
知
能
は
如
何
な
る
場
合
に
も
本
能
に
隷
属
さ
せ
ら
れ

る
。
…
…
か
く
の
如
き
至
純
の
生
活
に
於
て
は
、
生
活
の
徹
底
を
妨
ぐ
る
遠
慮
、

気
兼
、
心
配
な
ど
の
代
り
に
、
現
前
の
事
件

�

�

�

�

�

を
追
究
し
て
飽
く
ま
で
も
こ
れ
を

徹
底
せ
し
め
な
け
れ
ば
止
ま
な
い
所
の
大
胆
と
勇
気
と
が
あ
る
。
―
― 
然
る
に

人
は
誤
ま
つ
て
知
能
を
過
重
し
た
。
…
…
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
知
識
の
動

力
た
る
人
格
や
人
格
よ
り
出
づ
る
能
力
を
顧
み
ず
し
て
、
唯
知
識
を
の
み
重
ん

ず
る
空
気
の
内
に
育
つ
て
来
た
。
こ
ゝ
で
は
種
々
の
法
則
に
関
す
る
智
識

・

・

が
生

�

�

活
を
導
く
と
こ
ろ

�

�

�

�

�

�

�

に
理
想
の
生
活
が
あ
り
、
外
か
ら
与
へ
ら
れ
た
法
則

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

に
合
致

�

�

�

す
る
と
こ
ろ

�

�

�

�

�

に
生
活
の
価
値
が
あ
る
と
せ
ら
れ
る
。
意
識
の
内
に
図
式
的
に
造

ら
れ
た
未
来
の
生
活
の
為
に
現
前
の
生
活
を
捨
て
、
ま
た
は
恐
怖
の
た
め
に
現

実
に
徹
底
す
る
こ
と
を
廻
避
す
る
と
云
ふ
常
識
的
人
士
は
、
真
実
は
最
も
稀
薄

な
生
活
を
営
ん
で
ゐ
る
に
係
は
ら
ず
、
生
理
的
及
び
社
会
的
に
健
全
だ
と
云
ふ

理
由
を
以
て
価
値
あ
る
生
活
に
生
く
る
人
と
見
做
さ
れ
て
ゐ
る
。
然
し
わ
れ
わ

れ
は
漸
次
こ
の
教
育
の
麻
酔
か
ら
醒
め
て
来
た
。
わ
れ
わ
れ
は
最
早
か
く
の
如

き
生
活
の
稀
薄
に
堪
え
な
い
」（
同
二
六
八
〜
二
六
九
頁
）

　

「
知
能
」、「
知
識
」
へ
の
追
従
に
お
い
て
は
、「
外
か
ら
与
へ
ら
れ
た
法
則

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

」
に
従

属
し
、
内
在
す
べ
き
「
現
実
」、「
生
活
」
か
ら
離
反
し
て
い
る
（
内
在
か
ら
離
反
し

て
い
る
超
越
）。
こ
れ
に
対
し
「
本
能
」
は
「
内
よ
り
必
然
に
出
づ
る
命
令
」
で
あ
り
、

「
現
実
」、「
生
活
」
へ
の
「
徹
底
」
で
あ
る
（
内
在
）。「
人
格
」
の
う
ち
に
お
い
て
は

「
本
能
」
が
「
知
能
」、「
知
識
」
を
支
配
し
て
お
り
、「
知
識
」
は
「
現
実
」、「
生
活
」

の
た
め
の
対
象
化
さ
れ
た
手
段
に
過
ぎ
な
い
（
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）。

　

「
内
生
」、「
人
格
」
は
特
殊
な
も
の
、
個
性
と
し
て
発
生
、
出
発
し
（
内
在
）、
直

ち
に
普
遍
性
を
持
つ
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。「「
生
命
」、「
躍
動
」、「
融
合
」、

「
現
実
」、「
霊
魂
」、「
人
格
」、「
自
我
」、
こ
れ
ら
の
語
ほ
ど
現
時
し
ま
り
な
く
使
用

せ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
は
な
い
。
仮
り
に
こ
れ
ら
の
語
を
使
用
し
て
ゐ
る
人
に
切
実
な

内
経
験
が
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
を
表
現
し
や
う
と
し
て
ゐ
る
の
だ
と
し
て
も
、
全
体

こ
れ
ら
の
概
念
は
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
特
殊
の
内
容
が
与
へ
ら
れ
な
け

れ
ば
全
然
空
虚
と
な
る
者
で
あ
る
。
現
時
の
人
は
と
も
す
れ
ば
、
特
殊
性
を
与
へ
ず

し
て
直
ち
に
内
生
活
に
こ
れ
ら
の
語
を
あ
て
は
め
や
う
と
す
る
。
こ
ゝ
に
大
き
な
疑

問
が
起
る
。
そ
れ
は
果
し
て
こ
れ
ら
の
人
が
、
こ
れ
ら
の
語
に
よ
つ
て
表
現
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
や
う
な
内
生
活
を
持
つ
て
ゐ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
こ
の
内
生
活
が
、

必
然
に
こ
れ
ら
の
語
を
呼
び
起
し
、
そ
し
て
厳
密
に
そ
の
特
殊
な
る
人
格
か
ら
流
れ

出
た
特
殊
の
意
義
を
持
つ
て
ゐ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
吾
人
は
こ
れ
を
肯
定
す
る
こ

と
が
出
来
ぬ
。
彼
ら
は
た
ゞ
語
丈
を
持
つ
て
ゐ
る
。
彼
ら
に
あ
つ
て
は
こ
の
語
が
象

徴
的
の
意
義
を
持
つ
て
ゐ
な
い
」、
と
し
て
い
る
（「「
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
」
ノ
ー
ト
」　
13

年
、『
全
別
１
』
三
七
頁
）。「
特
殊
の
内
容
」
を
持
つ
「
内
生
活
」
に
内
在
せ
ず
、
普

遍
的
な
「
一
般
的
」「
概
念
」
に
超
越
し
よ
う
と
す
る
こ
と
（
内
在
か
ら
離
反
し
て
い

る
超
越
）
を
批
判
し
、「
特
殊
な
る
人
格
」
の
「
内
生
活
」
の
う
ち
か
ら
普
遍
的
な

「
概
念
」
が
「
象
徴
的
の
意
義
」
を
持
つ
言
葉
と
し
て
「
呼
び
起
」
こ
さ
れ
る
こ
と
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（
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
統
一
は
あ
ら
ゆ
る
人
民
が
そ
の
特
殊
の
、赤
裸
々
の
人
格
に
於
て
生
く
る
と
き

に
あ
る
の
で
あ
る
。
人
民
を
普
遍
に
持
来
す
こ
と
で
は
な
く
、
真
正
の
意
味
の

特
殊
に
到
着
せ
し
む
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
思
想
の
束
縛
か
ら
自
由
で
な

く
て
は
な
ら
ぬ
。
人
格
の
強
い
人
に
は
そ
れ
が
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
。
例
へ

ば
、
職
人
か
た
ぎ
（
差
物
、
工
芸
な
ど
の
労
作
に
於
て
、
自
分
の
気
の
済
む
ま

で
造
る
、
と
い
ふ
如
き
）。
杉
田
君
の
ぢ
い
さ
ん
の
話
、
職
人
は
気
で
は
た
ら
く
、

決
し
て
機
械
で
な
い
、
云
々
。
百
姓
で
も
稲
を
か
あ
い
が
る
人
、
畑
を
か
あ
い

が
る
人
。
労
働
に
於
て
生
活
の
統
一
が
あ
る
。
然
る
に
近
代
に
於
て
労
働
の
機

械
化
、
労
働
者
、
会
社
員
な
ど
の
機
カ
イ
と
な
る
こ
と
。
経
済
学
的
の
理
由
。

及
び
刺
戟
の
増
加
＝
奢
侈
の
増
進
、
欲
望
の
拡
大
。
生
活
難
と
の
戦
、
生
活
難

の
意
識
は
そ
の
原
因
と
し
て
よ
り
強
き
刺
戟
を
求
む
る
傾
向
あ
り
。
―
― 
こ
れ

ら
の
も
の
が
統
一
を
益
減
少
せ
し
め
る
」（
同
四
〇
頁
）

　

文
中
の「
統
一
」は
社
会
生
活
に
お
け
る
人
民
相
互
間
の
統
一（
他
者
に
関
わ
り
、依

拠
す
べ
き
根
底
を
他
者
と
共
有
す
る
こ
と
）
で
あ
る
（
超
越
）
と
と
も
に
、
個
人
の

内
面
に
お
け
る
統
合
で
あ
る
（
超
越
）。
こ
の
「
統
一
」
は
「
特
殊
」、
強
い
「
赤
裸
々

の
人
格
」（
内
在
）
を
持
っ
て
い
る
個
人
相
互
間
、
及
び
そ
の
よ
う
な
個
人
の
内
面
に

お
い
て
達
成
さ
れ
（
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）、「
普
遍
」、「
思
想
」（
超
越
）
に

拘
束
さ
れ
て
い
る
個
人
相
互
間
及
び
そ
の
よ
う
な
個
人
の
内
面
に
お
い
て
は「
普
遍
」、

「
思
想
」
に
よ
る
「
統
一
」
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
内
在
す
べ
き
世
界
か
ら
浮
き
上
っ
た

「
統
一
」
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
（
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
）。

　

前
近
代
の
職
人
、
農
民
は
「
気
」
の
う
ち
に
内
在
し
、
そ
の
労
働
（
超
越
）
は

「
気
」
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
、
生
活
全
体
は
労
働
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
、
ま
た
職
人
、

農
民
相
互
間
も
統
一
さ
れ
て
い
る
（
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）。
他
方
、
近
代
に

お
い
て
は
、
労
働
者
は
資
本
主
義
経
済
構
造
の
「
機
械
」
部
品
と
し
て
、
そ
の
労
働
、

欲
望
、
意
識
は
操
作
さ
れ
、
解
体
さ
れ
、
労
働
者
個
人
に
お
い
て
そ
の
操
作
さ
れ
た

方
向
に
お
け
る
統
合
は
あ
る
（
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
）
が
、
そ
れ
は
内
在

す
べ
き
世
界
を
喪
失
し
た
統
合
で
あ
り
、
労
働
者
相
互
間
に
お
い
て
も
、
超
越
を
把

捉
し
て
い
る
内
在
が
共
有
さ
れ
て
い
な
い
。

「
プ
ラ
ト
オ
ン
は
巨
大
な
野
獣
と
格
闘
す
る
こ
と
の
愚
を
説
き
、退
い
て
静
か
な

生
活
の
内
に
自
己
の
精
神
王
国
を
建
設
せ
よ
と
言
っ
た
。
貧
民
の
友
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
は
燃
ゆ
る
言
葉
で
俗
衆
を
罵
っ
た
が
、
し
か
も
俗
衆
の
権
力
と
同
じ

武
器
を
持
っ
て
闘
う
気
は
毛
ほ
ど
も
な
か
っ
た
。
畢
竟
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
そ

の
個
性
の
発
揚
完
成
の
努
力
が
、
取
り
も
な
お
さ
ず
衆
愚
と
の
戦
い
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ニ
イ
チ
ェ
や
ト
ル
ス
ト
イ
の
場
合
に
も
言
え
る
と
思
う
。

い
わ
ゆ
る
社
会
改
良
家
が
文
化
に
対
し
て
何
の
貢
献
を
も
な
し
得
ず
、
か
え
っ

て
絶
対
主
義
者
、
個
人
主
義
者
の
事
業
に
偉
大
な
功
績
が
あ
る
の
は
、
衆
愚
を

導
こ
う
と
す
る
事
、
衆
愚
を
正
面
の
敵
と
し
て
積
極
的
に
戦
う
事
の
無
意
義
を

実
証
し
て
い
る
。
思
想
家
の
選
挙
運
動
や
、
権
利
獲
得
運
動
が
何
ら
か
意
義
を

持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
は
、
愚
の
骨
頂
で
あ
る
。
…
…
衆
愚
は
私
の
言
葉

を
抽
象
的
概
念
的
と
し
て
嘲
笑
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
私
は
最
も
実
務

的
に
働
い
て
い
る
人
が
最
も
抽
象
的
概
念
的
な
見
方
を
固
執
し
て
い
る
と
考
え

る
。
社
会
的
活
動
に
忙
が
し
い
こ
と
は
、
必
ず
し
も
現
実
に
触
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。「
生
活
」
と
は
何
か
。「
生
活
よ
り
遠
の
く
」
と
は
何
か
。
そ
れ
を

解
し
て
い
る
人
は
、
ま
た
抽
象
的
概
念
的
の
真
意
を
も
解
す
る
だ
ろ
う
。
そ
う

し
て
真
に
具
体
的
現
実
的
な
見
方
が
い
か
に
希
有
で
あ
る
か
を
も
見
ぬ
く
だ
ろ

う
。
私
は
機
会
が
あ
っ
た
ら
、
現
代
の
社
会
組
織
が
、
経
済
的
と
政
治
的
と
を

問
わ
ず
、
い
か
に
抽
象
的
概
念
的
で
あ
る
か
、
そ
の
た
め
真
の
生
活
と
文
化
と

が
い
か
に
害
せ
ら
れ
て
い
る
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
く
わ
し
く
論
じ
て
み
た
い
と

思
っ
て
い
る
」（『
偶
像
再
興
』　

年
、『
全　

』
一
三
六
〜
一
三
七
頁
）

18

17

　

「
社
会
改
良
家
」
の
努
力
、「
思
想
家
の
選
挙
運
動
や
、
権
利
獲
得
運
動
」、「
最
も

実
務
的
に
働
い
て
い
る
人
」
の
多
忙
、「
現
代
の
社
会
組
織
」
は
「
抽
象
的
概
念
的
」

で
あ
り
（
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
）、「
自
己
の
精
神
王
国
」、「
個
性
の
発
揚

完
成
の
努
力
」、「
絶
対
主
義
者
、
個
人
主
義
者
の
事
業
」
は
「
具
体
的
現
実
的
」
で
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あ
る
（
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）。

　

共
同
体
、
倫
理
に
対
す
る
和
辻
の
と
ら
え
か
た
に
お
け
る
、
超
越
を
把
捉
し
て
い

る
内
在
を
み
て
み
よ
う
。

　

和
辻
は
、
個
人
は
そ
の
個
人
の
特
殊
な
個
性
、
地
位
、
役
割
に
依
拠
す
る
こ
と
に

お
い
て
の
み
普
遍
的
な
人
間
共
同
体
と
し
て
の
人
類
に
参
画
し
う
る
と
考
え
て
い
る
。

「
女
性
は
最
も
女
性
た
る
こ
と
に
よ
つ
て
最
も
人
間
た
り
。我
々
自
身
が
己
が
個
性
を

最
も
個
性
的
に
発
展
せ
し
む
る
事
に
よ
つ
て
最
も
人
間
た
る
と
同
様
な
り
。
男
性
の

真
似
を
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
よ
り
よ
く
人
間
と
な
る
と
思
ふ 
物 
こ
そ
、
実
は
男
性

〔
者
〕

の
奴
隷
た
る
也
。
即
ち
我
々
が
最
も
よ
く
人
間
た
る
は
、
性
の
差
別
、
職
業
等
を
そ

の
ま
ゝ
に
、
そ
の
生
活
を
通
じ
て
な
し
得
る
也
。
そ
れ
ら
を
脱
す
る
こ
と
に
よ
つ
て

「
人
間
」
た
り
と
思
ふ
は
、
足
、
地
下
を
踏
ま
ざ
る
空
想
也
（
出
家
す
る
、
宗
教
に
身

を
投
ず
る
、
こ
れ
も
社
会
的
に
云
へ
ば
、
一
つ
の
特
殊
の
境
遇
也
）。
或
特
殊
に
身
を

置
か
ず
し
て
人
間
た
る
こ
と
は
不
可
能
な
り
」、
と
し
て
い
る
（「
婦
人
の
教
養
に
つ

い
て
」　

年
、『
全
別
２
』
三
三
四
頁
）。
社
会
共
同
体
と
そ
の
倫
理
に
お
け
る
特
殊

23

に
依
拠
す
る
こ
と
（
内
在
）
に
お
い
て
の
み
普
遍
的
な
人
類
共
同
体
と
そ
の
倫
理
に

到
達
し
う
る
（
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）
と
考
え
て
い
る
。

　

古
代
日
本
の
部
族
の
長
と
民
衆
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
か
か
る
会
議
（
部
族
の
会
議 
― 
引
用
者
）
は
、
各
自
に
異
な
る
個
性
を
持
っ
た
個

人
が
相
互
の
間
に
調
和
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
会
議
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
何
人

も
自
己
独
特
の
判
断
を
持
ち
得
な
い
ゆ
え
の
、
―
― 
す
な
わ
ち
個
人
と
し
て
判
断
を

持
ち
得
な
い
も
の
が
一
つ
の
全
体
と
し
て
そ
れ
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
た
め
の
、
会

議
で
あ
る
。
神
に
近
い
君
主
（
部
族
の
長 
― 
引
用
者
）
す
ら
も
自
ら
の
判
断
を
示

さ
ず
し
て
団
体
心
の
沸
騰
に
頼
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
団
体
心
の
帰
向
は
、

団
体
自
身
の
心
か
ら
出
た
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
超
人
的
な
威
力
に
投
射
せ
ら
れ

て
、
外
か
ら
彼
ら
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
。
そ
れ
に
従
う
民
衆

は
、
神
の
心
と
し
て
現
わ
れ
た
団
体
自
身
の
心
に
従
っ
て
い
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
う
し
て
こ
の
神
の
心
、
す
な
わ
ち
団
体
の
心
が
、
君
主
に
お
い
て
象
徴
せ
ら
れ
る

の
で
あ
る
」（『
日
本
古
代
文
化
』　

年
、『
全
３
』
五
三
頁
）。
民
衆
の
一
人
一
人
は

20

部
族
の
う
ち
に
内
在
し
て
お
り
、
部
族
の
全
体
を
対
象
化
し
え
な
い
（
超
越
か
ら
の

離
反
）
ゆ
え
に
、
部
族
の
総
意
に
つ
い
て
「
個
人
と
し
て
判
断
を
持
ち
得
な
い
」
の

で
あ
る
（
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
）。
部
族
の
総
意
は
、「
団
体
心
の
沸
騰
」

（
内
在
）
に
依
拠
し
つ
つ
、「
超
人
的
な
威
力
に
投
射
せ
ら
れ
て
、
外
か
ら
彼
ら
に
与

え
ら
れ
た
も
の
」
と
い
う
あ
り
か
た
（
超
越
）
で
決
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
（
超
越

を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）。超
越
に
お
い
て
部
族
の
全
体
が
対
象
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

記
紀
神
話
の
神
々
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
神
代
史
に
記
す
と
こ
ろ
の
も
ろ
も
ろ
の
自
然
神
は
、独
立
し
て
は
何
ら
の
説
話

を
も
負
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
神
話
に
お
け
る
神
ら
し
い
神
は
最
初
か
ら
人

間
的
に
行
動
す
る
神
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
神
話
の
発
生
が
「
神
を
祭
る
神
」、

「
英
雄
あ
る
い
は
君
主
と
し
て
の
神
」、「
恋
愛
し
子
を
生
む
神
」
に
始
ま
る
と
い
う

こ
と
は
、
承
認
し
て
よ
か
ろ
う
と
思
う
。
こ
の
種
の
神
が
幻
視
せ
ら
れ
た
後
に
、

自
然
神
も
ま
た
右
の
幻
想
の
潤
色
に
よ
っ
て
、
人
間
的
な
神
と
し
て
神
話
に
取

り
入
れ
ら
れ
た
。
そ
う
し
て
最
後
に
造
化
神
が
造
ら
れ
、
な
お
そ
の
先
に
「
混
沌
」

が
空
想
せ
ら
れ
た
。
だ
か
ら
神
話
発
生

�

�

�

�

の
順
序
は
、
英
雄
神
、
自
然
神
、
造
化
神
、

混
沌
と
い
う
ご
と
く
、
神
話
の
物
語
る
と
こ
ろ
を
全
然
逆
倒
す
る
の
で
あ
る
。

　

か
く
見
れ
ば
造
化
神
の
出
現
は
最
も
新
し
く
、
ま
た
最
も
空
想
的
で
あ
る
。

そ
れ
は
こ
の
神
の
礼
拝
儀
式
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
世
界
と

神
々
と
の
生
成
の
不
思
議
を
説
く
た
め
に
、
す
で
に
存
す
る
生
産
説
話
を
、
国

士
と
神
々
と
の
創
造
に
ま
で
押
し
ひ
ろ
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
イ
ザ
ナ
ギ
の
命

が
創
造
の
神
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
実
際
に
お
い
て
大
き
い
信
仰
を
受
け
て
い

な
い
こ
と
、
そ
の
創
造
譚
に
「
大
八
島
国
」
の
概
念
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
、

な
ど
は
、
明
ら
か
に
こ
の
神
話
の
新
し
さ
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
」（
同
二
六

八
〜
二
六
九
頁
）

　

「
神
を
祭
る
神
」
＝
「
英
雄
あ
る
い
は
君
主
と
し
て
の
神
」
＝
「
恋
愛
し
子
を
生
む

神
」（「
英
雄
神
」）
は
部
族
の
長
＝
神
で
あ
る
。
部
族
の
民
衆
は
部
族
の
う
ち
に
内
在
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し
つ
つ
、
長
＝
神
を
通
じ
て
神
話
へ
と
超
越
す
る
（
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）。

民
衆
は
こ
の
「
英
雄
神
」
の
神
話
に
お
い
て
部
族
の
全
体
を
対
象
化
し
、
そ
の
全
体

に
参
画
す
る
の
で
あ
る
。「
英
雄
神
」
の
神
話
に
お
い
て
部
族
へ
の
民
衆
の
内
在
は
最

も
根
底
的
で
あ
り
、「
自
然
神
」、「
造
化
神
」、「
混
沌
」
の
順
に
部
族
へ
の
民
衆
の
内

在
は
弱
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

芸
術
に
対
す
る
和
辻
の
と
ら
え
か
た
に
お
け
る
、
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
を

み
て
み
よ
う
。

　

和
辻
は
芸
術
を
、
内
面
が
直
接
的
に
、
必
然
的
に
発
現
し
た
も
の
と
し
て
と
ら
え

て
い
る
。

「
真
に
創
作
す
る
人
は
操
り
人
形
で
は
な
い
。彼
は
幾
重
に
も
打
ち
か
け
ら
れ
た

偏
見
の
網
を
焼
き
つ
く
す
と
こ
ろ
の
赤
熱
の
内
生
活
を
持
っ
て
い
る
。
彼
が
何

か
を 

み
何
か
を
創
造
す
る
の
は
決
し
て
意
識
的
に
起
る
こ
と
で
は
な
く
、
最

も
端
的
に
最
も
直
接
に
そ
れ
を
感
じ
そ
れ
を
造
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
内
生
活

は
す
べ
て
不
純
な
る
も
の
図
式
に
汚
さ
れ
た
る
も
の
を
払
い
の
け
て
、
自
由
に

本
能
的
に
発
現
す
る
。
意
識
的
事
実
と
し
て
は
た
だ
「
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
か
ら
し
た
の
だ
」
と
い
う
こ
と
よ
り
ほ
か
に
な
い
。
も
し
自
分
に
し
た
こ

と
は
自
分
に
説
明
が
出
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
な
ら
、
偉
大
な
芸
術
家
は
自

分
の
傑
作
に
対
し
て
、「
こ
れ
は
お
れ
の
し
わ
ざ
で
は
な
い
」
と
い
わ
な
く
て
は

な
る
ま
い
」（「
生
長
せ
ん
と
す
る
心
」　

年
、『
全　

』
五
九
頁
）

13

21

　

「
赤
熱
の
内
生
活
」
は
「
最
も
端
的
に
最
も
直
接
に
」、「
自
由
に
本
能
的
に
」、
芸
術

と
し
て
発
現
す
る
。「
内
生
活
」（
内
在
）
か
ら
芸
術
（
超
越
）
は
直
接
的
に
発
現
す
る

の
で
あ
り
、
意
識
的
営
為
に
よ
っ
て
作
為
さ
れ
て
い
る
（
超
越
）
の
で
は
な
い
の
で
あ

る
（
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）。「
こ
の
内
生
よ
り
出
づ
る
彼
（
ト
ル
ス
ト
イ 
― 

引
用
者
）
の
表
現
欲
が
彼
の
知
能
を
駆
使
し
て
、
外
的
事
物
の
内
か
ら
如
何
に
急
所

急
所
を
の
み
選
ば
し
め
た
か
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
意
識
的
に
選
択

は
し
な
か
つ
た
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
或
る
対
話
や
或
る
場
面
や
或
る
感
情
の

昂
騰
が
必
然
の
色
を
帯
び
て
彼
の
意
識
に
上
る
時
に
は
、
こ
れ
ら
の
者
は
既
に
鋭
い

分
析
と
選
択
と
を
経
て
ゐ
る
」、
と
し
て
い
る
（「
哲
学
及
び
芸
術
の
根
本
問
題
と
し

て
の
自
我
」
大
正
初
期
、『
全
別
２
』
二
七
九
頁
）。「
内
生
」（
内
在
）
か
ら
発
生
す

る
「
表
現
欲
」
に
お
い
て
無
意
識
の
う
ち
に
「
鋭
い
分
析
と
選
択
」
と
が
な
さ
れ
る

の
で
あ
る
（
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）。「
表
現
を
迫
る
内
生
は
そ
れ
に
ピ
ッ
タ

リ
と
合
う
表
現
方
法
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
関
係
を
最
も
適
切
に
言
い
現
わ
す
た
め
、

私
は
か
つ
て
創
作
の
心
理
を
姙
娠
と
産
出
と
に
喩
え
た
こ
と
が
あ
る
。
実
際
生
命
に

よ
っ
て
姙
ま
れ
た
も
の
の
み
が
生
き
て
産
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
創
作
に
際
し

て
手
細
工
に
土
人
形
を
こ
さ
え
る
よ
う
な
自
由
を
持
っ
て
い
な
い
。
我
々
は
む
し
ろ

姙
ま
れ
た
も
の
に
駆
使
さ
れ
そ
の
要
求
す
る
所
に
無
条
件
に
服
従
す
る
ほ
か
な
い
の

で
あ
る
」、
と
し
て
い
る
（『
偶
像
再
興
』　

年
、『
全　

』
二
一
四
頁
）。
表
現
（
超
越
）

18

17

は
「
内
生
」（
内
在
）
に
服
従
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）。

「
し
か
し
彼
（
芸
術
家 
― 
引
用
者
）
は
、
そ
の
実
生
活
に
お
い
て
い
か
に
愛
が

狭
く
不
自
由
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
の
創
造
す
る
所
の
世
界
に
お
い
て
は
自
己
全

体
を
無
遠
慮
に
出
し
得
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
の
た
め
に
は
聖
者
と
同
じ
く
自

由
で
あ
り
同
じ
く
博
大
な
愛
を
持
た
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
も
と
よ
り
こ
の
世
界

は
彼
自
身
の
実
生
活
よ
り
は
は
る
か
に
広
く
、
ま
た
彼
の
実
生
活
に
お
け
る
愛

が
広
ま
る
に
従
っ
て
ま
す
ま
す
拡
大
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
い
か
な
る

場
合
に
も
彼
は
、
彼
が
聖
者
の
ご
と
く
に
愛
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
を
、

そ
の
創
造
の
世
界
の
内
に
持
っ
て
い
て
は
な
ら
ぬ
。

…
…

　

…
…
し
か
し
芸
術
家
が
た
と
え
自
分
の
創
造
し
た
世
界
だ
け
の
事
と
は
い
っ

て
も
、
と
に
か
く
聖
者
に
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
た
め
に
は
、
強
い
愛
と
烈

し
い
向
上
の
要
求
と
を
欠
く
わ
け
に
行
か
な
い
。
自
分
の
創
造
し
た
人
物
が
ど

ん
な
悪
い
事
を
し
て
も
、
そ
の
底
に
愛
す
べ
き
「
人
間
」
の
ひ
そ
ん
で
い
る
事

を
認
め
て
、「
悪
」
を
憎
む
と
と
も
に
そ
の
「
人
間
」
に
同
情
の
涙
を
そ
そ
ぎ
得

る
ほ
ど
大
き
い
愛
を
持
た
な
く
て
は
芸
術
家
で
は
な
い
。
自
分
の
創
造
し
た
世

界
で
無
遠
慮
に
思
う
ま
ま
の
事
を
言
っ
て
も
少
し
も
不
調
和
が
起
こ
ら
な
い
ほ
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ど
自
由
な
心
境
を
獲
て
い
な
け
れ
ば
、
芸
術
家
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
愛
や
自

由
な
心
持
ち
は
、
い
い
加
減
な
扮
飾
や
誇
張
に
よ
っ
て
作
物
の
上
に
出
せ
る
も

の
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
れ
は
結
局
作
者
の
人
格
に
か
か
る
の
で
あ
る
。

　

芸
術
の
気
品
は
、
作
者
が
そ
の
創
造
し
た
世
界
で
聖
者
に
な
る
こ
と
に
よ
っ

て
の
み
、
に
じ
み
出
て
来
る
も
の
で
あ
る
」（
同
二
二
四
〜
二
二
五
頁
）

　

こ
こ
で
は
芸
術
が
実
生
活
か
ら
超
越
し
て
い
る
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
芸
術
作

品
に
お
い
て
芸
術
家
は
、
実
生
活
に
お
い
て
は
そ
う
で
は
な
い
と
こ
ろ
の
「
聖
者
」

で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
芸
術
の
「
気
品
」
が
生
ま

れ
る
の
で
あ
る
（
超
越
）。
し
か
し
こ
の
超
越
も
根
底
に
お
い
て
芸
術
家
の
「
人
格
」

（
内
在
）
に
依
拠
し
て
い
る
（
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）
と
し
て
い
る
。

　

芸
術
家
の
「
内
生
」
を
表
現
す
る
表
現
の
あ
り
か
た
を
象
徴
と
し
て
と
ら
え
て
い

る
。「
あ
る
生
命
を
表
現
す
る
に
就
て
、
そ
れ
が
い
か
に
微
細
な
も
の
で
あ
つ
て
も
、

も
し
こ
れ
を
現
実
主
義
的
に
代
現
せ
し
め
や
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
描
写
は
い
か

に
精
緻
で
あ
つ
て
も
充
分
で
な
い
。
機
械
的
と
な
れ
る
描
写
は
い
か
に
積
み
重
ね
て

も
有
機
的
の
も
の
た
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
然
る
に
象
徴
は
非
常
に
単
化
せ
ら
れ
た

る
部
分
的
の
表
現
で
あ
り
な
が
ら
、
有
機
的
の
全
体
を
現
は
す
に
充
分
で
あ
る
。
即

前
者
は
、
或
る
面
は
、
無
数
の
点
を
並
べ
て
も
な
ほ
全
面
を
覆
ひ
得
な
い
の
に
、
後

者
は
三
四
の
点
を
打
つ
た
だ
け
で
全
面
を
覆
ふ
。
こ
ゝ
に
単
な
る
現
実
的
の
見
方
と
、

知
力
以
上
な
る
直
覚
よ
り
出
づ
る
も
の
と
の
相
違
が
あ
る
」、
と
し
て
い
る
（「「
メ
モ

ラ
ン
ダ
ム
」
ノ
ー
ト
」　

年
、『
全
別
１
』
一
二
〜
一
三
頁
）。「
機
械
的
と
な
れ
る
描

13

写
」
は
「
生
命
」、「
有
機
的
の
も
の
」（
内
在
）
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
象
徴
は
「
生
命
」（
内
在
）
か
ら
直
接
的
に
発
現
し
た
「
直
覚
」
に
お

け
る
表
現
（
超
越
）
で
あ
る
（
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）。

　

以
下
の
、
舞
台
女
優
エ
レ
オ
ノ
ラ
・
デ
ュ
ウ
ゼ
に
つ
い
て
の
文
章
に
お
い
て
は
、

象
徴
の
構
造
に
つ
い
て
さ
ら
に
掘
り
さ
げ
て
い
る
。

F
o
rm

「 
 
  

の
神
秘
。
彼
女
（
エ
レ
オ
ノ
ラ
・
デ
ュ
ウ
ゼ 
― 
引
用
者
）
は
そ
れ
を

S
til

悟
っ
た
。
彼
女
は 
   

を
貫
徹
し
た
。
元
来
ス
チ
ル
と
い
う
も
の
は
学
校
の
先

�

�

�

�

生�

が
言
う
よ
う
に
古
え
の
芸
術
家
か
ら
学
ぶ
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
人
間
の
奥

底
に
ひ
そ
ん
で
い
る
の
だ
。
自
分
の
胸
か
ら
掘
り
出
す
べ
き
も
の
だ
。
デ
ュ
ウ

ゼ
は
そ
れ
を
知
っ
て
い
た
。
…
…

　

彼
女
は
す
で
に
機
械
的
の
演
技
と
衝
動
的
の
発
作
か
ら
離
れ
た
。
彼
女
は
自

己
を
支
配
す
る
。
自
然
を
支
配
す
る
。
自
己
の
霊
魂
を
支
配
す
る
。
…
…
彼
女

が
あ
る
役
を
勤
め
る
時
に
は
意
志
の
力
に
よ
っ
て
自
己
を
そ
の
女
に
同
化
し
て

し
ま
う
。
彼
女
の
感
情
は
そ
の
女
の
感
情
と
同
一
で
あ
る
。
悲
し
む
べ
き
時
に

は
泣
く
ま
ね
を
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
真
に
感
情
が
動
き
、
真
実
な
る
表

情
と
な
る
の
で
あ
る
。
劇
場
的
身
ぶ
り
、
誇
大
し
た
る
表
情
は
彼
女
に
見
い
だ

す
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
女
の
顔
に
は
絶
え
ま
な
く
情
熱
が
流
れ
て
い
る
、
顔

の
外
郭
は
静
止
し
て
い
る
け
れ
ど
も
表
情
は
刻
々
と
し
て
変
わ
っ
て
行
く
。
し

か
も
そ
の
刻
々
の
表
情
が
明
瞭
な
完
全
な
彫
刻
的
表
情
な
の
で
あ
る
。
言
い
か

え
れ
ば
彫
刻
の
連
続
で
あ
る
。

…
…

　

デ
ュ
ウ
ゼ
は
意
識
し
た 
美
辞 
に
よ
っ
て
見
物
を
刺
激
す
る
の
で
は
な
い
。
舞

レ
ト
リ
ツ
ク

台
に
出
た
時
に
は
吾
人
は
デ
ュ
ウ
ゼ
を
見
ず
し
て
ジ
ョ
コ
ン
ダ
を
見
、
ア
ン
ナ

を
見
る
。
自
分
を
全
然
見
物
に
忘
れ
さ
す
の
は
彼
女
の
第
二
の
天
性
で
あ
る
。

舞
台
の
上
で
は
そ
の
役
の
性
格
に
恐
ろ
し
く
忠
実
で
あ
っ
て
そ
の
人
の
通
り
に

生
き
て
い
る
。
…
…
こ
の
暗
示
的
な
、
多
く
を
切
り
離
し
て
重
要
な
一
部
分
を

示
す
と
い
う
演
り
方
、
古
い
形
式
と
束
縛
と
を
脱
し
て
美
し
い
新
形
式
を
征
服

し
た
、
内
よ
り
外
に
向
か
う
と
い
う
演
り
方
、
こ
れ
が
ア
ア
サ
ア
・
シ
モ
ン
ズ

を
喜
ば
せ
た
重
大
な
点
で
あ
る
。
こ
れ
が
彼
の
象
徴
主
義
と
合
致
し
た
点
な
の

で
あ
る
。
古
い
演
劇
は
外
形
的
模
倣
的
、
た
だ
平
凡
な
意
味
に
お
け 
る
幻
影
を 

イ
リ
ユ
ウ
ジ
ヨ
ン

目
的
と
し
、
誇
大
に
よ
っ
て
勝
利
を
得
て
い
た
。
デ
ュ
ウ
ゼ
は
演
劇
を
暗
示
と

神
秘
と
芸
術
的
省
略
と
に
充
ち
た
複
雑
な
精
神
的
な
芸
術
と
な
し
た
の
だ
」

（「
エ
レ
オ
ノ
ラ
・
デ
ュ
ウ
ゼ
」　

年
、『
全　

』
二
五
二
〜
二
五
五
頁
）

11

20

　

「
劇
場
的
身
ぶ
り
」、「
誇
大
し
た
る
表
情
」、「
意
識
し
た 
美
辞 
」
に
よ
っ
て
、「
外

レ
ト
リ
ツ
ク

― (111) 166 ―
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形
的
模
倣
的
、
た
だ
平
凡
な
意
味
に
お
け
る
幻
影   
」

      

を
観
客
に
与
え
る
手
法
は
内
在

イ
リ
ユ
ウ
ジ
ヨ
ン

か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
で
あ
る
。
演
技
者
は
そ
の
役
の
感
情
の
う
ち
に
内
在
し
て

い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
デ
ュ
ウ
ゼ
は
役
の
感
情
の
う
ち
に
没
入
す
る

（
内
在
）。「
意
志
の
力
」
に
よ
っ
て
「
自
己
」
を
支
配
し
、
役
に
没
入
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
役
へ
の
没
入
（
内
在
）
か
ら
、
役
の
人
格
、
感
情
を
象
徴
的
に
表
現
す
る
演
技

（
超
越
）
が
発
現
す
る
（
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）。
こ
の
象
徴
的
表
現
に
お
い

て
は
、
周
縁
は
捨
象
さ
れ
、
核
心
が
志
向
さ
れ
、
核
心
を
暗
示
的
に
表
現
し
よ
う
と

F
o
rm

S
til

す
る
。
こ
の
暗
示
を
実
現
す
る
の
が
、「 
 
  

」
で
あ
り
、「 
   

」
で
あ
り
、「
彫

刻
的
表
情
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
具
象
的
形
態
に
お
い
て
役
の
人
格
、
感
情
の
核
心

が
象
徴
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

P
fle

g
e
n

「
庭
が
絶
え
ず 
   
 
 
 

を
要
す
る
こ
と
は
君
（
谷
川
徹
三 
― 
引
用
者
）
の
所

謂
「
自
然
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
と
り
、
精
神
の
自
然
支
配
を
あ
ら
は
す
」
と
い
ふ

事
と
関
聯
す
る
と
思
ひ
ま
す
。
利
休
が
若
い
時
分
師
匠
か
ら
き
れ
い
に
掃
き
清

め
た
庭
を
掃
除
し
ろ
と
云
ひ
つ
け
ら
れ
て
苔
の
上
に
落
葉
を
一
つ
落
し
た
と
い

ふ
逸
話
は
こ
の
点
か
ら
面
白
い
と
思
ひ
ま
す
。「
自
然
を
純
粋
す
る
」
の
が
庭
の

芸
術
的
隔
離
性
の
重
大
な
契
機
と
も
云
へ
る
の
で
、
君
の
所
謂
「
縮
景
」
も
そ

の
イ
ミ
で
は
な
い
か
と
思
ひ
ま
し
た
が
、
如
何
で
せ
う
。
単
に
自
然
の
景
を
模

倣
す
る
の
で
な
く
、
描
写
芸
術
と
同
じ
様
に
強
度
の
選
択
が
あ
る
。
実
際
の
自

然
に
は
な
い
程
に
純
粋
に
な
つ
た
も
の
。
多
く
の
自
然
を
暗
示
す
る
が
、
そ
れ

自
身
そ
の
ま
ゝ
自
然
的
に
存
し
な
い
様
な
景
色
。
そ
れ
が
庭
で
創
造
さ
れ
る
の

で
は
な
い
で
せ
う
か
」（「
谷
川
徹
三
宛
書
翰
」　

年
、『
全　

』
一
五
三
頁
）

26

25

　

作
庭
に
お
い
て
作
者
は
自
然
の
核
心
の
う
ち
に
内
在
す
る
。
こ
の
自
然
の
核
心
は

与
え
ら
れ
、
見
ら
れ
た
「
実
際
の
自
然
」
で
は
な
く
、
直
接
に
は
自
覚
さ
れ
な
い
。

P
fle

g
e
n

こ
の
「
実
際
の
自
然
」
を
「 
   
 
 
 

」
し
、「
強
度
の
選
択
」
を
加
え
、「
純
粋
」

化
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
自
然
の
核
心
（
内
在
）
は
象
徴
的
に
表
現
さ
れ
る
（
超
越
）

の
で
あ
る
（
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）。

　

さ
ら
に
、
根
底
に
お
い
て
は
人
格
、
内
面
（
内
在
）
に
把
捉
さ
れ
て
は
い
る
が
、
独

立
し
た
機
能
を
持
ち
つ
つ
あ
る
芸
術
表
現
（
超
越
）
の
あ
り
か
た
を
提
示
し
て
い
る
。

「
ま
ず
私
は
、
人
間
の
心
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
、
す
な
わ
ち
科
学
、
芸
術
、
宗
教
、

道
徳
そ
の
他
医
療
や
生
活
方
法
の
便
宜
な
ど
へ
の
関
心
等
に
よ
っ
て
代
表
せ
ら

れ
る
人
間
の
生
の
あ
ら
ゆ
る
活
動
が
、
な
お
明
ら
か
な
分
化
を
経
験
せ
ず
し
て

緊
密
に
結
合
融
和
せ
る
一
つ
の
文
化
を
思
い
浮
か
べ
る
。
そ
こ
で
は
理
論
は
象

徴
と
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
本
質
へ
の
追
求
は
感
覚
的
な
美
と
独
立
し
て

存
在
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
体
得
し
た
真
理
は
直
ち
に
肉
体
の
上
に
強
い
力

と
権
威
と
を
も
っ
て
臨
む
ご
と
き
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
す
べ
て
が
融
然

と
し
て
一
つ
で
あ
る
。

　

千
数
百
年
以
前
に
わ
が
国
へ
襲
来
し
た
仏
教
の
文
化
は
ま
さ
に
か
く
の
ご
と

き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
た
だ
一
つ
の
新
し
い
宗
教
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で

は
な
く
、
我
々
の
祖
先
の
あ
ら
ゆ
る
心
を
動
か
し
得
る
多
方
面
な
（
恐
ら
く
は

イ
ン
ド
と
シ
ナ
の
文
化
の
総
計
と
も
言
い
得
べ
き
）、
内
容
の
豊
か
な
大
き
い

力
で
あ
っ
た
。
も
し
そ
れ
が
、
ロ
ー
マ
を
襲
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
に
、
単

に
た
だ
純
然
た
る
宗
教
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
あ
れ
ほ
ど
激
烈
に
わ
が
国
の
文
化

全
体
を
動
か
し
得
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
我
ら
の
祖
先
は
当
時
な
お
、
一

つ
の
偉
大
な
宗
教
を
た
だ
宗
教
と
し
て
、
あ
る
い
は
一
つ
の
偉
大
な
思
想
を
た

だ
思
想
と
し
て
、
受
け
容
れ
る
ほ
ど
に
は
熟
し
て
い
な
か
っ
た
…
…
。
仏
教
の

背
後
に
そ
の
芸
術
的
要
素
や
シ
ナ
の
文
化
や
そ
の
他
種
々
の
も
の
が
活
ら
い
て

い
た
か
ら
こ
そ
、
我
々
の
祖
先
は
あ
の
よ
う
に
大
き
く
動
き
始
め
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
て
つ
い
に
大
き
い
時
代
を
現
出
す
る
事
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
や
が
て
我
々
の
祖
先
の
一
つ
の
素
質
を
説
明
す
る
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。
特
に
眼
に
つ
く
の
は
彼
ら
が
宗
教
か
ら
芸
術
的
な
歓
喜
を
求
め
た
こ
と

で
あ
る
。
さ
ら
に
進
ん
で
、
信
仰
を
感
覚
的
な
歓
喜
と
結
び
つ
け
た
こ
と
で
あ
る
。

前
者
は
奈
良
時
代
の
生
ん
だ
偉
大
な
芸
術
に
よ
っ
て
証
明
せ
ら
れ
て
い
る
。
後
者

は
、
そ
の
時
代
の
僧
侶
が
い
か
に
人
間
の
肉
体
の
上
に
も
勢
力
を
持
っ
て
い
た

か
を
明
示
し
て
い
る
二
三
の
著
し
い
社
会
的
現
象
に
よ
っ
て
、
い
や
応
な
し
に
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山形大学大学院社会文化システム研究科紀要　創刊号　2005.３

証
明
せ
ら
れ
て
い
る
」（『
偶
像
再
興
』　

年
、『
全　

』
二
七
六
〜
二
七
七
頁
）

18

17

　

「
理
論
」、「
本
質
へ
の
追
求
」、「
体
得
し
た
真
理
」
は
内
在
で
あ
り
、「
象
徴
」、

「
感
覚
的
な
美
」、「
肉
体
」
は
超
越
で
あ
り
、
超
越
は
内
在
か
ら
発
現
し
て
い
な
が
ら

も
（
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）、
内
在
は
超
越
な
し
に
は
存
立
し
え
な
い
文
化
の

あ
り
か
た
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
古
代
日
本
の
仏
教
文
化
は
そ
の
典
型
で
あ

り
、
そ
こ
に
お
い
て
は
「
芸
術
的
な
歓
喜
」、「
感
覚
的
な
歓
喜
」（
超
越
）
が
「
宗

教
」、「
信
仰
」（
内
在
）
か
ら
発
現
し
て
い
な
が
ら
も
、
後
者
は
前
者
に
依
拠
し
て
存

在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
そ
れ
（
偶
像 
― 
引
用
者
）
は
生
命
の
流
動
に
統
一
あ
る

力
強
さ
を
与
え
る
べ
く
、
ま
た
生
命
の
発
育
を
健
や
か
な
豊
満
と
美
と
に
導
く
べ
く
、

生
活
に
と
っ
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
任
務
を
有
す
る
。
こ
れ
な
く
し
て
は
人
は
意
識
の

混
沌
と
欲
求
の
分
裂
と
の
間
に
萎
縮
し
お
わ
ら
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」、
と
し
て
い
る

（
同
九
頁
）。「
偶
像
」（
超
越
）
は
「
生
命
」（
内
在
）
か
ら
発
現
し
て
い
な
が
ら
も

（
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）、「
生
命
」
を
保
持
し
、
発
展
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

歴
史
に
対
す
る
和
辻
の
と
ら
え
か
た
に
お
け
る
、
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
を

み
て
み
よ
う
。

　

宗
教
と
歴
史
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
一
切
の
宗
教
は
、こ
の
絶
対
の
真
理
を
直
感
し
た
あ
る
特
殊
な
人
格
の
ま
わ
り

に
、
こ
の
真
理
を
願
望
す
る
無
数
の
心
を
吸
い
寄
せ
、
そ
こ
に
そ
の
時
代
特
殊

の
色
を
つ
け
つ
つ
結
晶
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
直
感
さ
れ
願
望
さ
れ
た
真

理
が
絶
対
の
も
の
で
あ
る
（
超
越 
― 
引
用
者
、
以
下
同
）
に
し
て
も
、
人
の

心
が
十
全
の
も
の
で
は
な
く
時
代
の
特
性
と
個
人
の
性
格
と
に
よ
っ
て
特
殊
で

あ
る
（
内
在
）
限
り
は
、
こ
の
結
晶
は
特
殊
で
あ
る
こ
と
を 
脱 
れ
な
い
。

〔
免
〕

　

か
く
見
れ
ば
個
々
の
宗
教
が
「
歴
史
」
を
持
つ
こ
と
も
ま
た
理
解
し
や
す
い
。

宗
教
の
真
理
が
本
来
永
遠
に
し
て
不
変
な
る

�

�

�

�

�

�

�

�

�

「
一
切
の
根
源
」
で
あ
る
こ
と

（
超
越
）
と
、
特
殊
な
形
に
し
か
現
わ
れ
な
い
現
実
の
宗
教
が
必
ず

�

�

歴
史
的
に
変

遷
す
る
こ
と
（
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）
と
は
、
何
ら
矛
盾
す
る
も
の
で

な
い
。
い
か
な
る
宗
教
に
お
い
て
も
宗
祖
、
あ
る
い
は
新
し
い
運
動
の
創
始
者

は
、
そ
の
説
く
と
こ
ろ
の
真
理
を
究
竟
の
も
の
と
し
て
与
え
る
。
従
っ
て
彼
の

立
場
か
ら
は
こ
の
真
理
の
歴
史
的
開
展
と
い
う
ご
と
き
こ
と
は
許
さ
れ
な
い

（
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
）。
し
か
し
歴
史
は
、
こ
れ
ら
の
真
理
が
た
だ

特
殊
な
形
に
の
み
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
従
っ
て
時
代
と
と
も
に
他
の
特
殊
に

移
り
行
く
こ
と
を
実
証
す
る
（
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）。
…
…

　

…
…
既
成
の
宗
教
を
す
べ
て
特
殊
な
形
と
見
、
そ
の
宗
教
の
内
に
歴
史
的
開

展
を
認
め
る
こ
と
は
、
畢
竟
宗
教
を
歴
史
的
に
取
り
扱
う
こ
と
で
あ
る
（
超
越

を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）。
我
々
は
こ
の
態
度
の
ゆ
え
に
い
ず
れ
か
の
一
つ
の

宗
教
に
帰
依
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
し
か
し
い
ず
れ
の
宗
教
に
対
し
て
も
そ
の

永
遠
に
し
て
神
的
な
る
価
値
を
看
過
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
い
わ
ん
や
一
切
の

も
の
の
根
源
た
る
究
竟
の
真
理
を
文
化
体
系
に
服
属
せ
し
む
る
（
超
越
か
ら
離

反
し
て
い
る
内
在
）
の
で
は
な
い
。
も
し
我
々
が
既
成
の
宗
教
の
い
ず
れ
か
に

お
い
て
一
切
の
も
の
の
根
柢
た
る
絶
対
の
真
理
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

そ
の
時
我
々
に
と
っ
て
こ
の
宗
教
は
「
特
殊
な
形
」
で
は
な
く
な
り
、
一
切
の

歴
史
的
開
展
は
無
意
義
と
な
る
で
あ
ろ
う
（
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
）。

し
か
し
我
々
が
既
成
の
宗
教
の
い
ず
れ
に
も
特
殊
な
形
に
現
わ
れ
た
真
理
を
認

め
、
し
か
も
そ
の
い
ず
れ
に
も
現
わ
し
つ
く
さ
れ
て
い
な
い
「
あ
る
者
」
を
求

め
る
な
ら
ば
、
我
々
は
宗
教
の
歴
史
的
理
解
に
よ
っ
て
こ
の
「
あ
る
者
」
を
慕

い
行
く
こ
と
に
な
る
（
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）」（「
沙
門
道
元
」　

年
、

21

『
全
４
』
一
六
四
〜
一
六
五
頁
）

　

こ
こ
で
和
辻
は
歴
史
の
展
開
（
内
在
）
の
う
ち
に
真
理
（
超
越
）
を
把
捉
し
よ
う

と
し
て
い
る
。

　

芸
術
家
と
歴
史
家
と
を
対
比
し
て
、「
芸
術
家
は
ま
ず
個
性
を
理
解
し
て
こ
れ
を

現
わ
す
材
料
を
求
め
る
（
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
。「
個
性
」
の
理
解
は
超
越
。

「
材
料
」
の
研
究
は
内
在 
― 
引
用
者
、
以
下
同
）
の
で
あ
る
が
、
歴
史
家
は
ま
ず
与

え
ら
れ
た
材
料
を
明
ら
か
に
し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
個
性
を
現
わ
そ
う
と
す
る
（
超
越

を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）
の
で
あ
る
。
…
…
芸
術
家
は
勝
手
な
所
に
だ
け
眼
を
つ
け
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る
が
歴
史
家
は
対
象
と
す
る
時
代
や
人
物
の
全
般
に
眼
を
配
ら
ね
ば
な
ら
ぬ（
内
在
）。

芸
術
家
は
自
分
の
直
観
を
生
か
せ
さ
え
す
れ
ば
よ
い
が
、歴
史
家
は
人
物
や
時
代（
内

在
）
の
「
生
命
に
充
ち
た
原
本
的
な
姿
」（
超
越
）
を
描
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
の
み

そ
の
直
観
を
生
か
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
歴
史
家
の
材
料
研
究
は
遙
か
に
真
剣
で
、

学
問
的
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
材
料
に
圧
倒
さ
れ
て
直
観
が
働
か
な
く
な
る
危
険

も
あ
る
（
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
）。
真
に
あ
る
人
物
や
時
代
の
個
性
（
超

越
）
を
現
わ
す
よ
う
な
歴
史
を
書
く
た
め
に
は
、
対
象
へ
の
自
己
没
入
（
内
在
）
が

強
く
出
来
、
本
質
へ
迫
る
（
超
越
）
情
熱
が
盛
ん
に
燃
え
、
第
二
義
的
興
味
（
超
越

か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
）
か
ら
脱
す
る
自
由
な
心
持
ち
が 

溂
と
し
て
い
な
く
て

は
な
ら
ぬ
。 

好  
事  
家 
的
興
味
に
動
く
も
の
（
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
）
は
、

こ
う 

ず 

か

つ
い
に
対
象
の
生
命
（
超
越
）
を
捕
え
得
な
い
の
で
あ
る
」、
と
し
て
い
る
（「
文
化

と
文
化
史
と
歴
史
小
説
」　

年
、『
全　

』
九
七
〜
九
八
頁
）。
芸
術
家
（
内
在
を
把
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捉
し
て
い
る
超
越
、
あ
る
い
は
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
）
か
ら
歴
史
家
（
超

越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）
を
区
別
し
、
さ
ら
に
歴
史
家
に
お
け
る
「
対
象
へ
の
自

己
没
入
」（
内
在
）
へ
の
根
底
的
依
拠
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

津
田
左
右
吉
『
文
学
に
現
は
れ
た
る
我
が
国
民
思
想
の
研
究
』
第
一
巻
の
内
容
に

対
す
る
和
辻
の
態
度
の
う
ち
に
も
歴
史
に
対
す
る
和
辻
の
と
ら
え
か
た
が
み
ら
れ
る
。

本
書
に
お
い
て
津
田
は
、
古
代
日
本
人
の
あ
り
か
た
と
し
て
、「
生
活
の
容
易
、
民
族

的
自
覚
の
欠
乏
、
政
治
的
統
一
に
対
す
る
冷
淡
、
社
会
組
織
の
散
漫
、
公
共
精
神
の

欠
乏
、
宗
教
の
幼
稚
、
人
生
に
対
す
る
満
足
楽
観
」
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
困
難
を
克

服
す
る
「
希
求
の
念
」、「
意
志
」
は
弱
く
、「
奮
励
努
力
の
精
神
」、「
冒
険
的
の
気

象
」
は
養
わ
れ
ず
、「
執
着
」、「
情
熱
」
は
乏
し
く
、「
す
べ
て
が
軽
快
で
、
う
は
す

べ
り
」
で
あ
り
、「
争
闘
と
苦
痛
と
不
安
と
の
間
か
ら
生
ま
れ
る
反
省
沈
思
の
念
」
は

生
じ
て
こ
な
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
中
国
の
文
化
が
輸
入
さ
れ
た
後
に
お
い
て
、
そ

の
文
化
は
「
国
民
一
般
と
関
係
す
る
所
」
は
乏
し
く
、
少
数
の
貴
族
が
利
用
す
る
だ

け
で
あ
っ
た
と
し
、
そ
の
受
容
の
し
か
た
に
つ
い
て
、「
日
本
人
は
シ
ナ
人
の
生
活

�

�

�

�

�

�

に
直
接
に
触
れ
る
こ
と
な
く
、
た
だ
知
識
と
し
て

�

�

�

�

�

�

�

新
文
化
を
受
け
容
れ
」、「
そ
う
し

て
そ
れ
を
重
ん
ず
る
の
余
り
、
自
己
の
純
真
な
情
生
活
を
軽
ん
ず
る
傾
向
を
生
じ
」、

「
日
常
の
実
生
活
と
異
国
思
想
と
は
甚
だ
調
和
し
が
た
い
も
の
」
で
あ
り
、
思
想
と
実

生
活
と
の
乖
離
が
生
じ
た
と
し
て
い
る
。
和
辻
は
津
田
の
主
張
を
こ
の
よ
う
に
紹
介

し
た
後
、
津
田
の
見
解
に
対
す
る
和
辻
の
態
度
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
大
体

と
し
て
こ
の
書
（『
文
学
に
現
は
れ
た
る
我
が
国
民
思
想
の
研
究
』
第
一
巻 
― 
引
用

者
）
は
否
定
の
書
で
あ
る
。
著
者
は
わ
が
国
民
精
神
の
発
達
を
現
在
お
よ
び
未
来
に

期
す
る
人
で
、
過
去
の
思
想
に
よ
っ
て
現
在
の
生
活
に
規
範

・

・

を
与
え
よ
う
と
す
る 
固 こ

 
陋 
な
国
粋
主
義
を
排
す
る
つ
も
り
ら
し
い
。
そ
の
意
味
で
こ
の
書
は
充
分
そ
の
効
力

ろ
うを

発
揮
し
て
い
る
。
私
も
ま
た
そ
の
意
味
で
こ
の
書
を
推
賞
す
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
わ
れ
わ
れ
は
か
な
り
永
く
こ
の
否
定
に
沈
ん
で
い
た
。
わ
れ
わ
れ
は
否
定
の
先
の

肯
定
へ
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
じ
つ
を
い
え
ば
私
は
こ
の
書
の
ど

の
頁
を
も
是
認
し
な
が
ら
、
し
か
も
ど
の
頁
に
対
し
て
も
「
否
」
を
い
わ
な
い
で
は

い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
津
田
氏
と
反
対
の
極

�

�

�

�

に
立
っ
て
い
る
よ
う
に
さ

え
も
感
ず
る
の
で
あ
る
。
津
田
氏
は
一
面
は
正
当
で
あ
る
が
、
一
面
は
正
当
で
な
い
。

私
は
こ
の
反
駁
を
自
分
の
研
究
に
よ
っ
て
す
る
ほ
か
は
な
い
と
思
う
」（「
津
田
氏

『
我
が
国
民
思
想
の
研
究
』」　

年
、『
全　

』
二
一
五
〜
二
一
八
頁
）。

17

21

　

津
田
は
古
代
日
本
人
に
お
け
る
「
人
生
に
対
す
る
満
足
楽
観
」（
超
越
か
ら
離
反
し

て
い
る
内
在
）、「
反
省
沈
思
の
念
」
の
欠
如
（
超
越
か
ら
の
離
反
）
を
指
摘
し
、
と

り
わ
け
「
民
族
的
自
覚
」、「
国
民
精
神
」
の
欠
如
（
超
越
か
ら
の
離
反
）
を
指
摘
し
、

ま
た
受
容
さ
れ
た
中
国
文
化
、
中
国
思
想
の
実
生
活
か
ら
の
乖
離
（
内
在
か
ら
離
反

し
て
い
る
超
越
）
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
指
摘
、
批
判
は
、
津
田
に
お
け
る
、

思
想
は
実
生
活
の
う
ち
か
ら
形
成
さ
れ
て
く
る
が
、
根
底
に
お
い
て
は
思
想
が
実
生

活
を
主
導
し
て
い
く
と
す
る
態
度
（
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
）
か
ら
出
て
き
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
津
田
の
態
度
に
対
し
和
辻
は
、
実
生
活
（
内
在
）
の
う

ち
に
思
想
（
超
越
）
が
お
の
ず
か
ら
胚
胎
し
て
い
く
そ
の
全
体
を
あ
る
が
ま
ま
に
受

け
と
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
態
度
（
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
）
を
対
置
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
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註
（
１
）
こ
の
歌
舞
伎
体
験
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
坂
部
恵
『
和
辻
哲
郎
』
岩
波
書
店
、
一
九

八
六
年
、
第
一
章
か
ら
多
く
の
教
示
を
得
た
。
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初期和辻哲郎における内在 ―― 板垣

The Concepts of Immanence in Tetsuro 

Watsuji in his Early Years

ITAGAKI Tetsuo

（Professor, History & Culture, Cultural System Course）

　This essay aims to rearticulate the concepts of immanence that had been of great significance in 

the philosophical foundation of Tetsuro Watsuji(1889-1960),in his early years from 1889 through 

1927.
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序

　フッサールが幾何学の研究に取り組んでいたこ

とは，『ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学』 �

第９節の「純粋幾何学」の論述や付録として収め

られている「幾何学の起源」と呼ばれる論考から

推察されることである。また，幾何学的対象は

「理念化 Idealisierung」を通して形成される「理

念的対象性」であるという特徴づけは，『論理学研

究』 や『イデーン第一巻』 �などにも見られるも

のである。たとえば『イデーン第一巻』§74では，

「幾何学的諸概念は“理念”概念（“Ideal”begriffe）

であり，それは，われわれが見ることのできない

あるものを表している。その“根源”およびその

内容は，記述の諸概念の起源とは本質的に異なる

ものである……」とのべられている。また，『危機

書』 では，「理念化」の過程は，次のように描か

れている。「完全にするという実践から出発して，

“繰り返し繰り返し”という形で，考えうる限りの

完全化の地平へと自由に突き進むことによって，

いたるところに極限形態が予示され，決して到達

されることのない不変の極としてのそれへむかっ

て，そのつどの完全化の系列が伸びてゆく」（§９－

a） �と。

  ところで，「理念化」の操作が幾何学の成立にか

かわる根本的操作とみなされていたことは明らか

であるが，これらの書物は幾何学を中心的主題と

していないためもあって，「直観」と「理念化」の

関連や，そのさいの空間のあり方が明確に述べら

れているわけではない。数学から哲学研究に入っ

たフッサールが何らかの幾何学に関する考察の中

でこうした問題に突き当たったにちがいないと推

察されはしても，この「理念」や「理念化」という

概念が，どのような考察の中で，また，どのような

幾何学思想の中で形成されてきたかは，以前には，

明確でなかった。というのも，算術については『算

術の哲学』（1891年公刊）があったものの，『論理

学研究』（1900／1年公刊）より前のフッサールの

幾何学についての研究は公刊されていなかったた

めに，こうした点についての調査は不可能だったの

である。だが，1983年に『 フッサール著作集 第21
フ　ッ　セ　リ　ア　ー　ナ

巻算術と幾何学についての研究，遺稿にもとづく

テキスト1886－1901』 �が出版され，フッサール

がその時期に空間および幾何学について或る程度

まとまった研究をおこなっていたことがわかるよ

うになった。この巻の編集者インゲボルク・シュ

トローマイヤー（Ingeborg Strohmeyer）女史の

序文を参考にすると，この時期のフッサールの空

間研究の状況は以下のとおりである。

　彼は，「1886から1893年の時期には頻繁にそし

て時期によっては専心的に，幾何学，形式的算術，

多様体論の理論を研究しました」と1901年のナト

ルプ宛書簡(S.394）の中で述べている。この発言

は，空間の哲学と幾何学のための試論がその時期

に書かれていることからも確かめられる。また，

彼は1889／90年には，ハレ大学での講義『数学の

哲学から選ばれた諸問題』において，空間と幾何

学の問題（ユークリッド幾何学からリーマンおよ

びヘルムホルツの理論にいたる幾何学の問題）を

扱った�。さらに，1892および1893年頃に彼は非

最初期フッサールにおける空間思想 ―― 小熊
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 最初期フッサールにおける空間思想

― 「理念化」の概念を中心として ―

 小 熊 正 久

（文化システム専攻思想文化領域担当）
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常に集中して幾何学と空間問題に携わり，遅くと

もこの時期に『空間の書 Raumbuch』 を計画し

ていたとのことであり，その「構想」の日付は1893

年10月15日と記され，「空間の書のための日記」

が1893年10月18日に開始されている。だが，こ

の研究が完成して書物となることはなかった。『著

作集第21巻』で公刊されたテクストの大部分はこ

の時期のものである。

　そこで，小論では，1892年から1893年頃の幾

何学および空間研究がどのような構想のもとでお

こなわれたのかを示し，その中で「理念化」とい

う概念の占めていた位置を明確化することを試み

る。この時期の構想は，『物と空間』 という題名

で公刊されている1907年の講義録�をはじめとす

る彼の空間論の出発点をなすものであり，「理念

化」，「多様体」など多くの重要な概念がこの時期

の空間研究に由来すると思われるからである。さら

に，この時期の試論には，カント的空間論などとは

異なる空間理解やリーマンの「多様体論」に関連す

る空間理解も含まれているように思われる。こうし

た観点からみると，その時期の構想は，その後の

フッサールの空間論はもちろん，『論理学研究』に

おける論理学思想，さらには現象学の構想にいたる

重要な過程をなすようにおもわれるのである。

　だが，この時期のフッサールの構想全体を一挙

に叙述することは不可能なので，「多様体」に関連

する部分の検討は他日に期することにして，小論

では「理念化」の概念を中心にこの時期の空間と

幾何学についての思想を概観することをめざす。

　小論で扱うのは，ほぼ上記『著作集第21巻』第

２部（「空間についての哲学的試論1886－1901」）

に収められ，Nr.１からNr.11までの番号を付され

ているテキスト(262－310頁)である。

　これらのテキストは大きく３グループに区分さ

れている。最初にそれらの主題を概観しておこう

（グループおよび試論の題名は編集者による命名

である）。

　第１グループは，「Ⅰ．基本的問題の概略」と名

づけられている。空間についてのフッサールの問

いは「心理学的問い」，「論理学的問い」，「形而上

学的問い」に分かれるが，それらの問いの意味と

相違が述べられている。最初の「心理学的問い」

は，われわれの空間の表象が何からなるかという

問いとその表象の分析であり，２番目の「論理学

的問い」は空間表象に関連する「論理的操作」の

分析であり，３番目の「形而上学的問い」は，空

間表象と「超越的な意味での現実」との対応関係

についての問いである。これらに関連する試論の

題名および成立年は以下の通りである。

Nr.１　 空間の哲学の諸々の問い

 （おそらく1892／93年頃）

Nr.２　 空間表象の心理学的分析（おそらく1893年）

Nr.３　 論理学的問いと形而上学的問いの関連

 （おそらく1893年）

Nr.４　 空間という用語の幾つかの意味

 （おそらく1892／93年頃）

　第２グループは，「Ⅱ．直観の空間と幾何学の空

間」と名づけられていて，それぞれの空間の内容

と関係の問題を扱っている。

Nr.５　 直観的空間（おそらく1892／93年頃）

Nr.６　 幾何学的空間（おそらく1893年）

Nr.７　 幾何学における象徴（1894年）

Nr.８　 純粋幾何学と物理学的幾何学

 （おそらく1893年）

　第３グループは，「Ⅲ．空間表象の起源」という

名でまとめられ，第１グループにおける３つの問

いにそくして，「起源」という観点から空間表象に

ついて問うている。

Nr.９　 空間表象の起源への問い（おそらく1893年）

Nr.10　空間表象の心理学的起源

 （おそらく1893年）

Nr.11　経験の産物としての空間

 （おそらく1893年）

　さて，第１グループは空間についての問いと分析

方法についての論究であり，第２グループは空間の

特徴についての論究であるが，両者は密接に関連し

ている。大略的に言えば，「心理学的問い」に答え

― 18 ―



る「心理学的分析」によって明らかになる空間の特

徴は直観的空間の特徴であり，「論理学的問い」に

おいて問題になる「論理的操作」には「幾何学的空

間」の特徴が対応するのである。のちの言い方を使

えば，心理学的分析と論理学的分析は直観的空間と

幾何学的空間が与えられる際の，作用（ノエシス）

面の分析であるということができよう。そこでフッ

サールの空間研究の全体像の提示と「理念化」概念

の位置づけをめざすわれわれは，最初に第１グルー

プにそくして３種類の問いを概観してから，空間構

造の問題に移ることにしよう。なお，第３グループ

で取りあげられている「起源」の問題は，第１，第

２グループでの根本問題であるので，小論では，話

題に即して適宜扱いたい。

一　空間への問い

（ａ）　「心理学的問い」について，フッサールは

「試論Nr.１」の冒頭で次のように述べている。

「ここで最初に問われなければならないのは，わ

れわれが空間を表象するさい，何が表象の現実的

内在的対象としてわれわれに現前しているかと

いうことであり，さらに，それは常に同じものな

のか様々なものなのかということである」(S262)。

問題提起の形で語られてはいるが，のちにみるよ

うに，空間を表象するさいには「様々なもの」が

現前しているというのが彼の考えである。「現実的

内在的対象」や「様々なもの」がどのようなもの

を指しているかは小論の「二　直観的空間」の節

でみることにして，ここでは，「心理学的分析」の

対象となる表象の分類を見るにとどめよう。フッ

サールは以下のように続けている。

「後者であればさらに，様々な内容が，……内的

組織的諸結合を有しているかどうかが問われな

ければならない。例えばそれらは，場合によって

は関連づけの判断を媒介として理念的全体内容

へと統合されるのかどうか，さらに，そのつど現

前している内容がこれによって先の理念的全体

を「表象する vorstellen」という代表象機能

（reprasentative Funktion）を受けとって……行

使するということがありうるのかどうかが問わ

れなければならない。……後者［代表象］の場合

にはまた，われわれが空間と呼ぶものの直観的な

いし非直観的……代表象の性格をもつかどうか

が問われなければならない」(S262)と。

要するに，表象された「様々なもの」は「内的組

織的に結合」し，場合によっては，「理念的全体的

内容」― これは空間のことを指す ― を「代表象」

する機能［それ自体ではなく他のものを表象する

機能］を担うのであり，代表象は直観的である場

合も非直観的である場合もある，ということであ

る。そこで，以上の観点から「表象」の内容とそ

れが空間を「代表象」する有様を記述・分析する

ことが「心理学的問い」への解答となるのである。

だが，その解答をうるには，幾何学が構成される

有様をみることが必要となる。

（ｂ）　その構成と関連することになる第二番目の

「論理学的問い」は，以下のように特徴づけられて

いる。

「空間に関連する論理学的問いは，空間表象をわ

れわれの認識目的との関連で観察し，それがこれ

らの目的に適うかどうかを問い，もし適わないの

であれば，そのようになるためにそれらがどのよ

うに論理学的に処理（bearbeiten）されなければ

ならないのかと問うのである」。

この箇所では「認識目的」が何を指すかは明示さ

れていないが，「試論Nr.３」に見える「幾何学の

論理学」などという言い方を参考にすると，空間

的関係ないし空間の認識という目的のことを指す

と考えてよいであろう。そうすると，幾何学のよ

うな学問の構築のために，空間表象はどのように

処理され（手を加えられ）なければならないか，

という考察が「論理学的問い」の意味するところ

となるであろう。その処理については次のように

言われている。

「論理的活動は最終的にはあらゆる場合に直観に

依拠する。だが，それは直観に密着したままでい

ることはできない。高次の認識過程はすべて，あ

最初期フッサールにおける空間思想 ―― 小熊
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る種の非直観的表象を通じて遂行される。それは，

正確な意味で論理的諸概念と呼ばれるものであ

り，あるいは，もっと適切には，われわれが論理

的概念とよぶところの特有な構造的組織に代表

者として属するところの非直観的表象である」と。

簡潔に言い直すと，空間的表象に対するなんらか

の「論理的処理」により，「論理的諸概念」という

「非直観的表象」（ないしそれらが組織をなすよう

な「非直観的表象」）が構成され，そうした論理的

諸概念が直観的表象を代理（ないし代表）するよ

うになる，ということである。上で言われている

ように，空間の直観的表象はけっして完全な直観

ではありえないことに注意する必要がある。その

ゆえに，空間を表象するためは，「論理的諸概念」と

いう代表者が必要になってくるのである。

　こうして，「心理学的問い」の項で述べられてい

た「代表象機能」とは，「論理的諸概念」による

「代表象」のことだったのであり，その形成過程つ

まり「論理的処理」を明らかにすることが「論理

学的問い」の課題の意味するところなのである。

　その「論理的諸概念」の形成過程，すなわち「適

切な諸概念と諸判断を獲得する方法的手続き」につ

いては諸説があるということが述べられている。

「ある人々はそれをアプリオリな学問とみなし，

他の人々はアポステリオリな学問とみなす。ある

人々はその諸概念はアプリオリに与えられてい

ると考え，他の人々は経験的に与えられると考え，

ま た ほ か の 人 々 は 経 験 的 概 念 の 理 念 化

（Idealisierung）によって生じた，と考える」。

ここでは諸説の一つとして挙げられてはいるが，

フッサールは「理念化」による諸概念や諸判断の

獲得こそ幾何学的概念形成にほかならないとみて

いるのである。なお，「論理的概念」の形成の問題

と関連して，「空間の学は歴史的に生成してきたわ

けであるが，それはどのようにして論理的に評価

されるべきなのであろうか」という問いが提示さ

れている。この問いについてここで論じられてい

るわけではないが，これはのちの『危機書』や

「幾何学の起源」につながる問題意識であると言え

よう。

（ｃ）　さて，「理念化」の詳細はのちに見ることに

して，第三の「形而上学的問い」についての次の

言葉を検討しておこう。

「空間の形而上学に属する諸問題を表記すれば，

おおよそ以下のようである。われわれの〈表象の

空間〉は形而上学的価値を有しているか。すなわ

ち，それには，何らかの仕方で想定される超越的

意味での現実物が対応しているのかどうか。もし

対応しているとすれば，〈表象の空間〉はその形

而上学的相関者の正確な像なのであろうか。ある

いは，それには，超越者における一定の『妥当的

諸根拠』［表象の空間を存立させる諸根拠］のみ

が対応するのであって，超越者の特質については

われわれは端的に何も知ることはできないので

あろうか」。

つまり，この問いは，われわれの空間的表象を超

越する存在として想定されることのあるような

「空間そのもの」を問題にするのである。そして，

フッサールによれば，このような問題は先にみた

「論理学的問い」と密接に関連しており，論理学的

研究は，以下のような考察を含むゆえに，「形而上

学的探求の不可欠の前段階をなす」。

「空間は直観であるかあるいは概念であるか。幾

何学の手続きは直観的であって指し示すことの

できる構成［作図］によるのであるか，それとも，

非直観的で概念のみによるのか。幾何学的根本諸

概念と諸判断は経験的なものであるかアプリオ

リなものであるか。幾何学は帰納的学であるが演

繹的段階にあるだけなのか，そうではないのか」。

このような問いは「空間表象」の認識論的身分を

問うことにつながるので「形而上学的問い」とも

関連することになる。

　ところで，すぐわかるように，上の問題設定は

カント的な空間論および認識論とかかわりが深い。

ここで，カントの空間論とフッサールの考えを対

比することにより，フッサールの立場を際だたせ

ておくことにしよう。フッサールはカントの見方

を次のようにまとめている。
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「カントにとって数学の哲学は，彼の認識批判の

主要な基礎の一つである。カントによれば空間は

直観であり，アプリオリに心の中に準備されてい

なければならない。それは経験の可能性の条件で

あり，経験的実在性をもつが，同時に超越論的観

念性をもつのである。空間の形而上学的相関者は

無である」。

以上は，よく知られているカントの空間論の特徴

の紹介と言ってよいが，さらにフッサールは，直

観と概念という対比に関連して，カントの立場に

ついて次のように言う。

「幾何学の基礎にある空間表象は，直観であって

概念ではない。幾何学的諸命題はアプリオリな総

合命題である。したがって空間は，経験と知覚に

依存せず，それゆえアプリオリである。幾何学の

手続き：［それは］特徴的な構築［であって］，概

念的な手続きではない。それが幾何学の直観性を

確証する。等々」。

こうして，カントにとって空間表象は直観であり，

空間の学である幾何学も直観的方法で行われるの

であるが，さきに言及したように，フッサールは，

幾何学において使用される論理的諸概念は空間表

象に依存しながらも「論理的処理」によって形成

されるのであり，それらは最初から（アプリオリ

に）心の中にそなわっているのではない，とみて

いる。まさしくこのゆえに，フッサールにとって

は「幾何学の起源」が問題になりうるのである。

　以上，空間についてのフッサールの問題設定を

概観してきた。これらを念頭において，空間の分

析を見ていくことにしょう。なお，「形而上学的問

い」は，カント的空間論と関連するだけではなく，

空間的表象や幾何学のみならず物理学で想定され

るような空間の問題も含むのであるが，問題の性

質上，その点については空間の分析を見たのちに

最後に考察することとする。

二　直観的空間

　さきに，空間の学問としての幾何学は空間につ

いての「論理的諸概念」の形成に依存すると考え

られていることをみたが，それに対応して，フッ

サールは「直観の空間」と「学問的思考の空間」

としての「幾何学的空間」とを区別する。彼は両

者の関係について次のように説明している。

「幾何学的空間は，学問以外の意識の空間表象と論

理的処理による概念的形象である。それについては

もはや，直観的に表象されるとか表象されうるとか

と言うことはできず，ただ思考可能であると言える

だけである。すなわち，その純粋に概念的な表象は

いかなる手段によっても対応する直観に変えるこ

とはことはできない。概念的表象は，現実には遂行

されえない直観を象徴的に（symbolisch）指摘す

るのである」(Nr.４, S271）と。

幾何学的空間が直観的に表象できないということ

については，さしあたって，われわれが幅のない

線や大きさの内点を直観できないこと，われわれ

の知覚野が多少の「歪み」や「ここ」と「そこ」

の区別を含んでいるとすれば，完全な平行線や等

質な空間を直観できないことを思い浮かべればよ

いであろうが，その空間の成立についての説明は

のちにみることとし，本節では「直観的空間」に

ついて考察しょう。

　すでに「直観的空間」という語が使われている

けれども，そもそも空間はどのように「直観」さ

れているのかという問題を導きの糸としよう。彼

は表象を，「個々の質や強度の単純性は内的徴表へ

の関係による記述を排除するがそうしたものにつ

いての表象」と「多様なるものの表象（die 

Vorstellung eines Maninigfaltigen)」に区分し，

「空間の表象」は後者に属するとする(Nr.５)。ま

た，同じ区別は，「これらの表象が内在的内容とし

て自らの内に捉えていることとして本来の意味で

表象しているもの」と「これらの表象が意味して

はいるが本来の意味で表象していないもの」とも

表現されている。

　こうしてみると，われわれが本来の意味で表象

しているものとは「個々の質や強度」と言われて

いるものだけであり，「空間の表象」は元来「多様

最初期フッサールにおける空間思想 ―― 小熊
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なるものの表象」であって，「本来の意味」での表

象ではないことになる。つまり「空間の表象」と

は厳密な狭い意味では「表象」ないし「直観」で

はないのである。

  では，空間はどのように表象されるのであろう

か。まず，次の言葉を手がかりとしよう。

「われわれは，空間および空間的なものの現実的

直観ないしいわゆる直観を外的知覚ないし外的

想像を通して獲得する」。またその際，われわれ

は「物，人，家，樹，机などを表象するが，それ

らは単なる集合的統一においてではなく，そのつ

ど，風景や通りや部屋といった直観的統一におい

て与えられている」。

たしかに上で挙げられた諸事物は，単に無関係に

集合をなしているだけでなく大まかな意味で空間

的にまとまって知覚されており，こうした意味で

の「直観的統一」が「心理学的問い」に関して言

及されていた「内的組織的諸結合」の意味すると

ころであろう。だが，そのような「直観的統一」

と「空間」との関連については，さらに，次のよ

うに説かれている。

「空間と空間的なものは，それ自体だけでは表象

不可能であり，包括的な直観内部の非自立的契機

としてのみ表象可能であり，じっさいそれらはわ

れわれには感覚的質に覆われて出現する」と。

すなわち，感覚的質と空間を切り離して空間だけ

を表象することはできないという意味で，空間は

「非自立的契機」 �なのである。

　一方，外的知覚や想像における「直観的統一」

としては，つぎつぎとより包括的な統一が考えら

れ，最終的には宇宙空間にいたるが，「直観の前進

は 無 限 で あ る」た め に，「全 空 間 の 直 観 性

(Anschaulichkeit des Allraumes)も仮象にすぎ

ない」，とされている。(Nr.５)

　さて，上のように空間全体は無理としても，一

つの事物などは「直観されている」と言ってよい

のではあるまいか。だが，先にも見ておいたよう

に，厳密な意味ではそうではない。

「すでに全空間の限定された諸部分でさえも厳密

な意味での直観を許容しない。それらは，一つの

感知や一つの時点において現実に現前している

ような内容を与えはせず，そのつど，時間的に広

がっている感知の常に関連している内容から結

果する一つの組織的（dispositionell）な統一を

与えるのである」。

この「組織的統一」は身体的運動に伴う所与も含

むのであるが，こうした所与は統一されてはいて

も多様なものを含んでいて，その把握には「個々

の直観の多様性が必要である」(S278)。そうであ

る以上，空間的多様は厳密な意味での「直観」を

越えるというのである。こうして結局フッサール

は，空間は全体としても部分としても，また，感

覚的質から分離された空間そのものとしても，狭

い意味では「直観」されてはいないと考える。

　では，どのようにしてわれわれは空間を「把握

している」，「表象している」，あるいは，「広い意

味で直観している」と言いうるのであろうか。

　全体としては空間は，「そのつどその部分のみが

直観される理念的形象」(Nr.５)であり，「学問的

考察の対象とする場合には，われわれはそれを当

然概念と判断において把握する」(Nr.４，S273)。

こうして，全体としての空間の把握は「概念」や「判

断」に依拠せざるをえないのである。だが，すで

に「直観的空間」においても，空間的対象を把握

する「根源的諸概念」が見られるのであり，「理念

化」とは「われわれが直観の中でみるような諸形

象の根源的諸概念」の「理念化」(Nr.６，S286)に

ほかならないと言われている。

　そこでわれわれは，「直観的空間」における「根

源的諸概念」の形成を追求することを通して，そ

の場合の「直観的」の意味を明らかにするように

試みよう。その形成としては，二つの方式が挙げ

られている。その一つは，「分割の諸関係と関連す

る空間の諸性質」の把握である。

「なんらかの物を取り上げ，空間的延長のみに注

目しそのほかの徴表は捨象するとき，われわれは

一つの物体（K � rper）をもつ」。

これが，「外的知覚」などを通して空間的なものが
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与えられる出発点ということになるが，そこにお

いて与えられる「物体」を分割する際に，その

「境界」として，「面」が考えられ，またその分割

において「線」が，同様にして「点」が考えられ

る。かつてアリストテレスは，もしも場所的な動

きというものがなかったとしたならば，そもそも

場所のことが問題として探求されることはなかっ

たであろう，という趣旨のことを述べていたが�，

たしかに，われわれは一つの物と他の物の区別（分

けられること），一つの物の分割などという操作を

考えることなしには，分節化した空間や場所を考

えることはできないであろう。

　もう一つの方式は，説明は省くが，「空間的諸形

象」や「大きさ」の「比較の諸関係」によるもの

であり，かくして，「分割」や「比較」によってわ

れわれは「直観的に」空間を把握するのである。

以上を念頭におけば，「直観的」空間を説明する次

の言葉も納得できるものとなるであろう。

「われわれが直観的空間という言い方をする場合

には，一定の心の留保（reservatio mentis）が

なされなければならない。より詳しく見るなら，

空間は全体としては直観ではなく，すでに概念的

表象に依存し，直観的に与えられたものの判定を

通して成立する論理的統一である，ということを

われわれはすぐに認めるのである。空間は，ある

がままのものとして直観されうる色の質のよう

に単純な内容ではない」。

つまり，上にみた諸概念に依存することを前提と

した上でなら，「直観的空間」という言い方も許さ

れるのである。また，概念を通して「直観される」

ゆえに，「空間の構成」［すなわち，われわれにとっ

て空間は最初から与えられているものではなく，

構成されるものである］という問題も生じてくる

わけである。

　そこで，前もって述べておいたように，「空間」は

その起源に関しては「経験的」なものだというこ

とになる。「試論Nr.11」はその立場を鮮明に表し

ている。  

「空間は休らっている諸性質の単純な総和ではな

い。それは，和音やもっとも明瞭な視覚の内部の

確固とした空間形態に似ている。それは，あるが

ままのものとして経験の産物である。眼球と全身

体の運動に際しての，遠近調節や（客観的対象の

接近や遠隔化における）収斂に際しての像の諸変

化に関しての，また，両眼の視差（ヘルムホルツ

の奥行きの値）等々に関しての幾千もの経験が，

空間表象が出来上がるためには必要だったので

ある」(Nr.11, SS.308－９)。

この言葉は，空間が「経験の産物」であることを

主張していると同時に，のちの『物と空間』など

での「身体的運動感覚（キネステーゼ）」をも構成

契機とする空間構成の問題を予感させるものと

いってよいであろう。

三　 理 念 化

　フッサールは，幾何学的根本表象や概念はアプ

リオリに与えられているというカントなどの説と

（狭義での）抽象によって獲得されるとする説を斥

けたあと，次のように言う。

「上の諸説は支持しがたい。すでに長い間コントや

ベーネケやユーバーヴェクなどによって提示され

たり受け入れられたりした，外的直観において知

覚された経験的空間形象の理念化(Idealisierung)

の理論が正しいのである。上で挙げた哲学者たち

が理念化の理論を受け入れなかった理由は，完成

した表象として与えられた理念なしに一体どのよ

うにして理念化が考えれうるのかという困難で

あった」(Nr.６，SS.285－６)と。

では，「完成した表象として与えられた理念なし」

の理念化とはいかなる過程であろうか。まず，「理

念的空間的表象（幾何学的諸概念）の成立に関し

て」と題されているパラグラフの内容を見てみよ

う。その叙述は次の言葉から始まっている。

「われわれは空間にも，線，面，さらに方向の変

化，距離といった空間的諸形象にも“内的無限性”

つまり連続性（Stetigkeit）を帰属させる」。

ここでの「空間的諸形象」とは，先にみたように「直

最初期フッサールにおける空間思想 ―― 小熊
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観的空間」において「物体」の分割などを通して

形成されている形象のことであるが，「理念化」の

段階では，そうした形象や空間は「連続的なもの」

として把握されるというのである。

　現代数学の定式化を参照すれば，ここでの「連

続性」や「内的無限性」とは以下のような事態を

意味していると思われる。すなわち，Ｍを平面

（または直線）の部分集合とする。Ｍの中の相異な

る点からなる点列　Ｐ1，Ｐ2，…，Ｐn，…が，ｎ

→∞ のとき１点Ｐに近づくとき，ＰはＭの集積点

とよばれるが，「（平面上の任意の）開集合Ｏが与

えられたとき，Ｏに含まれている点は，すべてＯ

の集積点となっている」。換言すれば，「開集合の

任意の点は，その近くにいくらでもＯの点があっ

て，Ｏの集積点となる」 �。つまり，そのような集

合の任意の点には，それに近づく無限の点の系列

が存在するという事態である。

　このような意味で空間には連続性と無限性が属

していると考えられるが，フッサールは次のよう

に問うている。

「心理学的にはどのようにしてこの産物が生じる

のであろうか。われわれは連続性を直観すると認

めるべきなのだろうか」。「区切られた一区画の面

や線の内部での区別のつかない複数の点の連続

的濃密化ををれわれは直観することはできない。

われわれは面や線上の無限に多くの点を見ない」

と。

　このように連続性や無限を直観することができ

ないが，それにもかかわらず，われわれがそれら

を何らかの仕方で把握できるとすれば，それはど

のようにしてであろうか。フッサールの叙述は以

下の通りである。

「点の間隔すなわち感性的に知覚可能な一対の点

をとりあげよう。その間隔が簡単かつ判明に見て

取られるかぎりにおいて，……われわれは想像の

助けをかりて，常に，少なくとも一つの中間点を

表象しうる。より正確に言えば，間隔はわれわれ

に分割可能なものとして現れ，われわれは，分離

する関心によって部分間隔を取りあげ，また一点

を想像的に挿入することができる。諸点の「間隙

（Zwischenraum）」は完全に限界づけられては

いないが，この間隙から一つの部分が際だつとい

うこと，明確に境界づけられないが，際だって現

れるということ，を心理学的観察は示すのであ

る」（S287）。

フッサールの記述は，通常の数学での叙述のよう

に点は大きさをもたないなどとということを前提

としていない。そのような「直観的空間」に即し

た記述であることに注意すれば，２点間の間隙に

点を挿入して一つの部分を際立たせることができ

るということは，納得できる事柄であろう。

　次に，「分離する注意がその諸部分に向けられる

という意味で，この中間区域は再び分割を許容す

る」と，上の操作を繰り返すことができると言わ

れている。なお，中間区域が非常に小さな場合に

も想像の上で，点や間隙の大きさを変化させて，

その操作を繰り返すことができるとされている。

　そのあとで，こうした操作ないし反復のの「理

念化」が語られることになる。

「理念化：［これは，］間隔がきわめて小さな場合

にも，理念的に鋭い注意を向けて，見るための理

念的な諸条件をつくりだすことができるならば，

つねに間の点を表象できるということ［である］。

それを支えるのは，大きな延長と小さな延長，大

きな間隔と小さな間隔，大きな線や面と小さな線

や面の類似性である。こうして，想像において小

さな間隔に，より大きな間隔が任意に差し込まれ

る……」(SS.287－８)。

このようにして，「理念的に」つねに同じ操作が可

能であるとみなされ，それによって空間には「内

的無限性」，「連続性」が属するとみなされるので

ある。参考として挙げた数学的定式化の中には，

「ｎ→∞のとき」というかたちで無限性が含まれて

いたが，「理念化」はそれに対応すると考えられる。

　さて，空間全体が連続的なものと捉えられると

ともに，空間的形象も理念的に捉えられることに

なる。「点と線の表象」は「ある延長の理念化から

生じる」とされるが，その過程は次のように叙述
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されている。

「われわれは一つの延長を一本の描線（Strich）

によって二つの部分に分ける。描かれた線そのも

のは延長であるが，本来の境界�に似ている。一

般に，一物体ないし一平面が細いか，線のようで

あるか，あるいは点のように小さいかということ

は，直観から明らかである。細いというのは上昇

を許容する術語である。この上昇は境界すなわち

線(Linie)へと到る。細い面と線の類似は前者を後

者の代表者（Repraesentant）として使うように

われわれを導く」。

このように，線や点が境界として捉えられるが，

さらに，その「理念的限界」としての性格や連続

性との関連は以下のように描写されている。

「数学的にいうと，延長の量は境界にとってどう

でもよいかぎりにおいて，それらはまた境界づけ

にも役立つ。点についても同様である。面はその

“大きさ”に従って比較される。一つの延長はゼ

ロに到るまで連続的に縮小する。ゼロは，強度の

ゼロ点と同様に理念的な境界点である。ゼロは，

強度の場合と同様に，決して無ではなく，過程の

理念的限界（ideale Grenze）である。われわれ

は“連続的に”分割不可能なものとしての点に到る。

もちろんこれは一つの実体化（Hypostasierung）

である。われわれは分割不可能なものを分割可能な

延長の限界として措定する。しかし，われわれがこ

の理念概念（Idealbegriff）を使用することができ

るのは非常に好都合である」(SS.289－90)。

つまり，線や点という理念は，そのまま直観され

るのではなく「理念的限界」，『危機書』の言葉を

使えば，「極限形態 Limes-Gestalten」として与

えられるのである。こうして，大きさをもたない

点，幅をもたない点などが与えられるとともに，

長さや角度などの空間的形象の大きさは「連続性」

をもつものと把握され，そうした諸概念によって，

幾何学的空間とその諸形象が形成されるのである。

 

四　公理と幾何学的空間の代表象

　以上では「試論Nr.６」に即して「理念化」につ

いて見てきたが，その試論の末尾には，「諸理念化

の概観」という見出しのついた３頁分ほどの部分

があり，そこには，「理念化」によって形成される

幾何学的「諸概念」，そしてそれらからなる「諸命

題」がまとめられている。「諸概念」の例としては，

たとえば，次のようなものが挙げられている。

「ａ）距離：最初は，感覚的で不正確な大きさ。

理念的な意味での点への移行によって正確

な規定へと還元する可能性。

  ｂ）方向：いずれにせよ最初は不正確な大きさ。

われわれが点の対をそれら相互の方向にお

いて考察すると，正確な大きさとなる」。

　ここから，「距離」や「方向」といった概念が

「理念化」によって形成されるとみなされいたこと

が確認される。また，諸命題としては，以下のも

のがある。

「・あらゆる点Ａから，任意の距離ａｂに等しい

複数の距離が存在する。

  ・任意のあらかじめ与えられた方向に対して，

あらゆる点に関して，等しい方向が存在する。

　　　・距離と方向は独立的に変化しうる。

 ・任意のあらかじめ与えられた点の対に対し

て固定された方向には，あらゆる点から出発

して，等しい方向をもつ一つの距離だけが存

在する。

 ・あらゆる距離を，あらゆる有理数的および無

理数的関係において，等方向の諸距離に区分

し，それを継続することができる。」

これらの「諸命題」はフッサールが他の箇所（た

とえば小論第三節冒頭の引用）で「諸公理」と呼

んでいたものと考えてよいであろう。これらの「諸

公理」によって，幾何学が構成され，そのことに

よって幾何学的空間がわれわれに把握されるとい

うことになる。ここで，その仕方を，「試論Nr.４」

にしたがって，まとめておこう。「幾何学的空間は，

学問以外の意識の空間表象の論理的処理による概

最初期フッサールにおける空間思想 ―― 小熊
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念的形象である」。またそれは，直観的には表象さ

れえない。そこで，そうしたものを表象するとい

うことは「代表象」という形をとらざるをえない

ので「非本来的」表象とも呼ばれる。こうして，

「概念的表象は，現実には遂行されえない直観を象

徴的（symbolisch）に示すのである」。だが，表

象不可能なものを「像によって表象させたり」，「図

式的に素描する」こともできる。幾何学における，

描かれた図形の使用はそのような方式である。し

たがって，代表象ないし象徴的表象には概念的表

象ないし直観的表象（ここでは図のような類似物

による表象をさす）の二種類があることになる（も

ちろん混在することもある） �。

　次に，これらの諸概念や諸命題の内容に目を移

すと，そこでは「多様体」という語やそれに関連

する概念が数多く使われていて，彼が空間を「多

様体」として把握しようとしていたことを示して

いる。一例を挙げれば次のようである。

「円と球。方向の多様体は二重の連続的円環的多

様体である。直線の束。同様に，任意の一点に関

する直線の多様体」。

また，こうした空間の把握は，同時期（1892／93

ころ）に書かれた試論「幾何学の諸前提」（348－

389頁）においてより具体的に考察されている。

その試論の冒頭は「連続的多様体」の定義の試み

から始まっているのである。さらに，1991／92年

頃の「集合と多様体」と名づけられた別の試論に

は次のような叙述が見出される。

「カントールは多様体のもとで，端的に，なんら

かの集められた諸要素の集合（Inbegriff）のこ

とを理解している。……しかしこの概念はリーマ

ンの概念や一般に幾何学理論において使用され

ている概念にはそぐわない。後者の概念に従うと，

多様体はたんに集められただけではなく，なんら

か秩序づけられた諸要素の集合であり，他方，た

んに　集められただけではなく，連続的に関連し

ている諸要素の集合でもある。両者は無関係では

ない。連続体の概念の中には，最広義での秩序の

ようなものが存しているからである」(S95)。

ここからは，フッサールはカントールやリーマン

の多様体の概念を考察していたことが伺えるとと

もに，「理念化」と（幾何学的）「多様体」の概念

は「連続性」という概念を媒介として密接に関連

していることが見てとれるであろう。

五　形而上学的問いと多様体

　さて，先に検討し残しておいた，「形而上学的問

い」に関連する事柄について見ておこう。以上で

みてきたように，フッサールによれば，空間はア

プリオリに与えられているのではなくて，「理念

化」を通してではあるが，経験的に構成される。

そこで，つぎのような発言も可能になる。

「ロッツェや他の人々の，三次元と平坦性には論

理的必然性が成り立っており三次元ではなく曲

がった空間の可能性を排除するという説［があ

る］。しかし，この説は誤りである。三次元等々，こ

れは，経験的事実性である。重力の法則のように

普遍的事実（法則）ではあるけれども。空間がユー

クリッド的でないということには，その可能性を

われわれは開いておかなければならないのだが，

巨大な信じられなさが存するだけである」(Nr.３，

S269)。

すなわち空間の三次元性や空間がユークリッド幾

何学的であるかそうでないかは，経験的事実の問

題であると言われているのである。上の「平坦性」

や「曲がった」空間のの問題は，空間構造として

は非ユークリッド幾何学の「曲率」の問題に帰着

する�。フッサールは1889／90年の講義の中でこ

の問題を主題的に扱っていた�のであるが，試論の

なかでは，つぎのように言っている。

「われわれが今想定しているような知覚空間の正

確な類似物とは異なる宇宙空間を想定する機会を

見出す可能性があるということは正しい。客観的

世界を構築するという試みは，われわれが空間に

曲率の度合いを付与する場合にのみ成功するとい

うことがありうる。われわれの知覚空間が，それ

が実際に絶対に一定（の曲率）であるとして……，
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非常に小なる曲率の度合いをもつのでないかを，

われわれはまったく知らない。したがって，われ

われの理念的概念は直観の現実性に正確に対応

していないのかどうか［，も知らない］」(Nr.11，

S.311)。

ここには，知覚的空間をも客観的空間をも「曲率」

によって特徴づけようとする見方が現れている。

以上の点から考えてみると，「形而上学的問い」と

は表象としての空間を越えた「空間そのもの」に

ついての問いであったが，その空間はまったくわ

れわれの空間的経験と隔絶したものではなくて，

やはり，「曲率」という共通の特徴をもっていると

考えられているのではあるまいか。

　たとえば「試論Nr.１」では，「形而上学的問い」

に関して，次のように言われているのである。

「先の『妥当的根拠』［超越的空間における，表象

空間を存立させる根拠］は，論理的に三次元ユー

クリッド多様体の概念のもとに包摂されるべき

多様体として表されうるのではないだろうか」

(S266)と。

ここには，「三次元ユークリッド多様体」という限

定はあるものの，空間についての「多様体的」あ

るいは「位相的」な理解があるといってよいであ

ろう。この種の「多様体」はフッサールが上記講

義の中で扱っていたリーマンに由来する思想であ

るが，空間を多様体とみなせば，それは連続的な

「多様なるもの」を扱う一般理論に包摂されるので

ある。フッサールは論理的ないし演繹的関係や判

断などをも含む多様体論という広大な構想をもっ

ていたが，空間論や幾何学も以上のような考察を

基盤としてその中に位置づけられるであろう。上

で言及した講義，多様体論に言及しているナトル

プ宛の1897年と1901年の書簡，先に言及した幾

何学の諸公理についての『幾何学の諸前提につい

て』という試論が，同じ『著作集　第21巻』に収

められており，多様体的な空間把握を示している

ように思われるのである。

　だが，「多様体」に関する問題群については，そ

れらの資料の詳細な検討をふまえた上で，改めて

論じることとしたい。「理念化」の概念が「直観的

空間」と「幾何学的空間」を媒介するものであり，

「連続性」という概念を通して「多様体」的な空間

の把握と関連しているということを見たところで

筆をおこう。 

最初期フッサールにおける空間思想 ―― 小熊

― 27 ―



山形大学大学院社会文化システム研究科紀要　創刊号　2005.３

註

�　Husserliana Bd. VI,  Die Krisis der Europ � ischen 

Wissenschaften und Die Transzendentale Ph � nomeno-

logie , Martinus Nijhoff, den Haag, 1976. （邦訳，木田

元訳，中央公論社。）以下では，『危機書』と表記す

る。

�　 H usser l i a n a  Bd. Ⅲ ,    I d e e n zu e i n e r R e i n e n Ph � nomeno- 

logie und Ph � nomenologischen Philosophie Erstes 

Buch , Martinus Nijhoff, den Haag, 1950.（邦訳，渡辺

二郎訳，みすず書房）

�　ibid. 第９節 

�　Husserliana Bd. XXI,  Studien zur Arithmetik und 

Geometrie , Texte aus dem   Nachlass　1886-1901, 

Martinus Nijhoff, den Haag, 1983.　以下『著作集　第

21巻』と表記する。この書からの引用箇所などの

提示は試論の番号（Nr.）― 必要な場合 ― と頁数

（S.）によって行う。

�　これは，「幾何学の発展についての歴史的概観 

Geschichtlicher � berblick � ber die Entwicklung der 

Geometrie（WS 1889／90）」という題名で，『著作集

　第21巻』に収められている。

� Husserliana Band XVI , Ding und Raum  

Vorlesungen 1907 , Martinus Nijhoff, den Haag, 1973.

�　このような対象の契機は，のちの『論理学研究』第

２巻第３研究のなかで論じられている。

�　アリストテレス，『自然学』211a

�　ここでは，志賀浩二『位相への30講』（朝倉書店，

1998年）の叙述（26～33頁）を参考とした。

�　「本来の境界」と言われているのは，面を二色で

塗りわける場合のように，広がりのない境界のこと

である（S.289）。

�　「象徴的表象」については，「草稿Nr.７」で論じ

られている。

�　ユークリッド幾何学と非ユークリッド幾何学の

関係の問題，また，直観的空間と幾何学的空間につ

いての「理念化」以外の問題局面については，筆者

の「メルロ＝ポンティと幾何学」（山形大学紀要

（人文科学），第15巻第４号，2005年２月）を参考

とされたい。

�　この講義では，リーマンなどによる空間の多様体

論的把握の内容は詳細に報告されているものの，そ

の結論は批判的に扱われている。編集者の序文でも

触れられているが，試論が書かれた1893年には，

フッサールの意見は変化しているように思われる。
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Husserhought on Space in his earliest time
― especiallg on the consept of “Idealization” ―

OGUMA Masahisa
（Professor, Philosophy & Culture , Cultural System Course）

　The aim of this paper is to clalify the conception of Husserl’ s studies on Space and Geometry in 

1892-3. His important concepts  ’ Idealization’and  ’ Manifold theory’ , etc.  originate in this period.

Inquiry about his studies at this period has become  possible only through the publication of 

“Husserliana Band XXI” in 1983.

　Important Topics of his stadies were the relation of intuitional Space and geometrical Space, 

continuity of geometrical space and the nature of 'Idealization'.  
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は

じ

め

に

　

山
形
県
が
史
上
に
登
場
す
る
の
は
、
持
統
三
年
（
六
八
九
）
に
、
陸
奥
国
優 

曇

（
評
）
の
城
養
（
き
こ
う
）
の
蝦
夷
の
出
家
を
許
し
た
、
と
い
う
『
日
本
書
紀
』
の
記

事
で
あ
る
。
優 

曇
と
は
「
う
き
た
む
」
で
あ
り
、
現
在
の
置
賜
地
域
で
あ
る
。
こ

の
時
す
で
に
こ
の
地
域
に
仏
教
が
普
及
し
て
い
た
こ
と
も
興
味
深
い
が
、
置
賜
地
域

が
陸
奥
国
に
属
し
て
い
た
点
に
注
意
し
た
い
。

　

そ
の
後
、
和
銅
元
年
（
七
〇
九
）
に
越
後
国
に
出
羽
郡
が
で
き
る
。
こ
れ
が
現
在
の

庄
内
地
方
で
あ
る
。
こ
の
頃
、
城
柵
で
あ
る
出
羽
柵
が
設
置
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
ら
に
和
銅
五
年
（
七
一
二
）、
出
羽
郡
が
出
羽
国
と
し
て
分
立
す
る
。
こ
の
と
き

同
時
に
陸
奥
国
最
上
・
置
賜
の
二
郡
を
出
羽
国
に
移
管
す
る
こ
と
に
な
る
（
同
様
の

記
事
は
七
一
六
年
の
記
事
に
も
み
え
る
）。
か
く
し
て
、
日
本
海
側
の
庄
内
地
方
と
、

内
陸
地
域
が
合
併
し
、
出
羽
国
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
八
八
六
年
に
は

最
上
郡
が
二
郡
に
分
割
さ
れ
、
南
部
が
最
上
郡
、
北
部
が
村
山
郡
と
な
る
（
現
在
の

よ
う
に
内
陸
北
部
が
最
上
郡
、
南
部
が
村
山
郡
と
な
る
の
は
近
世
以
降
で
あ
る
）。

　

以
上
の
よ
う
に
み
て
い
く
と
、
山
形
の
地
域
社
会
は
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に

か
け
て
複
雑
な
変
遷
を
た
ど
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
表
）。
で
は
そ
の
歴
史
的
背

景
や
影
響
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
本
稿
で
は
古
代
出
羽
国
の
形
成
と

そ
の
歴
史
的
変
遷
を
、
交
流
・
交
通
の
視
点
か
ら
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。 

一　

古
代
出
羽
国
の
形
成
と
交
通

　

近
年
で
は
、
古
代
の
交
通
路
の
研
究
が
進
み
、
出
羽
国
内
で
の
駅
路
や
駅
の
比
定

や
変
遷
に
関
す
る
研
究
が
進
ん
で
い
る
〔『
山
形
県
史　

原
始
・
古
代
・
中
世
編
』、

高
桑
弘
美
・
二
〇
〇
四
、
中
村
太
一
・
二
〇
〇
三
な
ど
〕（
図
１
）。
近
年
の
研
究
を

ふ
ま
え
て
、
古
代
出
羽
国
の
形
成
を
交
流
や
交
通
の
面
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

　

八
世
紀
の
律
令
国
家
は
、
七
道
制
と
い
っ
て
、
畿
内
（
都
を
中
心
と
す
る
地
域
）

を
除
く
全
国
を
七
道
（
東
海
道
、
東
山
道
、
北
陸
道
、
山
陰
道
、
山
陽
道
、
南
海
道
、

西
海
道
）
と
す
る
行
政
区
画
を
制
定
し
た
。
出
羽
国
は
東
山
道
に
所
属
す
る
こ
と
に

な
る
が
、
じ
つ
は
成
立
当
初
は
、
北
陸
道
に
所
属
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る

〔
中
村
・
二
〇
〇
三
〕。
そ
の
根
拠
と
な
る
の
は
以
下
の
史
料
で
あ
る
。

【
史
料
１
】 

天
平
四
（
七
三
二
）
年
越
前
国
郡
稲
帳
（
正
倉
院
文
書
）

従
出
羽
国
進
上
御
馬
伍
匹　

経
玖
箇
日　

飼
秣
料
稲
玖
拾
束
〈
匹
別
二
束
〉 

江
沼
郡

　

こ
れ
は
、
出
羽
国
の
進
上
す
る
馬
が
越
前
国
（
福
井
県
）
を
通
過
し
て
い
る
こ
と

を
記
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
出
羽
国
が
北
陸
道
ル
ー
ト
で
平
城
京
に
通
じ
て

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
以
下
の
よ
う
な
史
料
も
あ
る
。 

古
代
出
羽
国
の
形
成
と
諸
段
階

― 
交
流
・
交
通
の
視
点
か
ら 
―

 
三

上

喜

孝

（
文
化
シ
ス
テ
ム
専
攻
歴
史
文
化
領
域
担
当
）
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【
史
料
２
】 『
令
集
解
』
関
市
令
弓
箭
条
所
引
古
記

古
記
云
、
東
辺
北
辺
、
謂
陸
奥
出
羽
等
国
也
。

　

「
古
記
」
と
は
七
三
八
年
頃
に
成
立
し
た
大
宝
令
の
注
釈
書
だ
が
、
こ
こ
で
は
「
陸

奥
」
を
「
東
辺
」、「
出
羽
」
を
「
北
辺
」
と
し
て
お
り
、
出
羽
国
を
、
平
城
京
か
ら

み
て
北
に
あ
る
地
域
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
も
そ
も
、
陸
奥
国
の
エ
ミ
シ
は
「
蝦
夷
」
と
表
記
し
、
こ
れ
は
「
東
夷
」
す
な

わ
ち
「
東
」
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
に
対
し
て
、
出
羽
の
国

の
エ
ミ
シ
は
当
時
「
蝦
狄
」
と
表
記
さ
れ
、「
北
狄
」
す
な
わ
ち
「
北
」
と
い
う
意
識

が
あ
っ
た
こ
と
が
史
料
上
か
ら
確
認
で
き
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
出
羽
国
は
当
初

北
陸
道
に
編
入
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
陸
奥
国
か
ら
村
山
・
置
賜
の
二
郡
が
編
入
さ
れ
た
こ
と
や
、
大
野
東
人

に
よ
り
陸
奥
国
と
出
羽
国
を
結
ぶ
交
通
路
が
開
削
さ
れ
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
八
世

紀
中
頃
に
東
山
道
に
編
入
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

【
史
料
３
】 『
続
日
本
紀
』
天
平
九
年
（
七
三
七
）
正
月
二
十
二
日
条

先
是
、
陸
奥
按
察
使
大
野
朝
臣
東
人
等
言
。
従
陸
奥
国
達
出
羽
柵
道
経
男
勝
、

行
程
迂
遠
。
請
征
男
勝
村
以
通
直
路
。
於
是
詔
持
節
大
使
兵
部
卿
従
三
位
藤
原

朝
臣
麻
呂
、
副
使
正
五
位
上
佐
伯
宿
祢
豊
人
・
常
陸
守
従
五
位
上
勳
六
等
坂
本

朝
臣
宇
頭
麻
佐
等
、
発
遣
陸
奥
国
。
判
官
四
人
。
主
典
四
人
。

（
こ
れ
よ
り
先
、
陸
奥
按
察
使
大
野
朝
臣
東
人
等
言
す
、「
陸
奥
国
よ
り
出
羽
柵

に
達
す
る
に
、
道
、
男
勝
を
経
て
、
行
程
迂
遠
な
り
。
請
う
ら
く
は
、
男
勝
村

を
征
し
、
以
て
直
路
を
通
さ
ん
こ
と
を
。
こ
こ
に
お
い
て
、
持
節
大
使
兵
部
卿

従
三
位
藤
原
朝
臣
麻
呂
、
副
使
正
五
位
上
佐
伯
宿
祢
豊
人
・
常
陸
守
従
五
位
上

勲
六
等
坂
本
朝
臣
宇
頭
麻
佐
ら
に
詔
し
て
、
陸
奥
国
に
発
遣
す
。
判
官
四
人
。

主
典
四
人
。） 

　

こ
の
と
き
、
天
平
五
年
の
出
羽
柵
移
転
に
よ
り
、
陸
奥
国
か
ら
出
羽
柵
ま
で
通
じ

る
内
陸
陸
路
を
開
通
さ
せ
る
と
い
う
大
野
東
人
の
進
言
を
受
け
、
藤
原
麻
呂
以
下
が

発
遣
さ
れ
た
。
そ
し
て
同
年
四
月
十
七
日
条
に
は
、
こ
の
交
通
路
開
削
に
つ
い
て
の

一
連
の
動
き
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、
史
料
に
も
と
づ
き
、
月
日
を
お
っ
て

そ
の
様
子
を
み
て
み
よ
う
。

【
史
料
４
】 『
続
日
本
紀
』
天
平
九
年
（
七
三
七
）　

四
月
十
四
日
条

遣
陸
奥
持
節
大
使
従
三
位
藤
原
朝
臣
麻
呂
等
言
。
以
去
二
月
十
九
日
到
陸
奥
多

賀
柵
。
与
鎮
守
将
軍
従
四
位
上
大
野
朝
臣
東
人
共
平
章
。
且
追
常
陸
・
上
総
・

下
総
・
武
藏
・
上
野
・
下
野
等
六
国
騎
兵
惣
一
千
人
。
聞
山
海
両
道
夷
狄
等
咸
懐

疑
懼
。
仍
差
田
夷
遠
田
郡
領
外
從
七
位
上
遠
田
君
雄
人
、
遣
海
道
、
差
帰
服
狄
和

我
君
計
安
壘
、
遣
山
道
。
並
以
使
旨
慰
喩
鎭
撫
之
。
仍
抽
勇
健
一
百
九
十
六
人

委
将
軍
東
人
。
四
百
五
十
九
人
分
配
玉
造
等
五
柵
。
麻
呂
等
帥
所
余
三
百 

五

人
鎮
多
賀
柵
。
遣
副
使
従
五
位
上
坂
本
朝
臣
宇
頭
麻
佐
鎮
玉
造
柵
。
判
官
正
六

位
上
大
伴
宿
祢
美
濃
麻
呂
鎮
新
田
柵
。
国
大
掾
正
七
位
下
日
下
部
宿
祢
大
麻
呂

鎮
牡
鹿
柵
。
自
余
諸
柵
依
旧
鎮
守
。
廿
五
日
、
将
軍
東
人
従
多
賀
柵
発
。
三
月

一
日
、
帥
使
下
判
官
従
七
位
上
紀
朝
臣
武
良
士
等
及
所
委
騎
兵
一
百
九
十
六
人
、

鎮
兵
四
百
九
十
九
人
、
当
国
兵
五
千
人
、
帰
服
狄
俘
二
百 

九
人
従
部
内
色
麻
柵

発
。
即
日
到
出
羽
国
大
室
駅
。
出
羽
国
守
正
六
位
下
田
辺
史
難
破
将
部
内
兵
五

百
人
。
帰
服
狄
一
百 

人
。
在
此
駅
相
待
。
以
三
日
、
与
将
軍
東
人
共
入
賊
地
。

且
開
道
而
行
。
但
賊
地
雪
深
馬
芻
難
得
。
所
以
雪
消
草
生
、
方
始
発
遣
。
同
月

十
一
日
、
将
軍
東
人
廻
至
多
賀
柵
。
自
導
新
開
通
道
惣
一
百
六
十
里
。
或
尅
石

伐
樹
、
或
填
澗
疏
峯
。
従
賀
美
郡
至
出
羽
国
最
上
郡
玉
野
八
十
里
、
雖
惣
是
山

野
形
勢
險
阻
、
而
人
馬
往
還
無
大
艱
難
。
従
玉
野
至
賊
地
比
羅
保
許
山
八
十
里
、

地
勢
平
坦
無
有
危
嶮
。
狄
俘
等
曰
、
従
比
羅
保
許
山
至
雄
勝
村
五
十
余
里
、
其

間
亦
平
。
唯
有
両
河
。
毎
至
水
漲
並
用
船
渡
。
四
月
四
日
、
軍
屯
賊
地
比
羅
保

許
山
。
先
是
、
田
辺
難
波
状 

、
雄
勝
村
俘
長
等
三
人
来
降
。
拜
首
云
、
承
聞
官
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軍
欲
入
我
村
、
不
勝
危
懼
。
故
来
請
降
者
。
東
人
曰
、
夫
狄
俘
者
其
多
姦
謀
。
其

言
無
恒
。
不
可
輙
信
。
而
重
有
帰
順
之
語
。
仍
共
平
章
。
難
破
議
曰
、
発
軍
入

賊
地
者
、
為
教
喩
俘
狄
築
城
居
民
。
非
必
窮
兵
残
害
順
服
。
若
不
許
其
請
、
凌
壓

直
進
者
、
俘
等
懼
怨
遁
走
山
野
。
労
多
功
少
、
恐
非
上
策
。
不
如
示
官
軍
之
威
従

此
地
而
返
。
然
後
、
難
破
訓
以
福
順
、
懐
以
寛
恩
。
然
則
城
郭
易
守
。
人
民
永
安

者
也
。
東
人
以
爲
然
矣
。
又
東
人
本
計
、
早
入
賊
地
、
耕
種
貯
穀
。
省
運
糧
費
。

而
今
春
大
雪
倍
於
常
年
。
由
是
不
得
早
入
耕
種
。
天
時
如
此
。
已
違
元
意
。
其

唯
営
造
城
郭
一
朝
可
成
。
而
守
城
以
人
、
存
人
以
食
。
耕
種
失
候
、
将
何
取
給
。

且
夫
兵
者
、
見
利
則
為
、
無
利
則
止
。
所
以
引
軍
而
旋
、
方
待
後
年
始
作
城
郭
。

但
為
東
人
自
入
賊
地
、
奏
請
将
軍
鎮
多
賀
柵
。
今
新
道
既
通
、
地
形
親
視
。
至

於
後
年
、
雖
不
自
入
可
以
成
事
者
。
臣
麻
呂
等
愚
昧
、
不
明
事
機
。
但
東
人
久

将
辺
要
、
尠
謀
不
中
。
加
以
親
臨
賊
境
、
察
其
形
勢
、
深
思
遠
慮
。
量
定
如
此
。

謹
録
事
状
、
伏
聴
勅
裁
。
但
今
間
無
事
、
時
属
農
作
。
所
発
軍
士
且
放
且
奏
。

（
遣
陸
奥
持
節
大
使
従
三
位
藤
原
朝
臣
麻
呂
等
言
す
。「
去
る
二
月
十
九
日
を
以

て
陸
奥
国
の
多
賀
柵
に
到
る
。
鎮
守
将
軍
従
四
位
上
大
野
朝
臣
東
人
と
共
に
平

章
す
。
且
た
、
常
陸
・
上
総
・
下
総
・
武
藏
・
上
野
・
下
野
等
の
六
国
の
騎
兵

惣
べ
て
一
千
人
を
追
す
。
山
海
両
道
の
夷
狄
等
、
咸
く
疑
懼
を
懐
く
と
聞
く
。

仍
り
て
田
夷
遠
田
郡
領
外
從
七
位
上
遠
田
君
雄
人
を
差
し
て
海
道
に
遣
わ
し
、

帰
服
狄
和
我
君
計
安
壘
を
差
し
て
山
道
に
遣
わ
す
。
並
に
使
の
旨
を
以
て
慰
喩

し
こ
れ
を
鎭
撫
す
。
仍
り
て
勇
健
な
る
も
の
一
百
九
十
六
人
を
抽
き
て
将
軍
東

人
に
委
ぬ
。
四
百
五
十
九
人
を
玉
造
等
の
五
柵
に
分
配
す
。
麻
呂
等
余
る
所
の

三
百 

五
人
を
帥
い
て
多
賀
柵
を
鎮
む
。
副
使
従
五
位
上
坂
本
朝
臣
宇
頭
麻
佐

を
遣
わ
し
て
玉
造
柵
を
鎮
む
。
判
官
正
六
位
上
大
伴
宿
祢
美
濃
麻
呂
を
し
て
新

田
柵
を
鎮
む
。
国
の
大
掾
正
七
位
下
日
下
部
宿
祢
大
麻
呂
を
し
て
牡
鹿
柵
を
鎮

む
。
自
余
の
諸
柵
は
旧
に
依
り
て
鎮
守
す
。
廿
五
日
、
将
軍
東
人
多
賀
柵
よ
り

発
つ
。
三
月
一
日
、
使
下
の
判
官
従
七
位
上
紀
朝
臣
武
良
士
等
、
及
び
委
ね
る

所
の
騎
兵
一
百
九
十
六
人
、
鎮
兵
四
百
九
十
九
人
、
当
国
の
兵
五
千
人
、
帰
服

狄
俘
二
百 

九
人
を
帥
い
て
、
部
内
色
麻
柵
よ
り
発
つ
。
即
日
、
出
羽
国
大
室

駅
に
到
る
。
出
羽
国
守
正
六
位
下
田
辺
史
難
破
、
部
内
の
兵
五
百
人
、
帰
服
の

狄
一
百 

人
を
将
い
て
、
此
の
駅
に
在
り
て
相
待
つ
。
三
日
を
以
て
、
将
軍
東

人
と
共
に
賊
地
に
入
る
。
且
つ
道
を
開
き
て
行
く
。
但
し
賊
地
雪
深
く
馬
芻
得

難
し
。
所
以
に
、
雪
消
え
草
生
え
て
、
方
に
始
め
て
発
し
遣
す
。
同
月
十
一
日
、

将
軍
東
人
廻
り
て
多
賀
柵
に
至
る
。『
自
ら
新
開
の
通
道
惣
べ
て
一
百
六
十
里

を
導
く
。
或
い
は
石
を
尅
り
樹
を
伐
り
、
或
い
は
澗
を
填
め
峯
を
疏
る
。
賀
美

郡
よ
り
出
羽
国
最
上
郡
玉
野
へ
至
る
八
十
里
、
惣
べ
て
是
れ
山
野
の
形
勢
險
阻

な
る
と
雖
も
、
人
馬
の
往
還
、
大
い
な
る
艱
難
無
し
。
玉
野
よ
り
賊
地
比
羅
保

許
山
へ
至
る
八
十
里
、
地
勢
平
坦
に
し
て
危
嶮
有
る
こ
と
無
し
。
狄
俘
等
曰
く
、

〈
比
羅
保
許
山
よ
り
雄
勝
村
へ
至
る
五
十
余
里
、
其
の
間
も
亦
た
平
な
り
。
唯
だ

両
河
有
り
。
水
漲
る
に
至
る
毎
に
、
並
に
船
を
用
い
て
渡
る
〉
と
。
四
月
四
日
、

軍
、
賊
地
比
羅
保
許
山
に
屯
す
。
こ
れ
よ
り
先
、
田
辺
難
波
の
状
に 

く
、〈
雄

勝
村
の
俘
長
等
三
人
来
り
降
り
て
、
拜
首
し
て
云
く
、
承
り
て
聞
く
に
は
、
官

軍
我
が
村
に
入
ら
ん
と
欲
す
と
。
危
懼
に
勝
え
ず
。
故
に
、
来
り
て
降
ら
ん
こ

と
を
請
う
〉
と
。
東
人
曰
く
、〈
夫
れ
狄
俘
は
、
甚
だ
姦
謀
多
く
、
其
の
言
恒
無

し
。
輙
く
信
ず
べ
か
ら
ず
。
而
れ
ど
も
重
ね
て
帰
順
の
語
有
ら
ば
、
仍
り
て
共

に
平
章
せ
ん
〉
と
。
難
破
議
り
て
曰
く
、〈
軍
を
発
し
て
賊
地
に
入
る
は
、
俘
狄

を
教
喩
し
、
城
を
築
き
民
を
居
ら
し
め
ん
が
た
め
な
り
。
必
ず
し
も
兵
を
窮
め

て
順
服
す
る
も
の
を
残
害
す
る
に
非
ず
。
若
し
其
の
請
い
を
許
さ
ず
し
て
、
凌

ぎ
圧
し
て
直
進
せ
ば
、
俘
等
懼
れ
怨
み
て
山
野
に
遁
走
せ
ん
。
労
多
く
功
少
な

く
、
恐
ら
く
は
上
策
に
非
ず
。
如
か
じ
、
官
軍
の
威
を
示
し
、
此
の
地
よ
り
返

ら
ん
に
は
。
然
る
後
、
難
破
、
訓
う
る
に
福
順
を
以
て
し
、
懐
く
る
に
寛
恩
を

以
て
せ
ん
。
然
れ
ば
則
ち
、
城
郭
守
り
易
く
、
人
民
永
く
安
ん
ず
る
も
の
な
り
〉

と
。
東
人
、
以
て
然
り
と
す
。
ま
た
東
人
の
本
計
は
、
早
く
賊
地
に
入
り
、
耕

種
し
て
穀
を
貯
え
、
糧
を
運
ぶ
費
え
を
省
か
ん
と
す
。
而
る
に
今
春
の
大
雪
、

常
年
の
倍
な
り
。
是
に
由
り
て
早
く
耕
種
に
入
る
こ
と
を
得
ず
。
天
の
時
此
の
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如
し
。
已
に
元
意
に
違
う
。
其
れ
唯
、
城
郭
を
営
造
す
る
こ
と
、
一
朝
に
成
す

べ
し
。
而
る
に
城
を
守
る
に
は
人
を
以
て
し
、
人
を
存
す
に
は
食
を
以
て
す
。

耕
種
、
候
を
失
い
て
、
将
た
何
を
か
取
り
て
給
わ
ん
。
且
は
夫
れ
兵
は
利
を
見

て
則
ち
為
し
、
利
無
く
ば
則
ち
止
む
。
所
以
に
、
軍
を
引
い
て
旋
ら
し
、
方
に

後
年
を
待
ち
て
、
始
め
て
城
郭
を
作
ら
ん
。
但
し
、
東
人
自
ら
賊
地
に
入
ら
ん

が
為
に
、
将
軍
と
し
て
多
賀
柵
を
鎮
め
ん
こ
と
を
奏
し
請
う
。
今
、
新
道
既
に

通
い
、
地
形
親
ら
視
る
。
後
年
に
至
ら
ば
、
自
ら
入
ら
ず
と
雖
も
、
以
て
事
を

成
す
べ
し
』
と
。
臣
麻
呂
等
愚
昧
に
し
て
、
事
機
明
ら
か
な
ら
ず
。
但
し
東
人
、

久
し
く
辺
要
に
将
と
し
て
、
謀
中
ら
ざ
る
こ
と
尠
し
。
加
以
、
親
ら
賊
の
境
に

臨
み
、
其
の
形
勢
を
察
し
、
深
く
思
い
遠
く
慮
り
て
、
量
り
定
む
る
こ
と
此
の

如
し
。謹
み
て
事
の
状
を
録
し
、伏
し
て
勅
裁
を
聴
う
。但
し
今
間
は
事
無
く
、時
、

農
作
に
属
け
り
。
発
す
る
軍
士
、
且
は
放
ち
且
は
奏
す
」
と
。）

　

以
上
の
記
事
に
み
え
る
大
野
東
人
の
行
動
を
、
月
日
に
し
た
が
っ
て
ま
と
め
る
と

次
の
よ
う
に
な
る
。

二
月
二
十
五
日 

多
賀
柵
を
発
し
て
色
麻
柵
（
宮
城
県
中
新
田
町
）
に
到
着
。
部
下

を
派
遣
し
て
新
道
の
開
通
工
事
を
行
わ
せ
る
。

四
月
一
日 

大
野
東
人
は
色
麻
柵
を
発
し
て
大
室
駅
（
山
形
県
尾
花
沢
市
）
に

到
着
。

四
月
三
日 

賊
地
に
入
り
、
翌
日
、
比
羅
保
許
山
（
秋
田
・
山
形
・
宮
城
県
境

の
神
室
山
か
）
で
駐
屯
。

四
月
十
一
日 

進
軍
を
断
念
し
て
多
賀
柵
に
帰
還
。

　

こ
の
後
、
開
削
し
た
駅
路
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

【
史
料
５
】 『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
三
年
九
月
己
丑
条

始
置
出
羽
国
雄
勝
・
平
鹿
二
郡
、
玉
野
・
避
翼
・
平
戈
・
横
河
・
雄
勝
・
助
河

并
陸
奥
国
嶺
基
等
駅
家
。

（
始
め
て
出
羽
国
雄
勝
・
平
鹿
二
郡
、
玉
野
・
避
翼
・
平
戈
・
横
河
・
雄
勝
・
助

河
、
并
陸
奥
国
に
嶺
基
等
の
駅
家
を
置
く
。）

各
駅
の
擬
定
地
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

玉
野
駅
…
北
村
山
郡
玉
野
村
（
現
尾
花
沢
市
、「
大
室
駅
」
と
同
一
か
）。

避
翼
駅
…
舟
形
町
付
近

平　

戈
…
金
山
町
付
近

横　

河
…
雄
勝
町
内
の
横
堀
・
寺
沢
付
近

雄　

勝
…
雄
勝
郡
内

助　

河
…
不
明

　

か
く
し
て
東
山
道
側
か
ら
の
ル
ー
ト
が
確
保
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
東
山
道
へ
の

編
入
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
陸
奥
国
側
か
ら
出
羽
柵
に
通
ず
る
道
路
の
開
削
と

い
う
意
味
で
あ
り
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
こ
れ
以
前
に
も
陸
奥
側
か
ら
の
陸
路
が
存

在
し
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
も
そ
も
置
賜
、
最
上
の
二
郡
は
陸
奥
国

に
所
属
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
陸
奥
側
と
の
陸
路
が
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
と
み

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

置
賜
地
域
で
最
初
に
政
治
的
拠
点
が
形
成
さ
れ
る
の
は
、
高
畠
町
周
辺
で
あ
る
。

と
り
わ
け
安
久
津
八
幡
周
辺
は
、
群
集
墳
の
存
在
か
ら
七
世
紀
段
階
に
お
け
る
政
治

勢
力
の
存
在
が
想
定
で
き
る
。

　

置
賜
地
域
の
交
通
路
に
つ
い
て
は
文
献
史
料
上
に
は
ほ
と
ん
ど
あ
ら
わ
れ
な
い
が
、

安
久
津
八
幡
周
辺
が
、
陸
奥
側
か
ら
二
井
宿
峠
を
経
て
山
形
に
至
る
街
道
沿
い
に
あ

り
、
峠
を
下
り
て
最
初
に
ひ
ら
け
た
地
域
に
あ
た
る
。
さ
ら
に
安
久
津
八
幡
の
南
方

に
は
七
世
紀
後
半
代
の
集
落
遺
跡
で
あ
る
大
在
家
遺
跡
の
調
査
が
高
畠
町
に
よ
り
行

わ
れ
、
県
内
最
古
の
須
恵
器
窯
跡
と
い
わ
れ
る
高
安
窯
跡
の
調
査
が
高
畠
町
や
東
北

芸
術
工
科
大
学
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
な
ど
、
七
世
紀
代
の
生
産
遺
跡
、
集
落
遺
跡
が

― (6) 271 ―



山形大学大学院社会文化システム研究科紀要　創刊号　2005.３

数
多
く
確
認
さ
れ
て
い
る
。
官
衙
関
連
の
遺
跡
は
今
の
と
こ
ろ
確
認
さ
れ
て
い
な
い

が
、
周
辺
に
は
「
小
郡
山
」
と
い
う
地
名
も
残
っ
て
お
り
、『
日
本
書
紀
』
に
み
え
る

陸
奥
国
優 

曇
郡
（
評
）
の
郡
（
評
）
家
は
、
安
久
津
周
辺
に
あ
っ
た
可
能
性
が
高

い
〔
川
崎
利
夫
・
二
〇
〇
三
〕。
こ
う
し
た
点
か
ら
も
、
陸
奥
側
か
ら
の
ル
ー
ト
と
し

て
、
古
く
か
ら
二
井
宿
峠
が
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
奈
良
時
代
に
開
削
さ
れ
た
ル
ー
ト
も
、
最
終
的
に
は
延
喜
式
の
駅
路
と
し

て
は
採
用
さ
れ
ず
、
実
際
に
は
最
上
駅
（
山
形
市
）
を
経
由
す
る
い
わ
ゆ
る
笹
谷
街

道
ル
ー
ト
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
最
上
駅
（
現
山
形
市
内
）
を
経

由
す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
最
上
郡
が
陸
奥
国
所
管

で
あ
っ
た
歴
史
的
背
景
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

【
史
料
６
】 『
延
喜
式
』
諸
国
駅
伝
馬
条

出
羽
国
駅
馬
〈
最
上
十
五
疋
、
村
山
、
野
後
各
十
疋
、
避
翼
十
二
疋
、
佐
芸
四
疋
、
船

十
隻
、
遊
佐
十
疋
、
蚶
方
、
由
理
各
十
二
疋
、
白
谷
七
疋
、
飽
海
、
秋
田
各
十
疋
〉

伝
馬
〈
最
上
五
疋
、
野
後
三
疋
、
船
五
隻
、
由
理
六
疋
、
避
翼
一
疋
、
船
六
隻
、

白
谷
三
疋
、
船
五
隻
、〉

　

一
方
、
東
山
道
編
入
以
後
も
、
出
羽
国
内
で
は
、
北
陸
道
ル
ー
ト
が
存
在
し
て
い

た
と
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
が
、
山
形
県
鶴
岡
市
山
田
遺
跡
出

土
木
簡
で
あ
る
〔
山
形
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
・
二
〇
〇
一
〕（
図
２
）。

【
史
料
７
】 

山
形
県
鶴
岡
市
山
田
遺
跡
出
土
木
簡

・
□
駅
駅
四
皿
駅
子
人
□

・
大
辟
マ　

麻
績
マ　

長
浴
マ　

六
人

　

大
伴
マ　

大
日
子
マ　

小
長
浴
マ　

宍
人

（
二
四
五
）
×
四
六
×
三　

〇
一
九
型
式 

　

こ
の
木
簡
は
、
オ
モ
テ
面
に
「
駅
子
人
」
の
表
記
が
み
え
、
ウ
ラ
面
に
は
ウ
ジ
名

の
み
を
記
し
た
歴
名
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
は
駅
子
人
た
ち
に
食
料
を
支

給
し
た
際
の
記
録
簡
で
あ
ろ
う
。「
駅
子
」
と
は
、
駅
戸
か
ら
徴
発
さ
れ
た
壮
丁
の
こ

と
で
、
駅
馬
に
よ
る
駅
使
の
逓
送
、
駅
馬
の
飼
養
に
従
事
し
た
人
々
を
さ
す
。

　

こ
の
木
簡
の
出
土
に
よ
り
、
出
羽
国
田
川
郡
に
も
「
駅
」
の
存
在
が
確
認
さ
れ
た
。

だ
が
『
延
喜
式
』
に
は
、
こ
こ
に
駅
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。

む
し
ろ
こ
の
地
に
駅
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
陸
奥
国
側
か
ら
で
は
な
く
、
北
陸

道
の
越
後
国
か
ら
、
出
羽
国
府
に
連
絡
す
る
古
代
道
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
（
図
３
）。

　

古
代
交
通
路
の
研
究
は
、
と
も
す
れ
ば
文
献
史
料
に
み
え
る
官
道
や
駅
を
重
視
す

る
あ
ま
り
、
そ
れ
以
外
の
ル
ー
ト
の
存
在
を
軽
視
し
が
ち
だ
が
、
近
年
の
出
土
文
字

資
料
の
発
見
な
ど
で
、
文
献
に
は
あ
ら
わ
れ
な
い
駅
路
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
こ
と

も
あ
る
。
今
後
は
、
遺
跡
と
の
関
係
に
留
意
し
な
が
ら
交
通
路
の
復
元
を
行
っ
て
い

く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

二　

「
狄
」
の
史
料
か
ら
み
た
出
羽
国
の
交
流

　

と
こ
ろ
で
、
出
羽
国
の
エ
ミ
シ
に
対
し
て
使
わ
れ
る
「
狄
」
の
呼
称
は
、
新
潟
県

新
潟
市
的
場
遺
跡
出
土
の
木
簡
に
「
狄
食
」
と
記
さ
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
に
、

本
来
は
北
陸
道
に
存
在
す
る
エ
ミ
シ
に
対
し
て
広
く
使
わ
れ
て
い
た
。
一
方
出
羽
国

に
お
い
て
も
、
東
山
道
に
編
入
さ
れ
た
以
降
も
、
国
内
の
エ
ミ
シ
を
北
方
の
「
狄
」

と
い
う
意
識
が
、
平
安
時
代
ま
で
続
く
こ
と
に
な
る
。

【
史
料
８
】 『
類
聚
国
史
』
巻
八
三
、
延
暦
十
一
年
（
七
九
二
）　

十
一
月
二
十
八
日

永
免
出
羽
国
平
鹿
・
最
上
・
置
賜
三
郡
狄
田
租
。

（
永
く
出
羽
国
の
平
鹿
・
最
上
・
置
賜
三
郡
の
蝦
夷
の
狄
の
田
租
を
免
ず
） 

― (7) 270 ―



古代出羽国の形成と諸段階 ―― 三上

　

こ
こ
で
は
は
っ
き
り
と
出
羽
国
の
エ
ミ
シ
を
「
狄
」
と
表
記
し
て
い
る
。
最
上
、

置
賜
二
郡
は
か
つ
て
の
陸
奥
国
だ
が
、
出
羽
国
編
入
以
降
、
こ
こ
に
居
住
す
る
エ
ミ

シ
に
関
し
て
は
「
狄
」
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

【
史
料
９
】 

秋
田
県
秋
田
市
秋
田
城
跡
出
土
第
七
一
号
木
簡
〔『
秋
田
市
史
』

・「
八
月
廿
五
日
下
狄
饗
料
□
二
條
□
×

・「　
　
　
　
　

□　

田
川　

荒
木
真
×

（
二
二
五
）
×
二
六
×
三　

〇
三
八
型
式

　

「
狄
饗
料
」
と
は
、
狄
を
も
て
な
す
た
め
の
食
料
や
禄
物
を
支
給
す
る
（
こ
れ
を
饗

給
と
い
う
）
物
品
を
指
し
て
い
る
。
裏
面
に
は
田
川
郡
の
「
荒
木
真
×
」
と
い
う
人

物
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。「
狄
饗
料
」
の
下
の
物
品
名
は
判
読
不
明
と
さ
れ
て
い
る

が
、
鐘
江
宏
之
氏
は
こ
れ
を
「 

」
と
読
み
、
田
川
郡
か
ら
貢
進
さ
れ
た
「 

」
が
、

狄
饗
料
と
し
て
秋
田
城
で
消
費
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
木
簡
と
み
て
い
る
。
さ
ら
に
山

形
県
飽
海
郡
遊
佐
町
の
大
坪
遺
跡
か
ら
は
、

【
史
料　

】 

山
形
県
遊
佐
町
大
坪
遺
跡
出
土
木
簡

10潤
三
月
九
日 
軍
□
録 
補
役　

伴
咋
万
呂 

二
役

〔
福
ヵ
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目
代
真
蓑
二
役
□
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

□
□
□
真  

（
三
一
三
）
×
五
二
×
八　

〇
一
九
型
式

と
い
う
木
簡
が
出
土
し
て
お
り
〔
山
形
県
埋
蔵
文
化
セ
ン
タ
ー
・
一
九
九
五
〕、
庄
内

地
方
（
田
川
郡
、
飽
海
郡
）
で
実
際
に
「 

」
が
生
産
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
史

料
と
し
て
注
目
し
て
い
る
〔
鐘
江
宏
之
・
二
〇
〇
四
〕。「 

」
と
は
、『
類
聚
名
義

抄
』
で
は
「
カ
ツ
ラ
」
と
読
み
、
古
代
に
お
い
て
は
甘
味
料
と
し
て
利
用
さ
れ
、「
甘

葛
煮
」
と
呼
ば
れ
る
。『
延
喜
式
』（
大
膳
下
）
の
諸
国
貢
進
菓
子
条
に
は
、
出
羽
国

か
ら
中
央
へ
「
甘
葛
煮
」
が
貢
進
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
出
羽
国
内
で
生

産
さ
れ
た
甘
葛
煮
の
一
部
は
秋
田
城
に
も
た
ら
さ
れ
、
狄
の
饗
給
に
も
消
費
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、「 

」
を
通
じ
た
生
産
地
と
消
費
地
と
の
交
流
の
実
態
を
う

か
が
う
こ
と
の
で
き
る
稀
有
な
例
と
い
え
よ
う
。

【
史
料　

】 

秋
田
県
仙
北
町
払
田
柵
跡
出
土
木
簡
（
払
田
柵
跡
＝
古
代
出
羽
国
の
城

11

柵
の
ひ
と
つ
）

具　

狄
藻
肆
拾

　

「
狄
藻
」
と
は
聞
き
慣
れ
な
い
言
葉
だ
が
、
こ
れ
を
「
え
び
す
め
」
と
読
め
ば
、
昆

布
の
意
味
に
な
る
。
エ
ミ
シ
が
律
令
国
家
に
昆
布
を
貢
進
し
た
こ
と
は
有
名
だ
が
、

出
羽
国
で
は
こ
れ
を
「
狄
藻
」
と
表
記
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
〔
秋
田
県
教

育
委
員
会
・
秋
田
県
教
育
庁
払
田
柵
跡
調
査
事
務
所
・
一
九
九
七
〕。

　

こ
れ
を
昆
布
と
考
え
た
場
合
、
内
陸
の
払
田
柵
跡
に
海
産
物
の
昆
布
が
持
ち
込
ま

れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、内
陸
と
沿
岸
部
と
の
交
流
を
物
語
る
資
料
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

【
史
料　

】 

山
形
県
米
沢
市
古
志
田
東
遺
跡
出
土
木
簡

12＞
狄
帯
建
一
斛

　

こ
れ
は
一
石
の
米
俵
に
付
け
ら
れ
た
付
札
木
簡
で
あ
る
。
年
代
は
十
世
紀
初
頭
頃

と
推
定
さ
れ
る
。「
狄
帯
建
」
は
米
を
貢
進
し
た
人
物
の
名
か
、
あ
る
い
は
当
時
の
米

の
品
種
名
の
一
種
か
、
議
論
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
〔
平
川
南
・
二
〇
〇
三
〕、
い

ず
れ
に
し
て
も
、
十
世
紀
以
降
に
も
な
お
「
狄
」
の
表
記
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は

興
味
深
い
。
出
羽
国
は
、
律
令
国
家
の
世
界
観
の
中
で
、
北
の
果
て
の
国
と
認
識
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
地
域
社
会
に
お
い
て
も
主
体
的
に
認
識
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。 

― (8) 269 ―



山形大学大学院社会文化システム研究科紀要　創刊号　2005.３

三　

出
羽
国
府
の
諸
段
階

　

次
に
、
出
羽
国
府
の
変
遷
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
出
羽
国
が
成
立
し
た
当
初
、

出
羽
国
府
は
「
出
羽
国
出
羽
郡
」（
現
在
の
庄
内
地
方
）
に
置
か
れ
て
い
た
が
、
設
置

当
初
の
出
羽
国
府
の
正
確
な
位
置
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
八
世
紀
の
出
羽
国
府
を
め
ぐ
っ
て
は
、
現
在
二
つ
の
説
が
分
か
れ
て
い
る
。

　

第
一
の
説
は
、
出
羽
国
府
は
初
め
は
庄
内
地
方
に
置
か
れ
た
が
、
天
平
年
間
に
秋

田
城
に
移
転
し
、
さ
ら
に
平
安
時
代
に
な
っ
て
庄
内
地
方
に
移
転
し
た
と
す
る
、
い

わ
ゆ
る
「
秋
田
城
国
府
説
」
で
あ
る
。

　

秋
田
城
は
、
秋
田
市
高
清
水
の
丘
陵
上
に
あ
っ
た
古
代
の
城
柵
で
、
山
形
県
庄
内

地
方
に
あ
っ
た
出
羽
柵
を
、
天
平
五
年
（
七
三
三
）
に
移
設
し
た
も
の
で
あ
る
。
近

年
、
秋
田
市
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
発
掘
調
査
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
近
年
の
調
査

で
漆
紙
文
書
、
木
簡
、
墨
書
土
器
と
い
っ
た
文
字
資
料
が
大
量
に
出
土
し
て
い
る
。

　

『
続
日
本
紀
』
に
よ
れ
ば
、
天
平
五
年
（
七
三
三
）
に
出
羽
柵
を
庄
内
地
方
か
ら

「
秋
田
村
高
清
水
岡
」
に
移
し
た
と
あ
る
が
、
こ
の
時
、
同
時
に
出
羽
国
府
の
機
能
も

庄
内
地
方
か
ら
秋
田
へ
と
移
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
こ
の
説
の
主
張
で

あ
る
。
最
近
の
調
査
で
、
行
政
に
か
か
わ
る
公
文
書
が
多
数
発
掘
さ
れ
て
い
る
こ
と

も
こ
の
説
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。

　

第
二
の
説
は
、
出
羽
国
府
は
一
貫
し
て
庄
内
地
方
（
出
羽
国
出
羽
郡
に
あ
っ
た
）

と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
秋
田
城
非
国
府
説
」
で
あ
る
。『
続
日
本
紀
』
に
は
た
し
か
に

出
羽
柵
が
移
っ
た
と
あ
る
が
、
出
羽
国
府
が
移
っ
た
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
行
政

の
中
心
で
あ
る
国
府
が
出
羽
国
の
北
端
に
移
さ
れ
る
と
い
う
の
も
考
え
に
く
い
話
で

あ
る
。
や
は
り
こ
れ
は
出
羽
国
内
の
軍
事
的
機
能
の
み
が
移
っ
た
の
で
あ
り
、
行
政

機
能
は
依
然
と
し
て
庄
内
地
方
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
い
か
、
と

す
る
主
張
で
あ
る
。

　

現
在
の
と
こ
ろ
、
両
説
が
対
立
し
て
お
り
、
結
論
が
出
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

今
後
の
発
掘
調
査
の
進
展
に
よ
り
、
新
た
な
展
開
を
迎
え
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

　

八
世
紀
の
出
羽
国
府
に
つ
い
て
は
議
論
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
九
世
紀
初
頭

ご
ろ
、
酒
田
市
の
城
輪
柵
に
国
府
が
移
転
し
た
と
考
え
ら
れ
る
点
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ

認
め
ら
れ
て
い
る
。『
日
本
三
代
実
録
』
仁
和
三
年
（
八
八
七
）
五
月
二
十
日
条
（
後

掲
）
に
よ
れ
ば
、「
国
府
は
井
口
の
地
に
在
り
」
と
あ
り
、
延
暦
年
中
に
移
転
し
た
と

記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
酒
田
市
の
城
輪
柵
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
の
大
地
震
で
国
府
が
壊
滅
的
損
害
を
受
け
、
仁
和

三
年
（
八
八
七
）
に
「
旧
府
近
側
高
敞
之
地
」
に
移
転
し
た
と
あ
る
が
、
こ
れ
が
現

在
の
八
幡
町
の
八
森
遺
跡
で
あ
る
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
。

　

「
井
口
国
府
」
の
擬
定
地
と
さ
れ
て
い
る
城
輪
柵
の
東
方
約
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の

と
こ
ろ
に
、
八
森
丘
陵
が
あ
る
。
別
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
〔
三
上
喜
孝
・
二
〇
〇
五
〕、

こ
の
丘
陵
上
に
位
置
す
る
八
森
遺
跡
は
、
八
八
七
年
に
移
転
し
た
出
羽
国
府
で
あ
る

可
能
性
が
あ
る
。
付
近
に
は
、
国
府
付
属
の
寺
院
で
あ
る
「
観
音
寺
」
が
所
在
し
て

い
た
と
思
わ
れ
る
地
名
や
、
四
天
王
法
の
道
場
の
痕
跡
と
思
わ
れ
る
古
四
王
神
社
が

存
在
し
て
お
り
、
出
羽
国
府
の
宗
教
的
拠
点
で
も
あ
っ
た
。
九
世
紀
に
お
け
る
辺
境

の
政
治
的
拠
点
と
し
て
の
機
能
は
酒
田
市
周
辺
に
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
も
の

と
い
え
よ
う
。
で
は
さ
ら
に
そ
の
後
、
国
府
は
ど
う
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
山
形
市
鈴
川
町
に
所
在
す
る
「
印
鑰
神
明
宮
」
で
あ

る
。
周
辺
に
は
印
役
町
と
い
う
町
名
も
残
っ
て
い
る
。
で
は
、「
い
ん
や
く
」
と
は
何

で
あ
ろ
う
か
。

　

現
在
で
も
全
国
各
地
に
「
印
鑰
神
社
」
と
呼
ば
れ
る
神
社
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
、

国
印
と
正
倉
の
鑰
（
か
ぎ
）、
神
社
の
印
な
ど
を
神
体
と
す
る
神
社
で
あ
る
。
奈
良
時

代
、
国
印
は
国
司
が
発
行
し
た
文
書
に
捺
印
さ
れ
、
鑰
は
不
動
倉
の
開
閉
に
用
い
ら

れ
た
。
平
安
時
代
に
な
る
と
こ
れ
ら
が
受
領
の
権
限
を
象
徴
す
る
も
の
と
な
り
、
印

鑰
を
祀
る
殿
舎
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
れ
が
印
鑰
神
社
で
あ
る
。
国
司
の
権
限
を
示
す

も
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
国
府
近
辺
に
印
鑰
神
社
と
し
て
残
る
例

が
多
い
の
で
あ
る
〔
木
下
良
・
一
九
七
三
、
牛
山
佳
幸
・
二
〇
〇
〇
〕。

　

山
形
の
場
合
も
、
あ
る
時
期
、
国
府
は
庄
内
か
ら
内
陸
に
移
っ
た
こ
と
を
示
し
て
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い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
移
転
の
時
期
は
い
つ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て

も
議
論
が
分
か
れ
て
い
る
。

　

第
一
の
説
は
、
延
文
元
年
（
一
三
五
六
）、
最
上
氏
の
祖
、
斯
波
兼
頼
が
羽
州
探
題

と
し
て
入
部
し
て
以
後
、
現
在
の
山
形
市
に
国
府
が
移
転
し
た
、
と
す
る
説
で
あ
る
。

　

従
来
は
こ
の
第
一
の
説
が
通
説
と
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
移
転
の
時
期

は
も
う
少
し
さ
か
の
ぼ
る
の
で
は
な
い
か
と
す
る
第
二
の
説
も
あ
る
。
古
代
末
（
平
安

時
代
末
）
か
中
世
（
鎌
倉
時
代
）
の
早
い
時
期
に
、
内
陸
地
方
の
最
上
郡
域
（
山
形

市
北
部
）
に
遷
さ
れ
た
と
す
る
説
〔
柏
倉
亮
吉
・
川
崎
利
夫
・
一
九
九
一
〕
で
あ
る
。

　

そ
の
根
拠
と
な
る
の
は
、
次
の
史
料
で
あ
る
。

【
史
料　

】 

金
銅
造
阿
弥
陀
如
来
立
像
銘
文
（
横
浜
市
千
手
院
蔵
）（『
山
形
県
史　

古

13

代
中
世
史
料
２
』）

「
奉
鋳　

移
善
光
寺
本
師
一
光
三
尊
如
来
像

　

大
願
主　

勧
進
上
人　

西
阿
弥
陀
仏

　
　
　
　
　

大
歳

　

文
永
元
年　
　

九
月
十
五
日

　
　
　
　
　

丙
寅

奉
安
置
出
羽
国
最
上
郡
府
中
庄
外
郷
石
仏

　

文
永
元
年
は
一
二
二
六
年
に
あ
た
る
。
こ
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
石
仏
が
安
置
さ
れ

た
場
所
が
「
最
上
郡
府
中
庄
外
（
し
ょ
う
げ
）
郷
で
あ
っ
た
と
す
る
が
、
現
在
、
天

童
市
に
「
清
池
（
し
ょ
う
げ
）」
と
い
う
地
名
が
残
っ
て
お
り
、
庄
外
郷
は
こ
の
付
近

を
指
す
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
「
府
中
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
一
般
に
「
府
中
」
と
は
、

国
府
が
置
か
れ
た
場
所
を
指
す
場
合
が
多
い
の
で
、
こ
の
時
期
、
国
府
が
最
上
郡
に

あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
第
二
の
説
の
根
拠
で
あ
る
。

　

こ
の
第
二
の
説
は
必
ず
し
も
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
説
で
は
な
い
が
、
注
目
し
て

よ
い
説
だ
と
思
う
。
そ
れ
は
、
九
世
紀
段
階
で
す
で
に
、
最
上
郡
に
出
羽
国
府
を
移

す
と
い
う
構
想
が
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

【
史
料　

】 『
日
本
三
代
実
録
』
仁
和
三
年
（
八
八
七
）
五
月
二
十
日
条

14

　

先
是
、
出
羽
守
従
五
位
下
坂
上
大
宿
祢
茂
樹
言
、
国
府
在
出
羽
国
井
口
地
。

即
是
去
延
暦
年
中
、
陸
奥
守
従
五
位
上
小
野
朝
臣
岑
守
、
拠
大
将
軍
従
三
位
坂

上
大
宿
祢
田
村
麻
呂
論
奏
所
建
也
。
去
嘉
祥
三
年
地
大
震
動
、
形
勢
変
改
。
既

成
窪
泥
。
加
之
海
水
漲
移
、
迫
府
六
里
所
。
大
川
崩
壊
、
去
隍
一
町
余
、
両
端

受
害
、
無
力　

堤
塞
。
堙
没
之
期
在
於
旦
暮
。
望
請
、
遷
建
最
上
郡
大
山
郷
保

宝
士
野
、
拠
其
険
固
、
避
彼
危
殆
者
。
太
政
大
臣
・
右
大
臣
・
中
納
言
兼
左
衛

門
督
源
能
有
・
参
議
左
大
弁
兼
行
勘
解
由
長
官
文
章
博
士
橘
朝
臣
広
相
、
於
左

仗
頭
、
召
民
部
大
輔
惟
良
宿
祢
高
尚
・
大
膳
大
夫
小
野
朝
臣
春
風
・
左
京
亮
藤

原
朝
臣
高
松
等
、
問
彼
国
遷
府
之
利
害
。
所
言
参
差
、
同
異
難
定
。
更
召
伊
予

守
藤
原
朝
臣
保
則
、
以
高
尚
等
詞
問
之
。
保
則
言
、
国
司
所
請
、
非
無
理
致
。

保
則
高
尚
等
、
元
任
彼
国
吏
、
応
知
土
地
之
形
勢
。
故
召
問
之
。
太
政
官
因
国

宰
解
状
、
討
覈
事
情
曰
、
避
水
遷
府
之
議
、
雖
得
其
宜
、
去
中
出
外
之
謀
、
未

見
其
便
。
何
者
、
最
上
郡
地
在
国
南
辺
、
山
有
而
隔
。
自
河
而
通
、
夏
水
浮
舟
。

纔
有
運
漕
之
利
。
寒
風
結
凍
、
曾
無
向
路
之
期
。
況
復
秋
田
雄
勝
城
、
相
去
已

遥
、
烽
候
不
接
。
又
挙
納
秋
饗
、
国
司
上
下
、
必
有
分
頭
入
部
、
率
衆
赴
城
、

若
沿
水
而
往
、
泝
水
而
還
者
、
徴
発
之
煩
更
倍
於
尋
常
、
逓
送
之
費
、
将
加
於

黎
庶
。
晏
然
無
事
之
時
、
縦
能
兼
済
、
警
急
不
虞
之
日
、
何
得
周
施
。
以
此
論

之
、
南
遷
之
事
、
難
可
聴
許
。
須
択
旧
府
近
側
高
敞
之
地
。
閑
月
遷
造
、
不
妨

農
務
。
用
其
旧
材
、
勿
労
新
採
。
官
帳
之
数
、
不
得
増
減
。
勅
宜
依
官
議
、
早

令
行
之
。

（
こ
れ
よ
り
先
、
出
羽
守
従
五
位
下
坂
上
大
宿
祢
茂
樹
言
す
、「
国
府
は
出
羽
国

井
口
の
地
に
在
り
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
去
る
延
暦
年
中
、
陸
奥
守
従
五
位
上
小
野

朝
臣
岑
守
、
大
将
軍
従
三
位
坂
上
大
宿
祢
田
村
麻
呂
の
論
奏
に
拠
り
て
建
て
る
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と
こ
ろ
な
り
。
去
る
嘉
祥
三
年
、
地
、
大
い
に
震
動
し
、
形
勢
変
改
し
て
、
既

に
窪
泥
と
成
る
。
し
か
の
み
な
ら
ず
海
水
漲
移
し
て
、
府
に
六
里
の
所
に
迫
る
。

大
川
は
崩
壊
し
、
隍
を
去
る
こ
と
一
町
余
な
り
。
両
端
に
害
を
受
け
、
堤
塞
す

る
に
力
無
し
。
堙
没
の
期
、
旦
暮
に
在
り
。
望
み
請
う
ら
く
は
、
最
上
郡
大
山

郷
保
宝
士
野
に
遷
し
建
て
、
其
の
険
固
に
拠
り
、
彼
の
危
殆
を
避
け
ん
こ
と
を
」

て
え
り
。
太
政
大
臣
〔
藤
原
基
経
〕・
右
大
臣
〔
源
多
〕・
中
納
言
兼
左
衛
門
督

源
能
有
・
参
議
左
大
弁
兼
行
勘
解
由
長
官
文
章
博
士
橘
朝
臣
広
相
、
左
仗
頭
に

お
い
て
、
民
部
大
輔
惟
良
宿
祢
高
尚
・
大
膳
大
夫
小
野
朝
臣
春
風
・
左
京
亮
藤

原
朝
臣
高
松
ら
を
召
し
て
、
か
の
国
の
府
を
遷
す
の
利
害
を
問
う
。
言
う
と
こ

ろ
を
参
差
し
て
、
同
異
を
定
め
難
し
。
更
に
伊
予
守
藤
原
朝
臣
保
則
を
召
し
て
、

高
尚
ら
の
詞
を
も
っ
て
こ
れ
を
問
う
。
保
則
言
す
、
国
司
の
請
う
と
こ
ろ
、
理

致
無
き
に
あ
ら
ず
。
保
則
・
高
尚
ら
、
も
と
、
彼
の
国
の
吏
に
任
ぜ
ら
れ
、
土

地
の
形
勢
を
知
る
べ
し
。故
に
召
し
て
問
う
。太
政
官
、国
宰
の
解
状
に
よ
り
、事

情
を
討
覈
し
て
曰
く
、「
水
を
避
け
て
府
を
遷
す
の
議
は
、
そ
の
宜
し
き
を
得
る

と
雖
も
、中
を
去
り
外
に
出
る
の
謀
は
、未
だ
そ
の
便
を
見
ず
。何
と
な
れ
ば
、最

上
郡
の
地
は
国
の
南
辺
に
在
り
、
山
有
り
て
隔
た
り
、
河
よ
り
し
て
通
ず
。
夏

は
水
に
舟
を
浮
か
べ
て
、
纔
か
に
運
漕
の
利
有
れ
ど
も
、
寒
風
に
凍
を
結
べ
ば
、

曾
て
向
路
の
期
無
し
。
況
ん
や
ま
た
、
秋
田
・
雄
勝
城
、
相
い
去
る
こ
と
已
に

遥
か
に
し
て
、
烽
候
接
せ
ず
。
ま
た
挙
納
・
秋
饗
に
、
国
司
上
下
す
る
こ
と
、

必
ず
分
頭
し
て
部
に
入
り
、
衆
を
率
い
て
城
に
赴
く
こ
と
有
り
。
若
し
水
に
沿

い
て
往
き
、
水
を
泝
り
て
還
ら
ば
、
徴
発
の
煩
、
更
に
尋
常
に
倍
し
、
逓
送
の

費
は
、
将
に
黎
庶
に
加
わ
ら
ん
。
晏
然
に
し
て
事
無
き
時
は
、
縦
い
能
く
兼
済

す
る
も
、
警
急
・
不
虞
の
日
は
、
何
ぞ
周
施
す
る
を
得
ん
。
こ
れ
を
以
て
こ
れ

を
論
ず
る
に
、
南
遷
の
事
、
聴
許
す
べ
き
こ
と
難
し
。
須
く
旧
府
の
近
側
の
高

敞
の
地
を
択
び
、
閑
月
に
遷
し
造
り
、
農
務
を
妨
げ
ず
、
そ
の
旧
材
を
用
い
、

新
採
を
労
す
る
こ
と
な
か
る
べ
し
。
官
帳
の
数
は
、
増
減
す
る
こ
と
得
ざ
れ
」

と
。
勅
す
ら
く
「
宜
し
く
官
議
に
依
り
て
、
早
く
こ
れ
を
行
わ
し
む
べ
し
」） 

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
仁
和
三
年
（
八
八
七
）
に
、
国
府
を
内
陸
の
「
最
上
郡
大
山
郷

保
宝
士
野
」
に
移
転
し
た
い
、
と
い
う
申
請
が
出
さ
れ
て
い
る
。
理
由
は
嘉
祥
三
年
の

大
地
震
に
よ
り
国
府
が
損
壊
し
た
こ
と
に
対
し
、
こ
れ
を
避
け
る
た
め
に
国
府
の
移

転
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
主
張
だ
が
、
こ
れ
に
対
し
中
央
政
府
は
、
最
上
郡
の
地
は
出

羽
国
の
南
辺
に
あ
た
る
こ
と
、
山
に
よ
り
隔
て
ら
れ
交
通
の
便
が
悪
い
、
な
ど
の
理

由
か
ら
こ
の
申
し
出
を
却
下
し
て
い
る
。
結
局
、
こ
の
時
国
府
は
内
陸
に
移
転
せ
ず
、

「
旧
府
の
近
側
の
高
敞
の
地
」、
す
な
わ
ち
す
ぐ
近
く
の
高
台
に
移
転
す
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
時
内
陸
に
国
府
を
移
転
で
き
な
か
っ
た
背
景
に
は
、
元
慶
の
乱
後
に
お
い

て
も
、
な
お
出
羽
国
内
が
緊
迫
し
た
情
勢
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

で
は
、
移
転
の
候
補
地
と
な
っ
た
「
最
上
郡
大
山
郷
」
と
は
ど
こ
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
説
が
あ
る
。

�　

最
上
郡
舟
形
町
の
福
寿
野
に
比
定
す
る
説
。

�　

西
村
山
郡
河
北
町
一
帯
と
す
る
説
。

�　

山
形
市
北
部
と
み
る
説
。

　

こ
の
う
ち
、
�
説
は
、
一
九
八
一
年
に
河
北
町
畑
中
遺
跡
か
ら
「
大
山
」「
大
山

郷
」
と
墨
書
さ
れ
た
須
恵
器
が
み
つ
か
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
河
北
町
北
部
に
「
法
師

川
」「
法
師
森
」
と
い
う
地
名
が
あ
り
、「
保
宝
士
野
」
に
由
来
す
る
地
名
と
考
え
ら

れ
る
こ
と
が
根
拠
と
な
っ
て
い
る
〔
阿
部
明
彦
・
二
〇
〇
四
〕。
ま
た
、『
和
名
類
聚

抄
』
に
み
え
る
「
村
山
郡
大
山
郷
」
が
こ
れ
に
あ
た
る
と
考
え
る
と
、
当
時
村
山
郡

域
に
あ
っ
た
�
�
説
が
妥
当
と
い
え
る
。

　

だ
が
、
こ
の
史
料
に
は
「
最
上
郡
」
と
明
記
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
村
山
郡
が
前

年
の
八
八
六
年
（
仁
和
２
）
に
す
で
に
成
立
し
て
い
る
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

「
最
上
郡
」
の
記
載
を
重
視
す
れ
ば
、
�
説
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
中
世
に
な
る
と
、
こ

こ
に
「
大
山
荘
」
と
い
う
荘
園
が
置
か
れ
、「
大
山
郷
」
が
山
形
市
北
部
を
指
し
て
い

る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
国
府
移
転
の
候
補
地
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
地
域
は
、
国
府
が
置
か
れ
る

に
ふ
さ
わ
し
い
条
件
を
持
っ
た
地
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
か
ら
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す
れ
ば
、
山
形
市
北
部
は
そ
の
条
件
を
備
え
た
地
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
次
に
そ
の
点
に
つ
い
て
確
認
し
て
み
よ
う
。

四　

内
陸
国
府
の
前
史

　

近
年
の
発
掘
調
査
で
、
山
形
市
北
部
、
と
り
わ
け
須
川
と
立
谷
川
に
は
さ
ま
れ
た

南
側
の
地
域
で
、
奈
良
、
平
安
時
代
の
遺
跡
が
密
集
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
〔
阿
倍
・
二
〇
〇
四
、
須
賀
井
明
子
・
山
口
博
之
・
二
〇
〇
四
〕（
図
４
）。
こ

の
地
域
は
、
中
世
に
大
山
荘
が
置
か
れ
た
と
さ
れ
る
地
域
に
あ
た
る
。

　

出
土
文
字
資
料
の
観
点
か
ら
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
遺
跡
は
、
今
塚
遺
跡
（
山
形

市
今
塚
）
で
あ
る
〔
山
形
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
一
九
九
四
、
植
松
暁
彦
・
二
〇

〇
三
〕。
一
九
九
三
年
に
調
査
さ
れ
た
こ
の
遺
跡
は
、旧
河
川
を
中
心
に
竪
穴
住
居
三

〇
棟
、
掘
立
柱
建
物
跡
九
棟
、
井
戸
二
基
、
土
坑
五
三
基
、
溝
、
畝
な
ど
多
数
の
遺

構
が
検
出
さ
れ
、
墨
書
土
器
を
含
む
土
器
類
の
他
、
木
簡
、
斎
串
、
皿
、
椀
、
曲
げ

物
、
箆
、
下
駄
、
紡
織
具
、
建
築
部
材
、
矢
形
、
錐
形
、
刀
子
形
な
ど
木
製
品
が
多

数
出
土
し
た
。
遺
跡
の
性
格
に
つ
い
て
は
現
段
階
で
は
不
明
だ
が
、
木
簡
の
内
容
か

ら
何
ら
か
の
官
衙
の
存
在
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

【
史
料　

】 

山
形
県
山
形
市
今
塚
遺
跡
出
土
木
簡
（
図
５
）

15第
一
号
木
簡

　

・ 

  
□
□
□ 　
 

□
□ 
部
「
人
雄
」

〔
奉
行
ヵ
〕 

〔
長
ヵ
〕

　
　
　
　
　
 

「
□
為
」
仁
寿
参
年
六
月
三
日

　

・
大
□
〔
浜
ヵ
〕

（
二
三
四
）
×
三
〇
×
五　

〇
一
九
型
式

第
二
号
木
簡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
二
斗
四
升
四
合　

中
津
子
二
斗
八
升
」（
天
地
逆
）

　

・
毎
二
斗
七
升
遺
二
斗
三
升

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
酒
世
二
斗
四
升
四
合
□
□
□
」（
天
地
逆
）

　

・
五
斗
四
升
四
合　

□  

 

五
斗　

□
□
子
二
斗  

（
三
二
五
）
×
（
二
八
）
×
四　

〇
八
一
型
式

第
三
号
木
簡

　

・
七
月
一
日
始
十
日
□

　
　
　

□
斗
□
升
二
合

（
八
九
）
×
（
二
三
）
×
四　

〇
八
一
型
式

　

木
簡
の
内
容
に
注
目
す
る
と
、
第
一
号
木
簡
は
、
仁
寿
三
年
（
八
五
三
）
の
年
紀

を
も
つ
文
書
木
簡
の
一
部
で
あ
り
、
何
ら
か
の
行
政
命
令
が
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
第
二
号
木
簡
は
、
五
斗
俵
か
ら
の
米
の
支
給
額
と
そ
の
残
額
に
つ
い
て
記

し
た
記
録
簡
で
あ
り
、
粮
米
の
支
給
に
関
わ
る
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
文
書
木

簡
や
米
支
給
帳
簿
の
存
在
は
、
こ
の
遺
跡
が
単
な
る
集
落
で
な
く
、
官
衙
遺
跡
で
あ

る
こ
と
を
明
白
に
物
語
っ
て
い
る
。

　

今
塚
遺
跡
か
ら
は
多
数
の
墨
書
土
器
も
出
土
し
て
い
る
（
図
７
）。
墨
書
土
器
と

は
、
土
師
器
や
須
恵
器
と
い
っ
た
古
代
の
土
器
に
文
字
や
記
号
墨
書
し
た
も
の
で
、

全
国
各
地
の
奈
良
、
平
安
時
代
の
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る
。
山
形
県
内
で
も
三

〇
〇
〇
点
以
上
の
墨
書
土
器
が
こ
れ
ま
で
出
土
し
て
い
る
。

　

今
塚
遺
跡
の
墨
書
土
器
に
は
、「
一
麗
」「
麗
」「
田
宅
」「
調
所
」「
伴
」「
高
」「
王
」

「
丈
」、
記
号
な
ど
が
書
か
れ
た
も
の
が
み
え
る
。
最
も
特
徴
的
な
の
は
「
麗
」
と
書

か
れ
た
も
の
だ
が
、
本
来
の
字
形
を
離
れ
、
な
か
ば
記
号
化
し
て
書
か
れ
て
い
る
点

が
特
徴
で
あ
る
。「
符 

」（
ま
じ
な
い
記
号
）
的
な
意
味
で
書
か
れ
て
い
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
で
、「
田
宅
」「
調
所
」
な
ど
の
施
設
名
を
記
し
た
も
の
、「
一
等
書
生
」
と
い
う

職
名
（
図
６
）、「
伴
」「
丈
」
な
ど
の
一
文
字
を
記
し
た
も
の
な
ど
が
多
数
み
ら
れ
る
。

　

と
く
に
、「
調
所
」（
税
で
あ
る
「
調
」
に
か
か
わ
る
施
設
）「
書
生
」（
役
所
の
書

記
官
）
と
い
っ
た
記
載
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
か
ら
す
る
と
、
こ
の
遺
跡
が
国
府
と
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強
い
関
わ
り
を
持
つ
遺
跡
で
あ
る
可
能
性
は
大
い
に
考
え
ら
れ
る
〔
村
木
志
伸
・
二

〇
〇
四
〕。
つ
ま
り
、
九
世
紀
ご
ろ
、
国
府
の
出
先
機
関
が
内
陸
部
の
山
形
市
域
に
置

か
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
、
今
塚
遺
跡
で
特
徴
的
な
の
は
、「
伴
」「
丈
」
と
い
っ
た
、
一
文
字
表

記
の
墨
書
土
器
が
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。「
伴
」「
丈
」
は
、「
伴
部
」「
丈
部
」

と
い
っ
た
人
名
を
一
文
字
表
記
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

で
は
こ
う
し
た
「
伴
」「
丈
」
と
は
、
ど
う
い
う
人
物
で
あ
ろ
う
か
。
手
が
か
り
に

な
る
の
は
「
一
等
書
生
伴
」
と
書
か
れ
た
人
面
墨
書
土
器
で
あ
る
。
彼
ら
は
単
な
る

白
丁
身
分
で
は
な
く
、「
書
生
」
な
ど
の
下
級
の
雑
任
で
あ
っ
た
人
々
で
あ
り
、
そ
の

結
集
の
場
が
、
こ
の
今
塚
遺
跡
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
木
簡
の
存
在
、
そ
し
て
、
そ

こ
に
集
う
多
数
の
雑
任
の
存
在
は
、
こ
の
地
の
周
辺
が
し
か
る
べ
き
官
衙
施
設
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

今
塚
遺
跡
は
、
立
谷
川
と
須
川
の
合
流
点
の
南
に
位
置
し
、
水
陸
交
通
の
要
衝
の

地
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
最
上
川
河
川
を
使
っ
た
水
上
交
通
を
利
用
し

て
、
庄
内
と
内
陸
を
結
ぶ
交
通
の
要
衝
地
域
に
出
羽
国
府
の
出
先
機
関
が
存
在
し
て

い
た
と
み
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
う
し
た
前
史
が
あ
っ
て
は

じ
め
て
、
内
陸
へ
の
国
府
移
転
問
題
が
浮
上
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
国
府
を
内
陸
に
移
転
す
る
と
い
う
課
題
は
九
世
紀
末

段
階
か
ら
構
想
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
比
較
的
早
く
実
現
し
た
可
能
性

も
否
定
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

山
口
博
之
氏
は
、
最
上
郡
に
国
府
が
比
較
的
早
く
置
か
れ
た
根
拠
と
し
て
、
次
の

事
例
を
あ
げ
て
い
る
〔
須
賀
井
明
子
・
山
口
博
之
・
二
〇
〇
四
〕。

【
史
料　

】 『
綺
語
抄
』　

中　

財
貨
部

16い
な
ふ
ね　

い
ね
つ
み
た
る
ふ
ね
な
り
。

も
が
み
が
は　

い
で
は
に
あ
り
。

　
　

も
が
み
河　

の
ぼ
れ
ば
く
だ
る　

い
な
ふ
ね
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
な
に
は
あ
ら
ず　

し
ば
し
ば
か
り
ぞ

も
が
み
川
は
、
出
羽
国
の
た
ち
の
ま
へ
よ
り
な
が
れ
た
る
河
也
。
そ
れ
に
た
ち

へ
も
い
く
に
、
か
は
の
あ
ま
り
は
や
く
て
、
か
ま
へ
て
さ
し
の
ぼ
り
た
れ
ば
か

く
よ
め
る
な
り
。

【
史
料　

】 『
袖
中
抄
』　

第
十
二

17一
、
い
な
ふ
ね
〈
も
が
み
川
〉

　
　

も
が
み
河　

の
ぼ
れ
ば
く
だ
る　

い
な
ふ
ね
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
な
に
は
あ
ら
ず　

こ
の
月
ば
か
り

　

顕
昭
云
、
い
な
ふ
ね
と
は
い
ね
つ
み
た
る
舟
を
云
也
。
も
が
み
河
は
出
羽
国

に
最
上
郡
あ
り
。
そ
の
郡
よ
り
な
が
れ
た
れ
ば
、
も
が
み
河
と
云
也
。
彼
国
の

舘
の
ま
へ
よ
り
流
た
り
。
そ
の
河
よ
り
こ
ほ
り
こ
ほ
り
の
物
を
ば
舟
に
つ
み
て

た
ち
に
を
さ
む
れ
ば
稲
を
も
つ
み
て
の
ぼ
る
也
。
郡
々
の
い
な
舟
多
か
れ
ば
の

ぼ
り
く
だ
る
事
数
し
ら
ね
ば
、
の
ぼ
れ
ば
く
だ
る
と
は
云
、

　

『
綺
語
抄
』（
藤
原
仲
実
著
）
は
十
二
世
紀
初
頭
ご
ろ
成
立
の
、『
袖
中
抄
』（
顕
昭

著
）
は
文
治
年
間
成
立
の
、
い
ず
れ
も
十
二
世
紀
代
に
成
立
し
た
歌
学
書
で
あ
る
。

山
口
氏
が
注
目
し
て
い
る
の
は
『
袖
中
抄
』
の
「
も
が
み
河
は
出
羽
国
最
上
郡
に
あ

り
、
そ
の
郡
よ
り
な
が
れ
た
れ
ば
、
も
が
み
河
と
云
也
。
彼
国
の
舘
の
ま
へ
よ
り
流

れ
た
り
。
そ
の
河
よ
り
こ
ほ
り
こ
ほ
り
の
も
の
を
ば
舟
に
つ
み
て
た
ち
に
お
さ
む
れ

ば
稲
を
も
つ
み
て
の
ぼ
る
也
。
郡
々
の
い
な
舟
多
か
れ
ば
の
ぼ
り
く
だ
る
事
数
し
ら

ね
ば
、
の
ぼ
れ
ば
く
だ
る
と
は
云
」
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
最
上

川
は
、
最
上
郡
よ
り
流
れ
て
い
る
川
で
あ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
出
羽
国
の
舘
の
前
か

ら
流
れ
て
い
る
と
も
い
う
。
そ
し
て
国
内
の
諸
郡
の
も
の
を
舟
に
積
ん
で
、
こ
の
舘

に
お
さ
め
る
と
い
う
。
こ
の
と
き
、「
稲
を
も
つ
み
て
の
ぼ
る
也
」と
表
現
し
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
、
こ
こ
で
い
う
「
出
羽
国
の
舘
」
が
、
庄
内
で
は
な
く
、
内
陸
の
最
上
郡

に
あ
っ
た
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
し
て
、
各
郡
か
ら
は
稲
が
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運
ば
れ
る
と
記
し
て
お
り
、
郡
か
ら
進
上
さ
れ
た
稲
穀
類
が
国
の
舘
に
運
ば
れ
る
様

子
が
う
か
が
え
る
。

　

こ
う
し
た
歌
学
書
の
記
述
が
ど
の
程
度
現
実
を
ふ
ま
え
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は

き
わ
め
て
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
た
だ
興
味
深
い
の
は
、
国
の
舘
が
、
河

川
交
通
の
要
衝
に
あ
る
か
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
国
の
舘
に

は
、
諸
郡
か
ら
貢
進
さ
れ
た
稲
が
舟
運
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
記
述
か
ら
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、
新
潟
県
中
条
町
の
蔵
の
坪

遺
跡
で
出
土
し
た
次
の
木
簡
で
あ
る
。

【
史
料　

】 

新
潟
県
中
条
町
蔵
ノ
坪
遺
跡
出
土
木
簡

18・「
少
目
御
舘
米
五
斗
」

・「　

□
□
□
□
所
進
」

一
一
〇
×
一
九
×
四　

〇
五
一
型
式

　

蔵
ノ
坪
遺
跡
は
、
日
本
海
に
面
し
た
塩
津
潟
（
紫
雲
寺
潟
）
の
北
東
端
に
位
置
し
、

水
陸
交
通
の
要
衝
に
位
置
す
る
、
八
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
後
半
に
か
け
て
の
遺
跡

で
あ
る
。
古
代
越
後
国
の
、
沼
垂
郡
あ
る
い
は
磐
船
郡
の
地
域
と
考
え
ら
れ
て
い
る

〔
平
川
南
・
二
〇
〇
四
〕。
発
掘
調
査
に
よ
り
、
幅
七
〜
一
四
メ
ー
ト
ル
の
河
道
跡
や
、

一
六
棟
の
掘
立
柱
建
物
跡
が
検
出
さ
れ
た
。
こ
の
遺
跡
か
ら
は
「
津
」
と
書
か
れ
た

墨
書
土
器
も
出
土
し
て
お
り
、
こ
の
地
が
港
湾
施
設
と
し
て
の
機
能
を
持
っ
た
遺
跡

で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
問
題
の
木
簡
は
、
川
跡
か
ら
出
土
し
た
完
形
の
荷
札

木
簡
で
あ
り
、
九
世
紀
後
半
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
木
簡
の
形
状
や
内
容
か

ら
、
国
司
の
少
目
（
第
四
等
官
）
の
「
御
舘
」
に
、
米
五
斗
を
進
上
し
た
際
に
付
け

ら
れ
た
荷
札
木
簡
で
あ
り
、「
少
目
御
舘
」
に
納
め
ら
れ
た
の
ち
、
荷
札
が
は
ず
さ
れ

投
棄
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
こ
の
遺
跡
か
ら
見
つ
か
っ
た
と
い
う
こ

と
は
、
こ
の
付
近
に
「
少
目
御
舘
」
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
こ

の
と
き
、
越
後
国
府
は
上
越
（
越
後
国
南
西
部
）
の
頸
城
郡
に
所
在
し
て
い
た
が
、

少
目
の
御
舘
は
下
越
（
越
後
国
北
東
部
）
に
も
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら

く
国
内
の
水
陸
交
通
の
要
衝
に
は
、
国
司
の
舘
が
置
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
近
隣

の
諸
郡
や
諸
郷
か
ら
貢
進
さ
れ
た
公
廨
米
な
ど
の
稲
穀
類
が
舟
運
な
ど
に
よ
り
集
積

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

ひ
る
が
え
っ
て
今
塚
遺
跡
を
考
え
て
み
る
と
、
五
斗
俵
か
ら
米
を
支
給
し
た
こ
と

を
記
録
し
た
と
考
え
ら
れ
る
木
簡
が
出
土
し
て
お
り
（
二
号
木
簡
）、
こ
の
遺
跡
の
周

辺
で
五
斗
俵
が
集
積
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
今
塚
遺
跡
周
辺
の
地
域
が

国
司
の
舘
と
し
て
機
能
し
て
い
た
可
能
性
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
た

だ
、
単
に
数
あ
る
収
納
施
設
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
こ

に
は
書
生
な
ど
の
末
端
官
人
も
多
く
結
集
し
て
お
り
、
内
陸
部
の
政
治
的
拠
点
と
し

て
も
機
能
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
う
し
た
機
能
を
持
つ
舘
の
存
在
が
、
内
陸

国
府
へ
の
移
転
問
題
に
何
ら
か
の
影
響
を
あ
た
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 
お

わ

り

に

　

以
上
、
古
代
出
羽
国
の
交
通
や
交
流
と
い
っ
た
視
点
か
ら
、
出
羽
国
の
形
成
と
出

羽
国
府
の
諸
段
階
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
た
。
北
陸
道
と
東
山
道
、
沿
岸
部
と
内
陸

部
と
い
っ
た
地
域
性
の
変
遷
が
、
古
代
出
羽
国
の
歴
史
的
特
質
を
形
成
し
て
い
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

本
稿
で
は
、
比
較
的
早
い
段
階
か
ら
、
出
羽
国
内
に
お
け
る
南
半
部
内
陸
地
方
が

政
治
的
拠
点
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
た
と
い
う
可
能
性
を
考
え
て
み
た
。
国
府
が
庄

内
地
方
か
ら
内
陸
に
移
る
歴
史
的
意
義
と
し
て
は
、
対
蝦
夷
防
衛
施
設
と
し
て
の
国

府
の
役
割
が
希
薄
化
し
た
こ
と
が
ま
ず
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
陸
奥
国
と
の
連
絡

陸
路
が
整
備
さ
れ
た
り
、
庄
内
地
方
と
の
最
上
川
水
運
が
充
実
し
た
、
と
い
う
よ
う

な
、
交
通
上
の
問
題
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
荘
園
の
増
加
な
ど
に
見
ら

れ
る
、
内
陸
の
生
産
力
の
増
大
と
い
っ
た
事
態
も
想
定
で
き
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に

し
て
も
、
今
後
も
、
内
陸
地
域
の
歴
史
的
変
遷
に
つ
い
て
引
き
続
き
注
目
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。 
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〔
引
用
文
献
〕

『
山
形
県
史　

原
始
・
古
代
・
中
世
編
』

阿
部
明
彦　

二
〇
〇
四　

「
考
古
学
か
ら
見
た
古
代
村
山
郡
の
成
立
と
展
開
」『
最

上
川
文
化
研
究
』
二

植
松
暁
彦　

二
〇
〇
三　

「
今
塚
遺
跡
の
再
検
討
と
そ
の
性
格
に
つ
い
て
」『
研
究

紀
要
』
創
刊
号
、
財
団
法
人
山
形
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

牛
山
佳
幸　

二
〇
〇
〇　

『【
小
さ
き
社
】
の
列
島
史
』
平
凡
社

柏
倉
亮
吉
・
川
崎
利
夫　

一
九
九
一　

「
出
羽
」『
新
修
国
分
寺
の
研
究　

第
三
巻 

東
山
道
と
北
陸
道
』
吉
川
弘
文
館

鐘
江
宏
之　

二
〇
〇
四　

「
書
評
・
平
川
南
著
『
古
代
地
方
木
簡
の
研
究
』」『
木
簡

研
究
』
二
六

川
崎
利
夫　

二
〇
〇
三　

「
置
賜
地
域
に
お
け
る
郡
衙
の
変
遷
に
つ
い
て
」『
米
沢

史
学
』
一
九

木
下
良　

一
九
七
三　

「
印
鑰
社
に
つ
い
て　

― 
古
代
地
方
官
庁
跡
所
在
の
手
掛

か
り
と
し
て 
―
」『
史
元
』
一
七

高
桑
弘
美　

二
〇
〇
四　

「
出
羽
国
－
山
形
県
」『
日
本
古
代
道
路
事
典
』
八
木
書
店

中
村
太
一　

二
〇
〇
三　

「
陸
奥
・
出
羽
地
域
に
お
け
る
古
代
駅
路
と
そ
の
変
遷
」

『
国
史
学
』
一
七
九

平
川
南　

二
〇
〇
三　

『
古
代
地
方
木
簡
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年

平
川
南　

二
〇
〇
四　

「
古
代
越
後
の
磐
船
郡
と
沼
垂
郡　

― 
新
潟
県
中
条
町
屋

敷
遺
跡
出
土
木
簡
か
ら
発
し
て 
―
」『
越
後
佐
渡
の
古
代
ロ
マ
ン　

― 
行
き
交
う

人
々
の
姿
を
求
め
て 
―
』
新
潟
県
立
歴
史
博
物
館

三
上
喜
孝　

二
〇
〇
五　

「「
古
代
の
辺
要
国
と
四
天
王
法
」
に
つ
い
て
の
補
論
」

『
山
形
大
学
歴
史
・
地
理
・
人
類
学
論
集
』
六

村
木
志
伸　

二
〇
〇
四　

「
出
土
文
字
資
料
か
ら
み
た
今
塚
遺
跡
」『
人
面
墨
書
土

器
か
ら
み
た
東
国
の
祭
祀
』

財
団
法
人
山
形
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

一
九
九
四　

『
山
形
県
埋
蔵
文
化
財

セ
ン
タ
ー
調
査
報
告
書
第
７
集　

今
塚
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』

財
団
法
人
山
形
県
埋
蔵
文
化
セ
ン
タ
ー　

一
九
九
五　

『
大
坪
遺
跡
第
２
次
発
掘

調
査
報
告
書
』

財
団
法
人
山
形
県
埋
蔵
文
化
セ
ン
タ
ー　

二
〇
〇
一　

『
山
田
遺
跡
発
掘
調
査
報

告
書
』

須
賀
井
明
子
・
山
口
博
之　

二
〇
〇
四　

「
古
代
出
羽
国
郡
郷
名
『
最
上
』
を
記
す

墨
書
土
器
」『
山
形
考
古
』
七 
― 
四

秋
田
県
教
育
委
員
会
・
秋
田
県
教
育
庁
払
田
柵
跡
調
査
事
務
所
一
九
九
七
『
秋
田

県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
二
六
九
集　

払
田
柵
跡
調
査
事
務
所
年
報
一
九
九
六　

払
田
柵
跡
』

〔
付　
　

記
〕

　

本
稿
は
、
二
〇
〇
四
年
度
山
形
大
学
人
文
学
部
人
文
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
交

易
・
交
流
か
ら
み
た
出
羽
の
歴
史
文
化 
― 
山
形
の
地
域
特
性
の
歴
史
的
形
成
に

関
す
る
フ
ィ
ー
ル
ド
研
究 
―
」
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
研
究
会
の
席

上
で
、
阿
子
島
功
、
岩
田
浩
太
郎
、
菊
地
仁
、
高
橋
良
彰
の
諸
氏
か
ら
有
益
な
ご

意
見
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
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図１　出羽国の駅路（高桑2004）

〔表・古代出羽国略年表〕

図３　日本海沿岸の想定交通路（山形埋文2001） 図２　鶴岡市山田遺跡出土木簡（山形埋文2001）
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図４　今塚遺跡位置図（植松2003）図６　今塚遺跡出土墨書土器（植松2003）

図５　今塚遺跡出土木簡（山形埋文1994）
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図７　今塚遺跡の文字資料（植松2003）
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The Formation and Transition of the Ancient "Dewa-no-kuni":

From the Viewpoint of Trade and Communication

MIKAMI Yoshitaka

（Associate Professor, History & Culture, Cultural System Course）

　This article explores the historical formation and transition of "Dewa-no-kuni" in the Ancient 

period in Japan from the viewpoint of trade and communication. "Dewa-no-kuni" had initially 

belonged to "Hokuriku-do" before it was subsumed under "Tousan-do." This fact suggests that 

"Dewa-no-kuni" had been regarded as the northern borderland by the central government in those 

times. It is also argued that "Dewa-kokufu (local government)," which had been originally settled at 

Shonai district on the Sea of Japan, was transferred to the midland area in the end of the Ancient 

period. It is shown that the Ancient "Dewa-no-kuni" had undergone a complex process of transition 

in its history.
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羽
黒
山
と
い
え
ば
、
月
山
・
羽
黒
山
・
湯
殿
山
と
と
も
に
出
羽
三
山
を
構
成
す
る
修
験

の
山
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
山
岳
修
験
の
霊
場
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
戸
川
安
章
・
岩
鼻
通
明
氏
ら
に
よ
る
近
世
を
中
心
と
し
た
民

俗
学
的
・
地
理
学
的
成
果
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
１

。
他
方
、
伊
藤
清
郎
２

氏
ら
の

歴
史
学
的
研
究
は
、
八
宗
兼
学
の
地
方
有
力
学
問
寺
院
と
し
て
の
姿
に
光
を
当
て
た
。

よ
う
す
る
に
、
羽
黒
山
寂
光
寺
は
、
一
方
で
は
修
験
の
寺
と
し
て
、
他
方
は
、
僧
位
・
僧

官
を
有
す
る
官
僧
３

の
住
む
学
問
寺
と
し
て
の
羽
黒
山
に
注
目
し
て
い
る
。前
者
は
近

世
に
、
後
者
は
古
代
・
中
世
に
注
目
し
た
結
果
と
い
え
る
。
い
ず
れ
の
指
摘
も
、
そ
れ
ぞ

れ
に
説
得
力
あ
る
も
の
で
、
示
唆
に
と
ん
で
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
中
世
の
羽
黒
山
に

注
目
す
る
こ
と
で
、
両
者
を
止
揚
す
る
新
た
な
像
を
提
示
し
た
い
。
よ
り
言
う
な
ら
、

有
力
官
僧
寺
院
か
ら
（
近
世
に
お
い
て
も
、
そ
の
性
格
を
完
全
に
失
う
わ
け
で
は
な
い

が
）、
ど
の
よ
う
に
し
て
修
験
の
寺
に
性
格
を
変
化
さ
せ
て
い
っ
た
の
か
、
見
て
み
よ
う
。

　

し
か
し
、
羽
黒
山
の
中
世
史
は
、
な
ぞ
に
包
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
残
存
す
る
史

料
が
極
端
に
少
な
い
こ
と
に
よ
る
。
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
、
奥
州
・
出
羽
・
佐
渡
・

越
後
・
信
濃
は
羽
黒
権
現
の
敷
地
と
い
わ
れ
、「
西
二
十
四
ヶ
国
は
紀
州
熊
野
三
所
権

現
の
、
九
州
九
ヶ
国
は
彦
山
権
現
の
、
東
三
十
三
ヶ
国
は
羽
黒
山
権
現
の
領
地
だ
」

と
い
わ
れ
た
４

羽
黒
山
の
中
世
史
が
貧
弱
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
は
い
な
い
。

　

た
と
え
ば
、
承
元
三
（
一
二
〇
九
）
年
に
、
羽
黒
山
の
僧
侶
た
ち
が
大
泉
庄
地
頭

大
泉
氏
平
を
所
領
「
千
八
百
枚
」
を
押
領
し
、
羽
黒
山
内
の
事
に
介
入
し
た
と
し
て

鎌
倉
幕
府
に
訴
え
、幕
府
も
羽
黒
山
の
言
い
分
を
認
め
た
５

こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

一
枚
を
一
町
と
す
れ
ば
千
八
百
町
の
所
領
を
有
す
る
地
方
の
巨
大
寺
院
で
あ
っ
た
。

ま
た
、『
太
平
記
』に
見
ら
れ
る
雲
景
未
来
記
の
作
者
雲
景
は
羽
黒
の
山
伏
で
あ
っ
た
６

。

こ
の
よ
う
に
、
中
世
の
羽
黒
山
は
そ
の
存
在
を
日
本
中
に
知
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
中
世
の
羽
黒
山
の
実
態
に
迫
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
。
け
れ

ど
も
、
や
は
り
資
料
の
少
な
さ
は
遺
憾
と
も
し
が
た
い
。
し
か
し
、
幸
い
に
も
今
回
、

以
下
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
二
点
の
新
資
料
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
そ

れ
ら
を
紹
介
し
つ
つ
中
世
の
羽
黒
山
の
実
態
に
迫
ろ
う
。

第
一
章　

新
発
見
の
二
点
の
中
世
文
書

史　

料（
一
）７

　
　
　
　
　
　
　

（
花
押
）

　
　

な 
か
を   
く
へ
い
の
こ
ほ

           

り
の
ち
し
き
た      
う
た        
う

（　
　

中　
　

奥　
　

閉　
　

伊　
　

郡

           

の
事

之　
　

知　
　

識　
　

等　
　

　々
　

）  

さ
な
た

     
（ 

真 

田 

）

の
四
郎 
さ
へ
も
ん 
に
、
今
年
よ
り
し
て 
も
た 
す
る
也
、 
せ
ん
れ
い 
の 

（ 

左 

衛 

門 

） 

（
持
） 

（　

先　

例　

）

 
こ
と
く 
、

（　

如　

）

 

い
き
な
く  
し
よ
や
く 
共 
つ
と
め 
候 
へ
き  
も
の
な
り 
、
亦
き
や
う
こ
ふ

       

も

（　

異　

議　

） 

（　

諸　

役　

） 

（　

勤　

） 

（
可
） 

（　

者　

也　

） 

（　

向　

後　

）

此 
は
ん
き
や
う 
を 
も
た 
さ
ら
ん
物
ハ
、 

ち
し
き
た
う
た
う 
を
ひ 
か

（　

判　

形　

） 

（
持
） 

（　

知　

識　

等　

　々

） 

（
引
）

    

す 
へ
か 
ら
す
、

（
可
）

二
迫 
う
く
ひ
さ
わ 
の
住
人
木 
ほ
と
け 
殿 
も
た 
す
る
也
、
此

（　

鶯　
　
　

沢　

） 

（　

仏　

） 

（
持
）

旨
を
存 
ち 
せ
ら
る 
へ
き 
也

（
知
） 

（
可
）

　
　
　
　
　

康
暦
二
年
十
一
月
十
五
日 

羽
黒
修
験
の
中
世
史
研
究

― 
新
発
見
の
中
世
史
料
を
中
心
に 
―

 
松

尾

剛

次

（
文
化
シ
ス
テ
ム
専
攻
思
想
文
化
領
域
担
当
）
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史　

料（
二
）８

弐
迫 
う
く
ひ 
沢
木
仏
等
先
達
之
者
、
南
大
沢
秋
山
大
夫
殿 
あ
つ
く 
る
分
、
大
沢
、

（　

鶯　

） 

（　

預　

）

ま
つ
は
た
け
、
こ
ほ
り
わ
た
三
郷
也

一
、
柳
目
源
内
二
郎 
あ
つ
く 
る
分
、 

や
な
き
の
め 
の
郷
也

（　

預　

） 

（　

柳　
　

目　

）

一
、
上
方
郷
八
幡
の
祢
宜
殿 
あ
つ
く 
る
分
、 

う
ハ
か 
た
、 

い
つ
み
さ 
は
、 

い
た 

（　

預　

） 

（　

上　

方　

） 

（　

泉　

沢　

） 

（　

板

 
か
さ
き 
、
此
三
郷
也

　

崎　

）

一
、
あ
ね
ハ
も
て
き
の
藤
平
郎 
あ
つ
く 
る
分
、 

あ
ね
ハ 
上
下
郷
な
り

（　

預　

） 

（ 

姉 

歯 

）

一
、
黒
瀬
か
し
ま
の
大
夫
六
郎
ニ 
あ
つ
く 
る
分
、 く
ろ
せ 
、た
る
ま
つ
、上 
く
ろ
せ 
、

（　

預　

） 

（ 

黒 

瀬 

） 

（ 

黒 

瀬 

）

 
し
や
う 
野
也

（ 

城 

生 

）

一
、
鳥
屋
の 
み
こ  
あ
つ
く 
る
分
、 

ふ
く
ろ 
、 

か
た
こ 
沢
、 

し
ま
め
く
り 
、
桜
田
、

（
巫
女
） 

（　

預　

） 

（　

袋　

） 

（ 

片 

子 

） 

（　

島　
　

廻　

）

み
つ
た
ま
、
五
ケ
所
也

今
年
よ
り
し
て
木
仏
可
為
成
敗
候

　
　
　
　
　

応
永
廿
五
年
九
月
四
日　
　

（
花
押
） 

　

史
料（
一
）も（
二
）も
、
い
ず
れ
も
鶴
岡
市
立
図
書
館
郷
土
資
料
室
所
蔵
の
「
羽
黒

山
玉
蔵
坊
文
書
」（
以
後
、「
玉
蔵
坊
文
書
」
と
略
す
）
の
中
か
ら
私
が
見
い
だ
し
た

文
書
で
あ
る
。

　

「
玉
蔵
坊
文
書
」
は
、
平
成
十
五
年
に
真
田
英
明
氏
か
ら
鶴
岡
市
立
図
書
館
郷
土
資

料
室
に
寄
託
さ
れ
た
。
真
田
家
は
、
羽
黒
山
の
妻
帯
修
験
の
ト
ッ
プ
に
立
っ
て
い
た

真
田
氏
の
子
孫
で
あ
る
９

。
承
久
の
乱
に
際
し
て
、
鎌
倉
幕
府
は
真
田
家
久
を
「
所
司

代
」
と
し
て
羽
黒
山
へ
派
遣
し
た
。
真
田
家
久
は
、
乱
の
平
定
後
も
鎌
倉
に
帰
ら
ず
、

奥
州
の
玉
造
郡
を
中
心
と
す
る
霞
場
を
開
拓
し
、
玉
造
坊
と
称
し
た
。
真
田
氏
の
子

孫
が
玉
蔵
坊
で
あ
る　

。
真
田
氏
は
手
向
に
住
ん
で
妻
帯
修
験
の
頂
点
に
立
ち
、種
々

10

の
特
権
を
有
し
た　

。
11

　

史
料（
一
）・（
二
）の
内
容
は
後
述
す
る
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
文
書
は
、
新
発
見
の

文
書
で
、
か
つ
、
最
も
古
い
古
文
書
で
あ
る
。
だ
が
、
調
査
を
進
め
て
行
く
と
、『
宮

城
県
史　

三
〇
』　

や
『
神
道
大
系
出
羽
三
山
神
社
』　

に
、
そ
れ
ら
と
ほ
ぼ
同
じ
文
書

12

13

を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
た
。
す
な
わ
ち
、
宮
城
県
北
部
の
鶯
沢
町
に
所
在
す
る

「
白
鶯
山
文
書
」
と
し
て
豊
田
武
氏
が
は
じ
め
て
紹
介　

さ
れ
た
文
書
と
ほ
ぼ
そ
っ
く

14

り
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
後
述
の
ご
と
く
内
容
か
ら
も
本
来
は
同
一
の
も
の
で
あ
る

と
判
断
さ
れ
る
。
結
論
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
史
料（
一
）・（
二
）は
発
給
者
の
真

田
氏
側
に
遺
さ
れ
た
控
え
と
い
う
べ
き
で
、『
宮
城
県
史　

三
〇
』
や
『
神
道
大
系
』

の
「
白
鶯
山
文
書
」
は
、
権
利
者
側
に
遺
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。

　

し
か
し
、「
白
鶯
山
文
書
」
は
、
残
念
な
こ
と
に
は
昭
和
十
一
年
の
火
災
に
よ
っ
て

焼
失
し
、
東
大
史
料
編
纂
所
に
影
写
本
が
残
る
に
過
ぎ
な
い　

。
ま
た
、
新
発
見
の
史

15

料（
一
）・（
二
）は
虫
食
い
な
ど
が
な
く
、「
白
鶯
山
文
書
」で
判
読
で
き
な
い
文
字
や
、

「
白
鶯
山
文
書
」
の
翻
刻
ミ
ス
な
ど
を
正
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
貴
重
で
あ
る
。

　

さ
て
、
史
料（
一
）は
、
康
暦
二
年
（
一
三
八
〇
）
十
一
月
十
五
日
付
で
、
�
「
な

か
を
く
へ
い
の
こ
ほ
り
の
ち
し
き
た
う
た
う
の
事
」（
中
奥
閉
伊
郡
之
知
識
等
々
事
）

を
、「
さ
な
た
の
四
郎
さ
へ
も
ん
」（
真
田
四
郎
左
衛
門
）
に
今
年
よ
り
所
有
さ
せ
た

事
、
�
そ
の
権
利
を
さ
ら
に
二
迫
の
鶯
沢
住
人
の
木
仏
殿
に
、
真
田
四
郎
左
衛
門
が

史料（一）　「康暦２年11月15日付知識預状」

史料（二）　「応永25年９月４日付霞預状」
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預
け
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
大
き
さ
は
縦
三
二
・
五
×
横
四
三
・
五
セ
ン
チ
で
、

楮
紙
に
書
か
れ
て
い
る
。

　

史
料（
二
）は
、
応
永
二
十
五
（
一
四
一
八
）
年
九
月
四
日
付
け
で
、
木
仏
殿
・
南

大
沢
秋
山
大
夫
殿
・
柳
目
源
内
二
郎
・
上
方
郷
八
幡
の
祢
宜
殿
・
あ
ね
ハ
も
て
き

（
姉
歯
茂
木
）
の
藤
平
郎
・
黒
瀬
鹿
島
大
夫
六
郎
・
鳥
屋
の
巫
女
に
預
け
て
い
た
霞
の

成
敗
権
を
真
田
氏
が
木
仏
殿
に
認
め
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
紙
は
楮
紙
で
、
そ

の
大
き
さ
は
三
二
・
五
×
六
二
・
三
セ
ン
チ
。
二
紙
を
継
い
で
い
る
。

　

な
お
、
史
料（
一
）・（
二
）で
権
利
を
付
与
さ
れ
た
木
仏
殿
と
は
、
先
述
の
白
鶯
氏

の
先
祖
で
、
鶯
沢
の
駒
形
神
社
の
神
主
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る　

。
16

　

そ
れ
ゆ
え
、
史
料（
一
）も（
二
）も
、
十
四
・
十
五
世
紀
の
中
世
羽
黒
修
験
の
霞
支

配
、
と
く
に
宮
城
県
北
部
に
お
け
る
霞
支
配
の
有
り
様
を
知
る
重
要
な
手
が
か
り
と

な
る
貴
重
な
中
世
文
書
と
い
え
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ら
の
「
玉
蔵
坊
文
書
」
の
世
界
を
理
解
す
る
う
え
で
、
す
で
に
知

ら
れ
て
い
る
次
の
二
通
の
中
世
文
書
は
示
唆
に
富
む
。
そ
こ
で
、
次
に
引
用
し
よ
う
。

史　

料（
三
）　
17

　
　
　
　
　
　
　

（
花
押
）

　

三
之
迫
惣
先
達
沢
之
芸
之
守
、
従 
せ
ん
き 
山
号
寺 
か
う 
有
、
是 
よ
つ
て 
、

（ 

先 

規 

） 

（
号
） 

（　

依　

）

 
せ
ん
れ
い 
の 
こ 
と
く
、
五 
ぢ
や
う
け
さ 
・ 
し
き
と
つ 
衣
入
峰
の 
と
も
か
ら 
ハ
於
子

（　

先　

例　

） 

（
如
） 

（　

条　

袈　

裟　

） 

（　

直　

綴　

） 

（　

輩　

）

孫
可
着
者
也

　

一　
 

さ
な
た 
の
四
郎 
さ
へ
も
ん 
た
ね
よ
り
、
此 
は
ん
き
や
う 
を 
も
た
す 
る
な
り
、

（ 

真 

田 

） 

（ 

左 

衛 

門 

） 

（　

判　

形　

） 

（　

持　

）

縦
此
子
孫
成
共
此
判
形
を 
も
た
す 
ハ
、
右
之 
け
さ 
・ 
こ
ろ
も 
着
へ
か
ら
す
、
仍
之

（ 

持 

ず 

） 

（
袈
裟
） 

（　

衣　

）

状
如
件

　
　
　
　
　

康
暦
二
年
十
一
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

沢
ノ
き
の
か
み 

史　

料（
四
）　
18

　

三
之
迫
惣
先
達
沢 
き
た
か
ん 
成
沢
の
、
き
の
か
み 
も
た
す 
る 
か
す
み 
の
事
、

（　

北　

金　

） 

（　

持　

） 

（　

霞　

）

　
 

み
た
と
り 
・ 
あ
か
い
ち
こ 
・ 
ふ
し
わ
た
と 
・ 
す
へ
の 
・ 
あ
り
か
べ 

（ 

御 

田 

鳥 

） 

（　

赤　
　

兒　

） 

（　

藤　

渡　

戸　

） 

（ 

末 

野 

） 

（　

有　

壁　

）

　

右
六
ケ
所
於
代
 々

か
す
み 
た
る
へ
し
、 

せ
ん
れ
い 
よ
り 
あ
り  
き
た
る 
や
う
ニ
、

（　

霞　

） 

（　

先　

例　

） 

（
在
） 

（　

来　

）

 
し
お
き
と
う 
、
可
被
仕
候
、
為
其
判
形
相
渡
置
候
、
仍
之
状
如
件

（　

仕　

置　

等　

）

　
　
　
　
　
　

応
永
二
十
年
九
月
七
日　

（
花
押
）

　

史
料（
三
）は
、
三
迫
（
現
在
の
金
成
町
）
に
所
在
し
た
清
浄
院
の
文
書
の
一
つ
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
内
容
は
、
康
暦
二
（
一
三
八
〇
）
年
十
一
月
十
五
日
付
で
、
三

迫
の
惣
先
達
沢
之
芸
之
守
（
金
成
沢
紀
伊
守
宥
義
）
に
対
し
て
、
そ
の
子
孫
が
入
峰

す
る
際
、
先
例
の
よ
う
に
五
条
袈
裟
と
直
綴
を
着
る
こ
と
を
許
可
し
、
そ
の
証
明
を

授
与
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

史
料
（
四
）
は
、
応
永
二
十
（
一
四
一
三
）
年
九
月
七
日
付
で
、
三
迫
の
惣
先
達

沢
之
芸
之
守
（
金
成
沢
紀
伊
守
宥
義
）
に
対
し
て
、
先
例
に
ま
か
せ
て
御
田
鳥
（
現
、

若
柳
町
）、
赤
兒
、
藤
渡
戸
、
末
野
、
有
壁
（
以
上
、
現
、
金
成
町
）
な
ど
六
所
（
一

箇
所
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
は
金
成
で
あ
る　

）
の
霞
支
配
を
認
め
て
い
る
。

19

　

史
料（
三
）・（
四
）と
史
料（
一
）・（
二
）と
を
写
真
な
ど
で
比
較
す
る
と
、「
花
押
」

を
異
に
す
る
。
し
か
し
、
発
給
者
は
真
田
（
種
頼
カ
）
の
は
ず
で
あ
る　

。
ま
た
、
史

20

料（
一
）と
史
料（
三
）は
同
一
日
付
で
出
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

　

史
料（
四
）は
、
あ
り
ふ
れ
た
霞
の
安
堵
状
で
あ
る
が
、
史
料（
三
）は
非
常
に
め
ず

ら
し
い
内
容
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
内
容
を
理
解
す
る
う
え
で
次
の
「
安
永
風
土

記
」　

の
清
浄
院
に
関
す
る
記
事
は
参
考
に
な
る
。

21

史　

料（
五
）　
22

（
中
略
）
北
金
成
澤
と
申
所
ニ
住
居
仕
候
、
文
和
年
中
社
家
職
奉
幣
仕
修
験
と
相
成
、

永
和
二
年
ニ
帰
国
仕
、
八
幡
社
金
田
寺
と
申
候
天
台
寺
跡
ニ
被
移
、
右
寺
号
相
名
乗
、

康
暦
二
年
七
月
羽
黒
山
ニ
入
峰
仕
、寺
号
御
免
被
成
八
幡
山
金
田
寺
紀
伊
守
宥
義
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と
称
、
補
任
頂
戴
仕
、
同
十
一
月
十
五
日
三
迫
惣
先
達
ニ
被
仰
候
、
往
古
よ
り
寺

山
号
茂
有
之
候
ニ
付
、
子
孫
代
ニ
初
入
峰
よ
り
第
一
六
度
昇
進
法
印
官
之
衣
躰

五
条
袈
裟
直
綴
衣
入
峰
よ
り
御
免
被
成
下
天
台
寺
跡
之
任
先
例
ニ
而
永
々
着
用

可
仕
旨
羽
黒
一
山
之
御
目
代
真
田
四
郎
左
衛
門
尉
種
頼
御
真
筆
御
印
証
被
下
候

　

史
料（
五
）の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
金
田
社
の
神
主
清
原
成
隆
よ
り
一
二

代
目
に
あ
た
る
紀
伊
守
行
隆
ま
で
、
北
金
成
澤
と
申
所
に
住
ん
で
い
た
。
行
隆
は
、

文
和
年
中
（
一
三
五
二 
― 
五
六
）
に
社
家
に
奉
仕
し
つ
つ
も
、
修
験
と
な
り
、
永
和

二
（
一
三
七
六
）
年
に
は
帰
国
し
て
、
八
幡
社
金
田
寺
と
申
す
天
台
寺
の
跡
に
移
っ

た
。
金
田
寺
と
い
う
寺
号
を
名
乗
り
、
康
暦
二
（
一
三
八
〇
）
年
七
月
羽
黒
山
に
入

峰
し
、
寺
号
を
許
可
さ
れ
、
八
幡
山
金
田
寺
紀
伊
守
宥
義
と
称
、
補
任
を
頂
戴
し
た
。

同
十
一
月
十
五
日
三
迫
惣
先
達
に
仰
せ
ら
れ
た
。
往
古
よ
り
寺
号
も
山
号
も
有
る
の

で
、
子
孫
の
代
に
は
初
入
峰
よ
り
十
六
才
で
の
得
度
、
昇
進
、
法
印
官
の
衣
躰
で
あ

る
五
条
袈
裟
・
直
綴
衣
を
入
峰
よ
り
許
可
さ
れ
た
。
天
台
寺
跡
の
先
例
に
任
せ
、
五

条
袈
裟
・
直
綴
衣
を
永
く
着
用
す
る
よ
う
、
羽
黒
一
山
の
御
目
代
で
あ
る
真
田
四
郎

左
衛
門
尉
種
頼
か
ら
の
御
真
筆
の
御
印
証
を
下
さ
れ
た
。

　

す
な
わ
ち
、
こ
の
「
安
永
風
土
記
」
は
、
史
料（
三
）の
内
容
を
補
足
し
て
い
る
。

宛
名
の
「
沢
き
の
か
み
」
と
は
、
清
原
紀
伊
守
行
隆
の
こ
と
で
、
行
隆
は
康
暦
二
年

七
月
に
羽
黒
山
に
登
っ
て
入
峰
し
、
八
幡
山
金
田
寺
紀
伊
守
宥
義
と
称
し
、
同
年
十

一
月
十
五
日
に
は
三
迫
惣
先
達
と
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
在
は
伝
わ
っ
て
い
な
い

が
、
真
田
種
頼
が
、
八
幡
山
金
田
寺
紀
伊
守
宥
義
を
康
暦
二
年
十
一
月
十
五
日
付
で

三
迫
惣
先
達
に
任
命
し
た
史
料
の
存
在
も
推
測
さ
れ
る
。

　

と
く
に
、
こ
こ
で
は
三
迫
惣
先
達
八
幡
山
金
田
寺
紀
伊
守
宥
義
（
清
原
行
隆
）
が
、

文
和
年
中
（
一
三
五
二 
― 
五
六
）
に
修
験
と
な
り
、
康
暦
二
年
七
月
に
羽
黒
山
に

登
っ
て
入
峰
し
て
い
る
よ
う
に
、
羽
黒
山
の
修
験
の
教
線
が
南
北
朝
期
に
宮
城
県
北

部
に
及
ん
で
い
た
点
に
注
意
を
喚
起
し
た
い
。
以
上
を
踏
ま
え
て
史
料（
一
）・（
二
）

を
見
直
し
て
み
よ
う
。 

第
二
章　

新
発
見
史
料
の
語
る
も
の

　

ま
ず
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
発
給
者
で
あ
る
真
田
四
郎
左
衛
門
で
あ
る
。
史
料

（
三
）の
解
釈
を
通
じ
て
、
史
料（
一
）は
、
史
料（
三
）と
同
一
年
月
日
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
真
田
四
郎
左
衛
門
は
、
真
田
た
ね
よ
り
（
種
頼
カ
）
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
、
史
料（
一
）か
ら
、
真
田
種
頼
は
、「
な
か
を
く
へ
い
の
こ
ほ
り
の
ち
し
き
た
う

た
う
の
事
」（
中
奥
閉
伊
郡
之
知
識
等
々
事
）
の
権
利
を
、
康
暦
二（
一
三
八
〇
）年
に
持
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
れ
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
中
奥
と
い
う

の
は
、
岩
手
南
部
か
ら
宮
城
県
北
部
を
指
し
、
閉
伊
郡
に
二
迫
・
三
迫
な
ど
も
入
る　

。
23

　

と
こ
ろ
で
、「
ち
し
き
と
う
と
う
」
と
い
う
の
は
、「
地
敷
堂
塔
」
と
か
に
当
て
る
説

も
あ
る
が
、
一
応
、「
知
識
等
々
」
と
し
て
、
霞
と
同
義
と
考
え
ら
れ
て
き
た　

。
す
な

24

わ
ち
、修
験
の
縄
張
り
の
一
種
と
さ
れ
て
き
た
。周
知
の
よ
う
に
、修
験
者
た
ち
は
、領

域
を
極
め
て
、
そ
の
域
内
の
檀
那
へ
の
守
札
の
配
布
や
檀
那
を
率
い
て
の
羽
黒
参
拝
、

宿
坊
手
配
な
ど
の
権
利
を
有
し
、
そ
の
領
域
を
霞
と
か
檀
那
場
と
呼
ん
で
い
た
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
史
料（
一
）の
知
識
を
霞
と
同
義
と
す
る
説
も
説
得
力
を
有
す
る
が
、

疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
史
料（
四
）で
は
、
応
永
二
十
（
一
四

一
三
）
年
九
月
七
日
付
で
、
真
田
氏
が
「
霞
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
同
一
人
が
、
同
一
地
域
内
の
権
利
を
、
別
の
表
現
を
使
っ
た
と
す
れ
ば
、
別

の
内
容
を
示
し
て
い
る
可
能
性
も
捨
て
き
れ
な
い
。

　

と
く
に
、
真
田
氏
が
有
し
て
い
た
権
利
は
、
史
料（
三
）か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
五

条
袈
裟
と
直
綴
の
着
用
許
可
権
も
含
ん
で
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
康
暦
二
年
に
真
田
氏

に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
の
は
、
霞
支
配
の
み
な
ら
ず
、
五
条
袈
裟
と
直
綴
の
着
用
許

可
権
も
含
む
広
い
権
限
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
知
識
」
と
い
っ
た
表
現
が
な
さ
れ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
真
田
四
郎
左
衛
門
に
つ
い
て
は
、「
白
鶯
山
文
書
」
の
分
析
に
よ

り
、
こ
れ
ま
で
私
が
指
摘
し
て
き
た
羽
黒
山
の
真
田
氏
で
は
な
く
、
在
地
の
人
物
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
羽
黒
山
の
真
田
氏
は
本
家
（
真
田
七
郎
左

― (24) 253 ―
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衛
門
家
）
も
分
家
（
同
式
部
家
）
も
栗
原
郡
や
閉
伊
郡
に
は
霞
を
持
っ
て
い
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
る　

。
25

　

だ
が
、
今
回
私
が
見
い
だ
し
た
史
料（
一
）・（
二
）が
、
真
田
七
郎
左
衛
門
家
の
子

孫
の
玉
蔵
坊
に
伝
来
し
た
事
実
自
体
、
従
来
知
ら
れ
て
い
た
「
白
鶯
山
文
書
」
に
見

ら
れ
た
真
田
左
衛
門
が
、
羽
黒
妻
帯
修
験
の
ト
ッ
プ
に
立
つ
真
田
氏
の
先
祖
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
よ
う
。

　

し
か
も
、
従
来
、
知
ら
れ
て
い
る
羽
黒
山
の
霞
関
係
の
史
料
の
中
に
次
の
よ
う
な

注
目
す
べ
き
史
料
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

史　

料（
六
）　
26

　
　
　
　

證
文
之
事

一
、
奥
州
南
部
之
内

 

　

閉
伊
四
拾
八
郷

一
、
同　

大
島
之
内

 

　

遠
島
六
拾
六
郷　

石 
こ
ち 　

石
之
森
迄

（ 

越 

）

一
、
同　

葛
西
之
内

 

　
 

小 
鹿
三
拾
三
郷

（
男
）

 

　

二
ノ
迫
四
十
八
郷

 

右
者
無
残
處
、
御
師
・
在
庁
役

一
、
同　

葛
西
之
内

 

　

気
仙　

本
吉　

壱
ノ
迫　

三
ノ
迫　

無
能

　

右
者
無
残
處
、
在
庁
役

先
規
之
通
相
違
有
間
敷
も
の
也

寛
文
十
三
癸
丑 

九
月
廿
五
日

　
　
　
　
　

羽
黒
山
執
行
尊
重
院
圭
海

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 

在
廳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

真
田
七
郎
左
衛
門 

　

史
料（
六
）は
、
寛
文
十
三
（
一
六
七
三
）
年
九
月
二
十
五
日
付
で
、
羽
黒
山
執
行

尊
重
院
圭
海
が
、
在
庁
真
田
七
郎
左
衛
門
に
陸
奥
国
内
に
あ
る
霞
の
権
限
（
在
庁

役
・
御
師
役
に
区
分
さ
れ
る
）
を
「
先
規
の
と
お
り
」
与
え
た
も
の
で
あ
る
。
尊
重

院
圭
海
は
、
将
軍
家
継
の
生
母
、
宝
樹
院
増
山
氏
の
弟
で
あ
る
。
史
料（
六
）が
出
さ

れ
た
背
景
に
は
、
以
下
の
事
情
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
寛
文
十
一
（
一
六
七
一
）

年
に
、
奥
州
南
部
領
内
の
本
山
派
修
験
、
大
徳
院
・
安
楽
院
・
一
明
院
ら
三
人
が
、

本
山
派
の
霞
で
あ
る
南
部
領
内
の
羽
黒
修
験
が
本
山
派
の
支
配
に
従
わ
な
い
の
は
、

公
儀
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
も
の
だ
と
幕
府
に
訴
え
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
圭
海
は

直
ち
に
答
弁
書
を
提
出
し
て
抗
議
し
、一
山
の
役
僧
を
上
府
さ
せ
て
法
廷
で
争
っ
た　

。
27

す
な
わ
ち
、
奥
州
の
霞
支
配
に
動
揺
が
走
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
圭
海
は
真

田
氏
に
安
堵
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
史
料（
六
）に
見
え
る
在
庁
役
と
い
う

の
は
、
守
札
の
発
行
権
、
霞
内
に
居
住
す
る
修
験
に
対
す
る
支
配
権
や
宿
坊
権
で
あ

り
、
御
師
役
と
い
う
の
は
、
配
札
や
山
先
達
を
内
容
と
す
る　

。
28

　

そ
し
て
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
真
田
七
郎
左
衛
門
に
安
堵
さ
れ
た
霞
の
領
域
内
に
、

史
料（
一
）・（
二
）の
領
域
が
含
ま
れ
る
「
二
ノ
迫
四
十
八
郷
」
や
、
史
料（
三
）・（
四
）

の
領
域
で
あ
る
「
三
ノ
迫
」
な
ど
が
入
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
ま
た
、「
先
規
の
と
お

り
」
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
権
利
は
以
前
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
寛
文

十
三
年
以
前
に
、
真
田
七
郎
左
衛
門
は
、
栗
原
郡
な
ど
に
霞
を
有
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
従
来
は
、
史
料（
一
）・（
二
）が
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
中
世
に
お
け

る
真
田
氏
に
よ
る
霞
支
配
が
疑
問
視
さ
れ
て
き
た　

。
だ
が
、
近
世
の
、
そ
う
し
た
権

29

利
こ
そ
は
、
史
料（
一
）―（
四
）に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
真
田
四
郎
左
衛
門
の
権
利
に
ま

で
遡
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
従
来
の
指
摘
に
は
従
え
な
い
。

　

次
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
霞
の
範
囲
で
あ
る
。
史
料（
二
）に
よ
り
、
応
永
二
十
五

（
一
四
一
八
）
年
段
階
に
お
い
て
木
仏
殿
が
ど
の
範
囲
の
霞
を
成
敗
す
る
こ
と
に

な
っ
た
か
が
わ
か
る
。
と
く
に
、
木
仏
殿
は
惣
先
達
と
し
て
複
数
の
先
達
を
、
霞
支

配
を
通
じ
て
、
配
下
に
入
れ
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
中
世
鶯
沢

で
の
羽
黒
山
の
霞
支
配
は
、

― (25) 252 ―
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真
田
氏 
―
― 
木
仏
殿 　
　
 

秋
山
大
夫
殿

　
　
　
 　
　
 　
　
　
 　
　
 

柳
目
源
内
二
郎

　
　
　
 　
　
 　
　
　
 　
　
 

あ
ね
ハ
も
て
き
（
姉
歯
茂
木
）

　
　
　
 　
　
 　
　
　
  

　
　
　
 　
　
 　
　
　
 　
　
 

の
藤
平
郎

　
　
　
 　
　
 　
　
　
 　
　
 

黒
瀬
か
し
ま
の
大
夫
六
郎

　
　
　
 　
　
 　
　
　
 　
　
 

鳥
屋
の
み
こ
（
巫
女
）

と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

と
す
れ
ば
、
羽
黒
山
（
真
田
氏
）
―
― 
惣
先
達
（
木
仏
殿
）
―
― 
先
達
（
秋
山
大

夫
殿
ほ
か
）
―
― 
一
般
の
道
者
と
い
う
関
係
が
想
定
さ
れ
る
。
史
料（
三
）・（
四
）で

触
れ
た
三
迫
の
宥
義
も
惣
先
達
と
し
て
、
他
の
先
達
を
配
下
に
い
れ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
。

　

先
述
の
よ
う
に
、
木
仏
氏
は
白
鶯
氏
の
先
祖
で
、
鶯
沢
の
駒
形
神
社
の
神
主
で
も

あ
っ
た
。
先
達
の
上
方
氏
は
留
守
氏
の
家
臣
で
、
南
北
朝
期
の
吉
良
・
畠
山
の
合
戦

で
功
を
挙
げ
、
二
迫
の
三
国
郷
を
賜
り
、
上
方
氏
の
祖
と
な
っ
た
人
物
の
子
孫
と
考

え
ら
れ
、
二
迫
八
幡
の
岩
崎
八
幡
社
神
官
で
も
あ
っ
た　

。
他
の
秋
山
氏
、
柳
目
氏
、

30

茂
木
氏
、
黒
瀬
氏
、
鳥
屋
氏
な
ど
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
一
面
に

お
い
て
、
神
官
あ
る
い
は
巫
女
で
も
あ
る
先
達
（
修
験
）
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る　

。
31

　

と
こ
ろ
で
、
史
料（
二
）に
見
え
る
霞
を
地
図
に
落
と
し
て
み
た
の
が
図
で
あ
る
。

図
に
よ
れ
ば
、
現
在
の
鶯
沢
町
、
栗
原
町
、
一
迫
町
な
ど
に
わ
た
っ
て
い
る
。
と
く
に
、

二
迫
川
沿
い
の
袋
、
島
廻
、
桜
田
・
泉
沢
・
黒
瀬
な
ど
や
、
熊
川
沿
い
の
栗
原
・
姉

歯
な
ど
、
長
崎
川
沿
い
の
柳
目
な
ど
、
川
沿
い
に
展
開
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
先
述
し
た
、
史
料（
四
）の
三
迫
の
惣
先
達
金
成
沢
紀
伊
守
宥
義
の
霞
の
場

合
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
赤
兒
、
藤
渡
戸
、
末
野
、
有
壁
な
ど
は
近
世
の
村
名
で
、
中

世
で
は
郷
名
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る　

。
金
成
、
御
田
鳥
は
三
迫
川
沿
い
に
、
赤
兒
、

32

藤
渡
戸
、
末
野
は
金
流
川
沿
い
に
、
有
壁
は
有
馬
川
沿
い
の
地
で
あ
る　

（
図
参
照
）。

33

　

す
な
わ
ち
、
羽
黒
修
験
の
霞
の
展
開
も
河
川
を
利
用
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

交
通
の
発
達
が
十
分
で
は
な
か
っ
た
中
世
に
お
い
て
、
陸
路
よ
り
も
海
上
・
河
川
交

通
の
方
が
大
い
に
重
要
な
意
味
を
有
し
て
い
た
が
、
羽
黒
修
験
も
河
川
交
通
を
利
用

し
て
、
霞
支
配
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
す
く
な
く
と
も
、
そ
う
し

た
川
沿
い
に
中
世
村
落
が
展
開
し
、
霞
が
設
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

 
お

わ

り

に

　

以
上
、
新
発
見
の
二
点
の
中
世
文
書
の
紹
介
し
、
既
知
の
二
点
の
中
世
文
書
も
援

用
し
つ
つ
、
中
世
に
お
け
る
羽
黒
修
験
の
霞
場
と
の
関
係
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
注

目
さ
れ
る
の
は
、
二
迫
の
木
仏
殿
や
三
迫
の
宥
義
の
よ
う
に
、
南
北
朝
期
に
羽
黒
修

験
の
配
下
に
入
っ
て
い
く
人
々
の
存
在
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
世
に
お
い
て
羽
黒

山
に
よ
る
里
修
験
（
地
域
修
験
）
の
組
織
化
が
窺
わ
れ
る
。

　

従
来
、
羽
黒
修
験
と
い
え
ば
、
近
世
が
思
い
出
さ
れ
が
ち
で
あ
る　

が
、
中
世
、
と

34

く
に
南
北
朝
期
に
、
羽
黒
山
に
よ
る
里
修
験
の
組
織
化
が
な
さ
れ
て
い
た
の
は
確
実

で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
初
期
ま
で
の
羽
黒
山
は
、
地
方
有
力
官
僧
寺
院
、
鎌
倉
幕
府
祈

祷
所
と
し
て
幕
府
の
保
護
を
受
け
て
い
た
が
、
鎌
倉
末
期
か
ら
南
北
朝
期
に
は
、
鎌

倉
末
・
南
北
朝
期
の
動
乱
に
よ
っ
て
、
地
方
武
士
に
よ
る
寺
領
の
押
領
が
続
い
た
。

そ
う
し
た
結
果
、
羽
黒
山
は
修
験
の
霞
支
配
に
一
層
力
を
入
れ
、
地
方
の
霞
の
開
拓

に
努
め
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

た
と
え
ば
、
本
文
で
論
じ
た
三
迫
惣
先
達
八
幡
山
金
田
寺
紀
伊
守
宥
義
の
ケ
ー
ス

も
そ
う
で
あ
っ
た
し
、
三
迫
有
賀
村
の
羽
黒
派
大
昌
院
の
場
合
も
、
永
和
年
中
（
一

三
七
五 
― 
七
九
）
に
衰
退
し
た
普
養
教
寺
が
、
明
徳
元
（
一
三
九
〇
）
年
に
羽
黒
派

修
験
の
院
と
し
て
再
興
さ
れ
た
と
い
う　

。
二
迫
の
栗
原
村
の
和
合
院
も
明
徳
四
（
一

35

三
九
三
）
年
に
羽
黒
派
の
院
と
し
て
、
再
興
さ
れ
た　

。
よ
り
古
い
事
例
と
し
て
は
、

36

三
迫
沢
部
に
あ
っ
た
羽
黒
派
の
教
学
院
は
、
但
馬
国
の
鈴
木
重
長
（
一
三
二
一
年
死

去
）
が
、
文
永
八
（
一
二
七
一
）
年
に
但
馬
国
を
出
て
諸
国
修
行
し
、
当
地
に
来
て

修
験
と
し
て
、
安
聖
院
重
亮
と
な
っ
て
（
教
学
院
を
）
建
て
た　

と
い
う
。
す
な
わ
ち
、

37

鎌
倉
後
期
に
三
迫
の
羽
黒
修
験
化
が
見
い
だ
せ
る
。
さ
ら
に
、
先
述
の
よ
う
に
、
真

― (27) 250 ―



羽黒修験の中世史研究 ―― 松尾

田
氏
の
先
祖
自
身
も
鎌
倉
期
に
奥
州
の
玉
造
郡
を
中
心
と
す
る
霞
場
を
開
拓
し
、
玉

造
坊
と
称
し
た
。
名
取
の
熊
野
神
宮
も
、
南
北
朝
期
に
は
羽
黒
修
験
の
拠
点
で
あ
っ

た
可
能
性
も
あ
る
と
い
う　

。
38

　

そ
れ
ゆ
え
、
鎌
倉
後
期
か
ら
南
北
朝
期
こ
そ
は
、
羽
黒
修
験
の
東
北
地
域
へ
の
展

開
期
と
捉
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
雲
景
が
貞
和
五
（
一
三
四
九
）
年

に
「
未
来
記
」
を
朝
廷
（
北
朝
）
に
提
出
し
た
話
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
そ
の
範
囲
は
、

関
西
に
ま
で
も
及
ん
で
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
近
世
に
な
る
と
、
江
戸
幕
府
が
修
験
を
本
山
派
と
当
山
派
に
帰
属
さ

せ
よ
う
と
し
た
た
め
に
、
羽
黒
修
験
は
、
本
山
派
や
当
山
派
の
修
験
の
勢
力
拡
大
に

押
さ
れ
、
羽
黒
山
は
関
東
以
北
の
修
験
本
山
と
し
て
勢
力
圏
を
制
限
さ
れ
て
い
っ
た
。

そ
の
最
た
る
も
の
は
、
貞
享
元
（
一
六
八
四
）
年
の
幕
府
裁
定
で
あ
る
。
天
和
元

（
一
六
八
一
）
年
に
は
、
仙
台
の
良
覚
院
（
本
山
派
）
か
ら
、
牡
鹿
・
志
田
・
玉
造
・

遠
田
・
登
米
・
桃
生
・
栗
原
・
磐
井
・
本
吉
・
気
仙
・
江
刺
・
胆
沢
の
十
二
郡
は
、

聖
護
院
宮
の
許
状
に
よ
っ
て
わ
れ
ら
の
霞
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
中
に
居
住
す
る
か
ら

に
は
羽
黒
山
伏
と
い
え
ど
も
、
わ
れ
ら
に
役
銭
を
納
め
る
べ
き
で
あ
る
の
に
、
そ
れ

を
怠
る
の
は
不
届
き
だ
と
申
し
か
け
る
事
件
が
起
こ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
羽
黒

山
は
幕
府
に
訴
え
た
が
、
貞
享
元
年
に
は
羽
黒
山
伏
で
本
山
派
の
霞
場
に
居
住
す
る

者
は
本
山
派
の
年
行
事
の
支
配
を
受
け
よ
と
の
裁
定
が
下
っ
た　

。
こ
の
よ
う
に
本

39

山
派
に
押
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
史
料（
二
）で
出
て
き
た
羽
黒
派
修
験
の

霞
場
で
あ
っ
た
三
迫
鳥
屋
に
も
、本
山
派
の
修
験
寺
院
が
で
き
て
い
る　

。
こ
の
よ
う

40

に
、
近
世
は
、
羽
黒
修
験
の
勢
力
が
制
約
さ
れ
て
い
く
時
期
（
江
戸
は
別
と
し
て
）

と
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
仮
説
を
提
起
し
て
本
稿

を
お
え
よ
う
。 

１　

戸
川
安
章
『
羽
黒
山
山
伏
と
民
間
信
仰
』（
ふ
み
や
書
店
、
一
九
五
〇
）、『
修
験

道
と
民
俗
』（
岩
崎
美
術
社
、
一
九
七
二
）、『
出
羽
三
山
の
ミ
イ
ラ
』（
中
央
書
院
、

一
九
七
四
）、『
新
版
出
羽
三
山
修
験
道
の
研
究
』（
佼
成
出
版
社
、
一
九
九
一
）。

ま
た
、
戸
川
氏
の
研
究
の
集
大
成
と
も
い
う
べ
き
三
山
関
係
の
資
料
集
『
神
道
大

系
神
社
編　

三
二　

出
羽
三
山
』（
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
七
二
）
や
『
羽
黒
町

史　

上
巻
』（
羽
黒
町
、
一
九
九
一
）
が
出
て
い
る
。
岩
鼻
通
明
『
出
羽
三
山
信
仰

の
歴
史
地
理
学
的
研
究
』（
名
著
出
版
、
一
九
九
二
）。

２　

伊
藤
清
郎
『
霊
山
と
信
仰
の
世
界
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
）。
入
間
田
宣

夫
「
中
世
庄
内
の
文
化
と
教
育
」（『
山
形
県
地
域
史
研
究　

八
』、
一
九
八
三
）
は

羽
黒
山
を
総
合
大
学
と
位
置
づ
け
る
な
ど
興
味
ぶ
か
い
。

３　

官
僧
と
は
官
僚
僧
の
こ
と
。
官
僧
に
つ
い
て
は
拙
著
『
新
版
鎌
倉
新
仏
教
の
成

立
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
）
な
ど
参
照
。

４　

『
羽
黒
町
史
、
上
巻
』（
前
注
１
）、
三
七
〇
頁
。

５　

『
吾
妻
鏡
』
承
元
三
年
五
月
五
日
条
。

６　

「
雲
景
未
来
記
事
」『
太
平
記　

三
』
巻
二
七
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
）
五
九
頁
。

７　

鶴
岡
市
立
図
書
館
郷
土
資
料
室
所
蔵
「
玉
蔵
坊
文
書
」。
二
〇
〇
四
年
十
月
七
・

八
日
、
二
〇
〇
五
年
一
月
二
十
一
・
二
十
二
日
に
鶴
岡
市
立
図
書
館
郷
土
資
料
室

に
行
き
羽
黒
山
関
係
資
料
を
調
査
し
た
。
そ
の
際
、「
羽
黒
山
玉
蔵
坊
文
書
」
を
閲

覧
し
た
。
本
調
査
の
際
に
鶴
岡
市
立
図
書
館
郷
土
資
料
室
の
方
々
に
お
世
話
に

な
っ
た
。

８　

前
注
７
と
同
じ
。

９　

鶴
岡
市
立
図
書
館
郷
土
資
料
室
の
秋
保
良
氏
と
星
野
正
紘
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

　
　

真
田
氏
に
つ
い
て
は
『
羽
黒
町
史　

上
巻
』（
前
注
１
）
三
七
一 
― 
三
七
六
頁

10
な
ど
参
照
。
家
は
、
二
階
付
き
の
長
屋
門
を
許
さ
れ
た
。
真
田
様
の
三
町
歩
屋
敷

と
称
せ
ら
れ
、
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
宅
地
と
、
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
地
続
き
の
山
が

あ
っ
た
。
亀
井
町
（
荒
町
と
も
い
う
）
の
天
羽
家
と
大
川
家
と
の
間
を
西
に
入
る

小
路
を
入
っ
た
つ
き
あ
た
り
に
二
階
建
て
の
長
屋
門
が
あ
っ
た
。
羽
黒
山
の
修
験
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者
は
、
後
継
者
と
な
る
長
男
が
生
ま
れ
る
と
、
そ
の
出
生
を
別
当
に
申
告
し
て
認

証
を
受
け
る
手
続
き
（
大
業
）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
玉
蔵
坊
の
長
男

は
、
こ
の
手
続
き
が
済
む
と
、
十
五
歳
で
入
峰
修
業
を
す
る
と
き
に
は
、
二
回
以

上
入
峰
し
た
度
位
の
資
格
を
も
つ
者
と
同
じ
服
装
を
つ
け
て
、
小
木
先
達
の
次
席

に
着
座
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
本
来
な
ら
ば
隠
居
で
も
し
な
い
か
ぎ
り
一
生
勤
め

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
本
社
の
堂
番
を
、
酒
一
升
五
合
・
豆
腐
二
丁
・
銭
二
百
文
を
納

め
れ
ば
、
三
年
だ
け
勤
め
る
と
、
あ
と
は
勤
め
な
く
と
も
よ
か
っ
た
。
そ
の
か
わ

り
、
冬
峰
の
修
業
を
勤
め
る
二
人
の
長
老
山
伏
が
、
修
行
な
か
ば
で
死
亡
す
る
よ

う
な
こ
と
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
い
や
お
う
な
く
そ
の
日
か
ら
、
そ
の
人
物
の
代

役
を
務
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
羽
黒
山
の
祭
礼
日
に
境
内
へ
茶
店

や
見
世
物
小
屋
を
だ
し
、
賭
場
を
開
こ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
家
の
許
可
を
う
け

場
所
代
を
お
さ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
　

真
田
氏
の
特
権
に
つ
い
て
は
、
戸
川
安
章
『
出
羽
修
験
の
修
行
と
生
活
』（
佼
成

11
出
版
社
、
一
九
九
三
）
五
七
・
五
八
頁
参
照
。

　
　

『
宮
城
県
史　

三
〇
』（
宮
城
県
、
一
九
六
五
）
二
七
八
・
二
八
七
頁
。

12
　
　

『
神
道
大
系
神
社
編　

三
二　

出
羽
三
山
』（
前
注
１
）
五
四
二 
― 
五
四
四
頁
。

13
　
　

『
豊
田
武
著
作
集
八　

日
本
の
封
建
制
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
）
四
五
七
・

14
四
五
八
頁
。

　
　

東
大
史
料
影
写
本
「
白
鶯
山
文
書
」（
架
蔵
番
号
三
〇
七
一
、
二
三 
― 
一
七
）

15
に
は
、
木
仏
が
自
分
の
霞
場
を
書
き
上
げ
た
文
書
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
、「
一
、
南

大
沢
秋
山
大
夫
（
中
略
）、
一
、
鳥
屋
の
み
こ
（
中
略
）」
以
下
の
部
分
に
続
い
て
、

「
一
木
佛
自
分
、
も
ん
ち
（
文
字
）、
新
田
、
大
は
た
、
い
な
せ
き
、
飯
土
井
、
大
と
り
、

か
ミ
ま
ね
う
し
（
上
真
根
牛
）、
下
ま
ね
う
し
（
下
真
根
牛
）、
く
り
は
ら
（
栗
原
）、

と
み
、
い
り
さ
ハ
、
あ
き
の
り
（
秋
乗
）、
や
き
さ
ハ
、
う
く
い
さ
わ
（
鶯
沢
）、

高
松
、
太
田
、
い
り
さ
、
大
坪
、
い
上
十
五
ヶ
所
也
、 

都
合
三
十
五
ヶ
所
也
、

木
佛
（
花
押
）」（
丸
括
弧
の
部
分
は
松
尾
の
注
記
）
と
、
木
仏
殿
の
持
ち
分
の
霞

も
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
文
書
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
。

　
　

『
鶯
沢
町
史
』（
鶯
沢
町
史
編
纂
委
員
会
、
一
九
七
八
）
一
七
二
頁
。
鶯
沢
の
現

16
地
調
査
に
際
し
て
、
坂
田
啓
氏
の
ご
教
示
・
ご
協
力
を
得
た
。

　
　

『
神
道
大
系
神
社
編　

三
二　

出
羽
三
山
』（
前
注
１
）
五
四
六
頁
。
入
間
田
氏

17
か
ら
写
真
の
提
供
を
受
け
た
。

　
　

前
注　

。

18

17

　
　

『
か
す
む
こ
ま
が
た　

続
』（『
菅
江
真
澄
全
集　

十
二
』
未
来
社
、
一
九
八
一
、

19
三
三
頁
）
に
よ
れ
ば
、
天
明
六
年
三
月
四
日
、
清
浄
院
に
泊
ま
っ
た
菅
江
真
澄
は
、

清
浄
院
の
主
か
ら
の
聞
い
た
話
と
し
て
、
宥
義
が
金
成
な
ど
六
所
を
霞
と
し
て

賜
っ
た
と
記
し
て
い
る
。『
金
成
町
史
』（
金
成
町
史
編
纂
委
員
会
、
二
〇
〇
三
）

二
五
一
頁
な
ど
も
参
照
。

　
　

東
大
史
料
編
纂
所
影
写
本
「
白
鶯
山
文
書
」
に
よ
れ
ば
、
花
押
が
史
料（
三
）・

20（
四
）と
全
く
同
じ
と
は
い
え
な
い
に
せ
よ
、
酷
似
し
て
い
る
。
そ
の
差
は
影
写
の

際
に
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
史
料（
一
）・（
二
）と
史
料（
三
）・（
四
）と
で

は
花
押
を
異
に
す
る
。
そ
れ
は
、
史
料（
一
）・（
二
）が
控
え
で
後
世
に
花
押
が
据

え
ら
れ
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
発
給
者
側
と
受
け
手
側
に
同
一
内
容

の
文
書
の
存
在
に
よ
り
、
そ
う
し
た
内
容
の
文
書
が
出
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
で
あ
ろ
う
。

　
　

安
永
年
間
（
一
七
七
二 
― 
八
一
）
に
伊
達
藩
の
田
辺
玄
希
が
藩
領
の
村
々
を
調

21
査
し
、
編
纂
し
た
地
誌
で
、
藩
支
配
の
基
礎
資
料
と
な
っ
た
。
安
永
年
間
の
伊
達

藩
の
実
情
を
知
る
た
め
の
好
資
料
で
あ
る
（『
宮
城
県
史　

二
三
』「
安
永
風
土
記
」

の
解
題
参
照
）。

　
　

『
宮
城
県
史　

二
五
』（
宮
城
県
、
一
九
五
四
）
五
八
五
・
五
八
六
頁
。

22
　
　

入
間
田
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

23
　
　

伊
藤
『
霊
山
と
信
仰
の
世
界
』（
前
注
二
）
三
〇
頁
。

24
　
　

『
神
道
大
系
神
社
編　

三
二　

出
羽
三
山
』（
前
注
１
）「
解
題
」
四
三
頁
。

25
　
　

『
神
道
大
系
神
社
編　

三
二　

出
羽
三
山
』（
前
注
１
）
三
六
四
頁
。

26
　
　

『
神
道
大
系
神
社
編　

三
二　

出
羽
三
山
』（
前
注
１
）「
解
題
」
三
〇
頁
。

27
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『
神
道
大
系
神
社
編　

三
二　

出
羽
三
山
』（
前
注
１
）「
解
題
」
三
三
頁
。

28
　
　

『
神
道
大
系
神
社
編　

三
二　

出
羽
三
山
』（
前
注
１
）「
解
題
」
三
四
頁
。

29
　
　

坂
田
啓
『
栗
原
郡
鶯
沢
の
歴
史
』（
今
野
印
刷
、
一
九
八
一
）
一
一
九 
― 
一
二

30
五
頁
。

　
　

鳥
屋
の
巫
女
は
、
鳥
屋
神
社
の
巫
女
で
あ
ろ
う
。
以
上
、
坂
田
啓
氏
の
ご
教
示

31
に
よ
る
。
黒
瀬
氏
は
鹿
島
社
の
神
官
で
あ
ろ
う
。

　
　

『
宮
城
県
史　

二
五
』（
前
注　

）
所
収
の
「
安
永
風
土
記
」（
三
〇
六
頁
な
ど
）

32

22

に
よ
れ
ば
、
御
田
鳥
は
、
栗
原
郡
三
迫
有
賀
村
の
端
郷
の
名
と
し
て
、
赤
兒
、
藤

渡
戸
、
末
野
、
有
壁
は
い
ず
れ
も
栗
原
郡
三
迫
の
村
名
と
し
て
出
て
く
る
。
そ
れ

ら
の
位
置
関
係
は
『
金
成
町
史
』（
前
注　

）
一
三
頁
が
参
考
に
な
る
。
御
田
鳥
は

19

金
成
か
ら
若
柳
町
（
旧
、
有
賀
村
）
に
入
っ
て
す
ぐ
の
と
こ
ろ
に
あ
た
る
。
現
地

調
査
に
際
し
て
菅
原
昭
治
氏
の
ご
教
示
・
ご
協
力
を
得
た
。

　
　

『
金
成
町
史
』（
前
注　

）
一
三
、
二
〇
二
頁
参
照
。
も
っ
と
も
、
金
成
、
末
野
、

33

19

有
壁
は
奥
州
街
道
の
宿
場
で
も
あ
り
、
陸
路
の
面
で
も
交
通
の
要
衝
で
あ
る
。

　
　

従
来
、
知
ら
れ
て
い
る
も
っ
と
も
古
い
「
霞
状
」
は
、
出
羽
置
賜
郡
成
島
郷
居

34
住
の
末
派
修
験
山
城
坊
に
羽
黒
山
御
師
宝
寿
坊
慶
山
が
与
え
た
天
文
十
九
（
一
五

五
〇
）
年
の
も
の
だ
と
さ
れ
る
（
戸
川
安
章
『
出
羽
修
験
の
修
行
と
生
活
』〈
前
注

　

〉
一
四
五
頁
。

11

　
　

『
宮
城
県
史　

二
五
』（
前
注　

）
四
八
五
頁
。

35

22

　
　

『
宮
城
県
史　

二
五
』（
前
注　

）
四
六
二
頁
。

36

22

　
　

『
宮
城
県
史　

二
五
』（
前
注　

）
五
三
三
頁
。
管
見
に
及
ん
だ
最
も
古
い
事
例

37

22

は
、
三
迫
沢
辺
村
の
羽
黒
派
諦
円
坊
は
、
善
宥
が
久
寿
年
中
（
一
一
五
四 
― 
五

六
）
に
開
い
た
と
い
う
（『
宮
城
県
史　

二
五
』〈
前
注　

〉
五
三
一
頁
）。

22

　
　

入
間
田
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

38
　
　

『
神
道
大
系
神
社
編　

三
二　

出
羽
三
山
』（
前
注
１
）「
解
題
」
三
〇
・
三
一
頁
、

39
三
五
六
頁
な
ど
参
照
。

　
　

『
宮
城
県
史　

二
五
』（
前
注　

）
四
七
〇
・
四
七
一
頁
。 

40

22

追　

記

M
iy
a
k
e

※
修
験
道
一
般
を
論
じ
、
羽
黒
修
験
に
も
言
及
し
た
以
下
の
書
物
、 
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さ
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Considering the Shugendo Center of Mount Haguro

in Medieval Times

MATSUO  Kenji

（Professor, Philosophy & Culture，Cultural System Course）

　Mount Haguro in Yamagata Prefecture is famous as a center of Shugendo. It was thought that 

Haguro Shugendo blossomed only since the sixteenth century.  In this paper, I introduce two 

medieval documents that I have newly found in the Sanada family documents in the Tsuruoka city 

library in Yamagata Prefecture. These two documents were issued by the officials of Mount Haguro.

　One is dated the fifteenth day of the eleventh month of 1380 and the other is dated the fourth day 

of the ninth month of 1418. Using these two documents and some other historical documents, I 

made it clear that the Shugendo of Mount Haguro began to be active after the fourteenth century. In 

conclusion, it played a great role in the medieval Shugendo world and competed with Kumano 

Shugendo. However, Haguro Shugendo was overshadowed by Kumano Shugendo during the Edo 

period, we should pay more attention to medieval Haguro Shugendo.
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序

　

都
の
姫
君
を
妻
に
迎
え
、
黄
金
の
価
値
を
教
え
ら
れ
た
貧
し
い
炭
焼
き
が
、
た
ち

ま
ち
に
し
て
大
金
持
ち
と
な
る 
―
こ
の
い
わ
ゆ
る
〈
炭
焼
長
者
〉
の
昔
話
は
全
国
的

に
広
く
分
布
す
る
。
な
か
で
も
、
東
北
地
方
に
お
い
て
は
源
義
経
伝
説
の
金
売
り
吉

次
と
結
び
つ
く
形
で
独
自
な
展
開
（
い
わ
ゆ
る
〈
炭
焼
藤
太
〉
伝
説
）
を
示
し
て
も

い
る
。

　

こ
れ
ら
の
事
実
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
柳
田
国
男
が
大
筋
を
指
摘
し
て
い
る
わ
け

だ
け
れ
ど
も
、
個
別
的
な
問
題
に
関
し
て
は
な
お
検
討
を
要
す
る
と
こ
ろ
が
な
く
も

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
今
回
、
柳
田
が
見
た
可
能
性
の
高
い
資
料
「
炭
焼
藤
太
由

来
」
を
山
形
大
学
附
属
博
物
館
の
収
蔵
品
の
な
か
か
ら
見
出
し
た
の
で
、
そ
の
紹
介

を
か
ね
な
が
ら
山
形
市
上
宝
沢
に
鎮
座
す
る
住
吉
神
社
の
縁
起
と
し
て
語
ら
れ
る

〈
炭
焼
藤
太
〉
伝
説
を
再
検
討
の
俎
上
に
の
ぼ
せ
て
み
た
い
。「
炭
焼
藤
太
」
の
名
前

(
)

だ
け
は
、
横
川
啓
太
郎
『
唐
松
観
音
と
そ
の
周
辺
』（
昭
和
五
十
五
年 
一
九
八
〇 
）

に
引
用
さ
れ
た
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
の
願
書
「
乍
恐
以
書
付
奉
願
候
事
」
に
も

見
え
る
と
こ
ろ
だ
が
、
山
形
市
宝
沢
の
〈
炭
焼
藤
太
〉
伝
説
の
ま
と
ま
っ
た
形
態
の

資
料
と
し
て
、
現
段
階
で
は
こ
の
寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
の
「
炭
焼
藤
太
由
来
」

を
も
っ
て
嚆
矢
と
す
る
こ
と
に
な
る
。

※
な
お
本
稿
は
、
二
〇
〇
四
年
九
月
五
日
に
大
谷
女
子
大
学
で
開
催
さ
れ
た
伝

承
文
学
研
究
会
大
会
で
の
口
頭
発
表
「
炭
焼
藤
太
の
旅
」
の
各
論
を
構
成
す

る
も
の
の
一
部
で
、
今
回
、
当
該
部
分
だ
け
想
を
新
た
に
改
稿
し
独
立
さ
せ

た
も
の
で
あ
る
。
東
北
地
方
全
体
の
〈
炭
焼
長
者
〉
譚
を
扱
っ
た
「
炭
焼
藤

太
の
旅
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
後
日
い
ず
れ
別
途
に
活
字
化
す
る
予
定

で
い
る
。

一

　

ま
ず
は
と
も
あ
れ
、〈
炭
焼
長
者
〉
譚
を
昔
話
の
一
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
確
立
さ
せ
た

柳
田
国
男
が
、
こ
の
宝
沢
の
〈
炭
焼
藤
太
〉
伝
説
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
か
、

を
最
初
に
押
さ
え
て
お
き
た
い
。
左
に
、
有
名
な
「
炭
焼
小
五
郎
が
事
」（『
海
南
小

記
』
大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
））
か
ら
関
係
記
事
を
抜
粋
す
る
。

東
日
本
へ
進
む
ほ
ど
づ
�
、
金
売
吉
次
が
突
進
し
て
、
炭
焼
の
藤
太
と
接
近
せ

ん
と
す
る
。
就
中
羽
前
村
山
郡
の
宝
沢
と
、
岩
代
信
夫
郡
の
平
沢
と
に
は
、
共

に
炭
焼
の
藤
太
が
住
ん
で
居
た
遺
跡
が
あ
っ
て
、
水
鳥
に
向
っ
て
小
判
を
打
付

け
た
と
云
ふ
池
も
、
双
方
と
も
に
ち
ゃ
ん
と
在
り
、
更
に
縁
あ
っ
て
遠
国
か
ら

来
た
花
嫁
の
忠
言
に
由
り
、
後
に
無
量
の
黄
金
を
得
た
と
き
に
は
、
何
れ
も
此

山
形
市
宝
沢
の
〈
炭
焼
藤
太
〉
伝
説

― 
山
形
大
学
附
属
博
物
館
蔵
「
炭
焼
藤
太
由
来
」
の
紹
介
を
か
ね
て 
―

 
菊

地 

仁

（
文
化
シ
ス
テ
ム
専
攻
ア
ジ
ア
文
化
領
域
担
当
）
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の
水
を
以
て
之
を
洗
っ
た
や
う
に
伝
へ
て
い
る
。
吉
次　

吉
内　

吉
六
三
兄
弟

の
金
売
は
、
即
ち
藤
太
の
子
ど
も
で
あ
っ
て
、
彼
等
は
単
に
父
の
幸
運
を
以
て

授
か
っ
た
も
の
を
、
都
へ
運
ん
で
居
た
に
過
ぎ
ぬ
こ
と
も
、
二
処
同
様
の
口
碑

で
あ
る
上
に
、
記
念
と
し
て
今
日
に
残
る
も
の
に
、
福
島
に
在
っ
て
は
隣
村
石

那
坂
の
吉
次
宮
あ
り
、
山
形
の
吉
事
の
宮
は
、
後
に
両
所
宮
と
改
称
し
て
、
鳥

海
月
山
の
二
霊
山
を
奉
祀
す
と
謂
ふ
も
尚
且
つ
義
経
が
願
を
受
け
て
、
吉
次
信

高
之
を
再
建
す
と
語
り
伝
え
る
の
で
あ
る
。

　

中
途
半
端
な
引
用
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
こ
か
ら
だ
け
で
も
、
価
値
を
知
ら

ず
に
「
水
鳥
に
向
っ
て
小
判
を
打
付
け
た
」
男
が
「
遠
国
か
ら
来
た
花
嫁
の
忠
言
」

で
身
近
の
黄
金
に
気
づ
き
大
金
持
ち
に
な
っ
た
、
と
い
う
〈
炭
焼
長
者
〉
譚
の
骨
格

が
明
ら
か
で
あ
る
。
特
に
、
こ
こ
で
は
「
羽
前
村
山
郡
の
宝
沢
と
、
岩
代
信
夫
郡
の

平
沢
」
と
の
類
縁 
―
「
炭
焼
の
藤
太
が
住
ん
で
居
た
遺
跡
」、「
水
鳥
に
向
っ
て
小
判

を
打
付
け
た
と
云
ふ
池
」、「
吉
次　

吉
内　

吉
六
三
兄
弟
」、「
石
那
坂
の
吉
次
宮
」

と
「
山
形
の
吉
事
の
宮
」
― 
に
注
目
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
炭
焼
小
五
郎
が
事
」
に

示
さ
れ
た
見
解
は
、
柳
田
に
取
っ
て
も
大
き
な
意
義
を
持
っ
て
い
た
ら
し
く
、
彼
自

身
の
ち
に
〈
炭
焼
長
者
〉
を
説
明
す
る
時
は
必
ず
「
海
南
小
記
」
に
ふ
れ
て
い
る

（『
日
本
文
学
大
辞
典
』
の
「
炭
焼
長
者
」、『
大
百
科
事
典
』
の
「
ス
ミ
ヤ
キ
チ
ョ
ー

ジ
ャ
」、『
笑
の
本
願
』
の
「
吉
右
会
記
事
」）。
た
だ
し
、
こ
の
情
報
か
ら
だ
け
で
は

柳
田
が
ど
ん
な
取
材
源
に
基
づ
い
て
こ
れ
ら
の
記
事
を
書
い
た
の
か
不
明
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
の
謎
を
解
く
カ
ギ
は
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
に
連
載
さ
れ
た
「
炭
焼
長
者
譚
」

に
あ
る
。
次
に
、
そ
の
連
載
第
二
回
目
（
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
十
二
月
二
十
六

日
）
か
ら
引
用
す
る
。

羽
前
の
山
形
で
は
、
藤
太
は
勿
論
此
地
の
人
だ
と
思
っ
て
居
た
。
南
村
山
郡
の

宝
沢
村
に
石
宝
山
藤
太
寺
が
あ
っ
て
金
売
吉
次
の
父
炭
焼
藤
太
を
神
と
祀
っ
た

住
吉
神
社
の
別
当
で
あ
る
。
出
羽
風
土
略
記
に
も
大
略
は
記
し
て
居
る
が
、
自

分
は
五
十
嵐
清
蔵
君
か
ら
、
寛
延
三
年
に
出
来
た
と
云
ふ
縁
起
を
見
せ
て
も

ら
っ
た
。
之
に
依
れ
ば
藤
太
は
生
国
は
知
ら
ぬ
が
、
年
久
し
く
宝
沢
の
山
家
に

住
み
、
炭
を
焼
い
て
渡
世
と
す
る
者
で
あ
っ
た
。
天
仁
二
年
と
云
ふ
年
に
、
都

の
藤
原
氏
の
女
中
将
姫
、
清
水
観
音
の
夢
の
御
告
に
由
っ
て
遙
々
と
下
り
た
ま

ひ
、
我
身
は
今
日
よ
り
は
君
の
妻
な
り
と
申
さ
る
ゝ
。
藤
太
大
に
仰
天
し
て
朝

夕
の
煙
も
絶
々
な
る
賤
が
屋
に
迎
へ
入
れ
る
と
、
先
は
米
を
求
め
た
ま
へ
と
一

枚
の
黄
金
を
渡
さ
れ
た
。
藤
太
は
之
を
持
っ
て
市
へ
行
く
途
で
、
国
分
寺
の
薬

師
の
傍
の
池
に
、
鴻
と
云
ふ
水
鳥
の
多
く
下
り
て
居
る
の
を
見
て
、
件
の
金
を

以
て
礫
に
打
つ
と
、
鴻
は
飛
び
小
判
は
池
に
落
ち
、
手
を
空
し
く
し
て
還
っ
て

来
た
。
あ
れ
は
黄
金
と
て
三
国
一
の
宝
な
り
と
、
姫
が
惜
み
た
ま
ふ
を
聞
い
て

藤
太
、
あ
の
光
る
石
な
ら
ば
我
山
屋
敷
で
、
藁
打
つ
石
ま
で
皆
そ
れ
だ
と
。
二

人
で
夫
か
ら
大
に
拾
ひ
集
め
、
や
が
て
吉
次
、
吉
六
、
吉
内
と
云
ふ
三
人
の
生

れ
る
頃
に
は
、
も
う
大
変
な
長
者
に
為
っ
て
居
た
。
吉
次
等
は
只
此
金
を
売
っ

て
、都
で
も
有
名
な
商
人
に
為
っ
た
の
だ
。中
将
姫
実
は
観
音
の
御
化
身
で
あ
っ

て
、
死
後
に
之
を
崇
め
て
堂
を
建
て
、
藤
太
は
則
ち
住
吉
明
神
と
斎
か
れ
、
之

に
仕
へ
た
寺
の
名
も
、
藁
打
つ
石
に
か
た
ど
っ
て
石
宝
山
と
称
へ
た
云
々
。

　

こ
こ
に
は
、
宝
沢
の
〈
炭
焼
藤
太
〉
伝
説
を
考
え
る
う
え
で
い
く
つ
か
重
要
な
こ

と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
何
と
言
っ
て
も
そ
の
最
た
る
も
の
は
、
柳
田
国
男
が
根
拠
と

し
た
文
献
資
料 
―
「
出
羽
風
土
略
記
」「
寛
延
三
年
に
出
来
た
と
云
ふ
縁
起
」
― 
が

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
の
中
心
的
課
題
で
あ
る
「
寛
延
三
年

に
出
来
た
と
云
ふ
縁
起
」
に
つ
い
て
は
、
あ
と
で
詳
述
す
る
こ
と
と
し
て
、
ま
ず
最

初
に
「
出
羽
風
土
略
記
」
を
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

二

　

柳
田
国
男
が
「
炭
焼
長
者
譚
」
で
言
及
し
た
「
出
羽
風
土
略
記
」
と
は
、
正
確
に
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は
『 

補
出
羽
国
風
土
略
記
』（
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
））
の
こ
と
で
あ
る
。

　

「
出
羽
風
土
略
記
」
は
本
来
、
出
羽
国
飽
海
郡
の
大
物
忌
神
社
の
神
官
、
進
藤
重
記

が
宝
暦
十
二
年
（
一
七
六
二
）
に
編
纂
し
た
も
の
だ
が
、
そ
の
十
巻
の
う
ち
村
山
地

方
に
関
す
る
記
事
を
山
形
両
所
宮
の
神
職
、
里
見
光
當
の
説
を
も
と
に
、
そ
の
弟
子

の
平
田
一
元
が
大
幅
に
増
補
し
て
『 

補
出
羽
国
風
土
略
記
』
が
成
立
し
た
。
具
体

的
に
は
、『
出
羽
国
風
土
略
記
』
巻
十
の
部
分
を
「 

補
」（
補
足
）
し
て
上
・
中
・

下
に
分
っ
て
い
る
。
次
の
引
用
は
そ
の
中
か
ら
十
・
中
「
住
吉
明
神
」
で
あ
る
（『
山

形
市
史
編
纂
資
料
』
に
よ
る
、
た
だ
し
割
り
注
は
〈　

〉
で
開
い
た
）。

重
記
云
、
山
形
城
東
宝
沢
村
に
有
、
祭
神
金
売
吉
治
か
父
藤
太
と
云
し
翁
な
り

と
云
ふ
、
信
高
は
此
所
の
産
に
し
て
、
于
今
子
孫
有
、
別
当
を
石
宝
山
吉
蔵
坊

と
云
、
慶
安
以
来
御
朱
印
を
頂
戴
す
、
毎
年
五
月
五
日
吉
蔵
坊
�
両
所
宮
へ
五

種
供
物
、
流
鏑
馬
の
的
板
を
献
す
、
信
高
修
造
以
来
の
例
と
ぞ　
 

補
云
、 
當
光 

マ
マ

翁
曰
、
上
宝
沢
村
に
あ
り
、
土
人
云
、
金
売
吉
治
か
父
炭
焼
藤
太
と
云
ふ
翁
を

祭
り
て
、
住
吉
明
神
と
称
せ
し
と
ぞ
、
別
当
吉
蔵
坊
と
云
ふ
修
験
也
、
御
朱
印

之
願
書
に
は
兵
部
と
有
、
即
藤
太
か
子
孫
に
て
、
居
屋
敷
は
藤
太
�
代
々
住
居

の
地
に
て
、
院
内
に
は
藤
太
か
藁
打
石
と
云
ふ
な
と
今
に
有
、
三
条
の
金
商
人

吉
治
ハ
、
此
所
の
産
也
と
そ
、
往
古
此
所
よ
り
あ
ら
か
ね
の
黄
金
多
く
出
た
り

〈
此
故
に
此
所
を
宝
沢
村
と
云
ふ
と
そ
〉、
藤
太
か
子
吉
治
・
吉
内
・
吉
六
迚
兄

弟
三
人
〈
吉
治
信
高
ハ
義
経
の
臣
下
と
成
、
堀
野
弥
太
郎
と
改
名
せ
し
と
そ
、

奥
州
白
坂
の
駅
皮
籠
村
と
て
、
吉
治
兄
弟
盗
賊
の
為
に
討
れ
し
所
な
り
迚
、
小

松
原
に
石
塔
有
、
吉
治
が
盗
賊
に
金
取
れ
し
橋
成
と
て
、
小
金
橋
と
云
ふ
あ
り
、

按
る
に
、
是
は
吉
治
の
弟
吉
内
云
に
や
〉、
京
都
へ
金
売
買
に
出
、
三
条
に
宅
地

を
求
メ
住
居
せ
し
故
、
三
条
の
金
売
買
吉
治
と
云
ふ
由
〈
吉
治
信
高
、
義
経
を

伴
ひ
奥
州
に
下
向
の
時
、
道
中
に
て
盗
賊
熊
坂
旅
宿
に
忍
入
事
、
三
河
国 　
 

し

マ
マ

か
娘
浄
瑠
理
姫
の
事
、
世
人
知
処
也
、
此
ニ
注
セ
ス
、〉
宝
沢
村
は
山
内
に
て
、

奥
州
苅
田
嶽
の
麓
也
、
苅
田
嶽
口
に
て
宝
沢
村
と
称
せ
し
と
そ
、
吉
蔵
坊
領
地

の
山
二
石
ハ
、
最
上
義
光
朝
臣
よ
り
吉
事
の
宮
へ
的
板
山
寄
附
也
、
吉
蔵
坊
此

的
板
山
を
領
す
る
故
に
、
五
月
五
日
に
五
種
の
供
物
・
的
板
献
す
、
又
六
月
十

五
日
に
も
的
板
献
す
、
慶
安
の
頃
御
朱
印
願
書
に
は
、
吉
事
宮
社
人
の
内
に
宝

沢
村
兵
部
と
あ
り
、

　

「
重
記
云
」
と
い
う
本
体
部
に
、
さ
ら
に
「 

補
云
、 
當  
光 
翁
曰
」
と
し
て
詳
し
い

マ 

マ

注
を
施
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。「
藁
打
石
」
や
「
吉
治
・
吉
内
・
吉
六
」
な
ど
、

さ
き
の
「
炭
焼
長
者
譚
」
で
柳
田
国
男
が
述
べ
た
も
の
と
接
点
は
あ
る
も
の
の
、
藤

太
の
一
代
記
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
は
大
き
な
違
い
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
別

当
を
石
宝
山
吉
蔵
坊
と
云
、
慶
安
以
来
御
朱
印
を
頂
戴
す
、
毎
年
五
月
五
日
吉
蔵
坊

よ
り
両
所
宮
へ
五
種
供
物
、
流
鏑
馬
の
的
板
を
献
す
、
信
高
修
造
以
来
の
例
と
ぞ
」

に
つ
い
て
は
、
後
に
ふ
れ
る
「
寛
延
三
年
に
出
来
た
と
云
ふ
縁
起
」
と
も
つ
な
が
る

記
事
と
し
て
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
（
三
兄
弟
の
遭
難
に
つ
い
て
も
後
述
）。

　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ほ
か
の
地
誌
類
に
も
言
及
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、『 

補

出
羽
国
風
土
略
記
』
よ
り
早
く
、
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
に
一
夢
翁
正
敬
が
著
わ

し
た
『
山
形
石
ひ
ろ
い
』
上
に
は
、
両
所
宮
に
つ
い
て
（『
山
形
市
史
資
料
』
に
よ

る
）

往
昔
源
氏
の
御
大
将
八
幡
太
郎
義
家
、
阿
倍
貞
任
と
御
合
戦
有
之
、
十
二
年
の

御
合
戦
に
御
願
有
テ
御
利
運
成
、
御
帰 
陳 
之
節
、
鳥
海
・
月
山
弥
陀
・
薬
師
両

マ
マ

所
の
権
現
を
、
此
所
に
く
わ
ん
じ
や
う
有
し
と
承
、
其
後
此
宮
を
三
条
金
売
吉

次
信
高
と
申
者
、
又
候
建
立
致
候　

此
吉
次
ハ
、
東
の
郷
宝
沢
村
藤
太
と
申
者

の
子
に
て
候
由
、
承
り
及
候
、
此
縁
を
以
、
毎
年
六
月
十
五
日
両
所
の
宮
御
祭

礼
日
に
、
や
ふ
さ
め
の
的
板
を
、
宝
沢
村
石
宝
山
藤
太
寺
宝
蔵
坊
よ
り
持
参
い

た
し
候
由
、
宝
蔵
坊
屋
敷
に
的
板
山
と
言
山
有
之

と
あ
り
、
ま
た
同
じ
く
下
の
上
宝
沢
の
条
に
は
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藤
太
屋
敷
・
住
吉
大
明
神
並
観
音
堂
、
藁
打
石
有
、
苔
む
し
た
る
岩
に
、
影
の

如
く
切
付
た
る
弘
法
大
師
御
作
の
地
蔵
菩
薩
有
、
此
苔
に
て
眼
を
す
れ
は
、
眼

病
忽
治
す
る
と
云
、
的
板
山
有
、

と
も
あ
り
、
両
所
宮
の
「
流
鏑
馬
の
的
板
」
を
提
供
す
る
「
的
板
山
」
が
あ
っ
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
。

　

も
っ
と
も
、「
信
高
修
造
以
来
の
例
」「
此
宮
を
三
条
金
売
吉
次
信
高
と
申
者
、
又

候
建
立
致
候
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
ご
ろ
成
立
の

『
山
形
風
流
松
木
枕
』
上
に
は
（『
山
形
市
史
資
料
』
に
よ
る
）

検
非
違
使
五
位
尉
伊
予
守
源
義
経
公
、
奥
州
藤
原
ノ
秀
衡
館
ニ
入
ら
セ
給
ひ
し
時
、

村
山
郡
山
形
へ
再
興
ハ
、
三
条
の
金
を
賈
橘
治
信
高
ニ
、
武
門
吉
事
宮
再
建
仰
付

ら
れ
し
と
俗
説
也
、
依
て
吉
次
か
宮
成
り
と
申
伝
へ
候
か
、
左
ニ
あ
ら
す

と
も
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
否
定
は
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
さ
き
の
「
炭
焼
小
五
郎
が

事
」
に
「
義
経
が
願
を
受
け
て
、
吉
次
信
高
こ
れ
を
再
建
す
と
語
り
伝
え
る
の
で
あ

る
」
と
あ
る
の
に
符
合
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、『 

補
出
羽
国
風
土
略
記
』
十
・
上

「
両
所
宮
」
に
も

吉
事
宮
は
、
当
社
の
旧
号
に
し
て
、
武
将
源
頼
義
朝
臣
の
祝
文
に
、
国
家
太
平

武
門
吉
事
宮
と
宣
ひ
し
よ
り
起
し
旧
号
也
、
其
後
承
安
の
頃
源
義
経
朝
臣
、
金

売
吉
治
信
高
に
命
て
、
社
を
再
建
修
造
有
し
事
を
、
土
俗
吉
治
か
勧
請
と
心
得
、

或
は
吉
治
か
霊
社
抔
と
誤
り
覚
え
、
吉
治
・
吉
内
・
吉
六
兄
弟
三
人
の
社
也
と

云
伝
へ
た
る
を
聞
覚
て
、
実
事
と
思
ひ
て
吉
治
か
宮
と
書
し
と
也
、

と
見
え
、「
国
家
太
平
武
門
吉
事
宮
と
宣
ひ
し
よ
り
起
し
旧
号
」
か
ら
源
義
経
伝
説
の

な
か
の
「
金
売
吉
治
信
高
」
を
両
所
宮
が
取
り
込
み
、
さ
ら
に
や
が
て
宝
沢
の
〈
炭

焼
藤
太
〉
と
結
び
つ
い
て
ゆ
く
様
相
の
一
斑
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
柳
田
国

男
が
言
う
よ
う
に
、主
人
公
の
名
を
藤
太
と
す
る
東
北
地
方
の〈
炭
焼
長
者
〉譚
が
、本

来
は
別
個
に
存
在
し
て
い
た
は
ず
の
源
義
経
伝
説
の
金
売
り
吉
次
を
吸
収
し
な
が
ら
、

大
き
く
再
編
成
さ
れ
展
開
し
て
ゆ
く
過
程
が
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。
宝
沢
の
〈
炭

焼
長
者
〉
譚
で
言
え
ば
、
さ
き
に
進
藤
重
記
は
「
流
鏑
馬
の
的
板
を
献
す
、
信
高
修

造
以
来
の
例
と
ぞ
」（『 

補
出
羽
国
風
土
略
記
』
十
・
上
）
と
書
い
て
い
た
が
、
事

実
関
係
と
し
て
は
そ
の
逆
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
的
板
を
献
す
」
る
が
ゆ
え

に
、「
信
高
修
造
」
が
義
経
伝
説
の
方
か
ら
〈
炭
焼
藤
太
〉
の
側
へ
と
シ
フ
ト
し
て
き

た
の
で
あ
る
。
以
上
、
月
山
鳥
海
山
両
所
宮
（
吉
事
宮
）
と
の
関
係
か
ら
、〈
炭
焼
藤

太
〉
伝
説
に
お
け
る
住
吉
神
社
の
重
要
性
を
再
確
認
し
た
う
え
で
、
当
面
の
対
象
た

る
「
寛
延
三
年
に
出
来
た
と
云
ふ
縁
起
」
の
方
に
話
題
を
移
し
て
ゆ
き
た
い
。

三

　

さ
て
、
柳
田
国
男
が
紹
介
し
た
「
寛
延
三
年
に
出
来
た
と
云
ふ
縁
起
」（「
炭
焼
長

者
譚
」
二
）
は
、「
五
十
嵐
清
蔵
君
」
か
ら
見
せ
て
も
ら
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

「
五
十
嵐
清
蔵
君
」
と
は
山
形
出
身
の
郷
土
史
家
で
あ
り
（
一
九
七
七
〜
一
九
四
九
）、

そ
の
蔵
書
の
多
く
は
山
形
大
学
附
属
博
物
館
の
所
蔵
と
な
っ
て
い
る
（
全
容
は
『
山

形
市
五
十
嵐
家
文
書
（
古
文
書
近
世
史
料
目
録
９
）』
で
知
ら
れ
る
）。
だ
が
現
在
、

そ
の
蔵
書
類
の
な
か
に
該
当
す
る
文
献
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
る
に
、
同
館
職
員

の
高
橋
加
津
美
氏
の
ご
示
教
に
よ
り
、
同
じ
く
山
形
大
学
附
属
博
物
館
が
所
蔵
す
る

長
井
政
太
郎
氏
の
旧
蔵
書（『
長
井
政
太
郎
収
集
文
書（
古
文
書
近
世
史
料
目
録　

）』）

14

の
な
か
に
当
該
資
料
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
長
井
政
太
郎
氏
（
一
九
〇
五
〜
一

九
八
三
）
は
山
形
出
身
の
地
理
学
者
で
山
形
師
範
学
校
か
ら
山
形
大
学
教
育
学
部
を

歴
任
さ
れ
、
そ
の
間
に
地
元
の
多
く
の
市
町
村
史
の
編
纂
に
も
携
わ
っ
た
。
ど
の
よ

う
な
経
緯
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
の
か
は
今
の
と
こ
ろ
一
切
不
明
だ
が
（
も
ち
ろ
ん
五
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十
嵐
・
長
井
両
氏
の
間
に
面
識
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
）、
以

下
に
も
述
べ
る
と
お
り
当
該
資
料
が
「
寛
延
三
年
に
出
来
た
と
云
ふ
縁
起
」
そ
の
も

の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
ほ
ぼ
疑
い
な
い
。

　

ま
ず
、
当
該
資
料
の
書
誌
的
な
概
要
か
ら
。
該
書
（
分
類
番
号　

／
①
）
は
写
本

08

（
袋
綴
・
楮
紙
）
一
冊
で
、
表
紙
・
裏
表
紙
と
も
剥
離
し
て
お
り
外
題
は
不
明
、
内
題

に
は
「
炭
焼
藤
太
由
来
」
と
あ
る
。
縦
十
七
・
八
セ
ン
チ
、
横
十
二
・
一
セ
ン
チ
、

墨
付
き
全
九
丁
で
各
丁
、
本
文
は
漢
字
仮
名
交
じ
り
の
六
行
書
き
（
付
訓
は
確
認
し

う
る
だ
け
で
十
五
個
所
）。
第
一
丁
の
み
は
別
筆
か（
奥
書
も
ま
た
別
人
筆
と
思
わ
れ

る
）。
序
跋
・
蔵
書
印
等
は
な
し
。
破
損
な
ど
の
た
め
判
読
不
能
個
所
が
数
字
分
ほ
ど

存
在
す
る
。
な
お
、
本
書
に
は
誰
の
手
跡
に
よ
る
も
の
か
不
明
な
が
ら
、「
山
形
縣
」

の
罫
紙
を
使
っ
た
仮
綴
の
ペ
ン
書
き
解
読
本
文
が
付
け
ら
れ
て
お
り
非
常
に
有
益
だ

が
、
読
み
誤
り
と
思
わ
れ
る
個
所
も
少
な
く
な
く
こ
こ
に
改
め
て
写
真
版
と
と
も
に

全
文
翻
刻
す
る
。（
改
行
を
／
で
示
し
、
漢
字
は
新
字
体
を
用
い
、
丁
数
を
【　

】
で

記
し
た
）

炭
焼
藤
太
由
来
／
人
王
七
拾
四
代
鳥
羽
院
之
御
時
／
炭
焼
藤
太
と
云
人
先
祖
も

生
所
も
／
不
知
人
羽
州
村
山
郡
金
井
之
庄
／
宝
沢
村
之
山
家
に
住
給
ふ
渡
世
／

に
は
炭
を
焼
さ
か
ひ
白
岩
な
ど
へ
【
一
オ
】
／
持
出
し
売
給
ふ
然
所
に
天
仁
／

二
〈
巳
丑
〉
歳
（
一
字
分
判
読
不
能
、「 

」
と
読
め
る
）
藤
原
氏
中
将
姫
／
観

音
之
御
夢
相
を
受
給
ふ
遙
々
／
と
宝
沢
を
尋
下
り
炭
焼
藤
太
ニ
／
対
面
し
て
の

た
も
ふ
我
ハ
是
都
／
の
者
成
が
御
身
の
つ
ま
成
べ
き
と
清
水
【
一
ウ
】
／
観
音

の
御
告
に
て
遙
々
と
是
迄
尋
／
下
り
申
候
け
ふ
よ
り
し
て
御
身
ノ
つ
ま
な
り
／

と
そ
夫
婦
と
成
給
ふ
さ
れ
共
藤
太
貧
ニ
／
し
て
朝
夕
の
飯
た
へ
た
り
中
将
姫
是

／
を
か
な
し
み
給
ひ
て
都
よ
り
黄
金
一
／
枚
取
（
破
損
）
是
（
破
損
）
よ
ね
を

も
と
め
【
二
オ
】
／
来
り
給
ひ
と
て
渡
シ
給
ふ
藤
太
受
取
／
市
へ
出
給
ふ
処
に

国
分
寺
薬
師
の
／
辺
に
一
の
池
有
是
池
に
鴻
と
云
鳥
／
あ
ま
た
む
れ
居
た
り
藤

太
是
見
／
た
ま
へ
て
鴻
を
と
ら
は
や
と
思
ひ
ふ
と
／
こ
ろ
よ
り
く
た
ん
の
金
取

出
シ
鴻
に
【
二
ウ
】
／
打
付
給
ふ
是
金
鴻
に
ハ
不
当
シ
テ
水
／
底
に
沈
ミ
鴻
ハ

を
と
ろ
き
飛
さ
り
ぬ
／
藤
太
は
あ
き
れ
て
居
家
に
帰
り
た
も
ふ
／
姫
見
た
ま
へ

米
を
も
と
め
給
ふ
か
と
／
（「
思
」
を
「
と
」
で
上
書
）
ひ
け
れ
ハ
右
の
有
ま
し

語
り
け
れ
ハ
／
姫
は
聞
め
し
て
扨
も 
惜 
き
事
け
さ
【
三
オ
】
／
御
身
に
渡
シ
つ

ヨ
シ

る
物
ハ
黄
金
と
て
三
国
／
一
の
宝
な
り
と
の
た
ま
へ
ハ
藤
太
ハ
聞
／
た
ま
へ
御

身
の
渡
シ
つ
る
石
砂
ハ
我
か
／
山
屋
敷
に
ハ
わ
ら
打
石
ま
て
も
沢
山
に
／
有
と

の
た
も
ふ
姫
ふ
し
き
に
思
召
／
屋
敷
の
う
ち
を
見
た
ま
へ
ハ
藤
太
【
三
ウ
】
／
申

ニ
不
違
黄
金
み
ち

く
た
り
姫
／
あ
き
れ
て
ま
し

く
け
る
さ
れ
共
こ
と

く

／
く
取
給
ひ
夫
よ
り
富 
貴 
に
シ
て
年
月
／
を
送
り
給
へ
也
鴻
の
居
た
る
池
ヲ
其

キ

時
／
よ
り
鴻
の
池
と
号
ケ
今
に
云
伝
り
候
／
何
た
る 
旱
魃 
に
も
池
の
水
た
へ
た

カ
ン
バ
ツ

る
【
四
オ
】
／
事
な
し
其
後
藤
太
ハ 
崇 
徳
院
之
御
時
／
天
治
元
年
〈
甲
辰
〉
九

シ
ウ

月
廿
日
ニ
始
て
男
子
ヲ
／
も
ふ
け
給
ふ
名
ハ
吉
次
信
高
と
号
ス
／
近
衛
院
之
御

時
康
治
弐
年
〈
癸
亥
〉
六
月
／
十
二
日
（「
十
二
日
」
は
「
三
日
」
抹
消
の
右
に

訂
正
書
き
）
次
男
ヲ
産
た
も
ふ
名
を
吉
内
信
氏
／
と
号
同
御
時
久
安
元
年
〈
乙

丑
〉
七
月
【
四
ウ
】
／
十
九
日
ニ
三
男
を
産
給
ふ
名
を
ハ
吉
六
／
信
善
と
号
ス

此
三
人
子
供
成
長
し
て
／
都
に
登
り
帝
へ
宝
を
奉
捧
ハ
藤
太
長
者
／
信
高
と
官

位
を
給
懸
夫
�
金
銀
を
／
数
百
疋
ニ
付
さ
せ
毎
年
都
へ
登
り
商
／
事
数
度
不
知

此
事
奥
州
の
国
主
【
五
オ
】
／
土
御
門
と
崇
し
秀
平
入
道
聞
召
／
吉
次
召
れ
て

都
の
様
子
委
細
に
／
尋
給
ひ
て
被
仰
候
ハ
汝
ハ
都
の
様
子
能
／
知
た
る
間
何
と

そ
し
て
源
氏
の
義
／
朝
公
の
の
御
曹
氏
牛
若
君
鞍
馬
山
に
／
御
入
有
を
汝
御
供

い
た
し
下
れ
か
し
と
【
五
ウ
】
／
御
頼
有
ル
吉
次
畏
テ
御
受
い
た
し
急
／
都
へ

と
登
り
け
る
当
時
は
平
家
の
／
御
代
な
れ
ハ
人
に
あ
や
し
め
ら
れ
て
は
／
あ
し

か
り
な
ん
と
吉
次
か
下
部
に
ま
き
れ
／
て
奥
�
に
御
下
向
被
成
秀
平
ニ
御
対
面

／
有
ル
入
道
大
き
に
悦
ひ
吉
次
に
数
の
【
六
オ
】
／
引
出
物
給
り
宝
沢
へ
帰
る

其
後
牛
／
若
君
ハ
御
元
服
被
成
源
九
郎
義
経
／
と
名
乗
給
ふ
ま
た
吉
次
兄
弟
三

人
／
を
被
召
て
三
ノ
浜
ニ
て
六
千
町
之
所
を
下
／
永
代
御
判
頂
戴
仕
三
ノ
浜
へ

初
知
入
／
い
た
ス
宝
沢
ニ
居
給
ふ
長
者
夫
婦
家
を
【
六
ウ
】
／
ゆ
つ
る
へ
き
三
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人
の
子
供
ハ
三
ノ
浜
ニ
／
あ
り
け
れ
ハ
舎
を
つ
く
へ
き
子
の
な
き
／
事
を
な
け

き
夫
婦
諸
共 
代  
継  
子 
を
／
清
水
観
音
へ
願
給
ふ
ふ
し
き
や
／
藤
太
六
十
三
つ
ま

よ 

ツ 

キ

ハ
五
十
五
才
ニ
テ
男
子
を
／
産
給
ふ
名
を
ハ
藤
原 
貴 
藤
太
長
者
ト
【
七
オ
】
／

ノ
キ

号
則
藤
太
の
舎
を
つ
き
親
藤
太
／
八
十
三
ニ
て
往
生
し
給
ふ
貴
藤
太
／ 
歎 
之

な
け
キ

 
余 

住
吉
明
神
と
悦
山
号
は
／
わ
ら
打
石
を
か
た
と
り
石
宝
山
藤
太
寺
／
ト
号

ア
マ
リ

ス
則
藤
太
屋
敷
の
内
に
崇
置
／
母
の
中
将
姫
ハ
七
十
八
に
て
往
生
し
給
ふ
【
七

ウ
】
／
是
ハ
清
水
観
音
の
化
身
成
と
て
観
音
ニ
／
崇
後
山
に
立
給
ふ
貴
藤
太
長

者
ハ
／
山
形
宮
町
両
所
之
宮
大 
破 
に
及
し
／
を
建
立
い
た
し
た
る
ニ
よ
り
両
所

ハ

宮
／
五
月
之
祭
礼
に
ハ
み
つ
竹
ノ
子
ふ
き
／
と
こ
ろ
的
板
三
枚
納
六
月
祭
礼
に

も
【
八
オ
】
／
的
板
三
枚
納
一
枚
は
天
下
泰
平
御
礼
／
御
祈
祷
也
一
枚
ハ
国
主

之
御
祈
祷
一
／
枚
ハ
町
在
一
切
民
之
御
祈
祷
也
依
之
／
出
羽
守
義
光
公
よ
り
藤
太

寺
江
／
的
板
山
之
下
置
於
今
に
藤
太
寺
之
／
支
配
に
仕
候
其
上
義
光
公
よ
り
御
告

【
八
ウ
】
／
被
成
候
通
り
慶
安
弐
年
之
時
御
朱
印
／
頂
戴
仕
候
藤
太
の
舎
惣
領
不
継

 
庶  
子 
／
貴
藤
太
継
来
ル
例
ニ
て
惣
而
宝
沢
／
在
家
の
者
迄 
庶  
子 
家
を 
継 
申
候
藤
太

そ 

し 

そ 

し 

ツ

／
代
よ
り
家
を 
壁 
に
不
致
又
将
由
（
一
字
判
読
不
能
）
の
／
物
を
い
た
さ
す
藤
太

カ
ベ

の
飛
松
と
て
三
か
へ
【
九
オ
】
／
斗
の
二
葉
ニ
五
葉
の
飛
付
一
枝
ニ
生
る
／
此
の

五 
葉 
の
松
ハ
寛
文
八
年
〈
戌
甲
〉
年
／
旱
魃
に
て 
枯 
候
得
共
木
ハ
尓
今
付
残
置
／

ヨ 

カ
レ

也
／
于
時
／
寛
延
三
〈
庚
午
〉
暦
／
七
月
十
一
日
／
此
主
（
数
字
分
墨
滅
の
う
え

右
に
「
は
の
」
と
傍
書
）【
九
ウ
】

　

こ
の
よ
う
に
、「
寛
延
三
年
に
出
来
た
と
云
ふ
縁
起
」
に
し
て
は
、「
炭
焼
藤
太
由

来
」
と
い
う
内
題
は
い
さ
さ
か
ふ
つ
り
あ
い
だ
が
、
破
れ
た
ら
し
い
表
紙
の
外
題
が

不
明
で
あ
り
、
か
つ
は
奥
書
の
存
在
を
含
む
、
以
下
に
述
べ
る
内
部
徴
証
よ
り
し
て
、

該
本
が
柳
田
国
男
が
「
炭
焼
長
者
譚
」
で
使
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
ほ
ぼ
疑

い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
ば
ら
く
、
そ
の
可
能
性
を
追
求
す
る
。

四

　

実
は
「
寛
延
三
年
に
出
来
た
と
云
ふ
縁
起
」
に
関
し
て
は
、
異
本
と
も
称
す
べ
き

も
の
が
す
で
に
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
江
口
長
六
『
東
沢
郷
土
史
』（
昭
和
十
四
年
（
一

九
三
九
））
が
載
せ
る
「（
別
説
）
炭
焼
藤
太
之
縁
起
」
な
る
も
の
で
あ
る
。『
東
沢
郷

土
史
』
は
宝
沢
周
辺
の
手
書
き
の
地
誌
で
、
前
掲
『 

補
出
羽
国
風
土
略
記
』
な
ど

諸
資
料
か
ら
集
成
し
た
も
の
で
、
引
用
と
個
人
的
見
解
が
や
や
判
別
し
に
く
い
と
い

う
憾
み
は
あ
る
も
の
の
、
現
在
、
東
沢
地
区
の
古
伝
承
を
知
る
う
え
か
ら
き
わ
め
て

貴
重
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「（
別
説
）
炭
焼
藤
太
之
縁
起
」
も
、
原
典
の
所

在
は
不
明
で
あ
る
。
一
字
一
句
の
レ
ベ
ル
で
は
「
炭
焼
藤
太
由
来
」
と
些
細
な
違
い

が
い
ろ
い
ろ
見
ら
れ
る
が
、
大
筋
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
と
言
っ
て
よ
い
。
お

そ
ら
く
、「
炭
焼
藤
太
由
来
」
と
は
異
な
る
、
な
ん
ら
か
の
典
拠
が
あ
る
こ
と
は
確
実
と

思
わ
れ
る
。
ほ
と
ん
ど
と
言
っ
た
の
は
、
特
に
後
半
部
で
少
な
か
ら
ぬ
相
違
が
見
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
母
中
将
姫
が
観
音
の
化
身
と
し
て
裏
山
に
祀
ら
れ
た
直
後
か
ら
、
試

み
に
終
わ
り
ま
で
を
「（
別
説
）
炭
焼
藤
太
之
縁
起
」
か
ら
す
べ
て
挙
げ
て
み
る
。

喜
藤
太
長
者
ハ
山
形
宮
町
両
所
宮
大
破
の
時
と
て
五
月
の
祭
禮
に
は
筍
、
款
冬
、

的
板
三
枚
納
め
六
月
祭
礼
に
は
的
板
三
枚
納
め
一
枚
は
国
司
の
御
祈
祷
一
枚
ハ

天
下
泰
平
、
一
枚
ハ
町
在
一
切
民
家
の
御
祈
祷
な
り
と
ぞ
是
に
於
て
的
板
山
御

下
け
下
さ
れ
今
ニ
於
て
藤
太
の
後
裔
支
配
仕
り
候
其
上
家
老
公
よ
り
御
朱
印
御

下
附
下
さ
れ
藤
太
の
後
は
喜
藤
太
此
の
事
継
き
現
今
の
宝
崎
家
ハ
其
後
裔
な
り

と
云
ふ
喜
藤
太
の
代
に
は
下
り
松
と
て
三
階
ば
か
り
の
五
葉
の
松
あ
り
し
か
寶

文
八
年
の
旱
魃
に
て
枯
れ
た
り
し
も
其
木
は
後
に
至
り
て
も
其
侭
に
残
し
置
き

た
り
け
り
と

　

こ
の
と
お
り
、「
炭
焼
藤
太
由
来
」
に
比
較
し
て
簡
明
で
「
寛
延
三
年
」
の
年
記
も

存
在
し
な
い
。
特
に
、「
依
之
出
羽
守
義
光
公
よ
り
…
物
を
い
た
さ
す
」（「
炭
焼
藤
太
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由
来
」）に
相
当
す
る
部
分
が
、「
是
に
於
て
…
宝
崎
家
ハ
其
後
裔
な
り
と
云
ふ
」（「（
別

説
）
炭
焼
藤
太
之
縁
起
」）
と
大
幅
に
食
い
違
う
（
現
在
も
住
吉
神
社
の
神
職
を
勤
め

る
宝
崎
家
へ
の
言
及
が
「
由
来
」
な
ら
ぬ
「
縁
起
」
と
い
う
書
名
に
関
係
す
る
の
だ

ろ
う
）。
こ
れ
ら
の
相
違
は
、
た
だ
単
に
書
写
過
程
で
生
じ
た
と
い
う
よ
り
、
両
資
料

の
伝
流
経
路
に
相
応
の
区
別
が
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。「
炭
焼
藤
太
由
来
」
と

は
異
な
っ
て
、「（
別
説
）
炭
焼
藤
太
之
縁
起
」
は
『
東
沢
郷
土
史
』
を
と
お
し
て
そ

こ
そ
こ
の
影
響
を
残
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
昭
和
三
十
五
年
（
一
九
六
〇
）
に
山

形
県
立
山
形
東
高
等
学
校
で
編
纂
し
た
『
山
形
県
伝
説
集
・
総
合
編
』
は
主
に
文
献

資
料
か
ら
抜
粋
現
代
語
訳
し
た
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
集
で
あ
る
が
、
そ
こ
「
炭
焼
藤
太

（
山
形
市
東
沢
）」
と
し
て
採
録
さ
れ
た
も
の
は
、『
東
沢
郷
土
史
』
の
「（
別
説
）
炭

焼
藤
太
之
縁
起
」
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
が
ほ
ぼ
明
ら
か
だ
（
た
だ
し
内
容
的
に
は

藤
太
夫
婦
の
死
ま
で
だ
が
）。
た
と
え
ば
、
そ
の
前
半
で
池
に
い
る
水
鳥
を
「
つ
ぐ

み
」
と
特
定
す
る
こ
と
や
、
後
半
で
喜
藤
太
が
生
れ
た
の
を
中
将
姫
「
五
十
七
才
」

の
時
と
す
る
な
ど
、
い
ず
れ
も
「（
別
説
）
炭
焼
藤
太
之
縁
起
」
に
一
致
し
、「
炭
焼

藤
太
由
来
」
の
記
述
と
は
齟
齬
す
る
。

　

そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
柳
田
披
見
の
「
寛
延
三
年
に
出
来
た
と
云
ふ
縁
起
」

で
あ
る
。「
寛
延
三
年
」
と
い
う
こ
と
で
は
「
炭
焼
藤
太
由
来
」
に
、
ま
た
「
縁
起
」

と
い
う
こ
と
で
は
「（
別
説
）
炭
焼
藤
太
之
縁
起
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
符
合
す
る
。
し
か

し
、
内
容
に
つ
い
て
の
些
細
な
状
況
証
拠
か
ら
で
は
あ
る
が
、
あ
る
程
度
の
判
断
は

く
だ
す
こ
と
が
可
能
な
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
数
少
な
い
手
が
か
り
と
は
、「
寛
延
三
年

に
出
来
た
と
云
ふ
縁
起
」
に
使
わ
れ
た
二
語
（「
山
家
」「
鴻
」）
で
あ
る
。
ま
ず
「
寛

延
三
年
に
出
来
た
と
云
ふ
縁
起
」
冒
頭
に
「
宝
沢
の
山
家
に
住
み
」
と
あ
る
が
、
こ

れ
が
「
炭
焼
藤
太
由
来
」
の
「
宝
沢
村
之
山
家
に
住
み
給
ふ
」
に
対
応
す
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
れ
が
「（
別
説
）
炭
焼
藤
太
之
縁
起
」
の
該
当
個
所

で
は
「
宝
沢
に
住
み
給
ふ
」
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。
水
鳥
に
つ
い
て
は
さ
き
に
も
少

し
ふ
れ
た
が
、「
寛
延
三
年
に
出
来
た
と
云
ふ
縁
起
」
の
「
鴻
と
云
ふ
水
鳥
」
が
「
鶫

鳥
（
ツ
グ
ミ
）
と
い
ふ
野
鳥
」（「（
別
説
）
炭
焼
藤
太
之
縁
起
」）
で
は
な
く
「
鴻
と

云
鳥
」（「
炭
焼
藤
太
由
来
」）と
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
火
を
見
る
よ
り
明
ら
か
だ
。「
鴻
」

は
雁
・
鴨
な
ど
の
水
鳥
で
も
大
型
の
も
の
を
指
す
言
い
方
で
、「
鶫
鳥
（
ツ
グ
ミ
）
と

い
ふ
野
鳥
」
と
は
明
確
に
異
な
る
。
こ
の
場
面
で
は
ツ
グ
ミ
の
方
が
、
い
さ
さ
か
不

自
然
で
さ
え
あ
る
（
前
掲
「
炭
焼
長
者
譚
」
で
は
「
鴻
」
に
「
く
�
ひ
」
と
ル
ビ
、

な
ら
ば
白
鳥
の
意
と
な
る
）。

　

か
く
し
て
、「
炭
焼
藤
太
由
来
」・「（
別
説
）
炭
焼
藤
太
之
縁
起
」
の
後
日
談
に
相

当
す
る
部
分（
た
だ
し
前
述
の
よ
う
に
両
者
の
叙
述
内
容
に
は
相
応
の
開
き
が
あ
る
）

を
柳
田
は
引
用
し
て
は
い
な
い
が
、「
寛
延
三
年
に
出
来
た
と
云
ふ
縁
起
」
と
し
て
紹

介
さ
れ
た
資
料
を
現
段
階
で
は
山
形
大
学
附
属
博
物
館
本
そ
の
も
の
と
断
じ
て
よ
い

と
考
え
る
。「
毎
年
五
月
五
日
吉
蔵
坊
よ
り
両
所
宮
へ
五
種
供
物
、
流
鏑
馬
の
的
板
を

献
す
」「
五
月
五
日
に
五
種
の
供
物
・
的
板
献
す
」（『 

補
出
羽
国
風
土
略
記
』）
の

記
事
が
「
五
月
の
祭
禮
に
は
筍
、
款
冬
、
的
板
三
枚
納
め
」（「（
別
説
）
炭
焼
藤
太
之

縁
起
」）
よ
り
「
五
月
の
祭
礼
に
ハ
み
つ
竹
ノ
子
ふ
き
と
こ
ろ
的
板
三
枚
納
」（「
炭
焼

藤
太
由
来
」）
の
方
に
類
縁
性
を
示
す
こ
と
か
ら
、
山
形
大
学
附
属
博
物
館
本
の
資
料

価
値
的
な
優
位
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

五

　

さ
て
以
上
、
山
形
大
学
附
属
博
物
館
蔵
「
炭
焼
藤
太
由
来
」
の
書
誌
的
紹
介
を
か

ね
な
が
ら
、
柳
田
国
男
と
の
接
点
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
そ
こ
で
次
に
、
こ
の

「
炭
焼
藤
太
由
来
」
が
〈
炭
焼
藤
太
〉
伝
説
一
般
の
な
か
で
占
め
る
位
置
づ
け
に
つ
い

て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
住
吉
神
社
は
現
在
も
山
形
市
上
宝
沢
に
鎮
座
し
て
お
り
、『 

補
出
羽
国
風
土
略
記
』
に
「
宝
沢
村
は
山
内
に
て
、
奥
州
苅
田
嶽
の
麓
也
、
苅
田
嶽

口
に
て
宝
沢
村
と
称
せ
し
と
そ
」と
記
す
よ
う
に
蔵
王
信
仰
と
の
関
わ
り
が
深
い（
伊

藤
清
郎
「
蔵
王
信
仰
・
龍
山
信
仰
と
大
山
荘
」『
霊
山
と
信
仰
の
世
界 
― 
奥
羽
の
民

衆
と
信
仰 
―
』
一
九
九
七
・
三
）。
ち
な
み
に
、
か
つ
て
あ
っ
た
別
当
寺
名
は
「
宝
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蔵
坊
」（『
山
形
石
ひ
ろ
い
』）
で
は
な
く
「
吉
蔵
坊
」（『 

補
出
羽
国
風
土
略
記
』）

で
あ
る
。「（
別
説
）
炭
焼
藤
太
之
縁
起
」
に
「
藤
太
の
後
は
喜
藤
太
此
の
事
継
き
現

今
の
宝
崎
家
ハ
其
後
裔
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
代
々
、
宝
崎
家
が
住
吉
神
社
の
神

職
を
務
め
て
き
て
お
ら
れ
、
現
在
の
ご
当
主
は
宝
崎
幸
雄
氏
で
あ
る
。
さ
い
わ
い
宝

崎
幸
雄
氏
か
ら
直
接
お
話
を
伺
う
こ
と
が
で
き
た
が
、
お
聞
き
し
た
範
囲
で
は
ど
う

も
住
吉
神
社
側
に
は
前
近
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
記
録
は
存
在
し
な
い
よ
う
で
、
だ
と

す
れ
ば
寛
延
三
年
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
う
る
当
該
資
料
は
、『
山
形
石
ひ
ろ
い
』
や

『
山
形
風
流
松
木
枕
』
に
先
行
す
る
、
た
い
へ
ん
貴
重
な
文
献
資
料
と
言
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。「
炭
焼
藤
太
由
来
」（「（
別
説
）
炭
焼
藤
太
之
縁
起
」）
固
有
の
問
題
と
し

て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
や
は
り
「
的
板
（
山
）」
に
言
及
し
た
後
日
談
的
末
尾
の
本
文

異
同
で
あ
ろ
う
が
、
住
吉
神
社
は
も
と
よ
り
月
山
鳥
海
山
両
所
宮
（
吉
事
宮
）
で
も

明
治
の
廃
仏
毀
釈
に
よ
り
古
文
書
が
失
わ
れ
て
い
て
、
残
念
な
が
ら
前
掲
の
『 

補

出
羽
国
風
土
略
記
』・『
山
形
石
ひ
ろ
い
』
以
上
の
こ
と
は
ま
っ
た
く
不
明
で
あ
る
。

し
か
し
山
形
の
〈
炭
焼
藤
太
〉
伝
説
と
い
う
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
こ
れ
に
負
け
ず

劣
ら
ず
重
要
な
問
題
は
、「
炭
焼
藤
太
由
来
」（「（
別
説
）
炭
焼
藤
太
之
縁
起
」）
で
藤

太
の
妻
を
「
中
将
姫
」
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
「
中
将
姫
」
が
そ
の
ま
ま
、
能
「
当
麻
」
な
ど
で
有
名
な
あ
の
「
中
将
姫
」

と
は
思
わ
れ
な
い
。
実
は
現
在
、
住
吉
神
社
を
め
ぐ
る
伝
説
で
は
藤
太
妻
の
名
は

「
豊
丸
姫
」
と
し
て
流
布
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
言
い
伝
え
は
近
代
以
降
に
発
生

し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
今
の
と
こ
ろ
、
確
認
し
え
た
一
番
古
い
資
料

は
大
正
十
二
年
（
一
九
一
三
）
の
南
村
山
郡
役
所
（
編
）『
南
村
山
郡
誌
』
で
あ
る
。

そ
の
「
宝
沢
住
吉
神
社
」
の
項
に
は

往
古
炭
焼
藤
太
と
申
す
人
上
宝
沢
村
住
人
な
り
京
都
一
条
殿
よ
り
豊
丸
姫
と
号
す

姫
尋
ね
来
り
後
夫
婦
と
な
り
元
治
元
年
九
月
二
十
日
長
男
吉
治
信
高
誕
生
す
康
治

二
年
六
月
十
二
日
次
男
吉
内
信
氏
誕
生
久
安
元
年
七
月
十
九
日
吉
六
信
善
誕
生
其

後
奥
州
白
坂
に
て
三
子
熊
坂
の
為
め
に
死
す
嘉
応
元
年
四
月
豊
丸
姫
五
十
七
歳
に

て
四
男
喜
藤
太
信
正
誕
生
其
子
孫
は
今
の
宝
崎
家
な
り
藤
太
夫
婦
深
山
に
入
り
働

き
後
藤
太
は
八
十
三
歳
に
て
往
生
す
姫
は
其
後
七
十
八
に
て
往
生
す

と
あ
る
。「
元
治
元
年
」
と
い
う
よ
う
な
ミ
ス
プ
リ
（
？
）
や
、「
一
条
殿
」
と
い
う

設
定
も
初
見
で
は
あ
る
も
の
の
、「
豊
丸
姫
五
十
七
歳
に
て
四
男
喜
藤
太
信
正
誕
生
其

子
孫
は
今
の
宝
崎
家
な
り
」
と
い
う
よ
う
な
「（
別
説
）
炭
焼
藤
太
之
縁
起
」
の
記
事

と
の
微
妙
な
接
点
も
窺
わ
せ
る
。
し
か
し
、
な
ん
と
言
っ
て
も
本
書
で
注
目
す
べ
き

は
、「
其
後
奥
州
白
坂
に
て
三
子
熊
坂
の
為
め
に
死
す
」
と
あ
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

「
炭
焼
藤
太
由
来
」（「（
別
説
）
炭
焼
藤
太
之
縁
起
」）
で
は
、
元
服
し
た
源
義
経
か
ら

吉
次
三
兄
弟
へ「
三
ノ
浜（
三
つ
の
濱
）」（
義
経
と
の
関
係
か
ら
言
え
ば
伊
予
国
か
、松

尾
剛
次
氏
か
ら
の
ご
示
教
）
の
「
六
千
町
」
が
下
さ
れ
た
と
あ
る
の
み
で
、
そ
の
の

ち
の
消
息
に
は
ま
っ
た
く
ふ
れ
な
い
。

　

こ
こ
で
、
前
述
の
『 

補
出
羽
国
風
土
略
記
』
に
「
奥
州
白
坂
の
駅
皮
籠
村
と
て
、

吉
治
兄
弟
盗
賊
の
為
に
討
れ
し
所
な
り
迚
、
小
松
原
に
石
塔
有
、
吉
治
が
盗
賊
に
金

取
れ
し
橋
成
と
て
、
小
金
橋
と
云
ふ
あ
り
、
按
る
に
、
是
は
吉
治
の
弟
吉
内
云
に
や
」

と
割
注
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
し
た
い
。「
吉
治
」
が
死
ん
で
し
ま
う
と
い
う
展
開
は

い
さ
さ
か
唐
突
な
の
で
、「
按
る
に
、
是
は
吉
治
の
弟
吉
内
云
に
や
」
な
ど
と
考
証
し

て
い
る
が
、
三
兄
弟
が
「
奥
州
白
坂
の
駅
皮
籠
村
」
で
「
盗
賊
」
に
殺
さ
れ
た
と
い

う
伝
承
は
、
大
塚
高
之
『
東
奥
白
河
往
昔
之
記
』（
延
宝
三
年
（
一
九
七
八
））
に
記

さ
れ
て
お
り
、
在
地
で
は
早
く
か
ら
広
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。「
炭
焼
藤

太
由
来
」
成
立
よ
り
、
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
約
一
〇
〇
年
前
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、

「
炭
焼
藤
太
由
来
」（「（
別
説
）
炭
焼
藤
太
之
縁
起
」）
は
、『 

補
出
羽
国
風
土
略
記
』

と
違
っ
て
、
三
兄
弟
遭
難
の
伝
承
か
ら
の
影
響
を
ま
っ
た
く
受
け
て
こ
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
白
河
側
の
資
料
に
お
い
て
も
、
広
瀬
典
の
『
白
河
風
土
記
』
三

（
文
化
年
間
（
一
八
〇
四
〜
一
八
一
八
））
で
は
、「
羽
州
宝
沢
の
商
客
橘
次
信
高
兄

弟
」
が
「
藤
沢
某
」（『
義
経
記
』
に
登
場
す
る
藤
沢
入
道
か
）
一
味
に
襲
わ
れ
る
話

柄
へ
と
変
貌
す
る
。
こ
の
あ
た
り
に
、
東
北
地
方
の
い
く
つ
か
の
〈
炭
焼
藤
太
〉
伝
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説
が
、
白
河
で
の
三
兄
弟
客
死
説
話
に
よ
っ
て
再
編
成
さ
れ
る
過
程
を
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
本
稿
冒
頭
に
予
告
し
た
別
稿
に
譲
る
こ
と
と
し

た
い
。
も
っ
と
も
、『
南
村
山
郡
誌
』
に
お
い
て
白
河
の
盗
賊
は
「
熊
坂
（
長
範
）」

で
あ
っ
た
。
藤
沢
入
道
（『
義
経
記
』）
か
ら
熊
坂
長
範
（
幸
若
舞
曲
お
よ
び
能
の

「
烏
帽
子
折
」）
へ
、
あ
た
か
も
義
経
伝
説
の
展
開
と
見
合
う
か
の
よ
う
に
〈
炭
焼
藤

太
〉
伝
説
も
変
容
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
『
義
経
記
』
や
「
烏
帽
子
折
」

の
段
階
で
、
ま
だ
事
件
の
舞
台
は
白
河
と
な
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
意
味
で
前
掲
『 

補
出
羽
国
風
土
略
記
』
の
よ
う
に
「
奥
州
白
坂
の
駅
皮
籠
村
と
て
、
吉
治
兄
弟
盗
賊

の
為
に
討
れ
し
所
な
り
」
と
「
道
中
に
て
盗
賊
熊
坂
旅
宿
に
忍
入
事
」
と
を
区
別
す

る
記
述
は
き
わ
め
て
至
当
な
も
の
と
言
え
よ
う
。
翻
っ
て
、「
豊
丸
姫
」
の
名
前
が
ど

こ
か
ら
来
た
の
か
、
あ
い
か
わ
ら
ず
不
明
な
の
で
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
こ
の
よ
う
に

伝
説
が
文
学
や
芸
能
の
影
響
を
吸
収
し
、
言
わ
ば
肥
大
化
か
つ
洗
練
さ
れ
て
ゆ
く
過

程
の
な
か
で
胚
胎
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

六

　

ち
ょ
っ
と
回
り
道
を
し
て
し
ま
っ
た
が
、
さ
ら
に
「
中
将
姫
」
と
い
う
名
称
に
つ

い
て
。
さ
き
ほ
ど
、
こ
こ
の
「
中
将
姫
」
は
説
話
や
芸
能
で
有
名
な
「
中
将
姫
」
で

は
な
か
ろ
う
、
と
の
見
通
し
を
述
べ
た
が
、
実
は
両
者
の
関
係
は
非
常
に
デ
リ
ケ
ー

ト
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
山
形
の
〈
炭
焼
藤
太
〉
伝
説
は
現

行
の
い
わ
ゆ
る
民
話
集
に
も
多
く
収
録
さ
れ
て
お
り
、
も
ち
ろ
ん
女
性
の
名
を
豊
丸

姫
と
す
る
も
の
が
多
い
け
れ
ど
、「
中
将
姫
」
と
称
す
る
も
の
の
ほ
か
、
さ
ら
に
は

「
あ
ご
や
姫
」
と
呼
ぶ
も
の
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
『
山
形
の
と
ん
と
昔
』（
昭
和
五
十
一
年
（
一
九
七
六
））
所
収
「
炭
焼

き
長
者
（
村
山
）」
で
は
、
藤
太
の
妻
を
「
中
将
姫
」
と
名
づ
け
て
お
り
、「
つ
ぐ
み
」

に
も
言
及
す
る
の
で
「（
別
説
）
炭
焼
藤
太
之
縁
起
」
と
の
な
ん
ら
か
の
関
連
が
考
え

ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
口
頭
伝
承
と
し
て
固
有
の
問
題
は
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
い

か
も
し
れ
な
い
。
注
目
す
べ
き
は
、『
新
庄
の
む
か
し
ば
な
し
』（
昭
和
四
十
六
１
９

７
１
年
）
に
収
め
ら
れ
た
「
あ
ご
や
姫
」（
話
者
・
佐
藤
テ
ツ
エ
）
と
い
う
昔
話
の
方

で
あ
る
。
内
容
的
に
見
て
ゆ
く
と
、「
米
沢
」
あ
た
り
に
住
む
「
あ
ご
や
姫
」
が
神
の

お
告
げ
で
「
宝
沢
の
藤
太
」
に
嫁
入
り
し
黄
金
で
裕
福
に
な
る
と
い
う
前
半
は
、
い

さ
さ
か
の
違
い
は
見
せ
る
も
の
の
〈
炭
焼
長
者
〉
譚
と
捉
え
て
な
ん
ら
さ
し
つ
か
え

あ
る
ま
い
（
こ
こ
で
の
水
鳥
は
「
鴨
」
で
あ
る
）。
し
か
し
な
が
ら
、
話
の
後
半
は
二

人
の
息
子
「
吉
三
」「
吉
六
」
と
も
ど
も
藤
太
一
家
の
全
員
が
そ
ろ
っ
て
山
に
飛
ん
で

行
き
神
様
に
な
っ
し
ま
う
と
い
う
、
ま
る
で
お
伽
草
子
の
本
地
物
語
ふ
う
の
展
開
と

な
っ
て
終
わ
る
の
だ
（
こ
こ
に
「
吉
次
」
は
い
な
い
）。
も
と
よ
り
「
炭
焼
藤
太
由

来
」（「（
別
説
）
炭
焼
藤
太
之
縁
起
」）
に
あ
っ
て
も
、
最
後
は
神
仏
に
な
る
と
い
う

大
筋
は
同
じ
と
言
え
ば
同
じ
で
あ
る
が
、
こ
の
「
あ
ご
や
姫
」
に
お
い
て
は
「
米
沢
」

な
ど
の
在
地
性
が
よ
り
い
っ
そ
う
強
く
な
っ
た
こ
と
で
、
口
承
文
芸
と
し
て
の
土
着

化
が
語
り
物
の
本
質
的
な
一
面
を
大
き
く
浮
上
さ
せ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
た
い
。
さ

ら
に
見
逃
せ
な
い
の
は
、
こ
の
昔
話
「
あ
ご
や
姫
」
で
は
「
は
づ
が
す
川
」
の
地
名

由
来
譚
を
も
記
し
て
い
る
こ
と
だ
。
こ
こ
ま
で
来
て
、「
あ
ご
や
姫
」
や
「
は
づ
が
す

川
」
と
い
う
固
有
名
詞
か
ら
連
想
さ
せ
ら
れ
る
事
例
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
上
宝
沢

の
住
吉
神
社
か
ら
西
へ
数
キ
ロ
、
山
形
市
の
市
街
地
に
近
い
千
歳
山
万
松
寺
に
伝
わ

る
、
と
言
う
よ
り
歌
枕
〈
あ
こ
や
の
松
〉
に
ま
つ
わ
る
〈
あ
こ
や
姫
〉
伝
説
で
あ
る
。

　

前
近
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
う
る
山
形
市
千
歳
山
の
〈
あ
こ
や
姫
〉
伝
説
と
は
、

基
本
的
に
次
の
二
種
類
で
あ
る
（
菊
地
「
歌
枕
〈
あ
こ
や
の
松
〉
を
め
ぐ
る
在
地
伝

承
」『
古
代
の
東
北 
― 
歴
史
と
民
俗 
―
』
一
九
八
九
・
五
）。

Ａ　

奥
州
信
夫
郡
に
謫
居
し
た
公
家
の
娘
と
し
て
生
ま
れ
た
阿
古
屋
姫
の
も
と
へ
、

夜
な
夜
な
男
が
通
っ
て
く
る
。
あ
る
晩
、
男
は
自
分
が
橋
木
と
し
て
明
日
切
ら

れ
る
松
の
精
で
あ
る
と
告
げ
、
伐
採
さ
れ
て
も
姫
の
手
伝
い
な
し
に
は
動
か
ぬ

と
言
う
。
翌
日
、
姫
の
手
助
け
で
倒
さ
れ
た
松
は
運
ば
れ
る
。
姫
の
遺
言
で
、

彼
女
の
墓
は
出
羽
の
千
歳
山
に
立
て
ら
れ
万
松
寺
が
創
建
さ
れ
る
。
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Ｂ　

藤
原
豊
成
の
娘
で
中
将
姫
の
妹
に
あ
た
る
阿
古
屋
姫
は
、
父
の
流
罪
に
伴
い
、

出
羽
国
生
ま
れ
の
従
者
に
誘
わ
れ
て
千
歳
山
の
麓
に
隠
棲
す
る
。
し
か
し
、
間

も
な
く
風
邪
を
わ
ず
ら
い
姫
は
落
命
す
る
。
末
期
に
至
り
、
自
身
の
死
骸
を
千

歳
山
の
頂
上
に
葬
り
目
印
と
し
て
松
を
植
え
る
よ
う
に
遺
言
し
て
亡
く
な
る
。

　

Ａ
型
の
初
見
文
献
資
料
は
、
万
松
寺
か
ら
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
に
幕
府
寺
社

奉
行
に
提
出
し
た
「
書
上
（
指
上
書
）」
で
あ
り
、
Ｂ
型
で
の
上
限
は
例
の
『 

補
出

羽
国
風
土
略
記
』
十
・
中
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
文
献
的
な
限
界
は
十
八
世
紀
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
近
代
の
い
わ
ゆ
る
民
話
集
で
は
、
Ａ
・
Ｂ
両
者
の
混
同
さ
れ
た
話
柄

に
な
っ
て
い
る
も
の
も
多
い
が
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
Ａ
・
Ｂ
は
截
然
と
区
別
さ

れ
て
い
た
よ
う
だ
。
万
松
寺
縁
起
の
ス
タ
イ
ル
を
採
る
Ａ
は
、
昔
話
の
話
型
で
言
う

〈
木
霊
婿
入
譚
〉
に
相
当
す
る
も
の
で
、
直
接
に
は
〈
炭
焼
藤
太
〉
伝
説
と
の
交
渉
が

考
え
ら
れ
な
い
。
問
題
は
Ｂ
の
方
で
、
こ
の
「
阿
古
屋
（
あ
こ
や
）
姫
」
が
「
中
将

姫
の
妹
」
― 
し
か
も
あ
の
文
学
作
品
で
有
名
な
「
藤
原
豊
成
の
娘
」
た
る
「
中
将

姫
」
の 
― 
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
伝
承
上
で
の
「
阿
古
屋
（
あ
こ
や
）

姫
」
と
「
中
将
姫
」
と
の
交
錯
は
、
さ
き
の
『
新
庄
の
む
か
し
ば
な
し
』
の
「
あ
ご

や
姫
」
な
ど
を
想
起
さ
せ
よ
う
。
し
か
し
、「
は
づ
が
す
川
」（『
新
庄
の
む
か
し
ば
な

し
』）を
も
考
慮
に
入
れ
て
く
る
と
、事
態
は
さ
ら
に
紛
糾
化
の
様
相
を
呈
し
て
く
る
。

と
言
う
の
は
、〈
あ
こ
や
姫
〉
伝
説
に
は
そ
の
亜
種
と
も
称
す
べ
き
〈
は
づ
か
し
川
〉

伝
説
な
る
も
の
も
存
在
す
る
か
ら
だ
。

Ｃ　

千
歳
山
の
麓
に
隠
遁
し
た
阿
古
屋
姫
が
水
に
脛
の
映
る
の
を
嫌
い
躊
躇
し
た
の

で
、
以
来
そ
の
川
を
恥
川
と
呼
ぶ
。
一
説
に
、
藤
原
実
方
の
娘
で
あ
る
中
将
姫

が
渡
河
を
た
め
ら
っ
た
故
と
も
言
う
。

　

Ｃ
型
も
『 

補
出
羽
国
風
土
略
記
』
が
記
録
す
る
と
こ
ろ
だ
が
、「
一
説
」
は
す
で

に
「
書
上
（
指
上
書
）」
で
も
言
及
し
て
あ
っ
た
。
こ
の
Ｃ
型
で
さ
き
に
予
想
し
た

「
阿
古
屋
（
あ
こ
や
）
姫
」
と
「
中
将
姫
」
と
の
交
錯
が
事
実
確
認
で
き
た
わ
け
だ
が
、

そ
の
互
換
の
中
身
と
は
「
藤
原
豊
成
の
娘
」
と
し
て
で
は
な
く
、
ま
っ
た
く
別
の

「
藤
原
実
方
の
娘
」
を
媒
介
と
し
て
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、〈
あ
こ
や
姫
〉
伝
説
を
め

ぐ
っ
て
二
人
の
「
中
将
姫
」（
藤
原
豊
成
女
・
藤
原
実
方
女
）
が
登
場
す
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
れ
ば
、「
炭
焼
藤
太
由
来
」（「（
別
説
）
炭
焼
藤
太
之
縁

起
」）
の
「
藤
原
氏
中
将
姫
」
も
こ
の
伝
承
の
ゆ
ら
ぎ
と
無
関
係
と
は
言
え
な
く
な
っ

て
く
る
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
Ａ
型
伝
説
で
も
後
世
の
資
料
で
は
父
親
の
名
が
藤

原
豊
充
（
光
）
と
さ
れ
て
く
る
。

七

　

「
あ
ご
や
姫
」（『
新
庄
の
む
か
し
ば
な
し
』）
の
よ
う
な
伝
承
を
前
近
代
の
文
献
で

確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、「
炭
焼
藤
太
由
来
」（「（
別
説
）
炭
焼
藤
太
之
縁
起
」）

の
「
藤
原
氏
中
将
姫
」
が
口
頭
伝
承
の
世
界
で
流
伝
す
る
時
、
そ
れ
が
「
阿
古
屋

（
あ
こ
や
）
姫
」
に
も
な
り
う
る
と
い
う
事
実
は
（
万
一
そ
れ
が
ま
っ
た
く
後
代
的
現

象
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
し
て
も
）
き
わ
め
て
重
大
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と

言
う
の
も
、
こ
の
〈
あ
こ
や
姫
〉
伝
説
と
の
接
点
が
さ
ら
な
る
問
題
を
呼
び
寄
せ
て

く
る
か
ら
で
あ
る
。

　

本
稿
冒
頭
の
引
用
に
該
当
す
る
記
事
が
見
ら
れ
な
い
が
、
柳
田
国
男
は
東
北
地
方

の
〈
炭
焼
藤
太
〉
伝
説
と
し
て
宮
城
県
金
成
町
の
事
例
も
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
も

詳
細
は
別
稿
に
譲
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、
本
稿
と
の
最
低
限
の
関
わ
り
か
ら
注
意
し

た
い
こ
と
は
、
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
刊
の
『
炭
焼
藤
太
史
』
と
い
う
資
料
の
存

在
で
あ
る
（
大
島
建
彦
「
炭
焼
藤
太
事
蹟
」『
西
郊
民
俗
』
一
九
七
五
・
六
）。
実
際
、

ど
れ
だ
け
流
布
し
た
の
か
不
明
で
は
あ
る
が
、
た
と
え
ロ
ー
カ
ル
な
も
の
で
あ
っ
て

も
貞
享
年
間
に
版
本
と
し
て
〈
炭
焼
藤
太
〉
伝
説
が
出
回
っ
た
事
実
そ
れ
自
体
が
注

目
さ
れ
る
。そ
の
お
お
よ
そ
の
内
容
は
、「
京
師
公
卿
三
条
盛
実
乃
女
お
こ
や
の
前
」は

「
清
水
の
観
音
」
の
お
告
げ
で
「
奥
州
栗
原
の
里
三
の
迫
畑
村
の
産
」
の
「
藤
太
」
と
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結
婚
し
「
橘
治
橘
内
橘
六
」
を
も
う
け
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。（
こ
こ
で
の
水
鳥

は
「
雁
鴨
」）。「
藤
太
」
の
妻
を
「
お
こ
や
の
前
」
と
す
る
の
は
、
菅
江
真
澄
の
『
か

す
む
こ
ま
が
た
・
続
』（
天
明
六
年
（
一
七
八
六
））
も
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
柳

(

田
国
男
「
立
烏
帽
子
考
」 

『
神
を
助
け
た
話
（
炉
辺
叢
書
４
）』
一
九
二
〇
・
二
）

な
ど
に
く
わ
し
い
と
こ
ろ
だ
が
、「
お
こ
や
」
も
ま
た
「
あ
こ
や
」
と
同
様
、
い
ず
れ

巫
女
的
な
性
格
の
強
い
人
名
と
見
て
ま
ち
が
い
あ
る
ま
い
。

　

と
こ
ろ
で
、『
炭
焼
藤
太
史
』
と
山
形
の
〈
炭
焼
藤
太
〉・〈
あ
こ
や
姫
〉
両
伝
説
と

の
具
体
的
な
接
点
は
単
に
人
名
の
み
で
は
な
い
。『
炭
焼
藤
太
史
』
の
次
の
記
事
は
、

〈
は
づ
か
し
川
〉
伝
説
と
も
明
ら
か
に
符
合
し
て
く
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

一
お
こ
や
の
前
畑
へ
下
り
給
ひ
し
時
、
折
し
も
雨
降
り
川
水
増
し
け
れ
ば
、
小

褄
を
お
さ
へ
越
え
し
と
て
、
此
の
川
を
小
褄
川
と
い
ふ
。

　

現
行
の
〈
は
づ
か
し
川
〉
伝
説
の
多
く
は
、
父
を
訪
ね
て
き
た
「
阿
古
屋
（
あ
こ

や
）
姫
」
ま
た
は
「
中
将
姫
」
が
あ
ら
れ
も
な
い
自
分
の
容
姿
を
水
鏡
に
映
し
�
恥

ず
か
し
い
�
と
思
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
語
り
口
を
や
や
マ
イ
ル
ド

に
し
た
改
変
で
あ
っ
て
、
も
と
は
Ｃ
型
の
資
料
に
も
あ
る
よ
う
に
、
着
物
の
裾
か
ら

素
足
が
見
え
た
と
い
う
い
さ
さ
か
性
的
な
話
柄
で
あ
ろ
う
（
そ
の
意
味
で
現
代
の
も

の
で
も
さ
き
の
『
新
庄
の
む
か
し
ば
な
し
』
な
ど
は
原
形
を
と
ど
め
て
い
る
）。
し
た

が
っ
て
、『
炭
焼
藤
太
史
』
が
「
小
褄
を
お
さ
へ
越
え
」
た
ゆ
え
に
「
小
褄
川
」
と
名

づ
け
た
の
は
注
目
さ
れ
る
。
本
稿
冒
頭
に
引
い
た
柳
田
の
言
う
「
岩
代
信
夫
郡
の
平

沢
」
の
伝
説
で
も
、
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
の
志
田
正
徳
『
信
達
一
統
志
』
八

に
よ
れ
ば
、「
耻
川
」（
藤
太
妻
の
名
は
不
詳
）
が
あ
っ
て
相
互
の
交
渉
を
窺
わ
せ
て

い
る
が
、
く
わ
し
い
こ
と
は
ま
た
他
日
を
期
し
た
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
阿
古
屋

（
あ
こ
や
）
姫
」
と
「
お
こ
や
の
前
」、「
恥
川
」
と
「
小
褄
川
」
― 
こ
の
よ
う
な
対

応
は
、〈
あ
こ
や
姫
〉
伝
説
を
媒
介
と
し
た
山
形
・
宮
城
両
県
に
ま
た
が
る
〈
炭
焼
藤

太
〉
伝
説
の
具
体
的
交
流
を
想
像
さ
せ
る
。
成
立
年
代
と
し
て
は
宮
城
県
側
の
文
献

資
料
が
先
行
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
だ
け
を
も
っ
て
ど
ち
ら
の
伝
説
が
古
い
も
の
か

は
に
わ
か
に
は
判
断
し
が
た
い
。
た
だ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
宝
沢
の
〈
炭
焼
藤
太
〉

伝
説
は
、〈
あ
こ
や
姫
〉
伝
説
と
陰
に
陽
に
か
ら
み
あ
い
な
が
ら
展
開
し
て
き
た
ら
し

い
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
宮
城
県
の
〈
炭
焼
藤
太
〉
伝
説
と
は
異
な
り
、「
あ
こ
や
」

の
名
を
も
っ
ぱ
ら
〈
あ
こ
や
姫
〉
伝
説
が
担
い
、
宝
沢
の
藤
太
妻
は
「
中
将
姫
」
か

ら
「
豊
丸
姫
」
へ
と
独
自
の
変
貌
を
遂
げ
え
た
の
で
あ
る
。

結

　

以
上
、
本
稿
で
は
山
形
市
宝
沢
の
〈
炭
焼
藤
太
〉
伝
説
資
料
と
し
て
は
最
古
の
、

山
形
大
学
附
属
博
物
館
蔵
「
炭
焼
藤
太
由
来
」
の
紹
介
を
か
ね
な
が
ら
若
干
の
考
察

を
試
み
た
。

　

そ
の
結
果
、
現
在
「
豊
丸
姫
」
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
藤
太
の
妻
が
「
炭
焼
藤
太
由

来
」（「（
別
説
）
炭
焼
藤
太
之
縁
起
」）
で
は
「
中
将
姫
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
そ

の
こ
と
で
千
歳
山
の
〈
あ
こ
や
姫
〉
伝
説
を
媒
介
に
宮
城
県
金
成
町
の
〈
炭
焼
藤
太
〉

伝
説
と
も
呼
応
し
て
く
る
こ
と
、
な
ど
を
指
摘
し
た
。
残
念
な
が
ら
、「
中
将
姫
」
か

ら
「
豊
丸
姫
」
へ
変
貌
す
る
過
程
に
「
阿
古
屋
（
あ
こ
や
）
姫
」
が
ど
う
関
わ
っ
て

く
る
の
か
資
料
的
に
は
不
明
だ
が
、
断
片
的
な
が
ら
、
隣
接
す
る
上
山
市
の
〈
炭
焼

藤
太
〉
伝
説
「
藤
太
と
阿
古
耶
姫
」（『
山
形
・
村
山
地
方
の
伝
説
』
平
成
十
二
年

（
二
〇
〇
〇
））
で
は
「
阿
古
耶
姫
の
父
藤
原
豊
光
」
と
あ
っ
て
、
明
ら
か
に
Ａ
型
の

〈
あ
こ
や
姫
〉
伝
説
と
接
点
を
持
つ
事
実
に
は
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　

「
炭
焼
藤
太
由
来
」
に
関
し
て
は
、
か
な
り
重
要
な
「
流
鏑
馬
の
的
板
」
に
つ
い
て

の
比
較
材
料
が
な
く
、
問
題
の
残
さ
れ
た
感
は
否
め
な
い
が
、
も
う
一
点
、
本
稿
中

で
ふ
れ
え
な
か
っ
た
こ
と
を
補
足
し
て
お
く
。
そ
れ
は
「
炭
焼
藤
太
由
来
」
に
、「
渡

世
に
は
炭
を
焼
さ
か
ひ
白
岩
な
ど
へ
持
出
し
売
給
ふ
」
と
あ
る
と
こ
ろ
だ
。
宝
沢
の

炭
焼
藤
太
が
「
渡
世
」
に
「
さ
か
ひ
（
寒
河
江
？
）
白
岩
」
ま
で
行
っ
た
と
い
う
の

は
、
い
わ
ゆ
る
民
話
集
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
、
そ
の
途
中
に
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は
藤
森
稲
荷
（
山
形
市
緑
町
）
や
休
み
石
・
鍋
掛
松
（
東
村
山
郡
中
山
町
）
な
ど
、

現
在
で
も
伝
説
関
連
の
旧
跡
が
残
さ
れ
て
い
る
。「
中
将
姫
」
と
い
う
名
称
と
は
異
な

り
、
現
代
ま
で
継
承
さ
れ
た
「
白
岩
」
へ
の
行
商
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、〈
炭
焼
長

者
〉
譚
と
鉱
物
資
源
と
の
関
連
な
ど
さ
ま
ざ
ま
に
想
像
を
誘
う
が
、
今
の
と
こ
ろ
く

わ
し
い
こ
と
は
不
明
と
言
う
ほ
か
な
い
。

【
付
記
】
本
稿
を
な
す
に
あ
た
り
、
人
文
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
２
「
交
易
・
交
流
か
ら
み
た
出

羽
の
歴
史
文
化 
― 
山
形
の
地
域
特
性
の
歴
史
的
形
成
に
関
す
る
フ
ィ
ー
ル
ド
研
究 
―
」

の
メ
ン
バ
ー
（
岩
田
浩
太
郎
・
三
上
喜
孝
・
松
尾
剛
次
）
か
ら
は
い
ろ
い
ろ
と
有
益
な

ご
意
見
を
頂
戴
し
ま
し
た
。
特
に
、
岩
田
氏
に
は
資
料
解
読
に
際
し
、
多
大
な
ご
協
力

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
住
吉
神
社
の
宝
崎
幸
雄
氏
か
ら
は
た
い
へ
ん
貴
重
な
お

話
を
お
聞
か
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
。
な
か
で
も
、「
炭
焼
藤
太
由
来
」
に
つ
い
て
は
、
山

形
大
学
附
属
博
物
館
の
高
橋
加
津
美
氏
か
ら
の
情
報
提
供
が
な
け
れ
ば
ま
っ
た
く
知
り

え
な
か
っ
た
も
の
で
す
。
こ
こ
に
、
改
め
て
ご
協
力
い
た
だ
い
た
方
々
と
、
写
真
掲
載

な
ら
び
に
本
文
翻
刻
を
ご
許
可
い
た
だ
い
た
山
形
大
学
附
属
博
物
館
に
心
よ
り
お
礼
申

し
あ
げ
ま
す
。
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The Legend of “Touta the Charcoal Roaster”  
in Houzawa, Yamagata city:

  An Introduction of “The Origin of Touta 
the Charcoal Roaster,” a Treasure of The Museum of 

Yamagata University

KIKUCHI  Hitoshi

（Professor, Asian Culture，Cultural System Course）

　The Legend of “The Millionaire Charcoal Roaster” is widely distributed in our country, and it 

emerges as a particular version of “Touta the Charcoal Roaster” in the Tohoku district with some 

original developments.

　In this article, we introduce “The Origin of Touta the Charcoal Roaster,” a treasure of The 

Museum Yamagata University, and present a historical analysis of a version that has come down 

around Sumiyoshi Shrine in Houzawa, Yamagata City.

　Our analysis suggests that the version in question is historically associated with the legend of 

“Lady Akoya” that has been passed on at Bansho Temple, Mount Chitose in Yamagata City, and 

consequently its derivation has relevance to another version of the legend of Kannari-cho in Miyagi 

Prefecture.
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は

じ

め

に

　

本
稿
は
、
山
形
城
下
町
商
人
長
谷
川
吉
郎
治
家
の
紅
花
取
引
の
実
態
に
つ
い
て
あ

き
ら
か
に
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。

　

山
形
城
下
十
日
町
の 
○長
 
 

 

長
谷
川
吉
郎 
治 
家
は
、
山
形
水
野
藩
の
士
格
御
用
達
に

（
次
）

任
ぜ
ら
れ
、
幕
末
期
の
山
形
城
下
町
に
お
い
て
随
一
の
経
営
規
模
を
誇
る
巨
大
商
人

と
し
て
活
躍
し
た
商
家
で
あ
る
。
近
世
後
期
〜
明
治
期
に
お
け
る
長
谷
川
家
の
活
動

が
山
形
藩
政
・
山
形
県
政
を
は
じ
め
奥
羽
・
東
北
地
方
（
と
く
に
東
北
中
央
・
南
部
）

の
政
治
・
経
済
・
社
会
の
諸
動
向
に
与
え
た
影
響
は
大
き
く
、
そ
の
経
営
や
活
動
の

解
明
は
ひ
ろ
く
東
北
近
世
史
・
近
代
史
研
究
の
進
展
の
た
め
に
重
要
な
課
題
で
あ
る

と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　

従
来
、
○長
 

長
谷
川
家
の
経
営
に
関
し
て
は
、
今
田
信
一
氏
が
名
著
『
最
上
紅
花
史

の
研
究
』
に
お
い
て
、
同
家
の
有
力
な
出
荷
先
で
あ
っ
た
京
都
紅
花
問
屋
最
上
屋
喜

八
家
の
帳
簿
に
出
て
く
る
同
家
の
取
引
記
録
を
用
い
て
そ
の
紅
花
取
引
の
規
模
や
集

荷
に
関
す
る
分
析
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の
が
唯
一
の
実
証
的
成
果
で
あ
る
。
同
家
の

紅
花
集
荷
が
仙
南
地
方
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
先
駆
的
研
究

で
あ 
る 
。し
か
し
後
述
す
る
よ
う
に
、同
家
は
最
上
屋
の
ほ
か
、さ
ら
に
広
汎
な
京
都
・

（
１
）

大
坂
の
紅
花
問
屋
と
取
り
引
き
し
て
お
り
、
先
行
研
究
の
予
想
を
は
る
か
に
こ
え
た

内
容
と
規
模
で
紅
花
流
通
に
関
与
し
て
い
た
。
ま
た
、
○長
 

長
谷
川
家
は
紅
花
の
ほ
か
、

ま
る
ち
ょ
う

青
苧
・
生
糸
な
ど
を
奥
羽
で
買
い
付
け
上
方
に
送
り
販
売
し
、
上
方
よ
り
呉
服
太
物
・

古
手
や
繰
綿
・
蝋
・
砂
糖
・
荒
物
・
小
間
物
な
ど
を
仕
入
れ
奥
羽
に
売
り
捌
く
巨
大

な
「
の
こ
ぎ
り
商
い
」
を
実
施
す
る
一
方
、
金
融
・
地
主
・
鉱
山
な
ど
の
経
営
も
手

広
く
実
施
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
新
史
料
の
発
掘
を
進
め
、
同
家
の
多
角
経
営

の
構
造
や
地
域
の
政
治
・
経
済
・
社
会
に
対
す
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
実
態
に
関
す
る
総

合
的
研
究
を
実
施
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
本
稿
は
こ
の
課
題
の
一
環
に
位
置

づ
く
も
の
で
あ
り
、
ま
ず
そ
の
紅
花
取
引
の
実
態
解
明
に
焦
点
を
絞
り
実
証
研
究
を

お
こ
な
う
も
の
で
あ 
る 
。

（
２
）

　

本
稿
で
は
、
宮
城
県
柴
田
郡
村
田
町   
 

 

大
沼 
正 
治
郎 
家 
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
長

（
庄
） 

（
３
）

谷
川
吉
郎
治
家
作
成
の
紅
花
取
引
帳
簿
な
ど
を
用
い
て
、
嘉
永
〜
安
政
初
年
に
お
け

る
紅
花
取
引
の
規
模
と
内
容
を
あ
き
ら
か
に
す
る
。
と
く
に
、
○長
 

長
谷
川
家
が
紅
花

取
引
を
お
こ
な
う
際
に
基
盤
と
し
た
産
地
の
地
域
範
囲
と
集
荷
・
出
荷
を
担
当
し
た

商
人
や
組
合
形
態
の
検
証
、
取
り
扱
っ
た
紅
花
荷
の
数
量
と
原
価
・
代
金
・
純
益
の

実
態
、
な
ど
の
考
察
を
お
こ
な
い
、
従
来
不
明
確
で
あ
っ
た
同
家
の
紅
花
取
引
の
全

体
像
に
関
す
る
基
礎
的
な
事
実
確
定
の
作
業
を
お
こ
な
い
た
い
。

　

従
来
、
山
形
城
下
町
商
業
の
奥
羽
に
ま
た
が
る
広
域
的
な
取
引
に
つ
い
て
は
言
及

が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
具
体
的
な
実
証
研
究
は
進
ん
で
い
な
い
。
山
形
城
下

町
商
人
に
関
す
る
論
述
も
多
く
あ
る
が
、
個
別
商
人
経
営
の
研
究
は
少
な
い
の
が
現

状
で
あ 
る 
。
山
形
城
下
町
に
は
様
々
な
経
営
規
模
の
商
人
が
お
り
、
階
層
性
が
認
め

（
４
）

正
か
ね
し
ょ
う

山
形
城
下
町
商
人
長
谷
川
吉
郎
治
家
に
お
け
る
紅
花
取
引
の
実
態

― 
嘉
永
〜
安
政
期
を
中
心
に 
―

 
岩　

田　

浩
太
郎

（
文
化
シ
ス
テ
ム
専
攻
歴
史
文
化
領
域
担
当
）
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山形城下町商人長谷川吉郎治家における紅花取引の実態 ―― 岩田

ら
れ
る
。
本
稿
は
山
形
城
下
町
商
人
の
な
か
で
も
随
一
の
巨
大
商
人
に
関
す
る
研
究

で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
は
特
異
な
位
置
に
あ
る
商
人
研
究
と
な
る
が
、
幕
末
期
の
山

形
城
下
町
商
人
の
経
営
実
態
と
活
動
条
件
を
そ
の
頂
点
的
な
レ
ベ
ル
に
お
い
て
典
型

的
に
あ
き
ら
か
に
す
る
事
例
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
本
稿
で
取

り
上
げ
る
紅
花
取
引
史
料
は
、
あ
る
個
別
の
商
人
が
一
年
間
に
出
荷
し
た
紅
花
荷
の

ほ
ぼ
全
量
を
把
握
し
、
そ
の
産
地
や
原
価
・
販
売
価
格
・
利
益
の
実
態
を
子
細
に
あ

き
ら
か
に
し
う
る
デ
ー
タ
と
し
て
重
要
で
あ
り
、
今
後
の
山
形
城
下
町
商
人
研
究
や

全
国
の
紅
花
流
通
史
研
究
に
と
っ
て
も
一
つ
の
比
較
の
基
準
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
た
め
煩
瑣
で
は
あ
る
が
網
羅
的
な
表
を
作
成
し
、
ひ
ろ
く
研
究
者
の
共
通
デ
ー

タ
と
し
て
供
す
る
こ
と
と
し
た
。

一　

分
析
史
料
の
性
格

　

本
稿
の
分
析
に
主
に
用
い
る
史
料
は
、 

大
沼
家
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
○長
 

長
谷
川

家
作
成
の
文
書
群
で
あ
る
。
表
題
は
、
Ⅰ
嘉
永
二
年
「
酉
為
登
紅
花
元
揚
調
帳
」（
裏

表
紙
「
長
谷
川
吉
郎
治
」）、
Ⅱ
嘉
永
三
庚
戌
年
九
月
吉
日
「
為
登
紅
苧
糸
元
揚
り
取

調
帳
」（
裏
表
紙
「
○長
 

長
谷
川
吉
郎
治
」）、
Ⅲ
嘉
永
五
年
九
月
吉
日
「
子
夏
為
登
紅
花

青
苧
絹
糸
調
」（
裏
表
紙
「
長
谷
川
吉
郎
治
」）、
Ⅳ
安
政
二
卯
年
二
月
吉
日
調
「
寅
夏

�
卯
暮
迄
為
登
紅
花
青
苧
絹
糸
元
揚
り
調
」（
裏
表
紙
「
長
谷
川
吉
郎
治 

上
京
倅
吉

六
」）、
な
ど
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
は
〈
紅
花
等
元
揚
調
帳
〉
と
で
も
総
称
で
き
る
文
書
群
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
上
方
へ
登
ら
せ
た
紅
花
荷
や
青
苧
荷
・
生
糸
荷
の
元
揚
り
（
買
揚
り
。
商
品
の

元
値
（
原
価
）
が
い
く
ら
で
あ
が
っ
た
の
か
）
を
各
荷
毎
に
調
べ
書
き
上
げ
た
帳
面

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
帳
面
で
は
、
元
値
（
原
価
）
は
単
位
あ
た
り
（
紅
花
で
あ
れ
ば

一
駄
＝
六
四
袋
あ
た
り
）
で
換
算
表
示
さ
れ
て
い
る
。〈
紅
花
等
元
揚
調
帳
〉
に
記
載

さ
れ
て
い
る
単
位
あ
た
り
元
値
（
原
価
）
と
は
、
Ⅰ
〜
Ⅲ
の
帳
面
の
場
合
は
京
着
値

で
あ
る
（
一
部
の
荷
に
つ
い
て
は
素
上
り
値
）。
京
着
値
と
は
、
紅
花
荷
の
場
合
、
産

正

地
よ
り
買
い
入
れ
運
送
し
京
都
紅
花
問
屋
に
到
着
す
る
迄
に
要
し
た
総
原
価
を
一
駄

あ
た
り
に
換
算
し
表
示
し
た
数
値
を
さ 
す 
。

（
５
）

　

Ⅳ
の
帳
面
の
場
合
は
、
各
荷
の
単
位
あ
た
り
元
値
の
表
示
に
つ
き
異
な
る
方
法
を

用
い
て
い
る
。
京
着
値
の
記
載
は
一
部
の
紅
花
荷
に
と
ど
ま
り
、
む
し
ろ
多
く
の
紅

花
荷
に
つ
い
て
は
素
上
り
（
素
揚
り
）
値
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
京
着
値
と
素
上
り

値
の
違
い
は
、
後
者
が
産
地
で
の
買
代
金
（
仕
入
原
価
）
を
一
駄
あ
た
り
に
換
算
し

て
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
前
者
は
産
地
で
の
買
代
金
の
ほ
か
、
仲
買

人
へ
支
払
っ
た
口
銭
や
荷
造
り
費
用
・
領
主
に
納
め
た
出
荷
役
金
・
流
通
過
程
に
お

け
る
運
賃
な
ど
を
合
算
し
、
そ
れ
を
単
位
あ
た
り
に
換
算
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
に
求
め
ら
れ
る
。
Ⅳ
の
帳
面
で
は
、
素
上
り
（
単
位
あ
た
り
買
代
金
）
に
含
ま
れ

て
い
な
い
諸
経
費
に
つ
い
て
は
個
別
の
紅
花
荷
の
記
載
の
後
の
末
尾
に
一
括
し
て
計

上
し
、、買
代
金
の
合
計
と
合
算
し
て
原
価
合
計
を
算
出
す
る
と
い
う
方
式
が
と
ら
れ

て
い
る
点
が
特
徴
で
あ
る
。

　

Ⅰ
と
Ⅳ
の
帳
面
に
つ
き
記
載
様
式
を
例
示
し
、
具
体
的
に
検
討
し
た
い
。

﹇
史
料
一
﹈　

Ⅰ
嘉
永
二
年
「
酉
為
登
紅
花
元
揚
調
帳
」
の
冒
頭
部
分
〈
後
掲
表
１
番
号

１
〜　

の
部
分
〉

49

　
　
　
　
　
　
　
　

最
上
紅
花

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

内
造
り
分

  

 

本　

百
三
拾
壱
袋　

拾
九
入
四
丸

 

緋              　
　
　

拾
八
入
三
丸

 （
以
下
、
紅
花
四
八
荷
〈
後
掲
表
１
番
号
２
〜　

〉
略
）

49

　
　

袋
数

　
　

〆   
四
千
八
百
八
袋

京
着

金
五
拾
九
両
永
拾
匁
壱
分
か
へ

○長 
直
打 
（
朱
書
）

金
六
七
両
か
へ
（
朱
書
）
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【表１－１】表１　嘉永２年（1849）長谷川吉郎治家の紅花荷一覧

備 考純　益代　金原　価
一駄あたり
手取現金

一駄あたり
仕切値段

一駄あたり
値　打

一駄あたり
京着値

荷　数荷印･銘柄番号

両両両両両両両袋
①　内造り分

6.96127.93120.9761.5662.5067.0059.10 131○長 本緋１
7.6283.9476.3253.1954.0058.5048.364101○長 谷風２

11.55170.41158.8663.0464.0066.0058.77 173○長 佐印３
5.4974.0968.6057.1358.0063.0052.90 83○長 司印４

此分厚姫おし込揚－－120.55－－61.5050.425153○長 沖姫５
此分沖姫おし込揚5.9268.9563.0355.1656.0061.0050.42580○長 厚姫６

3.8877.5773.6955.1656.0063.5052.40 90○長 紅飛７
0.588.778.1956.1557.0063.5052.40 10○長 紅飛

13.45161.26147.8161.0762.0066.0055.976169○長 元勇８
－－54.30－－57.0047.60573○長 極緋９

12.14151.47139.3365.5066.5070.0060.25 148○川 佐印10
5.3467.0461.7059.5960.5065.5054.84 72○長 寒紅11
5.9578.0872.1356.1557.0061.0051.86889○長 緋紅12
7.2360.9353.7052.7053.5059.5047.73 74○長 緋柳13
7.0797.1790.1058.1259.0063.5053.89 107○長 雨揃14

附花無之直打聢と相訳り兼候6.6576.3469.6961.0762.0066.0055.75 80○長 大頭15
－－54.14－－62.5049.50 70○長 寺新16

5.4858.4252.9451.2252.0055.0046.41 73○長 朝日17
5.1671.9466.7856.1557.0062.5052.12 82○長 前頭18

10.08114.44104.3651.2252.0058.0046.705143○長 宝雨19
6.0259.8453.8253.1954.0060.0047.84 72○長 大山20
7.2361.8054.5754.1855.0060.0047.84 73○長 大山
8.9071.9463.0456.1557.0062.0049.20382○長 大紅21
3.0275.6372.6153.1954.0063.5051.06691○長 金猩々22

13.8286.4372.9051.2252.0053.0043.20 108○長 村雨23
4.9870.8065.8249.2550.0051.0045.78792○長 沖雨24
7.9486.8678.9256.1557.0060.0051.36599○長 吉光25

11.75109.8098.0557.1358.0062.0051.016123○長 新光26
4.1971.5767.3861.0762.0067.0057.50 75○長 金冠27
4.3978.1073.7158.1259.0063.5054.85686○長 生月28
3.4275.3771.9558.1259.0065.0055.47783○長 国司29
6.2675.6469.3862.0663.0066.0056.93 78○長 飛稀30
8.8190.5581.7454.6755.5059.0049.35 106○長 大門31
2.7791.0588.2857.1358.0066.5055.39 102○長 大極32

難事分－－59.28－－66.0055.79 68○長 金時33
難事分－18袋 16.9059.0460.0918袋 61.0066.5055.57168○長 最上川34

3.9826.7822.8059.1060.0062.0050.32129○長 西光35
難事分－－74.69－－55.0050.32 95○長 灰龍36

2.0943.3441.2543.3444.0049.0041.25 64○長 辰雨37
5.5020.5215.0242.3643.00－31.00 31○長 紅馬38
2.1925.7623.5761.0762.0067.0055.86 27○長 仙岩39
8.91111.51102.6062.0663.0067.0057.10 115○長 灰光40

13.95174.54160.5962.0663.0065.0057.10 180○川 灰光41
－－135.61－－65.0057.10 152○川 灰光42

4.7773.4768.7061.0762.0067.0057.10 77○長 弁佐印43
9.64110.54100.9062.0663.0065.0056.648114○谷 灰光44

13.38114.42101.0458.1259.0060.0051.32 126○長 灰福45
4.7069.3164.6156.1557.0062.0052.34 79○長 極旭46
5.9684.9378.9761.0762.0067.0056.79 89○長 市娘47
3.5293.9490.4255.1656.0063.0053.091109○長 清光48

10.19108.0197.8257.1358.0060.0051.739121○長 寺正49
右之袋数内造り出荷分　袋数　〆 4808

②　天神湯沢 川嶋屋権吉殿造り出荷分 最上紅花
3.5563.4859.9361.5662.5068.5058.11 66○長 吉飛50
3.6276.6172.9962.0663.0068.0059.13 79○長 吉仁51
0.7794.1993.4259.1060.0067.0058.616102○長 吉司52
4.5164.9760.4662.0663.0068.0057.75 67○長 吉斎53
2.1566.6864.5356.1557.0065.0054.34 76○長 谷稀54
5.9273.7067.7862.0663.0068.5057.07776○長 大稀55
6.0664.3458.2854.1855.0057.0049.08 76○長 名山56

　袋数　〆 540

③　大町村 六右衛門殿出荷分
7.7871.9464.1656.1557.0062.0050.07782○長 荒馬57
9.73112.47102.7457.1358.0063.0052.184126○長 大緋58

　袋数　〆 208
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山形城下町商人長谷川吉郎治家における紅花取引の実態 ―― 岩田

【表１－２】

備 考純　益代　金原　価
一駄あたり
手取現金

一駄あたり
仕切値段

一駄あたり
値　打

一駄あたり
京着値

荷　数荷印･銘柄番号

両両両両両両両袋
④　天童 高木屋七兵衛殿出荷分

7.0865.3958.3158.1259.0061.0051.83472○長 山姥59
4.6563.4958.8454.1855.0061.0050.21 75○長 国稀60

　袋数　〆 147

⑤　楯岡 青沼惣次殿買口出荷分
4.2560.6756.4253.1954.0057.0049.46373○川 源氏山61
3.1462.2959.1556.1557.0061.0053.32 71○川 猪王山62
4.3759.8155.4457.1358.0063.0052.96 67○川 荒飛63
9.4586.2776.8258.1259.0063.0051.75 95○川 大関64

　袋数　〆 306

⑥　内造り出荷 宝沢紅花
右之内 18入 ４丸難事

－－  153.09
�
�
�

52.2153.0059.00二口均し43.162145○正 宝稀65
51.2252.0056.00〃　  43.16282○正 宝松66

山形→大石田→京都－－諸経費込計　158.99　袋数　〆 227

⑦　酒田 鐙屋惣右衛門殿造り分 庄内紅花
11.6289.3977.7747.2848.00－41.135121○長 小町67
15.6993.6477.9551.2252.00－42.64 117○長 森雨68
7.3272.4065.0847.2848.00－42.50 98○長 宮雨69
9.6965.6355.9451.2252.00－43.66482○長 山錦70

庄内→大坂→京都　袋数　〆 418

⑧　与野 山田屋幸右衛門殿造り分 早庭紅花買口分
 行（最上屋喜八行）上5.6690.0484.3876.8378.00－72.0075○長 金時71
 行上8.1191.2483.1376.8378.00－70.0076○長 鬼胆72
〇ワ 行（綿屋勇蔵行）1.80130.36128.5668.9570.00－68.00121○長 玉紅73
〇ワ 行9.5692.4482.8875.8577.00－68.0078○長 山姥74
 行上6.4181.8875.4774.8676.00－69.0070○長 露玉75
〇ワ 行7.80105.8998.0978.8080.00－73.0086○長 本金時76
〇ワ 行－－75.47－－－70.0069○長 金司77
〇ワ 行4.9383.1278.1973.8875.00－69.5072○長 鬼の子78
 行上7.0789.7682.6979.7981.00－73.5072○長 蓮田79
〇ワ 行6.8986.1979.3078.8080.00－72.5070○長 時頭80
 行上11.69180.13168.4474.8676.00－70.00154○長 出勢81
〇ワ 行2.2583.1180.8670.9272.00－69.0075○長 時光82
 行上8.4392.2683.8379.7981.00－72.5074○長 正金83
 行上3.9388.8984.9675.8577.00－72.5075○長 金遖84
 行上22.81222.36199.5582.7484.00－74.25172○長 正鬼腕85
 行上7.46129.28121.8278.8080.00－おし込74.25105○長 末広86
〇ワ 行16.70250.26233.5679.2980.50－〃　74.00202○長 鬼腕87
 行上15.33182.99167.6680.7782.00－〃　74.00145○長 天下一88
〇ワ 行12.15199.46187.3178.8080.00－〃　74.00162○長 金冠89
〇ワ 行13.72205.66191.9479.2980.50－74.00166○長 本末広90
〇ワ 行7.3388.2780.9476.3477.50－70.0074○長 本緋91
 行上9.37107.0097.6377.8279.00－71.0088○長 二ノ腕92
〇ワ 行8.2585.8877.6376.3477.50－69.0072○長 鬼娘93
〇ワ 行8.2089.2081.0079.2980.50－70.0072○長 日ノ出94
 行上4.3986.5282.1375.8577.00－72.0073○長 正宗95
〇ワ 行7.2487.0879.8476.3477.50－70.0073○長 国一96
 行上8.0183.2975.2880.7782.00－73.0066○長 本蓮田97
〇ワ 行10.73198.23187.5079.2980.50－75.00160○長 本鬼腕98
〇ワ 行10.4096.6386.2379.2980.50－70.7578○長 鬼頭99
 行上10.1493.3983.2580.7782.00－72.0074○長 正蓮田100
〇ワ 行6.7381.1174.3876.3477.50－70.0068○長 大頭101
 行上4.7180.1875.4774.3775.50－70.0069○長 宮田川102
是まで与野町造り荷　〆袋数 3086

⑨　桶川 木嶋屋浅五郎殿出荷分
 行上4.6793.6488.9776.8378.00－73.0078○長 孝緋103
 行上8.42107.6199.1974.8676.00－69.0092○長 忠孝104
桶川出荷　〆袋数 170

⑩　水戸買口分
 行上5.95104.1098.1574.8676.00－おし込70.57989○長 国司105
 行上4.6881.8877.2074.8676.00－〃　70.57970○長 国撰106
 行上4.2874.8670.5874.8676.00－〃　70.57964○長 国稀107
水戸出荷分　〆袋数 223

　三口合 3479
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【表１－３】

備 考純　益代　金原　価
一駄あたり
手取現金

一駄あたり
仕切値段

一駄あたり
値　打

一駄あたり
京着値

荷　数荷印･銘柄番号

両両両両両両両袋
⑪　奥仙紅花口 ○長 ○谷 組合分 仙台 得可寿屋徳蔵殿買口

 行上－81.26－59.1060.00－－88○谷 奥北108
□イ 行（伊勢屋源助行）－96.96－59.1060.00－－105○谷 奥北109
〇ワ 行　難事之分－－－－－－－66○谷 仙撰110
〇ワ 行－19.39－59.1060.00－－21○谷 仙撰
 行上－112.47－57.1358.00－－126○谷 大原111
□イ 行　難事之分－－－－－－－84○谷 宝峯112
〇ワ 行－73.70－56.1557.00－－84○谷 羽衣113
〇ワ 行－17.55－56.1557.00－－20○谷 羽衣
〇ワ 行－89.27－57.1358.00－－100○谷 仙東114
□イ 行－75.42－59.5960.50－－81○谷 東錦115
 行　難事之分上－－49.22－－－50.0063○谷 東錦116
 行　難事之分上－22袋18.28－53.1922袋54.00－－23○谷 村雨117
 行　難事之分上－19袋15.79－53.1919袋54.00－50.0040○谷 天晴118
 行　難事之分上－－16.41－－－50.0021○谷 村雨･天晴119

　〆袋数 922

⑫　南部紅花買口 ○長 ○谷 組合分 黒沢尻 湊屋専次郎殿出し
古長（古手屋長右衛門）殿行－119.19－63.0464.00－－121○長 金時･丸金120
古長殿行－226.69－62.00－－－234○長 金札121
古長殿行－－－－－－－234○長 金札122
古長殿行22.04143.13121.0959.1060.00－50.00155○長 福紅123
古長殿行　難事之分－－－－－－－155○長 福紅124
古長殿行－76.46－53.1954.00－－92○長 男山125

　〆袋数 991

⑬　南部紅花 ○長 分 長兵衛殿買入之内
古長殿行－122.82－59.1060.00－－133○長 金冠126
古長殿行　難事之分－88袋81.26137.5059.1088袋60.00－50.00176○長 村雨127
古長殿行－133.01－57.1358.00－－149○長 丸金128

　〆袋数 458
古長殿行－81.11－61.0762.00－－85○長 舛沢129
古長殿行－97.33－61.0762.00－－102○長 小柳130

　〆袋数 187

⑭　奥仙分 ○長  長兵衛殿買口
古長殿行－108.97－59.1060.00－－118○長 仙旭131
古長殿行－76.46－53.1954.00－－92○長 仙飛132
古長殿行－157.91－53.1954.00－－190○長 仙撰一133
 上－81.26－59.1060.00－－88○長 仙壷134
〇ワ －81.26－59.1060.00－－88○長 仙壷
 （西村屋清九郎）叶－82.62－60.0961.00－－88○長 仙壷

　〆袋数 664

⑮　江俣村 鈴木屋長四郎殿組合分
－87.79－61.0762.0066.00－92 紅旭長135
－70.18－59.1060.0066.00－76 紅玉長136
－70.18－59.1060.0065.00－76 石山長137
－31.03－55.1656.0057.00－36 比良長138

　〆 280

⑯　南部跡買 ○長 ○谷 組合物
上物－127.43－59.1060.00－－138○長 大廻139
上物－128.36－59.1060.00－－139○長 大森140
上物－－－－－－－116○長 宮森141
上々－164.25－57.1358.00－－184○長 大淀142
上々－114.69－53.1954.00－－138○長 荒馬143

－123.19－57.1358.00－－138○長 玉川144
－－－－－－－138○長 中内145
－92.25－53.1954.00－－111○長 立花146
－172.04－53.1954.00－－207○長 紅梅147
－99.73－53.1954.00－－120○長 黒岩148

南部第一大頭物上々－84.96－59.1060.00－－92○長 本丹瀬149
大頭物－127.43－59.1060.00－－138○長 新場150
上々－63.72－59.1060.00－－69○長 本光151
仙台→江戸（井上）→大坂　〆　 1728
　→京都古手屋
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【表１－４】

備 考純　益代　金原　価
一駄あたり
手取現金

一駄あたり
仕切値段

一駄あたり
値　打

一駄あたり
京着値

荷　数荷印･銘柄番号

両両両両両両両袋
⑰　南仙 飯淵惣吉殿松岡屋笹森買入分 ○長  ○谷 三ツ割組合正

－89.88－78.8080.00－－73○谷 仙輝152
－290.42－72.8974.00－－255○谷 仙一153
－94.53－72.8974.00－－83○谷 仙稀154
－354.60－70.9272.00－－320○谷 仙紅155
－176.19－70.9272.00－－159○谷 仙錦156
－206.22－75.8577.00－－174○谷 仙谷157
－83.11－70.9272.00－－75○谷 仙光158
－83.12－73.8875.00－－72○谷 仙福159
－353.06－72.8974.00－－310○谷 仙遖160
－50.48－78.8080.00－－41○谷 仙稀高161
－25.49－70.9272.00－－23○谷 仙旭162
－－－－－－－13○谷 仙一163
－－－－－－－12○谷 仙紅
－－－－－－－7○谷 仙輝164
－－－－－－－17○谷 仙稀
－－－－－－－9○谷 仙福165
－－－－－－－12○谷 仙光
－－－－－－－5○谷 仙錦

福嶋→江戸（井上）→大坂　〆 1585
→京都古手屋

⑱　酉極月朔日出荷元上り造方覚
古長殿行4.2552.3348.0849.2550.00－45.2568○長 門伝166
古長殿行－－13.43－－－45.2519○長 門伝太紅167
古長殿行6.7758.1851.4153.1954.00－47.0070○長 太紅168
古長殿行－－44.72－－－54.0053○長 金冠169
古長殿行－－17.72－－－54.0021○長 金冠一光170
古長殿行－－63.28－－－54.0075○長 佐一171
古長殿行－－16.03－－－54.0019○長 佐一古今172
古長殿行5.2869.2663.9849.2550.00－45.5090○長 一光173
古長殿行10.1256.9546.8349.2550.00－40.5074○長 村紅174
古長殿行－－12.66－－－40.5020○長 村紅徳光175
古長殿行7.0859.5552.4752.2153.00－46.0073○長 金定176
古長殿行－－14.38－－－46.0020○長 金定徳光177
古長殿行　村紅･金定印合6.3275.3469.0254.1889袋55.00－47.5093○長 徳光178
古長殿行5.4076.2870.8858.1259.00－54.0084○長 古今179
嶋清（嶋屋清兵衛）殿行－－50.58－－－47.6068○長 極錦180
嶋清殿行－－14.13－－－47.6019○長 極錦長紅181
嶋清殿行－－57.71－－－48.6076○長 極揃182
嶋清殿行－－41.13－－－40.5065○長 長紅183
嶋清殿行9.0264.6555.6351.7252.50－44.5080○長 上清184
嶋清殿行－－60.22－－－47.0082○長 晴山185
最喜（最上屋喜八）殿行4.6057.1052.5052.2153.00－48.0070 源雨七186
最喜殿行　 印天童買入宿七－－15.75－－－48.0021 源雨藤雨七187
最喜殿行4.4355.7451.3150.2451.00－46.2571 藤雨七188
最喜殿行6.7281.6374.9151.2252.00－47.00102 平雨七189
村山→江戸（井上）→大坂　合 1433
→京都

典拠）嘉永２年「酉為登紅花元揚調帳」・嘉永２年９月「紅花売日荷得簿」・嘉永２年正月「出張大宝恵」（宮城県柴田郡村田町大沼正治郎家文書）。
嘉永元年「仕切帳」・嘉永３年正月「荷物高合帳」（山形大学附属図書館蔵最上屋喜八家文書）。

補注）*１　 小数点以下は10進法である。京着値を除き、原則として四捨五入により小数第２位までを表示した。史料にある永貫匁及び銀貫匁の記
載は金に換算した。－は史料に記載がないなどの理由により不明であることを示す。

*２　 手取現金＝仕切値段×0.985。仕切値段の1.5％は歩半引（壱半引）と称する京都紅花屋の口銭として差し引かれている。荷によっては
歩半引の率が若干異なる場合も確認できるが、本表では1.5％に統一して計算している。

*３　 原価＝袋数÷64×京着値。
*４　 代金＝袋数÷64×手取現金。
*５　 純益＝代金－原価、あるいは袋数÷64×（手取現金－京着値）。
*６　 番号７・20・110・113・134・163～165は本帳面では１つの荷物として記載されているが、異なる銘柄の合荷で銘柄毎の荷数が判明

したり、同じ銘柄でも出荷後に上方での販売先や仕切値段が異なったり、海難事故などで一部の荷物が濡れたため扱いが異なった場合など
のケースであるため、その内訳を区別して表示した。

*７　 番号65・66の紅花荷については一駄あたり京着値記載がなく、産地の村山郡宝沢から購入した時点での買代金（一駄あたり素上り）が
記載されているため、京着値欄に斜体字 で表示し一般の京着値と区別した。同様に、原価欄の斜体字 の数字は、一駄あたり素上り×各荷
物袋数÷64袋（１駄）で計算した番号65・66の数値の合計である。原価欄の斜体字 数字の下にある諸経費込計とは、番号65・66の原価
欄の斜体字 数字に長谷川家（大沼家との組合）がこれらの荷を産地から購入した後に支出した諸経費（役金・荷造入用・運賃など）を足
した合計（すなわち、これらの荷が京都に着くまでに要した原価の総計）である。帳面で計算され記載されている数値である。

*８　 番号①～⑱の集出荷形態は帳面の記載順に表示した。商人名などの表記法も帳面のままとした。ただし「得徳殿」「湊専殿」などの略称
で書かれている商人名が判明する場合は本表で「得可寿屋徳蔵殿」などと表示した。なお、「得可寿屋徳蔵」とは恵比寿屋徳蔵のことであ
る。

*９　 備考欄に「難事分」と書かれている紅花荷は、破船により濡荷・半濡荷などになった荷物であることを示す。
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丸
数

　
　

〆
二
百
六
拾
丸
半　

此
半
分
ハ 

長
雨
造
り
合
相
成
候
事

　
　

右
之
袋
数
内
造
り
出
荷
分

　

表
１
に
表
示
し
た
よ
う
に
、
嘉
永
二
年
の
○長
 

長
谷
川
吉
郎
治
家
は
様
々
な
集
出
荷

形
態
（
紅
花
の
集
荷
・
出
荷
を
お
こ
な
う
商
人
お
よ
び
組
合
の
形
態
）
に
よ
り
大
量

の
紅
花
を
上
方
へ
出
荷
し
た
が
、
帳
面
の
冒
頭
部
分
で
は
、
内
造
り
分
（
○長
 

長
谷
川

家
の
店
組
織
が
集
出
荷
し
た
も
の
）
の
紅
花
荷
〆
四
八
〇
八
袋
を
書
き
上
げ
て
い
る
。

最
初
の
○長
 

本
緋
の
荷
印
銘
柄
が
付
さ
れ
た
百
三
十
一 
袋 
の
紅
花
荷
に
つ
き
記
載
を
示

（
６
）

し
た
が
、
右
肩
部
分
に
こ
の
紅
花
荷
に
関
す
る
一
駄
あ
た
り
の
京
着
値
が
書
き
込
ま

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
左
肩
部
分
に
朱
書
き
で
直
打
が
書
き
込
ま
れ
て

い
る
。 

値
打 
（
直
打
）
と
は
い
わ
ゆ
る 
指
値 
（
差
値
）
の
こ
と
で
あ
り
、
京
都
紅
花

ね
う
ち 

さ
し
ね

問
屋
を
介
し
て
西
陣
な
ど
の
紅
染
屋
（
染
職
人
）
に
紅
花
を
販
売
す
る
際
の
荷
主
側

の
売
り
付
け
希
望
値
段
を
意
味
す
る
。
値
打
の
数
値
も
一
駄
あ
た
り
に
換
算
し
て
表

記
さ
れ
て
い
る
。
Ⅰ
の
帳
面
の
○長
 

大
頭
（
表
１
の
番
号　

）
の
箇
所
に
「
此
分
附
花
無

15

之
直
打
聢
と
相
訳
り
兼
候
得
共
、
大
略
見
当
金
六
拾
六
両
か
へ
」
と
朱
書
き
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
値
打
は
附
花
を
も
と
に
そ
の
品
質
な
ど
が
査
定
さ
れ
設
定
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　

表
１
か
ら
判
明
す
る
よ
う
に
、
Ⅰ
の
帳
面
で
は
全
て
の
紅
花
荷
毎
に
荷
印
銘
柄
・

荷
数
が
記
載
さ
れ
、
奥
州
紅
花
を
除
く
多
く
の
紅
花
荷
に
は
京
着
値
が
記
載
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
最
上
紅
花
の
う
ち
夏
季
出
荷
分
に
つ
い
て
は
値
打
も
記
載
さ
れ
て
い

る
。
Ⅱ
・
Ⅲ
の
帳
面
で
も
京
着
値
は
奥
州
紅
花
を
除
い
て
記
載
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら

に
Ⅱ
の
帳
面
で
は
値
打
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
帳
面
は
出
荷
紅
花
を
上
方
紅
花
市
場
で
販
売
す
る
際
に
活

用
す
る
、
い
わ
ば
価
格
管
理
の
台
帳
で
あ
る
。
各
荷
の
損
益
ラ
イ
ン
や
売
値
の
目
標

数
値
を
明
確
に
す
る
機
能
を
も
っ
た
。
売
り
付
け
交
渉
を
お
こ
な
う
た
め
に
上
方
へ

派
遣
さ
れ
た
○長
 

長
谷
川
家
の
上
京
支
配
人（
支
配
人
・
代
理
人
な
ど
と
も
呼
称
）は
、同

正

家
が
作
成
し
た
帳
面
に
よ
り
各
紅
花
荷
の
京
着
値
（
お
よ
び
値
打
）
を
ふ
ま
え
て
京

都
紅
花
問
屋
に
売
り
付
け
を
委
託
し
、
あ
る
い
は
問
屋
の
立
ち
会
い
の
も
と
で
紅
染

屋
と
相
対
し
、
純
益
が
あ
が
る
べ
く
価
格
交
渉
を
お
こ
な
っ
た
（
京
都
紅
花
問
屋
に

売
る
場
合
も
し
ば
し
ば
み
ら
れ
た
）。京
都
紅
花
市
場
に
お
け
る
売
り
付
け
交
渉
は
一

駄
あ
た
り
の
値
段
で
お
こ
な
わ
れ
た
た
め
、
帳
面
も
そ
れ
に
対
応
す
べ
く
原
価
や
希

望
売
値
も
一
駄
あ
た
り
の
京
着
値
・
値
打
で
記
載
し
、
諸
値
段
の
比
較
対
照
が
素
早

く
で
き
る
よ
う
に
帳
付
け
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

﹇
史
料
二
﹈　

Ⅳ
安
政
二
卯
年
二
月
吉
日
調
「
寅
夏
�
卯
暮
迄
為
登
紅
花
青
苧
絹
糸
元

揚
り
調
」
の
冒
頭
部
分
〈
後
掲
表
８
番
号
１
〜　

の
部
分
〉

34

                
嘉
永
七
寅
夏

           　
           

内
造
り
紅
花

金
五
拾
三
両
ト
永
廿
六
匁
五
分
か
へ

一
、
金
弐
百
弐
十
弐
両
弐
朱        

 
灰　

弐
百
六
十
七

　
　
　
　

銀
五
匁
三
分　
　
　
　
　
　
　

光　
 

 

売
金
調

一
、
金
七
拾
四 
両  
三 
歩
ト　
　
　
　
　
　
　

羽
久
殿
売

六 

弐

　
　
　
　
　
　

銀
弐
匁
九
分
四 
り 　
　
　
　
　

廿
入
弐　

　

四
丸

（
厘
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
九
入
弐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 　
　

〆
七
十
八

一
、
金
八
拾
七 
両  
弐 
朱
也　
　
　
　
　
　
　

嶋
清
殿

六 

〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

灰
光　

九
拾
四

一
、
金
八
拾
弐 
両
壱 
歩
ト               　
　
  

同　

人

込
五
六

　
　
　
　
　

弐
匁
六
分
弐
り　
　
　
　
　
　
　
　
　
 

灰
光　

九
拾
五

〆
金
弐
百
四
拾
四
両
弐
朱
ト

　
　
　
　
　

五
匁
五
分
六
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

数
〆
弐
百
六
十
七

○長 
廿
入
壱
丸

拾
九
入
拾
三
丸

― (55) 222 ―



山形城下町商人長谷川吉郎治家における紅花取引の実態 ―― 岩田

    
（
以
下
、
紅
花
三
三
荷
〈
後
掲
表
８
番
号
２
〜　

〉
略
）

34

袋
数
三
千
七
百
七
十
九
袋　

但
し
百
八
十
九
丸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

外
ニ
造
り
合
十
一
丸
半

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〆
弐
百
丸
半

　
　

代
〆
金
弐
千
六
百
四
十
壱
両
三
分
ト

　
　
　
　
　
　

銀
百
廿
四
匁 
○ 
弐
り

(
)

 
マ
マ 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

買
口
せ
ん 
御
役
金

一
、
金
百
拾
四
両
三
分
ト　
　
　
　

荷
造
り
入
用

　
　
　
　
　
　

銀
廿
匁
五
分
三
り　

山
形
�
京
都
迄
太
賃
分

〆　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣
〆
高
如
斯

合
金
弐
千
七
百
五
拾
六
両
弐
分
ト

　
　

銀
百
四
十
四
匁
五
分
五
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

口
々
売
金
調
〆

一
、
金
三
千
弐
百
廿
六
両
壱
歩
弐
朱
ト

　
　
　
　

銀
テ

百
三
拾
弐
匁
六
分
五
り

　

Ⅳ
の
帳
面
の
冒
頭
部
分
も
内
造
り
分
の
各
紅
花
荷
に
関
す
る
記
載
か
ら
始
ま
り
、

合
計
〆
三
七
七
九
袋
分
の
紅
花
荷
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
最
初
の
○長
 

灰
光
の
荷

印
銘
柄
が
付
さ
れ
た
二
六
七
袋
（
二
〇
袋
入
の
荷
一
丸
と
一
九
袋
入
の
荷
一
三
丸
に

荷
造
り
さ
れ
た
）
の
紅
花
荷
に
つ
き
記
載
を
示
し
た
が
、
右
肩
部
分
に
記
載
さ
れ
た

「
金
○
○
か
へ
」
の
表
示
は
京
着
値
で
は
な
く
、
こ
の
帳
面
の
場
合
、
一
駄
あ
た
り
素

上
り
（
買
代
金
）
で
あ
る
。
金
二
二
二
両
二
朱
・
銀
五
匁
三
分
は
、
一
駄
あ
た
り
素

上
り
に
荷
物
の
駄
数
（
二
六
七÷

六
四
）
を
か
け
て
算
出
し
た
○長
 

灰
光
二
六
七
袋
の

買
代
金
で
あ
る
。

　

そ
し
て
売
金
調
か
ら
の
部
分
に
は
、
○長
 

灰
光
二
六
七
袋
を
売
却
し
た
結
果
得
た
売

代
金
が
書
か
れ
て
い
る
。
売
買
に
際
し
て
○長
 

灰
光
二
六
七
袋
は
三
つ
に
分
割
さ
れ
、

う
ち
七
八
袋
は
大
坂
紅
花
問
屋
羽
州
屋
久
右
衛
門
を
介
し
て
一
駄
あ
た
り
仕
切
値
段

六
二
両
で
売
り
、
九
四
袋
は
同
じ
く
大
坂
紅
花
問
屋
嶋
屋
清
兵
衛
を
介
し
て
一
駄
あ

た
り
仕
切
値
段
六
〇
両
で
売
り
、
九
五
袋
も
同
人
（
嶋
清
殿
）
を
介
し
て
一
駄
あ
た

り
仕
切
値
段
五
六
両
で
売
っ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
売
金
調
に
あ
る
三

つ
の
売
代
金
は
○長
 

長
谷
川
家
の
正
味
手
取
り
と
な
る
金
額
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
（
袋

数÷

六
四
）
×
仕
切
値
段
×
〇
・
九
九
の
計
算
式
で
算
出
さ
れ
る
金
額
で
あ
る
（
売

代
金
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
は
各
紅
花
問
屋
が
口
銭
＝
仲
介
世
話
料
と
し
て
差
し
引
き
取

得
し
た
）。
三
つ
の
売
代
金
を
合
算
し
た
〆
金
二
四
四
両
二
朱
・
銀
五
匁
五
分
六
厘
が

○長
 

灰
光
二
六
七
袋
の
売
却
に
よ
り
長
谷
川
家
が
実
際
に
取
得
し
た
売
代
金
額
で
あ
る
。

他
の
各
紅
花
荷
に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
の
記
載
様
式
に
よ
り
、
荷
印
銘
柄
・
荷
数
・

一
駄
あ
た
り
素
上
り
・
買
代
金
・
一
駄
あ
た
り
仕
切
値
段
・
売
代
金
が
記
載
さ
れ
て

い
る
。

　

内
造
り
分
の
各
紅
花
荷
の
記
載
が
終
わ
っ
た
末
尾
で
は
、
内
造
り
分
の
袋
数
合
計

（
袋
数
〆
三
七
七
九
袋
）・
買
代
金
合
計
（
代
〆
金
二
六
四
一
両
三
分
・
銀
一
二
四
匁

二
厘
）
が
算
出
さ
れ
た
後
、
こ
れ
ま
で
個
々
の
紅
花
荷
の
箇
所
で
は
計
上
し
て
い
な

か
っ
た
諸
掛
（
買
口
銭
・
役
金
・
荷
造
り
費
用
・
運
賃
な
ど
）
が
一
括
計
上
さ
れ
て

い
る
。
買
代
金
合
計
と
諸
掛
合
計
（
金
一
一
四
両
三
分
・
銀
二
〇
匁
五
分
三
厘
）
を

合
算
し
て
、
内
造
り
紅
花
三
七
七
九
袋
が
京
都
へ
到
着
す
る
迄
に
要
し
た
原
価
合
計

（
合
金
二
七
五
六
両
二
分
・
銀
一
四
四
匁
五
分
五
厘
）
が
計
算
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後

に
、
各
荷
の
売
代
金
を
積
算
し
て
得
た
内
造
り
紅
花
分
全
体
の
売
代
金
合
計
（
金
三

二
二
六
両
一
分
二
朱
・
銀
一
三
二
匁
六
分
五
厘
）
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
売
代
金

合
計
と
原
価
合
計
を
差
し
引
け
ば
、
内
造
り
紅
花
分
の
純
益
が
す
ぐ
に
計
算
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
記
載
様
式
が
他
の
集
出
荷
形
態
の
記
録
に
お
い
て

も
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
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上
京
支
配
人
は
、
Ⅳ
の
帳
面
の
各
集
出
荷
形
態
毎
の
原
価
合
計
を
紅
花
荷
の
駄
数

で
割
算
す
る
こ
と
に
よ
り
、
各
集
出
荷
形
態
の
平
均
京
着
値
＝
「
な
ら
し
京
着
」
を

算
出
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
各
荷
毎
の
京
着
値
と
比
較
す
れ
ば「
な
ら
し
京
着
」

の
数
値
は
個
々
の
荷
の
レ
ベ
ル
で
は
誤
差
を
含
む
こ
と
に
な
る
ラ
フ
な
数
値
で
あ
る

が
、
価
格
交
渉
の
際
の
損
益
ラ
イ
ン
を
大
略
把
握
す
る
際
の
目
安
た
り
え
た
。
そ
の

意
味
で
Ⅳ
の
帳
面
も
そ
の
表
題
（「
元
揚
り
調
」）
の
通
り
〈
紅
花
等
元
揚
調
帳
〉
の

機
能
を
有
し
て
い
た
と
と
ら
え
ら
れ
る
。

　

一
方
、
Ⅳ
の
帳
面
は
Ⅰ
〜
Ⅲ
の
帳
面
と
は
記
載
様
式
を
異
に
し
て
い
る
側
面
が
あ

り
、
こ
れ
ま
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
売
却
後
に
得
ら
れ
た
売
代
金
の
情
報
も
各
紅
花

荷
毎
に
記
録
し
、
各
集
出
荷
形
態
毎
に
売
代
金
合
計
と
原
価
合
計
を
積
算
し
記
録
す

る
帳
面
と
し
て
機
能
し
た
と
性
格
づ
け
ら
れ
る
。
Ⅳ
の
帳
面
の
使
用
法
を
述
べ
る
と
、

ま
ず
一
定
の
間
隔
を
あ
け
余
白
を
確
保
し
な
が
ら
各
荷
毎
の
荷
印
銘
柄
・
荷
数
・
一

駄
あ
た
り
素
上
り
・
買
代
金
を
書
き
込
み
、
当
該
荷
の
売
却
後
に
一
駄
あ
た
り
仕
切

値
段
や
売
代
金
計
の
情
報
を
余
白
に
書
き
加
え
て
い
く
と
い
う
順
序
で
使
用
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ 
る 
。

（
７
）

　

以
上
、
本
稿
で
主
に
使
用
す
る
〈
紅
花
等
元
揚
調
帳
〉
の
記
載
様
式
の
検
討
を
お

こ
な
い
、
そ
の
史
料
的
性
格
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
先
に
示
し
た
よ
う
に
、
Ⅰ
〜
Ⅲ

の
帳
面
の
作
成
者
名
は
長
谷
川
吉
郎
治
で
あ
り
、
Ⅳ
の
作
成
者
名
は
長
谷
川
吉
郎
治

の
倅
吉
六
で
あ 
る 
。Ⅳ
の
帳
面
が
従
来
の〈
紅
花
等
元
揚
調
帳
〉の
機
能
に
加
え
て
、売

（
８
）

代
金
を
記
録
す
る
機
能
を
加
え
、
原
価
合
計
と
売
代
金
合
計
の
差
引
勘
定
を
な
し
う

る
帳
簿
へ
と
そ
の
様
式
が
整
え
ら
れ
た
と
と
ら
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
長
谷
川
家
作
成
の
帳
簿
群
が
村
田
町
の 

大
沼
正
治
郎
家
に
伝
存
し
て

い
た
理
由
は
、
嘉
永
〜
安
政
期
に
大
沼
正
治
郎
（ 

初
代
）
が
○長
 

長
谷
川
家
の
上
京

支
配
人
に
任
命
さ
れ
京
都
に
派
遣
さ
れ
て
○長
 

長
谷
川
家
の
出
荷
紅
花
全
体
の
売
り
付

け
交
渉
を
担
当
し
て
い
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
と
考
え
る
。 

初
代
正
治
郎
は
、
○長
 

長
谷
川
家
と
連
携
し
て
奥
州
紅
花
の
買
い
付
け
を
お
こ
な
っ
た 

大
沼
正
七
家
（
現

宮
城
県
柴
田
郡
村
田
町 
村
田
商
人
や
ま
し
ょ
う
記
念
館
）
の
三
代
目
正
七
の
弟
で
あ

正
正

正
正

 
る 
。

（
９
）

　

後
述
す
る
よ
う
に
、
Ⅰ
の
帳
面
に
は
奥
州
紅
花
（
○長
 

○谷
 

組
合
紅
花
を
含
む
）
の
荷

数
書
上
と
嘉
永
二
年
の
年
末
に
な
っ
て
遅
れ
て
出
荷
し
た
最
上
紅
花
の
元
揚
り
書
上

の
二
つ
の
書
上
が
括
り
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
書
付
類
に
は
「
元
揚
り
京

着
値
段
朱
を
以
書
印
」「
荷
着
之
砌
何
分
ニ
も
御
出
精
上
直
段
御
売
払
可
被
下
候
」
な

ど
、
○長
 

○谷
 

両
長
谷
川
店
よ
り
在
京
中
の
大
沼
正
治
郎
に
宛
て
た
売
り
付
け
出
精
督
励

の
指
示
が
あ
わ
せ
て
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
本
節
で
考
察
し
た
よ
う

に
、
こ
れ
ら
〈
紅
花
等
元
揚
調
帳
〉
が
上
京
支
配
人
に
よ
る
紅
花
売
り
付
け
交
渉
の

た
め
に
活
用
さ
れ
る
べ
く
荷
主
が
作
成
し
た
帳
面
で
あ
る
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い

る
。

二　

嘉
永
二
年
の
紅
花
取
引
の
実
態

　

表
１
・
表
２
は
、
Ⅰ
嘉
永
二
年
「
酉
為
登
紅
花
元
揚
調
帳
」
を
も
と
に
作
成
し
た

も
の
で
あ
る
。

　

表
１
は
﹇
史
料
一
﹈
で
検
討
し
た
Ⅰ
の
帳
面
の
記
載
を
ふ
ま
え
て
各
紅
花
荷
に
つ

き
荷
印
銘
柄
・
荷
数
・
一
駄
あ
た
り
京
着
値
・
一
駄
あ
た
り
値
打
の
数
値
を
一
覧
に

し
た
ほ
か
、
各
紅
花
荷
の
売
却
の
結
果
、
す
な
わ
ち
一
駄
あ
た
り
仕
切
値
段
な
ど
に

つ
い
て
も
判
明
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
各
荷
の
仕
切
値
段

や
代
金
な
ど
は
Ⅰ
の
帳
面
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
幸
い 

大
沼
家
文
書
に
嘉
永

二
年
九
月
「
紅
花
売
日
荷
得
簿
」（
裏
表
紙
「
仙
台
村
田 

大
沼
屋
庄
治
郎
」）・
嘉
永

二
年
正
月
「
出
張
大
宝
恵
」（
裏
表
紙
「
大
沼
屋
庄
二
良
」）
が
あ
り
、
当
時
上
方
へ

出
張
し
て
紅
花
売
り
付
け
を
担
当
し
た
大
沼
正
治
郎
が
売
却
の
結
果
な
ど
を
記
し
た

こ
れ
ら
の
帳
面
か
ら
ほ
と
ん
ど
の
紅
花
荷
に
つ
い
て
仕
切
値
段
が
判
明
し
た
。
ま
た
、

京
都
紅
花
問
屋
最
上
屋
喜
八
家
文
書
に
あ
る
嘉
永
元
年
「
仕
切
帳
」・
嘉
永
三
年
正
月

「
荷
物
高
合
帳 

 

」
か
ら
も
、
紅
花
荷
の
う
ち
最
上
屋
に
送
ら
れ
た
分
の
大
半
に
つ
い

て
仕
切
値
段
が
判
明
し
た
。
荷
主
の
帳
面
（
Ⅰ
の
帳
面
）
に
加
え
て
、
こ
れ
ら
上
京

正

（　

）
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表２　嘉永２年（1849）長谷川吉郎治家の紅花取引の実態

利 益 率純 益代 金 Ⅱ代 金 Ⅰ原 価 Ⅱ原 価 Ⅰ荷 数産 地 ･ 集 出 荷 形 態

％両両両両両（％）袋

最上紅花

8.88302.543711.20－－3408.663966.27（26.16）4808①内造り分

－－－－－－－－－－158.99（ 1.23）227⑥内造り出荷 宝沢紅花

5.5726.58503.97503.97477.39477.39（ 2.94）540②天神湯沢 川嶋屋権吉殿造り出荷分

10.4917.51184.41184.41166.90166.90（ 1.13）208③大町村 六右衛門殿出荷分

10.0111.73128.88128.88117.15117.15（ 0.80）147④天童 高木屋七兵衛殿出荷分

8.5621.21269.04269.04247.83247.83（ 1.66）306⑤楯岡 青沼惣次殿買口出荷分

－－－－－－259.18－－－－（ 1.52）280⑮江俣村 鈴木屋長四郎殿組合分

10.9969.99707.01－－637.021058.76（ 7.80）1433⑱酉極月朔日出荷
8.89449.565504.51

－－
5054.95

6193.29（43.25）7949

庄内紅花
16.0244.32321.06321.06276.74276.74

（ 
2.27
）

418
⑦酒田 鐙屋惣右衛門殿造り分

武州紅花

⑧与野 山田屋幸右衛門殿造り分

7.90268.203662.10－－3393.903469.37（16.79）3086早庭紅花買口分

6.9613.09201.25201.25188.16188.16（ 0.92）170⑨桶川 木嶋屋浅五郎殿出荷分
7.85281.293863.35

－－
3582.063657.53

（
17.71

）
3256

常州紅花
6.0614.91260.84260.84245.93245.93

（ 
1.21
）

223
⑩水戸買口分

8.63790.089949.76
－－

9159.6810373.49
（
64.45

）
11846

　小　　計（①～⑩･⑮･⑱）

奥州紅花

⑪奥仙紅花口 ○長 ○谷 組合分

－－－－－－－－－－－－（ 5.02）922仙台 得可寿屋徳蔵殿買口

⑫南部紅花買口 ○長 ○谷 組合分

（18.20）（22.04）（143.13）－－（121.09）－－（ 5.39）991黒沢尻 湊屋専次郎殿出し

（18.20）（12.51）（ 81.26）－－（ 68.75）－－（ 3.51）645⑬南部紅花 ○長 分 長兵衛殿買入之内

－－－－－－588.48－－－－（ 3.61）664⑭奥仙分 ○長  長兵衛殿買口

－－－－－－－－－－－－（ 9.40）1728⑯南部跡買 ○長 ○谷 組合物

⑰南仙船岡飯淵惣吉殿松岡屋笹森買入分

－－－－－－－－－－－－（ 8.62）1585○長  ○谷 三ツ割組合正

（
35.55

）
6535

（
100.00

）
18381

　合　　計（①～⑱）
（287駄13袋）　　　　　

典拠）嘉永２年「酉為登紅花元揚調帳」・嘉永２年９月「紅花売日荷得簿」・嘉永２年正月「出張大宝恵」（宮城県柴田郡村田町大沼正治郎家文書）。嘉永元年「仕切帳」・嘉永３年正月「荷物高
合帳」（山形大学附属図書館蔵最上屋喜八家文書）。

補注）表１に表示した各紅花荷のデータをもとに作成した。原価Ⅰ・代金Ⅰとは、それぞれ表１の原価・代金の数値を集出荷形態毎に集計した数値である（ただし、原価・代金が全ての紅花荷
について判明した集出荷形態に限り集計した数値を表示し、他は－－を付けて合計不明とした）。原価Ⅱ・代金Ⅱとは、それぞれ表１の原価・代金の数値が両方とも判明する紅花荷を選
別し、その原価・代金を集出荷形態毎に集計した数値である（ただし、⑫⑬の集出荷形態については極めて少数の紅花荷についてのみ原価・代金がともに判明するため参考として括弧を
付して数値を表示した）。純益＝代金Ⅱ－原価Ⅱ、利益率＝純益÷原価Ⅱ×100、の各計算式で算出した数値である。なお、集出荷形態毎に付けた番号①～⑱は表１のそれに対応する。本
表では集出荷形態を帳面記載順ではなく産地別に整理した。原則として商人名などの表記法は帳面のままとした。なお、「得可寿屋徳蔵」は恵比寿屋徳蔵のことである。
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山形城下町商人長谷川吉郎治家における紅花取引の実態 ―― 岩田

支
配
人
の
帳
面
と
京
都
紅
花
問
屋
の
帳
面
を
も
用
い
て
各
紅
花
荷
に
つ
い
て
子
細
に

照
合
を
お
こ
な
い
、
確
定
で
き
た
デ
ー
タ
を
表
１
に
表
示
し
た
。
な
お
、
Ⅰ
の
帳
面

に
は
裏
表
紙
の
後
に
、「
南
部
跡
買
○長
 

○谷
 

組
合
物
」「
南
仙
飯
淵
惣
吉
殿
松
岡
屋
笹
森

買
入
分
○長
 
 

○谷
 

三
ツ
割
組
合
」
が
記
載
さ
れ
た
書
上
と
「
酉
極
月
朔
日
出
荷
元
上
り

造
方
覚
」
が
記
載
さ
れ
た
書
上
の
合
計
二
つ
の
書
上
が
括
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
は
嘉
永
二
年
夏
で
は
な
く
遅
れ
て
同
年
末
な
ど
に
集
出
荷
さ
れ
た
紅
花
に
関
す

る
書
上
で
あ
る
。
時
期
が
遅
れ
た
な
ど
の
理
由
か
ら
Ⅰ
の
帳
面
本
体
に
は
書
き
込
ま

れ
な
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
が
、
同
じ
嘉
永
二
年
の
出
荷
紅
花
の
荷
数
調
あ
る
い
は

元
揚
調
の
書
上
で
あ
る
こ
と
か
ら
同
帳
に
括
り
付
け
ら
れ
保
管
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
Ⅰ
の
帳
面
は
嘉
永
二
年
の
夏
為
登
＝
通
常
出
荷
期
に
出
荷
し
た
紅
花

を
中
心
に
そ
の
元
揚
調
を
記
載
し
た
も
の
で
、
遅
れ
て
集
出
荷
さ
れ
た
紅
花
荷
に
つ

い
て
は
別
の
書
上
が
作
成
さ
れ
随
時
長
谷
川
家
か
ら
上
京
支
配
人
へ
送
ら
れ
た
こ
と

が
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
表
１
に
は
、
こ
れ
ら
書
上
に
記
載
さ
れ
た
紅
花
荷
に
つ
い
て

も
表
示
し
た
（
番
号
⑯
〜
⑱
）。
他
に
も
こ
う
し
た
書
上
が
あ
っ
た
可
能
性
、
と
く
に

奥
州
紅
花
の
組
合
形
態
に
よ
る
出
荷
記
録
の
一
部
に
つ
き
遺
漏
が
あ
る
可
能
性
が
存

在
し
さ
ら
に
史
料
発
掘
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
が
、「
紅
花
売
日
荷
得
簿
」「
出
張
大

宝
恵
」
な
ど
上
京
支
配
人
や
最
上
屋
の
仕
切
帳
簿
と
照
合
し
た
結
果
を
ふ
ま
え
る
な

ら
ば
、
表
１
は
同
年
に
○長
 

長
谷
川
家
が
上
方
へ
出
荷
し
た
紅
花
の
全
量
に
近
い
荷
量

を
大
略
把
握
し
て
い
る
と
の
結
論
を
得
た
。
ま
た
表
１
か
ら
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、

奥
州
紅
花
お
よ
び
跡
買
の
紅
花
に
つ
い
て
は
京
着
値
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
も

の
が
多
く
、
産
地
・
集
出
荷
形
態
や
集
荷
時
期
に
よ
っ
て
出
荷
紅
花
の
価
格
管
理
の

仕
方
に
差
異
が
み
ら
れ
た
こ
と
も
判
明
す
る
。

　

表
２
は
、
表
１
の
個
別
デ
ー
タ
を
産
地
・
集
出
荷
形
態
別
に
整
理
・
集
計
し
た
も

の
で
あ
る
（
集
計
の
方
法
な
ど
は
、
表
２
補
注
参
照
）。
表
２
か
ら
、
嘉
永
二
年
の
○長
 

長
谷
川
家
の
紅
花
取
引
の
実
態
に
つ
い
て
、
そ
の
特
徴
を
考
察
し
よ
う
。

　

第
一
に
、
総
荷
数
が
一
八
三
八
一
袋
（
二
八
七
駄
余
）
に
お
よ
ぶ
極
め
て
大
量
の

紅
花
を
○長
 

長
谷
川
家
は
出
荷
し
て
お
り
、
そ
の
集
出
荷
に
投
下
し
た
資
金
も
最
上
紅

正

花
・
庄
内
紅
花
・
武
州
紅
花
・
常
州
紅
花
分
（
総
荷
数
の
六
四
％
余
）
の
小
計
（
原

価
Ⅰ
）
だ
け
で
一
〇
三
七
三
両
余
の
巨
額
に
達
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
こ
と
で

あ
る 

 

。

　

第
二
に
、
産
地
か
ら
判
明
す
る
よ
う
に
、
○長
 

長
谷
川
家
の
紅
花
集
荷
が
羽
州
の
村

山
・
庄
内
、
奥
州
の
南
部
・
奥
仙
・
南
仙
、
常
州
、
武
州
と
い
う
極
め
て
広
域
に
お

よ
ん
で
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
産
地
別
に
荷
数
の
割
合
を
み
る
と
、
最
上

紅
花
四
三
％
余
、
奥
州
紅
花
三
六
％
弱
、
武
州
紅
花
一
八
％
弱
の
順
に
多
く
、
こ
の

三
地
域
で
全
体
の
九
七
％
弱
を
占
め
る
。
同
家
の
集
荷
基
盤
が
こ
れ
ら
の
地
域
に
置

か
れ
て
い
た
こ
と
が
明
確
で
あ
る
。
奥
州
紅
花
が
全
体
の
三
分
の
一
を
超
え
る
割
合

を
占
め
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
、
そ
の
内
訳
を
み
る
と
南
部
紅
花
（
⑫
⑬
⑯
）
と
仙

台
紅
花
（
奥
仙
・
南
仙
。
⑪
⑭
⑰
）
の
集
荷
量
は
ほ
ぼ
均
衡
し
て
い
る
（
た
だ
し
、

奥
州
紅
花
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
に
み
る
よ
う
に
組
合
形
態
＝
共
同
出
資
に
よ
る
集
出

荷
が
多
く
、
出
資
比
率
を
も
と
に
○長
 

長
谷
川
家
単
独
出
資
の
紅
花
荷
量
を
換
算
す
る

な
ら
ば
そ
の
荷
量
は
低
く
な
る
）。
こ
の
年
は
、武
州
紅
花
の
集
荷
量
が
比
較
的
多
い

点
も
特
徴
で
あ
る
。

　

第
三
に
、○長
 

長
谷
川
家
は
自
ら
強
大
な
集
荷
力
を
持
つ
と
同
時
に
、組
合
な
ど
様
々

な
形
態
を
採
用
し
各
地
の
紅
花
商
人
と
連
携
し
な
が
ら
広
域
的
な
集
出
荷
機
構
を
形

成
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、
内
造
り
（
表
２
の
集
出
荷
形

態
の
番
号
①
②
）
に
よ
る
出
荷
は
五
〇
三
五
袋
（
全
体
の
二
七
％
弱
）、
遅
れ
て
出
荷

し
た
⑱
の
部
分
（
う
ち 

高
木
屋
七
兵
衛
造
〈
表
１
の　

〜　

〉
を
除
い
た
一
一
六
九

186

189

袋
〉）
も
内
造
り
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
、
こ
れ
も
合
計
す
る
と
六
二
〇
四
袋
（
三
四
％

弱
。
い
ず
れ
も
最
上
紅
花
）
と
な
る
。
○長
 

長
谷
川
家
自
身
（
長
谷
川
店
）
が
羽
州
村

山
郡
に
独
自
な
集
荷
網
を
張
り
巡
ら
し
産
地
か
ら
大
量
の
紅
花
買
い
付
け
を
実
現
し

て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る（
こ
の
点
は
次
節
も
参
照
）。駄
数
で
約
九
七
駄
に
相
当
し
、

長
谷
川
家
が
内
造
り
の
み
で
も
抜
群
の
荷
量
を
取
り
扱
う
紅
花
商
人
で
あ
っ
た
こ
と

が
判
明
す
る
。

　

一
方
、
荷
量
で
ほ
ぼ
三
分
の
二
に
あ
た
る
紅
花
が
産
地
の
仲
買
商
人
を
通
し
て
、

（　

）
11
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ま
た
組
合
形
態
に
よ
り
集
出
荷
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
表
２
の
産
地
・
集

出
荷
形
態
の
順
番
で
指
摘
す
れ
ば
、
羽
州
村
山
郡
に
お
け
る
②
の
天
神
湯
ノ
沢
川
嶋

屋
権
吉
、
③
の
大
町
村
六
右
衛
門
、
④
の
天
童 

高
木
屋
七
兵
衛
、
⑤
の
楯
岡
青
沼

惣 
次 
、
⑮
の
江
俣
村 

鈴
木
屋
長
四
郎
、
羽
州
庄
内
に
お
け
る
⑦
酒
田
問
屋
鐙
屋
惣

（
治
）

右
衛
門
、
武
州
に
お
け
る
⑧
与
野
宿
山
田
屋
幸
右
衛
門
、
⑨
桶
川
宿
木
嶋
屋
浅
五
郎
、

奥
州
に
お
け
る
⑪
仙
台
城
下 
恵
比
寿 
屋
徳
蔵
、
⑫
黒
沢
尻
湊
屋
専 
次 
郎
、
⑰
船
岡
飯

（
得
可
寿
） 

（
治
）

淵
惣
吉
な
ど
が
、
仲
買
に
あ
た
っ
た
産
地
紅
花
商
人
で
あ
る
。
帳
面
で
そ
れ
ぞ
れ

「
造
り
分
」「
出
荷
分
」「
買
口
分
」「
買
入
分
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
彼

ら
は
周
辺
産
地
よ
り
紅
花
を
買
い
付
け
、
荷
造
り
・
出
荷
を
担
当
し
た
。
Ⅰ
〜
Ⅳ
の

帳
面
や
諸
史
料
を
検
討
す
る
と
、
彼
ら
の
集
出
荷
し
た
紅
花
の
買
代
金
・
出
荷
役
金
・

荷
造
り
入
用
・
運
賃
な
ど
の
原
価
計
は
○長
 

長
谷
川
家
よ
り
精
算
さ
れ
る
と
と
も
に
、

同
家
よ
り
彼
ら
の
取
得
と
な
る
仲
買
手
数
料
＝
買
口
銭
が
支
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
が

確
認
で
き
る
。
こ
の
意
味
で
、
彼
ら
は
○長
 

長
谷
川
家
の
仲
買
商
人
と
し
て
位
置
付
き

同
家
を
荷
主
と
す
る
集
出
荷
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
で
あ
る
（
彼
ら
は

長
谷
川
店
よ
り
「
買
入
宿
」
と
も
呼
称
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
Ⅰ
の
帳
面
に
括
ら
れ
た

「
酉
極
月
朔
日
出
荷
元
上
り
造
方
覚
」の
書
上
に
お
け
る 

高
木
屋
七
兵
衛
の
事
例
な

ど
）。
ま
た
表
１
か
ら
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
彼
ら
が
集
出
荷
し
た
紅
花
荷
に
は 

―
― 
一
部
で
は 

な
ど
仲
買
＝
買
入
宿
の
荷
印
が
付
さ
れ
た
場
合
も
み
ら
れ
る
が 

―
― 
ほ
ぼ
荷
印
○長
 

が
付
さ
れ
荷
主
が
長
谷
川
家
で
あ
る
こ
と
が
出
荷
当
初
か
ら
明

示
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

組
合
形
態
に
つ
い
て
は
、
表
２
の
順
で
述
べ
れ
ば
、
最
上
紅
花
に
関
す
る
⑮
の
江

俣
村 

鈴
木
屋
長
四
郎
、
奥
仙
・
南
部
・
南
仙
紅
花
に
関
す
る
⑪
⑫
⑯
⑰
の
山
形
十

日
町
○谷
 

長
谷
川
吉
内
、
南
仙
紅
花
に
関
す
る
⑰
村
田 

大
沼
正
七
が
指
摘
で
き
、
彼

ら
が
紅
花
の
集
出
荷
を
○長
 

長
谷
川
家
と
組
み
合
い
、
共
同
出
資
で
実
施
し
た
こ
と
が

あ
き
ら
か
と
な
る
。
⑰
で
は
「
○長
 
 

○谷
 

三
ツ
割
組
合
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

は
○長
 

長
谷
川
吉
郎
治
・ 

大
沼
正
七
・
○谷
 

長
谷
川
吉
内
の
三
家
で
出
荷
紅
花
の
原
価

計
を
「
三
ツ
割
」
＝
三
分
の
一
ず
つ
負
担
し
、
代
金
も
均
等
に
三
分
の
一
ず
つ
分
配

七

長

七

七

長

正

正

正

し
取
得
す
る
と
い
う
組
合
形
態
で
あ
る
。
組
合
形
態
の
場
合
、
⑮
の 

鈴
木
屋
長
四

郎
の
よ
う
に
、
共
同
出
資
者
が
集
出
荷
の
実
務
を
兼
ね
る
場
合
も
あ
る
が
、
⑪
⑫
⑰

の
記
述
か
ら
確
認
で
き
る
よ
う
に
共
同
出
資
者
と
仲
買
人
と
が
別
で
あ
る
ケ
ー
ス
が

み
ら
れ
る
。
⑰
の
「
○長
 
 

○谷
 

三
ツ
割
組
合
」
の
場
合
で
検
討
す
れ
ば
、
先
述
の
三
家

が
共
同
出
資
者
で
あ
り
、
集
出
荷
の
実
務
は
船
岡
の
飯
淵
惣
吉
ら
が
担
当
し
て
い
る
。

組
合
形
態
の
紅
花
荷
印
に
関
し
て
は
○長
 

印
の
ほ
か
、
表
１
の
⑪
⑰
の
紅
花
荷
は
○谷
 

印
、

⑮
は 

印
が
付
け
ら
れ
た
よ
う
に
、
共
同
出
資
者
の
屋
印
が
荷
印
と
し
て
使
用
さ
れ

る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
⑪
⑰
の
紅
花
荷
に
○谷
 

印
が
付
さ
れ
た
の
は
、
共
同
出
資
者
の
な

か
で
も
○谷
 

長
谷
川
吉
内
が
イ
ニ
シ
ァ
チ
ブ
を
と
り
仲
買
人
な
ど
を
動
員
し
て
そ
れ
ら

の
集
出
荷
を
実
現
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

表
２
か
ら
判
明
す
る
よ
う
に
、
奥
州
紅
花
の
荷
量
に
占
め
る
組
合
花
（
⑪
⑫
⑯
⑰
）

の
比
率
は
七
九
・
九
七
％
で
あ
り
、
極
め
て
高
い
。
こ
の
よ
う
に
○長
 

長
谷
川
家
は
、

と
く
に
奥
州
紅
花
の
買
い
付
け
に
お
い
て
組
合
形
態
＝
共
同
出
資
の
方
式
を
多
用
し
、

南
部
・
奥
仙
・
南
仙
地
方
に
対
す
る
集
出
荷
機
構
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で

き
る
。

　

つ
ぎ
に
、
嘉
永
二
年
の
紅
花
売
買
と
利
益
の
実
態
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
ま
ず
、

表
２
の
小
計
よ
り
最
上
紅
花
・
庄
内
紅
花
・
武
州
紅
花
・
常
州
紅
花
を
あ
わ
せ
た
利

益
率
を
み
る
と
八
・
六
三
％
で
あ
る
。
奥
州
紅
花
に
関
し
て
は
一
部
の
荷
で
一
八
％

台
の
高
利
益
率
の
販
売
結
果
が
あ
き
ら
か
と
な
る
が
多
く
は
不
明
で
あ
る
。
産
地
別

に
検
討
す
る
と
、
庄
内
紅
花
が
一
六
・
〇
二
％
と
最
も
高
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
、
続

い
て
最
上
紅
花
八
・
八
九
％
、
武
州
紅
花
七
・
八
五
％
、
常
州
紅
花
六
・
〇
六
％
と

続
く
。
純
益
の
額
で
み
る
と
、
荷
量
に
も
規
定
さ
れ
て
最
上
紅
花
・
武
州
紅
花
の
販

売
が
（
不
明
の
奥
州
紅
花
と
と
も
に
）
同
家
の
紅
花
収
益
の
基
盤
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
一
九
世
紀
の
京
都
紅
花
市
場
に
お
け
る
一
般
的
動
向
と
し
て
、
最
上
紅
花
の

仕
切
相
場
は
他
産
地
紅
花
と
比
較
し
て
常
に
最
下
位
を
推
移
し
て
お
り
、
そ
の
利
益

率
も
一
八
世
紀
段
階
と
比
較
し
て
低
下
し
た
と
把
握
で
き
る
が 

 

、
表
２
の
販
売
実
績

に
お
い
て
は
最
上
紅
花
の
利
益
率
が
武
州
紅
花
を
上
回
っ
て
い
る
点
が
注
目
で
き
る 

 

。

長

正

長

（　

）
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表３　嘉永３年（1850）長谷川吉郎治家の紅花荷一覧（最上紅花分）　　　　　　　　　　　【表３－１】

備　 　 考 （ 仕 入 地 な ど ）原　　価
一駄あたり

値　打
一駄あたり

京着値
荷　　数荷印･銘柄番号

両両両袋

①　内造り分

山形地廻り前田村買入百姓手干60.2956.045.93884○長 極緋１

山形地廻り沖原村買入百姓手干71.2761.550.6890○長 沖姫２

中通文右衛門新田村百姓手干83.4562.554.5098○長 司印３

山形廻り印役　中通文右衛門新田村合87.5660.052.865106○長 司紅４

山形廻り十文字村村百姓手干　中通長崎村合62.9264.052.29377○長 重司５

山形廻り十文字村買入　但百姓手干55.9959.049.77172○長 重紅６

山形�二り半先風間村百姓干78.7059.050.87899○長 谷風７

山形廻り青柳村百姓買入分59.8659.049.7577○長 緋柳８

山形�二り先キ志村買入百姓手干150.2064.052.245184○長 雨揃９

青柳村百姓寄買入撰品71.2465.053.0286○長 小町紅10

長町村百姓撰買入132.4459.049.862170○長 長司11

最上川通寺津撰買入分上品也91.0667.057.137102○長 名月12

最上川通灰塚村百姓干分186.2265.055.952213○長 灰光13

最上川通元楯村買入百姓寄買撰抜分上品157.8163.056.425179○長 金冠14

山形廻り青柳村百姓手干67.1859.049.42387○長 小柳15

最上川通極上品撰抜買入稀品也71.9572.059.03578○川 佐印16

最上川通寺津村百姓手干寄買156.4267.057.535174○長 本緋17

最上川通三軒家村百姓手干61.6163.055.53571○長 三軒家18

山形廻り商人干分74.3553.042.866111○長 紅馬19

山形廻り東山蔦木村熊ノ目村百姓干合75.2555.046.305104○長 荒熊20

山形廻り妙見寺村百姓手干分57.6450.042.4087○長 妙光21

最上川通極第一之上場撰買入分302.7470.060.359321○長 佐印22

最上川通嶋村と申上場百姓手干撰品也119.2065.057.359133○長 大嶋23

宝沢村松ノ月と申上場百姓手干94.7660.050.12121○長 宝稀24

中宝沢村百姓手干47.4560.047.44864○長 宝雨25

上ノ山在長野村小倉村百姓手干寄抜上品合101.6760.050.834128○長 金時26

最上川通灰塚村百姓寄買入上品分撰合173.4065.057.50193○長 灰光27

前書同断買入分　弁天屋手干分73.6063.056.7583○長 弁灰光28

最上川通寺津落合村灰塚村より買合64.7160.055.2275○長 国司29

中通七浦村三條目村百姓手干合108.0765.049.76139○長 小町姫30

山形廻り落合長九郎手干　中通百姓手干合54.1460.549.49570○長 飛光31

米沢小岩沢百姓手干寄抜キ17.9575.060.45619○長 仙岩32

最上川通灰塚村極撰百姓手干合117.2766.056.86132○長 正灰光33

上山在百姓干買抜上品撰分　金時同様106.6257.049.806137○長 正金時34

中通達磨長崎百姓手干分80.2260.551.8699○長 飛頭35

山形�三り余先キ山八森村百姓干67.3460.049.5487○長 盛光36

山形廻り落合村勘七手干　同村又治郎合84.0553.046.773115○長 勘紅37

諸方集取品合　下花46.0555.039.29575○長 黒雲38

南仙上品買入分37.1467.055.27843○長 仙大谷39

山形�西ノ山七ツ松村18.9154.044.81727○長 西光40

最上川通寺津落合村松兵衛手干81.2460.049.995104○長 寺新41

下郷羽入村百姓干　寺津落合商人干合59.8761.051.77674○長 松露42

最上川通中目村二位田村合55.7562.052.46968○長 大関43

山形廻り青柳百姓手干52.8159.048.98369○山 柳光44

山形廻り風間村百姓干　但袋ニ而買入候処目方軽キ56.2559.050.0072○山 亀山45

山形廻り風間村百姓干　但袋ニ而買入候処目軽有之38.2859.050.0049○山 竹光46

山形廻り風間村百姓寄買　上品56.0258.050.5071○長 舞鶴47

山形廻り風間まんちうや手干55.1357.049.0072○長 松風48

山形�三り先キ東山休石村百姓干111.7355.045.839156○長 紅梅49

最上川通灰塚村長左衛門手干82.4261.053.82498○長 灰長50

最上川通極々第一之場寄撰抜キ極稀之上品也208.6170.061.242218○長 音姫51

最上川通向長崎まれ極上品抜買入合也61.6766.058.04568○長 浦嶋52

最上第一之高山田代村と申処百姓干寄撰抜買入68.8571.059.54474○長 天下一53

中通商人手干揃品也60.8461.551.23476○長 市娘54

山形廻り落合村百姓干合129.0359.049.156168○長 極旭55

最上川通長崎村百姓手干61.7062.054.09173○長 大頭56

山ノ辺百姓大寺村百姓手干分合50.8160.050.80564○長 剱山57

　袋〆 6007
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【表３－２】

備　 　 考 （ 仕 入 地 な ど ）原　　価
一駄あたり

値　打
一駄あたり

京着値
荷　　数荷印･銘柄番号

両両両袋

②　大町村 六右衛門殿造分

下郷大町村百姓手干69.3068.056.86378○長 大光58

下郷大町村百姓手干73.7567.056.1984○長 大緋59

下郷大町村大清水村百姓手干合82.7963.050.464105○長 清水60

下郷今町成生大清水百姓手干66.6762.049.61786○長 大司61

下郷成生大清水百姓干合33.1256.550.46242○長 大寶62

下郷谷地在田井村百姓手干55.6762.055.66564○長 古今63

下郷大清水寄抜キ極稀品91.1463.055.553105○長 清瀧64

　袋数〆 564

③　天神湯沢 川嶋屋権吉殿

下郷天神湯沢村川嶋権吉殿忰手干30.1764.050.80938○長 名山65

　〆　 38

④　天童 高木屋七兵衛殿造り分

下郷小関村百姓手干123.6759.050.096158○川 関ノ戸66

下郷小関高木村百姓干32.0256.051.22540○長 山姥67

天童老ノ森百姓寄抜買入分67.4961.052.0483○長 鏡岩68

下郷高木村百姓手干　極吟味寄抜買入145.7561.053.00176○長 猪王山69

天童廻り百姓手干　上品60.3259.052.17174○長 最一70

　袋数〆 531

⑤　楯岡 青沼惣治殿造り分

下郷楯岡廻り百姓寄買52.7758.049.66668○長 金王山71

下郷長どろ村百姓衆手干　極撰上品之分64.5068.057.32972○長 長稀72

下郷極第一之場百姓撰買入上品也36.7572.057.35941○長 清姫73

　袋数〆 181

⑥　江俣村 鈴木屋長四郎殿造分

最上川通百姓干分　寄抜買入分127.8463.056.04146 玉川長74

下店調分品也　綿勇殿へ差向置　〆 146

⑦　江俣村 鈴木屋長四郎殿組合分

66.5064.056.0位76 音羽長75

25.0060.050.0位32 清水長76

86.9561.053.00105 吉田長77

66.4158.050.0085 力七長78

　 組合分〆 298長

⑧　寒河江造り 天童造り分 ○長 五分  五分 組合生

寒河江八幡屋手干分114.3865.052.678139○正 寒紅79

最上川通高谷村百姓手干85.3567.053.03103○正 高谷80

天童廻り百姓手干50.8659.047.17469○正 国一81

7.7256.044.91711○正 国一印ノ内へさし82
諸経費込計　  267.99

　袋数〆 322

典拠）嘉永３年９月「為登紅苧糸元揚り取調帳」（宮城県柴田郡村田町大沼正治郎家文書）。

補注）*１　 小数点以下は10進法である。京着値を除き、原則として四捨五入により小数第２位までを表示した。帳面にある永貫匁および銀貫匁の

記載は金に換算した。

*２　 原価＝袋数÷64×京着値。

*３　 番号79～82の紅花荷ついては一駄あたり京着値記載がなく、寒河江や天童の干花生産者から集荷した時点での原価（一駄あたり素上り）

が記載されており、京着値欄に斜体字 で表示した。同様に、原価欄の斜体字 の数字は、一駄あたり素上り×各荷物袋数÷64袋（１駄）

で計算した数値である（帳面記載の数値である）。82番の原価欄の斜体字 数字の下にある諸経費込計とは、番号79～82の原価欄の斜体字

数字の合計に長谷川家（大沼家との組合）が買入れ後に支出した諸経費（役金・荷造入用・運賃・取引立会手当・礼金酒手・口銭など）

を足した合計（すなわち、これらの荷が京都に着くまでに要した原価の総計）である。

*４　 番号①～⑧の集出荷形態は帳面の記載順に表示した。商人名などの表記法も帳面のままとした。
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ま
た
、
表
１
よ
り
京
着
値
と
値
打
の
双
方
が
判
明
す
る
①
〜
⑤
の
最
上
紅
花
に
関

し
て
、（
値
打－

京
着
値
）÷

京
着
値
の
計
算
式
に
よ
り
、
○長
 

長
谷
川
家
が
販
売
以
前

に
企
図
し
た
各
紅
花
荷
の
利
益
率
を
単
純
に
合
計
し
平
均
す
る
と
一
八
・
六
二
％
と

な
り
利
益
率
の
目
標
を
高
く
設
定
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
、
表
２
の
デ
ー

タ
か
ら
①
〜
⑤
の
紅
花
荷
の
販
売
結
果
を
合
計
し
そ
の
平
均
利
益
率
を
算
出
す
れ
ば

八
・
五
九
％
と
な
る
。
値
打
の
設
定
に
よ
り
同
家
が
当
初
設
定
し
た
利
益
率
の
目
標

値
と
販
売
結
果
に
お
け
る
実
際
の
利
益
率
と
で
は
一
〇
％
余
異
な
る
結
果
と
な
っ
た
。

市
場
の
現
実
と
と
も
に
、
同
家
が
高
め
に
値
打
を
設
定
し
高
水
準
の
利
益
率
を
追
求

す
る
積
極
的
な
販
売
戦
略
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
従
来
、
京
着
値
・
値

打
・
仕
切
値
段
の
三
値
の
関
係
を
ふ
ま
え
た
個
別
商
人
の
紅
花
販
売
実
態
の
分
析
は

な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
だ
け
に
、
表
１
は
紅
花
商
人
に
よ
る
売
り
付
け
交
渉
の
意
図

と
現
実
を
大
量
の
デ
ー
タ
よ
り
あ
き
ら
か
に
す
る
貴
重
な
資
料
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
○長
 

長
谷
川
家
が
販
売
以
前
に
企
図
し
た
各
紅
花
荷
の
利
益
率
目
標
値
を

検
討
す
る
と
、
最
高
が　

番
の
○長
 

寺
新
で
二
六 
・ 
二
六
％
、
最
低
が　

番
の
○長
 

灰
龍

16

36

で
九
・
三
％
で
あ
る
。
そ
の
率
は
各
荷
毎
に
異
な
り
大
き
な
幅
が
あ
り
、
値
打
が
各

荷
の
一
駄
あ
た
り
京
着
値
に
一
律
の
利
益
率
目
標
値
を
か
け
て
決
定
さ
れ
た
の
で
は

な
い
こ
と
が
明
確
で
あ
る
。
○長
 

長
谷
川
家
が
荷
毎
に
附
花
を
用
い
て
品
質
を
査
定
し
、

市
場
に
お
け
る
利
益
性
を
各
荷
毎
に
検
討
し
値
打
を
し
売
り
付
け
交
渉
に
臨
ん
だ
こ

と
が
指
摘
で
き
る
。

三　

嘉
永
三
〜
五
年
の
紅
花
取
引
の
実
態

　

表
３
・
表
４
は
、
Ⅱ
嘉
永
三
庚
戌
年
九
月
吉
日
「
為
登
紅
苧
糸
元
揚
り
取
調
帳
」

を
も
と
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
表
６
・
表
７
は
、
Ⅲ
嘉
永
五
年
九
月
吉

日
「
子
夏
為
登
紅
花
青
苧
絹
糸
調
」
を
も
と
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

Ⅱ
・
Ⅲ
の
帳
面
は
と
も
に
Ⅰ
の
帳
面
と
記
載
様
式
は
類
似
し
て
い
る
が
、
Ⅲ
の
帳

面
に
は
値
打
の
記
載
が
な
く
、
ま
た
Ⅱ
・
Ⅲ
の
帳
面
に
は
各
紅
花
荷
毎
に
仕
入
地

（
お
よ
び
干
花
生
産
者
）や
品
質
に
関
す
る
情
報
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
点
な
ど
が
Ⅰ

の
帳
面
と
異
な
る
。
ま
た
、
嘉
永
三
・
五
年
の
紅
花
荷
に
関
し
て
は
各
荷
毎
の
売
却

結
果
を
記
し
た
上
京
支
配
人
の
「
紅
花
売
日
荷
得
簿
」
な
ど
の
帳
面
が
現
段
階
で
は

確
認
で
き
な
い
た
め
、
多
く
の
紅
花
荷
に
つ
い
て
仕
切
値
段
な
ど
が
不
明
で
あ
り
、

全
体
的
な
紅
花
売
買
と
利
益
の
実
態
を
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
Ⅰ
の

帳
面
で
は
先
述
し
た
よ
う
に
二
つ
の
書
上
が
括
り
付
け
ら
れ
て
い
た
た
め
遅
れ
て
集

出
荷
し
た
紅
花
の
荷
量
な
ど
が
判
明
し
た
が
、
Ⅱ
・
Ⅲ
の
帳
面
に
は
そ
う
し
た
書
上

類
が
括
り
付
け
ら
れ
て
は
い
な
い
（
た
だ
し
、
嘉
永
三
年
に
つ
い
て
は
Ⅱ
の
帳
面
と

は
別
に
、
同
年
に
出
荷
し
た
奥
州
紅
花
の
一
部
に
関
す
る
仕
切
調
書
上
が
存
在
し
て

い
る
の
で
後
に
ふ
れ
る
）。
表
３
・
表
４
お
よ
び
表
６
・
表
７
は
、
こ
の
よ
う
な
特
徴

を
も
つ
帳
面
の
性
格
を
ふ
ま
え
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の

表
で
対
象
に
し
た
紅
花
は
夏
為
登
＝
通
常
出
荷
期
に
出
荷
し
た
も
の
が
中
核
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
、
奥
州
紅
花
を
中
心
に
遅
れ
て
集
出
荷
し
た
紅
花
荷
は
一
部
を
除
き
把

握
で
き
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
Ⅱ
・
Ⅲ
の
帳
面
の
史
料
的
制
約
と

特
徴
を
把
握
し
た
う
え
で
、
以
下
分
析
を
お
こ
な
う
。

　

ま
ず
、
表
４
や
そ
の
他
の
史
料
を
も
と
に
嘉
永
三
年
の
集
出
荷
の
実
態
に
つ
い
て

考
察
し
た
い
。
Ⅱ
の
帳
面
に
は
最
上
紅
花
の
み
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
表
４
の
合
計

は
八
〇
八
七
袋
（
一
二
六
駄
二
三
袋
）
に
お
よ
ぶ
。
い
ず
れ
も
夏
為
登
の
最
上
紅
花

で
あ
る
。
表
２
の
①
〜
⑤
・
⑮
が
嘉
永
二
年
夏
為
登
の
最
上
紅
花
に
相
当
す
る
が
、

そ
の
合
計
六
五
一
六
袋
を
上
回
る
荷
数
で
あ
る
。
夏
為
登
の
最
上
紅
花
の
約
四
分
の

三
を
内
造
り
が
占
め
て
い
る
点
は
前
年
と
同
様
で
あ
り
、
羽
州
村
山
郡
に
お
け
る
集

出
荷
の
主
な
基
盤
が
○長
 

長
谷
川
店
独
自
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が

こ
こ
で
も
検
証
で
き
る
。
②
の
大
町
村
六
右
衛
門
、
③
の
天
神
湯
ノ
沢
川
嶋
屋
権
吉
、

④
の
天
童 

高
木
屋
七
兵
衛
、
⑤
の
楯
岡
青
沼
惣
治
、
⑥
の
江
俣
村 

鈴
木
屋
長
四

郎
は
、
前
年
と
比
較
す
る
と
各
荷
数
に
増
減
が
見
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
連
年
に
わ

た
っ
て
○長
 

長
谷
川
家
の
最
上
紅
花
の
仲
買
・
荷
造
り
を
担
当
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
の
う
ち 

鈴
木
屋
は
、
や
は
り
前
年
に
引
き
続
き
組
合
（
⑦
）
に
参
加
し
て

七

長

長

― (64) 213 ―
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い
る
。
⑧
は
上
京
支
配
人
で
あ
る 

（ 

印
も
使
用
）
大
沼
正
治
郎
と
○長
 

長
谷
川
家

の
均
等
出
資
に
よ
る
組
合
紅
花
で
あ
る
。
こ
の
寒
河
江
花
・
天
童
花
に
関
す
る
集
出

荷
の
諸
実
務
に
つ
い
て
は
、
Ⅱ
の
帳
面
に
あ
る
口
銭
・
手
当
・
酒
手
な
ど
の
記
載
か

ら
、
現
地
の
皿
沼
（
嶋
村
枝
郷
）
宇
八
・
天
童 

高
木
屋
が
仲
買
・
荷
造
り
、
米
蔵
・

庄
右
衛
門
が
取
引
立
会
い
、
鍵
屋
が
取
次
を
お
こ
な
い
、
十
右
衛
門
・
三
八
が
そ
の

他
実
務
に
関
与
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
表
３
の
番
号　

〜　

が
こ
の
組
合
紅
花
に

79

82

該
当
す
る
が
、
そ
の
荷
印
○正
 

は
○長
 

長
谷
川
家
と 
 

両
大
沼
家
の
組
合
紅
花
な
ど
に

用
い
ら
れ
る
荷
印
で
あ
り
、
両
家
の
屋
印
を
合
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
組
合
紅

花
の
集
出
荷
は
○長
 
 

両
家
の
共
同
出
資
に
よ
り
現
地
の
宇
八
・
高
木
屋
以
下
に
実
務

を
担
わ
せ
て
実
現
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

嘉
永
三
年
に
お
い
て
○長
 

長
谷
川
家
が
夏
為
登
の
最
上
紅
花
以
外
に
ど
れ
だ
け
の
紅

花
を
出
荷
し
た
か
は
先
述
の
よ
う
に
不
明
で
あ
る
が
、 

大
沼
家
文
書
に
は
そ
の
一

部
の
動
向
を
知
ら
せ
る
史
料
が
あ
る
。
翌
四
年
一
〇
月
に
○長
 

長
谷
川
店
が
大
沼
屋
正

次
郎
に
宛
て
た
書
上
で
、
内
容
は
Ａ
「
嘉
永
三
戌
夏
為
登
奥
仙
紅
花
売
仕
切
調 
水
沢

造
り
」、
Ｂ
「
嘉
永
三
戌
年
為
登
山
田
屋
新
五
郎
殿
造
分 

売
仕
切
調
」、
Ｃ
「
戌
夏
為

登
最
上
紅
花
組
合
分 
売
仕
切
分
調
」
か
ら
な
る
。

  
Ａ
は
○長
 

二
分
五
厘
・
○谷
 

二
分
五
厘
・ 

二
分
五
厘
・ 

二
分
五
厘
の
四
家
が
均
等

出
資
し
た
組
合
形
態
に
よ
る
出
荷
紅
花
の
仕
切
調
書
上
で
あ
り
、
荷
印
に
○長
 

印
・
○谷
 

印
・
○正
 

印
が
付
さ
れ
た
合
計
一
〇
三
〇
袋
の
奥
仙
紅
花
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
紅
花
荷
の
原
価
（
買
代
金
諸
掛
り
添
金
等
）
合
計
は
金
七
四
五
両
三
分
・
銀
五

匁
七
分
四
厘
、
売
代
金
合
計
か
ら
原
価
合
計
を
差
し
引
い
た
純
益
（
利 
徳 
金
）
合
計

（
得
）

は
金
九
八
両
二
分
二
朱
・
銀
一
七
匁
七
分
九
厘
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
数
値

を
も
と
に
利
益
率
を
試
算
す
る
と
一
三
・
二
六
％
と
な
る
。
こ
の
利
得
金
を
均
等
に

四
ツ
割
し
て
長
谷
川
吉
郎
治
・
長
谷
川
吉
内
・
大
沼
正
七
・
大
沼
正
治
郎
の
各
家
が

取
得
し
て
い
る
。
こ
の
奥
州
水
沢
造
り
の
組
合
紅
花
の
集
荷
に
関
し
て
は
さ
ら
に
別

史
料
を 

大
沼
家
文
書
の
な
か
に
確
認
で
き
た
。
嘉
永
三
年
八
月
に
水
沢
穀
田
屋
七

平
が
村
田
大
沼
正
七
・
正
治
郎
に
宛
て
た
「
戌
年
紅
花
入
記
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ

正

生

七正
正

正

正

正

正

正

表４　嘉永３年（1850）長谷川吉郎治家の紅花取引の実態（最上紅花分）

原 価荷 数産 地 ・ 集 出 荷 形 態

両（％）袋

4919.71（74.28）6007①内造り分

472.44（ 6.97）564②大町村 六右衛門殿造分

30.17（ 0.47）38③天神湯沢 川嶋屋権吉殿

429.25（ 6.57）531④天童 高木屋七兵衛殿造り分

154.02（ 2.24）181⑤楯岡 青沼惣治殿造り分

127.84（ 1.81）146⑥江俣村 鈴木屋長四郎殿造分

244.86（ 3.68）298⑦江俣村 鈴木屋長四郎殿組合分

⑧寒河江造り 天童造り分

267.99（ 3.98）322　　　　　○長 五分  五分 組合生

6646.28（100.00）8087
合　　　　　　　　計

（126駄23袋）　　　　 

典拠）　嘉永３年９月「為登紅苧糸元揚り取調帳」（宮城県柴田郡村田町大沼正治郎家文書）。

補注）　表３に表示した各紅花荷のデータをもとに作成した。
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れ
ば
、
穀
田
屋
は
Ａ
の
大
部
分
に
相

当
す
る
九
九
八
袋
の
紅
花
荷
を
才
治

ら
七
名
の
小
商
人
・
生
産
者
か
ら
仲

買
し
、
そ
の
買
代
金
に
役
金
・
仲
金

口
銭
・
荷
造
り
入
用
を
加
算
し
た
原

価
合
計
金
七
〇
九
両
二
分
・
銀
三
匁

五
分
余
を
両
大
沼
家
に
請
求
し
、
両

大
沼
家
か
ら
八
月
中
に
皆
済
さ
れ
た

こ
と
が
検
証
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
水
沢
花
の
集
出
荷
は
○長
 

○谷
 
 
 

の
共
同
出
資
に
よ
り 
 

の
イ
ニ

シ
ァ
チ
ブ
で
水
沢
穀
田
屋
を
仲
買
と

し
て
動
員
し
、
穀
田
屋－

現
地
小
商

人
・
生
産
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
基

盤
に
実
現
し
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

組
合
形
態
に
よ
る
集
出
荷
の
構
造
が

判
明
す
る
事
例
で
あ
る
。

  
Ｂ
は
奥
州
村
田
の 

山
田
屋
新
五

郎
（
山
新
）
が
仲
買
・
荷
造
り
の
実

務
を
お
こ
な
い
、
○長
 

二
分
・ 

二
分
・

 

一
分
・ 

五
分
の
出
資
率
で
集
出

荷
し
た
組
合
紅
花
の
仕
切
調
書
上
で

あ
る
。
南
仙
紅
花
で
合
計
一
二
六
〇

袋
あ
り
、
い
ず
れ
も
荷
印
は
○正
 

印
が

付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
紅
花
荷
の

原
価
（
元
代
金
諸
掛
り
添
金
等
）
合

計
は
金
一
一
〇
七
両
三
分
・
銀
七
匁

正
正

正

正

□

正

正

□

三
分
、
売
代
金
合
計
か
ら
原
価
合
計
を
差
し
引
い
た
純
益
（
利
得
金
）
合
計
は
金
一

六
一
両
・
銀
八
匁
八
分
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
数
値
を
も
と
に
利
益
率
を
試

算
す
る
と
一
四
・
五
五
％
と
な
る
。
こ
の
利
得
金
を
先
の
出
資
率
に
も
と
づ
き
長
谷

川
吉
郎
治
・
大
沼
正
七
・
大
沼
正
治
郎
・
山
田
屋
新
五
郎
の
四
家
に
分
配
し
て
い
る
。

　

Ａ
・
Ｂ
の
仕
切
調
書
上
の
荷
数
を
合
計
す
る
と
二
二
九
〇
袋
と
な
る
。
な
お
、
Ⅱ

の
帳
面
の
末
尾
に
は
「
直
打
左
ニ
調
」
と
し
て
南
仙
分
五
一
銘
柄
、
奥
仙
分
一
九
銘

柄
の
名
称
と
各
値
打
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
各
荷
数
な
ど
は
不
明
で
あ
る
が
、

値
打
が
最
低
五
九
両
〜
最
高
七
五
両
の
幅
で
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
合
計
七
〇
銘

柄
の
う
ち
約
三
分
の
一
の
南
仙
分
一
三
銘
柄
、
奥
仙
分
一
〇
銘
柄
が
Ａ
・
Ｂ
の
仕
切

調
書
上
に
出
て
く
る
全
銘
柄
と
合
致
す
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
嘉
永
三
年
に
○長
 

長
谷
川

家
が
出
荷
し
た
奥
州
紅
花
の
荷
数
は
Ａ
・
Ｂ
の
仕
切
調
書
上
に
あ
る
荷
数
二
二
九
〇

袋
を
大
き
く
上
回
る
量
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

  
な
お
、
Ｃ
の
仕
切
調
書
上
は
先
述
し
た
○長
 
 

両
家
の
共
同
出
資
に
よ
る
寒
河
江
・

天
童
集
荷
の
組
合
紅
花
（
表
３
の
⑧
）
の
仕
切
調
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
原
価

（
元
代
金
掛
物
問
屋
世
話
料
等
）
合
計
金
二
六
八
両
・
銀
一
二
匁
七
分
、
売
代
金
か
ら

原
価
合
計
を
差
し
引
い
た
純
益
（
利
得
金
）
合
計
は
金
四
〇
両
三
分
・
銀
一
匁
六
厘

と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
利
益
率
を
試
算
す
る
と
一
五
・
二
〇
％
と
な
る
。
こ
の
利
得

金
を
○長
 
 

両
家
で
二
ツ
割
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

　

こ
こ
ま
で
の
考
察
に
よ
り
、
嘉
永
三
年
の
○長
 

長
谷
川
家
の
出
荷
紅
花
の
利
益
率
の

実
態
に
つ
い
て
は
、
部
分
的
な
デ
ー
タ
で
は
あ
る
が
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
の
仕
切
調
書
上
よ

り
、
奥
仙
紅
花
・
南
仙
紅
花
は
一
三
〜
一
四
％
台
、
最
上
紅
花
は
一
五
％
台
と
い
う

利
益
率
を
達
成
し
て
お
り
、
前
年
の
嘉
永
二
年
と
比
較
し
て
高
水
準
と
な
っ
て
い
た

こ
と
が
判
明
す
る
。

　

長
谷
川
家
・
大
沼
家
の
両
家
は
組
合
形
態
に
よ
る
集
出
荷
を
活
発
に
展
開
し
た
。

嘉
永
四
年
の
○長
 

長
谷
川
家
の
紅
花
取
引
の
全
貌
を
あ
き
ら
か
に
す
る
史
料
は
確
認
で

き
て
い
な
い
が
、 

大
沼
家
文
書
の
な
か
に
嘉
永
四
辛
亥
年
夏
為
登
分
十
月
吉
日
改

「
○正
 

組
合
紅
花
買
揚
并
奥
仙
南
部
紅
花
荷
数
調
帳 

○長
 

」（
裏
表
紙
は
記
載
無
し
）
が
あ

正

正

正

表５　嘉永４年（1851）長谷川家・大沼家組合紅花取引の実態（夏為登分）

備 考原価合計荷 印 ･ 荷 数
仲 買 人

名 前地 名

両袋

組合仲真　○長 ５分･ ５分生314.25 ○正 印紅花　　348高木屋七兵衛造天 童

　 〃　　 ○長 ５分･ ３分･ ２分正 生320.625○長 印紅花　　395吉田屋庄四郎殿造南 部

　 〃 　　　　　　〃600.625○長 印紅花　　746穀田屋七平殿造水 沢

　 〃 　　　　　　〃315.00 ○長 印紅花　　378金森屋新之助殿一ノ関

1550.50 1867合 計

典拠）　嘉永４年10月「○正 組合紅花買揚并奥仙南部紅花荷数調帳」（宮城県柴田郡村田町大沼正治郎家文書）。

補注）　金額は両以下は10進法で表示した。端銀は切り捨てた。
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り
、
同
年
に
お
け
る
両
家
組
合
紅
花
の
動
向
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
概
要
を
表
５
に
示

し
た
。
○長
 

・ 

・ 

（ 

）
の
三
家
が
表
５
の
備
考
欄
に
示
し
た
各
割
合
で
共
同
出

資
し
、
天
童 

高
木
屋
七
兵
衛
・
南
部
黒
沢
尻
吉
田
屋
庄
四
郎
・
水
沢
穀
田
屋
七
平
・

一
ノ
関
金
森
屋
新
之
助
に
仲
買
・
荷
造
り
の
実
務
を
依
頼
し
、
合
計
一
八
六
七
袋

（
う
ち
最
上
紅
花
三
四
八
袋
、
南
部
紅
花
三
九
五
袋
、
奥
仙
紅
花
一
一
二
四
袋
）
の
集

出
荷
を
実
現
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
組
合
紅
花
（
表
５
）
に
関
す

る
仕
切
調
書
上
（
嘉
永
五
年
九
月
○長
 

長
谷
川
吉
郎
治
作
成
、
大
沼
正
治
郎
宛
。
表
題

無
し
）
が 

大
沼
家
文
書
に
あ
る
の
で
分
析
し
た
い
。
そ
こ
で
記
載
さ
れ
て
い
る
売

代
金
合
計
・
原
価
合
計
・
利
得
金
か
ら
利
益
率
を
算
出
す
る
と
、
最
上
紅
花
の
○正
 

印

三
四
八
袋
は
八
・
八
四
％
、
奥
仙
・
南
仙
紅
花
の
○長
 

印
合
計
一
五
一
九
袋
は
二
五
・

五
九
％
と
な
り
、
嘉
永
四
年
に
お
け
る
奥
州
紅
花
の
利
益
率
の
高
さ
が
注
目
さ
れ
る
。

そ
の
利
得
金
は
表
５
の
各
出
資
率
に
よ
り
各
家
に
分
配
さ
れ
た
。
○長
 

長
谷
川
吉
郎
治

と 

大
沼
正
七
・ 

（ 

）
大
沼
正
治
郎
が
奥
仙
・
南
仙
紅
花
は
も
ち
ろ
ん
、
最
上

紅
花
の
集
出
荷
で
も
組
合
形
態
で
活
発
に
共
同
し
て
い
た
こ
と
は
表
５
の
ほ
か
、
表

１
の
⑥
・
表
４
の
⑧
・
表
７
の
③
・
表
９
の
③
か
ら
も
確
認
で
き
、
嘉
永
〜
安
政
期

に
常
態
化
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

　

つ
ぎ
に
、
表
７
を
も
と
に
嘉
永
五
年
の
集
出
荷
の
実
態
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

こ
の
表
の
典
拠
史
料
で
あ
る
Ⅲ
嘉
永
五
年
九
月
吉
日「
子
夏
為
登
紅
花
青
苧
絹
糸
調
」

の
表
題
か
ら
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
表
７
の
対
象
紅
花
は
基
本
的
に
同
年
の
夏
為
登

紅
花
に
限
ら
れ
る
（ 
跡 
買
南
部
紅
花
〈
表
７
の
⑫
〉
も
Ⅲ
の
帳
面
に
は
記
さ
れ
て
お
り

（
後
）

一
部
の
跡
買
荷
も
含
ま
れ
る
が
、
こ
の
部
分
は
あ
き
ら
か
に
筆
跡
・
書
式
が
⑪
ま
で

と
は
異
な
り
後
に
追
記
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
）。
Ⅲ
の
帳
面
は
、最
上
紅
花
に
限
定
し

て
い
た
Ⅱ
の
帳
面
と
は
異
な
り
、
他
産
地
の
紅
花
も
記
載
し
て
お
り
、
夏
為
登
＝
通

常
出
荷
期
に
○長
 

長
谷
川
家
が
集
出
荷
し
た
紅
花
産
地
の
分
布
が
把
握
で
き
る
。
合
計

七
八
四
九
袋
（
一
二
二
駄
四
一
袋
）
と
い
う
荷
数
は
、
嘉
永
二
年
の
夏
為
登
分
（
表

２
の
①
〜
⑮
）
が
一
三
〇
〇
〇
袋
を
上
回
っ
て
い
た
こ
と
と
比
較
す
る
と
少
な
い
。

夏
為
登
の
最
上
紅
花
に
限
定
し
て
比
較
し
て
も
、
嘉
永
二
年
（
表
２
の
①
〜
⑥
・
⑮
）

正

正

生

七
正

正

正

生

六
五
一
六
袋
、
嘉
永
三
年
（
表
４
）
八
〇
八
七
袋
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
嘉
永
五
年

（
表
７
の
①
〜
⑦
）
は
四
三
三
四
袋
に
と
ど
ま
り
、
○長
 

長
谷
川
家
は
嘉
永
五
年
夏
為
登

の
紅
花
出
荷
量
を
全
体
と
し
て
縮
小
さ
せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

最
上
紅
花
の
う
ち
内
造
り
分
（
①
②
）
が
約
三
分
の
二
を
占
め
比
重
が
高
い
点
は

従
来
と
同
様
で
あ
る
。
一
方
、
②
の
岡
崎
米
蔵
、
③
の
村
田 

大
沼
正
治
郎
、
⑤
の

 

徳
次
、
⑦
の
江
俣
村 

鈴
木
屋
長
四
郎
な
ど
の
、
い
ず
れ
も
均
等
出
資
の
組
合
形

態
に
よ
る
集
出
荷
量
の
比
率
が
例
年
よ
り
も
高
ま
り
、か
つ
新
規
の
共
同
出
資
者（
②

⑤
）
と
小
規
模
な
組
合
出
荷
で
あ
る
が
提
携
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
②
の
場

合
は
、
集
出
荷
の
実
務
は
長
谷
川
店
が
担
当
し
て
い
る
の
で
買
付
資
金
の
共
同
出
資

が
目
的
の
組
合
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
○長
 

長
谷
川
家
が
共
同
出
資
者
を
固
定
化

せ
ず
に
出
荷
組
合
を
形
成
し
、
集
荷
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
開
拓
や
買
付
資
金
の
補
強
を

志
向
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
④
は
大
町
村
六
右
衛
門
、
⑥
は
楯
岡
青
沼

惣
次
、
⑦
は 

鈴
木
屋
が
連
年
通
り
仲
買
・
荷
造
り
を
お
こ
な
っ
た
。

　

他
産
地
紅
花
の
集
出
荷
の
動
向
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
江
戸
紅
花
市
場
に
進
出
し

⑨
江
戸
新
和
泉
町
の
出
羽
屋
喜
兵
衛
を
仲
買
と
し
た
集
出
荷
（
ま
た
表
６
の　

・　

か

54

55

ら
一
部
は
京
都
為
登
置
荷
を
買
い
入
れ
て
い
る
こ
と
も
判
明
す
る
）
を
実
施
し
た
点

や
、
⑧
の
下
総
古
河
宿
の
八
百
屋
儀
左
衛
門
を
仲
買
と
し
て
総
州
紅
花
な
ど
の
買
い

付
け
を
実
現
し
た
こ
と
で
あ
る
。
○長
 

長
谷
川
家
が
産
地
や
集
荷
商
人
を
固
定
化
せ
ず
、

年
に
よ
り
変
化
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
⑪
の
奥
仙
紅
花
買
入
分
に
つ
い
て

は
水
沢
の
穀
田
屋
七
平
・
南
部
黒
沢
尻
の
吉
田
屋
庄
四
郎
ら
が
仲
買
・
荷
造
り
を
担

当
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
（
表
６
備
考
欄
参
照
。
東
山
や
岩 
井 
堂
な
ど
か
ら
集
荷
）。

（
谷
）

奥
州
紅
花
に
関
し
て
は
、
遅
れ
て
集
出
荷
し
た
紅
花
の
多
く
が
Ⅲ
の
帳
面
か
ら
は
洩

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

Ⅱ
・
Ⅲ
の
帳
面
の
注
目
点
は
、
最
上
紅
花
分
に
関
し
て
各
紅
花
荷
毎
に
仕
入
地

（
お
よ
び
干
花
生
産
者
）や
品
質
に
関
す
る
情
報
が
朱
書
き
し
て
あ
る
点
に
あ
る
。
幕

末
期
山
形
城
下
町
商
人
の
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
に
よ
る
最
上
紅
花
買
い
付
け
の
実
態
を
、

同
一
年
度
に
大
量
に
、
か
つ
地
域
空
間
的
に
あ
き
ら
か
に
す
る
貴
重
な
デ
ー
タ
で
あ

正

長

長

長
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表６　嘉永５年（1852）長谷川吉郎治家の紅花荷一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　【表６－１】

備　 　 考 （ 仕 入 地 な ど ）原　　価
一駄あたり

京着値
荷　　数荷印･銘柄番号

両両袋

①　内造り

例年灰 光 村最上川通すじ
（塚）

259.4563.62261○長 灰光１

山形廻り風間村百姓口合87.1248.91114○長 谷風２

東山田中三宝賀百姓寄買口合164.8257.02185○長 大極３

最上川通寺津百姓上物口合190.2764.43189○長 本緋４

最上川通諸方集寄買　上品口合104.3965.50102○川 佐印５

最上川通寺津新田百姓寄買156.8264.75155○川 灰光６

最上川通元楯村百姓寄買口合74.6164.5374○長 金冠７

最上川通取集口合56.1052.8068○長 大頭８

下中宝沢百姓干口合　但し宝紅押込上り88.3958.3297○長 宝雨９

下中宝沢村百姓干口合63.7958.3270○長 宝紅10

東山蔦木村高野百姓干　寄買口合95.9960.23102○長 旭山11

山寺馬形百姓干　寄買極上撰　外高山寄買入67.3066.2665○長 花王12

上宝沢新山百姓干寄買入分口合　但し宝稀押込上り89.6469.1283○長 天下一13

上宝沢寄買百姓干　但し天下一押込上り100.4469.1293○長 宝稀14

中通最上川すじ文右衛門新田59.5355.2269○長 名月15

上山在長野百姓干寄買149.1265.82145○長 金時16

上山在寄買入分口合78.1665.8276○川 金時17

山形廻り落合村百姓干　寄買口合124.6550.49158○長 極旭18

上山在百姓寄抜キ買口合85.9568.7680○長 鬼腕19

上山在百姓寄抜キ撰買入口合81.6568.7676○長 鬼頭20

中通百姓手干　上品口合44.5163.3145○長 大関21

山形在落合村口合40.4151.7250○長 剱山22

例年佐印村百姓寄買　最上川通すじ213.5669.38197○長 佐印23

例年佐印村寄買　最上川すじ87.8169.3881○山 佐印24

奥仙�商人持参候分　当所ニ而買入17.0160.4818○長 仙旭25

　袋〆 2653

②　内造り ○長 五分 岡崎米蔵殿五分 組合仲真

山形町　五日町すわ町口合53.1045.3175○長 極雨26

山形町商人干　外ニ地廻り百姓も少し入61.7651.3377○長 沢紅27

　袋〆 152

③　村田 大沼屋庄治郎殿組合口 ○長 五分  五分 仲真生

山形　青田小立桜田百姓寄抜買入口合170.2551.16213○正 出精28

山形在落合村77.4253.8692○正 極光29

山形在落合村市左衛門手干55.8655.0065○正 市娘30

諸経費込計　 314.10　袋〆 370

④　大町村 六右衛門殿造

例年清水印村下郷80.3167.6376○長 清水31

下郷頭物口合80.0268.2875○長 音姫32

下郷　大町村百姓干口合86.4268.2881○長 浦嶋33

　袋〆 232

⑤　○長 五分  徳次五分 組合長

最上第一　松沢百姓手干24.1470.2322○山 天下一34

最上第一　嶋村大堀村百姓干34.9267.7333○山 金冠35

最上下郷第一　蟹沢村20.1167.7319○山 金星蟹紅36

　袋〆 74

⑥　楯岡 青沼惣次殿造り

下郷　楯岡近在百姓干145.9567.20139○長 金王山37

下郷　長トロ百姓手干口合75.6067.2072○長 長稀38

最上第一　松沢村百姓寄抜キ口合39.5470.3036○長 松沢39

最上下郷楯岡在百姓寄買口合84.0067.2080○長 一力40

楯岡在百姓寄買入口合80.8567.2077○長 荒熊41

楯岡在百姓寄抜キ口合91.3567.2087○長 清姫42

楯岡在百姓寄買口合132.3067.20126○長 小柳43

　袋〆 617
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【表６－２】

備　 　 考 （ 仕 入 地 な ど ）原　　価
一駄あたり

京着値
荷　　数荷印･銘柄番号

両両袋

⑦　江俣村 鈴木長四郎殿造 ○長 五分  五分 組合長

江俣村百姓寄抜キ　上頭物分57.3853.2269 志賀長44
江俣村商人手干し62.3753.2275 岩倉長45
江俣村商人手干し61.5253.2174 石山長46
下郷最上川すじ寄買抜　頭物14.9753.2118 宇治長47

　袋〆 236

⑧　古河宿 八百屋儀左衛門殿買口
最上屋（最上屋喜八）行159.3875.00136○長 玉雨48
最上屋行81.8168.0077○長 玉磨49
最上屋行70.1467.0067○長 水賑50
最上屋行89.2568.0084○長 水頭51
最上屋行101.6671.5091○長 水光52
最上屋行78.6368.0074○長 飛錦53

　袋〆 529

⑨　江戸 出羽屋喜兵衛殿買口
美濃屋忠右衛門殿行　尤京都為登置分買入候94.10四印込　82.5073〇三 海老54
伊勢屋理右衛門殿行　尤京都為登置分買入候90.23〃　　82.5073〇三 大里55
古長（古手屋長右衛門）殿行95.39〃　　82.5074○長 大井56
古長殿行　但し極上品也　大略八十九両　但し見当91.52〃　　82.5071○長 愛染57
綿勇（綿屋勇蔵）殿行112.1378.0092○長 金谷58
古長殿行　此品ハ随分頭物上々品92.18二口込　85.5069○長 金時司59
古長殿行　此分も頭物極上94.8585.5071○長 金紅60
古長殿行　此分直段別段利好物　極々上品也100.0080.0080○長 金司61
古長殿行　此分極々品宜敷頭物　直段ハ格別利好上品也95.0080.0076○長 金王62

　袋〆 776

⑩　酒田 鐙屋惣右衛門殿 庄内紅花買入
仕切参不申　是非其内取急キ売払第一之品也103.9855.0位121○長 黄金63
右同断－－6○長 金時64

　袋数〆 127

⑪　奥仙紅花買入分
東山買口分－－173○長 仙輝65
東山買口分－－147○長 仙鑞66
東山買口分－－110○長 仙金光67
東山買口分－－126○長 仙金登68
○谷 訳口壱番－－87○長 仙飛69
○谷 訳口弐番－－87○長 仙頭70
○谷 訳口三番－－88○長 仙緑71
○谷 訳口四番－－87○長 仙珠72
東山買上候分　○谷 訳口取合－－105○長 仙若戎73
○谷 印訳口－－63○長 仙鶴74
水沢穀七（穀田屋七平）殿�買上品－－110○長 仙穀75
南部　岩井堂造り－－128○長 旭山76
南部吉庄（吉田屋庄四郎）殿出し－－88○長 仙錦77
南部吉庄殿出し－－88○長 金猩々78

　奥仙南部〆 1487

⑫　跡買南部紅花
綿勇殿行－－88○長 老松79
□イ 行（伊勢屋源助）－－88○長 仙松80
 行（西村屋清九郎）叶－－88○長 沢撰81
 行（伊勢屋理右衛門）△－－88○長 沢稀82

－－88○長 花司83
 行（最上屋喜八）上－－22○長 花司花園84
〇大 行（美濃屋忠右衛門）－－134○長 花園85

　合 596

典拠）　嘉永５年９月「子夏為登紅花青苧絹糸調」（宮城県柴田郡村田町大沼正治郎家文書）。
補注）　*１　 小数点以下は10進法である。四捨五入により小数第２位までを表示した。帳面にある永貫匁および銀貫匁の記載は金に換算した。

*２　 原価＝袋数÷64×京着値。
*３　 番号28～30の紅花荷ついては一駄あたり京着値記載がなく、山形近在の商人や干花生産者から買入た時点での原価（一駄あたり素上

り）が記載されており、京着値欄に斜体字 で表示した。同様に、原価欄の斜体字 の数字は、一駄あたり素上り×各荷物袋数÷64袋（１
駄）で計算した数値である（帳面記載の数値である）。30番の原価欄の斜体字 数字の下にある諸経費込計とは、番号28～30の原価欄の
斜体字 数字の合計に長谷川家（大沼家との組合）がこれらの荷の買入れ後に支出した諸経費（役金・荷造入用・運賃・礼金・口銭など）
を足した合計（すなわち、これらの荷が京都に着くまでに要した原価の総計）である。

*４　 上記の他に、津藤屋権六に対する荷為替紅花荷 紅頭稀印100袋（最上紅花）を山形より出荷していることが判明する（江戸井上重
次郎経由京都行き）。長谷川家が100袋を引当に95両を津藤屋に貸付けその元利金を取得するという荷為替であり、山形の竹原屋勇太郎
の世話で取り組まれたとある（９～11月の利足済の記載有り）。

*５　 番号①～⑫の集出荷形態は帳面の記載順に表示した。商人名などの表記法も帳面のままとした。
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る
。
羽
州
村
山
郡
に
お
け
る
紅
花
生
産
の
地
域
的
展
開
の
研
究
に
と
っ
て
も
重
要
な

基
礎
資
料
と
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
表
３
・
表
６
の
各
備
考
欄
に
帳
面
の
史
料
表

現
通
り
に
記
載
し
た
。

　

ま
ず
、
表
３
か
ら
、
嘉
永
三
年
の
最
上
紅
花
の
仕
入
地
域
を
検
討
し
よ
う
。
○長
 

長

谷
川
家
は
、【
山
形
地
廻
り
】・【
中
通
】・【
最
上
川
通
】・【
下
郷
】・【
上
山
在
】
な
ど

の
地
域
区
分
を
使
用
し
仕
入
地
の
記
録
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
①
内
造
り
分
の
仕
入

地
域
は
、
ま
ず
【
山
形
地
廻
り
】
の
仕
入
地
域
と
し
て
前
田
村
・
沖
原
村
・
印
役
村
・

十
文
字
村
・
風
間
村
・
青
柳
村
・
長
町
村
・
東
山
村
蔦
の
木
・
妙
見
寺
村
・
落
合
村

な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
同
家
は
こ
れ
ら
山
形
城
下
町
の
近
在
周
辺
域
の
村
々
の

百
姓
手
干
や
商
人
干
に
な
る
紅
花
を
大
量
に
買
い
入
れ
て
い
る
。
と
く
に
、
落
合
村

の
長
九
郎
・
勘
七
・
又
治
郎
・
松
兵
衛
や
風
間
村
の
饅
頭
屋
な
ど
の
干
花
生
産
者
の

名
前
・
屋
号
が
記
帳
さ
れ
て
お
り
、
○長
 

長
谷
川
家
が
注
目
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
山
形
地
廻
り
と
は
さ
れ
て
い
な
い
が
山
形
よ
り
東
西
の
各
丘
陵
地
沿
い
に
位
置

す
る
宝
沢
村
・
八
森
村
や
山
辺
・
大
寺
村
か
ら
も
仕
入
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
上
中

下
宝
沢
村
か
ら
は
各
表
か
ら
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
連
年
良
質
な
紅
花
を
買
い
入
れ
て

お
り
○長
 

長
谷
川
家
の
集
荷
拠
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
つ
ぎ
に
【
中
通
】
の

仕
入
地
と
し
て
は
、
長
崎
村
・
達
磨
寺
村
・
文
右
衛
門
新
田
・
七
浦
村
な
ど
が
記
載

さ
れ
て
い
る
。
山
形
地
廻
り
よ
り
少
し
北
東
域
辺
を
中
通
と
呼
称
し
て
お
り
、
こ
れ

ら
の
各
村
々
の
百
姓
手
干
紅
花
や
商
人
手
干
揃
品
を
買
い
入
れ
て
い
る
。さ
ら
に【
最

上
川
通
】
の
仕
入
地
と
し
て
は
、
長
崎
村
・
寺
津
村
・
灰
塚
村
・
本
楯
村
・
嶋
村
・

中
野
目
村
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
る
（
長
崎
村
は
大
村
で
あ
る
た
め
か
中
通
と
重
複

し
て
入
っ
て
い
る
）。中
通
よ
り
も
さ
ら
に
北
の
最
上
川
沿
い
の
村
々
を
最
上
川
通
と

呼
称
し
て
お
り
、
百
姓
手
干
の
紅
花
を
大
量
に
買
い
入
れ
て
い
る
。
灰
塚
村
の
弁
天

屋
や
長
左
衛
門
と
い
う
干
花
生
産
者
の
屋
号
・
名
前
が
特
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に

北
方
の
地
域
＝
【
下
郷
】
の
仕
入
地
と
し
て
は
羽
入
村
の
み
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
山
形
よ
り
南
方
の
【
上
山
在
】
の
仕
入
地
と
し
て
は 
永 
野
村
・
小
倉
村
が
記

（
長
）

載
さ
れ
て
い
る 

 

。

（　

）
14

　

こ
れ
ら
仕
入
地
の
村
々
は
幕
領
を
は
じ
め
山
形
藩
領
・
上
山
藩
領
・
天
童
藩
領
・

白
河
藩
領
・
佐
倉
藩
領
・
土
浦
藩
領
な
ど
の
様
々
な
領
主
支
配
の
も
と
に
あ
り
、
○長
 

長
谷
川
家
が
領
主
支
配
の
別
に
関
わ
り
な
く
村
山
郡
の
中
央
・
南
部
に
内
造
り
紅
花

の
広
域
的
な
集
荷
網
を
つ
く
り
集
出
荷
を
実
現
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
な
か

で
も
【
山
形
地
廻
り
】
と
【
最
上
川
通
】
か
ら
の
集
荷
量
が
多
く
、
こ
れ
ら
の
地
域

を
そ
の
重
要
な
基
盤
と
し
て
い
た
こ
と
が
検
証
で
き
る
。

　

つ
ぎ
に
、
内
造
り
紅
花
の
集
荷
方
式
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
注
目
す
べ
き
は
、

表
３
の
備
考
欄
を
み
る
と
「
極
々
第
一
之
場
寄
撰
抜
キ
極
稀
之
上
品
」（
番
号　

）
、「
極

51

上
品
撰
抜
買
入
稀
品
也
」（　

）
、「
極
第
一
之
上
場
撰
買
入
分
」（　

）
、「
買
抜
上
品
撰

16

22

分
」（　

）
な
ど
の
記
載
が
多
数
確
認
で
き
る
よ
う
に
、
○長
 

長
谷
川
家
が
仕
入
れ
に
あ

34

た
っ
て
産
地
の
生
産
者
や
商
人
よ
り
「
極
上
品
」「
稀
品
」「
上
品
」
な
ど
の
高
品
質

の
紅
花
を
選
び
抜
き
買
い
付
け
て
い
る
ケ
ー
ス
が
よ
く
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま

た
、「 
ま
れ 
極
上
品
抜
買
入
合
也
」（　

）
、「
上
品
合
」（　

）
な
ど
、
複
数
の
生
産
者

（
稀
）

52

26

あ
る
い
は
複
数
の
産
地
の
良
質
な
紅
花
を
合
わ
せ
て
一
つ
の
銘
柄
荷
を
造
っ
て
い
る

こ
と
も
判
明
す
る
。
表
３
の
一
駄
あ
た
り
京
着
値
お
よ
び
一
駄
あ
た
り
値
打
を
み
る

と
、
上
品
・
選
抜
品
な
ど
と
記
載
さ
れ
た
紅
花
荷
の
京
着
値
は
凡
そ
五
〇
〜
六
〇
両

前
後
、
値
打
は
凡
そ
六
〇
〜
七
五
両
が
付
け
ら
れ
、
他
の
荷
と
比
較
し
て
両
値
と
も

に
高
い
傾
向
に
あ
り
、
こ
れ
ら
が
産
地
よ
り
選
抜
買
い
さ
れ
た
良
質
紅
花
で
あ
る
こ

と
を
数
値
か
ら
裏
付
け
る
。
そ
れ
ら
の
買
い
付
け
荷
量
も
多
い
傾
向
に
あ
る
。
良
質

な
紅
花
を
算
出
す
る
村
と
し
て
記
載
さ
れ
た
の
は
風
間
村
・
宝
沢
村
・
長
崎
村
・
寺

津
村
・
灰
塚
村
・
本
楯
村
・
嶋
村
・
永
野
村
・
小
倉
村
な
ど
で
あ
り
、
な
か
で
も

【
最
上
川
通
】の
村
々
か
ら
高
品
質
の
紅
花
を
大
量
に
買
い
付
け
る
ケ
ー
ス
が
多
く
確

認
で
き
る
。

　

つ
ぎ
に
、
仲
買
お
よ
び
組
合
形
態
に
よ
る
集
出
荷
分
の
仕
入
地
や
仕
入
方
法
に
つ

い
て
検
討
し
た
い
。
表
３
の
②
大
町
村
六
右
衛
門
殿
造
分
の
仕
入
地
と
し
て
は
、【
下

郷
】
の
大
町
村
お
よ
び
近
接
す
る
大
清
水
村
・
今
町
村
・
成
生
村
、
そ
し
て
最
上
川

対
岸
（
東
側
）
の
田
井
村
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
六
右
衛
門
は
居
村
・
近
隣
村
々
の
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表７　嘉永５年（1852）長谷川吉郎治家の紅花取引の実態

原 価荷 数産 地 ・ 集 出 荷 形 態

両（％）袋

最上紅花

2581.49（33.80）2653①内造り

②内造り

114.86（1.94）152　　　○長 五分 岡崎米蔵殿五分 組合仲間

③村田 大沼屋庄治郎殿組合口

314.10（4.71）370　　　○長 五分  五分 組合生

246.75（2.96）232④大町村 六右衛門殿造

79.17（0.94）74⑤○長 五分  徳次五分 組合長

649.59（7.86）617⑥楯岡 青沼惣次殿造り

⑦江俣村 鈴木屋長四郎殿造

196.24（3.01）236　　　○長 五分  五分 組合長

4182.20（55.22）4334

庄内紅花

103.98+α（1.62）127⑩酒田 鐙屋惣右衛門殿 庄内紅花買入

総州紅花など

580.87（6.74）529⑧古河宿 八百屋儀左衛門殿買口

武州紅花など

865.40（9.89）776⑨江戸 出羽屋喜兵衛殿買口

5732.45+α（73.46）5766小計（①～⑩）

奥州紅花

－（18.95）1487⑪奥仙紅花買入分

－（7.59）596⑫跡買南部紅花

（26.54）2083

（100.00）7849合　　　 計（①～⑫）

（122駄41袋）

典拠）　嘉永５年９月「子夏為登紅花青苧絹糸調」（宮城県柴田郡村田町大沼正治郎家文書）。

補注）　表６に表示した各紅花荷のデータをもとに作成した。なお、集出荷形態毎に付けた番号①～⑫は

表６のそれに対応する。⑩の集出荷形態の原価の数値にある＋αとは、表６で判明するように6

袋分の原価が不明であり、この分が加算されるべきことを示す。
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百
姓
手
干
に
な
る
紅
花
を
仲
買
・
荷
造
り
し
、
な
か
に
は
「
寄
抜
キ
極
稀
品
」
を
買

い
付
け
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
③
天
神
湯
ノ
沢
川
嶋
屋
権
吉
殿
（
造
分
）
の
仕
入
地

は
、【
下
郷
】
の
居
村
に
限
ら
れ
、
し
か
も
荷
は
権
吉
倅
の
手
干
紅
花
で
あ
る
。
川
嶋

屋
が
干
花
生
産
者
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
川
嶋
屋
権
吉
は
前
年
の
嘉
永
二
年
に

は
五
四
〇
袋
を
集
出
荷
し
て
い
る
長
谷
川
家
の
有
力
仲
買
の
一
人
で
あ
る
が
、
そ
の

仕
入
地
域
は
居
村
近
隣
の
葉
山
山
麓
地
域
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
④

天
童
高
木
屋
七
兵
衛
殿
造
り
分
の
仕
入
地
は
、【
下
郷
】
の
小
関
村
・
高
木
村
・
老
ノ

森
な
ど
い
ず
れ
も
天
童
廻
り
の
近
村
で
あ
る
。「
極
吟
味
寄
抜
買
入
」
な
ど
と
記
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
高
木
屋
が
こ
れ
ら
の
村
々
の
百
姓
手
干
紅
花
の
品
質
吟
味
を
お
こ

な
い
良
質
紅
花
を
選
抜
買
い
し
た
ケ
ー
ス
が
確
認
で
き
る
。
⑤
楯
岡
青
沼
惣
治
殿
造

り
分
の
仕
入
地
は
、【
下
郷
】
の
長
瀞
村
な
ど
楯
岡
廻
り
の
村
々
で
あ
り
、「
下
郷
極

第
一
之
場
百
姓
撰
買
入
上
品
也
」
と
記
載
さ
れ
た
よ
う
に
、
青
沼
家
も
「
極
撰
上
品
」

な
ど
を
選
抜
買
い
す
る
集
荷
方
式
を
多
用
し
て
い
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
⑥

⑦
江
俣
村
鈴
木
屋
長
四
郎
殿
造
り
分
・
組
合
分
の
仕
入
地
に
つ
い
て
は
【
最
上
川
通
】

と
記
載
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
が
、
鈴
木
屋
も
「
寄
抜
買
入
」
＝
選
抜
買
い
付
け

を
実
施
し
て
い
る
。
な
お
、
⑧
の
○長
 
 

組
合
紅
花
の
実
態
に
つ
い
て
は
先
述
し
た
通

り
で
あ
る
が
、
寒
河
江
八
幡
屋
や
高
谷
村
・
天
童
廻
り
の
干
花
生
産
者
か
ら
集
荷
し

た
こ
と
が
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

　

以
上
の
考
察
か
ら
、
○長
 

長
谷
川
家
は
自
己
の
店
組
織
に
よ
る
内
造
り
紅
花
の
買
い

付
け
を
【
山
形
地
廻
り
】・【
中
通
】・【
最
上
川
通
】【
上
山
在
】
の
各
地
域
を
基
盤
に

実
施
し
、
さ
ら
に
天
童
・
楯
岡
や
湯
ノ
沢
な
ど
最
上
川
の
東
西
両
側
地
域
の
仲
買
商

人
を
通
し
て【
下
郷
】の
複
数
の
産
地
に
進
出
す
る
な
ど
、村
山
郡
北
部
を
除
く
中
央
・

南
部
に
領
主
支
配
別
を
こ
え
た
広
域
的
な
集
出
荷
網
を
構
築
し
紅
花
取
引
を
お
こ

な
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
同
家
に
よ
る
最
上
紅
花
の
集
荷
が

山
形
城
下
町
の
紅
花
市
場
に
依
存
す
る
も
の
で
は
な
く
村
山
郡
の
各
産
地
よ
り
直
接

お
こ
な
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
明
確
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
近
世
後
期
に
成
長
・

発
展
し
た
○長
 

長
谷
川
家
の
紅
花
商
人
と
し
て
の
歴
史
的
性
格
と
基
盤
を
考
察
す
る
上

正

で
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
同
家
の
集
荷
方
式
の
特
徴
と
し
て
品
質
吟
味
に
よ
る
良
質
紅
花
の
選
抜

買
い
付
け
を
多
用
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
こ
の
方
式
が
内
造
り
分
に
と
ど

ま
ら
ず
仲
買
人
の
集
荷
に
お
い
て
も
採
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
豊
富

な
買
付
資
金
に
よ
る
大
量
集
荷
を
お
こ
な
う
○長
 

長
谷
川
家
の
場
合
、
他
の
中
小
商
人

や
豪
農
と
比
較
し
て
産
地
買
い
付
け
を
よ
り
有
利
に
、
か
つ
優
先
的
に
進
め
る
条
件

を
得
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
、
表
３
よ
り
極
上
・
稀
品
・
上
品
と
記
さ

れ
た
紅
花
荷
の
各
荷
量
が
少
量
ず
つ
と
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
同
家
が
良
質
紅
花
を
大

量
に
ま
と
め
買
い
す
る
ケ
ー
ス
が
多
々
み
ら
れ
た
こ
と
か
ら
指
摘
で
き
る
。
干
花
生

産
者
の
名
や
屋
号
が
特
記
さ
れ
た
ケ
ー
ス
で
も
一
家
か
ら
の
集
荷
量
と
し
て
は
ま
と

ま
っ
た
量
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
同
家
が
良
質
紅
花
を
産
出
す
る
干
花
生
産
者
と
特

別
な
関
係
を
結
び
購
入
を
進
め
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
後
述
す
る
良
質
紅

花
に
関
す
る
特
定
銘
柄 
― 
特
定
産
地
の
関
係
も
同
家
の
恒
常
的
な
選
抜
買
い
付
け

の
展
開
が
背
景
と
な
っ
て
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

つ
ぎ
に
、
表
６
か
ら
嘉
永
五
年
の
仕
入
地
や
集
荷
方
式
の
実
態
に
つ
い
て
検
討
し

た
い
。
先
述
の
よ
う
に
、
○長
 

長
谷
川
家
は
嘉
永
五
年
の
紅
花
出
荷
量
を
全
体
と
し
て

縮
小
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
た
め
仕
入
地
な
ど
に
関
し
て
得
ら
れ
る
デ
ー
タ
は

表
３
と
比
較
し
て
少
な
い
。
全
体
的
な
傾
向
は
嘉
永
三
年
と
基
本
的
に
は
同
じ
と
み

ら
れ
る
が
、
以
下
注
目
点
に
限
定
し
て
指
摘
し
た
い
。

  
ま
ず
、
表
６
で
あ
ら
た
に
確
認
で
き
た
仕
入
地
を
指
摘
し
た
い
。
①
内
造
り
分
で

は
山
寺
村
で
あ
る
。
二
口
街
道
沿
い
の
馬
形
集
落
の
百
姓
干
し
に
な
る
極
上
品
を
選

び
集
荷
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
②
内
造
り
組
合
仲
間
分
で
は
山
形
城
下
町
で
あ
る
。

城
下
の
中
心
部
で
は
な
く
五
日
町
・
諏
訪
町
と
い
っ
た
在
方
に
近
接
す
る
町
々
で
集

荷
し
て
お
り
、
当
時
こ
れ
ら
城
下
周
縁
部
の
町
々
で
紅
花
売
買
が
実
施
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
判
明
す
る
。「
外
ニ
地
廻
り
百
姓
も
少
し
入
」
と
あ
る
よ
う
に
、
山
形
地
廻
り

の
農
村
か
ら
城
下
町
へ
持
ち
込
ま
れ
た
百
姓
花
の
買
い
付
け
も
確
認
さ
れ
る
。
し
か

し
、
先
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
○長
 

長
谷
川
家
の
集
荷
基
盤
は
山
形
城
下
町
の
紅
花
市
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場
に
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
表
６
・
表
７
か
ら
も
山
形
町
花
の
比
重
は
数
％
に
し
か
す

ぎ
な
い
こ
と
が
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
③
村
田
大
沼
屋
正
治
郎
殿
組
合
仲
間
分
で
は
山

形
城
下
南
方
郊
外
の
青
田
村
・
小
立
村
・
桜
田
村
で
あ
る
。
百
姓
よ
り
紅
花
を
「
抜

買
入
」
し
た
と
あ
る
。
⑤ 

徳
次
組
合
分
で
は
松
沢
村
・
嶋
大
堀
村
・
蟹
沢
村
で
あ

る
。
い
ず
れ
も
「
最
上
第
一
」「
最
上
下
郷
第
一
」
と
記
さ
れ
た
有
力
産
地
で
あ
り
百

姓
干
花
を
買
い
付
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
最
上
川
沿
い
の
村
々
は
紅
花
の
栽
培
適
地
と

し
て
著
名
で
あ
り
、
○長
 

長
谷
川
家
の
集
荷
網
が
【
下
郷
】
の
主
産
地
に
入
り
込
ん
で

い
た
こ
と
を
示
す
事
例
で
あ
る
。

　

嘉
永
三
年
に
み
ら
れ
た
同
家
の
集
荷
方
式
の
特
徴
は
、
嘉
永
五
年
の
諸
事
例
か
ら

も
検
証
で
き
る
。「
上
物
」「
上
品
」「
極
上
撰
」「
頭
物
」「
上
頭
物
」「
抜
キ
買
」「
抜

キ
撰
買
入
」
な
ど
の
記
述
は
、
表
６
の
各
集
出
荷
形
態
に
お
い
て
確
認
で
き
、
品
質

吟
味
に
よ
る
良
質
紅
花
の
選
抜
買
い
付
け
方
式
が
内
造
り
・
仲
買
・
組
合
の
別
な
く

採
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
と
く
に
、
⑨
江
戸
出
羽
屋
喜
兵
衛
殿
買
口
で

は
「
極
上
品
」「
頭
物
上
々
品
」「
頭
物
極
上
」「
極
々
上
品
」
な
ど
の
買
い
付
け
が
多

く
、
一
駄
あ
た
り
京
着
値
も
八
〇
両
前
後
の
荷
ば
か
り
で
あ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

○長
 

長
谷
川
家
の
江
戸
紅
花
市
場
進
出
の
ね
ら
い
の
一
つ
が
高
品
質
紅
花
の
買
い
付
け

に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
表
６
の
番
号

･
･

１ 　
 　

の
紅
花

23

24

荷
に
つ
い
て
「
例
年
灰 
光 
村
最
上
川
通
す
じ
」「
例
年
佐
印
村
百
姓
寄
買
最
上
川
通
す

（
塚
）

じ
」
と
記
載
さ
れ
た
よ
う
に
、
特
定
銘
柄
の
集
出
荷
が
「
例
年
」
＝
恒
常
化
し
た
事

例
が
指
摘
で
き
る
。
灰
光
・
佐
印
の
銘
柄
は
表
１
・
表
３
・
表
６
・
表
８
に
も
み
ら

れ
、
し
か
も
京
着
値
や
値
打
が
高
い
良
質
銘
柄
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
裏
付
け
が

と
れ
る
。
そ
し
て
灰
光
の
銘
柄
は
最
上
川
通
灰
塚
村
（
お
よ
び
近
隣
村
）
の
紅
花
荷

に
限
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
に
特
定
銘
柄 
― 
特
定
産
地
の
関
係
が
い
く
つ
か
形
成
さ

れ
、
有
力
銘
柄
と
し
て
通
用
す
る
事
態
が
み
ら
れ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

　

表
３
・
表
５
の
典
拠
史
料
で
あ
る
Ⅱ
・
Ⅲ
の
帳
面
＝
〈
紅
花
等
元
揚
調
帳
〉
に
各

紅
花
荷
の
仕
入
地
（
お
よ
び
干
花
生
産
者
）
や
品
質
に
関
す
る
情
報
が
記
入
さ
れ
た

の
は
、
こ
れ
ら
の
情
報
を
上
京
支
配
人
に
通
報
す
る
こ
と
で
、
上
京
支
配
人
に
よ
る

長

京
都
で
の
紅
花
売
り
付
け
交
渉
を
説
得
力
の
あ
る
有
利
な
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
荷

主
○長
 

長
谷
川
家
の
意
向
に
も
と
づ
く
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
で
、
こ
れ
ら
の
産
地
情

報
は
荷
主
手
元
の
紅
花
買
付
帳
に
も
記
録
さ
れ
、
翌
年
以
降
の
集
出
荷
に
活
か
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
家
が
荷
毎
に
異
な
る
利
益
率
を
見
込
ん
だ
値
打
を
お
こ
な
う

商
品
管
理
を
進
め
て
い
た
こ
と
は
先
述
し
た
が
、
そ
の
基
礎
は
表
３
・
表
６
で
み
た

集
荷
時
の
品
質
吟
味
と
良
質
紅
花
の
産
地
・
生
産
者
と
の
取
引
関
係
の
形
成
に
あ
っ

た
と
い
え
る
。
一
般
に
京
都
紅
花
市
場
で
常
に
最
下
位
の
仕
切
相
場
を
推
移
し
た
最

上
紅
花
の
厳
し
い
市
場
的
条
件
に
あ
っ
て
、
表
２
や
後
掲
表
９
か
ら
判
明
す
る
よ
う

に
○長
 

長
谷
川
家
出
荷
の
最
上
紅
花
は
他
産
地
紅
花
と
比
較
し
て
も
高
い
利
益
率
を
達

成
し
健
闘
し
て
い
る
。
そ
の
背
景
を
、
同
家
の
品
質
吟
味
に
よ
る
選
抜
買
い
付
け
方

式
の
採
用
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
荷
毎
の
価
格
管
理
と
売
り
付
け
交
渉
の
実
施
に
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
○長
 

長
谷
川
家
の
紅
花
取
引
に
お
け
る
蓄
積
様
式
の
一

つ
を
こ
こ
に
把
握
で
き
よ
う
。

四　

安
政
元
年
の
紅
花
取
引
の
実
態

  
表
８
は
、﹇
史
料
二
﹈
で
検
討
し
た
Ⅳ
の
帳
面
の
記
載
を
ふ
ま
え
て
各
紅
花
荷
に
つ

き
荷
印
銘
柄
・
荷
数
・
一
駄
あ
た
り
買
代
金
（
一
部
は
京
着
値
）・
一
駄
あ
た
り
仕
切

値
段
の
数
値
を
一
覧
に
し
、
さ
ら
に
各
集
出
荷
形
態
の
末
尾
で
計
算
さ
れ
て
い
る
荷

数
合
計
・
買
代
金
合
計
・
諸
掛
・
原
価
合
計
・
売
代
金
合
計
を
そ
れ
ぞ
れ
表
示
し
た

も
の
で
あ
る
。
Ⅳ
の
帳
面
は
Ⅰ
〜
Ⅲ
の
帳
面
と
は
記
載
様
式
を
異
に
す
る
こ
と
は
先

述
し
た
が
、
表
８
か
ら
さ
ら
に
判
明
す
る
よ
う
に
Ⅳ
の
帳
面
に
は
安
政
元
年
夏
出
荷

（
夏
為
登
）
の
紅
花
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
前
後
の
出
荷
紅
花
、
す
な
わ
ち
同
年
春
為

登
紅
花
や
同
年
九
月
〜
年
末
の
出
荷
紅
花
お
よ
び
翌
安
政
二
年
春
為
登
紅
花
に
関
す

る
諸
デ
ー
タ
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
も
大
き
な
特
色
と
い
え
る
。

　

表
９
は
、
Ⅳ
の
帳
面
の
特
色
を
ふ
ま
え
て
、
安
政
元
年
春
〜
翌
二
年
春
に
お
け
る

○長
 

長
谷
川
家
の
出
荷
紅
花
の
諸
デ
ー
タ
を
産
地
・
集
出
荷
形
態
毎
に
集
計
し
、
さ
ら
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表８　安政元年（1854）長谷川吉郎治家の紅花荷一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　【表８－１】

備 考売 代 金 計原 価 計諸　　掛買代金計
一駄あたり
仕切値段

一駄あたり
京着値

（買代金）
荷　数荷印･銘柄番号

両両両両両両袋

《安政元寅年夏 出荷》

①　内造り紅花

羽久（羽州屋久右衛門）殿売
  

244.22

�
�
�
�
�

 　222.17

�
�
�
�
�

62.0053.26578○長 灰光１

嶋清（嶋屋清兵衛）殿60.0053.26594○長 灰光

　　　〃56.0053.26595○長 灰光

西村屋清九郎殿79.1864.3652.5042.03198○長 司紅２

最喜（最上屋喜八）殿
  

175.57

�
�
�
�
�

 　139.86

�
�
�
�
�

53.5041.06266○長 大頭３

嶋清殿53.0041.06276○長 大頭

綛久（綛屋久三郎）殿53.5041.06276○長 大頭

　　　〃  
137.43

�
�
� 　108.39

�
�
�

53.5042.04889○長 大門４

嶋清殿53.0042.04876○長 大門

綿勇（綿屋勇蔵）殿
  

268.07

�
�
�
�
�

 　220.50

�
�
�
�
�

65.5051.54382○川 灰光５

嶋清殿63.0051.54376○川 灰光

　〃62.0051.543116○川 佐印

伊勢理（伊勢屋理右衛門）殿53.9343.5048.0038.14473○長 蔦紅６

伊勢源（伊勢屋源助）殿
  

144.79

�
�
�
�
�

 　116.23

�
�
�
�
�

47.0037.192114○長 朝日７

西村屋清九郎殿48.0037.19276○長 朝日

最喜殿48.0037.19210○長 朝日

嶋清殿61.7246.8354.0040.49774○長 極雨８

　〃65.8751.8847.0036.48691○長 千年９

　〃75.0954.4254.0038.69690○長 宝雨10

吉彦（吉文字屋彦市）殿73.7861.92（50.23）42.16294○長 市娘11

河藤（河内屋藤兵衛）殿
 　57.23
�
�
�

 　 50.11
�
�
�

51.5044.54071○長 大関12

嶋清殿52.0044.5401○長 大関

最喜殿49.5637.8346.0034.52470○長 宝川13

　〃70.9744.9653.0033.13287○長 金猩々14

　〃  
226.89

�
�
� 　193.32

�
�
�

63.00二口均し52.876130○長 浦嶋15

綿勇殿63.00〃  　52.876100○山 佐印

嶋清殿  
249.04

�
�
� 　216.00

�
�
�

63.0055.07676○長 佐印16

綿勇殿65.1055.076175○長 佐印

綿勇殿
  

207.45

�
�
�
�
�

 　174.65

�
�
�
�
�

65.0051.0075○長 音姫17

最喜殿60.0051.0073○長 音姫

嶋清殿64.0051.0071○長 音姫

伊勢源殿60.44 （66袋分）53.6459.5051.23867○長 寒紅18

西（西村屋）清左衛門殿79.1857.5252.5037.56898○長 金時19

岐阜八（岐阜屋八郎兵衛）殿74.5157.40（46.28）35.667103○長 金生20

　　　〃
 　26.16
�
�
�

 　 18.00
�
�
�

60.00ならし36.0012○長 仙岩21

　　　〃49.00〃　36.0020○長 仙朱

吉彦殿87.2672.4263.0051.5090○長 天下一22

嶋清殿68.9454.00（61.28）48.0072○長 末広23

　〃84.1568.4064.0051.5085○長 日本一24

　〃73.6367.0756.0050.44785○長 最上一25

河藤殿54.7744.6352.0042.0068○長 仲司26

綿勇殿49.5038.6948.0036.9667○長 長司27

最喜殿11.319.4049.0040.1115○長 養光28

最喜殿63.0548.3147.0035.5487○長 金光29

大坂　河藤殿88.3368.0648.0036.608119○長 源印30

最喜殿9.408.7047.0042.80913○長 名月31

　〃2.592.21（55.22）47.0723○長 佐印32

　〃24.6320.5050.0041.0032○長 畑谷33

古長（古手屋長右衛門）殿  
131.20

�
�
� 　108.19

�
�
�

51.5041.7174○長 金冠34

伊勢理殿（51.50）41.7192○長 イ

山形→京都3228.592758.91115.092643.82　合　計 3779

《安政元寅年夏 出荷》

②　内造り ○長 五分 米庄殿五分 組合

河藤殿54.7939.2746.0032.6477○長 岡山35

伊勢理殿
 　85.19
�
�
�

 　 70.54
�
�
�

46.5037.952111○長 福紅36

河藤殿46.5037.9528○長 福紅

山形→京都139.99115.125.32109.81　合　計 196
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【表８－２】

備 考売 代 金 計原 価 計諸　　掛買代金計
一駄あたり
仕切値段

一駄あたり
京着値

（買代金）
荷　数荷印･銘柄番号

両両両両両両袋
《安政元寅年夏 出荷》
③　内造り 高木屋七兵衛殿造 ○長 五分 大沼庄治郎殿五分 組合

最喜殿
  137.07
�
�
�

  100.16
�
�
�

51.0035.22589○正 天下一37
吉彦殿47.0035.22593○正 宝松
綿勇殿66.2657.4155.0045.9380○正 力雨38
伊勢源殿62.5253.85（53.15）45.3376○正 本雨39
最喜殿64.6953.60（55.00）43.97678○正 玉川40
嶋清殿69.9653.7856.0042.4981○正 高木41
最喜殿50.0238.4750.0037.87765○正 成生42
　〃4.523.5049.0037.3316○正 養紅43
　〃

  57.10
�
�
�

    44.84
�
�
�

53.0040.9969○正 玉紅44
嶋清殿（55.46）40.991○正 玉紅
 西清（西村屋清九郎）殿叶63.7852.6752.0041.73580○正 国一45

575.56476.7418.98457.76　合　計 718

《安政元寅年夏 出荷》
④　高木屋七兵衛殿造 ○長 分

 西清殿叶104.4487.3258.0047.769117○長 嬉野46
岐阜（岐阜屋八郎兵衛）殿

  182.67（226袋分）
16袋売残り

�
�
�

  163.30 （242袋分）      
�
�
�

75.3543.187144○長 小金47
最喜殿54.0043.18782○長 小金
　〃36.9630.4051.0047.53748○長 花盛48
小金16袋残あり 天童→京都324.07293.2212.21281.02　合　計 407

《安政元寅年夏 出荷》
⑤　青沼惣次殿造

最喜殿
  155.85
�
�
�

  134.48
�
�
�

59.00二口ならし48.90690○長 大緋49
最喜殿56.00〃　　48.90686○長 長稀
伊勢理殿93.4775.89（57.52）46.704104○長 大紅50
綿勇殿62.2948.0057.0043.27071○長 本紅51
最喜殿83.2955.12（70.84）43.02082○長 松沢52
楯岡→京都394.90326.2812.77313.50　合　計 433

《安政元寅年夏 出荷》
⑥　内造り 高木屋七兵衛殿造 ○長 五分 斎藤長松五分 組合

最上屋
  113.10
�
�
�

    91.32
�
�
�

52.0041.4565○山 司印53
嶋清殿52.0041.4576○山 司印
毛綿嘉（毛綿屋嘉兵衛）殿

  174.29
�
�
�

  123.25
�
�
�

55.0037.384100○山 蜀光54
最喜殿52.0037.384111○山 蜀紅
羽州屋（久右衛門）

  144.10
�
�
�

  101.27
�
�
�

（53.00）37.46476○山 花王55
綿勇殿55.0037.46497○山 花王
近佐（近江屋佐助）殿74.4968.2744.0039.72110○山 平印56
最喜殿49.5040.2848.0038.46767○山 沖司57
　－47.2840.1848.0040.18264○山 司一58
最喜殿

  220.71

�
�
�
�
�

  180.92

�
�
�
�
�

61.00ならし48.04583○山 松紅59
　〃57.00〃　48.04549○山 金冠
　〃60.00〃　48.04580○山 金冠
大坂　清兵衛殿58.00〃　48.04529○山 金冠
河藤殿59.7050.4045.0037.5786○山 徳紅60
大石田経由883.17723.1327.25695.89　合　計 1093

《安政元寅年夏 出荷》
⑦　鈴木屋長四郎殿造 ○長 五分  長四郎殿五分 組合長

敦賀廻り（72.27）52.00ならし42.436109 守山長61
　〃（12.60）48.00〃　42.43619 守山長62
大廻り－52.00－43 松山長63
江俣村→京都（敦賀／大廻り）135.99113.40－－　合　計 171

《安政元寅年夏 出荷》
⑧　鐙屋惣右衛門殿造り 庄内紅花

綿勇殿
    56.61
�
�
�

  （45.26）
�
�
�

45.00ならし35.32840○長 羽黒雨64
河藤殿44.50〃　35.32842○長 羽黒雨
最喜殿

    60.19
�
�
�

  （50.78）
�
�
�

42.50〃　35.32891○長 金峯65
嶋清殿42.50〃　35.3281○長 金峯
綿勇殿

    31.48
�
�
�

  （27.05）
�
�
�

44.50〃　35.32831○長 常山66
河藤殿44.00〃　35.32818○長 常山
酒田→京都149.27125.36－－　合　計 2230
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【表８－３】

備 考売 代 金 計原 価 計諸　　掛買代金計
一駄あたり
仕切値段

一駄あたり
京着値

（買代金）
荷　数荷印･銘柄番号

両両両両両両袋

《安政元寅年夏 出荷》

⑨　武州桶川宿 木嶋屋浅五郎殿

最喜殿売103.43103.5070.0069.0096○長 川錦67

綿勇殿売152.92150.7569.0067.00146○長 増紅68

最喜殿41.0240.6865.0063.5041○長 都鳥69

桶川→大坂297.36300.285.35（294.93）　合　計 283

《安政元寅年夏 出荷》

⑩　江戸 出羽屋喜兵衛殿買口分

－
145.87

75.9468.0067.5072○長 金司70

－76.5068.0068.0072○長 金時

最喜殿72.0367.5065.0060.0072○長 四王天71

与野→江戸（江戸廻り）217.89223.163.22（219.94）　合　計 216

《安政元寅年夏 出荷》

⑪　古河宿 八百屋儀左衛門殿

最喜殿売73.4771.3362.0059.2977○長 雨司72

　〃60.5358.5257.0054.2869○長 紅司73

最上屋（喜八）売68.0265.2161.5057.9672○長 水撰74

最喜殿売79.2380.2466.0065.8378○長 玉紅75

最上屋売59.9361.7759.0059.0067○長 水雨76

最喜殿売78.2278.2066.0065.0077○長 水天一77

最上屋売69.7782.5066.0060.0088○長 正宗78

　〃71.3666.5061.0056.0076○長 川玉79

649.92637.986.22631.76　合　計 604

《安政元寅年夏 出荷》

⑫　市村屋五郎兵衛殿 奥仙南部紅花分

綿勇殿売69.31（51.63）64.00ならし京着46.5471○長 仙錦80

最喜殿売
  167.56
�
�
�

  （138.89）
�
�
�

－〃　　46.54119○長 仙光81

　〃－〃　　46.5472○長 仙稀

最上屋売69.30（57.45）（56.87）〃　　46.5479○長 仙玉82

綿勇殿37.99（28.36）64.00〃　　46.5439○長 仙飛83

大石田→京都344.16276.348.25268.09　合　計 380

《安政元寅年10月 出荷》

⑬　市村屋五郎兵衛殿�引請 南部奥仙紅花分 江戸廻し為登

伊勢理殿107.12（85.39）58.0045.541120○長 仙美84

最上屋売114.26（88.24）60.0045.541124○長 仙金85

伊勢理殿売72.03（56.93）－45.54180○長 仙正86

最上屋売73.20（56.93）（58.00）45.54180○長 仙利87

難事入候分－45.54186○長 仙龍88

　〃125.86三口合168.56－45.54180○長 仙王89

　〃－京着25.0020○長 仙福90

西清左衛門殿売186.75（150.14）59.0045.541211○長 仙雨91

難舟花共　仙雨印違之内１袋不足679.17564.1884.53479.73　合　計 801

山川喜右衛門殿･土沢多吉殿へ買代金払い

江戸→京都（江戸廻り）

《安政元寅年12月 出荷》

⑭　市村屋五郎兵衛殿�引請

水沢取引　綛久殿128.9694.1757.00役金込41.00147○長 仙友92

黒沢尻取引　伊勢源殿140.0790.23－33.00175○長 仙市93

黒沢尻･水沢→福嶋→大坂269.24－－（184.40）　合　計 322

《安政元寅年夏 出荷》

⑮　大沼正七殿造 南仙紅花分

伊勢源殿売99.6182.0975.0054.2397○正 仙金94

綿勇殿売126.5794.6174.0052.10115○正 仙イ95

岐阜八殿89.9169.81（70.38）53.8083○正 仙大96

伊勢理殿99.0073.5474.0052.9289○正 金冠97

綿勇殿99.0574.1274.0053.3089○正 仙船98

最喜殿売125.6094.5670.0050.91119○正 仙倉99

�
�
�
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【表８－４】

備 考売 代 金 計原 価 計諸　　掛買代金計
一駄あたり
仕切値段

一駄あたり
京着値

（買代金）
荷　数荷印･銘柄番号

両両両両両両袋
最喜殿売126.7299.99868.0052.89121○正 仙飾100
伊勢理殿売95.7471.21（70.38）52.3887○正 仙随一101
綿勇殿96.9473.1174.0054.4486○正 仙村102
西清九郎殿売99.5869.8180.0054.4882○正 仙無類103
綿勇殿売135.15104.1775.0055.552120○正 仙一104
伊勢源殿140.21110.86（70.94）55.00129○正 仙旭105
最喜殿175.87130.34（74.00）53.44156○正 仙福106
西村清九郎殿107.57（83.37）75.0053.30100○正 仙理107
西清左衛門殿売   

194.12

�
�
�   152.14

�
�
�

72.0053.5089○正 仙舛108
岐阜殿67.5053.5093○正 仙田
岐阜八殿106.2884.9272.5055.4298○正 仙鳩109
最喜殿売93.5869.6076.0055.6080○正 仙長110
最上屋売　*さし６袋（仙無双）押込142.05100.1074.0053.385120*○正 仙本福111
伊勢理殿90.61（68.08）74.0054.4780○正 仙緋112
最喜殿売80.9067.2064.0052.4382○正 仙高113
　 〃91.2567.1873.0054.5083○正 仙谷風114
伊勢源殿売122.4997.2476.0058.168107○正 仙花王115
伊勢源殿

   
304.86

�
�
�   250.72

�
�
�

73.0058.56380○正 仙御召116
最喜殿72.0058.56380○正 仙奇揃
　 〃72.0058.563114○正 仙槻
伊勢源殿

   
267.12

�
�
�
�
�

   209.86

�
�
�
�
�

72.0055.5080○正 仙改117
最喜殿72.0055.5080○正 仙撰
伊勢源殿74.0055.5082○正 仙錦
最喜殿93.8792.2576.0057.0684○正 仙名月118
*仙本福方へ入勘定罷成候－4.875－52.006*○正 仙無双119
京着ならし59.05213213.522685.95203.592482.37　合　計 2905

《安政元寅年夏 出荷》
⑯　山田屋新五郎殿 ○長 二分五厘  二分五厘 山新殿五分 〆組合仲真 南仙紅花正

最喜殿86.06－70.00－80 仙開□120
岐阜八殿85.66－72.00－80 仙運□121
綿勇殿売87.36－（73.00）－80 仙官□122
伊勢理殿売74.49－－－80 仙頂□123
 西清 （西村屋清左衛門） 殿売仁84.49－70.00－80 仙大力□124
最喜殿売82.27－65.00－80 仙緋□125
吉文字屋彦市殿84.25－70.00－80 仙帝□126
 西清（西村屋清九郎）殿叶85.92－71.00－80 仙弓□127
伊勢源殿85.83－71.00－80 仙立□128
岐阜八殿売86.06－71.50－80 仙泉□129
嶋清殿売84.99－72.00－76 仙御□130
嶋清殿84.50－70.00－80 仙生□131
綿勇殿売 仙官印仙益印弐口手形不足引84.28－70.00－80 仙益□132
最喜殿85.64－71.00－80 仙一□133
 西清殿叶88.86－73.00－80 仙名イ□134
最喜殿98.65－72.00－80 仙改□135
伊勢理殿売83.65－69.50－80 仙イ□136
伊勢源殿売90.09－70.00－76 仙位□137
 西清殿仁85.25－70.50－80 仙槻□138
村田→大石田1607.791368.3892.751275.75　合　計 1512

《安政元寅年９月 出荷》
⑰　大沼正七殿 ○長 五分  五分 組合 南仙紅花 但し江戸廻し正

最喜殿売・嶋清殿   
103.13

�
�
�

29.9045.00弐口ならし30.97657○正 仙角139
　 〃 　　　〃42.2243.00〃　

　30.97692○正 仙力
岐阜屋殿

   
276.58

�
�
�
�
�

   206.72

�
�
�
�
�

70.00おし込54.0084○正 仙大王140
伊勢源殿77.00〃　54.0084○正 仙名月
岐阜屋殿70.00〃　54.0077○正 仙朱
　 〃70.0051.506○正 仙遖
嶋清殿64.2652.0065.0052.0064○正 仙雨141
最喜殿売67.04 （66袋分）57.94 （72袋分）66.0051.5066○正 仙遖142
村田→江戸→京都（511.01）422.7333.96（388.78）　合　計 530

《安政元寅年春為登》
⑱　最上紅花 内造り 高木屋造り 青沼惣次殿造

綿勇殿売 　
82.05

�
�
�     73.25

�
�
�

34.0029.48976○長 旭山143
嶋清殿33.0029.48983○長 旭山
　〃28.8328.7027.0026.62569○長 穀長144
最喜殿36.01（39.39）30.00ならし32.3278○長 養老145
最喜殿売60.95（60.60）33.00〃　32.32120○長 高砂146
嶋清殿売 　

48.50

�
�
�

（45.96）34.00〃　32.3291○長 玉の井147
　〃（1.01）24.00〃　32.322○長 玉の井
　〃9.26（10.10）30.00〃　32.3220○長 可悦148
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【表８－５】

備 考売 代 金 計原 価 計諸　　掛買代金計
一駄あたり
仕切値段

一駄あたり
京着値

（買代金）
荷　数荷印･銘柄番号

両両両両両両袋
嶋清殿売51.47（45.96）37.00ならし32.3291○長 名月149
　〃46.24（54.04）28.00〃　32.32107○長 猩々150
　〃35.65（33.33）35.00〃　32.3266○長 銘重151
嶋清殿48.23（51.51）31.00〃　32.32102○長 日の出152
最喜殿39.86（37.37）35.00〃　32.3274○長 姥敷153
嶋清殿53.54（51.51）34.00〃　32.32102○長 本徳154
　〃6.79（5.56）40.00〃　32.3211○長 旭印155

（村山）→京都（547.38）566.3328.08（538.29）　合　計 1092

《安政元寅年春為登》
⑲　得可寿屋徳蔵殿 奥仙紅花

嶋清殿売78.78（86.73）30.00京着ならし32.65170○長 仙奥長156
嶋清殿35.65（40.81）33.00〃　　32.6580○長 仙寿157
　〃35.80（40.81）（29.00）〃　　32.6580○長 仙久158
仙台城下→大石田→京都150.24163.258.00（155.25）　合　計 330

《安政元寅年春為登》
⑳　奥仙紅花 ○長 五分 ○谷 五分

綿屋勇蔵殿仕切分99.92（51.16）（60.34）京着30.887106○谷 仙奥一159
最喜殿売口93.91（42.47）－〃  30.88788○谷 仙刺160

－（41.02）－〃  30.88785○谷 仙岩161
－（10.13）－〃  30.88721○谷 仙玉162
－（84.94）－〃  30.887176○谷 仙村雨163
－（41.02）－〃  30.88785○谷 仙要164
－（41.99）－〃  30.88787○谷 仙国一165
－（50.67）－〃  30.887105○谷 仙江166
－（10.62）－〃  30.88722○谷 仙王167

〇ワ  （綿勇・最喜）売口上－374.0012.75361.24　合　計 775

《安政元寅年春為登》
�　大沼正七殿 南仙紅花 ○長 五分  五分正

最喜殿売142.46107.9844.5034.50208○正 仙大168
　 〃65.0454.18（42.65）36.5099○正 仙松169
　 〃25.7323.3838.0034.0044○正 仙上170
　 〃49.7245.7738.00（34.46）85○正 仙雨171

282.95258.6927.31（231.31）　合　計 437

《安政２卯年春為登分》
�　天童 高木屋七兵衛殿造り 寅冬中買入置分

        －
�
�
�
�
�

   127.07
�
�
�
�
�

－三口ならし41.9263○長 長撰172
－〃　　41.9265○長 長花
－〃　　41.9266○長 長忠

－90.5042.88135○長 長傳173
－46.57－41.4072○長 長糸174
－274.8710.87（264.14）　合　計 401

《安政２卯年春為登分》
�　天童 高木屋七兵衛殿造

－63.41－39.40103○長 玉川175

        －
�
�
�

   118.35
�
�
�

－41.39101○長 花王176
－41.3982○長 蜀玉

－189.447.69（181.76）　合　計 286

《安政２卯年２月29日》
�　天童 高木屋造

        －

�
�
�
�
�

   147.95

�
�
�
�
�

－43.785121○長 嵐山177
－43.78573○長 加茂川
－28.0027○長 龍王
－43.7856○長 松嶋

－66.44－46.2292○長 嵯峨178
－224.349.94（214.39）　合　計 318

《安政２卯年春為登》
�　内造り分

       －
�
�
�
�
�

   135.35
�
�
�
�
�

－三口ならし47.0791○長 佐印179
－〃　　47.0751○長 日本一
－〃　　47.0740○長 末広

－3.44－44.005○長 長印180
－42.96－40.4468○長 司印181
－12.11－23.48833○長 宝雨182
－26.53－34.64449○長 仙朱183
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【表８－６】

備 考売 代 金 計原 価 計諸　　掛買代金計
一駄あたり
仕切値段

一駄あたり
京着値

（買代金）
荷　数荷印･銘柄番号

両両両両両両袋
－1.88－40.003○長 上桶184
－3.13－40.005○長 南仙185
－3.28－35.006○長 奥仙186

嶋清殿－9.84－35.0018○長 一光187
　〃－16.25－40.0026○長 仁光188

－19.17－25.5648○長 徳光189
乱花金１両に付1600匁かへ－1.88－－6○長 乱花190

－108.20－30.52227○長 福紅191
－404.6520.64（384.02）　合　計 678

《安政２卯年春為登》
�　寒河江 八幡屋ニ而造り

－（53.32）－京都着ならし41.61982○長 浦嶋192
－（53.32）－〃　　  41.61982○長 寒紅193
－106.65－－　合　計 164

《安政２卯年為登》
�　楯岡 青沼惣次殿 買口分

－21.17－京都着41.9234○長 本紅194
－22.271.1121.17　合　計 34

《安政２卯年正月出荷》
�　奥仙紅花 大沼孫次郎殿出張ニ而買調 ○長 三分三厘  三分三厘 ○谷 吉内三分三厘 〆組合分
　　　奥仙米屋喜十郎殿造り（903袋）仙台城下得可寿屋徳蔵殿造り（560袋）

正

－（71.65）－城下着ならし48.26895〇生 仙吉195
－（89.75）－〃　　　48.268119〇生 仙弘196
－（111.62）－〃　　　48.268148〇生 大頭197
－（100.31）－〃　　　48.268133〇生 仙東関198
－（61.09）－〃　　　48.26881〇生 仙丹頂199
－（111.62）－〃　　　48.268148〇生 仙宝根200
－（32.43）－〃　　　48.26843〇生 仙奥立201
－（49.78）－〃　　　48.26866〇生 仙光照202

米喜殿造〆903袋－（52.79）－〃　　　48.26870〇生 仙賀203
－（66.06）－仙城下にて36.136117〇生 仙小町204
－（36.69）－城下着36.1365〇生 仙金205
－（36.13）－〃　36.1364〇生 仙花206
－（92.02）－〃　36.13163〇生 仙山207
－（43.47）－〃　36.1377〇生 仙新208

得徳殿造〆560袋－（41.79）－〃　36.1474〇生 仙定209
仙台城下→京都－1037.69－－　合　計 1463

典拠）安政２年２月「寅夏�卯春迄為登紅花青苧絹糸元揚り調」（宮城県柴田郡村田町大沼正治郎家文書）。
補注）*１　 小数点以下は10進法である。両以下の分・朱などの単位についても10進法に換算して表示した。帳面にある永貫匁・銀貫匁の記載も金に

換算し金に加算して表示した。京着値（買代金）の欄を除き、原則として小数第３位を四捨五入した。帳面に記載されている数値を尊重して
表示したため、実計算とあわない箇所も若干みられる（例えば、一駄あたり買代金 と買代金計 の関係、個々の数値と合計の数値との関係な
ど）が、そのままとした。

*２　 －は史料に記載がないなどの理由により不明であることを示す。（　）を付した数値は、帳面に記載がないが他の数値から試算できる場合
や帳面の記載者が後に修正したことがあきらかな場合に、その数値を示したものである。

*３　 京着値（買代金）の欄では、各紅花荷について一駄あたりの京着値が記載されている場合はそれを正体字で表示し、京着値が記載されてお
らず集荷段階の買代金（素上り）が一駄あたりで記載されている場合はそれを斜体字 で表示した。京着値と買代金（素上り）の違いは、前者
は後者に諸掛（役金・買口銭・荷造入用・京都迄の運賃など）を足した合計値であることに求められる。なお、集荷段階の買代金に諸掛の一
部（例えば仙台城下までの運賃など）が加算された形で一駄あたりの数値が記載されている場合も若干みられるが、京着値と区別するために
それらも斜体字 で表示した。買代金計 の欄においても斜体字 の数値は、袋数÷64×京着値＝原価をあらわすものではなく、諸掛を含まない
買代金計（袋数÷64×一駄あたり買代金 ）をあらわすものである。

*４　 売代金計の欄では各紅花荷について、袋数÷64×一駄あたりの仕切値段の計算式で得られた金額から京都紅花屋の口銭（歩引ないし壱半引。
仕切値段の1％ないし1.5％）を差し引いた手取金を記載している。京都に荷着した際に荷量不足から目欠引がなされた荷の場合は、さらに目
欠引を差し引いた手取金を記載している。袋数÷64×一駄あたりの仕切値段の計算で得られる金額よりも売代金計の金額が若干ないし、しば
しばかなり減少した金額となっているのはこのためである。

*５　 諸掛の欄には、紅花荷を出荷・売却した際に要した諸掛（役金・買口銭・荷造入用・京都迄の運賃など）を各集出荷形態毎に合計した数値
を表示した。帳面では集出荷形態別に、紅花荷の個別記載が終わった末尾のところで諸掛を一括記載する様式をとっている。

*６　 原価計の欄には、帳面で合計されている各集出荷形態別の買代金計 ＋諸掛＝原価計の金額を表示した。すなわち、この原価計の数値は各集
出荷形態毎に出荷した紅花荷合計の総原価を示すものである。なお、原価計の金額をその対象となった紅花荷の駄数で割った数値が各集出荷
形態別の一駄あたり京着ならしの数値となる。帳面ではこの計算をしている場合もみられる（番号94～119の合計の備考欄を参照）。

*７　 売代金計の欄には、帳面で合計されている各集出荷形態別の売代金の合計額を表示した。
*８　 番号119の紅花荷は111に押込めて一括販売され、勘定された。表中の番号111の諸数値はいずれも119を含めた数値である。
*９　 他に為替分として、斎藤長松殿分（卯春出荷分。最喜殿行）○山 石山77袋･○山 猪王山28袋･○山 像鼻91袋、近江屋定吉殿分（卯３月。嶋屋清兵

衛殿行）○長 極雨38袋、が書き上げられている。
*10　帳面では1854年は年末まで嘉永七年と記載しているが、本表では便宜上安政元年と表示した（安政改元は嘉永７年11月）。
*11　番号①～�の集出荷形態は帳面の記載順に表示した。商人名などの表記法も帳面のままとした。なお、「得可寿屋徳蔵」とは恵比寿屋徳蔵

のことである。
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の
総
計
で
あ
り
、
二
〇
五
五
八
袋
（
三
二
一
駄
一

四
袋
）
に
達
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
荷
数
に
は
前
年
に
生
産
集
荷
さ
れ
た
紅
花
（
丑

年
花
）
を
主
体
と
す
る
安
政
元
年
春
為
登
分
（
小
計
⑱
〜
�
）
が
含
ま
れ
て
お
り
、

単
年
度
の
集
出
荷
数
の
算
定
と
し
て
は
相
応
し
く
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
分
を
除
外

し
、
安
政
元
年
に
生
産
集
荷
さ
れ
た
紅
花
（
寅
年
花
）
を
主
体
と
す
る
同
年
夏
〜
翌

二
年
春
為
登
分
に
限
定
し
て
荷
数
の
総
計
を
算
出
し
た
の
が
合
計
Ⅰ
で
あ
る
。
合
計

Ⅰ
は
一
七
九
二
四
袋
（
二
八
〇
駄
四
袋
）
で
あ
り
、
表
２
の
合
計
に
示
し
た
嘉
永
二

年
に
お
け
る
同
家
の
出
荷
総
量
一
八
三
八
一
袋
（
二
八
七
駄
一
三
袋
）
と
ほ
ぼ
近
似

す
る
出
荷
数
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

　

出
荷
時
期
の
順
に
紅
花
取
引
の
実
態
を
検
討
し
よ
う
。
表
９
の
《
安
政
元
寅
年
春

為
登
》
に
あ
る
最
上
紅
花
・
奥
州
紅
花
小
計
（
⑱
〜
�
）
二
六
三
四
袋
は
、
前
年
に

集
荷
・
荷
造
り
し
た
丑
年
花
の
残
り
荷
で
あ
り
、
出
荷
期
が
越
年
し
た
分
で
あ
る
。

最
上
紅
花
分
の
⑱
の
一
〇
九
二
袋
は
、
内
造
り
・
天
童
高
木
屋
造
り
・
楯
岡
青
沼
惣

次
殿
造
り
を
合
わ
せ
た
荷
数
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
奥
州
紅
花
の
う
ち
⑲
は
仙
台
城

下
恵
比
寿
屋
徳
蔵
を
通
じ
て
集
出
荷
し
た
も
の
で
、
○長
 

長
谷
川
家
が
仙
台
城
下
町
商

人
を
仲
買
と
し
て
編
成
し
奥
仙
紅
花
の
集
出
荷
を
実
現
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

⑳
は
○谷
 

長
谷
川
吉
内
と
、
�
は
村
田 

大
沼
正
七
と
の
そ
れ
ぞ
れ
均
等
出
資
の
組
合

形
態
に
よ
り
集
出
荷
し
た
奥
仙
紅
花
・
南
仙
紅
花
で
あ
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ

の
利
益
の
実
態
で
あ
る
。
表
８
の
各
荷
毎
の
デ
ー
タ
か
ら
確
認
で
き
る
が
⑱
⑲
の
最

上
紅
花
・
奥
仙
紅
花
の
な
か
に
は
一
駄
あ
た
り
買
代
金
（
素
上
り
）
を
仕
切
値
段
が

下
回
っ
た
荷
が
少
な
く
な
く
、
ま
た
買
代
金
を
僅
か
に
仕
切
値
段
が
上
回
っ
た
が
諸

掛
を
含
め
る
と
原
価
割
れ
と
な
る
荷
も
多
く
、
表
９
か
ら
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
⑱
⑲

は
総
じ
て
欠
損
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
嘉
永
六
年
の
大
干
魃
に

よ
り
紅
花
が
不
作
で
品
質
が
低
下
し
た
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う 

 

。
表
８
で
も
⑱
〜
⑳

正

（　

）
15

の
紅
花
荷
は
一
駄
あ
た
り
買
代
金
や
京
着
値
が
三
二
・
五
両
以
下
の
荷
ば
か
り
で
、

他
の
出
荷
時
期
の
紅
花
荷
と
比
較
す
る
と
著
し
く
低
く
、
春
為
登
と
い
う
遅
れ
荷
の

悪
条
件
も
重
な
り
、
京
都
市
場
で
の
仕
切
値
段
が
低
迷
し
た
た
め
欠
損
と
な
っ
た
。

○長
 

長
谷
川
家
の
集
荷
力
を
も
っ
て
し
て
も
丑
年
花
の
品
質
確
保
は
難
し
く
、
豊
凶
と

相
場
変
動
の
激
し
い
紅
花
取
引
の
危
険
性
が
露
呈
し
た
ケ
ー
ス
と
な
っ
た
。

  
表
９
の
《
安
政
元
寅
年
夏 
出
荷
》《
安
政
元
寅
年
９
〜　

月 

出
荷
》《
安
政
２
卯
年

12

春
為
登
》
は
、
寅
年
花
の
出
荷
分
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
出
荷
時
期
を
あ
わ
せ
た
産

地
別
の
荷
数
・
比
率
を
計
算
す
る
と
、
最
上
紅
花
（
①
〜
⑦
・
�
〜
�
の
合
計
）
は

八
六
七
八
袋
で
合
計
Ⅰ
の
四
八
・
四
二
％
、
奥
州
紅
花
（
⑫
〜
⑰
・
�
の
合
計
）
は

七
九
一
三
袋
で
四
四
・
一
五
％
と
な
る
。
庄
内
紅
花
（
⑧
）・
総
州
紅
花
（
⑪
）・
武

州
紅
花
（
⑨
⑩
）
は
そ
れ
ぞ
れ
表
示
し
た
通
り
で
あ
る
。
全
体
的
な
出
荷
状
況
が
ほ

ぼ
判
明
し
た
嘉
永
二
年
（
表
２
）
と
産
地
別
比
率
を
比
較
す
る
と
、
最
上
紅
花
・
奥

州
紅
花
の
比
率
と
も
に
増
加
し
、
こ
の
二
産
地
合
計
で
全
体
の
九
二
・
五
七
％
を
占

め
る
結
果
と
な
っ
た
。
嘉
永
二
年
の
結
果
を
も
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
嘉
永
〜
安
政
初

年
の
○長
 

長
谷
川
家
の
出
荷
は
そ
の
八
〇
〜
九
〇
％
を
最
上
紅
花
・
奥
州
紅
花
で
構
成

す
る
の
が
パ
タ
ー
ン
で
あ
っ
た
と
把
握
し
う
る
。
一
方
、
そ
の
他
の
産
地
の
紅
花
が

占
め
る
比
率
は
変
化
し
て
い
る
。
嘉
永
二
年
（
表
２
）
と
比
較
し
て
武
州
紅
花
の
比

率
が
著
し
く
低
下
（
一
七
・
七
一
％
→
二
・
七
八
％
）
し
て
い
る
点
が
注
目
で
き
、

ま
た
常
州
紅
花
の
代
わ
り
に
総
州
紅
花
を
買
い
付
け
る
な
ど
の
変
更
が
お
こ
な
わ
れ

て
い
る
。
同
家
が
最
上
紅
花
・
奥
州
紅
花
を
主
軸
と
す
る
一
方
、
他
産
地
の
紅
花
に

つ
い
て
は
荷
量
の
比
率
を
固
定
化
せ
ず
、
後
述
す
る
よ
う
に
市
況
を
ふ
ま
え
な
が
ら

荷
量
を
変
化
さ
せ
て
い
る
動
向
が
検
証
さ
れ
る
。

　

寅
年
花
に
つ
い
て
出
荷
時
期
毎
に
動
向
を
考
察
し
よ
う
。《
安
政
元
寅
年
夏 

出
荷
》

の
う
ち
、
最
上
紅
花
分
に
お
け
る
内
造
り
の
比
重
が
高
い
点
は
従
来
と
同
様
で
あ
る
。

表
９
の
③
⑥
に
つ
い
て
は
内
造
り
と
高
木
屋
造
り
が
併
記
し
て
あ
る
が
、
こ
れ
は
長

谷
川
店
・
高
木
屋
の
双
方
で
集
荷
・
荷
造
り
の
実
務
を
担
当
し
た
紅
花
を
そ
れ
ぞ
れ

の
組
合
形
態
で
出
荷
し
た
も
の
で
あ
る
と
把
握
で
き
る
。
内
造
り
の
ほ
か
、
天
童
高

― (80) 197 ―



― (81～82) 196～195 ―

表
９
　
安
政
元
年
（
1
8
5
4
）
長
谷
川
吉
郎
治
家
の
紅
花
取
引
の
実
態

利
益

率
純

　
　

益
売

代
金

計
原

　
　

価
諸

　
　

掛
買

代
金

計
荷

　
　

　
数

産
　

地
　

・
　

集
　

出
　

荷
　

形
　

態

％
両

両
両

両
両

袋
　

　
　

　
　

　
《

安
政

元
寅

年
春

為
登

》
最
上
紅
花

－
3
.3
5

－
1
8
.6
5

5
4
7
.3
8

5
6
6
.3
3

2
8
.0
8

538.29
 
1
0
9
2

�
内

造
り

 天
童

 高
木

屋
造

り
 楯

岡
 青

沼
惣

次
殿

造
奥
州
紅
花

－
7
.9
7

－
1
3
.0
1

1
5
0
.2
4

1
6
3
.2
5

8
.0
0

1
5
5
.2
5

 
3
3
0
 

�
仙

台
 得

可
寿

屋
徳

蔵
 奥

仙
紅

花
－

－
－

－
－

－
3
7
4
.0
0

1
2
.7
5

3
6
1
.2
4

 
7
7
5

�
奥

仙
紅

花
 〇 長 

五
分

 〇 谷 
五

分
�

村
田

 大
沼

正
七

殿
 南

仙
紅

花
9
.3
8

2
4
.2
6

2
8
2
.9
5

2
5
8
.6
9

2
7
.3
1

2
3
1
.3
1

 
4
3
7

　
　

〇 長 
五

分
  

五
分

正

－
－

－
－

－
－

7
9
5
.9
4

4
8
.0
6

747.80
 
1
5
4
2

－
－

－
－

－
－

1
3
6
2
.2
7

7
6
.1
4

1286.09
 
2
6
3
4

小
計

（
�

～
�

）

（
％

）
《

安
政

元
寅

年
夏

 出
荷

》

最
上
紅
花

1
7
.0
2

4
6
9
.6
8

3
2
2
8
.5
9

2
7
5
8
.9
1

1
1
5
.0
9

2
6
4
3
.8
2

 
3
7
7
9
 

（
  2
1
.0
8
）

�
内

造
り

紅
花

2
1
.6
0

2
4
.8
7

1
3
9
.9
9

1
1
5
.1
2

5
.3
2

1
0
9
.8
1

 
1
9
6
 

（
    1

.1
0
）

�
内

造
り

 〇 長 
五

分
 米

庄
殿

五
分

 組
合

�
内

造
り

 天
童

 高
木

屋
七

兵
衛

殿
造

2
0
.7
3

9
8
.8
2

5
7
5
.5
6

4
7
6
.7
4

1
8
.9
8

4
5
7
.7
6

 
7
1
8
 

（
    4

.0
1
）

　
　

〇 長 
五

分
 村

田
大

沼
庄

治
郎

殿
五

分
 組

合

1
0
.5
2

3
0
.8
5

3
2
4
.0
7

2
9
3
.2
2

1
2
.2
1

2
8
1
.0
2

 
4
0
7
 

（
    2

.2
7
）

�
天

童
 高

木
屋

七
兵

衛
殿

造
 〇 長 

分

2
1
.0
3

6
8
.6
2

3
9
4
.9
0

3
2
6
.2
8

1
2
.7
7

3
1
3
.5
0

 
4
3
3
 

（
    2

.4
2
）

�
楯

岡
 青

沼
惣

次
殿

造

�
内

造
り

 高
木

屋
七

兵
衛

殿
造

2
2
.1
3

1
6
0
.0
4

8
8
3
.1
7

7
2
3
.1
3

2
7
.2
5

6
9
5
.8
9

 
1
0
9
3
 

（
    6

.1
0
）

　
　

〇 長 
五

分
 斎

藤
長

松
五

分
 組

合

�
江

俣
村

 鈴
木

屋
長

四
郎

殿
造

1
9
.9
2

2
2
.5
9

1
3
5
.9
9

1
1
3
.4
0

－
－

－
－

 
1
7
1
 

（
     0

.9
5
）

　
　

〇 長 
五

分
  

長
四

郎
殿

五
分

 組
合

長

1
8
.2
1

8
7
5
.4
7

5
6
8
2
.2
7

4
8
0
6
.8
0

－
－

－
－

 
6
7
9
7
 
（
  3
7
.9
2
）

庄
内
紅
花

1
9
.0
7

2
3
.9
1

1
4
9
.2
7

1
2
5
.3
6

－
－

－
－

 
2
3
0
 
（
     1.2

8
）

�
酒

田
 鐙

屋
惣

右
衛

門
殿

造
り

 庄
内

紅
花

総
州
紅
花
な
ど

1
.8
7

1
1
.9
4

6
4
9
.9
2

6
3
7
.9
8

6
.2
2

631.76
 
6
0
4
 
（
       3.3

7
）

�
古

河
宿

 八
百

屋
儀

左
衛

門
殿

武
州
紅
花

－
0
.9
7

－
2
.9
2

2
9
7
.3
6

3
0
0
.2
8

5
.3
5

2
9
4
.9
3

 
2
8
3
 

（
       1.5

8
）

�
武

州
桶

川
宿

 木
嶋

屋
浅

五
郎

殿

－
2
.3
6

－
5
.2
7

2
1
7
.8
9

2
2
3
.1
6

3
.2
2

2
1
9
.9
4

 
2
1
6
 

（
       1.2

1
）

�
江

戸
 出

羽
屋

喜
兵

衛
殿

買
口

分

－
1
.5
6

－
8
.1
9

5
1
5
.2
5

5
2
3
.4
4

8
.5
7

514.87
 
4
9
9
 
（
       2.7

8
）

奥
州
紅
花

2
4
.5
4

6
7
.8
2

3
4
4
.1
6

2
7
6
.3
4

8
.2
5

2
6
8
.0
9

 
3
8
0
 

（
       2.1

2
）

�
山

形
 市

村
屋

五
郎

兵
衛

殿
 奥

仙
南

部
紅

花
分

1
9
.6
4

5
2
7
.5
7

3
2
1
3
.5
2

2
6
8
5
.9
5

2
0
3
.5
9

2
4
8
2
.3
7

 
2
9
0
5
 

（
   1
6
.2
1
）

�
村

田
 大

沼
正

七
殿

造
 南

仙
紅

花
分

�
村

田
 山

田
屋

新
五

郎
殿

1
7
.5
0

2
3
9
.4
2

1
6
0
7
.7
9

1
3
6
8
.3
8

9
2
.7
5

1
2
7
5
.7
5

 
1
5
1
2
 

（
       8.4

4
）

　
　

〇 長 
二

分
五

厘
  

二
分

五
厘

 山
新

殿
五

分
 組

合
 南

仙
紅

花
 

正

1
9
.2
8

8
3
4
.8
1

5
1
6
5
.4
7

4
3
3
0
.6
7

3
0
4
.5
9

4026.21
 
4
7
9
7
 
（
   26
.7
6
）

1
6
.6
7

1
7
3
7
.9
4

1
2
1
6
2
.1
8

1
0
4
2
4
.2
5

－
－

－
－

 1
2
9
2
7
 
（
   72
.1
2
）

小
計

（
①

～
⑫

・
⑮

・
⑯

）

《
安

政
元

寅
年

９
～

1
2
月

 出
荷

》

奥
州
紅
花

�
大

沼
正

七
殿

2
0
.8
9

8
8
.2
8

5
1
1
.0
1

4
2
2
.7
3

3
3
.9
6

3
8
8
.7
8

 
5
3
0
 

（
       2.9

6
）

　
　

〇 長 
五

分
  

五
分

 組
合

 南
仙

紅
花

 江
戸

廻
し

正

�
山

形
 市

村
屋

五
郎

兵
衛

殿
�

引
請

2
0
.3
8

1
1
4
.9
9

6
7
9
.1
7

5
6
4
.1
8

8
4
.5
3

4
7
9
.7
3

 
8
0
1
 

（
       4.4

7
）

　
　

南
部

奥
仙

紅
花

分
 江

戸
廻

し
為

登

－
－

－
－

2
6
9
.2
4

－
－

－
－

1
8
4
.4
0

 
3
2
2
 

（
       1.8

0
）

�
山

形
 市

村
屋

五
郎

兵
衛

殿
�

引
請

－
－

－
－

1
4
5
9
.4
2

－
－

－
－

1
0
5
2
.9
1

 
1
6
5
3
 
（
       9.2

2
）

小
計

（
�

・
�

・
�

）

2
0
.6
0

2
0
3
.2
7

1
1
9
0
.1
8

9
8
6
.9
1

1
1
8
.4
9

8
6
8
.5
1

 
1
3
3
1

小
計

（
�

・
�

）

《
安

政
２

卯
年

春
為

登
》

最
上
紅
花

－
－

－
－

－
－

4
0
4
.6
5

2
0
.6
4

3
8
4
.0
2

 
6
7
8
 

 （
   3

.7
8
）

�
内

造
り

分

－
－

－
－

－
－

2
7
4
.8
7

1
0
.8
7

2
6
4
.1
4

 
4
0
1
 

 （
   2

.2
4
）

�
天

童
 高

木
屋

七
兵

衛
殿

造
り

 寅
冬

中
買

入
置

分

－
－

－
－

－
－

1
8
9
.4
4

7
.6
9

1
8
1
.7
6

 
2
8
6
 

 （
   1

.6
0
）

�
天

童
 高

木
屋

七
兵

衛
殿

造

－
－

－
－

－
－

2
2
4
.3
4

9
.9
4

2
1
4
.3
9

 
3
1
8
 

 （
   1

.7
7
）

�
天

童
 高

木
屋

造

－
－

－
－

－
－

1
0
6
.6
5

－
－

－
－

 
1
6
4
 

 （
   0

.9
1
）

�
寒

河
江

 八
幡

屋
ニ

而
造

り

－
－

－
－

－
－

2
2
.2
7

1
.1
1

2
1
.1
7

 
3
4
 

 （
   0

.1
9
）

�
楯

岡
 青

沼
惣

次
殿

 買
口

分

－
－

－
－

－
－

1
2
2
2
.2
2

－
－

－
－

 
1
8
8
1
 
 （
  10
.4
9
）

奥
州
紅
花

�
奥

仙
紅

花
 大

沼
孫

次
郎

殿
出

張
ニ

而
買

調

　
　

〇 長 
三

分
三

厘
  

三
分

三
厘

 〇 谷 
三

分
三

厘
 〆

組
合

分
正

－
－

－
－

－
－

1
0
3
7
.6
9

－
－

－
－

 
1
4
6
3
 

（
 8
.1
6
）

　
　

　（
奥

仙
米

屋
喜

十
郎

殿
造

り
･仙

台
得

可
寿

屋
徳

蔵
殿

造
り

）

－
－

－
－

－
－

2
2
5
9
.9
1

－
－

－
－

 
3
3
4
4
 

 （
1
8
.6
6
）

小
計

（
�

～
�

）

 1
7
9
2
4
 
（
1
0
0
.0
0
）

合
計

Ⅰ
（
�

～
�

・
�

～
�

）

（
2
8
0
駄

４
袋

）

 2
0
5
5
8

合
計

Ⅱ
（
�

～
�

）

（
3
2
1
駄

1
4
袋

）

典
拠

）
安

政
２

年
２

月
「

寅
夏
�

卯
春

迄
為

登
紅

花
青

苧
絹

糸
元

揚
り

調
」（

宮
城

県
柴

田
郡

村
田

町
大

沼
正

治
郎

家
文

書
）。

補
注

）
表

８
に

表
示

し
た

各
紅

花
荷

の
デ

ー
タ

を
も

と
に

作
成

し
た

。
な

お
、
集

出
荷

形
態

毎
に

付
け

た
番

号
�

～
�

は
表

８
の

そ
れ

に
対

応
す

る
。

本
表

で
は

集
出

荷
形

態
を

帳
面

記
載

順
で

は
な

く
、

出
荷

時
期

別
お

よ
び

産
地

別
に

整
理

し
た

。
商

人
名

な
ど

の
表

記
法

は
帳

面
の

ま
ま

と
し

た
。

な
お

、「
得

可
寿

屋
徳

蔵
」

と
は

恵
比

寿
屋

徳
蔵

の
こ

と
で

あ
る

。
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木
屋
七
兵
衛
、
楯
岡
青
沼
惣
次
、
江
俣
村
鈴
木
屋
長
四
郎
が
仲
買
を
し
て
い
る
点
も

例
年
同
様
で
あ
り
、
な
か
で
も
高
木
屋
が
関
わ
っ
た
荷
数
が
多
い
。
安
政
元
年
夏
〜

翌
春
為
登
の
紅
花
荷
で
高
木
屋
が
関
与
し
た
③
④
⑥
�
〜
�
の
荷
数
を
合
計
す
る
と

三
二
二
三
袋
（
五
〇
駄
余
。
但
し
内
造
り
分
を
含
む
）
と
な
り
、
合
計
Ⅰ
の
一
七
・

九
八
％
と
な
る
。 

高
木
屋
が
長
谷
川
家
を
支
え
る
有
力
仲
買
で
あ
り
、
天
童
が
そ

の
重
要
な
集
荷
地
と
し
て
位
置
付
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
②
③
⑥
⑦
は
○長
 

長
谷

川
家
と
米
庄
殿
・
村
田
大
沼
正
治
郎
・
斎
藤
長
松
・
鈴
木
屋
長
四
郎
が
そ
れ
ぞ
れ
均

等
出
資
し
た
組
合
形
態
に
よ
る
も
の
で
、
こ
れ
ら
組
合
花
の
合
計
は
二
一
七
八
袋
と

な
り
、
最
上
紅
花
（
①
〜
⑦
・
�
〜
�
）
合
計
八
六
七
八
袋
の
二
五
・
一
〇
％
、
夏

出
荷
分
（
①
〜
⑦
）
に
限
定
す
れ
ば
三
二
・
〇
四
％
を
占
め
る
。
嘉
永
五
年
（
表
７
）

の
夏
為
登
最
上
紅
花
に
占
め
る
組
合
花
の
比
率
一
九
・
二
〇
％
よ
り
も
増
加
し
て
お

り
、
安
政
元
年
に
○長
 

長
谷
川
家
が
最
上
紅
花
に
お
い
て
組
合
形
態
に
よ
る
集
出
荷
の

比
率
を
高
め
た
動
向
が
指
摘
で
き
る
。
共
同
出
資
者
の
う
ち
米
庄
殿
・
斎
藤
長
松
は

新
規
の
提
携
者
で
あ
り
、
彼
ら
は
仲
買
の
諸
実
務
を
担
当
し
て
い
な
い
の
で
純
粋
に

買
付
資
金
の
共
同
出
資
者
と
し
て
の
参
加
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
嘉
永
五
年
（
表
７
）

の
動
向
で
も
指
摘
し
た
が
、
○長
 

長
谷
川
家
が
組
み
合
う
共
同
出
資
者
を
固
定
せ
ず
あ

ら
た
な
商
人
と
の
提
携
に
よ
る
買
付
資
金
の
増
強
・
開
拓
を
志
向
し
て
い
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
。

　

表
８
の
各
荷
の
仕
切
値
段
が
高
値
に
つ
い
た
こ
と
か
ら
裏
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
、

丑
年
花
と
比
較
し
て
寅
年
花
に
お
い
て
は
高
品
質
の
紅
花
集
荷
に
成
功
し
た
と
把
握

で
き
る
。
○長
 

長
谷
川
家
の
品
質
吟
味
に
よ
る
選
抜
買
い
付
け
の
集
荷
方
式
が
多
用
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
、
先
述
し
た
灰
光
・
佐
印
な
ど
良
質
銘
柄
（
表
８
の
番
号
１
・
５
・

　

・　

・　

な
ど
）
や
天
下
一
・
日
本
一
な
ど
高
利
益
を
出
し
た
銘
柄
が
多
数
集
荷
さ

15

16

32

れ
て
い
る
。
表
９
で
産
地
別
・
各
集
荷
形
態
毎
に
利
益
率
の
計
算
を
お
こ
な
っ
た
が
、

夏
出
荷
の
最
上
紅
花
（
①
〜
⑦
）
合
計
は
一
八
・
二
一
％
を
マ
ー
ク
し
、
他
産
地
紅

花
と
比
較
し
て
も
奥
州
紅
花
・
庄
内
紅
花
に
つ
い
で
高
い
利
益
率
を
達
成
し
た
こ
と

が
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

七

　

庄
内
紅
花
に
つ
い
て
は
、
連
年
通
り
⑧
酒
田
鐙
屋
惣
右
衛
門
が
仲
買
・
荷
造
り
を

担
当
し
た
。
嘉
永
二
年
・
同
五
年
・
安
政
元
年
の
各
デ
ー
タ
（
表
２
・
表
７
・
表
９
）

で
は
、
庄
内
紅
花
の
荷
量
の
変
化
は
一
二
七
〜
四
一
八
袋
の
幅
で
あ
り
、
全
体
の
一

〜
二
％
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
利
益
率
は
嘉
永
二
年
が
一
六
・
〇
二
％
、 

安
政
元
年
が
一
九
・
〇
七
％
と
好
成
績
を
残
し
て
い
る
。

　

武
州
紅
花
に
つ
い
て
は
、
⑨
桶
川
宿
木
嶋
屋
浅
五
郎
、
⑩
江
戸
出
羽
屋
喜
兵
衛
が

仲
買
・
荷
造
り
を
担
当
し
た
。
彼
ら
に
は
買
口
銭
・
造
り
口
銭
が
支
払
わ
れ
て
い
る

こ
と
が
Ⅳ
の
帳
面
か
ら
確
認
で
き
る
。
⑩
の
紅
花
荷
に
つ
い
て
は
「
与
野
�
江
戸
ま

で
賃
」
の
記
載
が
あ
り
、
こ
の
年
の
江
戸
出
羽
屋
の
集
荷
地
が
与
野
宿
で
あ
り
江
戸

商
人
を
通
じ
た
集
荷
が
武
州
紅
花
を
主
な
対
象
と
し
て
い
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
る
。

関
東
紅
花
は
早 
場 
物
と
し
て
仕
入
値
（
買
代
金
）
の
相
場
が
連
年
高
く
こ
の
年
も
高

（
庭
）

水
準
で
あ
っ
た
が
、
表
８
に
表
示
し
た
よ
う
に
、
⑨
⑩
の
紅
花
荷
の
仕
切
値
段
は
買

代
金
を
わ
ず
か
に
上
回
る
値
に
決
着
し
た
た
め
、
諸
掛
を
含
め
る
と
総
じ
て
欠
損
と

な
っ
て
い
る
（
表
９
の
⑨
⑩
の
純
益
・
利
益
率
を
参
照
）。
先
述
し
た
よ
う
に
○長
 

長
谷

川
家
は
安
政
元
年
に
武
州
紅
花
の
集
荷
量
を
例
年
に
な
く
縮
小
さ
せ
た
が
、
そ
の
背

景
に
は
京
都
仕
切
相
場 
― 
武
州
仕
入
相
場
の
価
格
差
が
あ
ま
り
見
込
め
ず
損
益
不

明
の
市
況
判
断
が
あ
っ
た
。
集
荷
量
制
限
の
判
断
は
功
を
奏
し
、
欠
損
を
最
小
限

（
八
両
余
）に
抑
え
る
結
果
と
な
っ
た
こ
と
が
表
９
か
ら
あ
き
ら
か
と
な
る
。
⑪
下
総

古
河
宿
八
百
屋
儀
左
衛
門
を
通
じ
て
集
出
荷
し
た
同
じ
関
東
物
の
総
州
紅
花
な
ど
も

仕
切
値
段
が
振
る
わ
ず
、
欠
損
は
免
れ
た
も
の
の
二
％
弱
の
低
利
益
率
で
あ
り
、
紅

花
取
引
と
し
て
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
の
が
実
態
で
あ
っ
た
。
同
一
年
度
の
出
荷
紅
花

で
も
、
産
地
に
よ
り
高
利
益
か
、
欠
損
か
の
分
か
れ
が
あ
り
、
紅
花
取
引
の
危
険
性

に
対
す
る
リ
ス
ク
管
理
を
○長
 

長
谷
川
家
も
求
め
ら
れ
対
応
し
た
動
向
が
う
か
が
え
る
。

　

奥
州
紅
花
は
遅
場
物
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
《
安
政
元
寅
年
夏 

出
荷
》《
安
政
元
寅

年
９
〜　

月 

出
荷
》
の
奥
州
紅
花
分
を
一
括
し
て
検
討
し
た
い
。
ま
ず
、
山
形
城
下

12

六
日
町
市
村
屋
五
郎
兵
衛
が
⑫
〜
⑭
の
南
部
紅
花
・
奥
仙
紅
花
合
計
一
五
〇
三
袋
の

集
出
荷
を
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
⑬
⑭
で
「
市
村
屋
五
郎
兵
衛
殿

― (83) 194 ―
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�
引
請
」
と
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
当
初
市
村
屋
が
荷
主
と
し
て
買
い
付
け
を
約
束
し

て
い
た
荷
物
を
○長
 

長
谷
川
家
が
「
引
請
」
け
た
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
Ⅳ
の
帳
面
よ
り
長
谷
川
家
は
市
村
屋
に
買
口
銭
を
支
払
っ
て
お
り
、
表
８
に
示

し
た
よ
う
に
荷
印
は
○長
 

で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
、「
引
請
」
以
後
は
市
村
屋

は
通
常
の
仲
買
同
様
の
実
務
を
担
当
し
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
表
８

の
備
考
欄
に
記
載
し
た
が
、
⑬
で
は
山
川
喜
右
衛
門
・
土
沢
多
吉
な
る
産
地
商
人
に

○長
 

長
谷
川
家
が
買
代
金
を
支
払
っ
て
い
る
こ
と
も
確
認
で
き
る
の
で
、
市
村
屋
か
ら

○長
 

長
谷
川
家
へ
の
荷
物
の
「
引
請
」
が
産
地
商
人
へ
の
買
代
金
支
払
い
以
前
に
お
こ

な
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
同
欄
に
表
示
し
た
が
、
⑭
の
産
地
は
黒
沢
尻
・
水

沢
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
⑫
〜
⑭
の
南
部
紅
花
・
奥
仙
紅
花
の
買
代
金
の
合

計
は
九
三
二
両
余
と
な
り
、
資
金
繰
り
に
詰
ま
っ
た
な
ど
の
事
情
か
ら
市
村
屋
が
○長
 

長
谷
川
家
に
「
引
請
」
を
依
頼
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
表
９
の
販
売
結
果
か
ら
あ
き
ら

か
な
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
紅
花
荷
の
品
質
は
良
く
高
利
益
を
上
げ
て
お
り
、
○長
 

長
谷

川
家
が
そ
の
品
質
吟
味
を
お
こ
な
っ
た
結
果
と
し
て
「
引
請
」
を
決
定
し
た
こ
と
は

想
像
に
難
く
な
い
。
市
村
屋
の
事
例
は
山
形
城
下
町
の
中
堅
商
人
が
南
部
奥
仙
方
面

に
進
出
し
紅
花
集
出
荷
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
が
、
○長
 

長
谷
川
家
は
そ
う
し

た
他
の
山
形
城
下
町
商
人
の
集
荷
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
も
依
拠
し
、
彼
ら
を
仲
買
と
し
、

時
に
は
彼
ら
の
荷
物
を
「
引
請
」
る
立
場
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
と
な

る
事
例
で
あ
る
。

  
⑮
〜
⑰
は
い
ず
れ
も
村
田
商
人
を
通
じ
て
南
仙
紅
花
を
集
出
荷
し
た
事
例
で
あ
る
。

⑮
⑰
は
村
田 

大
沼
正
七
家
が
仲
買
・
荷
造
り
の
実
務
を
担
当
し
た
も
の
で
、
そ
の

う
ち
⑰
は
○長
 
 

の
均
等
出
資
＝
組
合
形
態
で
実
施
し
て
い
る
。
⑯
は
村
田 

山
田
屋

新
五
郎
が
仲
買
・
荷
造
り
の
実
務
を
担
当
し
、
○長
 

二
分
五
厘
・ 

二
分
五
厘
・ 

五

分
の
出
資
比
率
に
な
る
組
合
形
態
の
集
出
荷
で
あ
る
。
⑮
〜
⑰
の
南
仙
紅
花
は
合
計

四
九
四
七
袋
に
達
し
、
表
９
合
計
Ⅰ
の
二
七
・
五
九
％
、
奥
州
紅
花
（
⑫
〜
⑰
・
�
）

合
計
七
九
一
三
袋
の
六
二
・
五
二
％
を
占
め
る
。
○長
 

長
谷
川
家
の
紅
花
集
荷
（
と
く

に
奥
州
紅
花
）
に
と
っ
て
村
田
商
人
が
重
要
な
基
盤
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
確
と

正正

□

正

□

な
る
。

  
表
９
か
ら
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、《
安
政
元
寅
年
夏 

出
荷
》《
安
政
元
寅
年
９
〜　
12

月 

出
荷
》
の
奥
州
紅
花
（
⑫
〜
⑰
）
の
利
益
率
は
極
め
て
高
く
一
七
〜
二
四
％
台

（
平
均
約
二
〇
％
）
で
あ
り
、
産
地
別
で
は
ト
ッ
プ
の
利
益
率
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明

す
る
。
純
益
合
計
（
不
明
の
⑭
を
除
く
）
は
一
〇
三
八
・
〇
八
両
と
な
り
、
最
上
紅

花
（
①
〜
⑦
）
の
純
益
合
計
八
七
五
・
四
七
両
を
上
回
り
、
安
政
元
年
に
お
け
る
○長
 

長
谷
川
家
の
紅
花
取
引
の
第
一
の
利
益
源
泉
が
奥
州
紅
花
販
売
で
あ
っ
た
こ
と
が
検

証
で
き
る
（
但
し
、
組
合
形
態
の
紅
花
荷
の
純
益
を
含
む
。
各
組
合
花
の
出
資
比
率

を
ふ
ま
え
て
○長
 

長
谷
川
家
単
独
の
純
益
合
計
を
計
算
す
る
と
奥
州
紅
花
八
一
四 
・ 
三

八
両
、
最
上
紅
花
七
二
二 
・ 
三
二
両
と
な
る
）。

　

つ
ぎ
に
、《
安
政
２
卯
年
春
為
登
》
の
紅
花
荷
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
そ
の
荷
量

は
小
計
（
�
〜
�
）
三
三
四
四
袋
と
な
り
、
単
年
度
に
集
荷
し
た
紅
花
荷
（
合
計
Ⅰ
）

の
一
八
・
六
六
％
が
越
年
し
て
出
荷
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
最
上
紅
花
分
（
�

〜
�
）
は
内
造
り
・
天
童
高
木
屋
七
兵
衛
・
寒
河
江
八
幡
屋
・
楯
岡
青
沼
惣
次
に
よ

る
集
出
荷
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
こ
れ
ま
で
の
検
討
で
登
場
し
た
商
人
や
干
花
生
産
者

で
あ
る
。
奥
州
紅
花
分
（
�
）
は
○長
 

長
谷
川
吉
郎
治
・ 

大
沼
正
七
・
○谷
 

長
谷
川
吉

内
の
三
者
均
等
出
資
に
よ
る
組
合
形
態
で
集
出
荷
し
た
も
の
で
、奥
仙
米
屋
喜
十
郎
・

仙
台
城
下
恵
比
寿
屋
徳
蔵
が
仲
買
・
荷
造
り
の
実
務
を
お
こ
な
い
仙
台
城
下
へ
集
荷

し
た
後
に
京
都
へ
出
荷
さ
れ
た
。「
大
沼
孫
次
郎
殿
出
張
ニ
而
買
調
」
と
あ
る
よ
う
に

大
沼
家
が
買
い
付
け
の
イ
ニ
シ
ァ
チ
ブ
を
執
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。
な
お
、《
安
政
２

卯
年
春
為
登
》
の
紅
花
荷
に
関
し
て
は
、
Ⅳ
の
帳
面
に
仕
切
値
段
な
ど
販
売
結
果
が

記
さ
れ
て
お
ら
ず
利
益
率
も
算
出
で
き
な
い
。

  
奥
州
紅
花
に
関
し
て
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
表
９
か
ら
、
安
政
元
年
の
○長
 

長
谷
川
家

は
村
田
（
大
沼
家
・
山
新
家
）
や
仙
台
城
下
（
恵
比
寿
屋
）
な
ど
を
拠
点
に
、
山
形

城
下
町
商
人
（
市
村
屋
）
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
も
活
用
し
な
が
ら
産
地
商
人
か
ら
南

仙
奥
仙
紅
花
を
手
広
く
買
い
付
け
、
高
利
益
を
あ
げ
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
と
な
っ
た
。

ま
た
、
安
政
元
年
夏
〜
翌
二
年
春
為
登
の
奥
州
紅
花
（
⑫
〜
⑰
・
�
）
合
計
七
九
一

正
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三
袋
に
占
め
る
組
合
紅
花
（
⑯
⑰
�
）
の
比
率
は
四
四
・
二
九
％
で
あ
り
、
先
に
分

析
し
た
嘉
永
二
年
（
表
２
）
の
同
比
率
七
九
・
九
七
％
に
比
較
す
れ
ば
低
い
が
他
産

地
紅
花
と
比
較
す
る
と
高
い
比
率
を
継
続
し
て
い
る
。
○長
 

長
谷
川
家
が
奥
州
紅
花
の

集
出
荷
を
共
同
出
資
＝
組
合
形
態
を
多
用
し
て
実
施
し
た
こ
と
が
複
数
年
の
デ
ー
タ

か
ら
検
証
で
き
た
。

　

以
上
、
安
政
元
年
の
紅
花
取
引
の
実
態
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
表
９
か
ら
あ

き
ら
か
な
よ
う
に
、
○長
 

長
谷
川
家
は
判
明
す
る
だ
け
で
も
単
年
度
（
安
政
元
年
春
為

登
分
を
除
く
）
に
一
三
六
七
一
・
〇
七
両 

 

を
投
下
し
、
そ
の
う
ち
夏
〜
年
末
出
荷
分

の
み
で
一
九
四
一
・
二
一
両
の
純
益
を
得
る
巨
大
な
紅
花
取
引
を
実
施
し
て
い
た
こ

と
が
判
明
す
る
。

　

嘉
永
二
年
の
実
態
分
析
か
ら
検
証
で
き
た
奥
羽
・
関
東
の
各
産
地
を
覆
う
広
域
的

な
集
出
荷
機
構
は
、
安
政
元
年
に
も
確
認
で
き
機
能
し
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

表
１
〜
表
９
に
掲
載
し
た
羽
州
村
山
郡
を
は
じ
め
南
部
・
奥
仙
・
南
仙
・
仙
台
・
武

州
・
総
州
・
江
戸
の
仲
買
商
人
や
共
同
出
資
者
は
、
い
ず
れ
も
各
産
地
の
有
力
商
人

で
あ
り
、
単
独
荷
主
と
し
て
も
京
都
市
場
へ
活
発
に
紅
花
出
荷
を
お
こ
な
っ
て
い
た

家
が
多
い
。
嘉
永
三
年
の
水
沢
穀
田
屋
七
平
の
事
例
か
ら
組
合
形
態
に
お
け
る
集
出

荷
の
構
造
を
考
察
し
た
よ
う
に
、こ
れ
ら
各
地
の
有
力
紅
花
商
人
は
現
地
の
小
商
人
・

生
産
者
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
紅
花
買
い
付
け
を
実
現
し
て
い
た
。
奥
羽
・

関
東
の
紅
花
産
地
・
市
場
に
お
い
て
○長
 

長
谷
川
家
は
、
こ
れ
ら
の
有
力
紅
花
商
人
を

仲
買
と
し
て
編
成
し
、
彼
ら
の
背
後
に
い
る
無
数
の
産
地
小
商
人
・
生
産
者
の
上
に

聳
立
す
る
巨
大
な
商
人
資
本
と
し
て
活
動
し
て
い
た
と
い
え
る
。

 
お

わ

り

に

  
本
稿
の
考
察
に
よ
り
、
嘉
永
〜
安
政
初
年
に
お
け
る
○長
 

長
谷
川
家
の
紅
花
出
荷
総

量
が
（
組
合
紅
花
を
含
め
て
）
二
八
〇
駄
前
後
で
あ
る
こ
と
が
複
数
年
（
嘉
永
二
年
・

安
政
元
年
）
の
デ
ー
タ
か
ら
得
ら
れ
た
。
明
治
期
に
農
商
務
省
農
務
局
が
調
査
し
た

（　

）
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近
世
末
年
頃
の
全
国
紅
花
生
産
高
は
二
〇
〇
〇
〜
二
四
〇
〇
駄
（
う
ち
最
上
紅
花
六

〇
〇
〜
一
二
〇
〇
駄
）
と
推
計
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば 

 

、
同
家
は
全

国
生
産
高
の
凡
そ
一
二
〜
一
四
％
を
取
り
扱
う
全
国
随
一
の
巨
大
紅
花
商
人
で
あ
っ

た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

　

○長
 

長
谷
川
家
の
最
上
紅
花
の
出
荷
数
に
関
し
て
は
、
本
稿
の
分
析
よ
り
、
嘉
永
二

年
は
七
九
四
九
袋
（
一
二
四
駄
一
三
袋
。
表
２ 

同
年
一
二
月
出
荷
分
を
含
む
）、
嘉

永
三
年
は
八
〇
八
七
袋
（
一
二
六
駄
二
三
袋
。
表
４ 

同
年
夏
為
登
分
の
み
）、
嘉
永

五
年
は
四
三
三
四
袋
（
六
七
駄
四
六
袋
。
表
７ 

同
年
夏
為
登
分
の
み
）、
安
政
元
年

は
八
六
七
八
袋
（
一
三
五
駄
三
八
袋
。
表
９
の
①
〜
⑦
・
�
〜
�
の
合
計
）
と
い
う

連
年
の
デ
ー
タ
が
得
ら
れ
た
。
大
量
の
夏
為
登
荷
と
な
っ
た
嘉
永
三
年
の
出
荷
数
は

秋
〜
翌
春
為
登
の
最
上
紅
花
分
を
含
め
る
と
よ
り
多
量
と
な
る
と
推
定
さ
れ
る
こ
と

や
、
同
五
年
の
荷
数
は
出
荷
量
が
縮
小
さ
れ
た
年
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
安

政
元
年
の
出
荷
数
が
夏
〜
春
為
登
の
単
年
度
の
全
荷
量
を
最
も
反
映
し
て
い
る
数
値

で
あ
る
こ
と
な
ど
各
デ
ー
タ
の
性
格
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
同
家
は
嘉
永
〜
安
政
初

年
に
八
〇
〜
一
五
〇
駄
前
後
、
平
均
す
れ
ば
一
二
〇
駄
前
後
の
最
上
紅
花
を
出
荷
し

て
い
た
と
推
定
さ
れ
、
近
世
末
の
最
上
紅
花
生
産
高
の
凡
そ
一
〇
〜
二
〇
％
を
取
り

扱
う
村
山
郡
最
大
級
の
紅
花
商
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。

　

本
稿
の
分
析
か
ら
注
目
さ
れ
る
の
は
、
○長
 

長
谷
川
家
の
紅
花
取
引
に
お
け
る
蓄
積

様
式
と
リ
ス
ク
管
理
の
あ
り
方
で
あ
る
。
安
政
元
年
の
武
州
紅
花
の
集
荷
動
向
か
ら

判
明
し
た
よ
う
に
、
同
家
は
市
況
か
ら
損
益
予
測
が
悪
い
産
地
紅
花
に
つ
い
て
は
集

荷
量
を
抑
制
し
、
高
利
益
が
見
込
ま
れ
る
産
地
紅
花
（
寅
年
花
の
場
合
、
最
上
紅
花
・

奥
州
紅
花
）
の
集
荷
量
の
比
率
を
増
加
さ
せ
て
、
全
体
と
し
て
高
利
益
を
確
保
す
る

こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
対
応
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
同
家
が
広
域
的

な
集
出
荷
機
構
を
形
成
し
各
産
地
に
足
場
を
築
き
、年
毎
に
産
地
間
の
荷
量
調
整（
産

地
の
選
択
や
投
下
す
る
買
付
資
金
額
の
調
整
）
を
な
し
え
る
体
制
を
築
い
て
い
た
こ

と
に
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
組
合
形
態
を
多
用
す
る
こ
と
で
○長
 

長
谷
川
家
単
独
で
は

入
り
に
く
い
産
地
に
集
荷
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
、
ま
た
買
付
資
金
を
増
強
す
る

（　

）
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こ
と
が
で
き
た
。
組
合
形
態
は
共
同
出
資
者
と
損
益
変
動
の
リ
ス
ク
を
共
有
す
る
形

態
で
あ
り
、
参
加
商
人
の
能
動
性
を
引
き
出
す
と
と
も
に
○長
 

長
谷
川
家
に
と
っ
て
は

リ
ス
ク
を
分
散
す
る
機
能
を
果
た
し
た
。
豊
富
な
買
付
資
金
の
確
保
に
よ
る
大
量
集

荷
の
継
続
的
展
開
は
、
各
産
地
商
人
や
干
花
生
産
者
と
の
取
引
関
係
を
強
固
に
し
、

良
質
銘
柄
・
高
品
質
の
紅
花
買
い
付
け
を
有
利
に
、
か
つ
他
の
商
人
に
先
駆
け
て
優

先
的
に
集
荷
を
進
め
る
条
件
を
形
成
し
た
。
同
家
の
品
質
吟
味
に
よ
る
選
抜
買
い
付

け
の
集
荷
方
式
の
多
用
に
よ
り
、
最
上
紅
花
を
も
含
め
て
同
家
出
荷
の
紅
花
は
相
対

的
に
高
い
利
益
率
を
達
成
し
た
。
集
荷
に
お
け
る
品
質
管
理
の
進
展
は
同
家
の
帳
簿

様
式
の
整
備
を
と
も
な
っ
た
商
品
価
格
管
理
の
基
盤
と
も
な
り
、
同
家
の
京
都
紅
花

市
場
に
お
け
る
売
り
付
け
交
渉
を
有
利
に
進
め
る
結
果
を
生
ん
だ
と
と
ら
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
諸
点
に
、
他
の
中
小
商
人
や
豪
農
ク
ラ
ス
と
は
隔
絶
し
た
経
営
規
模
で
あ

る
巨
大
商
人
の
蓄
積
様
式
の
特
徴
が
指
摘
で
き
、
○長
 

長
谷
川
家
が
紅
花
取
引
に
お
い

て
高
収
益
を
確
保
し
た
条
件
が
検
証
で
き
る
と
い
え
る
。

　

○長
 

長
谷
川
家
は
、
藩
専
売
制
な
ど
藩
権
力
の
経
済
統
制
と
結
び
つ
き
領
内
の
商
品

流
通
を
掌
握
し
た
い
わ
ゆ
る
特
権
商
人
と
は
異
な
る
蓄
積
様
式
を
も
ち
、
他
藩
領
の

商
人
と
も
共
同
出
資
の
組
合
形
態
に
よ
る
集
出
荷
を
実
施
し
、
幕
藩
領
主
支
配
の
別

な
く
広
域
的
な
経
済
活
動
を
展
開
し
た
点
に
特
色
が
あ
る
。
こ
う
し
た
特
色
は
○長
 

○谷
 

両
長
谷
川
家
を
は
じ
め
、
山
形
城
下
町
の
巨
大
商
人
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
非
領
国
地
帯
で
あ
る
羽
州
村
山
郡
の
商
都
山
形
城
下
町
が
奥
羽

の
中
継
商
業
地
と
し
て
発
展
し
た
政
治
的
経
済
的
な
諸
条
件
に
つ
い
て
は
別
稿 

 

で
ス

ケ
ッ
チ
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る
。
本
稿
の
分
析
は
○長
 

長
谷
川
家
の
紅
花
取
引
の
分
析

か
ら
、
幕
末
期
に
お
け
る
山
形
城
下
町
商
業
の
特
性
に
関
す
る
考
察
を
お
こ
な
い
、

そ
の
巨
大
な
商
人
資
本
の
広
域
的
な
活
動
実
態
に
つ
い
て
具
体
的
な
論
証
を
お
こ

な
っ
た 

 

。

　

な
お
、
本
稿
は
筆
者
の
荷
主
帳
簿
論
の
い
わ
ば
第
三
作
に
あ
た
る 

 

。
本
稿
で
検
討

し
た
〈
紅
花
等
元
揚
調
帳
〉
は
紅
花
生
産
地
帯
に
お
け
る
集
出
荷
商
人
の
い
わ
ば
価

格
管
理
帳
で
あ
る
が
、
他
の
商
品
生
産
地
帯
に
お
け
る
集
出
荷
商
人
（
荷
主
）
＝
遠

（　

）
18

（　

）
19

（　

）
20

隔
地
間
取
引
商
人
に
お
い
て
も
同
様
の
機
能
を
も
つ
商
品
価
格
管
理
の
帳
面
を
作

成
・
活
用
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
個
別
荷
の
着
値
・
値
打
・
仕
切
値

の
関
係
分
析
を
方
法
と
し
て
巨
大
紅
花
商
人
の
売
買
と
利
益
実
態
を
分
析
し
、
連
年

の
産
地
別
の
集
出
荷
量
や
集
出
荷
形
態
・
方
式
お
よ
び
利
益
率
の
変
化
を
総
合
し
て

考
察
す
る
こ
と
で
巨
大
商
人
の
蓄
積
様
式
と
そ
の
取
引
実
態
の
検
討
を
試
み
た 

 

。
こ

う
し
た
分
析
方
法
は
、
他
の
商
品
生
産
地
帯
に
お
け
る
集
出
荷
商
人
（
荷
主
）
＝
遠

隔
地
間
取
引
商
人
の
取
引
実
態
の
分
析
に
も
採
用
し
う
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て

い
る
。
幕
藩
制
的
市
場
に
お
け
る
商
品
価
格
形
成
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
に
関
す
る
実
態
的

な
検
討
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
以
前
に
問
題
提
起
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
が 

 

、

各
地
の
比
較
検
討
を
も
と
に
し
た
議
論
が
展
開
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

注�　

今
田
信
一
『
最
上
紅
花
史
の
研
究
』（
井
場
書
店
、
一
九
七
二
年
）。
と
く
に
、
二
三

六
〜
二
三
九
頁
。
な
お
、
今
田
氏
は
「
両
長
谷
川
家
の
場
合
な
ど
は
、
荷
問
屋
と
し
て

取
扱
っ
た
紅
花
の
量
は
、
村
山
郡
内
生
産
の
も
の
よ
り
も
仙
南
地
方
の
も
の
が
遙
か
に

多
」
い
と
結
論
づ
け
て
い
る
（
同
書
五
一
六
頁
）
が
、
本
稿
の
全
体
的
な
実
態
分
析
か

ら
あ
き
ら
か
に
な
る
よ
う
に
誤
り
で
あ
る
。

�　

岩
田
浩
太
郎
「
紅
花
商
業
と
東
北
」（『
山
形
大
学
公
開
講
座 

山
形
の
魅
力
再
発
見 

報
告
集
』
山
形
大
学
都
市
地
域
学
研
究
所
・
山
形
県
生
涯
学
習
文
化
財
団
、
二
〇
〇
三

年
）
で
、
○長
 

長
谷
川
家
の
広
域
的
な
紅
花
取
引
の
実
態
と
南
奥
羽
に
対
す
る
中
継
商
業

都
市
と
し
て
繁
栄
し
た
山
形
城
下
町
の
歴
史
的
条
件
に
関
す
る
ラ
フ
・
ス
ケ
ッ
チ
を
試

み
た
。
本
稿
の
論
証
作
業
の
背
景
に
あ
る
筆
者
の
山
形
城
下
町
お
よ
び
商
人
研
究
の
当

面
の
課
題
意
識
や
見
通
し
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
本
稿
の
予
備
的
論
稿
と
し
て
の
位

置
に
あ
る
の
で
、
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
筆
者
の
豪
農
論
・
地
域
社
会
論

に
お
け
る
山
形
城
下
町
巨
大
商
人
研
究
へ
の
視
点
や
関
心
に
つ
い
て
は
、
同
「
豪
農
経

営
と
地
域
編
成
（
二
）」（
後
掲
注
（　

）
）
の
注
（　

）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

12

47

�　

宮
城
県
柴
田
郡
村
田
町
字
町 
大
沼
忠
・
悦
子
氏
（ 
 

商
店
）
所
蔵
大
沼 
正 
治
郎
家
文

（
庄
）

（　

）
21

（　

）
22

正
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書
。
二
〇
〇
二
年
五
月
か
ら
奥
羽
史
料
調
査
会
に
よ
り
調
査
を
実
施
し
て
い
る
。

�　

横
山
昭
男
「
近
世
後
期
に
お
け
る
紅
花
流
通
と
城
下
町
商
人
の
存
在
形
態 
― 
最
上
紅

花
問
屋
佐
藤
家
を
中
心
と
し
て 
―
」（『
歴
史
の
研
究
』
第
一
四
号
、
山
形
歴
史
学
会
、

一
九
七
二
年
）、
前
森
礼
介
「
幕
末
期
に
お
け
る
城
下
町
商
人
の
一
考
察 
― 
山
形
佐
藤

利
右
衛
門
家
に
み
る
店
経
営 
― 
」（『
山
形
史
学
研
究
』
第
一
〇
号
、
一
九
七
四
年
）
が

山
形
十
日
町
の 

佐
藤
利
兵
衛
家
（
本
家
）・
○＋
 

佐
藤
利
右
衛
門
家
（
分
家
）
の
経
営
分

析
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

�　

岩
田
浩
太
郎
「
商
品
流
通
と
『
着
値
』
― 
遠
隔
地
間
取
引
に
お
け
る
荷
主
の
価
格
計

算
・
損
益
管
理 
―
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
〇
三
集
、
二
〇
〇
三

年
）。
京
着
値
を
は
じ
め
「
着
値
」
の
概
念
と
市
場
取
引
に
お
け
る
機
能
に
つ
き
考
察
し
、

遠
隔
地
間
取
引
に
お
け
る
荷
主
の
原
価
積
算
お
よ
び
損
益
管
理
の
方
法
と
し
て
広
く
近

世
社
会
で
通
用
し
て
い
た
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
た
。
本
稿
は
、
幕
末
期
に
お
け
る
山

形
城
下
町
最
大
の
商
人
で
あ
っ
た
○長
 

長
谷
川
家
も
こ
の
方
式
を
採
用
し
て
い
た
こ
と
を

あ
き
ら
か
に
し
、
前
稿
の
論
証
を
さ
ら
に
補
強
す
る
位
置
に
も
あ
る
。

�　

こ
の
紅
花
荷
は
一
九
袋
入
の
荷
四
丸
と
一
八
袋
入
の
荷
三
丸
に
荷
造
り
さ
れ
た
こ
と

が
記
載
か
ら
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
荷
造
り
し
た
形
状
か
ら
は
合
計
一
三
〇
袋
と
な
り
、

帳
面
に
記
載
さ
れ
た
袋
数
と
一
袋
分
勘
定
が
あ
わ
な
い
。
そ
の
理
由
は
帳
面
か
ら
は
不

明
で
あ
る
が
、
一
袋
（
五
〇
〇
匁
）
に
満
た
な
い
端
数
が
存
在
し
、
数
え
方
に
よ
り
袋

数
が
異
な
っ
て
く
る
ケ
ー
ス
は
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。

�　

こ
の
こ
と
は
、
Ⅳ
の
帳
面
の
筆
跡
や
余
白
の
取
り
方
な
ど
の
検
討
か
ら
判
明
す
る
。

表
８
の
集
出
荷
形
態
の
番
号
⑳
以
降
に
お
い
て
一
駄
あ
た
り
仕
切
値
段
や
売
代
金
計
の

欄
が
空
白
で
あ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
紅
花
荷
が
安
政
元
年
春
に
上
方
へ
出
荷
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
売
却
時
期
が
遅
れ
、
売
却
の
結
果
が
こ
の
帳
面
に
は
記
入
さ
れ
な
か
っ
た
た

め
と
推
察
さ
れ
、
帳
面
の
こ
れ
ら
の
頁
は
各
紅
花
荷
の
記
載
の
間
に
余
白
が
充
分
に
と

ら
れ
た
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
帳
面
を
作
成
し
た
当
初
に
お
い
て
は
売

却
結
果
の
情
報
を
余
白
部
分
に
書
き
込
む
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
こ
と
を
明
示
し
て
い

る
。

＋

�　

長
谷
川
博
明
氏
（
現
○長
 

長
谷
川
家
ご
当
主
。
山
形
市
十
日
町 
長
谷
川
商
店
）
の
ご
教

示
に
よ
れ
ば
、
長
谷
川
吉
六
は
二
代
目
吉
郎
治
の
次
男
で
あ
る
。
長
男
（
吉
六
の
兄
吉

治
）
が
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
に
亡
く
な
っ
た
た
め
、
跡
取
り
と
し
て
○長
 

長
谷
川
家

の
商
業
実
務
を
担
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
Ⅳ
の
帳
面
を
作
成
し
た
直
後
の
安
政
二
年
（
一

八
五
五
）
四
月
一
三
日
、
在
京
中
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
享
年
三
七
歳
。

�　

大
沼
悦
子
『
紅
花
と
村
田
の
一
商
人
』（
自
費
出
版
、
一
九
九
七
年
）。
大
沼
悦
子
氏

の
ご
教
示
に
よ
る
。 

 
初
代
大
沼
正
治
郎
は
寛
政
一
二
年
（
一
八
〇
〇
）
生
ま
れ
で
あ

る
の
で
、
嘉
永
期
に
は
五
〇
歳
前
後
で
あ
る
。
嘉
永
二
年
頃
に
分
家 
 

大
沼
家
を
創
出

し
た
と
さ
れ
る
。
嘉
永
〜
安
政
期
に
正
治
郎
は
、
山
形
城
下
町
の
角
屋 
正 
太
郎
と
と
も

（
庄
）

に
○長
 

○谷
 

両
長
谷
川
家
の
上
京
支
配
人
と
し
て
た
び
た
び
在
京
し
、
○長
 

○谷
 

両
長
谷
川
家
の

紅
花
荷
の
売
却
を
担
当
し
、
さ
ら
に
そ
の
売
代
金
を
使
用
し
た
上
方
商
品
の
買
い
付
け

な
ど
、
両
長
谷
川
家
の
上
方
取
引
の
差
引
勘
定
＝
「
の
こ
ぎ
り
商
い
」
の
資
金
回
転
に

も
深
く
関
与
し
て
い
た
。

　
　

な
お
、 

  
 

両
大
沼
家
の
経
営
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
四
年
九
月
一
八
日
に
村
田
町

古
文
書
調
査
報
告
会
「
村
田
商
人
の
歴
史
を
ひ
も
と
く 
― 
大
沼
家
文
書
調
査
か
ら 
―
」

（
村
田
町
教
育
委
員
会
・
奥
羽
史
料
調
査
会
主
催
、
於
村
田
町
中
央
公
民
館
）
に
お
い
て

「
大
沼
家
の
紅
花
取
引
と
商
業
活
動 
― 
村
田
商
人
の
全
国
取
引 
―
」
と
題
し
て
報
告
を

お
こ
な
っ
た
。
詳
細
の
刊
行
は
後
日
を
期
し
て
い
る
。

�　

山
形
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
最
上
屋
喜
八
家
文
書
。

�　

岩
田
浩
太
郎
「
紅
花
商
業
と
東
北
」（
前
掲
注
�
）
の
表
１
で
、
同
デ
ー
タ
を
使
用
し

た
概
括
的
分
析
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
集
出
荷
形
態
の
詳
細
（
組
合
形
態

の
具
体
）
や
純
益
・
利
益
率
な
ど
の
デ
ー
タ
は
紙
幅
の
都
合
か
ら
割
愛
し
て
い
た
。

�　

岩
田
浩
太
郎
「
豪
農
経
営
と
地
域
編
成
（
二
）
― 
全
国
市
場
と
の
関
係
を
ふ
ま
え
て 
―
」

（『
山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）』
第
三
三
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
二
年
）。
文
化
八
年
（
一

八
一
一
）
〜
天
保
一
二
年
（
一
八
四
一
）
の
京
都
紅
花
相
場
変
動
の
デ
ー
タ
分
析
に
よ

る
考
察
で
あ
る
が
、
こ
の
傾
向
は
嘉
永
〜
安
政
期
に
も
継
続
し
た
と
考
え
て
い
る
。

�　

表
２
小
計
の
純
益
七
八
九
両
余
は
原
価
・
代
金
の
両
方
が
判
明
し
た
紅
花
荷
に
限
定

正

正

正

正

― (87) 190 ―



山形城下町商人長谷川吉郎治家における紅花取引の実態 ―― 岩田

し
て
計
算
で
き
た
数
値
で
あ
る
こ
と
や
利
益
率
が
高
い
と
予
測
さ
れ
る
奥
州
紅
花
の
純

益
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
考
慮
し
て
嘉
永
二
年
の
○長
 

長
谷
川
家
の
紅
花
販
売
に
お

け
る
総
純
益
を
推
察
す
る
な
ら
ば
、
大
凡
一
三
〇
〇
〜
一
五
〇
〇
両
に
達
し
た
と
思
わ

れ
る
。

�　

な
お
、
表
３
の
番
号　

は
南
仙
紅
花
で
あ
り
、
内
造
り
分
の
一
部
は
羽
州
村
山
郡
以
外

39

の
地
域
か
ら
集
荷
さ
れ
混
入
さ
れ
た
ケ
ー
ス
も
確
認
で
き
る
。
な
お
、
後
掲
表
６
の
番

号　

も
内
造
り
分
に
混
入
さ
れ
た
奥
仙
紅
花
で
あ
る
が
、「
奥
仙
�
商
人
持
参
候
分 
当
所

25
ニ
而
買
入
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
山
形
に
持
ち
込
ま
れ
た
後
に
内
造
り
分
と
し

て
長
谷
川
店
が
購
入
し
た
過
程
が
判
明
す
る
。

�　

河
北
町
誌
編
纂
委
員
会
編
『
大
町
念
仏
講
帳 

河
北
町
誌
編
纂
史
料
』（
河
北
町
、
一

九
九
一
年
）
三
八
一
〜
三
八
六
頁
。
例
え
ば
羽
州
村
山
郡
谷
地
郷
で
は
、
日
照
り
干
魃

の
た
め
畑
作
・
稲
作
と
も
に
不
作
と
な
り
、
干
花
の
地
払
い
値
も
嘉
永
六
年
七
月
よ
り

以
降
は
「
格
別
下
値
」
と
な
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

�　

た
だ
し
、
組
合
形
態
に
お
け
る
共
同
出
資
者
の
出
資
分
も
含
め
た
金
額
で
あ
る
。
表

９
よ
り
、
組
合
形
態
の
共
同
出
資
率
を
ふ
ま
え
て
、
寅
年
花
の
集
出
荷
の
た
め
に
○長
 

長

谷
川
家
単
独
で
投
下
し
た
資
金
を
不
明
分
（
⑭
）
を
除
い
て
試
算
す
る
と
、
一
一
〇
二

七
・
四
〇
両
と
な
る
（
自
己
資
本
率
八
〇
・
六
六
％
）。
全
投
下
資
金
の
一
九
・
三
四
％

が
共
同
出
資
者
の
出
資
額
で
あ
り
、
二
六
四
三
・
六
七
両
に
の
ぼ
る
。

�　

今
田
信
一
『
最
上
紅
花
史
の
研
究
』（
前
掲
注
�
）
三
四
頁
。

�　

岩
田
浩
太
郎
「
紅
花
商
業
と
東
北
」（
前
掲
注
�
）。

�　

な
お
、
本
稿
で
指
摘
し
た
諸
商
人
の
ほ
か
に
、
奥
仙
山
ノ
目
鈴
木
屋
庄
左
衛
門
・
一

関
大
町
千
葉
新
助
・
水
沢
大
町
小
沢
屋
平
治
が
嘉
永
期
に
○長
 

長
谷
川
家
の
紅
花
買
宿
で

あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
（
山
形
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
二
藤
部
兵
右
衛
門
家
文
書

「
御
徳
得
名
前
并
問
屋
名
前
留
」）。
ま
た
、
Ⅰ
〜
Ⅳ
の
帳
面
に
は
、
紅
花
荷
の
記
載
の
後
、

青
苧
荷
や
生
糸
荷
に
関
す
る
記
載
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
紙
幅
の
関
係
か
ら
分
析
で
き

な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

�　

岩
田
浩
太
郎
「
堀
米
四
郎
兵
衛
家
に
お
け
る
紅
花
出
荷
の
動
向 
―
『
萬
指
引
帳
』
の

基
礎
的
考
察 
―
」（『
西
村
山
地
域
史
研
究
会
十
五
周
年
記
念
論
集 
西
村
山
の
歴
史
と
文

化
Ⅲ
』
西
村
山
地
域
史
研
究
会
、
一
九
九
六
年
）、
同
「
商
品
流
通
と
『
着
値
』」（
前
掲

注
�
）。

�　

な
お
、
京
都
を
中
核
と
す
る
三
都
紅
花
市
場
＝
中
央
市
場
に
お
け
る
取
引
諸
条
件
や

各
産
地
小
商
人
・
生
産
者
の
価
格
形
成
力
＝
価
格
要
求
と
巨
大
商
人
と
の
関
係
な
ど
の

実
態
分
析
を
あ
わ
せ
て
お
こ
な
う
必
要
が
あ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

�　

岩
田
浩
太
郎
「
商
品
流
通
と
『
着
値
』」（
前
掲
注
�
）。
世
直
し
状
況
論
の
批
判
的
継

承
の
課
題
、
と
く
に
「
幕
藩
制
的
市
場
関
係
の
規
定
性
」
の
実
態
的
な
吟
味
の
課
題
に

関
わ
る
。

（
付
記
）
本
稿
の
分
析
史
料
に
使
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
大
沼
家
文
書
の
奥
羽
史
料
調
査
会

に
よ
る
調
査
に
際
し
て
、 

大
沼
忠
・
悦
子
ご
夫
妻
、
大
沼
正
七
氏
に
大
変
に
お
世
話
に

な
っ
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
な
お
、
本
稿
は
二
〇
〇
四
年
度
人
文
学
部
プ
ロ

･

ジ
ェ
ク
ト
研
究
「
交
易 

交
流
か
ら
み
た
出
羽
の
歴
史
文
化 
― 
山
形
の
地
域
特
性
の
歴

史
的
形
成
に
関
す
る
フ
ィ
ー
ル
ド
研
究 
― 
」
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
研
究
会
で
同
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
参
加
メ
ン
バ
ー
諸
氏
か
ら
貴
重
な
意
見
を
い
た
だ
い
た
。
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Research into the actual circumstances of benibana trade by 
the Hasegawa Kichiroji family, a large merchant in the 

Yamagata castle town during the late Edo period

IWATA Kotaro

（Professor, History & Culture, Cultural System Course）

  Yamagata during the Edo period developed as a special area for the cultivation of benibana 
(safflower, a plant used as the raw material of benibana dye, lipstick and cooking oil) and prospered 
through benibana sales to Kyoto, Osaka and elsewhere.  It is thought furthermore that merchants 
and wealthy peasants developed through transit commerce by purchasing stocks of everyday 
commodities from Kyoto or Osaka and selling them throughout the lands of Mutsu and Dewa 
(current Tohoku area).  Yet there has been virtually no progress in research into the actual 
circumstances surrounding the commercial activities of merchants in the Yamagata castle town, who 
were undoubtedly the most active in the benibana trade.  In this study, I clarify the actual 
circumstances of benibana trade engaged in by the Hasegawa Kichiroji family, the largest merchant 
in the Yamagata castle town during the late Edo and the beginning of the Meiji periods.  Business 
ledgers dealing with the Hasegawa benibana trade were discovered among old documents in the 
possession of the Onuma family in Murata Town (currently Murata Town, Shibata Gun, Miyagi 
Prefecture), which at the time was part of the territory of the Sendai han (domain), providing new 
historical resources that served as the basis for my research.
　Through this research, I clarified that, during the periods of Kaei and Ansei (1848-59), the 
Hasegawa family collected some 280 loads of benibana a year and sold them in Kyoto and Osaka.  
Total annual benibana production in Japan at the time was 2,000 loads, which means that the 
Hasegawa family handled a share of about 14%, likely making it the largest single benibana 
merchant in Japan at the time.  The Hasegawa family collected benibana cargo from a broad area 
encompassing the Murayama area (current Yamagata Prefecture interior) and the Shonai area (Japan 
Sea coast area of Yamagata Prefecture) in the land of Dewa as well as the Nanbu area (Iwate 
Prefecture), Okusen area (northern Miyagi Prefecture and southern Iwate Prefecture) and Nansen 
area (southern Miyagi Prefecture) in Mutsu together with areas in the lands of Hitachi (Ibaraki 
Prefecture) and Musashi (Saitama Prefecture) and in Edo (Tokyo Prefecture).  I reveal that they 
collected cargo using local influential benibana merchants as purchasing agents and also collected 
cargo jointly by establishing partnerships with them.  In this study, I present a basic review 
including a verification of benibana shipment volumes by the Hasegawa family, sales prices in 
Kyoto and Osaka, profits earned and other factors.  This research is significant in that it provides a 
more clearly defined elucidation of the actual circumstances surrounding benibana trade by 
merchants in the Yamagata castle town, which has long been delayed, in a case study dealing with 
the largest merchant.
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